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733 

○ 名古屋市総合排水計画策定協議会規程の一部改正 

（緑土・総務課）

 

(第6号) 

 

735 

○ 名古屋市役所防火防災管理規程の一部改正 （総務・総務課） (第7号) 737 

○ 職員の勤務時間の特例等に関する規程の一部改正 

（総務・給与課）

 

(第8号) 

 

741 

○ 職名及び補職名規程の一部改正      （総務・給与課） (第9号) 748 

○ 課長代理設置規程の一部改正       （総務・給与課） (第10号) 750 

○ 名古屋市ホームレス援護施策推進本部規程の一部改正 

（健福・総務課）

 

(第11号) 

 

753 

○ 課長補佐設置規程の一部改正   （総務・行政改革推進室） (第12号) 755 

○ 区役所処務規程の一部改正    （総務・行政改革推進室） (第13号) 777 

○ 名古屋市区役所支所処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第14号) 

 

781 

○ 名古屋市東京事務所処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第15号) 

 

783 

○ 名古屋市収納管理・特別徴収事務センター処務規程の一部改 

正               （総務・行政改革推進室）

 

(第16号) 

 

784 

○ 名古屋市市税事務所処務規程の一部改正 

 （総務・行政改革推進室）

 

(第17号) 

 

785 

○ 名古屋市市民活動推進センター処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第18号) 

 

787 

○ 名古屋城総合事務所処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第19号) 

 

788 
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○ 名古屋市中央卸売市場に属する市場処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第20号) 

 

790 

○ 名古屋市環境科学調査センター処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第21号) 

 

792 

○ 名古屋市環境事業所処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第22号) 

 

793 

○ 名古屋市処分場処務規程の一部改正（総務・行政改革推進室） (第23号) 796 

○ 名古屋市環境局工場処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第24号) 

 

797 

○ 名古屋市立中央看護専門学校処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第25号) 

 

798 

○ 名古屋市立八事霊園・斎場管理事務所処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第26号) 

 

800 

○ 名古屋市食品衛生検査所処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第27号) 

 

801 

○ 名古屋市動物愛護センター処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第28号) 

 

802 

○ 名古屋市食肉衛生検査所処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第29号) 

 

803 

○ 名古屋市保健所処務規程の一部改正（総務・行政改革推進室） (第30号) 804 

○ 名古屋市精神保健福祉センター処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第31号) 

 

813 

○ 名古屋市厚生院処務規程の一部改正（総務・行政改革推進室） (第32号) 815 

○ なごや人権啓発センター処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第33号) 

 

817 

○ 名古屋市児童福祉センター処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第34号) 

 

818 

○ 名古屋市西部児童相談所処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第35号) 

 

820 

○ 名古屋市東部児童相談所処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第36号) 

 

821 

○ 名古屋市児童福祉施設処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第37号) 

 

822 

○ 名古屋市西部地域療育センター処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第38号) 

 

824 

○ 名古屋市大曽根北・筒井都市整備事務所処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第39号) 

 

825 

○ 名古屋市緑都市整備事務所処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第40号) 

 

827 

○ 名古屋市ささしまライブ24総合整備事務所処務規程の一部改 

正               （総務・行政改革推進室）

 

(第41号) 

 

829 

○ 名古屋市ポンプ施設管理事務所処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第42号) 

 

830 
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○ 名古屋市土木事務所処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第43号) 

 

832 

○ 名古屋市東山総合公園処務規程の一部改正 

（総務・行政改革推進室）

 

(第44号) 

 

836 

○ 副市長以下代決規程の一部改正  （総務・行政改革推進室） (第45号) 842 

○ 区長以下代決規程の一部改正   （総務・行政改革推進室） (第46号) 847 

 会 計 管 理 者 達   

○ 名古屋市会計管理者事務代決規程の一部改正 (第1号) 848 

 市 会 達   

○ 名古屋市会事務局課長補佐設置規程 (第1号) 855 

○ 名古屋市会事務局処務規程の一部改正 (第2号) 856 

○ 市会事務局職員の職名及び補職名規程の一部改正 (第3号) 857 

○ 市会事務局事務局長以下代決規程の一部改正 (第4号) 858 

○ 市会事務局情報あんしん条例施行規程の一部改正 (第5号) 860 

 監 査 委 員 規 程   

○ 名古屋市監査事務局規程の一部を改正する規程 (第1号) 862 

○ 事務局長以下代決規程の一部を改正する規程 (第2号) 866 

○ 名古屋市監査事務局職員の職名及び補職名規程の一部を改正 

する規程 

 

(第3号) 

 

868 

○ 名古屋市監査事務局情報の保護及び管理に関する規程の一部 

を改正する規程 

 

(第4号) 

 

870 

 教 育 委 員 会 規 則   

○ 名古屋市教育委員会事務局規則の一部を改正する規則 (第1号) 873 

○ 公所と称する規則等の一部を改正する規則 (第2号) 881 

○ 名古屋市学校事務センター規則等の一部を改正する規則 (第3号) 884 

○ 名古屋市教育委員会職名及び補職名規則の一部を改正する規 

則 

 

(第4号) 

 

899 

○ 名古屋市教育委員会教育長及び事務局職員の勤務時間の特例 

等に関する規則の一部を改正する規則 

 

(第5号) 

 

901 

○ 名古屋市立高等学校学則の一部を改正する規則 (第6号) 904 

○ 名古屋市立特別支援学校学則の一部を改正する規則 (第7号) 906 

○ 名古屋市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部 

を改正する規則 

 

(第8号) 

 

908 

○ 名古屋市立小学校、中学校及び特別支援学校の事務職員の職 

の設置に関する規則の一部を改正する規則 

 

(第9号) 

 

910 

○ 名古屋市就学援助規則の一部を改正する規則 (第10号) 912 

○ 名古屋市学校施設使用規則の一部を改正する規則 (第11号) 913 

○ 名古屋市学校施設開放に関する規則の一部を改正する規則 (第12号) 917 

○ 名古屋市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則 (第13号) 919 

○ 名古屋市博物館条例施行規則等の一部を改正する規則 (第14号) 920 
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○ 名古屋市文化財の保存及び活用に関する条例施行規則の一部 

を改正する規則 

 

(第15号) 

 

926 

 教 育 委 員 会 告 示   

○ 名古屋市志段味古墳群歴史の里の駐車場の有料期間について (第7号) 928 

○ 名古屋市立小・中学校の通学区域の設定及び変更について (第8号) 929 

○ 名古屋市立中学校の通学区域の設定及び変更について (第9号) 930 

 名 教 委 訓 令   

○ 名古屋市教育委員会情報あんしん条例施行規程の一部改正 (第1号) 931 

○ 名古屋市立学校文書管理規程の一部改正 (第2号) 933 

 名 教 委 教 訓 令   

○ 名古屋市教育委員会事務局課長補佐設置規程 (第1号) 935 

○ 名古屋市教育委員会課長代理設置規程の一部改正 (第2号) 939 

○ 教育次長以下代決規程の一部改正 (第3号) 940 

 人 事 委 員 会 規 則   

○ 職員の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の一部を改正 

する規則 

 

(第6号) 

 

944 

○ 編入市町村職員の採用に関する規則の一部を改正する規則 (第7号) 946 

○ 試験企画委員等に関する規則の一部を改正する規則 (第8号) 948 

○ 一般職の任期付職員の採用等の承認に関する規則の一部を改 

正する規則 

 

(第9号) 

 

949 

○ 名古屋市人事委員会事務局職員の職名及び補職名規則の一部 

を改正する規則 

 

(第10号) 

 

950 

○ 職員団体の登録等に関する規則の一部を改正する規則 (第11号) 951 

○ 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 (第12号) 952 

○ 名古屋市人事委員会が公平委員会の事務を委託された地方公 

共団体に係る管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す 

る規則 

 

 

(第13号) 

 

 

959 

 上 下 水 道 局 管 理 規 程   

○ 名古屋市上下水道局安全衛生管理規程の一部改正 (第7号) 960 

○ 名古屋市上下水道局会計規程等の一部改正 (第8号) 962 

○ 名古屋市上下水道局次長以下代決規程の一部改正 (第9号) 965 

○ 名古屋市上下水道局分課規程 (第10号) 970 

○ 名古屋市上下水道局課長代理設置規程等の一部改正 (第11号) 993 

○ 名古屋市上下水道局副係長設置規程及び名古屋市上下水道局 

職員の服務の宣誓の実施に関する規程等の一部を改正する規 

程の一部改正 

 

 

(第12号) 

 

 

1013 

○ 名古屋市上下水道局職員の職名及び補職名規程及び名古屋市 

上下水道局職員の名札着用に関する規程の一部改正 

 

(第13号) 

 

1014 

○ 名古屋市上下水道局職員の勤務時間及び休暇に関する規程の 

一部改正 

 

(第14号) 

 

1016 
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○ 名古屋市上下水道局会計年度任用職員の任用、勤務時間及び 

休暇等に関する規程の一部改正 

 

(第15号) 

 

1017 

○ 名古屋市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の 

一部改正 

 

(第16号) 

 

1023 

○ 名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程の一部改正 (第17号) 1025 

○ 名古屋市上下水道局職員の初任給、昇格及び昇給等に関する 

規程の一部改正 

 

(第18号) 

 

1027 

○ 名古屋市上下水道局退職し、又は死亡した職員の期末手当及 

び奨励手当の支給に関する規程の一部改正 

 

(第19号) 

 

1056 

 交 通 局 告 示   

○ 料金等徴収事務の委託について (第2号) 1059 

○ 共通乗車区間の運転系統について (第3号) 1075 

○ なごや観光ルートバス メーグル １ＤＡＹチケットの発売 

及びなごや観光ルートバスに乗車できる乗車券の種類につい 

て 

 

 

(第4号) 

 

 

1076 

 交 通 局 管 理 規 程   

○ 高速電車運転取扱規程の一部改正 (第8号) 1079 

○ ＩＣカード乗車券取扱規程の一部改正 (第9号) 1080 

○ 高速電車安全管理規程等の一部改正 (第10号) 1081 

○ 名古屋市交通局事務分掌規程の一部改正 (第11号) 1116 

○ 名古屋市交通局課長補佐等設置規程 (第12号) 1144 

○ 職務に専念する義務の免除基準に関する規程等の一部改正 (第13号) 1154 

○ 会計年度任用職員就業規程の一部改正 (第14号) 1158 

○ 名古屋市交通局企業職員給与支給規程等の一部改正 (第15号) 1160 

○ ドニチエコきっぷの特例に関する規程の一部改正 (第16号) 1197 

○ 乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程の一部 

改正 

 

(第17号) 

 

1198 

○ 認定鉄道事業者制度業務実施規程の一部改正 (第18号) 1199 

 公 告   

○ 名古屋市志段味古墳群歴史の里の利用料金の公告 

                 （教育・文化財保護室）

  

1200 

○ 大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の 

公告                （経済・地域商業課）

  

1201 

 雑 報   

○ 職員の懲戒処分             （総務・人事課）  1205 
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 条 例 の あ ら ま し 

  

○ 名古屋市交通事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（第11号） 

1  改正内容 

   地方自治法（昭和22年法律第67号）の一部改正に伴い、規定の整理を行 

います。（第 6条関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市保護施設条例の一部を改正する条例（第12号） 

 1  改正内容 

   名古屋市植田寮（更生施設）及び名古屋市厚生院（救護施設）の廃止に 

伴い、規定の整備を行います。（第 1条関係） 

 2  施行期日 

   令和 7年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市精神科病院に入院中の任意入院者に係る症状等の定期的な報告に 

関する条例の一部を改正する条例（第13号） 

1  改正内容 

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第 123号）の 

一部改正に伴い、規定の整理を行います。（第 1条及び第 2条関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定 

める条例を廃止する条例（第14号） 

1  廃止内容 

 名古屋市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を 

定める条例（平成24年名古屋市条例第77号）を廃止します。 

 2  施行期日 
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   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を 

定める条例の一部を改正する条例（第15号） 

 1  改正内容 

   指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11 

年厚生省令第37号）の一部改正に伴い、規定の整理を行います。（第 2条 

関係） 

 2  施行期日 

令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 火災予防条例の一部を改正する条例（第16号） 

 1  改正内容 

   建築基準法（昭和25年法律第 201号）の一部改正に伴い、消防用設備等 

の技術上の基準に関する規定の整備を行います。（第46条、第49条及び第 

52条関係） 

 2  施行期日 

令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市文化芸術推進基本条例（第17号） 

 1  制定の趣旨 

文化芸術の振興及び文化芸術により生み出される価値の関連分野への活 

用の推進（以下「文化芸術の推進」という。）に関し、基本理念を定め、 

市の責務、文化芸術活動を行う者及び事業者の役割を明らかにするととも 

に市の施策の基本となる事項を定めることにより、もって魅力と活力にあ 

ふれるまちづくりに寄与することを目的とします。 

 2  主な内容 

  (1) 文化芸術の推進に関する基本理念並びに市の責務並びに文化芸術活動 

を行う者及び事業者の役割を定めます.（第 3条から第 6条関係） 

  (2) 文化芸術の推進に関する基本的な計画及び施策並びに名古屋市文化芸 
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術推進評議会について定めます。 （第 7条から第11条関係） 

 3  施行期日 

  令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市新型コロナウイルス感染症対策事業基金条例を廃止する条例（第 

  18号） 

1  内容 

名古屋市新型コロナウイルス感染症対策事業基金条例（令和 2年名古屋 

市条例第53号）を廃止します。 

2  施行期日 

令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市消防団条例の一部を改正する条例（第19号） 

 1  改正内容 

   消防団員の任命資格の区域を拡大する必要があるほか、名古屋市立たか 

しま小学校の新設及び機能別消防団の一部廃止に伴い、規定の整備等を行 

います。（第 3条及び別表関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例（第20号） 

 1  改正内容 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成12年政令第16号）の一 

部改正に伴い、浮き屋根を有する特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申 

請に対する審査等に係る手数料の額を改定します。（別表関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市公告式条例の一部を改正する条例（第21号） 

1  改正内容 
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条例及び規則の公布手続について、規定の整備を行います。（第 2条関 

係） 

 2  関係条例の整理 

1の改正に伴い、名古屋市財政事情の公表に関する条例（昭和39年名古 

屋市条例第25号）の規定の整理を行います。 

3  施行期日 

令和 6年10月 1日から施行します。 

 

○ 乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（第22 

号） 

 1  改正内容 

  (1) 一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金に係る制度変更等に伴い、 

乗合自動車の貸切乗車券の料金を改定します。（附則第 4項関係） 

  (2) その他規定の整理を行います。（附則第 5項関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 7月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市立学校設置条例の一部を改正する条例（第23号） 

 1  改正内容 

(1) 名古屋市立稲永小学校及び名古屋市立野跡小学校を統合し、名古屋市 

立あおなみ小学校を設置します。（別表小学校の表関係） 

 (2) 名古屋市立なごやか中学校及び名古屋市立上志段味中学校を設置しま 

す。（別表中学校の表関係） 

2  施行期日 

別表中学校の表の改正規定のうち名古屋市立なごやか中学校に係る部分 

は令和 7年 4月 1日から、名古屋市立上志段味中学校に係る部分は令和 8 

年 4月 1日から、別表小学校の表の改正規定は令和 9年 4月 1日から施行 

します。 

 

○ 名古屋市子ども適応相談センター条例の一部を改正する条例（第24号） 

14



 1  改正内容 

   名古屋市子ども適応相談センターの名称を変更するとともに、規定の整 

備を行います。（題名、第 1条及び第 2条関係） 

 2  関係条例の整理 

    1の改正に伴い、名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調 

整等に関する条例（平成11年名古屋市条例第40号）の規定の整理を行いま 

す。 

 3  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市文化財の保存及び活用に関する条例の一部を改正する条例（第25

条） 

 1  改正内容 

  (1) 無形の民俗文化財の登録制度について、規定の整備を行います ｡ （第 

1条及び第10条の 2から第11条関係） 

  (2) 有形の市指定文化財について、規定の整備を行います ｡ （第 2条及び 

第10条関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市職員定数条例の一部を改正する条例（第26号） 

 1  改正内容 

令和 6年度における職員の定数を定めるものです。（第 1条関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

〇 名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部 

  を改正する条例（第27号） 

 1  改正内容 

   地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員の勤勉手当等に関し必 
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要な事項を定める等するものです。 

  (1) 題名を「名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉 

手当に関する条例」に改めます。（題名関係） 

  (2) 会計年度任用短時間勤務職員の勤勉手当の額及びその支給方法等を規 

定します。（第 8条の 2、第10条及び第11条関係） 

  (3) 非常勤の職員に支給される報酬の額の改定等を行います。（別表第 1 

から別表第 3まで関係） 

  (4) 会計年度任用短時間勤務職員の報酬の額の算出に係る端数処理の変更 

を行います。（別表第 4関係） 

  (5) その他規定の整理を行います。（第 1条、第 8条及び第11条関係） 

 2  関係条例の整理等 

   会計年度任用職員の勤勉手当等に関する必要な事項の規定等に伴い、職 

員の給与に関する条例（昭和26年名古屋市条例第 5号）、職員の育児休業 

等に関する条例（平成 4年名古屋市条例第17号）、職員懲戒条例（昭和26 

年名古屋市条例第50号）、名古屋市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関 

する条例の一部を改正する条例（平成31年名古屋市条例第 5号）、名古屋 

市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改 

正する条例（令和 3年名古屋市条例第20号）、名古屋市非常勤の職員の報 

酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例（令和 5 

年名古屋市条例第27号）及び職員の定年等に関する条例の一部を改正する 

条例（令和 4年名古屋市条例第40号）の規定の整理等を行います。 

 3  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。ただし、一部の規定は、同年 3月31 

日から施行します。 

 

○ 名古屋市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び名古 

屋市児童を虐待から守る条例の一部を改正する条例（第28号） 

 1  改正内容 

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和 4年法律第52号）

の制定に伴い、規定の整理を行います。  
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 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市児童福祉施設条例の一部を改正する条例（第29号） 

 1  改正内容 

   名古屋市南陽第二保育園を廃止します。（第 1条関係） 

 2  施行期日 

   別に規則で定める日から施行します。 

 

○ 名古屋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び名古 

屋市地域療育センター条例の一部を改正する条例（第30号） 

 1  改正内容 

     児童福祉法（昭和22年法律第 164号）の一部改正に伴い、規定の整理を 

行います。 

 2  施行期日等 

  (1) 令和 6年 4月 1日から施行します。 

  (2) この条例の施行の日前の医療型児童発達支援に係る第 2条の規定によ 

る改正前の名古屋市地域療育センター条例の規定による使用料について 

は、なお従前の例による。 

 

○ 名古屋市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定 

める条例の一部を改正する条例（第31号） 

 1  改正内容 

     児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関す 

る基準（平成24年厚生労働省令第15号）の一部改正に伴い、規定の整理を 

行います。（第 2条関係） 

 2  施行期日 

    令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○名古屋市屋外広告物条例の一部を改正する条例（第32号） 
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 1  改正内容  

(1) 許可を受けた後、その許可を受けた屋外広告物等の表示内容等を変更 

しようとする場合、市長にその旨を届け出ることとします。（第 5条関 

係） 

(2) 許可証の交付等に関する規定を削除します。（第11条関係） 

(3) 許可証をはり付けない者に対する罰金に関する規定を削除します。（

第37条関係）   

(4) 手数料の額を改定します。（別表関係）  

(5) その他規定の整備を行います。（第 3条、第 5条、第 5条の 3、第 5 

条の 4、第 6条、第38条及び別表関係） 

 2  施行期日  

令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市営路外駐車場条例の一部を改正する条例（第33号） 

 1  改正内容 

   市営路外駐車場の使用料の割引に関して規定の整備を行います。（第 3

条関係） 

 2  施行期日 

令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市営住宅条例の一部を改正する条例（第34号） 

 1  改正内容 

(1) 市営住宅の入居者の資格に関して規定の整備を行います。（第 5条及

び第34 条の 2関係） 

(2) 市営住宅の用途廃止に伴い、別表を改正します。（別表関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。ただし、別表の改正規定は、規則で

定める日から施行します。 

 

○ 名古屋市都市公園条例の一部を改正する条例（第35号） 
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 1  改正内容 

  (1) 白川公園駐車場の廃止等を行います。（別表第 1関係） 

(2) その他規定の整備を行います。（第 2条及び第 6条関係） 

 2  施行期日 

   令和 7年 4月 1日から施行します。ただし、一部の規定は、公布の日か 

ら施行します。 

 

○ なごや平和の日を定める条例（第36号） 

 1  制定の目的 

   なごや平和の日を定め、名古屋空襲により犠牲になられた方々を悼むと

ともに、悲惨な戦争の体験・記憶を後世に語り継ぐことにより、市民の恒

久平和の実現を希求する意識の醸成を図り、もって平和な社会の発展に寄

与することを目的とします。（第 1条関係） 

2 主な内容 

（1）なごや平和の日は、 5月14日とします。（第 2条関係） 

（2）市及び市民は、なごや平和の日を中心に、平和意識の醸成を図るため

の取組を行います。（第 3条関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市地下街建築基準条例（第37号） 

 1  制定の趣旨 

   地下街の建築基準に関して必要な事項を定めます。（第 1条関係） 

 2  主な内容 

   地下街の建築基準について定めます。（第 2条から第 7条関係） 

 3  施行期日 

 令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市建築基準法施行条例及び名古屋市地区計画等の区域内における建

築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（第38号） 
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 1  改正内容 

(1) 名古屋市地下街建築基準条例（令和 6年名古屋市条例第37号）の制定

に伴い、規定の整備を行います。 

(2) 建築基準法施行令（昭和25年政令第 338号）の一部改正に伴い、新設

された認定制度に係る事務の手数料を定めます。 

(3) その他規定の整理を行います。 

 2  施行期日 

  令和 6年 4月 1日から施行します。 
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規 則 の あ ら ま し 

 

○ 名古屋市児童福祉施設条例施行細則の一部を改正する規則（第15号） 

 1  改正内容 

  (1) 名古屋市児童福祉施設条例（昭和34年名古屋市条例第14号）の一部改 

   正により、名古屋市千代田橋保育園、名古屋市富田第三保育園、名古屋 

   市牧野原保育園を廃止するため、規定の整備を行います。（第 2条及び 

   附則第 3項関係） 

    (2) 名古屋市丸池保育園について、 4歳以上児の定員を増加させ、異年齢 

   保育を終了するため、規定の整備を行います。（第 2条及び附則第 3項 

関係） 

  (3) 名古屋市野南保育園、名古屋市神松保育園、名古屋市本地保育園につ 

   いて、 4歳以上児の定員を減少させ、継続的に異年齢保育を実施するた

め、規定の整備を行います。（第 2条及び附則第 3項関係） 

  (4) 令和 6年度障害福祉サービス等報酬改定により、補足給付の基準費用 

   額が見直されることに伴い、障害児入所施設を利用する者に係る食事の 

   提供に要する費用を見直すため、規定の整備を行います。（第 5条の 2 

関係） 

 2  施行期日等 

  (1) 令和 6年 4月 1日から施行します。 

  (2) この規則による改正後の名古屋市児童福祉施設条例施行細則第 5条の 

 2第 1項の規定は、令和 6年 4月分の使用料から適用し、同年 3月分以 

前の使用料については、なお従前の例によることとします。 

 

〇 名古屋市中小企業振興会館条例施行細則の一部を改正する規則（第16号） 

 1  改正内容 

施設使用料の減免の対象者として新たに指定難病要支援者証明事業によ 

り発行される登録者証の交付を受けている者を加えるため、規定の整備を 

行います。（第 9条関係）  

 2  施行期日  
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令和 6年 4月 1日 

 

○ 名古屋市総合リハビリテーションセンター条例施行細則及び名古屋市重症 

心身障害児者施設条例施行細則の一部を改正する規則（第17号） 

1  改正内容 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第 

21条第 1項第 1号の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣 

が定める費用の額（平成18年厚生労働省告示第 531号）の一部改正に伴い、 

規定の整備を行います。 

2  施行期日 

令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

〇 公印規則の一部を改正する規則（第18号） 

 1  改正内容 

  (1) 事務の円滑化のため、長期優良住宅事務専用の市長印を作成します。 

   （別表関係） 

  (2) 令和 6年度の組織改正に伴い、規定の整理を行います。（別表関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○名古屋市営金城ふ頭駐車場条例施行細則の一部を改正する規則（第19号） 

 1  改正内容 

駐車場使用料の減免の対象者として新たに指定難病要支援者証明事業に 

より発行される登録者証の交付を受けている者を加えるため、規定の整備 

を行います。（第 5条関係） 

 2  施行期日  

令和 6年 4月 1日 

 

○ 名古屋市消防局組織規則の一部を改正する規則（第20号） 

 1  改正内容 
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  (1) 消防局の組織改正に伴い、規定の整備を行います。（第 2条、第 3条、 

第 4条、第 6条、第 7条、第11条及び附則関係） 

  (2) 見出しの追加を行います。（第 9条、第10条、第11条及び第12条関係） 

 2  関係規則の整理 

   消防法等施行細則（昭和37年名古屋市規則第45条）及び名古屋市消防吏 

員服制等に関する規則（平成元年名古屋市規則第 103号）の規定の整理を

行います。 

 3  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市消防団規則及び消防団員の階級に関する規則の一部を改正する規 

則（第21号） 

 1  改正内容 

   名古屋市消防団条例（昭和38年名古屋市条例第64号）の一部改正等に伴

い、規定の整備を行います。 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日 

 

○ 名古屋市総合体育館条例施行細則等の一部を改正する規則（第22号） 

 1  改正内容 

  (1) 施設使用料の減免の対象者として新たに指定難病要支援者証明事業に

より発行される登録者証の交付を受けている者を加えるため、規定の

整備を行います。 

 (2) 名古屋市山田西プールを廃止するため、名古屋市プール条例施行細則

（令和 2年名古屋市規則第78  号）の規定の整備を行います。（第12条及

び別表関係） 

 2  施行期日 

令和 6年 4月 1日 

 

○ 初任給調整手当規則の一部を改正する規則（第23号） 

23



 1  改正内容 

(1) 職員の給与に関する条例（昭和26年名古屋市条例第 5号）の一部改正 

に伴い、規定の整備を行います。（附則別表関係） 

(2) 医師等に係る初任給調整手当の特例について、規定の整備を行います。 

（附則第 3項及び附則第 4項関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 特殊勤務手当規則の一部を改正する規則（第24号） 

 1  改正内容 

  (1) 組織改正等に伴い、規定の整理を行います。（第 2条、第 5条、第 6 

条、第 8条、第17条、第20条、第21条、第24条及び第30条関係） 

  (2) その他規定の整理を行います。（第 3条、第 9条、第15条関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。ただし、一部の規定は公布の日から

施行します。 

 

○ 給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則（第25号） 

 1  改正内容 

   定年前再任用短時間勤務職員の給料の調整額について、規定の整備を行

います。（第 2条及び別表第 2関係） 

 2  施行期日  

  令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 被服貸与規則の一部を改正する規則（第26号） 

 1  改正内容 

   (1) 事務事業の見直しに伴い、貸与する被服の変更等を行います。（別表 

関係） 

  (2) 組織改正に伴い、規定の整理を行います。（第 4条、第 9条及び別表

関係） 
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 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行細則の一部を改正する規 

則（第27号） 

 1  改正内容 

(1) 地方公務員災害補償法施行規則（昭和42年自治省令第27号）の改正に 

伴い、規定の整理を行います。（別表第 1関係） 

(2) 売春防止法（昭和31年法律第 118号）の改正に伴い、規定の整理を行 

います。（第10条の 2関係） 

(3) その他規定の整理を行います。（第 2条及び第15条関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 期末手当及び勤勉手当規則の一部を改正する規則（第28号） 

 1  改正内容 

(1) 地方公務員法（昭和25年法律第 261号）及び地方自治法（昭和22年法

律第67号）並びに職員の給与に関する条例（昭和26年名古屋市条例第 5

号）の一部改正に伴い、規定の整備を行います。（第 3条、第 9条及び

第11条関係） 

(2) 成績率及び職務段階別加算割合の見直しに伴い、規定の整備を行いま

す。（第15条の 2及び第15条の 3関係） 

(3) その他規定の整理を行います。（第 2条、第 4条、第 7条、第 8条及

び附則第 3項から第 5項関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。ただし、一部の規定は、公布の日か

ら施行します。 

 

○ 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行細則の一部を改正する規 

則（第29号） 
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 1  改正内容 

(1) 地方公務員災害補償法施行規則（昭和42年自治省令第27号）の改正に 

伴い、規定の整理を行います。（別表第 1関係）  

(2) 売春防止法（昭和31年法律第 118号）の改正に伴い、規定の整理を行 

います。（第10条の 2関係）  

(3) その他規定の整理を行います。（第 2条及び第15条関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 地方公営企業法第39条第 2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則 

の一部を改正する規則（第30号） 

 1  改正内容 

   組織改正に伴い、規定の整理を行います。（本則関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（第31号） 

 1  改正内容 

   規定の整理を行います。（第 3条関係） 

 2  施行期日 

   公布の日から施行します。  

 

○ 名古屋市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則の一部を改 

正する規則（第32号） 

 1  改正内容 

規定の整理を行います。（第 2条関係） 

 2  施行期日 

  令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則（第33号） 
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 1  改正内容 

(1) 組織改正等に伴い、規定の整理を行います。（第 1条の 3、第 1条の 

 4、第 4条及び第 9条関係） 

  (2) その他規定の整理を行います。（附則第 3項関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。ただし、一部の規定は公布の日から

施行します。 

 

○ 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則（第34号） 

 1  改正内容 

  (1) 組織改正に伴い、規定の整理を行います。（第23条関係） 

  (2) 初任給の上限号給の改正に伴い、規定の整備を行います。（別表第 5

の 2関係） 

  (3) 昇格制度の改正に伴い、規定の整備を行います。（別表第 6及び別表

第 6の 2関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 技能労務職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規 

則（第35号） 

 1  改正内容 

  (1) 組織改正に伴い、規定の整理を行います。（第19条関係） 

  (2) 昇格制度の改正に伴い、規定の整備を行います。（別表第 3及び別表 

第 3の 2関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規 

  則の一部を改正する規則（第36号） 

 1  改正内容 
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  (1) 題名を「名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉 

   手当に関する条例施行規則」に改めます。（題名関係） 

  (2) 会計年度任用短時間勤務職員の勤勉手当の支給について、規定の整備 

   を行います。（第 8条の 2から第 9条、第11条及び別表関係） 

  (3) 期末手当の支給を受ける会計年度任用短時間勤務職員について、規定 

   の整備を行います。（第 7条関係） 

  (4) その他規定の整理を行います。（第 1条、第 3条、第 8条、第16条、 

   第18条及び附則第 2項関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市地域療育センター条例施行細則の一部を改正する規則（第37号） 

 1  改正内容 

  (1) 児童福祉法（昭和22年法律第 164号）の一部改正に伴い、規定の整理 

   を行います。（第 2条及び第 7条関係） 

  (2) その他規定の整理を行います。（第 2条関係） 

 2  施行期日等 

(1) 令和 6年 4月 1日から施行します。 

(2) この規則による改正後の名古屋市地域療育センター条例施行細則第 7 

条第 1項の規定は、令和 6年 4月分の使用料から適用し、同年 3月分以 

前の使用料については、なお従前の例によることとします。 

 

○ 名古屋市児童福祉法等施行細則の一部を改正する規則（第38号） 

 1  改正内容 

(1) 児童福祉法の一部改正に伴い、規定を整備します。（第12条、第14条 

の 3、第14条の 4及び第17号様式の 5から第17号様式の10関係） 

(2) その他規定の整理を行います。（第 6条の 2の 3及び第18条関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 
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○名古屋市屋外広告物条例施行細則の一部を改正する規則（第39号） 

 1  改正内容  

(1) 許可期間の限度に関する規定を整備します。（第 4条関係）  

(2) 許可申請及び許可の内容の変更について規定を整備します。（第 3条 

及び第 5条関係）  

(3) 許可証の交付等に関する規定を削除します。（第12条、附則第 4項、 

別記第 7号様式及び別記第 8号様式関係）  

(4) 手数料の額を改定します。（別表第 2関係）  

(5) その他規定の整備を行います。（第 1条、第 3条の 2、第 5条の 2、 

第 6条、別表第 1、別表第 1の 2、別記第 1号様式から別記第 3号様式 

まで及び別記第 5号様式関係）  

 2  施行期日  

令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市営住宅条例施行細則及び名古屋市定住促進住宅条例施行細則の一 

部を改正する規則（第40号） 

1  改正内容 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16 号）の一部改正に伴い、関連す 

る規定の整備を行います。 

(2) 市営住宅及び定住促進住宅の同居者の資格等に関して、規定の整備を 

行います。 

(3) 市営住宅及び定住促進住宅の家賃の減額の基準に関して、規定の整備 

を行います。 

(4) 督促状の様式について、規格を整理します。 

2  施行期日 

令和 6年 4月 1日（家賃の減額の手続等に関する規定は公布の日）から 

施行します。ただし、この規則の施行の際現に定住促進住宅に入居してい 

る者に対する家賃の減額の基準の適用については、なお従前の例によるも 

のとします。 
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○ 名古屋市都市公園条例施行細則の一部を改正する規則（第41号） 

 1  改正内容 

   (1) 名古屋市都市公園条例（昭和34年名古屋市条例第15条）の一部改正に

伴い、白川公園駐車場に関する規定を削除します。（別表第 1、別表第 

2  1及び別表第 3関係） 

  (2) 施設使用料の減免の対象者として新たに指定難病要支援者証明事業に

より発行される登録者証の交付を受けている者を加えるため、規定の整

備を行います。（第18条関係） 

  (3) その他規定の整備を行います。（第 6条関係） 

 2  施行期日 

(1) 令和 7年 4月 1日から施行します。ただし、第 6条の改正規定は公布

の日から、有料公園施設の使用料の減免に関する規定は令和 6年 4月 1

日から施行します。 

  (2) この規則の施行に伴う経過措置を定めます。 

 

○ 名古屋市指定居宅サービス事業所等の指定の申請等に関する規則の一部を 

改正する規則（第42号） 

 1  改正内容 

    介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）の一部改正に伴い、規 

定の整備を行います。（第 1条から第11条まで及び第 1号様式から第11号 

様式まで関係） 

 2  施行期日 

令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○  名古屋市国民健康保険条例施行細則の一部を改正する規則（第43号） 

 1  改正内容  

  (1) 国民健康保険法（昭和33年法律第 192号）の一部改正に伴い、規定の

整備を行います。（第14条の 3、別表、別記様式第 2号、別記様式第 4

号の 2、別記様式第 8号の 1、別記様式第 8号の 2、別記様式第 8号の  

 7及び別記様式第20号関係） 
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(2) 保険料の減免について、規定の整備を行います。（附則関係）  

 2  施行期日  

令和 6年 4月 1日から施行します。ただし、一部の規定は、公布の日か

ら施行します。 

 

○ 名古屋市立中央看護専門学校規則の一部を改正する規則（第44号） 

 1  改正内容 

(1) 看護第一学科の廃止に伴い、規定の整備を行います。（第 2条、第 3 

条、第 7条、第12条の 2、第24条、別表第 1、別表第 2、第 1号様式及 

び第 4号様式関係） 

(2) 看護第二学科の学生定員を変更します。（第 3条関係） 

 2  施行期日 

令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正 

する規則（第45号） 

 1  改正内容 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第 123号）及 

び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則（昭和25年厚生省令 

第31号）の一部改正に伴い、規定の整備を行います。（第10条、第13条、 

第18条、第 6号様式、第 9号様式、第13号様式、第13号様式の 2、第14号 

様式、第15号様式、第15号様式の 2、第16号様式、第17号様式、第19号様 

式、第21号様式及び第22号様式関係） 

 2  施行期日 

令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 

法律施行細則の一部を改正する規則（第46号） 

 1  改正内容 

(1) 高度管理医療機器等営業所管理者の兼務の許可に係る規定の整備を行
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います。 

(2) その他規定の整理を行います。 

 2  施行期日 

令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市事務分掌条例施行細則の一部を改正する規則（第47号） 

 1  改正内容 

効率的・ 効果的な行政運営をめざして行政組織の見直しを進め、 役割や 

機能の低下した組織について統合・廃止を行うとともに、 新たな行政課題 

  に対応するため、 令和 6年度の組織改正等を行います。 （ 第 1条、 第 2条、 

第 5条、 第 6条、 第 8条及び第 9条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 会計管理者補助組織規則の一部を改正する規則（第48号） 

 1  改正内容 

   令和 6年度の組織改正等に伴い、 規定を整備します。 （ 第 2条、第 3条 

条及び第 4条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第 2条第 1項の団体及び同条 

例第10 条の特定法人を定める規則の一部を改正する規則（第49号） 

 1  改正内容 

   公益的法人等への職員の派遣について、 派遣先団体の整備を行います。 

（ 別表第 4関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 保健所長委任規則の一部を改正する規則（第50号） 
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 1  改正内容 

   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（ 平成10 年法

律第 114号） の一部改正等に伴い、 規定を整備します。 （ 本則関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 出納員等に関する規則の一部を改正する規則（第51号） 

 1  改正内容 

令和 6年度組織改正等に伴い、規定の整理を行います。（別表第 1及び

別表第 2関係） 

 2  施行期日 

令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市会計規則の一部を改正する規則（第52号） 

 1  改正内容 

(1) 指定金融機関等の検査について、規定を整備します。（第14条関係） 

(2) 地方自治法及び地方自治法施行令の改正に伴い、規定を整備します。

（第51条の 3、第52条、第86条、第87条、第 106条及び第 156条関係） 

(3) 支出負担行為の事前合議について、規定を整備します。（第62条関係） 

(4) 資金前渡のできる経費ついて、規定を整備します。（第74条関係） 

(5) 前金払のできる経費ついて、規定を整備します。（第83条関係） 

(6) 過誤納金の払戻しについて、規定を整備します。（第95条関係） 

(7) 物品の受払について、規定を整備します。（第 136条、第 137条、第 

 142条、第 143条、第 147条、第 148条及び第 150条関係） 

(8) 払込書の様式について、規定を整備します。（第23号様式の 2関係） 

(9) 組織改正に伴い、用語の定義、会計管理者の事務代理及び物品出納員 

の規定を整備します。（第 3条、第 4条の 2及び別表第 2関係） 

(10) 引用条例の名称変更及び所属長の定義等について、規定を整備しま 

す。（第74条、第84条、第85条及び第 156条関係） 

 2  施行期日 
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   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市民会館条例施行細則等の一部を改正する規則（第53号） 

 1  改正内容 

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）の一部

改正に伴い、規定の整備を行います。 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則（

第54号） 

1  制定の趣旨 

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成20年法律第 

40号）の施行に関し必要な事項を定めます。（第 1条関係） 

2  主な内容 

(1) 歴史的風致形成建造物の指定の手続等に関する事項について定めます。 

（第 2条から第 4条及び第 1号様式から第 3号様式関係） 

(2) 歴史的風致形成建造物の増築等の届出について定めます。（第 5条、

第 4号様式及び第 5号様式関係） 

(3) 歴史的風致形成建造物の所有者の変更の届出について定めます。（第 

6条及び第 6号様式関係） 

3  施行期日 

公布の日から施行します。 

 

○ 名古屋市営路外駐車場条例施行細則の一部を改正する規則（第55号） 

1  改正内容 

(1) 名古屋市営路外駐車場条例（昭和41年名古屋市条例第44号）の一部改 

正に伴い、規定の整備を行います。（第 3条関係） 

(2) 駐車場使用料の減免の対象者として新たに指定難病要支援者証明事業 

により発行される登録者証の交付を受けている者を加えるため、規定の 
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整備を行います。（第 6条関係） 

2  施行期日 

令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市みどりが丘公園条例施行細則の一部を改正する規則（第56号） 

 1  改正内容 

   墓地の使用料及び管理料の減免に係る規定の整備を行います。（第17条 

関係） 

2  施行期日 

公布の日から施行します。 

 

○ 名古屋市道路附属物自動車駐車場条例施行細則の一部を改正する規則（第 

  57号） 

1  改正内容 

  (1) 名古屋市大曽根駐車場の入出場の取扱い時間を変更します。（第 2条

関係） 

(2) 施設利用料金の減免の対象として新たに指定難病要支援者証明事業に 

より発行される登録者証の交付を受けている者を加えるため、規定の整 

備を行います。（第 3条関係） 

 2  施行期日等 

(1) 令和 6年 4月 1日から施行します。 

(2) この規則の施行に伴う経過措置を定めます。 

 

○ 名古屋市有料自転車駐車場条例施行細則等の一部を改正する規則（第58号） 

 1  改正内容 

施設利用料金の減免の対象として新たに指定難病要支援者証明事業によ

り発行される登録者証の交付を受けている者を加えるため、規定の整備を

行います。 

 2  施行期日等 

(1) 令和 6年 4月 1日から施行します。 

35



(2) この規則の施行に伴う経過措置を定めます。 

 

○ 名古屋市建築基準法等施行細則の一部を改正する規則（第59号） 

 1  改正内容 

  (1) 名古屋市地下街建築基準条例（令和 6年名古屋市条例第37号）の制定 

に伴い、規定の整備を行います。（第15条関係）  

(2) 建築基準法施行令（昭和25年政令第 338号）の一部改正に伴い、規定 

の整備を行います。（第14条関係） 

 2  施行期日 

令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則の一部を 

改正する規則（第60号） 

 1  改正内容 

  (1) 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令（平成14年国土交通省令

第17号）の一部改正に伴い、規定の整理を行います。（第 2条関係） 

(2) その他規定の整備を行います。（第 1条及び第 2条関係） 

 2  施行期日 

  公布の日から施行します。 

 

○ 名古屋市文化芸術推進評議会規則（第61号） 

1  制定の目的 

名古屋市文化芸術推進評議会の組織及び運営に関し必要な事項を定める

ことを目的とします。 （第 1条関係） 

2  主な内容 

  評議会の会長及び副会長、合議体、部会並びに事務局について必要な事

項を規定します。 （第 2条から第 6条関係） 

3  施行期日 

令和 6年 4月 1日から施行します。  
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達 の あ ら ま し 

 

○ 名古屋市自殺対策推進本部規程の一部を改正する規程（第 4号） 

 1  改正内容 

   令和 6年度の組織改正等に伴い、規定の整備を行います。（別表関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市ため池環境保全協議会規程の一部を改正する規程（第 5号） 

 1  改正内容 

   組織改正等に伴い、規定の整備を行います。（別表関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市総合排水計画策定協議会規程の一部を改正する規程（第 6号） 

 1  改正内容 

   組織改正等に伴い、規定の整備を行います。（別表関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市役所防火防災管理規程の一部を改正する規程（第 7号） 

 1  改正内容 

  (1) 令和 6年度の組織の改正等に伴い、規定の整備を行うもの（別表第 3 

及び別表第 4関係） 

(2) 本庁舎 7階部分の防火防災責任者について、実態に合わせ変更するも 

の（別表第 3関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 職員の勤務時間の特例等に関する規程の一部を改正する規程（第 8号） 
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 1  改正内容 

  (1) 組織改正に伴い、規定の整理を行います。（第 2条、別表第 1及び別 

表第 2関係） 

  (2) 中央卸売市場北部市場に勤務する一部の職員の勤務時間の割振り等に 

ついて、規定の整備を行います。（別表第 1及び別表第 2関係） 

   (3) 厚生院に勤務する一部の職員の勤務時間の割振り等について、規定の 

整備を行います。（別表第 1関係） 

   (4) 中央看護専門学校に勤務する一部の職員の勤務時間の割振り等につい 

て、規定の整備を行います。（別表第 1関係） 

  (5) あけぼの学園に勤務する一部の職員の勤務時間の割振り等について、 

規定の整備を行います。（別表第 1関係） 

  (6) 環境事業所に勤務する一部の職員の勤務時間の割振り等について、規 

定の整備を行います。（別表第 2関係） 

  (7) 東山総合公園に勤務する一部の職員の勤務時間の割振り等について、 

規定の整備を行います。（別表第 2関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 職名及び補職名規程の一部を改正する規程（第 9号） 

 1  改正内容 

   組織改正に伴い、規定の整理を行います。（第 3条関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 課長代理設置規程の一部を改正する規程（第10号） 

 1  改正内容 

   組織改正に伴い、規定の整理を行います。（第 1条から第 3条関係） 

 2  施行期日  

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

38



○ 名古屋市ホームレス援護施策推進本部規程の一部を改正する規程（第11号） 

 1  改正内容 

   令和 6年度の組織改正に伴い、規定の整備を行います。（別表関係） 

 2  施行期日  

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 課長補佐設置規程の一部を改正する規程（第12号） 

 1  改正内容 

   令和 6年度の組織改正等に伴い、 規定を整備します。 （ 第 1条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 区役所処務規程の一部を改正する規程（第13号） 

 1  改正内容 

(1) 令和 6年度の区役所の組織改正等に伴い、 規定を整備します。 （第 1 

条及び第 2条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 2条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市区役所支所処務規程の一部を改正する規程（第14号） 

 1  改正内容 

(1) 令和 6年度の区役所支所の組織改正等に伴い、 規定を整備します。 （

第 3条関係） 

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市東京事務所処務規程の一部を改正する規程（第15号） 

 1  改正内容 
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(1) 東京事務所に設置する課長補佐の人数を見直します。 （ 第 3条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条及び第 4 

条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市収納管理・ 特別徴収事務センター処務規程の一部を改正する規程 

  （第16号） 

 1  改正内容 

組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 4条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市市税事務所処務規程の一部を改正する規程（第17号） 

 1  改正内容 

(1) 市税事務所に設置する課長補佐の人数を見直します。 （ 第 3条及び第 

4条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市市民活動推進センター処務規程の一部を改正する規程（第18号） 

 1  改正内容 

組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋城総合事務所処務規程の一部を改正する規程（第19号） 

 1  改正内容 

(1) 名古屋城総合事務所の組織改正に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条 
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関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市中央卸売市場に属する市場処務規程の一部を改正する規程（第20 

号） 

 1  改正内容 

   組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条、 第 4条及 

び第 5条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市環境科学調査センター処務規程の一部を改正する規程（第21号） 

 1  改正内容 

   組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 5条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市環境事業所処務規程の一部を改正する規程（第22号） 

 1  改正内容 

(1) 環境事業所の組織改正等に伴い、 規定を整備します。 （ 第 1条、 第 2 

条、 第 3条、 第 4条、 第 5条及び第 6条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 4条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市処分場処務規程の一部を改正する規程（第23号） 

 1  改正内容 

(1) 処分場の組織改正に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  
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(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市環境局工場処務規程の一部を改正する規程（第24号） 

 1  改正内容 

   組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市立中央看護専門学校処務規程の一部を改正する規程（第25号） 

 1  改正内容 

(1) 中央看護専門学校の組織改正に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条及

び第 4条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市立八事霊園・斎場管理事務所処務規程の一部を改正する規程（第

26号） 

 1  改正内容 

(1) 令和 6年度の組織改正に伴い、 規定を整備します。 （ 第 1条及び第 4 

条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市食品衛生検査所処務規程の一部を改正する規程（第27号） 

 1  改正内容 

(1) 令和 6年度の組織改正に伴い、 規定を整備します。 （ 第 1条及び第 4 
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条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市動物愛護センター処務規程の一部を改正する規程（第28号） 

 1  改正内容 

(1) 令和 6年度の組織改正に伴い、 規定を整備します。 （ 第 1条及び第 4

条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市食肉衛生検査所処務規程の一部を改正する規程（第29号） 

 1  改正内容 

(1) 令和 6年度の組織改正に伴い、 規定を整備します。 （ 第 1条及び第 4 

条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市保健所処務規程の一部を改正する規程（第30号） 

 1  改正内容 

(1) 保健所の組織改正に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条、 第 4条及び 

第 5条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 4条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市精神保健福祉センター処務規程の一部を改正する規程（第31号） 
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 1  改正内容 

   組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 2条及び第 3条 

関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市厚生院処務規程の一部を改正する規程（第32号） 

 1  改正内容 

(1) 厚生院の組織改正に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条及び第 4条関 

係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ なごや人権啓発センター処務規程の一部を改正する規程（第33号） 

 1  改正内容 

   組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市児童福祉センター処務規程の一部を改正する規程（第34号） 

 1  改正内容 

(1) 児童福祉センターの組織改正に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関 

係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市西部児童相談所処務規程の一部を改正する規程（第35号） 

 1  改正内容 
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(1) 西部児童相談所の組織改正に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市東部児童相談所処務規程の一部を改正する規程（第36号） 

 1  改正内容 

(1) 東部児童相談所の組織改正に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市児童福祉施設処務規程の一部を改正する規程（第37号） 

 1  改正内容 

(1) 保育園の組織改正に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条及び第 4条の 

 2関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 4条及び第 5

条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市西部地域療育センター処務規程の一部を改正する規程（第38号） 

 1  改正内容 

   組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市大曽根北・筒井都市整備事務所処務規程の一部を改正する規程（ 

第39号） 

 1  改正内容 
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(1) 大曽根北・ 筒井都市整備事務所の組織改正等に伴い、 規定を整備しま 

す。 （ 第 1条、 第 2条及び第 4条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 2条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市緑都市整備事務所処務規程の一部を改正する規程（第40号） 

 1  改正内容 

(1) 緑都市整備事務所の組織改正等に伴い、 規定を整備します。 （ 第 1条、 

第 2条及び第 4条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 2条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市ささしまライブ24 総合整備事務所処務規程の一部を改正する規程 

    （第41号） 

 1  改正内容 

(1) ささしまライブ24 総合整備事務所の組織改正に伴い、 規定を整備しま

す。 （ 第 2条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 2条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市ポンプ施設管理事務所処務規程の一部を改正する規程（第42号） 

 1  改正内容 

(1) ポンプ施設管理事務所の組織改正に伴い、 規定を整備します。 （ 第 1

条及び第 3条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  
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○ 名古屋市土木事務所処務規程の一部を改正する規程（第43号） 

 1  改正内容 

(1) 土木事務所の組織改正に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条、 第 4条

及び第 5条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 名古屋市東山総合公園処務規程の一部を改正する規程（第44号） 

 1  改正内容 

(1) 東山総合公園の組織改正に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条、 第 4

条及び第 5条関係）  

(2) 組織の最小単位の拡大に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条及び第 4

条関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 副市長以下代決規程の一部を改正する規程（第45号） 

 1  改正内容 

   令和 6年度の組織改正等に伴い、 規定を整備します。 （ 第 3条、 第 5条、  

第 6条、 第12 条、 別表第 1別表第 2及び別表第 3関係）  

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。  

 

○ 区長以下代決規程の一部を改正する規程（第46号） 

 1  改正内容 

   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（ 平成10 年法

律第 114号） の一部改正に伴い、 規定を整備します。 （ 別表第 4関係）  

 2  施行期日 
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   令和 6年 4月 1日から施行します。  
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教 育 委 員 会 規 則 の あ ら ま し 

 

○ 名古屋市教育委員会事務局規則の一部を改正する規則（第 1号） 

 1  改正内容 

  (1) 組織の最小単位の拡大等に係る制度改正に伴い、組織名称に変更が生 

じるため、規定を整備します。（第 2条、第 3条、第 5条から第 7条及 

び第 9条関係） 

  (2) 効率的・効果的な行政運営をめざして行政組織の見直しを進め、新た 

な行政課題に対応するため、令和 6年度の組織改正を行います。（第 2 

条、第 3条、第 9条及び第11条関係） 

 2  関係規則の整理 

   名古屋市野外教育センター処務規則（昭和41 年名古屋市教育委員会規則

第12 号）について、 1の改正に伴い、規定の整理を行います。（附則第 2

項関係） 

 3  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 公所と称する規則等の一部を改正する規則（第 2号） 

 1  改正内容 

   名古屋市子ども適応相談センター条例（昭和63年名古屋市条例第57号）

の一部改正及び組織の最小単位の拡大等に係る制度改正に伴い、以下の規

則の規定を整備します。 

  (1) 公所と称する規則（昭和52年名古屋市教育委員会規則第23号） 

  (2) 名古屋市子ども適応相談センター処務規則（昭和63年名古屋市教育委

員会規則第30号） 

  (3) 名古屋市子ども適応相談センター条例施行規則（昭和63年名古屋市教

育委員会規則第29号） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

49



○ 名古屋市学校事務センター規則等の一部を改正する規則（第 3号） 

 1  改正内容 

   組織の最小単位の拡大等に係る制度改正に伴い、組織名称に変更が生じ

るため、規定を整備します。 

 2  施行期日 

令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市教育委員会職名及び補職名規則の一部を改正する規則（第 4号） 

 1  改正内容 

   補職名について、規定を整備します。（第 3条関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市教育委員会教育長及び事務局職員の勤務時間の特例等に関する規 

則の一部を改正する規則（第 5号） 

 1  改正内容 

  (1) 教育支援部高等学校教育課に所属する一部の職員の勤務時間の割振り 

等について、規定の整備を行います。（別表第 2関係） 

  (2) 組織の最小単位の拡大等に係る制度改正に伴い、組織名称に変更が生 

じるため、規定を整理します。（第 2条、別表第 1及び別表第 2関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市立高等学校学則の一部を改正する規則（第 6号） 

 1  改正内容 

   名古屋市立桜台高等学校等の生徒定員及び名古屋市立名古屋商業高等学

校等の学科を変更します。（別表関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 
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○ 名古屋市立特別支援学校学則の一部を改正する規則（第 7号） 

 1  改正内容 

(1) 名古屋市立若宮高等特別支援学校の設置に伴い、規定の整備を行いま

す。（第 2条及び別表関係） 

(2) 名古屋市立特別支援学校の高等部の生徒定員を変更します。（別表関

係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規

則（第 8号） 

 1  改正内容 

  (1) 共同学校事務室の設置に伴い、規定を整備します。（第13条の 2関係） 

  (2) 名古屋市立なごやか中学校の設置の準備行為を行うことに伴い、規定

を整備します。（第30条の 2関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市立小学校、中学校及び特別支援学校の事務職員の職の設置に関す

る規則（第 9号） 

 1  改正内容 

 共同学校事務室の設置及び組織の最小単位の拡大等に係る制度改正に伴

い、規定を整備します。（第 2条関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市就学援助規則の一部を改正する規則（第10号） 

 1  改正内容 

   就学援助の給付について、規定を整備します。（第 8条関係） 

 2  施行期日 
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   令和 6年 9月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市学校施設使用規則の一部を改正する規則（第11号） 

 1  改正内容 

   体育館に冷暖房設備を設置したことに伴い、規定の整備を行います。（

様式関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市学校施設開放に関する規則の一部を改正する規則（第12号） 

 1  改正内容 

  (1) 名古屋市立守山西中学校の武道場の供用を開始します。（別表第 1関

係） 

(2) 名古屋市立豊正中学校の運動場の開放月日を変更します。（別表第 2

関係） 

  (3) 体育館の使用料について、規定の整備を行います。（別表第 3関係） 

 2  施行期日等 

  (1) 令和 6年 4月 1日から施行します。 

(2) 新たに供用を開始する武道場を使用するために必要な手続は、施行日

前においても行うことができることとします。 

(3) この規則の施行の際現に使用の許可を受けている者及び使用の許可を

申請し、受理されている者の使用料は、なお従前の例によることとしま

す。 

 

○ 名古屋市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則（第13号） 

 1  改正内容 

   規則の公布手続について、規定の整備を行います。（第 2条関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年10月 1日から施行します。 
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○ 名古屋市博物館条例施行規則等の一部を改正する規則（第14号） 

 1  改正内容 

   観覧料等の減免の対象者として新たに指定難病要支援者証明事業により

発行される登録者証の交付を受けている者を加えるため、規定の整備を行

います。 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市文化財の保存及び活用に関する条例施行規則の一部を改正する規 

  則（第15号） 

 1  改正内容 

   名古屋市文化財の保存及び活用に関する条例（昭和47年名古屋市条例第 

4号）の一部改正等に伴い、規定の整備を行います。（第 2条、第 5条及 

び第18条関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 
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名 教 委 訓 令 の あ ら ま し 

 

○ 名古屋市教育委員会情報あんしん条例施行規程の一部を改正する規程（第

1号） 

 1  改正内容 

組織の最小単位の拡大等に係る制度改正に伴い、組織名称に変更が生じ

るため、規定を整理します。（第 2条、第 9条、第11条、第16条、第28条

及び別表第 1関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

 3  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市立学校文書管理規程の一部を改正する規程（第 2号） 

 1  改正内容 

   共同学校事務室の設置に伴い、規定を整備します。（第31 条関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 
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名 教 委 教 訓 令 の あ ら ま し 

 

○ 名古屋市教育委員会事務局課長補佐設置規程（第 1号） 

 1  制定の趣旨 

   組織の最小単位の拡大等に係る制度改正に伴い、新たに組織名称ができ

るため、規定を整備します。 

 2  主な内容 

   組織及び組織名称の変更に伴い、分掌事務等を整備します。 

 3  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 名古屋市教育委員会課長代理設置規程の一部を改正する規程（第 2号） 

 1  改正内容 

   組織の最小単位の拡大等に係る制度改正に伴い、組織名称に変更が生じ

るため、規定を整理します。（第 2条及び第 3条関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 

 

○ 教育次長以下代決規程の一部を改正する規程（第 3号） 

 1  改正内容 

  (1) 組織の最小単位の拡大等に係る制度改正に伴い、組織名称に変更が生

じるため、規定を整理します。（第 1条、第 3条、第 4条、第 6条及び

別表第 1から別表第 2関係） 

  (2) 令和 6年度の教育委員会事務局の組織改正等に伴い、規定の整備を行

います。（別表第 1及び別表第 2関係） 

  (3) その他規定の整理を行います。（別表第 2関係） 

 2  施行期日 

   令和 6年 4月 1日から施行します。 
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 名古屋市交通事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月25日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

 

 

名古屋市条例第11号 

 

   名古屋市交通事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 名古屋市交通事業の設置等に関する条例（昭和41年名古屋市条例第59号）の

一部を次のように改正する。 

 第 6 条中「第 243 条の 2 の 2 第 8 項」を「第 243 条の 2 の 8 第 8 項」に改め

る。 

 

   附 則 

 この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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 名古屋市保護施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6年 3月25日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第12号 

 

   名古屋市保護施設条例の一部を改正する条例 

    

名古屋市保護施設条例（昭和38年名古屋市条例第72号）の一部を次のように

改正する。 

第 1条の表中 

「 

救 護 施 設 

更 生 施 設 

名古屋市植田寮 

 

天白区植田山二丁目 101番地 

 
を 

更 生 施 設 名古屋市笹島寮 中村区名駅南二丁目 9番22号 

救 護 施 設 名古屋市厚生院 名東区勢子坊二丁目1501番地 

                                  

「 

救 護 施 設 名古屋市植田寮 天白区植田山二丁目 101番地 
に 

更 生 施 設 名古屋市笹島寮 中村区名駅南二丁目 9番22号 

                                  

」

」
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改める。 

 

附 則 

1 この条例は、令和 7年 4月 1日から施行する。 

2 この条例の施行の日前の名古屋市植田寮更生施設及び名古屋市厚生院救護

施設の利用に係るこの条例による改正前の名古屋市保護施設条例の規定によ

る使用料については、なお従前の例による。 
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 名古屋市精神科病院に入院中の任意入院者に係る症状等の定期的な報告に関 

する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6年 3月25日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第13号 

 

名古屋市精神科病院に入院中の任意入院者に係る症状等の定期的 

な報告に関する条例の一部を改正する条例 

 

名古屋市精神科病院に入院中の任意入院者に係る症状等の定期的な報告に関

する条例（平成18年名古屋市条例第74号）の一部を次のように改正する。 

第 1条中「第38条の 2第 3項」を「第38条の 2第 2項」に改める。 

第 2条第 1項中「第38条の 2第 3項」を「第38条の 2第 2項」に改め、同条

第 2項中「、前項」を「、同項」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。 
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名古屋市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定め 

る条例を廃止する条例をここに公布する。 

 

 

 

令和 6年 3月25日 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第14号 

 

名古屋市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する 

基準を定める条例を廃止する条例 

 

名古屋市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成24年名古屋市条例第77号）は、廃止する。 

 

附 則 

1 この条例は、令和 6年 4月 1日（以下「施行日」という。）から施行する。

2 施行日前に作成された指定介護療養型医療施設の入院患者に対する指定介

護療養施設サービスの提供に関する記録の保存については、なお健康保険法

等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関

する省令（平成24年厚生労働省令第10号）による廃止前の指定介護療養型医

療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41号）第36

条第 2項（同省令第50条において準用する場合を含む。以下この項において

同じ。）の規定の例による。この場合において、同省令第36条第 2項中「 2 
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年間」とあるのは、「 2年間（第 2号に掲げる記録にあっては、 5年間）」

と読み替えるものとする。 
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名古屋市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定 

める条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

令和 6年 3月25日 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第15号 

 

名古屋市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する 

基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 

名古屋市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成24年名古屋市条例第73号）の一部を次のように改正する。 

第 2条の表第53条の 2第 2項の項中「第53条の 2第 2項」を「第53条の 3第 

 2項」に改め、同表第 104条の 3第 2項（第 105条の 3において準用する場合

を含む。）の項中「第 104条の 3第 2項」を「第 104条の 4第 2項」に改め、

同表第 139条の 2第 2項（第 140条の13及び第 140条の15において準用する場

合を含む。）の項中「第 139条の 2第 2項」を「第 139条の 3第 2項」に改め

る。 

 

附 則 

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。 
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 火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6年 3月26日 

   

 

               

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第16号 

 

   火災予防条例の一部を改正する条例 

 

 火災予防条例（昭和37年名古屋市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

第46条第 1項中「次の各号」を「次」に改め、同項第 2号ただし書中「主要

構造部」を「特定主要構造部（建築基準法第 2条第 9号の 2イに規定する特定

主要構造部をいう。以下同じ。）」に改め、同条第 2項中「主要構造部」を「

特定主要構造部」に改める。 

 第49条第 1項中「次の各号」を「次」に改め、同項第 1号及び同条第 3項第 

 1号中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める。 

 第52条第 1項中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める。 

  

   附 則 

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。 
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名古屋市文化芸術推進基本条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月28 日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し        

 

 

 

名古屋市条例第17 号 

 

   名古屋市文化芸術推進基本条例 

 

 文化芸術は、人々の日常に溶け込み、生活に彩りと潤いをもたらすとともに 

創造性をはぐくむものであり、国際化が進展する中にあって、自己認識の基点

となるものである。更に、文化芸術は、他者と共感し合う心を通じて、多様性

を受け入れることができる心豊かな社会の形成に寄与するほか、新たな需要や

高い付加価値を生み出すことで、質の高い経済活動の実現に寄与するものであ

る。 

 名古屋は、日本の中央に位置し、古くから、多くの街道が通る交通の要衝で

あるとともに、発展した港を有する舟運の拠点となっており、全国から人や物

が集まった。江戸時代には名古屋城の城下町として発展し、能や狂言、茶華道

など武家のたしなみとされる文化芸術が花開くとともに、町民にも芝居や踊り

などが広まった。活発な人の往来や物資の流通と、今も生きる「芸どころ名古 

屋」の気風は、常に新しい価値を創り出そうとするものづくり文化をはぐくみ、

明治時代以降の本市の産業の発展の源泉となった。 
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このように、本市において長年にわたり受け継がれた独自の文化芸術は、社

会に活力を生み出し、これが更に文化芸術それ自体に活力をもたらしてきた。

今後も本市が都市の求心力を高めながら、持続的に発展していくためには、文

化芸術により生み出される様々な価値の重要性を十分に認識して、この文化芸

術と社会との相互作用を維持していく必要がある。 

ここに、文化芸術のたゆまぬ創造を促し、併せて誰もが等しく文化芸術を享

受できるような環境の整備を図るとともに、文化芸術と様々な分野との有機的

な連携を促進することで、文化芸術の多様な価値を好循環させ、もって名古屋

のまちを魅力と活力にあふれるものとすることを決意し、この条例を制定する。 

 

 （目的） 

第 1 条 この条例は、文化芸術の振興及び文化芸術により生み出される価値の

関連分野への活用の推進（以下「文化芸術の推進」という。）に関し、基本

理念を定め、市の責務並びに文化芸術に関する活動（以下「文化芸術活動」

という。）を行う者及び事業者の役割を明らかにするとともに、市の施策の

基本となる事項を定めることにより、もって魅力と活力にあふれるまちづく

りに寄与することを目的とする。 

（定義） 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 文化芸術活動を行う者 市内で文化芸術活動を行う個人又は法人その他

の団体をいう。 

(2) 事業者 市内で事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。 

(3) 市民等 市民（市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

以下同じ。）、文化芸術活動を行う者及び事業者をいう。 

 （基本理念） 

第 3 条 文化芸術の推進は、次に掲げる基本理念に基づき行われなければなら

ない。 

(1) 文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性が十分に尊重されるとともに、

その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されるこ
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と。 

(2) 文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であるこ

とに鑑み、市民がその年齢、障害の有無又は経済的な状況にかかわらず等

しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができ

るような環境の整備が図られること。 

(3) 文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成することを旨として文

化芸術の発展が図られるよう考慮されること。 

(4) 多様な文化芸術の保護及び発展が図られること。 

(5) 市民等が誇りと愛着を持って継承してきた本市の特色ある文化芸術の発

展が図られること。 

(6) 本市の文化芸術が国内外に発信されるよう、文化芸術に係る交流の推進

が図られること。 

(7) 文化芸術活動を行う者に対する支援が行われるとともに、文化芸術を担

う人材の育成が図られること。 

(8) 文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ、観光、まちづくり、国際交

流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携

が図られるよう配慮されること。 

（市の責務） 

第 4 条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、文化芸術の推進に関する施

策（以下「推進施策」という。）を総合的かつ計画的に策定し、実施するも

のとする。 

2  市は、推進施策の実施に当たっては、国、他の地方公共団体、文化芸術活

動を行う者、事業者その他の関係者との連携に努めるものとする。 

 （文化芸術活動を行う者の役割） 

第 5 条 文化芸術活動を行う者は、その行う文化芸術活動が文化芸術の推進に

資するものであることを認識し、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実

を図るよう努めるものとする。 

 （事業者の役割） 

第 6 条 事業者は、その実情を踏まえつつ、その事業活動を通じて、文化芸術

の推進に貢献するよう努めるものとする。 
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 （推進計画） 

第 7 条 市長は、推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、文化芸術の推

進に関する基本的な計画（以下「推進計画」という。）を定めなければなら

ない。 

2  市長は、推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ名古屋市文化芸術推

進評議会の意見を聴かなければならない。 

3  市長は、推進計画を定めるに当たっては、市民等の意見を反映することが

できるように適切な措置を講ずるものとする。 

4  市長は、推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

5  前 3 項の規定は、推進計画の変更について準用する。 

（情報の収集及び提供） 

第 8 条 市は、市民等による文化芸術の推進に関する取組に資するよう、当該

取組に関する情報の収集及び提供を行うものとする。 

（広報及び啓発） 

第 9 条 市は、文化芸術の推進の重要性に関する市民等の理解と関心を深める

とともに、市民等による文化芸術の推進に関する主体的な取組を促進するた

め、広報及び啓発を行うものとする。 

（関係者の連携） 

第10 条 市は、推進施策を実施するに当たっては、文化芸術活動を行う者、事

業者その他の関係者の間の連携が図られるよう努めるものとする。 

 （名古屋市文化芸術推進評議会） 

第11 条 市長の附属機関として、名古屋市文化芸術推進評議会（以下「評議会」 

という。）を置く。 

2  評議会は、市長の諮問に応じ、推進計画及び文化芸術の推進に関する重要

事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。 

3  評議会は、文化芸術の推進に関し必要と認める事項について調査審議し、

市長に対し、意見を述べることができる。 

4  評議会は、委員15 人以内をもって組織する。 

5  特別の事項を調査審議するため必要があるときは、評議会に臨時委員若干
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人を置くことができる。 

6  委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長

が委嘱する。 

7  委員の任期は 2 年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただ

し、再任を妨げない。 

8  臨時委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、

調査審議事項を明示して市長が委嘱する。 

9  臨時委員は、当該事項に関する調査審議が終了したときに解嘱されるもの

とする。 

10  評議会には、必要に応じ、委員（その調査審議事項に係る臨時委員を含

む。）の一部をもって部会を置くことができる。 

11  前各項に定めるもののほか、評議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

（財政上の措置） 

第12 条 市は、推進施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努

めるものとする。 

 

附 則 

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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 名古屋市新型コロナウイルス感染症対策事業基金条例を廃止する条例をここ 

に公布する。 

 

 

 

  令和 6  年 3 月28日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第18号 

 

   名古屋市新型コロナウイルス感染症対策事業基金条例を廃止する 

   条例 

 

名古屋市新型コロナウイルス感染症対策事業基金条例（令和 2 年名古屋市条

例第53号）は、廃止する。 

 

附 則 

この条例は、令和 6  年 4 月 1  日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

10 

15 

5 
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 名古屋市消防団条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6年 3月28日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第19号 

 

   名古屋市消防団条例の一部を改正する条例 

 

 名古屋市消防団条例（昭和38年名古屋市条例第64号）の一部を次のように改 

正する。 

 第 3条第 1項第 2号中「当該消防団の区域内（水上消防団にあってはその区 

域外を含む。）」を「市内」に改める。 

 別表  1基本消防団の表中 

「     

 名古屋市しま 
 
だ消防団 

名古屋市立しまだ小学校の通学区域一円 25人  

    を 

 
名古屋市高坂 
 
消防団 

名古屋市立高坂小学校の通学区域一円 25人  

    」 
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「     

 
名古屋市しま 
 
だ消防団 

名古屋市立たかしま小学校に統合される直 
前の名古屋市立しまだ小学校の通学区域一 
円 

25人  

    に 

 
名古屋市高坂 
 
消防団 

名古屋市立たかしま小学校に統合される直 
 
前の名古屋市立高坂小学校の通学区域一円 

25人  

    」 

改める。 

 別表  2機能別消防団の表中 

「     

 
名古屋市マイスター消防団 

名古屋市大学生消防団 

市内一円 

市内一円 

814人 

200人 
を 

    」 

「     

 名古屋市大学生消防団 市内一円 200人 に 

    」 

改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。 
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 名古屋市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

   

  

  

  令和 6年 3月28日 

 

   

  

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

 名古屋市条例第20号 

 

   名古屋市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

 名古屋市消防関係事務手数料条例（昭和34年名古屋市条例第39号）の一部を 

次のように改正する。 

 別表危険物製造所等の設置の許可の項中「 1,180,000円」を「 1,450,000円 

に、「 1,410,000円」を「 1,720,000円」に、「 1,590,000円」を「 

 1,920,000円」に、「 1,950,000円」を「 2,360,000円」に、「 2,270,000円 

を「 2,740,000円」に、「 4,550,000円」を「 5,640,000円」に、「 

 5,820,000円」を「 7,240,000円」に、「 7,070,000円」を「 8,790,000円」 

に改め、同表高圧ガスの製造の許可の項中 

「 

 

 

 

 

 

 

」 

」 

高圧法第 5条第 1

項第 1号に該当す 

処理容積が 1,000万立

方メートル以上の設備 
91,000円 
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る者であって移動

式製造設備のみを

使用して高圧ガス

の製造をするもの 

処理容積が 500万立方

メートル以上 1,000万

立方メートル未満の設

備 

75,000円 

処理容積が 100万立方

メートル以上 500万立

方メートル未満の設備 

60,000円 

処理容積が50万立方メ

ートル以上 100万立方

メートル未満の設備 

44,000円 

処理容積が10万立方メ

ートル以上50万立方メ

ートル未満の設備 

27,000円 

処理容積が 2万 5,000

立方メートル以上10万

立方メートル未満の設

備 

21,000円 

処理容積が 5,000立方

メートル以上 2万 5,000 

立方メートル未満の設

備 

16,000円 

処理容積が 1,000立方

メートル以上 5,000立

方メートル未満の設備 

13,000円 

処理容積が 200立方メ

ートル以上 1,000立方

メートル未満の設備 

11,000円 

処理容積が 100立方メ

ートル以上 200立方メ

ートル未満の設備 

7,400円 

                               」 
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を 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧法第 5条第 1

項第 1号に該当す

る者（充 設備に

よる液化石油ガス

の充 の許可を受

けた者を除く。）

であって移動式製

造設備のみを使用

して高圧ガスの製

造をするもの 

 

処理容積が 1,000万立

方メートル以上の設備 
91,000円 

処理容積が 500万立方

メートル以上 1,000万 

立方メートル未満の設

備 

 

75,000円 

 

処理容積が 100万立方

メートル以上 500万立

方メートル未満の設備 

60,000円 

処理容積が50万立方メ

ートル以上 100万立方

メートル未満の設備 

44,000円 

処理容積が10万立方メ

ートル以上50万立方メ

ートル未満の設備 

27,000円 

処理容積が 2万 5,000

立方メートル以上10万

立方メートル未満の設

備 

21,000円 

処理容積が 5,000立方

メートル以上 2万 5,000

立方メートル未満の設

備 

16,000円 

処理容積が 1,000立方

メートル以上 5,000立

方メートル未満の設備 

13,000円 
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                                」 

に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 処理容積が 200立方メ

ートル以上 1,000立方

メートル未満の設備 

 

11,000円 

 

処理容積が 100立方メ

ートル以上 200立方メ

ートル未満の設備 

7,400円 

高圧法第 5条第 1項第 1号に該当する者（

充 設備による液化石油ガスの充 の許可

を受けた者に限る。）であって移動式製造

設備のみを使用して高圧ガスの製造をする

もの 

6,000円 
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 名古屋市公告式条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   

 

  令和 6年 3月29日 

 

   

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第21号 

 

   名古屋市公告式条例の一部を改正する条例 

    

名古屋市公告式条例（昭和25年名古屋市条例第35号）の一部を次のように改

正する。 

第 2条第 2項中「市役所の掲示場に掲示して」を「名古屋市公報に掲載して」

に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、急施を要するとき又は災害その他特別の事由により名古屋市公報 

に掲載することができないときは、市役所の掲示場に掲示してこれに代える 

ことができる。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

1 この条例は、令和 6年10月 1日から施行する。 

（名古屋市財政事情の公表に関する条例の一部改正） 

 2 名古屋市財政事情の公表に関する条例（昭和39年名古屋市条例第25号）の 

76



一部を次のように改正する。 

  第 2条第 2項中「市役所の掲示場に掲示して」を「名古屋市公報に掲載し 

て」に改める。 
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 乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例をここに 

公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

 

 

名古屋市条例第22号 

    

   乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条 

   例 

 

乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例（昭和50年名古屋市条例第42

号）の一部を次のように改正する。 

 附則第 4 項第 1 号の表大型車の項中「 7,590 円」を「 9,750 円」に改め、同

表中型車の項中「 6,400 円」を「 8,230 円」に改め、同項第 2 号の表大型車の 

項中「 160 円」を「 200 円」に改め、同表中型車の項中「 130 円」を「 180 円」

に改める。 

附則第 5 項を次のように改める。 

 5 前項の規定にかかわらず、交通局長が特に必要があると認めるときは、同

項第 1 号及び第 2 号に規定する運賃額を別に定める額とすることができる。 

 

   附 則 

この条例は、令和 6 年 7 月 1 日から施行する。 
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 名古屋市立学校設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第23 号 

 

   名古屋市立学校設置条例の一部を改正する条例 

  

名古屋市立学校設置条例（昭和37 年名古屋市条例第29 号）の一部を次のよう 

に改正する。 

別表小学校の表中 

「 名古屋市立稲永小学校   名古屋市港区稲永四丁目 6 番35 号  

  名古屋市立野跡小学校   名古屋市港区野跡一丁目 4 番11 号   」 

「｜名古屋市立あおなみ小学校｜名古屋市港区稲永四丁目 6 番35 号  ｜」に 

改める。 

別表中学校の表中 

「｜名古屋市立日比津中学校 ｜名古屋市中村区高道町 2 丁目 2 番36 号｜」を 

「 名古屋市立日比津中学校  名古屋市中村区高道町 2 丁目 2 番36 号  

  名古屋市立なごやか中学校 名古屋市中村区名駅四丁目19 番 1 号  」 

「 名古屋市立志段味中学校  名古屋市守山区下志段味一丁目1309  番 

               地                 」 

に、 

を 

を 
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「 名古屋市立志段味中学校  名古屋市守山区下志段味一丁目1309  番 

               地                    

  名古屋市立上志段味中学校 名古屋市守山区大字上志段味字稲堀田 

            新田1764  番地の 1           」   

改める。 

 

附 則 

この条例中別表中学校の表の改正規定のうち名古屋市立なごやか中学校に係

る部分は令和 7 年 4 月 1 日から、名古屋市立上志段味中学校に係る部分は令和

8 年 4 月 1 日から、別表小学校の表の改正規定は令和 9 年 4 月 1 日から施行す

る。 

                                  

 

に 
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 名古屋市子ども適応相談センター条例の一部を改正する条例をここに公布す 

る。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

 

 

名古屋市条例第24 号 

 

   名古屋市子ども適応相談センター条例の一部を改正する条例 

 

 名古屋市子ども適応相談センター条例（昭和63年名古屋市条例第57号）の一

部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   名古屋市教育支援センター条例 

 第 1 条中「名古屋市子ども適応相談センター」を「名古屋市教育支援センタ

ー」に改める。 

 第 2 条第 1 項中「名古屋市子ども適応相談センター」を「名古屋市教育支援

センター」に、「不登校児を早期に学校へ登校させること」を「その社会的自

立に資すること」に改め、同条第 2 項第 1 号中「不登校児」の次に「及びその

保護者」を加え、「及び心理療法による治療」を削る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 
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1  この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

 （名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例の

一部改正） 

2  名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例（ 

 平成11年名古屋市条例第40号）の一部を次のように改正する。 

  第 7 条中「名古屋市子ども適応相談センター」を「名古屋市教育支援セン

ター」に改める。 
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 名古屋市文化財の保存及び活用に関する条例の一部を改正する条例をここに 

公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第25 号 

 

   名古屋市文化財の保存及び活用に関する条例の一部を改正する条 

   例 

 

 名古屋市文化財の保存及び活用に関する条例（昭和47 年名古屋市条例第 4 号）

の一部を次のように改正する。 

 第 1 条中「第 182  条第 2 項」の次に「及び第 3 項」を加える。 

 第 2 条第 7 項を削る。 

 第10 条第 1 項中「、第 2 条第 7 項の規定による同意が得られなかったとき」

を削り、同条第 3 項中「（第 2 条第 7 項の規定による同意が得られなかったこ

とによるものを除く。）」を削り、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改

め、同条の次に次の 3 条を加える。 

 （市登録無形民俗文化財の登録） 

第10 条の 2  教育委員会は、無形の民俗文化財（法第 2 条第 1 項第 3 号に規定

する民俗文化財をいう。）（法及び県条例の規定による指定及び登録を受け

たもの並びに市指定無形民俗文化財を除く。）で、かつ、名古屋市の区域内 
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に存するもののうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための

措置が特に必要とされるものを名古屋市登録無形民俗文化財（以下「市登録

無形民俗文化財」という。）として登録することができる。 

2  教育委員会は、前項の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ

名古屋市文化財調査委員会の意見を聴かなければならない。 

3  第 1 項の規定による登録は、告示して行うものとし、その効力は、告示が

あった日から発生する。 

（補助） 

第10 条の 3  市は、市登録無形民俗文化財の保存及び活用に要する経費の全部

又は一部につき、予算の範囲内で補助し、又は負担することができる。 

（登録の抹消） 

第10 条の 4  教育委員会は、市登録無形民俗文化財についてその保存及び活用

のための措置を講ずる必要がなくなったとき、又は特別の事由があると認め

るときは、その登録を抹消するものとする。 

2  前項の規定による登録の抹消をしようとするときは、教育委員会は、あら

かじめ名古屋市文化財調査委員会の意見を聴かなければならない。 

3  第10 条の 2 第 3 項の規定は、第 1 項の規定による登録の抹消を行う場合に

ついて準用する。 

4  市登録無形民俗文化財が法若しくは県条例の規定による指定若しくは登録

又は市指定無形民俗文化財の指定を受けたときは、市登録無形民俗文化財の

登録は、抹消されたものとする。 

5  前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するものとする。 

 第11 条第 1 項中「及び前条第 3 項」を「、第10 条第 3 項、第10 条の 2 第 2 項

及び前条第 2 項」に、「属せしめられた」を「属させられた」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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 名古屋市職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第26 号 

 

   名古屋市職員定数条例の一部を改正する条例 

 

 名古屋市職員定数条例（昭和49年名古屋市条例第21号）の一部を次のように 

改正する。  

 第 1 条第 1 号中「 53 人」 を「 54 人」 に改め、 同条第 2 号中「 11,646人」 を「 

11,752人」 に改め、 同条第 3 号中「 2,177人」 を「 2,162人」 に改め、 同条第 

4 号中「 4,434人」 を「 4,497人」 に改め、 同条第 5 号中「 2,403人」 を「  

2,491人」 に改め、同条第 6 号中「 13,069人」 を「 13,285人」 に、 「 11,046人」

を「 11,276人」 に改め、 同条第 7 号中「 28 人」 を「 29 人」 に改め、同条第 8 号 

中「 32 人」 を「 33 人」 に改め、同条第 9 号中「 23 人」 を「 26 人」 に改める。 

       

   附 則 

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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 名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を 

改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

   

 

                 名古屋市長   河  村    た か し 

 

 

 

名古屋市条例第27号 

 

名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条 

例の一部を改正する条例 

 

名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成15 

年名古屋市条例第14号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当 

に関する条例 

 第 1 条中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

 第 8 条第 2 項中「名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関 

する条例」を「名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手 

当に関する条例」に改め、同条の次に次の 1 条を加える。 

（勤勉手当） 

第 8 条の 2  会計年度任用短時間勤務職員（市長が定める者に限る。）には、

勤勉手当を支給する。 
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2  前項の規定により支給する勤勉手当の額は、給与条例第20条の 2 、第20条 

の 4 及び第20条の 5 の規定を準用して算定する。この場合において、給与条 

例第20条の 2 第 5 項において準用する給与条例第20条第 5 項中「給料及び扶 

養手当の月額並びにこれらに対する地域手当」とあるのは、「報酬（名古屋 

市非常勤の職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例第 2

条に規定する報酬に限る。）及びこれに対する地域手当に相当する報酬」と

読み替えるものとする。 

第10条中「期末手当」の次に「及び勤勉手当」を加える。 

第11条の見出し中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、

同条各号列記以外の部分中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に

改め、同条第 1 号中「、区に」を「に」に改め、同条第 4 号中「及び期末手

当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

別表第 1 から別表第 3 までを次のように改める。 
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別表第 1 （行政委員会の委員等）

報酬の額 旅費

1 日額   17,100円 特別職員

2 農業委員会

会長 月額   58,000円 特別職員

会長職務代理 月額   53,500円 特別職員

委員 月額   49,000円 特別職員

3 農地利用最適化推進委員 月額   49,000円 特別職員

4
識見を有する者の中から選任 日額   29,500円 特別職員

された監査委員

市議会議員の中から選任され 日額   27,000円 特別職員

た監査委員

5

委員長 日額   29,500円 特別職員

委員 日額   27,000円 特別職員

6

委員長 日額   29,500円 特別職員

委員長職務代理 日額   27,000円 特別職員

委員 日額   27,000円 特別職員
地方自治法第 189 条第 3項の 日額   12,600円 特別職員
規定により臨時に充てられた

委員
7

委員長 日額   21,000円 特別職員

委員 日額   18,200円 特別職員
地方自治法第 252 条の20第 6 日額   12,600円 特別職員
項において準用する同法第

189 条第 3項の規定により臨

時に充てられた委員

8 国会議員の選挙等の執  7 級とする。

行経費の基準に関する ただし、選挙

法律（昭和25年法律第 長 に あ っ て

179 号）第14条第 1 項 は、特別職員

各号に掲げる職の区分 とする。

に応じて、当該各号に

掲げる額とする。

9
投票所の投票管理者 日額 　16,500円 7級
期日前投票所の投票管理者 日額 　14,600円 7級
投票所の投票立会人 日額 　15,500円 7級
期日前投票所の投票立会人 日額 　13,700円 7級

区選挙管理委員会

選挙長、開票管理者、開票立会

人及び選挙立会人

投票管理者及び投票立会人

番号 区分

固定資産評価審査委員会の委員

監査委員

人事委員会

市選挙管理委員会
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ただし、職務時間内に

交替する場合にあって

は、報酬の額に職務を

行った時間数を乗じ、

これを投票所を開く時

刻から投票所を閉じる

時刻までの時間数で除

して得た額（その額に

1 円未満の端数がある

ときは、これを切り捨

てた額）とする。

10 日額 　27,000円 特別職員

備考　旅費の欄中「特別職員」は、旅費条例第 8 条に規定する職員をいい、

　　「級」は給与条例別表第 1 行政職給料表の職務の級をいう。

教育委員会の委員
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別表第 2（附属機関の委員等）

報酬の額 旅費 所管

1 防災会議委員及び専門委員 日額   12,600円 8級 防災危機管

2 国民保護協議会委員 日額   12,600円 8級 理局

3 総務局

会長 日額   15,300円 8級

委員 日額   13,500円 8級

4 日額   12,600円 8級

5 日額   12,600円 8級

6 行政不服審査会

会長 日額   15,300円 8級

委員及び臨時委員 日額   13,500円 8級

7 日額   12,600円 8級

8 日額   15,300円 8級

9 日額   12,600円 8級

10 日額   12,600円 8級

11 職員倫理審査会

会長 日額   13,500円 8級

委員 日額   12,600円 8級

12 職員傷病審議会委員 日額   19,800円 8級

13

会長 日額   15,300円 8級

委員 日額   13,500円 8級

14 日額   12,600円 8級

15 入札監視等委員会委員 日額   12,600円 8級 財政局

16 空家等対策審議会 スポーツ市

会長 日額   13,500円 8級 民局

委員及び臨時委員 日額   12,600円 8級

17 日額   12,600円 8級

18 指定特定非営利活動法人審査会

会長 日額   13,500円 8級

委員 日額   12,600円 8級

19

会長及び委員長 日額   15,300円 8級

委員 日額   13,500円 8級

20

会長及び委員長 日額   15,300円 8級

委員及び専門委員 日額   13,500円 8級

21 日額   12,600円 8級

22 日額   12,600円 8級

23

職員分限審査アドバイザー

経営アドバイザー

外郭団体経営検討委員

番号 区分

特別職報酬等審議会

情報保護アドバイザー

法制アドバイザー

公文書等専門委員

公務災害補償等審査会

公立大学法人評価委員会委員及

び臨時委員

町名、町界審議会委員、特別委

員及び臨時委員

情報公開審査会

個人情報保護審議会

消費生活審議会委員及び臨時委

員

男女平等参画苦情処理委員

男女平等参画審議会
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会長 日額   13,500円 8級

委員 日額   12,600円 8級

24 年額   19,800円 6級

25 日額   12,600円 8級

26 日額   12,600円 8級

27 日額   12,600円 8級 経済局

28 日額   12,600円 8級 観光文化交

流局

29 日額   12,600円 8級

30 伝統的建造物群保存地区保存審

議会

会長 日額   13,500円 8級

委員及び臨時委員 日額   12,600円 8級

31 日額   12,600円 8級 環境局

32 日額   11,700円 7級

33 日額   12,600円 8級

34 日額   19,800円 8級

35 日額   12,600円 8級

36 日額   12,600円 8級 健康福祉局

37 日額   12,600円 8級

38 高齢者施策推進協議会委員及び 日額   12,600円 8級

臨時委員

39 日額   12,600円 8級

40 地域密着型サービス等及び地域 日額   12,600円 8級

包括支援センター運営協議会委

41 日額   16,200円 8級

42 福祉有償運送運営協議会委員 日額   12,600円 8級

43 障害者施策推進協議会委員及び 日額   12,600円 8級

臨時委員

44 日額   12,600円 8級

45 日額   19,800円 8級

46 1 回   19,800円 8級

47 透析療法審査委員会委員 日額   10,000円 8級

48 日額   12,600円 8級

49 日額   16,200円 8級

50 日額   12,600円 8級

スポーツ推進委員

スポーツ推進審議会委員

障害者スポーツセンター運営審

議会委員

大規模小売店舗立地審議会委員

及び臨時委員

名古屋国際会議場整備運営事業

者選定審議会委員及び臨時委員

環境審議会委員及び専門委員

地域環境審議会委員

環境影響評価審査会委員及び特

別委員

公害健康被害認定審査会委員

文化芸術推進評議会委員及び臨

時委員

住居の不良堆積物対策審議会委

員及び臨時委員

社会福祉審議会委員及び臨時委

員

災害弔慰金等支給審査委員会委

員

民生委員推薦会委員

介護認定審査会委員

精神保健福祉審議会委員及び臨

時委員

精神医療審査会委員

精神保健指定医

員

障害者差別解消調整委員会委員

障害支援区分認定等審査会委員

国民健康保険運営協議会委員
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51 日額   12,600円 8級

52 日額   12,600円 8級

委員

53

委員 日額   12,600円 8級

部会委員 日額   19,800円 8級

54 予防接種健康被害調査委員会委 日額   19,800円 8級

員及び臨時委員

55 衛生研究所等疫学倫理審査委員 日額   12,600円 8級

会委員

56 指定難病審査会委員及び臨時委 日額   19,800円 8級

員

57 日額   12,600円 8級

58 日額   12,600円 8級

59 日額   12,600円 8級 子ども青少

年局

60 子育て支援企業認定審査会委員 日額   12,600円 8級

61 障害児早期療育指導委員会委員 日額   12,600円 8級

及び臨時委員

62 発達障害者支援体制整備検討委 日額   12,600円 8級

員会委員及び臨時委員

63 中央療育センター等倫理審査委 日額   12,600円 8級

員会委員

64 児童虐待事例検証委員会委員 日額   12,600円 8級

65 障害児保育指導委員会委員 日額   12,600円 8級

66 子どもの権利擁護委員 1 時間   10,000円 8級

67

委員長 日額　 17,600円 8級

委員、臨時委員及び調査員 日額　 15,300円 8級

68 住宅都市局

会長 日額   13,500円 8級

委員、臨時委員及び専門委員 日額   12,600円 8級

69 日額   15,300円 8級

70

会長 日額   13,500円 8級

委員及び臨時委員 日額   12,600円 8級

71

会長 日額   13,500円 8級

委員 日額   12,600円 8級

72 日額   12,600円 8級

73

会長 日額   15,300円 8級

委員 日額   13,500円 8級

保健所運営協議会委員

感染症予防協議会委員及び臨時

感染症診査協議会

食の安全・安心推進会議委員及

び特別委員

人とペットの共生推進協議会委

員及び臨時委員

なごや子ども・子育て支援協議

会委員及び臨時委員

いじめ問題再調査委員会

都市計画審議会

都市高速道路調査専門委員

広告・景観審議会

交通問題調査会

建築紛争調停委員会委員

建築審査会
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74

会長 日額   13,500円 8級

委員 日額   12,600円 8級

75

会長 日額   13,500円 8級

委員 日額   12,600円 8級

76

会長 日額   13,500円 8級

委員 日額   12,600円 8級

77 日額   12,600円 8級

78

会長 日額   13,500円 8級

委員 日額   12,600円 8級

79 日額   12,600円 8級 緑政土木局

80 日額   12,600円 8級

81 日額   12,600円 8級

82

会長 日額   13,500円 8級

委員及び専門委員 日額   12,600円 8級

83 日額   12,600円 8級

84 日額   12,600円 8級 教育委員会

事務局
85

委員 日額   12,600円 8級

専門員 日額    5,400円 8級
86 いじめ対策検討会議

　会長 日額   13,500円 8級

委員 日額   12,600円 8級

87 日額   12,600円 8級

88 日額   12,600円 8級

89 日額   12,600円 8級

90 日額   12,600円 8級

91 日額   12,600円 8級

92 日額   12,600円 8級

93 日額   12,600円 8級 関係局

　　う。

開発審査会

土地利用審査会

土地区画整理審議会

土地区画整理事業評価員

市街地再開発審査会

放置自動車廃物判定委員会委員

自転車等駐車対策協議会委員

博物館協議会委員

緑政土木局公園施設整備等事業

者選定委員会委員

緑の審議会

東山動植物園再生専門委員

子どもいきいき学校づくり推進

審議会委員及び臨時委員

美術館協議会委員

科学館協議会委員

指定管理者選定委員会委員及び

臨時委員

備考 旅費の欄中「級」は、給与条例別表第 1 行政職給料表の職務の級をい

産業教育審議会

社会教育委員

文化財調査委員会委員及び臨時

委員

図書館協議会委員
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別表第 3 （その他の非常勤の特別職の職員）

防災危機管
理局

3 　日額　 29,760円  9 級 総務局
4 　日額　 15,630円  8 級
5 　月額　117,000円  7 級
6 　 1 回　 21,400円  7 級
7 　月額　 21,400円  7 級
8  1 時間　 21,400円  7 級
9 　日額　 15,630円  9 級 財政局

スポーツ市
民局

11 　日額　 50,000円  8 級 経済局
観光文化交
流局

15 　日額　 15,630円  8 級 環境局
16 　日額　 21,400円  7 級

健康福祉局日額とし、 9,000
円を上限として任
命権者が定める額
に、 1,000 円を上
限として任命権者
が定める額に調査
対象数を乗じて得
た額を加算した額
とする。ただし、
任命権者が別に定
める厚生統計調査
を行う者について
は 日 額 と し 、

生物多様性推進参与
公害保健嘱託医

17 厚生統計調査調査員

14 名古屋城建造物専門員 　日額　 21,400円  7 級

13 名古屋城調査研究センター
所長

　月額　117,000円  8 級

 8 級

 7 級

 5 級

 4 級

市区政協力委員議長協議
会議長、副議長及び会計
区区政協力委員協議会議
長及び副議長
学区区政協力委員会委員
長
区政協力委員

客員起業家
12 歴史的建造物保存活用アド

バイザー
　日額　 12,600円  8 級

産業医
総括衛生管理医師
衛生管理医師
名古屋市政策顧問

10 区政協力委員

災害救助地区本部員 4 級 と す
る 。 た だ
し、区政協
力委員を兼
務する者に
あっては、
その級に準
ずる。

市政資料館館長
情報化推進参与
総括産業医

番号

2

区分 報酬の額 旅費 所管

1 災害対策委員 区政協力委
員としての
級 に 準 ず
る。
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19 　日額　 21,400円
20 　日額　 49,400円
21 　月額　117,000円  7 級

23 　日額　 15,630円  8 級

26 　日額　 49,400円  7 級

28 　月額　117,000円

31 　日額　 21,400円  7 級

33 　日額　 15,630円  8 級 子ども青少
34 　日額　 15,630円  8 級 年局
35 　日額　 15,630円  8 級

嘱託医師
地域療育センター嘱託医
師

37 保育所嘱託医
　年額　402,500円
　年額　251,600円

産後休暇明け園等
一般園

医師
管理栄養士
保健師その他

配偶者暴力防止参与
児童虐待対策参与
児童相談所参与

36 児童福祉施設嘱託医師
　日額　 21,400円
　日額　 49,400円

保健所嘱託医
32 国民健康・栄養調査員

　日額　 21,400円
　日額　　6,400円
　日額　　6,400円

30 保健環境委員
 8 級

 7 級

 5 級
 5 級

 4 級

市保健環境委員会会長及
び副会長
区保健環境委員会会長及
び副会長
学区保健環境委員会会長
学区保健環境委員会副会
長
保健環境委員

保護課嘱託医
29 国民健康保険移送費審査嘱

託医
　日額　 21,400円

精神保健福祉施策推進参与
27 特別児童扶養手当認定嘱託

医
　日額　 21,400円

25 身体障害者更生相談所判定
医師

　日額　 49,400円

 8 級

 7 級

 5 級
 4 級

市民生委員連盟理事長及
び副理事長
区民生委員協議会会長連
絡会会長及び副会長
民生委員協議会会長
民生委員

認知症施策推進参与
24 知的障害者更生相談所嘱託

医
　日額　 49,400円

福祉施設嘱託医師
厚生院嘱託医
社会福祉事務所嘱託医

22 民生委員

9,000 円を上限と
して任命権者が定
める額とする。

18 厚生統計調査指導員 日額とし、 9,000
円を上限として任
命権者が定める額
とする。
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38 　 1 回　　8,300円
39 　日額　 21,400円

41 　日額　 21,400円

43 　日額　 15,630円  8 級

46 　日額　 12,600円  8 級 住宅都市局
緑政土木局

教育委員会
事務局

49 　 1 回　 15,000円  4 級
50 　 1 回　 15,000円  4 級
51 　 1 回　 15,000円  4 級
52 　日額　 12,600円  8 級
53 　 1 回　 21,400円  7 級
54 　 1 回　 21,400円  7 級
55 　月額　200,000円  7 級
56 　 1 回　 21,400円  7 級

年額とし、284,000
円に 460 円に検診
者数を乗じて得た
額を加算した額と
する。
年額とし、241,000
円に 460 円に検診
者数を乗じて得た
額を加算した額と
する。
年額とし、241,000
円に24,600円に相
談回数を乗じて得
た額を加算した額

 7 級

 7 級

 7 級

内科

眼科及び耳鼻咽喉科

精神科

学校産業医
学校衛生管理医師

57 学校医

特別支援教育アドバイザー
ことばのアドバイザー
幼児教育アドバイザー
いじめ対策検討会議調査員
医療的ケア指導医
教育支援嘱託医

48 特別支援教育スーパーバイ
ザー

　 1 回　 21,400円  7 級

民生委員と
しての級に
準ずる。

景観アドバイザー
47 農業土木委員

年額とし、17,730
円に担当地区数を
乗じて得た額とす
る。
年額とし、 8,865
円に担当地区数を
乗じて得た額とす
る。
年額とし、 4,925
円に担当地区数を
乗じて得た額とす
る。

農業土木委員（重要）
　

農業土木委員（一般）

農業土木委員補助員

子どもの権利擁護機関参与
44 子どもの権利擁護機関専門

調査員
 1 時間　　8,600円  7 級

45 児童委員

 1 時間　　6,800円

児童相談所児童福祉専門員
42 エリア支援保育所担当歯科

医
　 1 回　 21,500円  7 級

統合保育スーパーバイザー
児童扶養手当等嘱託医

40 児童相談所スーパーバイ
ザー
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60 　日額　 15,630円  8 級
61 　 1 回　 21,400円  7 級

63 　日額　 29,760円  9 級
64 　日額　 15,630円  8 級
65 　日額　 29,760円  9 級
66 　日額　 15,630円  8 級
67 　日額　 29,760円  9 級
68 　 1 回　 25,900円  7 級
69 　 1 回　 21,400円  7 級

71 　 1 回　 18,500円  7 級

73 　 1 回　 21,400円  7 級 消防局
74 　 1 回　 21,400円  7 級

年額とし、41,700
円に 8,000 円を上
限として市長が定
める額に出場回数
を乗じて得た額を
加 算 し た 額 とす
る。
年額とし、41,700
円に 8,000 円を上
限として市長が定
める額に出場回数
を乗じて得た額を
加 算 し た 額 とす
る。
年額とし、41,700
円に 8,000 円を上
限として市長が定
める額に出場回数
を乗じて得た額を
加 算 し た 額 とす
る。

 8 級

 7 級

 5 級

市消防団連合会長

区消防団連合会長（市消
防団連合会長である者を
除く。）

消防団長（市消防団連合
会長又は区消防団連合会
長である者を除く。）

消防局産業医
消防局衛生管理医師

75 消防団員（基本消防団）

　 1 回　 21,400円  7 級

教育センター嘱託心理士
72 教育センター嘱託社会福祉

士
　 1 回　 18,500円  7 級

科学館長
教育センター嘱託弁護士
教育センター嘱託医師

70 教育センター特別教育相談
員

　 1 回　 18,500円  7 級

博物館長
博物館参与
美術館長
美術館参与

教育支援センター参与
教育支援センター嘱託医師

62 教育支援センターセラピス
ト

59 学校薬剤師 年額とし、205,400
円に 4,640円 に学
級数を乗じて得た
額を加算した額と
する。

 7 級

とする。
　年額　417,900円  7 級精神科（特別支援学校）

58 学校歯科医 年額とし、241,000
円に 460 円に検診
者数を乗じて得た
額を加算した額と
する。

 7 級
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76 　 1 回　  1,000円  4 級
備考 1

2

3

4

5

6

旅費の欄中「級」は、給与条例別表第 1行政職給料表の職務の級
をいう。

 1 の項災害対策委員には、第 7条に定める費用弁償のほか、月額
2,509 円を支給する。

10の項区政協力委員には、第 7条に定める費用弁償のほか、市区
政協力委員議長協議会議長、副議長及び会計、区区政協力委員協議
会議長及び副議長並びに学区区政協力委員会委員長にあっては月額
3,501 円、区政協力委員にあっては月額 2,509 円を支給する。

22の項民生委員には、第 7条に定める費用弁償のほか、市民生委
員連盟理事長及び副理事長、区民生委員協議会会長連絡会会長及び
副会長並びに民生委員協議会会長にあっては月額 3,501 円、民生委
員にあっては月額 2,509 円を支給する。

30の項保健環境委員には、第 7条に定める費用弁償のほか、市保
健環境委員会会長及び副会長、区保健環境委員会会長及び副会長並
びに学区保健環境委員会会長にあっては月額 3,501 円、学区保健環
境委員会副会長及び保健環境委員にあっては月額 2,509 円を支給す
る。

45の項児童委員には、第 7 条に定める費用弁償のほか、月額
2,509 円を支給する。

年額とし、38,400
円に 8,000 円を上
限として市長が定
める額に出場回数
を乗じて得た額を
加 算 し た 額 とす
る。
年額とし、35,100
円に 8,000 円を上
限として市長が定
める額に出場回数
を乗じて得た額を
加 算 し た 額 とす
る。
年額とし、31,800
円に 8,000 円を上
限として市長が定
める額に出場回数
を乗じて得た額を
加 算 し た 額 とす
る。
年額とし、28,500
円に 8,000 円を上
限として市長が定
める額に出場回数
を乗じて得た額を
加 算 し た 額 とす
る。

 4 級

 4 級

 4 級

 4 級

副団長

部長

班長

団員

消防団員（機能別消防団）
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別表第 4  1 の項中「 100 円」を「 1 円」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

1  この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。ただし、附則第 6 項の規定

は、同年 3 月31日から施行する。 

（職員の給与に関する条例の一部改正） 

2  職員の給与に関する条例（昭和26年名古屋市条例第 5 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第 6 条第10項中「 100 円」を「 1 円」に改める。 

  第12条の 3 第 1 項第 3 号及び第 4 号、第12条の 4 第 1 項、第12条の 8 第 1

項並びに第12条の 9 第 1 項中「その他」を「その他の」に改める。 

  第12条の11第 1 項第 1 号中「その他市長が定める職員」を削る。 

  第12条の12第 1 項、第12条の19第 1 項第 1 号及び第12条の24第 1 項中「そ

の他」を「その他の」に改める。 

  第20条の 8 第 3 項中「（第20条」の次に「及び第20条の 2 」を加える。 

  第24条中「次の各号」を「次」に改め、同条第 1 号中「、区に」を「に」

に改める。 

  附則第16項中「65,900円」を「66,700円」に改める。 

  別表第 7  1 行政職給料表級別基準職務表 5 級の項中「係長又は主査」を

「課長補佐」に改め、同表 6 級の項中「係長」を「課長補佐」に改め、同表

7 級の項中「主幹」を「担当課長」に改め、同表 8 級の項中「参事」を「担

当部長」に改める。 

  別表第 7  2 消防職給料表級別基準職務表 5 級の項中「係長又は主査」を

「課長補佐」に改め、同表 6 級の項中「係長」を「課長補佐」に改め、同表

7 級の項中「主幹」を「担当課長」に改める。 

  別表第 7  6 医療職給料表 (1) 級別基準職務表 2 級の項中「主幹又は係長

若しくは主査」を「担当課長又は課長補佐」に改める。 

  別表第 7  7 医療職給料表 (2) 級別基準職務表 5 級の項中「係長又は主

査」を「課長補佐」に改め、同表 6 級の項中「係長」を「課長補佐」に改
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め、同表 7 級の項中「主幹」を「担当課長」に改める。 

  別表第 7  8 医療職給料表 (3) 級別基準職務表 5 級の項中「係長、看護師

長又は主査」を「課長補佐又は看護師長」に改め、同表 6 級の項中「係長」

を「課長補佐」に改め、同表 7 級の項中「主幹」を「担当課長」に改める。 

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

3  職員の育児休業等に関する条例（平成 4 年名古屋市条例第17号）の一部を

次のように改正する。 

  第 5 条の 3 第 2 項中「（地方公務員法（昭和25年法律第 261 号）第22条の

2 第 1 項各号に掲げる者を除く。）」を削る。 

  第 6 条中「地方公務員法」の次に「（昭和25年法律第 261 号 ）」 を加え

る。 

 （職員懲戒条例の一部改正） 

4  職員懲戒条例（昭和26年名古屋市条例第50号）の一部を次のように改正す

る。 

  第 3 条中「名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例」を「名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当

に関する条例」に改める。 

  第 4 条第 3 項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め 

る。 

 （名古屋市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例の一部改正） 

5  名古屋市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例（平成31年名古屋市条例第 5 号）の一部を次のように改正する。 

  附則第 3 項を次のように改める。 

  （経過措置） 

 3  令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月31日までの間における地方公務員法

（昭和25年法律第 261 号。以下「法」という。）第22条の 2 第 1 項第 1 号

に掲げる職員（以下「会計年度任用短時間勤務職員」という。）（名古屋

市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正

する条例（令和 6 年名古屋市条例第27号）による改正後の名古屋市非常勤
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の職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例（以下「改

正後非常勤条例」という。）別表第 4  5 の項に掲げる者その他任命権者

が定める者を除く。）の報酬（改正後非常勤条例第 2 条に規定する報酬に

限る。）の額については、改正後非常勤条例第 2 条及び別表第 4 の規定に

かかわらず、これらの規定により定められる額に、報酬（改正後非常勤条

例第 2 条に規定する報酬に限る。）及びこれに対する地域手当に相当する

報酬に 1,000 分の 1,025 を乗じて得た額を12で除して得た額（その額に 1

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を加算した額とす

る。ただし、改正後非常勤条例第 3 条に規定する報酬（附則第 6 項の規定

による改正後の給与条例（以下「改正後給与条例」という。）第15条から

第17条までに規定する手当に相当する報酬を除く。）、改正後非常勤条例

第 8 条に規定する期末手当及び改正後非常勤条例第 8 条の 2 に規定する勤

勉手当の額の算定の基礎となる報酬の額は、改正後非常勤条例第 2 条及び

別表第 4 の規定により定められる額とする。 

  附則第 7 項本文を次のように改める。 

   令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月31日までの間における法第22条の 2

第 1 項第 2 号に掲げる職員（以下「会計年度任用職員」という。）（任命

権者が定める者を除く。）の給料（改正後給与条例第 6 条の 2 の規定によ

る調整前の給料をいう。）の月額については、当該会計年度任用職員に適

用される給料表の給料月額にかかわらず、当該給料月額に、基礎額（この

項の規定を適用する前の当該会計年度任用職員が受けるべき給料及びこれ

に対する地域手当の月額の合計額をいう。）に 1,000 分の 1,025 を乗じて

得た額を12で除して得た額（その額に 1 円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額）を加算した額とする。 

（名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一

部を改正する条例の一部改正） 

6  名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一

部を改正する条例（令和 3 年名古屋市条例第20号）の一部を次のように改正

する。 

附則第10項の前の見出し中「病院局の」を削り、同項中「施行日の前日現
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に病院局に所属する職員が同日に退職し」を「次の各号のいずれかに該当

し、かつ」に、「当該」を「当該各号の」に改め、同項に次の各号を加え

る。 

(1) 施行日の前日現に病院局に所属する職員が同日に退職したとき。 

(2) 令和 6 年 3 月31日から名古屋市立中央看護専門学校条例を廃止する条

例（令和 3 年名古屋市条例第42号）の施行の日の前日までの間に、健康

福祉局健康部中央看護専門学校に所属する職員が退職したとき。 

附則第11項中「令和 9 年 3 月31日」を「令和11年 3 月31日」に、「後、同

日」を「日」に改める。 

（名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一

部を改正する条例の一部改正） 

7  名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一

部を改正する条例（令和 5 年名古屋市条例第27号）の一部を次のように改正

する。 

附則第 2 項中「第 1 条の規定による改正後の名古屋市非常勤の職員の報

酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」を「名古屋市非常勤の職員の報

酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例（令和 6 年名

古屋市条例第27号）による改正後の名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁

償、期末手当及び勤勉手当に関する条例」に、「60の項、62の項及び64の

項」を「63の項、65の項及び67の項」に改める。 

（職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

8  職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（令和 4 年名古屋市条例

第40号）の一部を次のように改正する。 

附則第22項中「前項の規定による改正後の名古屋市非常勤の職員の報酬、 

費用弁償及び期末手当に関する条例」を「名古屋市非常勤の職員の報酬、費

用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例（令和 6 年名古屋市

条例第27号）による改正後の名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償、期末

手当及び勤勉手当に関する条例」に改める。 

 附則別表第 3  5 級の項中「係長又は主査」を「課長補佐」に改め、同表

6 級の項中「係長」を「課長補佐」に改め、同表 7 級の項中「主幹」を「担
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当課長」に改め、同表 8 級の項中「参事」を「担当部長」に改める。 
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 名古屋市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び名古屋 

市児童を虐待から守る条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

    

 

 

  令和 6年 3月29日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第28号 

 

   名古屋市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

   及び名古屋市児童を虐待から守る条例の一部を改正する条例 

 

 （名古屋市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改 

 正） 

第 1条 名古屋市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平 

 成25年名古屋市条例第 6号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    名古屋市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定め 

    る条例 

  第 1条中「婦人保護施設」を「女性自立支援施設」に改める。 

  第 2条中「婦人保護施設の設備及び運営に関する基準（平成14年厚生労働 

 省令第49号) 」を「女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準（令和 5 

 年厚生労働省令第36号）」に改める。 

  第 3条及び第 4条中「婦人保護施設」を「女性自立支援施設」に改める。 
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 （名古屋市児童を虐待から守る条例の一部改正） 

第 2条 名古屋市児童を虐待から守る条例（平成25年名古屋市条例第26号）の 

 一部を次のように改正する。 

  第 2条第 4号中「婦人相談所」を「女性相談支援センター」に、「婦人相 

 談員」を「女性相談支援員」に改める。 

  第 9条第 1項中「婦人相談員」を「女性相談支援員」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。 
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 名古屋市児童福祉施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

   

 

  

  令和 6年 3月29日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第29号 

 

   名古屋市児童福祉施設条例の一部を改正する条例 

 

 名古屋市児童福祉施設条例（昭和34年名古屋市条例第14号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

 第 1条第 1項の表中 

「 

〃 名古屋市南陽第一保育園 
名古屋市港区東茶屋二丁目 305 

番地 
 を 

〃 名古屋市南陽第二保育園 
名古屋市港区知多二丁目2401番 

地 

                                 」 

「 

〃 名古屋市南陽第一保育園 
名古屋市港区東茶屋二丁目 305 

番地 
 に 

                                 」 
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改める。 

  

   附 則 

 この条例の施行期日は、規則で定める。 
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 名古屋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び名古屋 

市地域療育センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。   

    

 

 

  令和 6年 3月29日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第30号 

 

   名古屋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

      及び名古屋市地域療育センター条例の一部を改正する条例 

 

 （名古屋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改 

 正） 

第 1条 名古屋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平 

 成24年名古屋市条例第 100号）の一部を次のように改正する。 

  第 4条第 2項中「及び児童家庭支援センター」を「、児童家庭支援センタ 

 ー及び里親支援センター」に改める。 

 （名古屋市地域療育センター条例の一部改正） 

第 2条 名古屋市地域療育センター条例（平成 5年名古屋市条例第14号）の一 

 部を次のように改正する。 

  第 2条第 1項中「次の各号」を「次」に改め、同項第 1号中「第43条第 1 

 号」を「第43条」に、「福祉型児童発達支援センター」を「児童発達支援セ 

 ンター」に改め、同項第 2号を削り、同項第 3号を同項第 2号とし、同条第 
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  2項中「前項第 3号」を「前項第 2号」に改める。 

  第 4条第 1項第 1号中「及び医療型児童発達支援」を削り、同条第 2項中 

 「医療型児童発達支援並びに」を削り、「次の各号」を「次」に改め、同項 

 第 1号中「及び医療型児童発達支援」を削る。 

 

   附 則 

 1 この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

 2 この条例の施行の日前の医療型児童発達支援に係る第 2条の規定による改

正前の名古屋市地域療育センター条例の規定による使用料については、なお

従前の例による。 
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 名古屋市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め 

る条例の一部を改正する条例をここに公布する。   

    

  

 

  令和 6年 3月29日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第31号 

 

   名古屋市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基 

      準等を定める条例の一部を改正する条例 

 

 名古屋市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め 

る条例（平成24年名古屋市条例第 101号）の一部を次のように改正する。 

 第 2条中「、省令第64条」を削る。 

  

   附 則 

 この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。 
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名古屋市屋外広告物条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

令和 6 年 3 月29日 

 

 

 

名古屋市長   河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第32号 

 

   名古屋市屋外広告物条例の一部を改正する条例 

 

 名古屋市屋外広告物条例（昭和36年名古屋市条例第17号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 第 3 条第 1 項中「次の各号」を「次」に改め、同項第 4 号中「街路燈柱」を

「街路灯柱」に改める。 

 第 5 条第 1 項中「に変更を加え」を「の変更（規則で定める変更を除く。）

をし」に、「 これを掲出する物件」を「掲出物件」に改め、同項ただし書を次 

のように改める。 

 ただし、色彩その他の規則で定める事項を変更しようとするときは、あら

かじめその旨を市長に届け出ることをもって足りる。 

 第 5 条の 3 及び第 5 条の 4 中「第 5 条第 1 項」を「第 5 条第 1 項本文」に改

め、「 の申請又は」の次に「同条第 1 項ただし書若しくは」を加える。 

 第 6 条第 3 項第 2 号中「街路燈柱」を「街路灯柱」に改める。 

 第11条を次のように改める。 

15 

10 

5 
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第11条 削除 

 第37条を次のように改める。 

第37条 削除 

 第38条中「から前条まで」を「及び第36条」に改める。 

 別表中 

「 

広告板及び広告塔 面積 5 平方

メートル又

は長さ 5 メ

ートル   

1,300円以内 

建築物又は工作物に直接表示するもの 

                                 」 

「 

広告塔及び広告板（ 立看板を除く。 ）  面積 5 平方

メートル又

は長さ 5 メ

ートル   

1,900円以内 

建築物又は工作物に直接表示するもの 

                                 」 

改め、同表電柱広告、標識広告及びこれらに類するものの項中「 180  円」 を「 

300  円」 に改め、同表広告宣伝用自動車の項中「 6,000   円」 を「 9,000   円」 に

改め、 同表車体広告（ 広告宣伝用自動車に係るものを除く。） の項中「 3,000   

円」 を「 4,500   円」 に改め、同表その他のものの項中「 300  円」 を「 500  円」 

に改める。 

 

附 則 

1  この条例は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  

2  この条例による改正後の名古屋市屋外広告物条例（以下「新条例」とい 

う。 ）第 5 条第 1 項、第 5 条の 3 及び第 5 条の 4 の規定は、令和 6 年10月 1 

日（以下「適用日」という。）以後の変更に係る許可の申請を行う場合につ

いて適用し、適用日前の変更に係る許可の申請を行う場合については、なお

従前の例による。 

を 

に 
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3  新条例別表の規定は、適用日以後に許可期間（新条例第 4 条第 4 項（新条 

例第 5 条第 3 項において準用する場合を含む。 ）の期間をいう。以下同じ。 ） 

が開始する許可に係る手数料について適用し、適用日前に許可期間が開始す

る許可に係る手数料については、なお従前の例による。 

4  この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 
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名古屋市営路外駐車場条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第33 号 

 

   名古屋市営路外駐車場条例の一部を改正する条例 

 

 名古屋市営路外駐車場条例（昭和41年名古屋市条例第44号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

 第 3 条中第 5 項を第 6 項とし、第 4 項を第 5 項とし、第 3 項の次に次の 1 項

を加える。 

4  市長は、特に必要と認めたときは、規則で定めるところにより、通用時間

に相当する料金からその 2 割以内の額を割り引くことができる。 

 

附 則 

 この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第34 号 

 

名古屋市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

名古屋市営住宅条例（昭和29年名古屋市条例第25号）の一部を次のように改 

正する。 

 第 5 条第 1 項中「次の各号の」を「次に掲げる」に改め、同項第 3 号ア (ｳ)   

中「中学校若しくは小学校若しくはこれらに準ずる学校に在学する者又は小学 

校若しくはこれに準ずる学校就学の始期に達するまでの者」を「18 歳に達する 

日以後の最初の 3 月31 日までの間にある者」に改める。 

 第34 条の 2 第 1 項中「第 5 条第 1 項各号」の次に「（同条第 2 項第 2 号から 

第 6 号までに掲げる者にあっては、同条第 1 項第 2 号を除く。）」を加える。 

 別表中 
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 に、 

「 

仲 田 荘 千種区若水二丁目 

西 田 代 荘 千種区自由ケ丘 1 丁目 

                                」 

「 

仲 田 荘 千種区若水二丁目  

                                」 

「 

西 あ じ ま 荘 北区西味鋺四丁目 

西 上 飯 田 荘 北区上飯田通 1 丁目 

                                」 

「 

西 あ じ ま 荘 北区西味鋺四丁目      

                                」 

「 

稲 西 荘 中村区稲西町 

笈 瀬 荘 中村区太閤三丁目 

                                」 

「 

稲 西 荘 中村区稲西町 

                                」 

める。 

 

 を 

 を 

 を 

 に改   

                                     

                                          

                                          

                                            に、  
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   附 則 

 この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。ただし、別表の改正規定は、

規則で定める日から施行する。 
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 名古屋市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第35号 

 

   名古屋市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 名古屋市都市公園条例（昭和34年名古屋市条例第15号）の一部を次のように 

改正する。 

第 2 条第 6 項を削る。 

第 6 条第 2 項中「（有料予定公園施設を含む。以下同じ。）」を削り、「通 

り」を「とおり」に改める。 

別表第 1    1 有料公園施設の表中 

「 

洗 堰 緑 地 野 球 場 
を 

白 川 公 園 駐 車 場 

                               」 

「 

洗 堰 緑 地 野 球 場 1に、 

                               」                                  
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「 

蛇 池 公 園 野 球 場 
を 

 テ ニ ス コ ー ト 

                               」 

「 

蛇 池 公 園 野 球 場 

に改める。  テ ニ ス コ ー ト 

白 水 公 園 野 球 場 

                               」 

別表第 1    2 有料予定公園施設の表を次のように改める。 

12  削除 

 

  附 則 

この条例は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 2 条第 6 項を削る

改正規定、第 6 条第 2 項の改正規定、別表第 1   1 有料公園施設の表の改正規

定（白水公園の項に係る部分に限る。）及び別表第 1   2 有料予定公園施設の

表の改正規定は、公布の日から施行する。 
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 なごや平和の日を定める条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第36号 

 

なごや平和の日を定める条例 

 

（目的） 

第 1 条 この条例は、なごや平和の日を定め、名古屋空襲により犠牲になられ 

た方々を悼むとともに、悲惨な戦争の体験・記憶を後世に語り継ぐことによ 

り、市民の恒久平和の実現を希求する意識の醸成を図り、もって平和な社会 

の発展に寄与することを目的とする。 

（なごや平和の日） 

第 2 条 なごや平和の日は、 5 月14日とする。 

（平和意識の醸成を図るための取組） 

第 3 条 市及び市民は、なごや平和の日を中心に、平和意識の醸成を図るため 

の取組を行う。 

（委任） 

第 4 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 
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附 則 

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市地下街建築基準条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第37号 

 

   名古屋市地下街建築基準条例 

 

（趣旨）  

第 1 条 この条例は、建築基準法施行令（昭和25年政令第 338 号。以下「令」

という。）第 128 条の 3 第 6 項の規定に基づき、地下街の建築基準に関して

必要な事項を定めるものとする。 

 （構えに接する地下道） 

第 2 条 地下街の各構えは、次に該当する地下道に 2 メートル以上接しなけれ

ばならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあ

っては、その接する長さを 2 メートル未満とすることができる。 

(1) 壁、柱、床、はり及び床版は、建築基準法施行令第 128 条の 3 第 1 項第

 1 号の規定に基づく地下街の各構えの接する地下道の壁等の耐火性能（昭

和44年建設省告示第1729号）で定める耐火性能を有すること。 

 (2) 幅員は、両側が各構えと接する地下道にあっては 6 メートル以上、その

他の地下道にあっては 5 メートル以上とすること。 
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(3) 天井までの高さは、 3 メートル以上とすること。 

(4) 段を設けないこと。 

(5) 傾斜路の勾配は、15分の 1 を超えないこと。 

(6) 傾斜路の床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(7) 床面において20ルクス以上の照度を確保する照明設備を設けていること。 

(8) 天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料

で造っていること。 

(9) 長さが60メートルを超える地下道にあっては、避難上安全な地上に通ず

る直通階段（以下単に「直通階段」という。）を各構えの接する部分から

その一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けていること。 

(10) 直通階段は、令第23条第 1 項の表 (2) 項に適合するものであること。 

(11) 末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。た

だし、その末端の出入口が 2 以上ある場合においては、それぞれの出入口

の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。 

(12) 非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で、地下街の各構えの接す

る地下道に設ける非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備の構造方法を

定める件（昭和44年建設省告示第1730号）で定める構造方法を用いるもの

を設けていること。 

(13) 各構えとの境界は、排水溝又はタイル等により容易に識別できるもの

とすること。 

（構え）  

第 3 条 地下街の各構えは、次に定める構造としなければならない。 

(1) 令第 128 条の 3 第 2 項、第 3 項及び第 5 項の規定に適合すること。 

(2) 居室の各部分から地下道（当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路

を含む。）への出入口の一に至る歩行距離は、30メートル以下とすること。 

(3) 出入口は、直通階段から 3 メートル以内の部分に設けないこと。 

(4) 床は、これに接する地下道の床より低くしないこと。ただし、当該構え

の排水に支障がない場合は、この限りでない。 

（設備） 

第 4 条 地下街には、次に掲げる設備を設けなければならない。 
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(1) 換気設備で次に掲げる要件に該当するもの 

ア 換気上有効な給気機及び排気機を有すること。 

イ 給気機の給気量が排気機の排気量を超えること。 

ウ 地下街の床面積（構えの床面積及び地下道の面積の合計をいう。以下 

この条において同じ。） 1 平方メートルごとに、毎時30立方メートル（

空気調和設備で、地下街の床面積 1 平方メートルごとに毎時30立方メー

トル以上の空気を供給することができるものにあっては、毎時10立方メ

ートル）以上の新鮮な外気を取り入れること。 

(2) 物品の搬入及び搬出の設備 

(3) 地下街の床面積が 1,000 平方メートルを超える場合は、 1 以上の公衆便   

 所 

（防湿措置）  

第 5 条 地下街の直接土に接する部分は、防湿上有効な構造としなければなら

ない。 

（地下街避難安全性能を有する地下街に対する基準の適用）  

第 6 条 地下街のうち、当該地下街が地下街避難安全性能を有するものである

と市長が認めたものについては、第 2 条第 2 号から第 5 号まで、第 9 号、第

11号及び第12号（排煙設備に係る部分に限る。）並びに第 3 条第 1 号から第

 3 号までの規定は、適用しない。 

 2  前項の「地下街避難安全性能」とは、当該地下街のいずれの室（火災の発 

生のおそれの少ない室を定める件（平成12年建設省告示第1440号）で定める

室を除く。）で火災が発生した場合においても、当該地下街に存する者の全

てが当該地下街から地上までの避難を終了するまでの間、当該地下街の各居

室及び各居室から地上に通ずる地下道、階段その他の地下街の部分において、

避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。 

（既存の地下街に対する制限の緩和） 

第 7 条 この条例の規定の施行の際現に存する地下街の増築、大規模の修繕又

は大規模の模様替をする場合において、市長が安全上、防火上、避難上又は

衛生上支障がないと認めたものについては、第 2 条から第 4 条までに掲げる

基準は、その一部を緩和し、又は適用しないことができる。 
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   附 則 

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市建築基準法施行条例及び名古屋市地区計画等の区域内における建築

物の制限に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市条例第38号 

 

   名古屋市建築基準法施行条例及び名古屋市地区計画等の区域内に 

おける建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

 

（名古屋市建築基準法施行条例の一部改正） 

第 1 条 名古屋市建築基準法施行条例（平成12年名古屋市条例第40号）の一部

を次のように改正する。 

第17条第 4 号イ中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に、「建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する法律施行令」を「建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律施行令」に改め、同条第 5 号イ中「建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律」に改め、同条第39号の 5 の次に次の 1 号を加える。 

(39)の 6  令第 137 条の12第 6 項又は第 7 項の規定に基づく大規模の修繕

又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査 

    既存建築物について大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合の認 
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定申請手数料                      27,000円 

  第17条第45号の 8 から第45号の12までの規定中「建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律」に改め、同条第45号の13中「建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律施行規則」に改め、同条第54号及び第55号を次のように改める。 

(54) 名古屋市地下街建築基準条例（令和 6 年名古屋市条例第 号。以下

「地下街条例」という。）第 6 条第 1 項の規定に基づく地下街避難安全

性能に係る認定の申請に対する審査 

    地下街避難安全性能に係る認定申請手数料        27,000円  

(55) 地下街条例第 7 条の規定に基づく既存の地下街に対する制限の緩和

の認定の申請に対する審査 

    既存の地下街に対する制限の緩和の認定申請手数料    27,000円 

第17条第56号から第58号までを削る。 

（名古屋市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改

正） 

第 2 条 名古屋市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例（平

成 5 年名古屋市条例第41号）の一部を次のように改正する。 

  第 8 条の 6 第 1 項第 3 号中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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 名古屋市児童福祉施設条例施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

 

 

 

  令和 6年 3月25日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第15号 

 

   名古屋市児童福祉施設条例施行細則の一部を改正する規則 

 

名古屋市児童福祉施設条例施行細則（平成17年名古屋市規則第70号）の一部 

を次のように改正する。 

 第 2条第 2項の表中 

「 

名古屋市千代田橋保育園 20人 20人 50人 90人  を 

                                 」 

削り、 

「 

名 古 屋 市 野 南 保 育 園 20人 20人 50人 90人  を 

                                 」 

「 

名 古 屋 市 野 南 保 育 園 20人 20人 25人 65人  に 

                                 」 
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改め、 

「 

名古屋市富田第三保育園 20人 20人 50人 90人  を 

                                 」 

削り、 

「 

名 古 屋 市 丸 池 保 育 園 20人 20人 25人 65人 
  を 

名 古 屋 市 神 松 保 育 園 20人 20人 50人 90人 

                                 」 

「 

名 古 屋 市 丸 池 保 育 園 20人 20人 50人 90人 
 に、

名 古 屋 市 神 松 保 育 園 20人 20人 25人 65人 

                                 」 

「 

名 古 屋 市 本 地 保 育 園 30人 20人 50人 100人  を 

                                 」 

「 

名 古 屋 市 本 地 保 育 園 30人 20人 25人 75人  に 

                                 」 

改め、 

「 

名 古 屋 市 牧 野 原 保育 園 20人 20人 50人 90人  を 

                                 」 

削る。 

 第 5条の 2第 1項第 1号中「 1,418円」を「 1,466円」に改める。 

 附則第 3項の表中「、名古屋市千代田橋保育園」、「、名古屋市牧野原保育

園」、「、名古屋市富田第三保育園」及び「、名古屋市野南保育園」を削り、

「名古屋市南陽第三保育園」の次に「、名古屋市丸池保育園」を、「名古屋市

東山保育園」の次に「、名古屋市野南保育園」を加え、「、名古屋市丸池保育

園」及び 
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「 

名古屋市本地保育園   10人  を 

                                 」 

削る。 

 

   附 則 

 1 この規則は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

 2 この規則による改正後の名古屋市児童福祉施設条例施行細則第 5条の 2第 

1項の規定は、令和 6年 4月分の使用料から適用し、同年 3月分以前の使用 

料については、なお従前の例による。 
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名古屋市中小企業振興会館条例施行細則の一部を改正する規則をここに公布 

する。 

 

 

 

令和 6年 3月25日 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第16号 

 

名古屋市中小企業振興会館条例施行細則の一部を改正する規則 

 

名古屋市中小企業振興会館条例施行細則（昭和58 年名古屋市規則第50 号）の

一部を次のように改正する。 

第 9 条第 1 項第 1 号中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同号カ

中「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同号

中ケをコとし、クをケとし、キをクとし、カの次に次のように加える。 

キ 難病法第28条第 2 項に規定する指定難病要支援者証明事業により発行

される登録者証 

 

附 則 

1 この規則は、令和 6 年 4 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。

2 この規則による改正後の名古屋市中小企業振興会館条例施行細則第 9 条の 

規定は、施行日以後の利用料金について適用し、施行日前の利用料金につい 

ては、なお従前の例による。 
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名古屋市総合リハビリテーションセンター条例施行細則及び名古屋市重症心 

身障害児者施設条例施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

令和 6年 3月25日 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第17号 

 

名古屋市総合リハビリテーションセンター条例施行細則及び名古 

屋市重症心身障害児者施設条例施行細則の一部を改正する規則 

 

（名古屋市総合リハビリテーションセンター条例施行細則の一部改正） 

第 1条 名古屋市総合リハビリテーションセンター条例施行細則（平成元年名

古屋市規則第91号）の一部を次のように改正する。 

第 8条第 1項第 1号中「 1,418円」を「 1,466円」に改める。 

（名古屋市重症心身障害児者施設条例施行細則の一部改正） 

第 2条 名古屋市重症心身障害児者施設条例施行細則（平成25年名古屋市規則

第77号）の一部を次のように改正する。 

第 4条第 1項第 1号中「 1,418円」を「 1,466円」に改める。 

 

附 則 

1 この規則は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

2 第 1条の規定による改正後の名古屋市総合リハビリテーションセンター条 
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例施行細則の規定及び第 2条の規定による改正後の名古屋市重症心身障害児

者施設条例施行細則の規定は、令和 6年 4月分の使用料から適用し、同年 3

月分までの使用料については、なお従前の例による。 
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 公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6年 3月25日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第18号 

 

   公印規則の一部を改正する規則 

 

 公印規則（昭和37年名古屋市規則第 9号）の一部を次のように改正する。  

 別表市長印の項中 

「 

やまと 

古字 
方 21 

 

屋 外 広 告 物 

名 古 屋 

市 長 印 

事 務 専 用 

屋外広告物事 

務専用 

住宅都市 

局 

都市計画 

部 

ウォーカ 

ブル・景 

観推進課 

長 

 

                                」 

 

 

 

を
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「 

やまと 

古字 
方 21 

 

屋 外 広 告 物 

名 古 屋 

市 長 印 

事 務 専 用 

屋外広告物事

務専用 

住宅都市 

局 

都市計画 

部 

ウォーカ 

ブル・景 

観推進課 

長 

 

 

 

 

 

やまと 

古字 

 

方 21 

 

長期優良住宅 

名 古 屋 

市 長 印 

事 務 専 用 

長期優良住宅 
の普及の促進 
に関する法律 
に基づく長期 
優良住宅建築 
等計画等の認 
定等に関する 
事務専用 

住宅都市 

局 

建築指導 

部 

建築指導 

課長 

 

                                」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、 
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「 

やまと 

古字 
方 21 

 

国土利用計画 

名 古 屋 

市 長 印 

事 務 専 用 

国土利用計画 
法施行事務専 
用 

住宅都市 

局 

都市整備 

部 

まちづく 

り企画課 

長 

 

 

やまと 

古字 

 

方 21 

 

耐 震 化 支 援 

名 古 屋 

市 長 印 

事 務 専 用 

名古屋市民間 
木造住宅耐震 
改修促進事業 
補助金交付要 
綱、名古屋市 
民間戸建木造 
住宅除却工事 
補助金交付要 
綱、名古屋市 
民間非木造住 
宅耐震改修促 
進事業補助金 
交付要綱及び 
名古屋市ブロ 
ック塀等撤去 
費補助金交付 
要綱に基づく 
補助金の交付 
に関する事務 
並びに名古屋 
市耐震相談員 
派遣実施要綱 
に基づく耐震 
相談員の派遣 
に関する通知 
事務専用 

住宅都市 

局 

都市整備 

部 

耐震化支 

援課長 

 

                                」 

 
 
 
 
 

を
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「 

 

やまと 

古字 

 

方 21 

 

耐 震 化 支 援 

名 古 屋 

市 長 印 

事 務 専 用 

名古屋市民間 
木造住宅耐震 
改修促進事業 
補助金交付要 
綱、名古屋市 
民間戸建木造 
住宅除却工事 
補助金交付要 
綱、名古屋市 
民間非木造住 
宅耐震改修促 
進事業補助金 
交付要綱及び 
名古屋市ブロ 
ック塀等撤去 
費補助金交付 
要綱に基づく 
補助金の交付 
に関する事務 
並びに名古屋 
市耐震相談員 
派遣実施要綱 
に基づく耐震 
相談員の派遣 
に関する通知 
事務専用 

住宅都市 

局 

市街地整 

備部 

耐震化支 

援課長 

 

やまと 

古字 
方 21 

 

国土利用計画 

名 古 屋 

市 長 印 

事 務 専 用 

国土利用計画 
法施行事務専 
用 

住宅都市 

局 

まちづく 

り企画部 

まちづく 

り企画課 

長 

 

                                」 

め、同項管守者の欄中「道路建設部用地管理課長」を「路政部用地管理課長」 

に、「都市農業課長」を「農政部都市農業課長」に改め、同表市会計管理者印 

の項管守者の欄中「出納課長」を「会計課長」に改める。 

 

に改 
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附 則 

この規則は、令和 6年 4月 1日から施行する。 
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名古屋市営金城ふ頭駐車場条例施行細則の一部を改正する規則をここに公布 

する。 

 

 

 

令和 6 年 3 月26 日 

 

 

名古屋市長   河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第19 号 

 

名古屋市営金城ふ頭駐車場条例施行細則の一部を改正する規則 

 

名古屋市営金城ふ頭駐車場条例施行細則（平成28年名古屋市規則第67号）の

一部を次のように改正する。 

第 5 条中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同条第 6 号中「平成

26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同条中第 9 号

を第10号とし、第 8 号を第 9 号とし、第 7 号を第 8 号とし、第 6 号の次に次の 

1 号を加える。 

（7）難病法第28条第 2 項に規定する指定難病要支援者証明事業により発行さ 

れる登録者証 

 

附 則 

1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。

2  この規則による改正後の名古屋市営金城ふ頭駐車場条例施行細則第 5 条の

規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に 

10 

15 

5 
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係る使用料については、なお従前の例による。 
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 名古屋市消防局組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6年 3月28日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

 

 

名古屋市規則第20号 

 

   名古屋市消防局組織規則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市消防局組織規則（昭和38年名古屋市規則第85号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 第 2条第 2項中「消防局長に」を「消防局長及び次長に」に改め、同項を同 

条第 3項とし、同条第 1項の次に次の 1項を加える。 

 2 消防局長に事故があるときは、第 6条第 1項に定める次長が、その職務を

代理する。 

 第 3条中「特別消防隊、消防航空隊、救急救命研修所」を「救急救命研修所、

本部機動部隊、消防航空隊」に、 

「 特別消防隊    「救急部 

  消防航空隊      救急課 

 救急部      を  救急救命研修所 に改め、同条に次の 1項を加え 

  救急課        本部機動部隊 

救急救命研修所」   消防航空隊  」 
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る。 

2 本部機動部隊及び消防航空隊は、部に属しないものとする。 

 第 4条第 1項中「特別消防隊、消防航空隊及び救急救命研修所」を「救急救

命研修所、本部機動部隊及び消防航空隊」に改め、同項総務部総務課の項第10

号中「他部課学校」を「他部課隊学校」に改め、同項消防部消防課の項第 2号

を次のように改める。 

 (2) 警防技術の指導に関すること。 

 第 4条第 1項消防部消防課の項第10号中「災害時要援護者」を「要配慮者」

に改め、同課の項第11号中「部内他課隊」を「部内他課」に改め、同項消防部

指令課の項第 1号中「情報処理システム」を「情報システム」に改め、同部特

別消防隊の項及び消防航空隊の項を削り、同項救急部救急課の項第 4号中「救

急訓練及び」を削り、同部救急救命研修所の項の次に次のように加える。 

  本部機動部隊 

 (1) 警防業務の実施に関すること。 

 (2) 警防技術の研究及び訓練に関すること。 

(3) 災害防御の特殊技術の研究及び訓練に関すること。 

 消防航空隊 

(1) 航空機の運用に関すること。 

(2) 航空機の運航による消防業務に関すること。 

(3) 航空消防に関する特殊技術及び装備の研究に関すること。 

第 6条の見出しを「役職者」に改め、同条第 1項を次のように改める。 

  局に次長、部に部長、学校に校長、課に課長、救急救命研修所に所長、本

部機動部隊及び消防航空隊に隊長、別に定めるところにより課に課長補佐、

救急救命研修所に所長補佐、本部機動部隊及び消防航空隊に隊長補佐を置く。 

 第 6条第 2項中「特別消防隊」を「本部機動部隊」に改め、同条第 3項中「 

部又は学校」を「局、部及び学校」に改める。 

 第 7条を次のように改める。 

 （次長等） 

第 7条 次長は、上司の命を受けて消防局の広域連携及び人材育成に関する事

務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

142



2 部長、校長、課長、所長、隊長、課長補佐、所長補佐及び隊長補佐は、上

司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

 3 次長及び部長は、局内重要事項について消防局長を補佐する。 

 第 9条に見出しとして「（副隊長）」を付する。 

 第10条に見出しとして「（担当部長）」を付する。 

 第11条に見出しとして「（担当課長）」を付し、同条第 1項の表を次のよう

に改める。 

   担当課長を置く 表示する分                  

  組織      担事項    

  局 総務部   企画調整   1 局内重要事項の企画、調査    1 

                 及び総合調整に関すること。 

          広域応援に  1 広域応援に係る調査研究に    1 

          係る調査研  関すること。 

究 

          災害対応に  1 災害対応に係る連絡調整に    1 

          係る連絡調  関すること。 

          整 

          消防団施設  1 消防団施設の管理に関する    1 

                  整備          こと。 

                  2 消防団機械器具の整備保存 

                 に関すること。 

    消防部    指令管制等  1 指令管制に関すること。     3 

                  2 災害対応に係る初動対応に 

                 関すること。 

      救急部    救急業務企  1 救急業務の企画及び調整に    1 

          画       関すること。 

                2 救急隊の運用基準に関する 

                 こと。 

                 警防活動    1 警防活動に係る調整に関す    1 

                                ること。 

分 担 事 項 の 細 目   数 
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          救急活動   1 救急活動に係る調整に関す    1 

                 ること。 

    消防学校  消防音楽隊  1 消防音楽隊による防火思想    1 

                 の普及高揚に関すること。                  

                2 カラーガード隊に関するこ 

                 と。 

 第12条に見出しとして「（局付担当部長等）」を付する。 

 

   附 則 

 1 この規則は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

 2 消防法等施行細則（昭和37年名古屋市規則第45号）の一部を次のように改

正する。 

  第 6条第 1号中「及び特別消防隊」を削り、同条第 2号を同条第 3号とし、 

同条第 1号の次に次の 1号を加える。 

(2) 本部機動部隊 

 3 名古屋市消防吏員服制等に関する規則（平成元年名古屋市規則第 103号）

の一部を次のように改正する。 

  第 4条第 1項中「特別消防隊、消防航空隊及び救急救命研修所」を「救急

救命研修所、本部機動部隊及び消防航空隊」に改める。 
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 名古屋市消防団規則及び消防団員の階級に関する規則の一部を改正する規則 

をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6年 3月28日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第21号 

 

   名古屋市消防団規則及び消防団員の階級に関する規則の一部を改 

   正する規則 

 

 （名古屋市消防団規則の一部改正） 

第 1条 名古屋市消防団規則（昭和38年名古屋市規則第97号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第 1条の 2を次のように改める。 

  （機能別消防団の業務） 

 第 1条の 2 条例第 1条の 2第 3項の規則で定める特定の業務は、次に掲げ

る業務とする。 

  (1) 自主防災活動（名古屋市防災条例（平成18年名古屋市条例第66号）第 

7条第 1項に規定する自主防災活動をいう。第 5条第 3項において同 

じ。）その他地域活動に対する指導、協力、支援及び啓発に関する業務 

  (2) 消防団の広報に関する業務 

  (3) 消防団の庶務の処理等の業務 
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  第 3条第 2項中「団員」を「消防団員（以下「団員」という。）」に改め

る。 

  第 5条第 3項を削り、同条第 4項中「名古屋市大学生消防団」を「機能別

消防団」に改め、同項を同条第 3項とし、同条第 5項を同条第 4項とする。 

  第 5条の 2を次のように改める。 

  （機能別消防団に置く団員を任命するために必要な要件） 

 第 5条の 2 条例第 3条第 2項に規定する規則で定める必要な要件は、学校

教育法（昭和22年法律第26号）第 1条に規定する大学のうち市長が指定す

る大学の学生であることとする。 

  第23条ただし書を削る。 

  別表第 1特別表彰旗の項中「人絹京錦二重あわせ」の次に「又は人絹綾錦

二重あわせ」を加える。 

 （消防団員の階級に関する規則の一部改正） 

第 2条 消防団員の階級に関する規則（昭和38年名古屋市規則第96号）の一部

を次のように改正する。 

  第 2条第 2項を削る。 

 

   附 則 

 この規則は、令和 6年 4月 1日から施行する。 
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名古屋市総合体育館条例施行細則等の一部を改正する規則をここに公布する。

 

 

 

  令和 6  年 3  月29  日 

 

 

 

名古屋市長   河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第22  号 

 

名古屋市総合体育館条例施行細則等の一部を改正する規則 

 

（名古屋市総合体育館条例施行細則の一部改正） 

第 1  条 名古屋市総合体育館条例施行細則（令和 2  年名古屋市規則第72号）の

一部を次のように改正する。 

第11条第 1  項中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同項第 6  号

中「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同

項中第 9  号を第10  号とし、第 8  号を第 9  号とし、第 7  号を第 8  号とし、第 6   

号の次に次の 1  号を加える。 

(7) 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により発行

される登録者証 

（名古屋市体育館条例施行細則の一部改正） 

第 2  条 名古屋市体育館条例施行細則（令和 2  年名古屋市規則第73号）の一部

を次のように改正する。 

第10条第 1  項中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同項第 6  号 
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中「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同

項中第 9  号を第10号とし、第 8  号を第 9  号とし、第 7  号を第 8  号とし、第 6  

号の次に次の 1  号を加える。 

(7) 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により発行

される登録者証 

（名古屋市スポーツトレーニングセンター条例施行細則の一部改正） 

第 3  条 名古屋市スポーツトレーニングセンター条例施行細則（令和 2  年名古

屋市規則第74号）の一部を次のように改正する。 

第 8  条第 1  項中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同項第 6  号

中「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同

項中第 9  号を第10号とし、第 8  号を第 9  号とし、第 7  号を第 8  号とし、第 6  

号の次に次の 1  号を加える。 

(7) 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により発行

される登録者証 

（名古屋市瑞穂公園条例施行細則の一部改正） 

第 4  条 名古屋市瑞穂公園条例施行細則（令和 2  年名古屋市規則第75号）の一

部を次のように改正する。 

第12条第 1  項中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同項第 6  号

中「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同

項中第 9  号を第10号とし、第 8  号を第 9  号とし、第 7  号を第 8  号とし、第 6  

号の次に次の 1  号を加える。 

(7) 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により発行

される登録者証 

（名古屋市志段味スポーツランド条例施行細則の一部改正） 

第 5  条 名古屋市志段味スポーツランド条例施行細則（令和 2  年名古屋市規則

第77号）の一部を次のように改正する。 

第10条第 1  項中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同項第 6  号

中「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同

項中第 9  号を第10号とし、第 8  号を第 9  号とし、第 7  号を第 8  号とし、第 6  

号の次に次の 1  号を加える。 
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(7) 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により発行

される登録者証 

（名古屋市プール条例施行細則の一部改正） 

第 6  条 名古屋市プール条例施行細則（令和 2  年名古屋市規則第78号）の一部

を次のように改正する。 

第 8  条第 1  項中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同項第 6  号

中「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同

項中第 9  号を第10号とし、第 8  号を第 9  号とし、第 7  号を第 8  号とし、第 6  

号の次に次の 1  号を加える。 

(7) 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により発行

される登録者証 

第12条第 3  項中「、名古屋市山田西プール」を削る。 

別表中「及び名古屋市山田西プール」を削る。 

（名古屋市名城庭球場条例施行細則の一部改正） 

第 7  条 名古屋市名城庭球場条例施行細則（令和 2  年名古屋市規則第79号）の

一部を次のように改正する。 

第 6  条第 1  項第 3  号中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同号

カ中「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、

同号中ケをコとし、クをケとし、キをクとし、カの次に次のように加える。 

キ 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により発

行される登録者証 

（名古屋市障害者スポーツセンター条例施行細則の一部改正） 

第 8  条 名古屋市障害者スポーツセンター条例施行細則（昭和56年名古屋市規

則第53号）の一部を次のように改正する。 

第 4  条第 6  号中「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」とい 

う。」を加え、同条中第12号を第13号とし、第 7  号から第11号までを 1  号ず

つ繰り下げ、第 6  号の次に次の 1  号を加える。 

(7) 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により登録

者証の発行を受けている者 
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附 則 

この規則は、令和 6  年 4  月 1  日から施行する。 
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 初任給調整手当規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

 

 

名古屋市規則第23号 

 

   初任給調整手当規則の一部を改正する規則 

 

初任給調整手当規則（昭和37年名古屋市規則第 8 号）の一部を次のように改

正する。 

 附則第 3 項及び第 4 項中「令和 6 年 3 月31日」を「令和 7 年 3 月31日」に改

める。 

 附則別表を次のように改める。 
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附則別表 

     

1  年 未 満 251,700 円 

1 年以上 2 年未満 251,700  

2 年以上 3 年未満 251,700  

3 年以上 4 年未満 251,700  

4 年以上 5 年未満 251,700  

5 年以上 6 年未満 251,700  

6 年以上 7 年未満 251,700  

7 年以上 8 年未満 251,700  

8 年以上 9 年未満 251,700  

9 年以上 10年未満 251,700  

10年以上 11年未満 251,700  

11年以上 12年未満 251,700  

12年以上 13年未満 251,700  

13年以上 14年未満 251,700  

14年以上 15年未満 251,700  

15年以上 16年未満 251,700  

16年以上 17年未満 249,100  

17年以上 18年未満 246,500  

18年以上 19年未満 243,900  

19年以上 20年未満 241,300  

20年以上 21年未満 238,700  

21年以上 22年未満 227,300  

22年以上 23年未満 215,400  

23年以上 24年未満 203,400  

24年以上 25年未満 191,600  

25年以上 26年未満 179,800  

26年以上 27年未満 165,400  

27年以上 28年未満 151,100  

28年以上 29年未満 136,800  

29年以上 30年未満 122,500  

30年以上 31年未満 107,500  

31年以上 32年未満  92,700  

32年以上 33年未満  77,500  

33年以上 34年未満  59,500  

34年以上 35年未満  41,100  

 

 

期 間 金 額 
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附 則 

 この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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 特殊勤務手当規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第24号 

 

   特殊勤務手当規則の一部を改正する規則 

 

 特殊勤務手当規則（平成15年名古屋市規則第67号）の一部を次のように改正

する。 

第 2 条第 2 項中「衛生研究所業務課に所属する」の次に「主任（看護師又は

准看護師の業務に従事する者に限る。）、」を加え、同条第 3 項及び第 4 項中

「その他」を「その他の」に改める。 

 第 3 条中「その他」を「その他の」に改める。 

 第 5 条第 1 項中「その他」を「その他の」に、「次の各号」を「次」に改

め、同条第 3 項中「係長段階」を「課長補佐段階」に改める。 

 第 6 条第 1 項中「その他市長」を「その他の市長」に改め、同条第 2 項中「

その他」を「その他の」に改め、同条第 4 項中「係長段階」を「課長補佐段

階」に改める。 

 第 8 条第 1 項中「都市農業課生産振興係に勤務する」を「緑政土木局農政部

都市農業課に勤務する主任（獣医師の業務に従事する者に限る。）、」に改め 
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る。 

 第 9 条第 1 項及び第 2 項並びに第15条第 1 項中「その他」を「その他の」に 

改める。 

第17条第 1 項中「住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進室」を「住 

宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課」に改める。 

第20条中「その他」を「その他の」に、「又は」を「、主任（保健師の業務

に従事する者に限る。）又は」に改める。 

第21条第 1 項中「施設棟 4 階に勤務する」の次に「主任（看護師の業務に従 

事する者に限る。）又は」を加える。 

第24条第 1 項第 9 号中「通所支援係長」を「所長補佐（通所支援）」に改

め、同条第 4 項第 1 号中「（保険係を除く。）」を削り、同条第 5 項第 3 号中

「中央療育センター診療相談係、同センター主査（地域療育センターに係る企

画調整）及び同センター主査（診療）」を「中央療育センターにおける名古屋

市児童福祉センター処務規程（昭和46年名古屋市達第17号）第 3 条第 3 項中央

療育センターの分掌事務中第 1 号から第 9 号までに掲げる業務に専ら従事する

者」に、「又は心理判定員」を「若しくは心理判定員」に改め、同項第 4 号中

「主査（発達障害者支援）」を「所長補佐（発達障害者支援）」に改め、同項

第 5 号中「関する相談」の次に「、看護」を、「行う」の次に「保育士、保育

員、保健師、看護師、准看護師、」を加え、「ケースワーカー又は」を「ケー

スワーカー、セラピスト若しくは」に改め、同条第10項第31号中「又は第 4

号」を「から第 5 号まで」に改め、「 250 円（」の次に「主任（保健師、看護

師又は准看護師の業務に従事する者に限る。）、」を加え、同項第32号中「第

5 項第 5 号又は第 6 号」を「第 5 項第 6 号」に改め、同項第33号中「 320 円

（」の次に「主任（保健師、看護師、准看護師、理学療法士又は言語聴覚士の

業務に従事する者に限る。）、」を加え、同条第14項中「第 3 項」の次に「（

医師の業務に係る部分を除く。）」を加える。 

第30条第 1 項第 1 号中「消防局消防部消防航空隊長」を「消防局消防航空隊

長」に、「同隊運航係長」を「同隊隊長補佐（運航）」に改める。 

 

  附 則 
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1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第24条第14項の改

正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。 

2  この規則による改正後の特殊勤務手当規則第24条第14項の規定は、令和 5

年 4 月 1 日から適用する。 
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 給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第25号 

 

   給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則 

 

 給料の調整額に関する規則（平成29年名古屋市規則第53号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第 2 条第 2 項中「給料の調整額」を「職員（地方公務員法（昭和25年法律第

261 号）第22条の 4 第 1 項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「定

年前再任用短時間勤務職員」という。）を除く。）の給料の調整額」に、「別

表」を「別表第 1 」に改め、「切り捨てた額とする。」の次に「以下同じ。」

を加え、同条第 3 項中「前項」を「前 2 項」に改め、同項を同条第 4 項とし、

同条第 2 項の次に次の 1 項を加える。 

3  定年前再任用短時間勤務職員の給料の調整額は、その者に適用される別表

第 2 の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級に応じて同表の

右欄に掲げる調整基本額にその者に係る調整数を乗じて得た額に当該定年前

再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間を常時勤務を要する職員の正規の勤

務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に 1 円未満の端数があるとき 

157



 は、その端数を切り捨てた額）とする。 

 別表を別表第 1 とし、同表の次に次の 1 表を加える。 
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別表第 2                                 

    給料表     職務の級        調整基本額        

 教育職給料表 (2)    1 級               6,600 円 

  2 級               8,100 円 

  3 級  9,300 円（条例別表第 3  2 教育職

給料表 (2) 備考第 2 項の規定の適用

を受ける職員にあっては、 9,600

円） 

  4 級               11,700 円 

 教育職給料表 (4)    1 級               6,300 円 

  2 級               8,000 円 
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   附 則 

 （施行期日） 

1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

 （給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則の一部改正） 

2  給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則（令和 4 年名古屋市規則

第 100 号）の一部を次のように改正する。 

  附則第 2 項中「第 2 条第 2 項」の次に「及び第 3 項」を加え、「同項中「

別表」とあるのは、「給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則（令

和 4 年名古屋市規則第 100 号）附則別表」」を「同条第 2 項中「職員（地方

公務員法（昭和25年法律第 261 号）第22条の 4 第 1 項に規定する短時間勤務

の職を占める職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）を除

く。）の給料の調整額は、その者に適用される別表第 1 」とあるのは「職員

の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第 3 項又は第 4 項の規定に

より採用された職員の給料の調整額は、給料の調整額に関する規則の一部を

改正する規則（令和 4 年名古屋市規則第 100 号）附則別表」と、同条第 3 項

中「定年前再任用短時間勤務職員の給料の調整額は、その者に適用される別

表第 2 」とあるのは「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則

第 8 項又は第 9 項の規定により採用された職員（以下「暫定再任用短時間勤

務職員」という。）の給料の調整額は、給料の調整額に関する規則の一部を

改正する規則附則別表」と、「当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるの

は「当該暫定再任用短時間勤務職員」」に改める。 
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 被服貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

 

 

名古屋市規則第26号 

 

   被服貸与規則の一部を改正する規則 

 

 被服貸与規則（昭和36年名古屋市規則第43号）の一部を次のように改正す

る。 

第 4 条第 2 項中「又は区」を削る。 

第 9 条第 3 項中「及び区」を削る。 

 別表 1 甲類環境局の項中「清掃主事」を「主任（清掃主事の業務を行う者に

限る。）及び清掃主事」に、「（事務係」を「に勤務する所長補佐（所長補佐

（事務）」に、「処分場業務係」を「処分場」に、「係長」を「場長補佐（業

務）」に改め、同類区役所の項中「保健師及び」を「保健師並びに」に、「主

査」を「課長補佐及び主任」に改める。 

 別表 2 乙類経済局の項中「中央卸売市場本場管理課施設係」を「中央卸売市

場本場管理課」に、「中央卸売市場北部市場管理課施設係」を「中央卸売市場

北部市場管理課」に、「係長」を「課長補佐（施設）」に、「技師」を「主任

（技師の業務を行う者に限る。）及び技師」に改め、同類観光文化交流局の項 
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中「名古屋城総合事務所管理活用課保存維持係」を「名古屋城総合事務所管理

活用課」に、「係長」を「課長補佐（保存維持）」に、「勤務する技師」を「

勤務し、保存維持業務を行う主任及び技師」に改め、同類環境局の項中「環境

科学調査センター監視係に勤務する者」を「環境科学調査センターに勤務する

所長補佐（監視）並びに監視業務を行う主任及び技師」に改め、「指導を行

う」の次に「主任及び」を加え、「施設課事務係、処分場業務係及び」を削

り、「係長、主査」を「課長補佐（課長補佐（事務）を除く。）、場長補佐（

整備）、主任（技師の業務を行う者に限る。）」に、「主幹」を「担当課長（

整備）」に改め、同類健康福祉局の項中「看護師」を「主任（看護師の業務を

行う者に限る。）及び看護師」に改め、「及び厚生院管理課に勤務する」の次

に「主任（理学療法士又は作業療法士の業務を行う者に限る。）、」を加え、

「主査（情報管理）」を「課長補佐（情報管理）」に、「主査（栄養管理）」

を「課長補佐（栄養管理）、主任（管理栄養士の業務を行う者に限る。）」に

改め、「同課管理係に勤務する」を削り、「主査（介護）及び同課介護係に勤

務する者（介護員を除く。）」を「課長補佐（介護統括）、課長補佐（介

護）、主任（看護師の業務を行う者に限る。）及び看護師」に、「係長、主査

（感染症予防の推進）」を「課長補佐（事業）、課長補佐（感染症予防の推

進）、主任（看護師の業務を行う者を除く。）」に、「主査（感染症対策）及

び」を「課長補佐（感染症対策）、」に、「主事及び」を「主任（獣医師の業

務を行う者を除く。）、主事及び」に、「主事を」を「主任（獣医師の業務を

行う者を除く。）及び主事を」に、 

「 

衛生研究所食品部及び

生活環境部に勤務する

者 

作業服（下・夏） 

作業服（下・冬） 

白衣（ 2 着） 

3 年 

3 年 

1 年 

 

「 

衛生研究所食品部及び

生活環境部に勤務する

者 

作業服（下・夏） 

作業服（下・冬） 

白衣（ 2 着） 

3 年 

3 年 

1 年 

を 

」

  に改め、同 
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感染症対策課に勤務

し、採血を行う主任及

び看護師 

予防衣 1 年 

 

類子ども青少年局の項中「理学療法士」を「主任（理学療法士又は作業療法士

の業務を行う者に限る。）、理学療法士」に、「児童福祉センター中央療育セ

ンター診療相談係」を「児童福祉センター中央療育センター」に、「勤務する

主事」を「勤務し、児童に関する療育相談等を行う主任（保育士、保健師、看

護師、理学療法士及び作業療法士の業務を行う者を除く。）及び主事」に、「

係長、児童の養育等を行う主査」を「荘長補佐（指導）、児童の養育等を行う

荘長補佐、主任」に改め、「あっては児童の養育等を行う」の次に「主任、」

を加え、「係長、児童の養育等を行う主事」を「園長補佐（指導）、児童の養

育等を行う主任、主事」に、「及び児童相談所保護係に勤務する」を「並びに

児童相談所に勤務し、一時保護児童の生活観察等を行う」に改め、「及び保育

園を除く。）に勤務する」の次に「主任（保健師、看護師又は准看護師の業務

を行う者に限る。）、」を、「児童福祉施設に勤務する」の次に「主任（管理

栄養士又は栄養士の業務を行う者に限る。）、」を加え、同類住宅都市局の項

中「監理指導室」を「監理指導課」に、「都市整備部」を「市街地整備部、ま

ちづくり企画部」に、「参事」を「担当部長」に改め、「、室長」を削り、「

主幹」を「担当課長」に改め、同類緑政土木局の項中「主幹及び主査、同課指

導検査係に勤務する係長」を「担当課長（技術評価等）、課長補佐（指導検

査）、課長補佐（検査）、課長補佐（技術評価等）並びに指導検査業務を行う

主任（技師の業務を行う者に限る。）」に、「路政部道路管理課監理係に勤務

する係長、主事」を「路政部道路管理課に勤務する課長補佐（監理）並びに監

理業務を行う主任、主事及び技師、同部測量調査課に勤務する課長補佐（用地

測量）並びに用地測量業務を行う主任」に、「道路建設部道路建設課橋梁計画

係、橋梁整備係、橋梁保全係及び立体交差係に勤務する」を「道路部道路建設

課に勤務し、立体交差の新設及び改良を行う主任及び技師、同部橋梁施設課に

勤務し、橋梁計画業務、橋梁整備業務、橋梁保全業務及び大規模施設業務を行

う主任及び」に改め、「、同課用地測量係に勤務する係長及び技師」を削り、

」
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「主査（東山の森）及び主査（施設管理・調整）、同課維持係に勤務する係

長」を「課長補佐（維持）、課長補佐（東山の森）及び課長補佐（施設管理・

調整）並びに維持業務を行う主任」に、「同総合公園再生整備課に勤務する主

幹、係長、主査」を「同総合公園再生整備課に勤務する担当課長、課長補佐、

主任（技師の業務を行う者に限る。）」に、「園長、係長」を「園長、園長補

佐、主任（技師の業務を行う者に限る。）」に、「係長（管理係に勤務する者

を除く。）、主査（リニア関連工事等調整）」を「所長補佐（所長補佐（管

理）、所長補佐（公園催事指導）及び所長補佐（公園適正利用）を除く。）、

主任（技師の業務を行う者に限る。）」に、「路政部道路利活用課境界測量総

括係、東部方面境界測量係及び西部方面境界測量係に勤務する係長」を「路政

部測量調査課に勤務する課長補佐（境界測量総括）、課長補佐（東部方面境界

測量）、課長補佐（西部方面境界測量）並びに境界測量総括業務、東部方面境

界測量業務及び西部方面境界測量業務を行う主任」に、「土木事務所、路政部

道路管理課監理係」を「土木事務所に勤務する運転士、路政部道路管理課に勤

務し監理業務を行う運転士」に、「路政部道路管理課路政係及び道路維持課、

道路建設部、河川部河川管理課、都市農業課、緑地部並びに」を「道路部、河

川部、農政部、緑地部及び」に改め、  

「 

河川部河川管理課監理

指導係に勤務する係長

及び技師、同部河川工

務課施設整備係に勤務

し、機械又は電気設備

の整備を行う技師、ポ

ンプ施設管理事務所に

勤務する所長、係長（

事務係に勤務する者を

除く。）及び技師、緑

地部緑地管理課に勤務

する課長、主幹及び主 

〇作業服（上） 

〇作業服（下・夏） 

〇作業服（下・冬） 

シャツ（盛夏） 

◎防寒衣 

 安全靴 

3 年 

3 年 

3 年 

2 年 

4 年 

3 年 

を 
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査、同課指導係に勤務 

する者、同部緑地事業

課に勤務する課長及び

主査（防災公園整備）

並びに同課整備係に勤

務する者 

  

                             」 

「 

河川部河川管理課に勤

務する課長補佐（監理

指導）並びに監理指導

業務を行う主任及び技

師、同部河川工務課に

勤務し、機械又は電気

設備の整備を行う主任

及び技師、緑地部緑地

管理課に勤務する課

長、担当課長（公園適

正利用）、課長補佐（

指導）、課長補佐（公

園適正利用）並びに指

導業務を行う主任及び

技師並びに同部緑地事

業課に勤務する課長、

課長補佐（整備）、課

長補佐（防災公園整

備）並びに整備業務を

行う主任及び技師 

〇作業服（上） 

〇作業服（下・夏） 

〇作業服（下・冬） 

シャツ（盛夏） 

◎防寒衣 

 安全靴 

3 年 

3 年 

3 年 

2 年 

4 年 

3 年 

ポンプ施設管理事務所

に勤務する所長、所長

○作業服（上） 

○作業服（下・夏） 

3 年 

3 年 

に、「都市 
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補佐（所長補佐（事 ○作業服（下・冬） 3 年 

務）を除く。）、主任

（技師の業務を行う者

に限る。）及び技師 

シャツ（夏） 

◎防寒衣 

安全靴 

2 年 

4 年 

3 年 

                             」 

農業課」を「農政部都市農業課」に、「主幹並びに同課農業土木係に勤務する

係長」を「担当課長（農業振興）、課長補佐（農業土木）並びに農業土木業務

を行う主任（技師の業務を行う者に限る。）」に、「主査（ふれあい農業等）

並びに同課生産振興係に勤務する係長」を「課長補佐（生産振興）、課長補佐

（ふれあい農業等）並びに生産振興業務を行う主任」に、「主査（畜産指導・

家畜防疫）並びに同課生産振興係に勤務する」を「課長補佐（畜産指導・家畜

防疫）並びに畜産指導又は家畜防疫業務を行う主任、」に改め、「（畜産指導

又は家畜防疫業務を行う者に限る。）」を削り、「及び主幹」を「及び担当課

長」に、「係長及び獣医師」を「園長補佐、主任（獣医師の業務を行う者に限

る。）及び獣医師」に改め、同類区役所の項中「看護師」を「主任（看護師又

は歯科衛生士の業務を行う者に限る。）、看護師」に、「主査」を「主任及び

課長補佐」に改める。 

別表 3 丙類総務局の項中「シャツ（盛夏）」を「シャツ（夏）」に改め、同

類スポーツ市民局の項中「スポーツ推進部スポーツ施設室」を「スポーツ推進

部スポーツ施設課」に改め、「勤務する」の次に「主任（技師の業務を行う者

に限る。）及び」を加え、同類経済局の項中「主幹、係長（業務係に勤務する

者を除く。）、主査」を「担当課長（施設長寿命化の推進）、課長補佐（課長

補佐（業務）を除く。）、主任（技師の業務を行う者に限る。）」に改め、同

類観光文化交流局の項中「名古屋城総合事務所管理活用課保存維持係に勤務す

る」を「名古屋城総合事務所管理活用課に勤務し、保存維持業務を行う」に改     

 

 

 

 

 

 作業服（上・夏） 

 作業服（上・冬） 

○作業服（下・夏） 

○作業服（下・冬） 

2 年 

2 年 

2 年 

2 年 

を め、同類環境局の項中 

「 

」 
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「 

 

 

 

 

 

除く。）」を「工場長補佐（事務）、主任（技師の業務を行う者を除く。）、

主事」に改め、同類子ども青少年局の項中「地域療育センター診療相談係」を

「地域療育センター」に改め、「（洗濯業務」の次に「又は調理業務」を加

え、「地域療育センター通所支援係に勤務する」を「地域療育センターに勤務

し、調理業務を行う」に改め、同類住宅都市局の項中「都市整備部」を「市街

地整備部、まちづくり企画部」に、「参事」を「担当部長」に、「主幹」を「

担当課長」に改め、同類緑政土木局の項中 

「 

 

 

 

 

 

「 

 

 

 

 

 

に勤務する技師及び緑地部緑地事業課事業推進係」を「道路部用地補償課に勤

務し、評価を行う主任（技師の業務を行う者に限る。）及び技師並びに緑地部

緑地事業課」に改め、「評価を行う」の次に「主任及び」を加え、「及び同総

合公園東山植物園緑地造園係に勤務する」を「に勤務する業務技師及び技士並

びに同総合公園東山植物園に勤務し、緑地造園業務を行う」に、「東山総合公

 作業服（上） 

○作業服（下・夏） 

○作業服（下・冬） 

 シャツ（盛夏） 

2 年 

2 年 

2 年 

2 年 

 作業服（上・夏） 

 作業服（上・冬） 

○作業服（下・夏） 

○作業服（下・冬） 

2 年 

2 年 

2 年 

2 年 

 作業服（上） 

○作業服（下・夏） 

○作業服（下・冬） 

 シャツ（盛夏） 

2 年 

2 年 

2 年 

2 年 

」 

に、「事務係に勤務する者（技士を 

」 

を 

」 

に、「道路建設部用地補償課評価係 
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園東山植物園指導園芸係に勤務する業務技師」を「東山総合公園東山植物園に

勤務し、指導園芸業務を行う業務技師及び技士」に改め、同類区役所の項中「

勤務する」の次に「主任（技師の業務を行う者に限る。）及び」を加え、同類

教育委員会事務局の項中「技師」を「主任（技師の業務を行う者に限る。）及       

      「 

      

 

 

 

「 

 

 

 

 

附 則 

1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

2  この規則の施行の際現にこの規則による改正前の被服貸与規則（以下「改

正前規則」という。）の規定に基づいて貸与している被服の取扱いについて

は、次項の規定の適用を受けるものを除き、なお従前の例による。 

3  この規則の施行の際現に改正前規則別表 2 乙類緑政土木局の項の規定に基

づきシャツ（盛夏）を貸与されている職員（ポンプ施設管理事務所に勤務す

る所長、所長補佐（所長補佐（事務）を除く。）、主任（技師の業務を行う

者に限る。）及び技師に限る。）、同表 3 丙類総務局の項の規定に基づきシ

ャツ（盛夏）を貸与されている職員、同類環境局の項の規定に基づき作業服

（上・夏）若しくは作業服（上・冬）を貸与されている職員（業務士に限

る。）又は同類緑政土木局の項の規定に基づき作業服（上・夏）若しくは作

業服（上・冬）を貸与されている職員に対してこの規則による改正後の被服

貸与規則（以下「改正後規則」という。）別表 2 乙類緑政土木局の項の規定

に基づき貸与するシャツ（夏）、同表 3 丙類総務局の項の規定に基づき貸与

するシャツ（夏）、同類環境局の項の規定に基づき貸与する作業服（上）若

エプロン（料理用）（ 2

着） 

 エプロン（ドライ用） 

2 年 

 

2 年 

 エプロン（料理用） 

エプロン（ドライ用） 

2 年 

1 年 

」 

に改める。 

を び技師」に、 

」 
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しくはシャツ（盛夏）又は同類緑政土木局の項の規定に基づき貸与する作業

服（上）若しくはシャツ（盛夏）の最初の貸与する期日は、改正後規則第 6

条の規定にかかわらず、現に貸与されているこれらの被服の保存期間が満了

する日の直後の同条に規定する期日とする。 
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 管理職手当規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第27号 

 

   管理職手当規則の一部を改正する規則 

 

 管理職手当規則（昭和32年名古屋市規則第67号）の一部を次のように改正す 

る。 

 第 3 条第 2 項中「 100 円」を「 1 円」に改める。 

 附則第 5 項第 1 号中「局付理事、区付理事及び室付理事」を「局付担当局 

長、区付担当局長及び室付担当局長」に改め、同項第 2 号中「局付参事及び区 

付参事」を「局付担当部長及び区付担当部長」に改め、同項第 3 号中「局付主 

幹」を「局付担当課長」に、「及び室付主幹」を「、区付担当課長及び室付担 

当課長」に改め、同項第 5 号を削り、附則第 7 項を附則第 8 項とし、附則第 6

項中「主幹（生活安全対策に係る連絡調整）」を「担当課長（生活安全対策に

係る連絡調整）」に、「主幹（交通安全対策に係る連絡調整）」を「担当課長

（交通安全対策に係る連絡調整）」に改め、同項を附則第 7 項とし、附則第 5

項の次に次の 1 項を加える。 

6  次の各号に掲げる職に係る管理職手当の区分は、第 2 条第 2 項の規定にか 
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かわらず、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月31日までの間、当該各号に定

める区分とする。この場合における第 3 条第 1 項第 1 号及び第 2 号の規定の

適用については、これらの規定中「前条第 2 項」とあるのは、「附則第 6 項

各号」とする。 

(1) 担当局長（学校教育調整） 2 種 

(2) 担当部長（学校教育調整） 4 種 

(3) 指導主事（令和 6 年 3 月31日現に別表第 1 中区分が 2 種に属する職にあ

る職員のうち、同年 4 月 1 日以後引き続き定年前再任用短時間勤務職員と

なった者に限る。） 9 種 

別表第 1 市長の事務部局内部部局の項中「監」を「担当局長」に改め、「、

人権施策推進室長」を削り、「参事（」を「担当部長（」に、「、地域企画又

は農政」を「又は地域企画」に、「 3 種参事」を「 3 種担当部長」に改め、

「室長（会計室長、市長室長及び人権施策推進室長を除く。）、」を削り、

「主幹（」を「担当課長（」に、「 5 種主幹」を「 5 種担当課長」に、「 6 種

主幹」を「 6 種担当課長」に改め、同表市長の事務部局区役所及び区役所支所

の項中「地域力推進室長、」を「地域力推進課長、」に、「及び主幹（医務総

括）」を「及び担当課長（医務総括）」に改め、「（総務課長」の次に「、地

域力推進課長」を加え、「及び室長（地域力推進室長を除く。）」を削り、

「主幹（主幹（医務総括）」を「担当課長（担当課長（医務総括）」に改め、

同表市長の事務部局その他市税事務所の項中「及び室長」を削り、「主幹」を

「担当課長」に改め、同表市長の事務部局その他中央卸売市場南部市場の項中

「主幹」を「担当課長」に改め、同表市長の事務部局その他工業研究所の項中

「参事」を「担当部長」に、「主幹」を「担当課長」に改め、同表市長の事務

部局その他名古屋城総合事務所の項中「、室長」を削り、「主幹」を「担当課

長」に改め、同表市長の事務部局その他処分場の項中「主幹」を「担当課長」

に改め、同表市長の事務部局その他精神保健福祉センターの項中「副所長」の

次に「及び担当課長」を加え、同表市長の事務部局その他厚生院の項中 
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「 

管理課長 6 種 

主幹 8 種 

                」 

に改め、同表市長の事務部局その他児童福祉センターの項中「主幹」を「担当

課長」に改め、同表市長の事務部局その他西部児童相談所の項中「主幹」を

「担当課長」に改め、同表市長の事務部局その他東部児童相談所の項中「主

幹」を「担当課長」に改め、同表市長の事務部局その他大曽根北・筒井都市整

備事務所の項中「主幹」を「担当課長」に改め、同表市長の事務部局その他緑

都市整備事務所の項中「主幹」を「担当課長」に改め、同表市長の事務部局そ

の他東山総合公園の項中「主幹」を「担当課長」に改め、同表消防局内部部局

の項中 

「 

消防局長     1 種 

次長 2 種 

                                                   」 

に、「特別消防隊長、消防航空隊長及び救急救命研修所長」を「救急救命研修

所長、本部機動部隊長及び消防航空隊長」に、 

「 

 

 

 

                                  」 

に改め、同表監査事務局の項中「及び室長」を削り、「主幹」を「担当課長」

に改め、同表選挙管理委員会事務局の項中 

「 

                                   

                                    

                                                 」 

に改め、同表市会事務局の項中「主幹」を「担当課長」に改め、同表教育委員

次長 4 種  

課長 5 種 

を 

を 

を  

「 

管理課長 6 種 

 」 

消防局長 1 種 

 

「 

」 

次長 4 種 

 

「 

」 

を 

担当課長、本部機動部

隊副隊長及び消防航空

隊副隊長 

7 種 

               

主幹 7 種 

消防航空隊副隊長 8 種 

 

「 

」 
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会事務局内部部局の項中「監」を「学校づくり推進監」に、「参事」を「担当

部長」に、「及び室長（指導室長」を「（義務教育課長、高等学校教育課長及

び特別支援教育課長」に、「主幹」を「担当課長」に、「指導室長及び」を「

義務教育課長、高等学校教育課長、特別支援教育課長及び」に改め、同表教育

委員会事務局その他の項中「子ども適応相談センター」を「教育支援センタ

ー」に改め、同表教育委員会事務局その他博物館の項中「主幹」を「担当課

長」に改め、同表教育委員会事務局その他科学館の項中「主幹」を「担当課

長」に改め、同表教育委員会事務局その他小学校の項中 

                  「 

室長     8 種  

校長 9 種 

                                  」 

に改め、同表教育委員会事務局その他中学校の項中 

                  「 

室長     8 種  

校長 9 種 

                」 

に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

 （管理職手当規則の一部を改正する規則の一部改正） 

2  管理職手当規則の一部を改正する規則（令和 4 年名古屋市規則第 101 号）

の一部を次のように改正する。 

  附則第 2 項中「 100 円」を「 1 円」に改める。 

を 

を 

校長 9 種 

 

「 

」 

校長 9 種 

 

「 

」 
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 期末手当及び勤勉手当規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第28号 

 

   期末手当及び勤勉手当規則の一部を改正する規則 

 

 期末手当及び勤勉手当規則（昭和39年名古屋市規則第51号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第 2 条中「第 4 条第 3 号イ」を「第 4 条第 3 号ウ」に改める。 

 第 3 条第 2 号中「一会計年度」の次に「（ 6 月に支給する場合においては、

当該年度の前年度の12月 2 日から 3 月31日までの期間を含む。）」を、「第 7

条第 1 項に掲げる職員」の次に「及び第 8 条第 1 項に掲げる職員」を加える。 

 第 4 条第 3 号イただし書中「前条第 2 号に該当する職員」を「地方公務員法

第22条の 2 第 1 項各号に掲げる職員のうち、条例第20条又は非常勤条例第 8 条

第 1 項の規定の適用を受ける職員に相当する職員でない者」に改め、同号イを

同号ウとし、同号アの次に次のように加える。 

イ 名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関

する条例（平成15年名古屋市条例第14号。以下「非常勤条例」とい

う。）第 8 条第 1 項の規定の適用を受ける職員 
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 第 7 条第 1 項中「名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例（平成15年名古屋市条例第14号）」を「非常勤条例」に改める。 

 第 8 条中「企業職員給与条例の適用を受ける職員（会計年度任用職員を除

く。）若しくは」を削り、「会計年度任用職員」を「職員（ 1 週間当たりの正

規の勤務時間が15時間30分未満の者を除く。）」に改め、「（前条第 1 項に掲

げる期間から同条第 2 項に掲げる期間を除算した期間に相当する期間に限

る。）」を削り、同条に次の 1 項を加える。 

2  前項の期間の算定については、前条第 2 項に掲げる期間に相当する期間を

除算する。 

 第 9 条第 2 号中「第 3 条第 3 号、第 4 号 」 を 「 第 3 条第 2 号から第 4 号ま

で」に改める。 

 第11条第 1 項中「職員」の次に「又は非常勤条例第 2 条第 1 項第 4 号に掲げ

る者のうち 1 週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分以上の者（任命権者が

定める者を除く。）」を加え、同条第 2 項第 8 号中「第14条の 2 」の次に「又

は職員の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則（昭和26年名古屋市人事委員

会規則第11号）第17条第 4 項」を加える。 

 第15条の 2 第 1 項第 7 号中「係長段階」を「課長補佐段階」に改め、同条第

2 項中「（前項第 1 号、第 2 号、第 8 号若しくは第 9 号の職員のうち職務の級

5 級若しくは 6 級にある者、同項第 7 号の職員のうち段階別職位表に掲げる係

長段階の職にある職員又は同項第10号の職員のうち職務の級 4 級にある者（以

下「特定管理職員以外の評価対象職員」という。）であって市長が別に定める

1 年間の業績について特に良好な評価がなされた職員（市長が別に定める者に

限る。）については、当該各号に定める割合に 100 分の 5 を超えない範囲内で

市長が別に定める割合を加算して得た割合）」を削り、同項第 1 号中「又は」

を「、」に改め、「 4 級にある者」の次に「、同項第11号の職員又は同項第13

号の職員」を加え、同項第 2 号中「又は」を「、」に、「若しくは同項第13号

の職員であって」を「のうち段階別職位表に掲げる部長段階の職にある者又は

同項第13号の職員のうち」に改め、同項第 3 号の次に次の 1 号を加える。 

(3) の 2  前項第 1 号、第 2 号、第 8 号若しくは第 9 号の職員のうち職務の

級 6 級にある者であって課長代理の職務を命ぜられた者若しくは段階別職
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位表に掲げる課長補佐段階の職にある者であって当該段階の職において相

当長期の経験を有する者として市長が別に定める者（以下「長期経験課長

補佐」という。）、同項第 4 号若しくは第 5 号の 2 の職員のうち職務の級

3 級にある者又は同項第 7 号の職員のうち職務の級 2 級にある長期経験課

長補佐 100 分の10.5 

第15条の 2 第 2 項第 4 号中「前項第 1 号、第 2 号、第 8 号若しくは第 9 号の

職員のうち職務の級 6 級にある者であって課長代理の職務を命ぜられた者、段

階別職位表に掲げる係長段階の職にある者であって当該段階の職において相当

長期の経験を有する者として市長が別に定める者（以下「長期経験係長」とい

う。）、同項第 6 号」を「前項第 6 号」に、「前号」を「第 3 号」に、「同項

第 4 号若しくは第 5 号の 2 の職員のうち職務の級 3 級にある者、同号」を「同

項第 5 号の 2 」に、「 117 号給以上である者、」を「 117 号給以上である者又

は」に改め、「又は同項第 7 号の職員のうち職務の級 2 級にある長期経験係

長」を削り、同号の次に次の 2 号を加える。 

(4) の 2  前項第 1 号、第 2 号、第 8 号若しくは第 9 号の職員のうち職務の

級 5 級若しくは 6 級にある者（第 3 号の 2 に掲げる者を除く。）、同項第

7 号の職員のうち職務の級 2 級にある者であって段階別職位表に掲げる課

長補佐段階の職にある者（第 3 号の 2 に掲げる者を除く。）又は同項第10

号の職員のうち職務の級 4 級にある者 100 分の 8.5  

(4) の 3  前項第 1 号、第 2 号、第 6 号、第 8 号若しくは第 9 号の職員のう

ち職務の級 4 級にある者、同項第 4 号から第 5 号の 2 までの職員のうち職

務の級 2 級にある者（第 4 号に掲げる者を除く。）、同項第 7 号の職員の

うち職務の級 2 級にある者（前各号に掲げる者を除く。）又は同項第10号

の職員のうち職務の級 3 級にある者であって、長期の経験を有する者とし

て市長が別に定める者 100 分の 8  

第15条の 2 第 2 項第 5 号及び第 6 号を次のように改める。 

(5) 前項各号に掲げる職員のうち長期の経験を有する者として市長が別に定

める者（前各号に掲げる者を除く。） 100 分の 7.5  

 (6) 前項第 1 号、第 2 号、第 6 号、第 8 号若しくは第 9 号の職員のうち職 

務の級 4 級にある者又は同項第10号の職員のうち職務の級 3 級にある者（
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いずれも第 4 号の 3 に掲げる者を除く。） 100 分の 5.5  

第15条の 2 第 2 項第 7 号中「第 1 号から前号まで」を「前各号」に改め、同

条第 3 項各号列記以外の部分中「掲げる職員」の次に「のうち会計年度任用職

員以外の職員」を加え、「（特定管理職員以外の評価対象職員であって市長が

別に定める 1 年間の業績について特に良好な評価がなされた職員（市長が別に

定める者に限る。）については、当該各号に定める割合に 100 分の 5 を超えな

い範囲内で市長が別に定める割合を加算して得た割合）」を削り、同項第 3 号

の次に次の 1 号を加える。 

(3) の 2  前項第 3 号の 2 に掲げる職員のうち第 1 項第 4 号又は第 5 号の 2

の職員であって職務の級 3 級にある者 100 分の10.5 

第15条の 2 第 3 項第 4 号中「次号」を「第 4 号の 4 」に改め、同号の次に次

の 3 号を加える。 

(4) の 2  前項第 3 号の 2 に掲げる職員（第 3 号の 2 に掲げる者を除く。） 

100 分の 9  

(4) の 3  前項第 4 号の 2 に掲げる職員 100 分の 8.5  

(4) の 4  前項第 4 号に掲げる職員のうち第 1 項第 4 号若しくは第 5 号の 2

の職員であって職務の級 2 級にある者（その者の号給が 117 号給から 128

号給までの号給である者に限る。）若しくは同項第 5 号の職員であって職

務の級 2 級にある者（その者の号給が 121 号給から 132 号給までの号給で

ある者に限る。）又は前項第 4 号の 3 に掲げる職員 100 分の 8  

第15条の 2 第 3 項第 5 号を次のように改める。 

(5) 前項第 5 号に掲げる職員 100 分の 7.5  

第15条の 2 第 3 項第 5 号の次に次の 1 号を加える。 

(5) の 2  前項第 6 号に掲げる職員 100 分の 5.5  

第15条の 2 第 4 項を削り、同条第 5 項中「次の各号」を「次」に改め、同項

を同条第 4 項とし、同条第 6 項第 2 号中「附則第 5 項第 1 号」の次に「若しく

は第 6 項第 1 号」を加え、同項第 3 号中「属する職」の次に「又は同規則附則

第 5 項第 4 号に定める職」を加え、同項第 4 号中「属する職」の次に「（同規

則附則第 5 項第 4 号に定める職を除く。）」を加え、同項を同条第 5 項とし、

同条第 7 項を同条第 6 項とし、同条第 8 項中「第 5 項に掲げる」を「第 4 項に
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規定する」に、「前 2 項」を「第 5 項」に改め、同項を同条第 7 項とする。 

 第15条の 3 第 1 号中「 1,000 分の 915 から 1,000 分の 1,035 」を「 1,000 分

の 875 から 1,000 分の 1,060 」に、同条 第 2 号 中 「 10,000分の 4,325 から

10,000分の 4,925 」を「10,000分の 4,175 から10,000分の 5,025 」に改める。 

 附則第 3 項中「第15条の 2 第 2 項第 4 号 」 を 「 第15条の 2 第 2 項」に、「

同号」を「同項第 3 号の 2 」に、「長期経験係長」を「長期経験課長補佐」

に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、同項第 6 号中

「第 4 号の 3 」とあるのは「第 3 号の 2 及び第 4 号の 3 」とする」に改める。 

 附則第 4 項中「あっては、」を「あっては」に改め、「同項第 5 号に掲げる

職員の区分」の次に「、定年前再任用短時間勤務職員のうち市長が別に定める

者にあっては同項第 6 号に掲げる職員の区分」を加える。 

 附則第 5 項中「同条第 3 項第 5 号」を「同条第 3 項第 4 号の 4 」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日等） 

1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第15条の 2 第 6 項

第 3 号及び第 4 号の改正規定、次項の規定並びに附則第 5 項中期末手当及び

勤勉手当規則の一部を改正する規則（令和 4 年名古屋市規則第 107 号）附則

第 2 項の改正規定（「第 1 項に規定する」と、」の次に「同条第 5 項第 4 号

中「第 6 項第 2 号」とあるのは「第 6 項第 2 号若しくは管理職手当規則の一

部を改正する規則（令和 4 年名古屋市規則第 101 号）附則第 3 項」と、」を

加える部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

2  この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当規則（以下「改正後規則」

という。）第15条の 2 第 5 項第 3 号及び第 4 号（管理職手当規則（昭和32年

名古屋市規則第67号）附則第 5 項第 4 号に係る部分に限る。）の規定は令和

3 年 4 月 1 日から、改正後規則第15条の 2 第 5 項第 4 号（管理職手当規則附

則第 5 項第 4 号に係る部分を除く。）及び附則第 5 項の規定による改正後の

期末手当及び勤勉手当規則の一部を改正する規則附則第 2 項（改正後規則第

15条の 2 第 5 項第 4 号に係る部分に限る。）の規定は令和 5 年 4 月 1 日から

適用する。 
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 （経過措置） 

3  令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月31日までの間における名古屋市非常勤

の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（平成31年名

古屋市条例第 5 号）附則第 7 項の規定の適用を受ける職員に対する改正後規

則第15条の 3 第 1 号の規定の適用については、「 1,000 分の 875 から 1,000

分の 1,060 」とあるのは、「10,000分の 4,575 から10,000分の 5,125 」とす

る。 

（期末手当及び勤勉手当規則の一部を改正する規則の一部改正） 

4  期末手当及び勤勉手当規則の一部を改正する規則（平成29年名古屋市規則

第16号）の一部を次のように改正する。 

 附則第 6 項中「第 2 条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当規則（

以下「改正後規則」という。）」を「期末手当及び勤勉手当規則」に、「及

び第 2 項第 5 号」を「並びに第 2 項第 4 号の 2 及び第 6 号」に、「改正後規

則第15条の 2 第 1 項第10号」を「同条第 1 項第10号及び第 2 項第 6 号」に、

「同条第 2 項各号列記以外の部分及び同項第 5 号」を「同項第 4 号の 2 」に

改める。 

5  期末手当及び勤勉手当規則の一部を改正する規則（令和 4 年名古屋市規則

第 107 号）の一部を次のように改正する。 

 附則第 2 項中「この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当規則」を「

期末手当及び勤勉手当規則」に改め、「第 3 項まで及び」の次に「第 5 項第

4 号並びに」を加え、「同条第 2 項中「 6 級にある者、同項第 7 号の職員」

とあるのは「 6 級にある者、同項第 7 号の職員若しくは暫定再任用職員」

と、同項第 1 号」を「同条第 2 項第 1 号」に、「及び第 4 号」を「、第 3 号

の 2 、第 4 号の 2 及び第 4 号の 3 」に改め、「同項第 5 号中「第 9 号の職員

のうち職務の級 5 級若しくは 6 級」とあるのは「第 9 号の職員若しくは暫定

再任用職員のうち職務の級 6 級にある者（前号に掲げる者を除く。）、同項

第 1 号、第 2 号、第 8 号若しくは第 9 号の職員のうち職務の級 5 級」と、「

又は同項」とあるのは「、同項」と、「 2 級」とあるのは「 2 級若しくは暫

定再任用職員のうち職務の級 5 級」と、「職にある者」とあるのは「職にあ

る者又は暫定再任用職員のうち職務の級 4 級にある者」と、」を削り、「、
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第 1 項各号に掲げる職員」を「会計年度任用職員以外の者」に、「同項第 5

号中「に掲げる者」とあるのは「に掲げる者（暫定再任用職員のうち職務の

級 4 級にある者を除く。）」を「同項第 4 号の 4 中「前項第 4 号の 3 に掲げ

る職員」とあるのは「前項第 4 号の 3 に掲げる職員（暫定再任用職員を除

く。）」と、同項第 5 号の 2 中「前項第 6 号に掲げる職員」とあるのは「前

項第 4 号の 3 に掲げる職員（暫定再任用職員に限る。）又は第 6 号に掲げる

職員」に改め、「第 1 項に規定する」と、」の次に「同条第 5 項第 4 号中「

第 6 項第 2 号」とあるのは「第 6 項第 2 号若しくは管理職手当規則の一部を

改正する規則（令和 4 年名古屋市規則第 101 号）附則第 3 項」と、」を加え

る。 
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 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行細則の一部を改正する規則 

をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第29号 

 

   非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行細則の一部を改 

   正する規則 

 

 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行細則（昭和43年名古屋市規

則第46号）の一部を次のように改正する。 

 第 2 条中「同条第 3 項」を「第 4 条第 1 項」に改める。 

 第10条の 2 第 2 号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は売春防止法（昭

和31年法律第 118 号）第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容さ

れている場合」を削る。 

 第15条第 1 項中「に支給」を「の支給」に改める。 

 別表第 1 第 2 項第 5 号中「皮膚かいよう」を「皮膚潰瘍」に改め、同表第 3

項第 3 号中「さく岩機」を「削岩機」に改め、同表第 4 項第 3 号中「うるし」

を「漆」に改め、同表第 7 項中第16号を第17号とし、第11号から第15号までを

1 号ずつ繰り下げ、第10号の次に次の 1 号を加える。 

(11) 3 ・ 3 ′―ジクロロ― 4 ・ 4 ′―ジアミノジフェニルメタンにさら 
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される業務に従事したため生じた尿路系腫瘍 

 

附 則 

この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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 地方公営企業法第39条第 2 項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の 

一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

令和 6 年 3 月29日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第30号 

 

   地方公営企業法第39条第 2 項の規定に基づき市長が定める職に関 

する規則の一部を改正する規則 

 

地方公営企業法第39条第 2 項の規定に基づき市長が定める職に関する規則（

昭和40年名古屋市規則第91号）の一部を次のように改正する。 

第 5 号中「運転指令室副長」を「運転指令室、運転区及び営業所の副長」に

改め、「及び首席助役、運転区の副長及び首席助役、営業所の副所長及び首席

助役」を削る。 

 

附 則 

 この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

   

 

 

 

183



 

 職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布 

する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第31号 

 

   職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 職員の育児休業等に関する条例施行規則（ 平成 4 年名古屋市規則第20 号） の

一部を次のように改正する。  

 第 3 条中「 第 2 条第 5 号ア（イ）」 を「 第 2 条第 6 号ア（イ）」 に改める。  

  

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。  
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 名古屋市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則の一部を改正 

する規則をここに公布する。 

 

 

 

令和 6 年 3 月29日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第32号 

 

   名古屋市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則の 

一部を改正する規則 

 

名古屋市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則（平成17年名

古屋市規則第 116 号）の一部を次のように改正する。 

第 2 条中「次に掲げる事項」を「公正な人事行政の運営に資するため、市民

に公表することが望ましい事項として総務局長が定めるもの」に改め、同条各

号を削る。 

 

附 則 

 この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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 職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第33号 

 

   職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 職員の給与に関する条例施行規則（昭和32年名古屋市規則第64号）の一部を

次のように改正する。 

 第 1 条の 3 第 1 項中「総括係長」を「総括課長補佐」に改める。 

 第 1 条の 4 第 1 項中「総括係長」を「総括課長補佐」に改め、同条第 3 項中

「消防局長」の次に「、次長」を加え、「参事、局付参事」を「担当部長、局

付担当部長」に改める。 

 第 4 条第 2 項中「総括係長」を「総括課長補佐」に改める。 

 第 9 条第 1 項中「職員」を「、職員」に改め、「及び区」を削る。 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次項から附則第 4

項までの規定は、公布の日から施行する。 
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2  次項の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正

する規則（昭和63年名古屋市規則第 2 号。以下「改正後規則」という。）及

び附則第 4 項の規定は、令和 5 年 4 月 1 日から適用する。 

 （職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正等） 

3  職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部を次のよう

に改正する。 

  附則第 5 項中「第28条の 5 第 1 項」を「第22条の 4 第 1 項」に改める。 

4  職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（令和 4 年名古屋市条例

第40号）附則第 8 項又は第 9 項の規定により採用された職員に対する改正後

規則附則第 5 項の規定の適用については、同項中「地方公務員法（昭和25年

法律第 261 号）第22条の 4 第 1 項に規定する短時間勤務の職を占める」とあ

るのは、「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（令和 4 年名古

屋市条例第40号）附則第 8 項又は第 9 項の規定により採用された」とする。 
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初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す 

る。 

 

 

 

令和 6 年 3 月29日 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

 

 

名古屋市規則第34号 

 

   初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

 

 初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和32年名古屋市規則第68号）の一

部を次のように改正する。 

 第23条第 1 項第 4 号中「保険係」を「名古屋市区役所支所処務規程（昭和38

年名古屋市達第 7 号）第 3 条第 3 項区民福祉課の分掌事務中第43号から第55号

までに掲げる業務に専ら従事する者」に、同項第 9 号中「教育委員会事務局新

しい学校づくり推進部子ども応援室」を「教育委員会事務局新しい学校づくり

推進部子ども応援課」に改める。 

 別表第 5 の 2 上限号給表中「55」を「56」に、「47」を「48」に改める。 

 別表第 6 昇格時号給対応表 1 行政職給料表中 

「                「 

4 級 5 級 6 級 7 級  4 級 5 級 6 級 7 級 

1  4  2  1   1  5  2  2  
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1 4 2 2  1 5 2 3 

1 4 2 3  1 5 2 4 

1 4 2 4  1 5 2 5 

1 4 2 5  1 5 2 6 

2 5 2 6  2 6 2 7 

3 6 2 7  3 7 2 8 

4 7 2 8  4 8 2 9 

5 8 2 9  5 9 2 10 

6 9 2 10  6 10 2 11 

7 10 2 11  7 11 2 12 

8 11 2 12  8 12 2 13 

9 12 2 13  9 13 2 14 

10 13 3 14  10 14 3 15 

11 14 4 15  11 15 4 16 

12 15 5 16  12 16 5 17 

13 16 6 17  13 17 6 18 

14 17 7 18  14 18 7 19 

15 18 8 19  15 19 8 20 

16 19 9 20  16 20 9 21 

17 20 10 21  17 21 10 22 

18 21 11 22  18 22 11 23 

19 22 12 23  19 23 12 24 

20 23 13 24  20 24 13 25 

21 24 14 25  21 25 14 26 

22 25 15 26  22 26 15 27 

23 26 16 27  23 27 16 28 

24 27 17 28  24 28 17 29 

25 28 18 29  25 29 18 30 

26 29 19 30  26 30 19 31 

27 30 20 31  27 31 20 32 
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28 31 21 32  28 32 21 33 

29 32 22 33  29 33 22 34 

30 33 23 34  30 34 23 35 

31 34 24 35  31 35 24 36 

32 35 25 36  32 36 25 37 

33 36 26 37  33 37 26 38 

34 37 27 38  34 38 27 39 

35 38 28 39  35 39 28 40 

36 39 29 40  36 40 29 41 

37 40 30 41  37 41 30 42 

38 41 31 42  38 42 31 43 

39 42 32 43  39 43 32 44 

40 43 33 44  40 44 33 45 

41 44 34 45  41 45 34 46 

42 45 35 46  42 46 35 47 

43 46 36 47  43 47 36 48 

44 47 37 48  44 48 37 49 

45 48 38 49  45 49 38 50 

46 49 39 50  46 50 39 51 

47 50 40 51  47 51 40 52 

48 51 41 52  48 52 41 53 

49 52 42 53  49 53 42 54 

50 53 43 54  50 54 43 55 

51 54 44 55  51 55 44 56 

52 55 45 56  52 56 45 57 

53 56 46 57  53 57 46 58 

54 57 47 58  54 58 47 59 

55 58 48 59  55 59 48 60 

56 59 49 60  56 60 49 61 

57 60 50 61  57 61 50 62 
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58 61 50 62  58 62 50 63 

59 62 51 63  59 63 51 64 

60 63 51 64  60 64 51 65 

61 64 52 65  61 65 52 66 

62 65 52 66  62 66 52 67 

63 66 53 67  63 67 53 68 

64 67 53 68  64 68 53 69 

65 68 54 69  65 69 54 70 

66 69 54 70  66 70 54 71 

67 70 55 71  67 71 55 72 

68 71 55 72  68 72 55 73 

69 72 56 73  69 73 56 74 

70 72 56 74  70 73 56 75 

71 73 57 75  71 74 57 76 

72 73 57 76  72 74 57 77 

73 74 58 77  73 75 58 78 

74 74 58 78  74 75 58 79 

75 75 59 79  75 76 59 80 

76 75 59 80  76 76 59 81 

77 76 60 81  77 77 60 82 

78 77 60 82  78 78 60 83 

79 78 61 83  79 79 61 84 

80 79 61 84  80 80 61 85 

81 80 62 85  81 81 62 86 

82 81 62 86  82 82 62 87 

83 82 63 87  83 83 63 88 

84 83 63 88  84 84 63 89 

85 84 64 89  85 85 64 90 

86 85 64   86 86 64  

87 86 65   87 87 65  

を に改 
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88 87 65   88 88 65  

89 88 66   89 89 66  

90 89 67   90 90 67  

91 90 68   91 91 68  

92 91 69   92 92 69  

93 92 70   93 93 70  

94 93 71   94 94 71  

95 94 72   95 95 72  

96 95 73   96 96 73  

97 96 74   97 97 74  

98 97 75   98 98 75  

99 98 76   99 99 76  

100 99 77   100 100 77  

100 100 78   101 101 78  

101 100 79   102 101 79  

102 101 80   103 102 80  

103 101 81   104 102 81  

104 102 82   105 103 82  

105 102 83   106 103 83  

106 103 84   107 104 84  

107 103 85   108 104 85  

108 104 86   109 105 86  

109 105 87   110 106 87  

110 106 88   111 107 88  

111 107 89   112 108 89  

112 108 90   113 109 90  

113 109 91   114 110 91  

114 110 92   115 111 92  

115 111 93   116 112 93  

116 112 94   117 113 94  
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 113 95   117 114 95  

 114 96   118 115 96  

 115 97   118 116 97  

 116 98   119 117 98  

 117 99   119 118 99  

 118 100   120 119 100  

 119 101   120 120 101  

 120 102   121 121 102  

 121 103   122 122 103  

 122 104   123 123 104  

 123 105   124 124 105  

 124 106   124 125 106  

 124    125 125   

 125    126 126   

 125    127 126   

 126    128 127   

 126    129 127   

 127    130 128   

 127    131 128   

 128    132 129   

 129    133 130   

 130    134 131   

 131    135 132   

 132    136 133   

 133    137 133   

 133    138 133   

 133    139 133   

 133    140 133   

               」                」

める。 
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 別表第 6 昇格時号給対応表 2 消防職給料表中

「                「 

4 級 5 級 6 級 7 級  4 級 5 級 6 級 7 級 

1 4 2 1  1 5 2 2 

1 4 2 2  1 5 2 3 

1 4 2 3  1 5 2 4 

1 4 2 4  1 5 2 5 

1 4 2 5  1 5 2 6 

2 5 2 6  2 6 2 7 

3 6 2 7  3 7 2 8 

4 7 2 8  4 8 2 9 

5 8 2 9  5 9 2 10 

6 9 2 10  6 10 2 11 

7 10 2 11  7 11 2 12 

8 11 2 12  8 12 2 13 

9 12 2 13  9 13 2 14 

10 13 3 14  10 14 3 15 

11 14 4 15  11 15 4 16 

12 15 5 16  12 16 5 17 

13 16 6 17  13 17 6 18 

14 17 7 18  14 18 7 19 

15 18 8 19  15 19 8 20 

16 19 9 20  16 20 9 21 

17 20 10 21  17 21 10 22 

18 21 11 22  18 22 11 23 

19 22 12 23  19 23 12 24 

20 23 13 24  20 24 13 25 

21 24 14 25  21 25 14 26 

22 25 15 26  22 26 15 27 

23 26 16 27  23 27 16 28 
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24 27 17 28  24 28 17 29 

25 28 18 29  25 29 18 30 

26 29 19 30  26 30 19 31 

27 30 20 31  27 31 20 32 

28 31 21 32  28 32 21 33 

29 32 22 33  29 33 22 34 

30 33 23 34  30 34 23 35 

31 34 24 35  31 35 24 36 

32 35 25 36  32 36 25 37 

33 36 26 37  33 37 26 38 

34 37 27 38  34 38 27 39 

35 38 28 39  35 39 28 40 

36 39 29 40  36 40 29 41 

37 40 30 41  37 41 30 42 

38 41 31 42  38 42 31 43 

39 42 32 43  39 43 32 44 

40 43 33 44  40 44 33 45 

41 44 34 45  41 45 34 46 

42 45 35 46  42 46 35 47 

43 46 36 47  43 47 36 48 

44 47 37 48  44 48 37 49 

45 48 38 49  45 49 38 50 

46 49 39 50  46 50 39 51 

47 50 40 51  47 51 40 52 

48 51 41 52  48 52 41 53 

49 52 42 53  49 53 42 54 

50 53 43 54  50 54 43 55 

51 54 44 55  51 55 44 56 

52 55 45 56  52 56 45 57 

53 56 46 57  53 57 46 58 
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54 57 47 58  54 58 47 59 

55 58 48 59  55 59 48 60 

56 59 49 60  56 60 49 61 

57 60 50 61  57 61 50 62 

58 61 50 62  58 62 50 63 

59 62 51 63  59 63 51 64 

60 63 51 64  60 64 51 65 

61 64 52 65  61 65 52 66 

62 65 52 66  62 66 52 67 

63 66 53 67  63 67 53 68 

64 67 53 68  64 68 53 69 

65 68 54 69  65 69 54 70 

66 69 54 70  66 70 54 71 

67 70 55 71  67 71 55 72 

68 71 55 72  68 72 55 73 

69 72 56 73  69 73 56 74 

70 72 56 74  70 73 56 75 

71 73 57 75  71 74 57 76 

72 73 57 76  72 74 57 77 

73 74 58 77  73 75 58 78 

74 74 58 78  74 75 58 79 

75 75 59 79  75 76 59 80 

76 75 59 80  76 76 59 81 

77 76 60 81  77 77 60 82 

78 77 60 82  78 78 60 83 

79 78 61 83  79 79 61 84 

80 79 61 84  80 80 61 85 

81 80 62 85  81 81 62 85 

82 81 62 85  82 82 62 85 

83 82 63 85  83 83 63 85 

を に改 
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84 83 63 85  84 84 63 85 

85 84 64 85  85 85 64 85 

86 85 64   86 86 64  

87 86 65   87 87 65  

88 87 65   88 88 65  

89 88 66   89 89 66  

90 89 67   90 90 67  

91 90 68   91 91 68  

92 91 69   92 92 69  

93 92 70   93 93 70  

94 93 71   94 94 71  

95 94 72   95 95 72  

96 95 73   96 96 73  

96 96 74   97 97 74  

97 97 75   98 98 75  

98 98 76   99 99 76  

99 99 77   100 100 77  

100 100 78   101 101 78  

101 100 79   102 101 79  

102 101 80   103 102 80  

103 101 81   104 102 81  

104 102 82   105 103 82  

105 102 83   106 103 83  

106 103 84   107 104 84  

107 103 85   108 104 85  

108 104 86   109 105 86  

109 105 87   110 106 87  

110 106 88   111 107 88  

111 107 89   112 108 89  

112 108 90   113 109 90  
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 109 91   114 110 91  

 110 92   115 111 92  

 111 93   116 112 93  

 112 94   117 113 94  

 113 95   117 114 95  

 114 96   118 115 96  

 115 97   118 116 97  

 116 98   119 117 98  

 117 99   119 118 99  

 118 100   120 119 100  

 119 101   120 120 101  

 120 102   120 121 102  

 121 103   121 122 103  

 122 104   122 123 104  

 123 105   123 124 105  

 124 105   124 125 105  

 124    125 125   

 125    126 126   

 125    127 126   

 126    128 127   

 126    129 127   

 127    130 128   

 127    131 128   

 128    132 129   

 129    133 130   

 130    134 131   

 131    135 132   

 132    136 133   

               」                」 

める。 
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 別表第 6 昇格時号給対応表 3 教育職給料表 (2) 中 

「          「 

3 級 4 級  3 級 4 級 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 
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3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

3 1  4 2 

4 2  5 3 

5 3  6 4 

6 4  7 5 

7 5  8 6 

8 6  9 7 

9 7  10 8 

10 8  11 9 

11 9  12 10 

12 10  13 11 

13 11  14 12 

14 12  15 13 

15 13  16 14 

16 14  17 15 

17 15  18 16 

18 16  19 17 

19 17  20 18 
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20 18  21 19 

21 19  22 20 

22 20  23 21 

23 21  24 22 

24 21  25 22 

25 22  26 23 

26 22  27 23 

27 23  28 24 

28 23  29 24 

29 24  30 25 

30 24  31 25 

31 25  32 26 

32 26  33 27 

33 27  34 28 

34 28  35 29 

35 29  36 30 

36 30  37 31 

37 31  38 32 

38 32  39 33 

39 33  40 34 

40 34  41 35 

41 35  42 36 

42 36  43 37 

43 37  44 38 

44 37  45 38 

45 38  46 39 

46 38  47 39 

47 39  48 40 

48 39  49 40 

49 40  50 41 
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50 40  51 41 

51 41  52 42 

52 42  53 43 

53 43  54 44 

54 44  55 45 

55 45  56 46 

56 45  57 46 

57 46  58 47 

58 46  59 47 

59 47  60 48 

60 47  61 48 

61 48  62 49 

62 48  63 49 

63 49  64 50 

64 49  65 50 

65 50  66 51 

66 50  67 51 

67 51  68 52 

68 51  69 52 

69 52  70 53 

70 52  71 53 

71 53  72 54 

72 54  73 55 

73 55  74 56 

74 56  75 57 

75 57  76 58 

76 57  77 58 

77 58  78 59 

78 58  79 59 

79 59  80 60 

を に改める。 
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79   80  

79   80  

80   81  

80   81  

80   81  

81   82  

81   82  

81   82  

82   83  

82   83  

82   83  

83   84  

83   84  

83   84  

84   85  

84   85  

84   85  

85   86  

85   86  

85   86  

86   87  

86   87  

86   87  

87   88  

87   88  

87   88  

88   89  

88   89  

88   89  

89   90  
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89   90  

89   90  

90   91  

90   91  

90   91  

91   92  

91   92  

91   92  

92   93  

92   93  

92   93  

93   94  

93   94  

93   94  

94   95  

94   95  

94   95  

95   96  

95   96  

95   96  

96   97  

96   97  

96   97  

97   98  

97   98  

97   98  

98   99  

98   99  

98   99  

99   100  

」 」 
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 別表第 6 昇格時号給対応表 4 教育職給料表 (3) 中

「      「 

3 級  3 級 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 
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1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

2  3 

3  4 

4  5 

5  6 

6  7 

7  8 

8  9 

9  10 

10  11 

11  12 

12  13 

13  14 

14  15 

15  16 

16  17 

17  18 

18  19 

19  20 

20  21 

21  22 

22  23 

23  24 

24  25 

25  26 
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26  27 

27  28 

28  29 

29  30 

30  31 

31  32 

32  33 

33  34 

34  35 

35  36 

36  37 

37  38 

38  39 

39  40 

40  41 

41  42 

42  43 

43  44 

44  45 

45  46 

46  47 

47  48 

48  49 

49  50 

50  51 

51  52 

52  53 

53  54 

54  55 

55  56 
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56  57 

57  58 

58  59 

59  60 

60  61 

61  62 

62  63 

63  64 

64  65 

65  66 

66  67 

67  68 

68  69 

69  70 

70  71 

71  72 

72  73 

73  74 

74  75 

75  76 

76  77 

77  78 

78  79 

79  80 

80  81 

81  82 

81  82 

81  82 

82  83 

82  83 

を に改める。 
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82  83 

83  84 

83  84 

83  84 

84  85 

84  85 

84  85 

85  86 

85  86 

85  86 

86  87 

86  87 

86  87 

87  88 

87  88 

87  88 

88  89 

88  89 

88  89 

89  90 

89  90 

89  90 

89  90 

90  91 

90  91 

90  91 

90  91 

91  92 

91  92 

91  92 
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91  92 

92  93 

92  93 

92  93 

92  93 

93  94 

93  94 

94  95 

94  95 

95  96 

95  96 

96  97 

96  97 

97  98 

97  98 

98  99 

98  99 

99  100 

99  100 

100  101 

100  101 

101  102 

102  103 

103  104 

104  105 

105  106 

106  107 

107  108 

108  109 

109  110 

」 」 
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 別表第 6 昇格時号給対応表 4 の 2 教育職給料表 (4) 中

「          「 

3 級 4 級  3 級 4 級 

2 1  3 2 

3 1  4 2 

4 1  5 2 

5 1  6 2 

6 1  7 2 

7 1  8 2 

8 1  9 2 

9 1  10 2 

10 1  11 2 

11 1  12 2 

12 1  13 2 

13 1  14 2 

14 1  15 2 

15 1  16 2 

16 1  17 2 

17 1  18 2 

18 1  19 2 

19 1  20 2 

20 1  21 2 

21 1  22 2 

22 1  23 2 

23 1  24 2 

24 1  25 2 

25 1  26 2 

26 1  27 2 

27 1  28 2 

28 1  29 2 
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29 1  30 2 

30 1  31 2 

31 1  32 2 

32 1  33 2 

33 1  34 2 

34 1  35 2 

35 1  36 2 

36 1  37 2 

37 1  38 2 

38 1  39 2 

39 2  40 3 

40 3  41 4 

41 4  42 5 

42 5  43 6 

43 6  44 7 

44 7  45 8 

45 8  46 9 

46 9  47 10 

47 10  48 11 

48 11  49 12 

49 12  50 13 

50 13  51 14 

51 14  52 15 

52 15  53 16 

53 16  54 17 

54 17  55 18 

55 17  56 18 

56 18  57 19 

57 18  58 19 

58 19  59 20 
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59 19  60 20 

60 20  61 21 

61 20  62 21 

62 21  63 22 

63 21  64 22 

64 22  65 23 

65 22  66 23 

66 23  67 24 

67 23  68 24 

68 24  69 25 

69 24  70 25 

70 25  71 26 

71 26  72 27 

72 27  73 28 

73 28  74 29 

74 29  75 30 

75 29  76 30 

76 30  77 31 

77 30  78 31 

78 31  79 32 

79 31  80 32 

80 32  81 33 

81 32  82 33 

82 33  83 34 

83 34  84 35 

84 35  85 36 

85 36  86 37 

86 37  87 38 

87 37  88 38 

88 38  89 39 

に改める。 を 

213



89 38  90 39 

90 39  91 40 

91 39  92 40 

92 40  93 41 

93 40  94 41 

94 41  95 42 

94 42  95 43 

95 43  96 44 

95 44  96 45 

96 45  97 46 

96 46  97 47 

97 47  98 48 

97 48  98 49 

98 49  99 50 

98 49  99 50 

99 50  100 51 

99 50  100 51 

100 51  101 52 

100 51  101 52 

101 52  102 53 

101 52  102 53 

102 53  103 54 

103 53  104 54 

104 54  105 55 

105 54  106 55 

106 55  107 56 

106 55  107 56 

107 56  108 57 

107 56  108 57 

108 57  109 58 
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108 58  109 59 

109 59  110 60 

109 60  110 61 

110 61  111 62 

111 61  112 62 

112 62  113 63 

113 62  114 63 

114 63  115 64 

115 63  116 64 

116 64  117 65 

117 64  118 65 

118 65  119 66 

         」          」 

 別表第 6 昇格時号給対応表 5 研究職給料表中

「          「 

4 級 5 級  4 級 5 級 

3 1  4 2 

3 2  4 3 

3 3  4 4 

3 4  4 5 

3 5  4 6 

3 6  4 7 

3 7  4 8 

3 8  4 9 

3 9  4 10 

3 10  4 11 

3 11  4 12 

3 12  4 13 

3 13  4 14 

3 14  4 15 
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3 15  4 16 

3 16  4 17 

3 17  4 18 

3 18  4 19 

3 19  4 20 

3 20  4 21 

3 21  4 22 

4 22  5 23 

5 23  6 24 

6 24  7 25 

7 25  8 26 

8 26  9 27 

9 27  10 28 

10 28  11 29 

11 29  12 30 

12 30  13 31 

13 31  14 32 

14 32  15 33 

15 33  16 34 

16 34  17 35 

17 35  18 36 

18 36  19 37 

19 37  20 38 

20 38  21 39 

21 39  22 40 

22 40  23 41 

23 41  24 42 

24 42  25 43 

25 43  26 44 

26 44  27 45 
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27 45  28 46 

28 45  29 46 

29 46  30 47 

30 46  31 47 

31 47  32 48 

32 47  33 48 

33 48  34 49 

34 48  35 49 

35 49  36 50 

36 50  37 51 

37 51  38 52 

38 52  39 53 

39 53  40 54 

40 54  41 55 

41 55  42 56 

42 56  43 57 

43 57  44 58 

44 58  45 59 

45 59  46 60 

46 60  47 61 

47 61  48 62 

48 62  49 63 

49 63  50 64 

50 64  51 65 

51 65  52 66 

52 66  53 67 

53 67  54 68 

54 68  55 69 

55 69  56 70 

56 70  57 71 

を に改める。 
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57 71  58 72 

58 72  59 73 

59 73  60 74 

60 74  61 75 

61 75  62 76 

62 76  63 77 

62 77  63 78 

63 78  64 79 

64 79  65 80 

65 80  66 81 

66 81  67 82 

67 82  68 83 

68 83  69 84 

69 84  70 85 

70 85  71 86 

71 86  72 87 

72 87  73 88 

73 88  74 89 

74 89  75 90 

74 90  75 91 

75 91  76 92 

75 92  76 93 

76 93  77 94 

 93   94 

 94   95 

 94   95 

 95   96 

 95   96 

 96   97 

 96   97 
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 97   98 

 98   99 

 99   100 

 100   101 

 101   102 

 102   103 

 103   104 

 104   105 

         」          」

 別表第 6 昇格時号給対応表 6 医療職給料表 (1) 中

「      「 

2 級  2 級 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

2  3 
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3  4 

4  5 

5  6 

6  7 

7  8 

8  9 

9  10 

10  11 

11  12 

12  13 

13  14 

14  15 

15  16 

16  17 

17  18 

18  19 

19  20 

20  21 

21  22 

22  23 

23  24 

24  25 

25  26 

26  27 

27  28 

28  29 

29  30 

30  31 

31  32 

32  33 

を に改める。 
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33  34 

34  35 

35  36 

36  37 

37  38 

38  39 

39  40 

40  41 

41  42 

42  43 

43  44 

44  45 

45  46 

46  47 

47  48 

48  49 

49  50 

50  51 

51  52 

52  53 

53  54 

54  55 

55  56 

56  57 

57  58 

58  59 

59  60 

60  61 

61  62 

62  63 
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63  64 

64  65 

65  66 

65  66 

66  67 

66  67 

67  68 

67  68 

68  69 

68  69 

69  70 

     」      」

 別表第 6 昇格時号給対応表 7 医療職給料表 (2) 中

「                「 

4 級 5 級 6 級 7 級  4 級 5 級 6 級 7 級 

1 4 2 1  1 5 2 2 

1 4 2 2  1 5 2 3 

1 4 2 3  1 5 2 4 

1 4 2 4  1 5 2 5 

1 4 2 5  1 5 2 6 

1 5 3 6  1 6 3 7 

1 6 4 7  1 7 4 8 

1 7 5 8  1 8 5 9 

1 8 6 9  1 9 6 10 

1 9 7 10  1 10 7 11 

1 10 8 11  1 11 8 12 

1 11 9 12  1 12 9 13 

1 12 10 13  1 13 10 14 

2 13 11 14  2 14 11 15 

3 14 12 15  3 15 12 16 
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4 15 13 16  4 16 13 17 

5 16 14 17  5 17 14 18 

6 17 15 18  6 18 15 19 

7 18 16 19  7 19 16 20 

8 19 17 20  8 20 17 21 

9 20 18 21  9 21 18 22 

10 21 19 22  10 22 19 23 

11 22 20 23  11 23 20 24 

12 23 21 24  12 24 21 25 

13 24 22 25  13 25 22 26 

14 25 23 26  14 26 23 27 

15 26 24 27  15 27 24 28 

16 27 25 28  16 28 25 29 

17 28 26 29  17 29 26 30 

18 29 27 30  18 30 27 31 

19 30 28 31  19 31 28 32 

20 31 29 32  20 32 29 33 

21 32 30 33  21 33 30 34 

22 33 31 34  22 34 31 35 

23 34 32 35  23 35 32 36 

24 35 33 36  24 36 33 37 

25 36 34 37  25 37 34 38 

26 37 35 37  26 38 35 38 

27 38 36 38  27 39 36 39 

28 39 37 38  28 40 37 39 

29 40 38 39  29 41 38 40 

30 41 39 39  30 42 39 40 

31 42 40 40  31 43 40 41 

32 43 41 40  32 44 41 41 

33 44 42 41  33 45 42 42 
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34 45 43 41  34 46 43 42 

35 46 44 42  35 47 44 43 

36 47 45 42  36 48 45 43 

37 48 46 43  37 49 46 44 

38 49 47 43  38 50 47 44 

39 50 48 44  39 51 48 45 

40 51 49 44  40 52 49 45 

41 52 50 45  41 53 50 46 

42 53 51 45  42 54 51 46 

43 54 52 46  43 55 52 47 

44 55 53 46  44 56 53 47 

45 56 54 47  45 57 54 48 

46 57 54 47  46 58 54 48 

47 58 55 48  47 59 55 49 

48 59 55 48  48 60 55 49 

49 60 56 49  49 61 56 50 

50 61 56 50  50 62 56 51 

51 62 57 51  51 63 57 52 

52 63 57 52  52 64 57 53 

53 64 58 53  53 65 58 54 

54 64 58 53  54 65 58 54 

55 65 59 54  55 66 59 55 

56 65 59 54  56 66 59 55 

57 66 60 55  57 67 60 56 

58 66 60 55  58 67 60 56 

59 67 61 56  59 68 61 57 

60 67 61 56  60 68 61 57 

61 68 62 57  61 69 62 58 

62 69 63 58  62 70 63 59 

63 70 64 59  63 71 64 60 

を に改 
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64 71 65 60  64 72 65 61 

65 72 66 61  65 73 66 62 

66 73 67 62  66 74 67 63 

67 74 68 63  67 75 68 64 

68 75 69 64  68 76 69 65 

69 76 70 65  69 77 70 66 

70 77 71 65  70 78 71 66 

71 78 72 66  71 79 72 67 

72 79 73 66  72 80 73 67 

73 80 74 67  73 81 74 68 

74 80 75 67  74 81 75 68 

75 81 76 68  75 82 76 69 

76 81 77 68  76 82 77 69 

77 82 78 69  77 83 78 70 

77 82 79   77 83 79  

78 83 80   78 84 80  

78 83 81   78 84 81  

79 84 82   79 85 82  

79 85 83   79 86 83  

80 86 84   80 87 84  

80 87 85   80 88 85  

81 88 86   81 89 86  

82 89 87   82 90 87  

83 90 88   83 91 88  

84 91 89   84 92 89  

84 92 90   85 93 90  

85 93 91   86 94 91  

86 94 92   87 95 92  

87 95 93   88 96 93  

88 96 94   89 97 94  
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89 97 95   90 98 95  

90 98 96   91 99 96  

91 99 97   92 100 97  

92 100 98   93 101 98  

92 101 99   93 102 99  

93 102 100   94 103 100  

93 103 101   94 104 101  

94 104 102   95 105 102  

94 105 103   95 106 103  

95 106 104   96 107 104  

95 107 105   96 108 105  

96 108 106   97 109 106  

 109    98 110   

 110    99 111   

 111    100 112   

 112    101 113   

 113    102 114   

 114    103 115   

 115    104 116   

 116    105 117   

 117    105 117   

 117    106 117   

 117    106 117   

 117    106 117   

 117    106 117   

 117    107 117   

 117    107 117   

 117    108 117   

 117    109 117   

 117    110 117   
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 117    111 117   

 117    112 117   

 117    113 117   

 117    114 117   

 117    115 117   

 117    116 117   

 117    117 117   

 117    118 117   

 117    119 117   

 117    120 117   

               」                」 

める。 

 別表第 6 昇格時号給対応表 8 医療職給料表 (3) 中

「                「 

4 級 5 級 6 級 7 級  4 級 5 級 6 級 7 級 

1 4 2 1  1 5 2 2 

1 4 2 2  1 5 2 3 

1 4 2 3  1 5 2 4 

1 4 2 4  1 5 2 5 

1 4 2 5  1 5 2 6 

2 5 2 6  2 6 2 7 

3 6 2 7  3 7 2 8 

4 7 2 8  4 8 2 9 

5 8 2 9  5 9 2 10 

6 9 2 10  6 10 2 11 

7 10 2 11  7 11 2 12 

8 11 2 12  8 12 2 13 

9 12 2 13  9 13 2 14 

10 13 3 14  10 14 3 15 

11 14 4 15  11 15 4 16 

227



12 15 5 16  12 16 5 17 

13 16 6 17  13 17 6 18 

14 17 7 18  14 18 7 19 

15 18 8 19  15 19 8 20 

16 19 9 20  16 20 9 21 

17 20 10 21  17 21 10 22 

18 21 11 22  18 22 11 23 

19 22 12 23  19 23 12 24 

20 23 13 24  20 24 13 25 

21 24 14 25  21 25 14 26 

22 25 15 26  22 26 15 27 

23 26 16 27  23 27 16 28 

24 27 17 28  24 28 17 29 

25 28 18 29  25 29 18 30 

26 29 19 30  26 30 19 31 

27 30 20 31  27 31 20 32 

28 31 21 32  28 32 21 33 

29 32 22 33  29 33 22 34 

30 33 23 34  30 34 23 35 

31 34 24 35  31 35 24 36 

32 35 25 36  32 36 25 37 

33 36 26 37  33 37 26 38 

34 37 27 38  34 38 27 39 

35 38 28 39  35 39 28 40 

36 39 29 40  36 40 29 41 

37 40 30 41  37 41 30 42 

38 41 31 42  38 42 31 43 

39 42 32 43  39 43 32 44 

40 43 33 44  40 44 33 45 

41 44 34 45  41 45 34 46 
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42 45 35 46  42 46 35 47 

43 46 36 47  43 47 36 48 

44 47 37 48  44 48 37 49 

45 48 38 49  45 49 38 50 

46 49 39 50  46 50 39 51 

47 50 40 51  47 51 40 52 

48 51 41 52  48 52 41 53 

49 52 42 53  49 53 42 54 

50 53 43 54  50 54 43 55 

51 54 44 55  51 55 44 56 

52 55 45 56  52 56 45 57 

53 56 46 57  53 57 46 58 

54 57 47 58  54 58 47 59 

55 58 48 59  55 59 48 60 

56 59 49 60  56 60 49 61 

57 60 50 61  57 61 50 62 

58 61 50 62  58 62 50 63 

59 62 51 63  59 63 51 64 

60 63 51 64  60 64 51 65 

61 64 52 65  61 65 52 66 

62 65 52 66  62 66 52 67 

63 66 53 67  63 67 53 68 

64 67 53 68  64 68 53 69 

65 68 54 69  65 69 54 70 

66 69 54 70  66 70 54 71 

67 70 55 71  67 71 55 72 

68 71 55 72  68 72 55 73 

69 72 56 73  69 73 56 74 

70 72 56 74  70 73 56 75 

71 73 57 75  71 74 57 76 

を に改 

229



72 73 57 76  72 74 57 77 

73 74 58 77  73 75 58 77 

74 74 58 77  74 75 58 77 

75 75 59 77  75 76 59 77 

76 75 59 77  76 76 59 77 

77 76 60 77  77 77 60 77 

78 77 60 77  78 78 60 77 

79 78 61 77  79 79 61 77 

80 79 61 77  80 80 61 77 

81 80 62 77  81 81 62 77 

82 81 62 77  82 82 62 77 

83 82 63 77  83 83 63 77 

84 83 63 77  84 84 63 77 

85 84 64 77  85 85 64 77 

86 85 64   86 86 64  

87 86 65   87 87 65  

88 87 65   88 88 65  

89 88 66   89 89 66  

90 89 67   90 90 67  

91 90 68   91 91 68  

92 91 69   92 92 69  

93 92 70   93 93 70  

94 93 71   94 94 71  

95 94 72   95 95 72  

96 95 73   96 96 73  

96 96 74   97 97 74  

97 97 75   98 98 75  

98 98 76   99 99 76  

99 99 77   100 100 77  

100 100 78   101 101 78  
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101 100 79   102 101 79  

102 101 80   103 102 80  

103 101 81   104 102 81  

104 102 82   105 103 82  

105 102 83   106 103 83  

106 103 84   107 104 84  

107 103 85   108 104 85  

108 104 86   109 105 86  

109 105 87   110 106 87  

110 106 88   111 107 88  

111 107 89   112 108 89  

112 108 90   113 109 90  

 109 91   114 110 91  

 110 92   115 111 92  

 111 93   116 112 93  

 112 94   117 113 94  

 113 95   117 114 95  

 114 96   118 115 96  

 115 97   118 116 97  

 116 98   119 117 98  

 117    119 118   

 118    120 119   

 119    120 120   

 120    120 121   

 121    121 122   

 122    122 123   

 123    123 124   

 124    124 125   

 124    125 125   

 125    126 125   
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 125    127 125   

 125    128 125   

 125    129 125   

 125    130 125   

 125    131 125   

 125    132 125   

 125    133 125   

 125    134 125   

 125    135 125   

 125    136 125   

               」                」

める。 

 別表第 6 の 2 降格時号給対応表 1 行政職給料表中

「                 「 

2級 3級 4級 5級 6級  2級 3級 4級 5級 6級 

29 5 5 13 1  29 5 5 13 1 

30 6 5 13 2  30 6 5 13 1 

31 7 5 14 3  31 7 5 14 2 

32 8 5 15 4  32 8 5 15 3 

33 9 6 16 5  33 9 5 16 4 

34 10 7 17 6  34 10 6 17 5 

35 11 8 18 7  35 11 7 18 6 

36 12 9 19 8  36 12 8 19 7 

37 13 10 20 9  37 13 9 20 8 

38 14 11 21 10  38 14 10 21 9 

39 15 12 22 11  39 15 11 22 10 

40 16 13 23 12  40 16 12 23 11 

41 17 14 24 13  41 17 13 24 12 

42 18 15 25 14  42 18 14 25 13 

43 19 16 26 15  43 19 15 26 14 
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44 20 17 27 16  44 20 16 27 15 

45 21 18 28 17  45 21 17 28 16 

46 22 19 29 18  46 22 18 29 17 

47 23 20 30 19  47 23 19 30 18 

48 24 21 31 20  48 24 20 31 19 

49 25 22 32 21  49 25 21 32 20 

50 26 23 33 22  50 26 22 33 21 

51 27 24 34 23  51 27 23 34 22 

52 28 25 35 24  52 28 24 35 23 

53 29 26 36 25  53 29 25 36 24 

54 30 27 37 26  54 30 26 37 25 

55 31 28 38 27  55 31 27 38 26 

56 32 29 39 28  56 32 28 39 27 

57 33 30 40 29  57 33 29 40 28 

58 34 31 41 30  58 34 30 41 29 

59 35 32 42 31  59 35 31 42 30 

60 36 33 43 32  60 36 32 43 31 

61 37 34 44 33  61 37 33 44 32 

62 38 35 45 34  62 38 34 45 33 

63 39 36 46 35  63 39 35 46 34 

64 40 37 47 36  64 40 36 47 35 

66 41 38 48 37  66 41 37 48 36 

68 42 39 49 38  68 42 38 49 37 

70 43 40 50 39  70 43 39 50 38 

72 44 41 51 40  72 44 40 51 39 

74 45 42 52 41  74 45 41 52 40 

76 46 43 53 42  76 46 42 53 41 

78 47 44 54 43  78 47 43 54 42 

80 48 45 55 44  80 48 44 55 43 

82 49 46 56 45  82 49 45 56 44 
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84 50 47 57 46  84 50 46 57 45 

86 51 48 58 47  86 51 47 58 46 

88 52 49 59 48  88 52 48 59 47 

91 53 50 60 49  91 53 49 60 48 

94 54 51 62 50  94 54 50 62 49 

97 55 52 64 51  97 55 51 64 50 

100 56 53 66 52  100 56 52 66 51 

104 57 54 68 53  104 57 53 68 52 

108 58 55 70 54  108 58 54 70 53 

112 59 56 72 55  112 59 55 72 54 

116 60 57 74 56  116 60 56 74 55 

121 61 58 76 57  121 61 57 76 56 

126 62 59 78 58  126 62 58 78 57 

136 63 60 80 59  136 63 59 80 58 

141 64 61 82 60  141 64 60 82 59 

145 65 62 84 61  145 65 61 84 60 

145 66 63 86 62  145 66 62 86 61 

145 67 64 88 63  145 67 63 88 62 

145 68 65 90 64  145 68 64 90 63 

145 69 66 92 65  145 69 65 92 64 

145 70 67 93 66  145 70 66 93 65 

145 71 68 94 67  145 71 67 94 66 

145 72 69 95 68  145 72 68 95 67 

145 73 70 96 69  145 73 69 96 68 

145 74 71 97 70  145 74 70 97 69 

145 75 72 98 71  145 75 71 98 70 

145 76 74 99 72  145 76 72 99 71 

145 77 76 100 73  145 77 74 100 72 

145 78 78 101 74  145 78 76 101 73 

145 79 80 102 75  145 79 78 102 74 
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145 80 81 103 76  145 80 80 103 75 

145 81 82 104 77  145 81 81 104 76 

145 82 83 105 78  145 82 82 105 77 

145 83 84 106 79  145 83 83 106 78 

145 84 85 107 80  145 84 84 107 79 

145 85 86 108 81  145 85 85 108 80 

145 86 87 109 82  145 86 86 109 81 

145 87 88 110 83  145 87 87 110 82 

145 88 89 111 84  145 88 88 111 83 

145 89 90 112 85  145 89 89 112 84 

145 90 91 113 86  145 90 90 113 85 

145 91 92 114 87  145 91 91 114 86 

145 92 93 115 88  145 92 92 115 87 

145 93 94 116 89  145 93 93 116 88 

145 94 95 117 89  145 94 94 117 89 

145 95 96 118 89  145 95 95 118 89 

145 96 97 119 89  145 96 96 119 89 

145 97 98 120 89  145 97 97 120 89 

145 98 99 121 89  145 98 98 121 89 

145 99 100 122 89  145 99 99 122 89 

145 100 101 123 89  145 100 100 123 89 

145 101 102 124 89  145 101 101 124 89 

145 102 103 125   145 102 102 125  

145 103 104 126   145 103 103 126  

145 105 106 127   145 104 104 127  

145 106 108 128   145 105 106 128  

145 107 110 129   145 106 108 129  

145 108 112 130   145 107 110 130  

145 109 113 131   145 108 112 131  

145 110 114 132   145 109 113 132  

を 

235



145 111 115 133   145 110 114 133  

145 112 116 133   145 111 115 133  

145 113 117 133   145 112 116 133  

145 114 118 133   145 113 117 133  

145 115 119 133   145 114 118 133  

145 116 120 133   145 115 119 133  

145 117 121 133   145 116 120 133  

145 118 122 133   145 117 121 133  

145 119 123    145 118 122   

145 120 124    145 119 123   

145 121 125    145 120 124   

145 121 126    145 122 125   

145 121 127    145 124 126   

145 121 128    145 126 127   

145 121 129    145 128 128   

145 121 130    145 129 129   

 121 131    145 130 130   

 121 132    145 131 131   

 121 134    145 133 132   

 121 136    145 134 134   

 121 138    145 135 136   

 121 140    145 136 138   

 121 141    145 137 140   

 121 142    145 138 141   

 121 143    145 139 142   

 121 144    145 140 143   

 121 145    145 141 144   

 121 146    145 142 145   

 121     145 143    

 121     145 144    
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 121     145 145    

 121     145 146    

 121     145 147    

 121     145 148    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121      149    

 121      149    

 121      149    

 121      149    

 121      149    

 121      149    

 121      149    

 121      149    

                」                 」

に改める。 

 別表第 6 の 2 降格時号給対応表 2 消防職給料表中

「                 「 

2 級 3 級 4 級 5 級 6 級  2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 

21 5 5 13 1  21 5 5 13 1 

22 6 5 13 2  22 6 5 13 1 

23 7 5 14 3  23 7 5 14 2 
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24 8 5 15 4  24 8 5 15 3 

25 9 6 16 5  25 9 5 16 4 

26 10 7 17 6  26 10 6 17 5 

27 11 8 18 7  27 11 7 18 6 

28 12 9 19 8  28 12 8 19 7 

29 13 10 20 9  29 13 9 20 8 

30 14 11 21 10  30 14 10 21 9 

31 15 12 22 11  31 15 11 22 10 

32 16 13 23 12  32 16 12 23 11 

33 17 14 24 13  33 17 13 24 12 

34 18 15 25 14  34 18 14 25 13 

35 19 16 26 15  35 19 15 26 14 

36 20 17 27 16  36 20 16 27 15 

37 21 18 28 17  37 21 17 28 16 

38 22 19 29 18  38 22 18 29 17 

39 23 20 30 19  39 23 19 30 18 

40 24 21 31 20  40 24 20 31 19 

41 25 22 32 21  41 25 21 32 20 

42 26 23 33 22  42 26 22 33 21 

43 27 24 34 23  43 27 23 34 22 

44 28 25 35 24  44 28 24 35 23 

45 29 26 36 25  45 29 25 36 24 

46 30 27 37 26  46 30 26 37 25 

47 31 28 38 27  47 31 27 38 26 

48 32 29 39 28  48 32 28 39 27 

49 33 30 40 29  49 33 29 40 28 

50 34 31 41 30  50 34 30 41 29 

51 35 32 42 31  51 35 31 42 30 

52 36 33 43 32  52 36 32 43 31 

53 37 34 44 33  53 37 33 44 32 
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54 38 35 45 34  54 38 34 45 33 

55 39 36 46 35  55 39 35 46 34 

56 40 37 47 36  56 40 36 47 35 

58 41 38 48 37  58 41 37 48 36 

60 42 39 49 38  60 42 38 49 37 

62 43 40 50 39  62 43 39 50 38 

64 44 41 51 40  64 44 40 51 39 

66 45 42 52 41  66 45 41 52 40 

68 46 43 53 42  68 46 42 53 41 

70 47 44 54 43  70 47 43 54 42 

72 48 45 55 44  72 48 44 55 43 

74 49 46 56 45  74 49 45 56 44 

76 50 47 57 46  76 50 46 57 45 

78 51 48 58 47  78 51 47 58 46 

80 52 49 59 48  80 52 48 59 47 

83 53 50 60 49  83 53 49 60 48 

86 54 51 62 50  86 54 50 62 49 

89 55 52 64 51  89 55 51 64 50 

92 56 53 66 52  92 56 52 66 51 

96 57 54 68 53  96 57 53 68 52 

100 58 55 70 54  100 58 54 70 53 

104 59 56 72 55  104 59 55 72 54 

108 60 57 74 56  108 60 56 74 55 

118 61 58 76 57  118 61 57 76 56 

123 62 59 78 58  123 62 58 78 57 

128 63 60 80 59  128 63 59 80 58 

129 64 61 82 60  129 64 60 82 59 

129 65 62 84 61  129 65 61 84 60 

129 66 63 86 62  129 66 62 86 61 

129 67 64 88 63  129 67 63 88 62 
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129 68 65 90 64  129 68 64 90 63 

129 69 66 92 65  129 69 65 92 64 

129 70 67 93 66  129 70 66 93 65 

129 71 68 94 67  129 71 67 94 66 

129 72 69 95 68  129 72 68 95 67 

129 73 70 96 69  129 73 69 96 68 

129 74 71 97 70  129 74 70 97 69 

129 75 72 98 71  129 75 71 98 70 

129 76 74 99 72  129 76 72 99 71 

129 77 76 100 73  129 77 74 100 72 

129 78 78 101 74  129 78 76 101 73 

129 79 80 102 75  129 79 78 102 74 

129 80 81 103 76  129 80 80 103 75 

129 81 82 104 77  129 81 81 104 76 

129 82 83 105 78  129 82 82 105 77 

129 83 84 106 79  129 83 83 106 78 

129 84 85 107 80  129 84 84 107 79 

129 85 86 108 81  129 85 85 108 80 

129 86 87 109 82  129 86 86 109 81 

129 87 88 110 83  129 87 87 110 82 

129 88 89 111 84  129 88 88 111 83 

129 89 90 112 85  129 89 89 112 84 

129 90 91 113   129 90 90 113  

129 91 92 114   129 91 91 114  

129 92 93 115   129 92 92 115  

129 93 94 116   129 93 93 116  

129 94 95 117   129 94 94 117  

129 95 96 118   129 95 95 118  

129 96 97 119   129 96 96 119  

129 97 98 120   129 97 97 120  
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129 98 99 121   129 98 98 121  

129 99 100 122   129 99 99 122  

129 101 101 123   129 100 100 123  

129 102 102 124   129 101 101 124  

129 103 103 125   129 102 102 125  

129 104 104 126   129 103 103 126  

129 105 106 127   129 104 104 127  

129 106 108 128   129 105 106 128  

129 107 110 129   129 106 108 129  

129 108 112 130   129 107 110 130  

129 109 113 131   129 108 112 131  

129 110 114 133   129 109 113 133  

129 111 115    129 110 114   

129 112 116    129 111 115   

129 113 117    129 112 116   

129 114 118    129 113 117   

129 115 119    129 114 118   

129 116 120    129 115 119   

129 117 121    129 116 120   

129 117 122    129 117 121   

129 117 123    129 118 122   

129 117 124    129 119 123   

129 117 125    129 120 124   

129 117 126    129 122 125   

 117 127    129 124 126   

 117 128    129 126 127   

 117 129    129 129 128   

 117 130    129 130 129   

 117 131    129 131 130   

 117 132    129 132 131   
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 117 134    129 133 132   

 117 136    129 134 134   

 117 138    129 135 136   

 117 140    129 136 138   

 117 141    129 137 140   

 117 142    129 138 141   

 117 143    129 139 142   

 117 144    129 140 143   

 117 145    129 141 144   

 117 146    129 142 145   

 117     129 143    

 117     129 144    

 117     129 145    

 117     129 145    

 117     129 145    

 117     129 145    

 117     129 145    

 117     129 145    

 117     129 145    

 117     129 145    

 117     129 145    

 117     129 145    

 117      145    

 117      145    

 117      145    

 117      145    

 117      145    

 117      145    

 117      145    

 117      145    
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 117      145    

 117      145    

 117      145    

 117      145    

                」                 」

に改める。 

 別表第 6 の 2 降格時号給対応表 3 教育職給料表 (2) 中

「          「 

2 級 3 級  2 級 3 級 

41 41  41 41 

41 42  41 41 

41 43  41 42 

42 44  41 43 

43 45  42 44 

44 46  43 45 

45 47  44 46 

46 48  45 47 

47 49  46 48 

48 50  47 49 

49 51  48 50 

50 52  49 51 

51 53  50 52 

52 54  51 53 

53 55  52 54 

54 56  53 55 

55 57  54 56 

56 58  55 57 

57 59  56 58 

58 60  57 59 

59 62  58 60 
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60 64  59 62 

61 66  60 64 

62 68  61 66 

63 69  62 68 

64 70  63 69 

65 71  64 70 

66 72  65 71 

67 73  66 72 

68 74  67 73 

69 75  68 74 

70 76  69 75 

71 77  70 76 

72 78  71 77 

73 79  72 78 

74 80  73 79 

75 82  74 80 

76 84  75 82 

77 86  76 84 

78 88  77 86 

79 89  78 88 

80 90  79 89 

81 91  80 90 

82 92  81 91 

83 94  82 92 

84 96  83 94 

85 98  84 96 

86 100  85 98 

87 102  86 100 

88 104  87 102 

89 106  88 104 

を に改める。 
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90 108  89 106 

91 109  90 108 

92 110  91 109 

93 111  92 110 

94 112  93 111 

95 114  94 112 

96 116  95 114 

97 117  96 116 

98 117  97 117 

99 117  98 117 

100 117  99 117 

101 117  100 117 

102 117  101 117 

103 117  102 117 

104 117  103 117 

105 117  104 117 

106 117  105 117 

107 117  106 117 

108 117  107 117 

109 117  108 117 

110 117  109 117 

111 117  110 117 

112 117  111 117 

113 117  112 117 

114 117  113 117 

115 117  114 117 

116   115  

119   116  

122   119  

125   122  
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128   125  

131   128  

134   131  

137   134  

140   137  

143   140  

146   143  

149   146  

152   149  

155   152  

158   155  

161   158  

164   161  

167   164  

170   167  

173   170  

176   173  

177   176  

         」          」

 別表第 6 の 2 降格時号給対応表 4 教育職給料表 (3) 中

「      「 

2 級  2 級 

33  33 

34  33 

35  34 

36  35 

37  36 

38  37 

39  38 

40  39 
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41  40 

42  41 

43  42 

44  43 

45  44 

46  45 

47  46 

48  47 

49  48 

50  49 

51  50 

52  51 

53  52 

54  53 

55  54 

56  55 

57  56 

58  57 

59  58 

60  59 

61  60 

62  61 

63  62 

64  63 

65  64 

66  65 

67  66 

68  67 

69  68 

70  69 
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71  70 

72  71 

73  72 

74  73 

75  74 

76  75 

77  76 

78  77 

79  78 

80  79 

81  80 

82  81 

83  82 

84  83 

85  84 

86  85 

87  86 

88  87 

89  88 

90  89 

91  90 

92  91 

93  92 

94  93 

95  94 

96  95 

97  96 

98  97 

99  98 

100  99 

を に改める。 
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101  100 

102  101 

103  102 

104  103 

105  104 

106  105 

107  106 

108  107 

109  108 

110  109 

111  110 

112  111 

115  112 

118  115 

121  118 

124  121 

127  124 

130  127 

133  130 

136  133 

140  136 

144  140 

148  144 

152  148 

154  152 

156  154 

158  156 

160  158 

162  160 

164  162 
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166  164 

168  166 

169  168 

170  169 

171  170 

172  171 

173  172 

174  173 

175  174 

176  175 

177  176 

     」      」

 別表第 6 の 2 降格時号給対応表 4 の 2 教育職給料表 (4) 中

「          「 

特 2 級 3 級  特 2 級 3 級 

1 37  1 37 

1 38  1 37 

2 39  1 38 

3 40  2 39 

4 41  3 40 

5 42  4 41 

6 43  5 42 

7 44  6 43 

8 45  7 44 

9 46  8 45 

10 47  9 46 

11 48  10 47 

12 49  11 48 

13 50  12 49 

14 51  13 50 
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15 52  14 51 

16 54  15 52 

17 56  16 54 

18 58  17 56 

19 60  18 58 

20 62  19 60 

21 64  20 62 

22 66  21 64 

23 68  22 66 

24 69  23 68 

25 70  24 69 

26 71  25 70 

27 72  26 71 

28 74  27 72 

29 76  28 74 

30 78  29 76 

31 80  30 78 

32 81  31 80 

33 82  32 81 

34 83  33 82 

35 84  34 83 

36 86  35 84 

37 88  36 86 

38 90  37 88 

39 92  38 90 

40 93  39 92 

41 94  40 93 

42 95  41 94 

43 96  42 95 

44 97  43 96 
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45 98  44 97 

46 99  45 98 

47 100  46 99 

48 102  47 100 

49 104  48 102 

50 106  49 104 

51 108  50 106 

52 110  51 108 

53 112  52 110 

54 114  53 112 

55 116  54 114 

56 117  55 116 

57 118  56 117 

58 119  57 118 

59 120  58 119 

60 122  59 120 

61 124  60 122 

62 126  61 124 

63 128  62 126 

64 129  63 128 

65 129  64 129 

66 129  65 129 

67 129  66 129 

68 129  67 129 

69 129  68 129 

70 129  69 129 

71 129  70 129 

72 129  71 129 

73 129  72 129 

74 129  73 129 

を に改める。 
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75 129  74 129 

76 129  75 129 

77 129  76 129 

78 129  77 129 

79 129  78 129 

80 129  79 129 

81 129  80 129 

82 129  81 129 

83 129  82 129 

84 129  83 129 

85   84  

86   85  

87   86  

88   87  

89   88  

90   89  

91   90  

92   91  

94   92  

96   94  

98   96  

100   98  

102   100  

104   102  

106   104  

108   106  

109   108  

110   109  

111   110  

112   111  

253



114   112  

116   114  

118   116  

120   118  

121   120  

122   121  

123   122  

124   123  

125   124  

126   125  

127   126  

128   127  

129   128  

         」          」

 別表第 6 の 2 降格時号給対応表 5 研究職給料表中

「          「 

3 級 4 級  3 級 4 級 

21 1  21 1 

21 2  21 1 

21 3  21 2 

22 4  21 3 

23 5  22 4 

24 6  23 5 

25 7  24 6 

26 8  25 7 

27 9  26 8 

28 10  27 9 

29 11  28 10 

30 12  29 11 

31 13  30 12 
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32 14  31 13 

33 15  32 14 

34 16  33 15 

35 17  34 16 

36 18  35 17 

37 19  36 18 

38 20  37 19 

39 21  38 20 

40 22  39 21 

41 23  40 22 

42 24  41 23 

43 25  42 24 

44 26  43 25 

45 27  44 26 

46 28  45 27 

47 29  46 28 

48 30  47 29 

49 31  48 30 

50 32  49 31 

51 33  50 32 

52 34  51 33 

53 35  52 34 

54 36  53 35 

55 37  54 36 

56 38  55 37 

57 39  56 38 

58 40  57 39 

59 41  58 40 

60 42  59 41 

61 43  60 42 
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62 44  61 43 

63 46  62 44 

64 48  63 46 

65 50  64 48 

66 52  65 50 

67 53  66 52 

68 54  67 53 

69 55  68 54 

70 56  69 55 

71 57  70 56 

72 58  71 57 

73 59  72 58 

74 60  73 59 

75 61  74 60 

76 62  75 61 

77 63  76 62 

78 64  77 63 

79 65  78 64 

81 66  79 65 

82 67  81 66 

83 68  82 67 

84 69  83 68 

85 70  84 69 

86 71  85 70 

87 72  86 71 

88 73  87 72 

89 74  88 73 

90 75  89 74 

91 76  90 75 

92 77  91 76 

を に改める。 
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94 78  92 77 

96 79  94 78 

97 80  96 79 

97 81  97 80 

97 82  97 81 

97 83  97 82 

97 84  97 83 

97 85  97 84 

97 86  97 85 

97 87  97 86 

97 88  97 87 

97 89  97 88 

97 90  97 89 

97 91  97 90 

97 92  97 91 

97 93  97 92 

97 94  97 93 

97 95  97 94 

97 96  97 95 

97 98  97 96 

97 100  97 98 

97 102  97 100 

97 104  97 102 

97 105  97 104 

97 106  97 105 

97 107  97 106 

97 108  97 107 

97 109  97 108 

97 110  97 109 

97 111  97 110 
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97 112  97 111 

97 113  97 112 

         」          」

 別表第 6 の 2 降格時号給対応表 6 医療職給料表 (1) 中

「      「 

1 級  1 級 

17  17 

18  17 

19  18 

20  19 

21  20 

22  21 

23  22 

24  23 

25  24 

26  25 

27  26 

28  27 

29  28 

30  29 

31  30 

32  31 

33  32 

34  33 

35  34 

36  35 

37  36 

38  37 

39  38 

40  39 
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41  40 

42  41 

43  42 

44  43 

45  44 

46  45 

47  46 

48  47 

49  48 

50  49 

51  50 

52  51 

53  52 

54  53 

55  54 

56  55 

57  56 

58  57 

59  58 

60  59 

61  60 

62  61 

63  62 

64  63 

65  64 

66  65 

67  66 

68  67 

69  68 

70  69 

を に改める。 
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71  70 

72  71 

73  72 

74  73 

75  74 

76  75 

77  76 

78  77 

79  78 

80  79 

82  80 

84  82 

86  84 

88  86 

89  88 

     」      」

 別表第 6 の 2 降格時号給対応表 7 医療職給料表 (2) 中

「                「 

2 級 3 級 4 級 5 級 6 級  2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 

29 13 5 5 1  29 13 5 5 1 

30 14 5 5 2  30 14 5 5 1 

31 15 5 6 3  31 15 5 6 2 

32 16 5 7 4  32 16 5 7 3 

33 17 6 8 5  33 17 5 8 4 

34 18 7 9 6  34 18 6 9 5 

35 19 8 10 7  35 19 7 10 6 

36 20 9 11 8  36 20 8 11 7 

37 21 10 12 9  37 21 9 12 8 

38 22 11 13 10  38 22 10 13 9 

39 23 12 14 11  39 23 11 14 10 
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40 24 13 15 12  40 24 12 15 11 

41 25 14 16 13  41 25 13 16 12 

42 26 15 17 14  42 26 14 17 13 

43 27 16 18 15  43 27 15 18 14 

44 28 17 19 16  44 28 16 19 15 

45 29 18 20 17  45 29 17 20 16 

46 30 19 21 18  46 30 18 21 17 

47 31 20 22 19  47 31 19 22 18 

48 32 21 23 20  48 32 20 23 19 

49 33 22 24 21  49 33 21 24 20 

50 34 23 25 22  50 34 22 25 21 

51 35 24 26 23  51 35 23 26 22 

52 36 25 27 24  52 36 24 27 23 

53 37 26 28 25  53 37 25 28 24 

54 38 27 29 26  54 38 26 29 25 

55 39 28 30 27  55 39 27 30 26 

56 40 29 31 28  56 40 28 31 27 

57 41 30 32 29  57 41 29 32 28 

58 42 31 33 30  58 42 30 33 29 

59 43 32 34 31  59 43 31 34 30 

60 44 33 35 32  60 44 32 35 31 

61 45 34 36 33  61 45 33 36 32 

62 46 35 37 34  62 46 34 37 33 

63 47 36 38 35  63 47 35 38 34 

64 48 37 39 36  64 48 36 39 35 

66 49 38 40 38  66 49 37 40 36 

68 50 39 41 40  68 50 38 41 38 

70 51 40 42 42  70 51 39 42 40 

72 52 41 43 44  72 52 40 43 42 

74 53 42 44 46  74 53 41 44 44 
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76 54 43 45 48  76 54 42 45 46 

78 55 44 46 50  78 55 43 46 48 

80 56 45 47 52  80 56 44 47 50 

82 57 46 48 54  82 57 45 48 52 

84 58 47 49 56  84 58 46 49 54 

86 59 48 50 58  86 59 47 50 56 

88 60 49 51 60  88 60 48 51 58 

91 61 50 52 61  91 61 49 52 60 

94 62 51 53 62  94 62 50 53 61 

97 63 52 54 63  97 63 51 54 62 

100 64 53 55 64  100 64 52 55 63 

104 65 54 56 66  104 65 53 56 64 

108 66 55 58 68  108 66 54 58 66 

112 67 56 60 70  112 67 55 60 68 

116 68 57 62 72  116 68 56 62 70 

126 69 58 64 73  126 69 57 64 72 

131 70 59 66 74  131 70 58 66 73 

136 71 60 68 75  136 71 59 68 74 

137 72 61 70 76  137 72 60 70 75 

137 73 62 72 77  137 73 61 72 76 

137 74 63 73 78  137 74 62 73 77 

137 75 64 74 79  137 75 63 74 78 

137 76 66 75 80  137 76 64 75 79 

137 77 68 76 82  137 77 66 76 80 

137 78 70 77 84  137 78 68 77 82 

137 79 72 78 86  137 79 70 78 84 

137 80 73 79 88  137 80 72 79 86 

137 81 74 80 89  137 81 73 80 88 

137 82 75 81 89  137 82 74 81 89 

137 83 76 82 89  137 83 75 82 89 
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137 84 77 83 89  137 84 76 83 89 

137 85 78 84 89  137 85 77 84 89 

137 86 79 85 89  137 86 78 85 89 

137 87 80 86 89  137 87 79 86 89 

137 88 81 87 89  137 88 80 87 89 

137 90 82 88 89  137 90 81 88 89 

137 92 83 89 89  137 92 82 89 89 

137 94 84 90 89  137 94 83 90 89 

137 96 86 91 89  137 96 84 91 89 

137 97 88 92 89  137 97 86 92 89 

137 98 90 93 89  137 98 88 93 89 

137 99 92 94 89  137 99 90 94 89 

137 101 93 95 89  137 100 92 95 89 

137 102 94 96 89  137 101 93 96 89 

137 103 95 97   137 102 94 97  

137 104 96 98   137 103 95 98  

137 105 97 99   137 104 96 99  

137 106 98 100   137 105 97 100  

137 107 99 101   137 106 98 101  

137 108 100 102   137 107 99 102  

137 110 101 103   137 108 100 103  

137 112 102 104   137 110 101 104  

137 114 103 105   137 112 102 105  

137 116 104 106   137 114 103 106  

137 117 105 107   137 116 104 107  

137 117 106 108   137 117 105 108  

137 117 107 109   137 118 106 109  

137 117 108 110   137 119 107 110  

137 117 109 111   137 120 108 111  

137 117 110 112   137 121 109 112  

を 
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137 117 111 113   137 122 110 113  

137 117 112 114   137 123 111 114  

137 117 113 115   137 124 112 115  

137 117 114 116   137 126 113 116  

137 117 115 117   137 130 114 117  

137 117 116 117   137 132 115 117  

137 117 117 117   137 133 116 117  

137 117 118 117   137 134 117 117  

137 117 119 117   137 135 118 117  

137 117 120 117   137 136 119 117  

137 117 121 117   137 137 120 117  

137 117 122 117   137 138 121 117  

137 117 123    137 139 122   

137 117 124    137 140 123   

137 117 125    137 141 124   

137 117 126    137 142 125   

 117     137 143    

 117     137 144    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    
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 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

                」                 」 

に改める。 

 別表第 6 の 2 降格時号給対応表 8 医療職給料表 (3) 中

「                 「 

2 級 3 級 4 級 5 級 6 級  2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 

29 5 5 13 1  29 5 5 13 1 

30 6 5 13 2  30 6 5 13 1 

31 7 5 14 3  31 7 5 14 2 

32 8 5 15 4  32 8 5 15 3 

33 9 6 16 5  33 9 5 16 4 

34 10 7 17 6  34 10 6 17 5 

35 11 8 18 7  35 11 7 18 6 

36 12 9 19 8  36 12 8 19 7 

37 13 10 20 9  37 13 9 20 8 

38 14 11 21 10  38 14 10 21 9 

39 15 12 22 11  39 15 11 22 10 
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40 16 13 23 12  40 16 12 23 11 

41 17 14 24 13  41 17 13 24 12 

42 18 15 25 14  42 18 14 25 13 

43 19 16 26 15  43 19 15 26 14 

44 20 17 27 16  44 20 16 27 15 

45 21 18 28 17  45 21 17 28 16 

46 22 19 29 18  46 22 18 29 17 

47 23 20 30 19  47 23 19 30 18 

48 24 21 31 20  48 24 20 31 19 

49 25 22 32 21  49 25 21 32 20 

50 26 23 33 22  50 26 22 33 21 

51 27 24 34 23  51 27 23 34 22 

52 28 25 35 24  52 28 24 35 23 

53 29 26 36 25  53 29 25 36 24 

54 30 27 37 26  54 30 26 37 25 

55 31 28 38 27  55 31 27 38 26 

56 32 29 39 28  56 32 28 39 27 

57 33 30 40 29  57 33 29 40 28 

58 34 31 41 30  58 34 30 41 29 

59 35 32 42 31  59 35 31 42 30 

60 36 33 43 32  60 36 32 43 31 

61 37 34 44 33  61 37 33 44 32 

62 38 35 45 34  62 38 34 45 33 

63 39 36 46 35  63 39 35 46 34 

64 40 37 47 36  64 40 36 47 35 

66 41 38 48 37  66 41 37 48 36 

68 42 39 49 38  68 42 38 49 37 

70 43 40 50 39  70 43 39 50 38 

72 44 41 51 40  72 44 40 51 39 

74 45 42 52 41  74 45 41 52 40 
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76 46 43 53 42  76 46 42 53 41 

78 47 44 54 43  78 47 43 54 42 

80 48 45 55 44  80 48 44 55 43 

82 49 46 56 45  82 49 45 56 44 

84 50 47 57 46  84 50 46 57 45 

86 51 48 58 47  86 51 47 58 46 

88 52 49 59 48  88 52 48 59 47 

91 53 50 60 49  91 53 49 60 48 

94 54 51 62 50  94 54 50 62 49 

97 55 52 64 51  97 55 51 64 50 

100 56 53 66 52  100 56 52 66 51 

104 57 54 68 53  104 57 53 68 52 

108 58 55 70 54  108 58 54 70 53 

112 59 56 72 55  112 59 55 72 54 

116 60 57 74 56  116 60 56 74 55 

126 61 58 76 57  126 61 57 76 56 

131 62 59 78 58  131 62 58 78 57 

136 63 60 80 59  136 63 59 80 58 

137 64 61 82 60  137 64 60 82 59 

137 65 62 84 61  137 65 61 84 60 

137 66 63 86 62  137 66 62 86 61 

137 67 64 88 63  137 67 63 88 62 

137 68 65 90 64  137 68 64 90 63 

137 69 66 92 65  137 69 65 92 64 

137 70 67 93 66  137 70 66 93 65 

137 71 68 94 67  137 71 67 94 66 

137 72 69 95 68  137 72 68 95 67 

137 73 70 96 69  137 73 69 96 68 

137 74 71 97 70  137 74 70 97 69 

137 75 72 98 71  137 75 71 98 70 
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137 76 74 99 72  137 76 72 99 71 

137 77 76 100 73  137 77 74 100 72 

137 78 78 101 74  137 78 76 101 73 

137 79 80 102 75  137 79 78 102 74 

137 80 81 103 76  137 80 80 103 75 

137 81 82 104 77  137 81 81 104 76 

137 82 83 105   137 82 82 105  

137 83 84 106   137 83 83 106  

137 84 85 107   137 84 84 107  

137 85 86 108   137 85 85 108  

137 86 87 109   137 86 86 109  

137 87 88 110   137 87 87 110  

137 88 89 111   137 88 88 111  

137 89 90 112   137 89 89 112  

137 90 91 113   137 90 90 113  

137 91 92 114   137 91 91 114  

137 92 93 115   137 92 92 115  

137 93 94 116   137 93 93 116  

137 94 95 117   137 94 94 117  

137 95 96 118   137 95 95 118  

137 96 97 119   137 96 96 119  

137 97 98 120   137 97 97 120  

137 98 99 121   137 98 98 121  

137 99 100 122   137 99 99 122  

137 101 101 123   137 100 100 123  

137 102 102 124   137 101 101 124  

137 103 103 125   137 102 102 125  

137 104 104 125   137 103 103 125  

137 105 106 125   137 104 104 125  

137 106 108 125   137 105 106 125  

を 
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137 107 110 125   137 106 108 125  

137 108 112 125   137 107 110 125  

137 109 113 125   137 108 112 125  

137 110 114 125   137 109 113 125  

137 111 115 125   137 110 114 125  

137 112 116 125   137 111 115 125  

137 113 117 125   137 112 116 125  

137 114 118 125   137 113 117 125  

137 115 119 125   137 114 118 125  

137 116 120 125   137 115 119 125  

137 117 121 125   137 116 120 125  

137 117 122 125   137 117 121 125  

137 117 123    137 118 122   

137 117 124    137 119 123   

137 117 125    137 120 124   

137 117 126    137 122 125   

 117 127    137 124 126   

 117 128    137 126 127   

 117 129    137 129 128   

 117 130    137 130 129   

 117 131    137 131 130   

 117 132    137 132 131   

 117 134    137 133 132   

 117 135    137 134 133   

 117     137 135    

 117     137 136    

 117     137 137    

 117     137 138    

 117     137 139    

 117     137 140    
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 117     137 141    

 117     137 142    

 117     137 143    

 117     137 144    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117     137 145    

 117      145    

 117      145    

 117      145    

 117      145    

 117      145    

 117      145    

 117      145    

 117      145    

 117      145    

 117      145    

 117      145    

 117      145    

                」                 」

に改める。 

 

附 則 
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 （施行期日） 

1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

 （経過措置） 

2  職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和 5 年名古屋市条例第

43号）附則第 4 項又は第 6 項の適用を受ける職員の昇給の号給数及び号給の

調整については、他の職員との権衡を考慮して、別に定めるところにより、

調整することができる。 

（初任給、昇格及び昇給等に関する規則等の一部を改正する規則の一部改

正） 

3  初任給、昇格及び昇給等に関する規則等の一部を改正する規則（昭和34年

名古屋市規則第59号）の一部を次のように改正する。 

 

  附則第 2 項の表中 

 

 

 

 

 

 

 

 

「  

34 211,400  

 」  

を  

「  

34 212,300  

 」  

に、 

「  

35 211,400  

 」  

を  

「  

35 213,200  

 」  

に、 

「  

36 211,400  

 」  

を  

「  

36 214,000  

 」  

に、 

「  

37 213,200  

 」  

を  

「  

37 214,700  

 」  

に 、 

「  

38 214,000  

 」  

を  

「  

38 215,400  

 」  

に改める。 
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技能労務職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

をここに公布する。 

 

 

 

令和 6 年 3 月29日 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

 

 

名古屋市規則第35号 

 

   技能労務職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改 

   正する規則 

 

 技能労務職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和32年名古屋市規

則第69号）の一部を次のように改正する。 

 第19条第 1 項第 3 号中「保険係」を「名古屋市区役所支所処務規程（昭和38

年名古屋市達第 7 号）第 3 条第 3 項区民福祉課の分掌事務中第43号から第55号

までに掲げる業務に専ら従事する者」に改める。 

 別表第 3 昇格時号給対応表 4 級の欄中 

「      「 

  1    2 

  1   2 

  1    2 

  1    2 

  1    2 
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1  2 

1 2 

1  2 

1  2 

2  3 

3  4 

4  5 

5  6 

6  7 

7  8 

8  9 

9  10 

10  11 

11  12 

12  13 

13  14 

14  15 

15  16 

16  17 

17  18 

18  19 

19  20 

20  21 

21  22 

22  23 

23  24 

24  25 

25  26 

26  27 

27  28 

273



28  29 

29  30 

30  31 

31  32 

32  33 

33  34 

34  35 

35  36 

36  37 

37  38 

38  39 

39  40 

40  41 

41  42 

42  43 

43  44 

44  45 

45  46 

46  47 

47  48 

48  49 

49  50 

50  51 

51  52 

52  53 

53  54 

54  55 

55  56 

56  57 

57  58 
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58  59 

59  60 

60  61 

61  62 

62  63 

63  64 

64  65 

65  66 

66  67 

67  68 

68  69 

69  70 

70  71 

71  72 

72  73 

73  74 

74  75 

75  76 

76  77 

77  78 

78  79 

79  80 

80  81 

81  82 

81  82 

82  83 

82  83 

83  84 

83  84 

84  85 

を に改める。 
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84  85 

85  86 

86  87 

87  88 

88  89 

89  90 

89  90 

90  91 

90  91 

91  92 

91  92 

92  93 

92  93 

93  94 

93  94 

94  95 

94  95 

95  96 

95  96 

96  97 

96  97 

97  98 

97  98 

98  99 

98  99 

99  100 

99  100 

100  101 

100  101 

101  102 
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102  103 

103  104 

104  105 

105  106 

105  106 

106  107 

106  107 

107  108 

     」      」 

別表第 3 の 2 降格時号給対応表 3 級の欄中

「      「 

10  9 

11 10 

12  11 

13  12 

14  13 

15  14 

16  15 

17  16 

18  17 

19  18 

20  19 

21  20 

22  21 

23  22 

24  23 

25  24 

26  25 

27  26 

28  27 

277



29  28 

30  29 

31  30 

32  31 

33  32 

34  33 

35  34 

36  35 

37  36 

38  37 

39  38 

40  39 

41  40 

42  41 

43  42 

44  43 

45  44 

46  45 

47  46 

48  47 

49  48 

50  49 

51  50 

52  51 

53  52 

54  53 

55  54 

56  55 

57  56 

58  57 

278



59  58 

60  59 

61  60 

62  61 

63  62 

64  63 

65  64 

66  65 

67  66 

68  67 

69  68 

70  69 

71  70 

72  71 

73  72 

74  73 

75  74 

76  75 

77  76 

78  77 

79  78 

80  79 

81  80 

82  81 

83  82 

84  83 

85  84 

86  85 

87  86 

88  87 

を に改める。 
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90  88 

92  90 

94  92 

96  94 

97  96 

98  97 

99  98 

100  99 

102  100 

104  102 

106  104 

108  106 

110  108 

112  110 

114  112 

116  114 

118  116 

120  118 

122  120 

124  122 

125  124 

126  125 

127  126 

128  127 

130  128 

132  130 

133  132 

     」      」 

 

附 則 
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 （施行期日） 

1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

（技能労務職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規

則の一部改正） 

2  技能労務職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規

則（平成29年名古屋市規則第62号）の一部を次のように改正する。 

  附則第 2 項中「 1 （」の次に「同規則第12条第 1 項第 1 号に定める勤務成

績を昇給区分として決定された者及び」を加える。 

  附則別表第 1  5 級の欄中

 「      「 

3  4 

3 4 

3 4 

3  4 

3  4 

4  5 

5  6 

6  7 

7  8 

8  9 

9  10 

10  11 

11  12 

12  13 

13  14 

14  15 

15  16 

16  17 

17  18 

18  19 
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19  20 

20  21 

21  22 

22  23 

23  24 

24  25 

25  26 

26  27 

27  28 

28  29 

29  30 

30  31 

31  32 

32  33 

33  34 

34  35 

35  36 

36  37 

37  38 

38  39 

39  40 

40  41 

41  42 

42  43 

43  44 

44  45 

45  46 

46  47 

47  48 

48  49 

282



49  50 

50  51 

51  52 

52  53 

53  54 

54  55 

55  56 

56  57 

57  58 

58  59 

59  60 

60  61 

61  62 

62  63 

63  64 

64  65 

65  66 

66  67 

67  68 

68  69 

69  70 

70  71 

71  72 

71  72 

72  73 

72  73 

73  74 

73  74 

74  75 

74  75 

を に改める。 
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75  76 

76  77 

77  78 

78  79 

79  80 

80  81 

81  82 

82  83 

83  84 

84  85 

85  86 

86  87 

87  88 

88  89 

89  90 

90  91 

91  92 

92  93 

93  94 

94  95 

95  96 

96  97 

97  98 

98  99 

99  100 

99  100 

100  101 

100  101 

101  102 

101  102 

284



102  103 

102  103 

103  104 

104  105 

105  106 

106  107 

107  108 

108  109 

109  110 

110  111 

111  112 

112  113 

113  114 

114  115 

115  116 

116  117 

117  118 

118  119 

119  120 

120  121 

121  122 

122  123 

123  124 

123  124 

124  125 

124  125 

      」      」

  附則別表第 2  4 級の欄中

 「      「 

6  5 
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7 6 

8  7 

9  8 

10  9 

11  10 

12  11 

13  12 

14  13 

15  14 

16  15 

17  16 

18  17 

19  18 

20  19 

21  20 

22  21 

23  22 

24  23 

25  24 

26  25 

27  26 

28  27 

29  28 

30  29 

31  30 

32  31 

33  32 

34  33 

35  34 

36  35 

286



37  36 

38  37 

39  38 

40  39 

41  40 

42  41 

43  42 

44  43 

45  44 

46  45 

47  46 

48  47 

49  48 

50  49 

51  50 

52  51 

53  52 

54  53 

55  54 

56  55 

57  56 

58  57 

59  58 

60  59 

61  60 

62  61 

63  62 

64  63 

65  64 

66  65 
を に改める。 

287



67  66 

68  67 

69  68 

70  69 

71  70 

72  71 

74  72 

76  74 

78  76 

80  78 

81  80 

82  81 

83  82 

84  83 

85  84 

86  85 

87  86 

88  87 

89  88 

90  89 

91  90 

92  91 

93  92 

94  93 

95  94 

96  95 

97  96 

98  97 

99  98 

100  99 
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101  100 

102  101 

103  102 

104  103 

106  104 

108  106 

110  108 

112  110 

113  112 

114  113 

115  114 

116  115 

117  116 

118  117 

119  118 

120  119 

121  120 

122  121 

123  122 

124  123 

125  124 

126  125 

127  126 

128  127 

129  128 

130  129 

131  130 

132  131 

134  132 

136  134 
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137  135 

      」      」 
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 名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則 

の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第36号 

 

   名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条 

例施行規則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則

（令和元年名古屋市規則第35号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当 

に関する条例施行規則 

 第 1 条中「名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例」を「名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関

する条例」に改める。 

 第 3 条中「介護休暇」の次に「（以下「介護休暇」という。）」を、「部分

休業」の次に「（以下「部分休業」という。）」を、「昭和26年名古屋市人事

委員会規則第13号」の次に「。以下「職免規則」という。」を加え、「同規

則」を「職免規則」に改める。 
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 第 7 条中「一会計年度」の次に「（ 6 月に支給する場合においては、当該年 

度の前年度の12月 2 日から 3 月31日までの期間を含む。第 8 条の 2 において同

じ。）」を加える。 

 第 8 条第 2 項中「除く。」の次に「以下「育児休業職員」という。」を加

え、同条の次に次の 4 条を加える。 

 （勤勉手当の支給を受ける会計年度任用短時間勤務職員） 

第 8 条の 2  条例第 8 条の 2 第 1 項の「市長が定める者」は、基準日にそれぞ

れ在職する 1 週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分以上で一会計年度内

における任期が 6 月以上の者（任命権者が定める者を除く。）とする。 

（勤勉手当に係る期間） 

第 8 条の 3  勤勉手当の算定の基礎となる期間は、 1 週間当たりの正規の勤務

時間が15時間30分以上の者として在職した期間とする。 

2  前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 

(1) 法第29条の規定により停職にされている会計年度任用短時間勤務職員で

あった期間 

(2) 育児休業職員であった期間 

(3) 休職にされていた期間（公務傷病等による休職者であった期間又は公務

遂行中に行方不明となって休職にされていた期間を除く。） 

(4) 職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和26年名古屋市条例第 8

号。以下「職務専念義務特例条例」という。）及び職免規則第 2 条第 8 号

の規定による職務に専念する義務の免除の承認を得て引き続き勤務しなか

った期間（公務又は通勤（非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（

昭和42年条例第47号）第 2 条の 2 に規定する通勤をいう。）に起因する負

傷又は疾病により勤務しなかった期間を除く。）が52日（勤務しなかった

時間について当該職員の 1 日当たりの正規の勤務時間（ 1 時間に満たない

端数があるときは、 1 時間に切り上げる。以下この号において同じ。）を

もって 1 日と換算する。）を超える場合には、その勤務しなかった期間（

勤務しなかった時間について当該職員の 1 日当たりの正規の勤務時間をも

って 1 日と換算し、換算後に 1 日に満たない端数があるときは1 日とす

る。） 
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(5) 職務に専念する義務の免除の承認を得ないで勤務しなかった期間（当該

期間内の週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）及び休

日（職員の勤務時間及び休暇に関する条例（昭和26年名古屋市条例第48

号）第 9 条に規定する休日をいう。第 8 号及び次項において同じ。）を含

む。） 

(6) 部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日（勤務しなかった時

間について当該職員の 1 日当たりの正規の勤務時間をもって 1 日と換算す

る。次号及び第 8 号において同じ。）を超える場合には、その勤務しなか

った期間（勤務しなかった時間について当該職員の 1 日当たりの正規の勤

務時間をもって 1 日と換算し、換算後に 1 日に満たない端数があるときは

1 日とする。次号及び第 8 号において同じ。） 

(7) 職務専念義務特例条例及び職免規則第 2 条第 9 号の 2 の 2 の規定による

職務に専念する義務の免除の承認を得て勤務しなかった期間が30日を超え

る場合には、その勤務しなかった期間 

(8) 介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から当該期間内の週休日及

び休日を除いた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間 

3  前 2 項の規定にかかわらず、第 1 項に規定する期間が週休日及び休日のみ

である場合には、同項に規定する期間はなかったものとする。 

（勤勉手当の支給割合） 

第 8 条の 4  条例第 8 条の 2 第 2 項の規定に基づき、会計年度任用短時間勤務

職員の勤勉手当の額の算定に給与条例第20条の 2 第 2 項の規定を準用する場

合における同項に規定する割合は、基準日以前 6 箇月以内の期間における職

員の勤務期間の区分に応じて別表に規定する割合に次条に規定する職員の勤

務成績による割合（以下「成績率」という。）を乗じて得た割合及び当該期

間内における職員の勤務成績を基礎として市長が定める割合（基準日以前 6

箇月以内の期間において戒告、減給又は停職の処分を受けた職員にあって

は、当該割合から、 100 分の20から 100 分の 100 までの範囲内で別に定める

割合を減じた割合）による。 

（成績率） 

第 8 条の 5  成績率は、支給する時期ごとに 1,000 分の 915 から 1,000 分の
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1,025 までの範囲内で職員の勤務成績に応じて市長が別に定める割合とす

る。 

 第 9 条第 2 項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

 第11条第 4 項中「期末手当」の次に「及び勤勉手当」を加える。 

 第16条中「及び区」を削る。 

 第18条の見出し中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、 

同条中「第10条第 4 号」を「第11条第 4 号」に改める。 

 附則第 2 項の見出し中「名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償及び期末手

当に関する条例」を「名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償、期末手当及び

勤勉手当に関する条例」に改める。 

 附則の次に次の別表を加える。 
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別表 

勤務期間 割合 

6 箇月 100 分の 100  

5 箇月15日以上 6 箇月未満 100 分の95 

5 箇月以上 5 箇月15日未満 100 分の90 

4 箇月15日以上 5 箇月未満 100 分の80 

4 箇月以上 4 箇月15日未満 100 分の70 

3 箇月15日以上 4 箇月未満 100 分の60 

3 箇月以上 3 箇月15日未満 100 分の50 

2 箇月15日以上 3 箇月未満 100 分の40 

2 箇月以上 2 箇月15日未満 100 分の30 

1 箇月15日以上 2 箇月未満 100 分の20 

1 箇月以上 1 箇月15日未満 100 分の15 

15日以上 1 箇月未満 100 分の10 

15日未満 100 分の 5  

0  0  
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附 則 

（施行期日） 

1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

 （経過措置） 

2  令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月31日までの間における名古屋市非常勤

の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（平成31年名

古屋市条例第 5 号）附則第 3 項の規定の適用を受ける職員に対するこの規則

による改正後の名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉

手当に関する条例施行規則第8 条の 5 の規定の適用については、同条中「

1,000 分の 915 から 1,000 分の 1,025 」とあるのは、「10,000分の 4,575 か

ら10,000分の 5,125 」とする。 
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 名古屋市地域療育センター条例施行細則の一部を改正する規則をここに公布 

する。 

 

 

 

令和 6年 3月29日 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

                  

 

 

名古屋市規則第37号 

 

名古屋市地域療育センター条例施行細則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市地域療育センター条例施行細則（平成 5 年名古屋市規則第63号）の 

一部を次のように改正する。 

 第 2条の表を次のように改める。 

名称 種別 対象となる児童 定員 

名古屋市中央療

育センター 

 

 

児童発達支援セ

ンター 

 

 

主として知的障害のある児童 30 人 

主として難聴児 30 人 

主として肢体不自由のある児童 40 人 

名古屋市西部地

域療育センター 
主として知的障害のある児童 40 人 

第 7条第 1項第 1号中「又は医療型児童発達支援」を削る。 

 

   附 則 
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1 この規則は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

2 この規則による改正後の名古屋市地域療育センター条例施行細則第 7条第 

 1項の規定は、令和 6年 4月分の使用料から適用し、同年 3月分以前の使用 

料については、なお従前の例による。 
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 名古屋市児童福祉法等施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6年 3月29日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第38号 

 

   名古屋市児童福祉法等施行細則の一部を改正する規則 

                                    

 名古屋市児童福祉法等施行細則 (昭和41年名古屋市規則第84号) の一部を次 

のように改正する。 

 第 6条の 2の 3中「第 6条の 2の 2第 9項」を「第 6条の 2の 2第 8項」に 

改める。 

 第12条第 5項中「及び児童家庭支援センター」を「、児童家庭支援センター 

及び里親支援センター」に改める。 

 第14条の 2の次に次の 2条を加える。 

 （親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業及び意見表明等支援事 

業の届出） 

第14条の 3 法第34条の 7の 2第 2項の規定による親子再統合支援事業、社会 

 的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業の開始の届出は、親子再統 

 合支援事業等開始届（第17号様式の 5）によって行わなければならない。 

 2 法第34条の 7の 2第 3項の規定による親子再統合支援事業、社会的養護自 
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 立支援拠点事業又は意見表明等支援事業の変更の届出は、親子再統合支援事 

 業等変更届（第17号様式の 6）によって行わなければならない。 

 3 法第34条の 7の 2第 4項の規定による親子再統合支援事業、社会的養護自 

 立支援拠点事業又は意見表明等支援事業の廃止又は休止の届出は、親子再統 

 合支援事業等廃止・休止届（第17号様式の 7）によって行わなければならな 

 い。 

 （妊産婦等生活援助事業の届出） 

第14条の 4 法第34条の 7の 5第 2項の規定による妊産婦等生活援助事業の開 

 始の届出は、妊産婦等生活援助事業開始届（第17号様式の 8）によって行わ 

 なければならない。 

 2 法第34条の 7の 5第 3項の規定による妊産婦等生活援助事業の変更の届出 

 は、妊産婦等生活援助事業変更届（第17号様式の 9）によって行わなければ 

 ならない。 

 3 法第34条の 7の 5第 4項の規定による妊産婦等生活援助事業の廃止又は休 

 止の届出は、妊産婦等生活援助事業廃止・休止届（第17号様式の10）によっ 

 て行わなければならない。 

 第18条第 1項中「国立高度専門医療センター及び」を削り、「独立行政法人 

国立病院機構」の次に「及び国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センタ 

ー」を加え、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

 第17号様式の 4の次に次の 6様式を加える。 
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第17号様式の 5  

           親子再統合支援事業等開始届 

 

                          年  月  日 

 

 （宛先）名古屋市長 

 

                      住 所 

                      名 称 

                      代表者        

 

 児童福祉法第34条の 7の 2第 2項の規定により、親子再統合支援事業等の

開始について、次のとおり届け出ます。 

事 業 の 種 類  

事 業 の 内 容  

代表者の氏名又は法人の名称  

代 表 者 の 住 所 又 は 

法人の主たる事務所の所在地 
 

事業の用に供する施設の 

名 称 、 種 類 及 び 所 在 地 

名 称  

種 類  

所在地  

事 業 開 始 予 定 年 月 日 
 

併 せ て 提 出 す る 書 類 

 1  定款その他の基本約款 

 2  運営規程 

 3  主要職員の履歴書 

 4  収支予算書 

 5  事業計画書 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4とする。 
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第17号様式の 6  

           親子再統合支援事業等変更届 

 

 

                          年  月  日 

 

 （宛先）名古屋市長 

 

                      住 所 

                      名 称 

                      代表者        

 

   年  月  日付けで届け出た親子再統合支援事業等の事項の変更

について、児童福祉法第34条の 7の 2第 3項の規定により次のとおり届け出

ます。 

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変更年月日 

 

   

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4とする。 
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第17号様式の 7  

         親子再統合支援事業等廃止・休止届 

 

                          年  月  日 

 

 （宛先）名古屋市長 

 

                      住 所 

                      名 称 

                      代表者        

 

                            廃止 
   年  月  日付けで届け出た親子再統合支援事業等の  につい 
                            休止 

て、児童福祉法第34条の 7の 2第 4項の規定により次のとおり届け出ます。

事 業 の 種 類 
 

事 業 の 内 容 
 

廃止 
  しようとする年月日 
休止 

 

廃  止       の  理  由 
休  止 

 

現 に 便 宜 を 受 け て い 

る 者 に 対 す る 措 置 

 

休 止 の 予 定 期 間 
  

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4 とする。 
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第17号様式の 8  

          妊産婦等生活援助事業開始届 

 

                          年  月  日 

 

 （宛先）名古屋市長 

 

                      住 所 

                      名 称 

                      代表者        

 

 児童福祉法第34条の 7の 5第 2項の規定により、妊産婦等生活援助事業の

開始について、次のとおり届け出ます。 

事 業 の 種 類  

事 業 の 内 容  

代表者の氏名又は法人の名称  

代 表 者 の 住 所 又 は 

法人の主たる事務所の所在地 
 

事業の用に供する施設の 

名 称 、 種 類 及 び 所 在 地 

名 称  

種 類  

所在地  

事 業 開 始 予 定 年 月 日 
 

併 せ て 提 出 す る 書 類 

 1  定款その他の基本約款 

 2  運営規程 

 3  主要職員の履歴書 

 4  収支予算書 

 5  事業計画書 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4とする。 
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第17号様式の 9  

          妊産婦等生活援助事業変更届 

 

                          年  月  日 

 

 （宛先）名古屋市長 

 

                      住 所 

                      名 称 

                      代表者        

 

   年  月  日付けで届け出た妊産婦等生活援助事業の事項の変更

について、児童福祉法第34条の 7の 5第 3項の規定により次のとおり届け出

ます。 

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変更年月日 

 

   

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4 とする。 
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第17号様式の10  

          妊産婦等生活援助事業廃止・休止届 

 

                          年  月  日 

 

 （宛先）名古屋市長 

 

                      住 所 

                      名 称 

                      代表者        

 

                            廃止 
   年  月  日付けで届け出た妊産婦等生活援助事業の  につい 
                            休止 

て、児童福祉法第34条の 7の 5第 4項の規定により次のとおり届け出ます。

事 業 の 種 類 
 

事 業 の 内 容 
 

廃止 
  しようとする年月日 
休止 

 

廃  止       の  理  由 
休  止 

 

現 に 便 宜 を 受 け て い 

る 者 に 対 す る 措 置 

 

休 止 の 予 定 期 間 
  

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4とする。 
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   附 則 

 この規則は、令和 6年 4月 1日から施行する。 
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名古屋市屋外広告物条例施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  

 

令和 6 年 3 月29日 

 

 

  

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

  

名古屋市規則第39号 

 

名古屋市屋外広告物条例施行細則の一部を改正する規則 

 

名古屋市屋外広告物条例施行細則（昭和36 年名古屋市規則第60号）の一部を 

次のように改正する。 

 第 1 条中「以下」を「次条ただし書及び第 7 条の 2 第 3 号を除き、以下」に 

改める。 

第 3 条第 1 項中「及び」を「並びに」に改め、「第 5 条第 1 項」の次に「本 

文及び第 2 項」を加え、「別記第 1 号様式により」を「別記第 1 号様式による」

に改め、同条第 2 項中「次の」の次に「各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める」を加え、同項各号を次のように改める。 

(1) 条例第 4 条第 1 項及び条例第 5 条第 1 項本文の規定により許可を受けよ

うとする者 次の図書 

ア 広告物の表示又は広告物を掲出する物件（以下「掲出物件」という。）

の設置の場所及び状況を示す図面 

イ 形状、寸法、材料、構造、色彩及び意匠に関する仕様書及び図面 

5 

15 

10 
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ウ 条例第 3 条の 2 第 1 項に規定する広告物又は掲出物件については、広

告物の表示又は掲出物件の設置の場所及び状況を示す写真 

エ その他市長が必要と認めて指示した書類 

(2) 条例第 5 条第 2 項の規定により許可を受けようとする者 条例第13条の

2 第 1 項又は第 2 項に規定する点検の結果の報告書及びこれに関する写真 

第 3 条第 3 項及び第 4 項を削る。 

第 3 条の 2 中「第 5 条第 1 項」の次に「本文」を加え、「別記第 3 号様式」

を「別記第 2 号様式」に改める。 

第 4 条及び第 5 条を次のように改める。 

（許可期間の限度） 

第 4 条 条例第 4 条第 4 項の規定による許可の期間の限度は、 3 年とする。た

だし、はり紙、はり札その他これらに類するもの、立看板、広告旗、広告幕

又はアドバルーンにあっては、 3 月とする。 

（変更） 

第 5 条 条例第 5 条第 1 項本文に規定する規則で定める変更は、広告物又は掲

出物件をその許可当時の位置、表示内容、意匠、色彩、形状、規模又は特に

付せられた条件に変更を加えない程度で修繕し、補強し、又は塗り替える場

合をいう。 

2  条例第 5 条第 1 項ただし書の規則で定める事項は、表示内容、意匠又は色

彩とする。 

3  条例第 5 条第 1 項ただし書の規定により届出をしようとする者は、別記第

3 号様式による屋外広告物表示内容等変更届出書を市長に提出しなければな

らない。 

4  前項の届出書には、変更の内容を記載した図書を添付しなければならない。 

第 5 条の 2 第 3 項中「第 3 条第 2 項」の次に「（第 1 号に係る部分に限

る。）」を、「届出書」の次に「の提出」を加える。 

第 6 条の見出しを「（氏名等の変更等の届出）」に改める。 

第12条を次のように改める。 

第12条 削除 

附則第 4 項を削る。 
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別表第 1 広告物等規格表第 1 項（注）中「地域以外の地域」を「用途地域の

指定のない区域」に改め、同表第 4 項第 1 号を次のように改める。 

(1) 共通基準 

ア 運転者の注意力を著しく低下させるおそれのある蛍光し、反射し、

又は発光する塗料、材料その他これらに類するものを使用しないこと。 

イ 走行中に広告物の表示が変化しないこと。 

別表第 1 広告物等規格表第 4 項第 5 号を削り、同項第 6 号中「前各号に掲げ

る自動車」を「 前 2 号に掲げる自動車及び広告宣伝用自動車」に改め、同号を

同項第 5 号とし、同表第 5 項各号列記以外の部分を次のように改める。 

  電光表示装置等 

別表第 1 広告物等規格表第 5 項第 1 号中「 電光ニュースその他の」 を削り、 

同号イ及びウを次のように改める。 

イ 第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高

層住居専用地域及び第 2 種中高層住居専用地域、用途地域の指定のな

い区域並びに風致地区及び都市緑地法（ 昭和48年法律第72号） 第12条

第 1 項に規定する特別緑地保全地区には設置しないこと。ただし、自

己の居所、事業所若しくは営業所又は管理する土地若しくは物件に、 

管理上の必要に基づいて表示面積 0.5  平方メートル以下のものを設置

する場合は、この限りでない。 

ウ 第 1 種住居地域、第 2 種住居地域及び準住居地域に設置する場合 

(ｱ) 一つの電光表示装置の表示面積は、５平方メートル以下とするこ

と。 

(ｲ) 建築物又は工作物の壁面と一体になるように設置すること。ただ

し、地上に設置する場合は、この限りでない。 

(ｳ) 屋上には設置しないこと。 

別表第 1 広告物等規格表第 5 項第 2 号ア中「準住居地域」の次に「、用途地

域の指定のない区域並びに風致地区及び特別緑地保全地区」を加える。 

別表第 1 の 2 都市景観形成地区内における広告物等規格表第 2 項第 1 号ウ及

び同項第 2 号ウ中 
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「ウ その他 

  電光ニュースその他の電光表示装置及び映像（レーザー光線による 

場合を含む。）により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告 

物                              」 

「ウ 電光表示装置等 

  電光表示装置及び映像（レーザー光線による場合を含む。）により に 

建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物         」 

改め、同表第 3 項第 3 号中 

「(3) その他 

  電光ニュースその他の電光表示装置及び映像（レーザー光線による場 

合を含む。）により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物 」 

を 

「(3) 電光表示装置等 

  電光表示装置及び映像（レーザー光線による場合を含む。）により建 

築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物           」 

に改め、 同表第 4 項第 3 号中 

「(3) その他 

  電光ニュースその他の電光表示装置及び映像（レーザー光線による場 

合を含む。）により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物は、 

設置しないこと。ただし、表示に動きがないもの等、市長が周辺環境へ 

の十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りでない。     」 

を 

「(3) 電光表示装置等 

  電光表示装置及び映像（レーザー光線による場合を含む。）により建 

築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物は、設置しないこと。た 

だし、表示に動きがないもの等、市長が周辺環境への十分な配慮を行う 

ものと認めた場合は、この限りでない。              」 

に改め、 同表第 5 項第 3 号中 

を 
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「(3) その他 

  電光ニュースその他の電光表示装置及び映像（レーザー光線による場 

合を含む。）により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物は、 

設置しないこと。ただし、表示に動きがないもの等、周辺環境への十分 

な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優 

れているものと市長が認めた場合は、この限りでない。       」 

を 

「(3) 電光表示装置等 

  電光表示装置及び映像（レーザー光線による場合を含む。）により建 

築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物は、設置しないこと。た 

だし、表示に動きがないもの等、周辺環境への十分な配慮を行うもので 

あって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと市長 

が認めた場合は、この限りでない。                」 

に改め、 同表第 7 項第 3 号中 

「(3) その他 

  電光ニュースその他の電光表示装置及び映像（レーザー光線による場 

合を含む。）により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物は、 

設置しないこと。ただし、表示に動きがないもの等、市長が周辺環境へ 

の十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景観上デザイ 

ンが優れているものと認めた場合は、この限りでない。       」 

を 

「(3) 電光表示装置等 

  電光表示装置及び映像（レーザー光線による場合を含む。）により建 

築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物は、設置しないこと。た 

だし、表示に動きがないもの等、周辺環境への十分な配慮を行うもので 

あって、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと市長 

が認めた場合は、この限りでない。                」 

に改め、同表第 8 項第 3 号中 

「(3) その他 

  電光ニュースその他の電光表示装置及び映像（レーザー光線による場 

312



合を含む。）により建築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物は、 

設置しないこと。ただし、一つの表示面の表示面積が 0.5  平方メートル 

以下のもので、かつ、市長が周辺環境への十分な配慮を行うものであっ 

て、公共性の高いもの又は景観上デザインが優れているものと認めた場 

合は、この限りでない。                     」 

を 

「(3) 電光表示装置等 

  電光表示装置及び映像（レーザー光線による場合を含む。）により建 

築物又は工作物の壁面に直接表示される広告物は、設置しないこと。た 

だし、一つの表示面の表示面積が 0.5  平方メートル以下のもので、かつ、 

周辺環境への十分な配慮を行うものであって、公共性の高いもの又は景 

観上デザインが優れているものと市長が認めた場合は、この限りでない。」 

に改める。 

別表第 2 手数料表を次のように改める。 
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別表第 2  手数料表 

区分 単位（ 1 件）  手数料の額 

広告塔及び広

告板（立看板

を除く。） 

電光表示装置を

有しないもの 

面積 5 平方メートル（長

さによる場合は 5 メート

ル。以下同じ。） 

1,300円  

（600円）

電光表示装置を

有するもの 
面積 5 平方メートル 

1,900円  

（1,200円）

建築物又は工

作物に直接表

示するもの 

電光表示装置を

有しないもの 
面積 5 平方メートル 

1,300円  

（600円）

電光表示装置を

有するもの 
面積 5 平方メートル 

1,900円  

（1,200円）

電柱広告、標識広告及びこれ

らに類するもの 
1 個 300  円  

立看板及び広告旗 1 個 150円  

広告幕 1 個 500円  

アドバルーン 1 個 700円  

広告宣伝用自動車 車体 1 台 9,000   円  

車体広告（広

告宣伝用自動

車に係るもの

を除く。） 

面積 3 平方メー

トル以下のもの

又は乗合自動車

で枠方式による

もの 

車体 1 台 900円  

その他のもの 車体 1 台 4,500   円  

はり紙、はり札及びこれらに

類するもの 
100  枚 400円  

その他のもの 1 個 500  円  

備考 

 （ ）内の額は、許可期間が 1 年以下の場合に適用する。 
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別記第 1 号様式から別記第 3 号様式を次のように改める。
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第 1 号様式 

屋 外 広 告 物 許 可 申 請 書（新規・変更・継続） 

年  月  日   

 （宛先）名古屋市長 

申請者  住 所             

（表示・設置者）氏 名             

（法人の場合は所在地、名称及び代表者氏名）   

電 話   （  ）       

 名古屋市屋外広告物条例 

第 4 条第 1 項 

第 5 条第 1 項本文 の規定により、次のとおり申請します。 

第 5 条第 2 項 

1  表示又は設置の

場所 
     区 

2  種 類   3  数 量   

4  表 示 面 積 面 積 規 模 

内訳   平方メートル   

計                 平方メートル 

5  主な表示内容  

□表示内容等を 3 月以内ごとに変更 

6  表示又は設置の

期間 
  年 月 日から  年 月 日まで 

7  管 理 者 住 所 

氏 名            電話  （  ） 

8  前 許 可 日   年  月  日 9  前 許 可 番 号 第     号 

10 土地、建物等の

所有者 

住 所 

氏 名                          

11 広告物又は掲出

物件の所有者 

住 所 

氏 名                          

12 広告物又は掲出

物件の占有者 

住 所 

氏 名                          

13 工 事 施 工 者 住 所 

氏 名       電話  （  ） 

登録番号 

14 工事着手予定日   年  月  日 15 工事完了予定日 年  月  日 

16 景観計画におけ

る区分 

□大規模広告物  

□都市景観形成地区（      地区） 

17 他の法令、条例

又は規則による

出願、届出又は

許可の日 

  

18 公益認定の申請

の有無 

□有 名古屋市屋外広告物条例第 7 条第 4 項第 1 号の規定による

公益上必要な広告物としての認定を同条例施行細則第 9 条の

規定により申請します。 

  （表示又は設置の目的：               ） 

□無 

  ※名古屋市受付 

  

※手数料金額 

 (注) 1  該当する□の中にレ印をつけてください。 
   2  13 以降の欄は、継続の許可の申請の場合は記入する必要はありません。 
   3  ※印のある欄は、記入しないでください。 
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4 とする。 

316



 

第 2 号様式 

屋 外 広 告 物 許 可 書 

 

住 所            

          氏 名          様 

 

 先に申請のあったことは、次のとおり許可します。 

 

   年  月  日 

名古屋市長          印 

 

表示又は設置の場所     区 

種 類   数 量   

表 示 面 積 面 積 規 模 

内訳 平方メートル 

 

 

計                平方メートル 

主 な 表 示 内 容 
 

 

期 間   年 月 日から  年 月 日まで 

管 理 者 
住 所 

氏 名          電話  （  ）    

許 可 の 条 件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4 とする。 
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第 3 号様式 

屋外広告物表示内容等変更届出書 

 

  年  月  日 

 

（宛先）名古屋市長 

 

 （表示・設置者）住 所 

氏 名            

（法人の場合は所在地、名称及び代表者氏名） 

電 話   （  ）  

     

名古屋市屋外広告物条例第 5 条第 1 項ただし書の規定により、次のとおり届

け出ます。 

1  表示又は設置の場所    区 

2  種 類   3  数  量   

4  許 可 日    年   月   日 

5  許 可 番 号 第      号 

6  変 更 内 容 

（変更前） 
 
（変更後） 
 

7  工 事 施 工 者 
住所 

氏名     電話  （  ） 

登録番号 

 

8  工事着手予定日  年 月 日 9  工事完了予定日  年 月 日 

10  景観計画における区分 
□大規模広告物 

□都市景観形成地区（       地区） 

  

※ 名 古 屋 市 受 付 

  

（注） 1  該当する□の中にレ印をつけてください。 

   2  ※印のある欄は、記入しないでください。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4 とする。
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別記第 5 号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に、「設置場所」を「設置

の場所」に改める。 

別記第 7 号様式から別記第 8 号様式（その 2 ）までを次のように改める。 

第 7 号様式及び第 8 号様式 削除 

 

   附 則 

1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

2  この規則による改正後の名古屋市屋外広告物条例施行細則（以下「新規則」 

という。 ）の規定（第 1 条、第 5 条、第 6 条、第12 条、別表第 2 、別記第 3  

号様式、別記第 5 号様式、別記第 7 号様式及び別記第 8 号様式の規定を除

く。）は、令和 6 年10月 1 日（以下「適用日」という。）以後に許可期間

が開始する許可について適用し、 適用日前に許可期間が開始する許可につ

いては、 なお従前の例による。 

3  新規則第 5 条及び別記第 3 号様式の規定は、適用日以後の変更に係る許可

の申請を行う場合について適用し、適用日前の変更に係る許可の申請を行う

場合については、なお従前の例による。 

4  新規則別表第 2 の規定は、適用日以後に許可期間が開始する許可に係る手

数料について適用し、適用日前に許可期間が開始する許可に係る手数料につ

いては、なお従前の例による。 

5  この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市屋外広告物条例 

施行細則（ 以下「 旧規則」 という。 ） の規定に基づいて提出されている申請

書等は、新規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。 

6  この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、

新規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。 
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名古屋市営住宅条例施行細則及び名古屋市定住促進住宅条例施行細則の一部 

を改正する規則をここに公布する。 

 

 

   

  令和 6 年 3 月29 日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第40 号 

 

   名古屋市営住宅条例施行細則及び名古屋市定住促進住宅条例施行 

   細則の一部を改正する規則 

 

 （名古屋市営住宅条例施行細則の一部改正） 

第 1 条 名古屋市営住宅条例施行細則（平成 9 年名古屋市規則第 114  号）の一 

部を次のように改正する。                       

  第 1 条中「地方自治法施行令（昭和22 年政令第16 号）第 158  条第 1 項の規 

定に基づく」を削る。 

  第 3 条の 2 第 3 号中「前号」を「前 2 号」に改め、同号を同項第 4 号とし、

 同項第 2 号の次に次の 1 号を加える。 

  (3) 公営住宅への入居を希望する者と、互いを人生のパートナーとし、生 

   活共同体を構築することを約した関係にあると愛知県知事が定めるとこ 

ろにより認められた者 

  第 8 条第 2 項第 2 号中「第 3 条の 2 第 2 号」の次に「又は第 3 号」を加え 

る。 
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  第13 条第 1 項第 4 号の表 2 の項中 

 「 

(6) 所得税法第 2 条第 1 項第30号に規定する寡婦又は同項第31号

に規定するひとり親で、現に18歳に満たない者と同居し、その

者を同項第34号に規定する扶養親族としているもの 

                                」 

 「 

(6) 所得税法第 2 条第 1 項第30号に規定する寡婦又は同項第31号 

に規定するひとり親で、現に18 歳に達する日以後の最初の 3 月 

31 日までの間にある者と同居し、その者を同項第34号に規定す

る扶養親族としているもの 

                                 」 

 改める。 

  第22 号様式の 9 備考第 2 項に次のただし書を加える。 

ただし、市長は、必要があると認めるときは、この様式に定める規格を

縮小した規格で作成することができる。 

（名古屋市定住促進住宅条例施行細則の一部改正） 

第 2 条 名古屋市定住促進住宅条例施行細則（平成 9 年名古屋市規則第 115  号）

の一部を次のように改正する。 

  第 1 条中「地方自治法施行令（昭和22 年政令第16 号）第 158  条第 1 項の規

定に基づく」を削る。 

  第 4 条の 2 第 3 号中「前号」を「前 2 号」に改め、同号を同項第 4 号とし、 

同項第 2 号の次に次の 1 号を加える。 

  (3) 定住促進住宅への入居を希望する者と、互いを人生のパートナーとし、 

   生活共同体を構築することを約した関係にあると愛知県知事が定めると

ころにより認められた者 

  第 5 条第 1 項第 1 号中「35 歳」を「40 歳」に改め、「前条第 2 号」の次に

「又は第 3 号」を加え、同項第 2 号中「中学校若しくは小学校若しくはこれ

らに準ずる学校に在学する者又は小学校若しくはこれに準ずる学校就学の始

期に達するまでの」を「18 歳に達する日以後の最初の 3 月31 日までの間にあ

を 

に 
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る」に改める。 

  第13 条第 1 項第 2 号中「小学校又はこれに準ずる学校就学の始期に達する

までの者があり、かつ、収入が 268,000 円以下である」を「18 歳に達する日

以後の最初の 3 月31 日までの間にある者又は出産する予定の者がある」に改

め、同条第 5 項中「超えない」の次に「範囲内で月を単位として定める」を

加え、同項ただし書中「減額期間は、」の次に「通算して10 年を超えない範

囲内で」を加える。 

  第11 号様式の11 備考第 2 項に次のただし書を加える。 

ただし、市長は、必要があると認めるときは、この様式に定める規格を

縮小した規格で作成することができる。 

 

附 則 

 （施行期日） 

1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

 （経過措置） 

2  第 2 条の規定による改正後の名古屋市定住促進住宅条例施行細則第13条第

1 項及び第 5 項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に定住促進住宅

に入居している者に対する家賃の減額の基準の適用については、なお従前の

例による。 
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 名古屋市都市公園条例施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第41号 

 

   名古屋市都市公園条例施行細則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市都市公園条例施行細則（昭和34年名古屋市規則第14号）の一部を次 

のように改正する。 

第 6 条第 1 項中「（有料予定公園施設を含む。以下同じ。）」を削る。 

第18条第 1 項中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同項第 6 号中 

「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同項中 

第 9 号を第10号とし、第 8 号を第 9 号とし、第 7 号を第 8 号とし、第 6 号の次 

に次の 1 号を加える。 

(7) 難病法第28条第 2 項に規定する指定難病要支援者証明事業により発行さ 

れる登録者証 

別表第 1 中 

「  

二の丸東駐車場 

（名城公園） 

 1 月 2 日から12月28日まで  午前 8 時30分から 

午後 6 時30分まで 
あ  
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駐車場（白川公 

園） 

 1 月 4 日から12月28日まで  午前 8 時から午後 

 9 時まで 

                                  」 

を 

「 

二の丸東駐車場 

（名城公園） 

 1 月 2 日から12月28日まで  午前 8 時30分から 

午後 6 時30分まで 

                                  」 

に改める。 

別表第 2   1 駐車場の使用料の表中 

「 

名 城 公 園   1 台 1 回 

 大型自動車        600円 

 普通自動車       180円 

 自動二輪車及び 
             100円 
 原動機付自転車 

白 川 公 園   1 台 1 回 

 

 

 普通自動車       180円 

 自動二輪車及び 
             100円 
 原動機付自転車 

                                  」 

を 

「 

名 城 公 園   1 台 1 回 

 大型自動車        600円 

 普通自動車       180円 

 自動二輪車及び 
             100円 
 原動機付自転車 

                                  」 

に改め、同表備考中「、白川公園」を削る。 
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別表第 3 中 

「 

名 城 公 園 駐 車 場 30分利用で 

きる駐車券 

11枚つづり 

又は11枚組 

1冊 1,800円 

白 川 公 園 

鶴 舞 公 園 1冊 2,000円 
若 宮 大 通 公 園 1冊 1,800円 

」 

を 

「 

名 城 公 園 駐 車 場 30分利用で 

きる駐車券 

11枚つづり 

又は11枚組 

1冊 1,800円 

鶴 舞 公 園 1冊 2,000円 

若 宮 大 通 公 園 1冊 1,800円 

                                                                   」 

に改める。 

 

附 則 

 1  この規則は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 6 条の改正規定 

は公布の日から、第18条の改正規定及び次項の規定は令和 6 年 4 月 1 日（以 

下「一部施行日」という。）から施行する。 

12  この規則による改正後の名古屋市都市公園条例施行細則第18条の規定は、 

 一部施行日以後の使用に係る使用料について適用し、一部施行日前の使用に 

係る使用料については、なお従前の例による。 
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名古屋市指定居宅サービス事業所等の指定の申請等に関する規則の一部を改 

正する規則をここに公布する。 

 

 

 

令和 6年 3月29日 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第42号 

 

名古屋市指定居宅サービス事業所等の指定の申請等に関する規則 

の一部を改正する規則 

 

名古屋市指定居宅サービス事業所等の指定の申請等に関する規則（平成24年

名古屋市規則第81号）の一部を次のように改正する。 

第 1条中「、介護保険法（平成 9年法律第 123号。以下「法」という。）及

び介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）に定めるもののほか」を削

る。 

第 2条中「法第70条第 1項」を「介護保険法（平成 9年法律第 123号。以下

「法」という。）第70条第 1項」に改め、「、法第78条の 2第 1項、法第79条

第 1項」を削り、「、法第 115条の 2第 1項、法第 115条の12第 1項及び法第 

115条の22第 1項」を「及び法第 115条の 2第 1項」に改め、「指定の申請」

の次に「（これと同時にする法第72条の 2第 1項ただし書及び法第 115条の 2 

の 2第 1項ただし書の規定による申出を含む。）」を加え、「指定（開設許可）

申請書（第 1号様式）」を「介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣 
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が定める様式（令和 5年厚生労働省告示第 331号。以下「告示」という。）別

紙様式第 1号(1) 」に改め、同条に次の 1項を加える。 

2 法第78条の 2第 1項、法第79条第 1項、法第 115条の12第 1項及び法第 

115条の22第 1項の規定による指定の申請（これと同時にする法第78条の 2

の 2第 1項ただし書及び法第 115条の12の 2第 1項ただし書の規定による申

出を含む。）は、告示別紙様式第 2号(1) に市長が定める書類を添付して行

うものとする。 

第 3条中「法第78条の12、」及び「、法第 115条の21及び法第 115条の31」 

を削り、「、法第79条の 2第 1項、法第86条の 2第 1項及び健康保険法等の一

部を改正する法律（平成18年法律第83号）による改正前の法（以下「旧法」と

いう。）第 107条の 2第 1項」を「及び法第86条の 2第 1項」に、「指定（開

設許可）更新申請書（第 2号様式）により」を「告示別紙様式第 1号(2) に市

長が定める書類を添付して」に改め、同条に次の 1項を加える。 

2 法第70条の 2第 1項（法第78条の12、法第 115条の21及び法第 115条の31

において準用する場合に限る。）及び法第79条の 2第 1項の規定による指定

の更新の申請は、告示別紙様式第 2号(2) に市長が定める書類を添付して行

うものとする。 

第 3条の次に次の 1条を加える。 

（指定特定施設入居者生活介護の利用定員の増加の申請） 

第 3条の 2 法第70条の 3第 1項の規定による申請は、告示別紙様式第 1号(3) 

に市長が定める書類を添付して行うものとする。 

第 4条中「指定を不要とする旨の申出書（第 3号様式）」を「告示別紙様式

第 1号(4) 」に改める。 

第 5条中「、法第78条の 5第 1項、法第82条第 1項」を削り、「、法第 115

条の 5第 1項、法第 115条の15第 1項、法第 115条の25第 1項及び旧法第 111 

条」を「及び法第 115条の 5第 1項」に、「変更届出書（第 4号様式）により」 

を「告示別紙様式第 1号(5) に市長が定める書類を添付して」に改め、同条に

次の 1項を加える。 

2 法第78条の 5第 1項、法第82条第 1項、法第 115条の15第 1項及び法第 

 115条の25第 1項の規定による変更の届出は、告示別紙様式第 2号(4) に市
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長が定める書類を添付して行うものとする。 

第 6条の見出し中「等」を削り、同条中「第75条」を「第75条第 1項」に改 

め、「、法第78条の 5、法第82条」を削り、「第99条」を「第99条第 1項」に、 

「第 113条」を「第 113条第 1項」に、「、法第 115条の 5、法第 115条の15

及び法第 115条の25」を「及び法第 115条の 5第 1項」に改め、「による」の

次に「再開の」を加え、「事業の再開に係るものにあっては再開届出書（第 5

号様式）により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書

（第 6号様式）により、それぞれ」を「告示別紙様式第 1号(6) に市長が定め

る書類を添付して」に改め、同条に次の 1項を加える。 

2 法第78条の 5第 1項、法第82条第 1項、法第 115条の15第 1項及び法第 

 115条の25第 1項の規定による再開の届出は、告示別紙様式第 2号(5) に市

長が定める書類を添付して行うものとする。 

第 6条の次に次の 1条を加える。 

（廃止又は休止の届出） 

第 6条の 2 法第75条第 2項、法第99条第 2項、法第 113条第 2項及び法第 

 115条の 5第 2項の規定による届出は、告示別紙様式第 1号(7) に市長が定

める書類を添付して行うものとする。 

 2 法第78条の 5第 2項、法第82条第 2項、法第 115条の15第 2項及び法第 

 115条の25第 2項の規定による届出は、告示別紙様式第 2号(3) に市長が定

める書類を添付して行うものとする。 

第 7条中「、法第91条及び旧法第 113条」を削り、「指定辞退届出書（第 7 

号様式）により」を「告示別紙様式第 2号(6) に市長が定める書類を添付して」 

に改め、同条に次の 1項を加える。 

2 法第91条の規定による指定の辞退は、告示別紙様式第 1号(8) に市長が定

める書類を添付して行うものとする。 

 第 8条中「介護老人保健施設・介護医療院開設許可事項変更許可申請書（第 

8号様式）により」を「告示別紙様式第 1号(9) に市長が定める書類を添付し

て」に改める。 

第 9条中「介護老人保健施設・介護医療院管理者承認申請書（第 9号様式）

により」を「告示別紙様式第 1号(10)に市長が定める書類を添付して」に改め
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る。 

 第10条中「介護老人保健施設・介護医療院広告事項許可申請書（第10号様式） 

により」を「告示別紙様式第 1号(11)に市長が定める書類を添付して」に改め

る。 

 第11条を次のように改める。 

（指定介護予防支援の委託の届出） 

第11条 介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第 140条の35第 1項

及び第 2項の規定による届出は、告示別紙様式第 2号(7) により行うものと

する。 

第 1号様式から第11号様式までを削る。 

 

附 則 

1  この規則は、令和 6年 4月 1日（以下「施行日」という。）から施行する。 

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市指定居宅サービ

ス事業所等の指定の申請等に関する規則の規定に基づいて提出されている申

請書等は、この規則による改正後の名古屋市指定居宅サービス事業所等の指

定の申請等に関する規則（以下「新規則」という。）の規定に基づいて提出

されたものとみなす。 

3 施行日以後に受ける指定又は許可の申請をする者で市長が定めるものに対

する新規則の適用については、なお従前の例による。 
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 名古屋市国民健康保険条例施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

 

 

 

  令和 6年 3月29日 

   

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第43号 

 

   名古屋市国民健康保険条例施行細則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市国民健康保険条例施行細則（昭和36年名古屋市規則第16号）の一部 

を次のように改正する。 

 第14条の 3第 1項第 1号中「同条第 3項」を「同条ただし書」に、「同条第 

1項又は第 2項」を「同条本文」に改め、「（一般被保険者と退職被保険者等

とが一の世帯に属する場合には、これらの基礎賦課額の合算額。以下この条に 

おいて同じ。）」を削り、同項第 2号中「同条第 3項」を「同条ただし書」に、

「同条第 1項又は第 2項」を「同条本文」に改め、「（一般被保険者と退職被

保険者等とが一の世帯に属する場合には、これらの後期高齢者支援金等賦課額

の合算額。以下この条において同じ。）」を削り、同条第 2項各号中「同条第 

 3項」を「同条ただし書」に、「同条第 1項又は第 2項」を「同条本文」に改

め、同条第 3項中「未就学児の数が」を「未就学児（第19条の 3第 1項に規定

する未就学児をいう。以下この項において同じ。）の数が」に改める。 

 附則第20条中「令和 6年 3月」を「令和 7年 3月」に改める。 
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別表中 

「 

 2 

 

省令附則第 5条及び第 6 

条 

第 2号 国民健康保険退職被保険 

者等異動届 
 を 

                                 」 

「 

 2  第 2号 削除  に、 

                                 」 

「 

 4の 2 

 

省令第 6条第 1項 第 4号 

の 2 

国民健康保険被保険者証 
 を 

                                 」 

「 

 4の 2 

 

 第 4号 

の 2 

削除 
 に 

                                 」 

改める。 

別記様式第 2号を次のように改める。 

第 2号 削除 

 別記様式第 4号の 2を次のように改める。 

第 4号の 2 削除 

別記様式第 8号の 1中 

「 

療養を受けた 

被保険者氏名 
 

退職被保険者等 

の該当の有無 

 

 を 

個 人 番 号  

                                 」 
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「 

療養を受けた 

被保険者氏名 
  

 

 に改め 

個 人 番 号   
 

                                 」 

る。 

別記様式第 8号の 2中 

「 

退職被保険者等の 

該 当 の 有 無 

 

 を 

傷 病 名 

 

                     」 

「 

傷 病 名 

 

 に改める。 

                     」 

 別記様式第 8号の 7中 
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「 

傷 病 名 

 

退職被保険者等の該当の 

 

有無 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                  」 
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「 

傷 病 名 

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

                  」 

 別記様式第20号中 

「 

氏 名  

退職被保  
険者等の  
該当の有無 

  を 個人番号  

生年月日         年  月  日 

                                   」 
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「 

氏 名  

 に 個 人 番 号  

生 年 月 日 年   月   日 

                                   」 

改める。 

 

   附 則 

1 この規則は、令和 6年 4月 1日（以下「施行日」という。）から施行する。 

ただし、附則第20条の改正規定は、公布の日から施行する。 

 2 この規則による改正後の名古屋市国民健康保険条例施行細則（以下「新規

則」という。）第14条の 3の規定は、令和 6年度分の保険料から適用し、令

和 5年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

 3 新規則別記様式第 8号の 1、別記様式第 8号の 2、別記様式第 8号の 7及

び別記様式第20号の規定は、施行日以後の療養分から適用し、同日前の療養

分については、なお従前の例による。 

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市国民健康保険条

例施行細則（以下「旧規則」という。）の規定に基づいて提出されている申

請書は、新規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。 

5 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、

新規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。 
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名古屋市立中央看護専門学校規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

令和 6年 3月29日 

 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第44号 

 

名古屋市立中央看護専門学校規則の一部を改正する規則 

 

名古屋市立中央看護専門学校規則（昭和50年名古屋市規則第40号）の一部を

次のように改正する。 

第 2条第 1項の表中 

「 

看護第一学科  3年  3 年課程（全日制） 

を 

看護第二学科  4年  3 年課程（昼間定時制） 

                               」 

「 

看護第二学科  4年  3 年課程（昼間定時制） に 

                               」 
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改め、同条第 2項中「看護第一学科にあっては 6年、看護第二学科にあっては」 

を削る。 

第 3条の表中 

「 

看護第一学科 40人 40人 40人 

を 

看護第二学科 40人 80人 40人 

                                」 

「 

看護第二学科 40人 40人 40人 に 

                                」 

改める。 

 第 7条中「看護第一学科にあっては別表第 1、看護第二学科にあっては別表

第 2」を「別表」に改める。 

 第12条の 2第 2項中「別表第 1基礎分野の項及び別表第 2基礎分野の項」を

「別表基礎分野の項」に改める。 

 第24条中「第 2条第 1項に定める修業年限」を「 4年」に、「看護第一学科

にあっては別表第 1に定める単位を、看護第二学科にあっては別表第 2」を「 

別表」に改める。 

 別表第 1を削り、別表第 2を別表とする。 

              「看護第一学科 
 第 1号様式及び第 4号様式中        を「看護第二学科」に改める。 

看護第二学科」 
 

 

附 則 

 この規則は、令和 6年 4月 1日から施行する。 
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 名古屋市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正す 

る規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6年 3月29日 

 

 

                 名古屋市長   河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第45号 

 

   名古屋市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一 

   部を改正する規則 

 

 名古屋市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（平成 8年名古 

屋市規則第41号）の一部を次のように改正する。 

 第10条第 1項中「第33条第 7項」を「第33条第 9項」に改め、「第13号様式

の 2）」の次に「、同条第 6項の規定による入院期間の更新の場合にあっては

医療保護入院者の入院期間更新届（第14号様式）」を加え、「医療保護入院同 

意書」を「医療保護入院に関する家族等同意書」に改め、「第15号様式）」の 

次に「（同条第 6項の規定による入院期間の更新の場合にあっては医療保護入

院期間の更新に関する家族等同意書（第15号様式の 2））」を加え、同条第 2 

項中「第33条の 7第 5項」を「第33条の 6第 5項」に改める。 

 第13条第 1項中「、同条第 2項において準用する同条第 1項の規定による報

告は医療保護入院者の定期病状報告書（第22号様式）によって」を削り、「第

22号様式の 2」を「第22号様式」に改める。 
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 第18条中「第33条の 7第 1項」を「第33条の 6第 1項」に改める。 

第 6号様式中「訪問指導等」を「訪問支援等」に改める。 

第 9号様式（裏）中「訪問指導」を「訪問支援」に改める。 

 第13号様式（表）中「同条第 7項の規定により」を「同条第 9項の規定によ

り、次のとおり」に、 

「 

家族等の同意により   
入院した年月日 

年  月  日 を 

                   」 

「 

家族等の同意により   
入院した年月日 

年  月  日 

に改め、同様式（裏）中 
今回の医療保護   
入院の入院期間 

年  月  日まで 

                   」 

「 

        を 

                           」 

「 

        に改める。 

                           」 

 第13号様式の 2（表）中「同条第 7項」を「同条第 9項」に改める。 

 第14号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

「 

入院を必要と認め  
た精神保健指定医   
氏 名 

署名 

                   」 

「 

入院を必要と認め  
た精神保健指定医   
氏 名 

署名 

選任された退院後 
生活環境相談員の 
氏 名 

 

                   」 
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第14号様式（表） 
医療保護入院者の入院期間更新届 

年  月  日 
（宛先）名古屋市長 

病院所在地 
病 院 名 
管理者氏名 

 
下記の医療保護入院者の入院期間を更新しましたので、精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律第33条第 9項の規定により、次のとおり届け出ます。 

医 療 保 護 入 院 者 
氏 名  性別 男・女 

生年
月日 

年 月 日 
（満 歳） 

住 所  

医療保護入院年月日
（第33条第 1項・第 
 2項による入院） 

年  月  日 
今回の入院
年 月 日 

年  月  日 
（入院形態   ） 

入院届又は前回の入 
院期間更新届での 
入 院 期 間 

年  月  日 
～   年  月  日 

本更新後の
入 院 期 間 

年  月  日まで 

病 名 
1 主たる精神障害 

ICDｶﾃｺﾞﾘｰ（ ） 
2 従たる精神障害 

ICDｶﾃｺﾞﾘｰ（ ） 
3 身体合併症 

入院又は前回更新日
からの治療の内容
と、その結果（更新
前の入院期間に係る
病状または状態像の
経過の概要）  

症 状 の 経 過 1 悪化傾向  2 動揺傾向  3 不変  4 改善傾向 

＜現在の精神症状＞ Ⅰ 意識 
 
Ⅱ 知能（軽度障害、中等度障害、重度障害） 
 
Ⅲ 記憶 
 
Ⅳ 知覚 
 
Ⅴ 思考 
 
Ⅵ 感情・情動 
 
Ⅶ 意欲 
 
Ⅷ 自我意識 
 
Ⅸ 食行動 

＜その他の重要な症
状＞ 
 

  

＜問題行動等＞ 
 

  

＜現在の状態像＞ 
 

  

医 療 保 護 入 院 の 

必 要 性 

患者自身の病気

に対する理解の

程度を含め、任

意入院が行われ

る状態にないと

判断した理由に

ついて記載して

ください。 
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（裏） 

今後の治療方針（患

者本人の病識や治療

への意欲を得るため

の取組等を含む。） 

 

本更新に係る診察の

年月日 
    年  月  日 

更新が必要と診断 

した精神保健指定医 

氏 名 

署名 

退院に向けた取組の

状況（選任された退

院後生活環境相談員

との相談状況、地域

援助事業者の紹介状

況、医療保護入院者

退院支援委員会での

審議内容等につい

て） 

医療保護入院者退院支援委員会での審議が行われた年月日

（    年  月  日） 

今回の更新の直前の

入院又は更新に同意

を し た 家 族 等 

氏 名   性 別 男・女 
生 年

月 日 
年 月 日 

住 所 
  

 
続柄  

氏 名   性 別 男・女 
生 年

月 日 
年 月 日 

住 所 
 

  
続柄  

1 配偶者 2 父母（親権者で ある・ない） 3 祖父母等 

4 子・孫等 5 兄弟姉妹 6 後見人又は保佐人 

7 家庭裁判所が選任した扶養義務者(選任年月日 年 月 日) 

8 市町村長 

今回の更新に同意を

した家族等（上記の

家族等と同じ場合は

記載不要） 

氏 名  性 別 男・女 
生 年

月 日 
年 月 日 

住 所 
 

 
続柄  

氏 名  性 別 男・女 
生 年

月 日 
年 月 日 

住 所 
 

 
続柄  

1 配偶者 2 父母（親権者で ある・ない） 3 祖父母等 

4 子・孫等 5 兄弟姉妹 6 後見人又は保佐人 

7 家庭裁判所が選任した扶養義務者（選任年月日 年 月 日） 

8 市町村長 

法第33条第 8項の 

規定に基づき家族 

等の同意を得たも 

のとみなした場合 

は 、 そ の 旨 等 

□ 法第33条第 8項の規定に基づき、家族等の同意を得たものとみな

した。 

家族等へ通知を発した日     年  月  日 

家族等に示した回答期限     年  月  日 

（回答期限は、通知を発した日から 2週間を経過した日であることに

留意） 

通知をした家族等との連絡等の記録（直近 2件） 

    年  月  日（□面会 □電話 □その他（   ）） 

    年  月  日（□面会 □電話 □その他（   ）） 
  

審 査 会 の 意 見   

名 古 屋 市 の 措 置   

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4とする。 
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 第15号様式中「医療保護入院同意書」を「医療保護入院に関する家族等同意

書」に、 

「         「 

       を                 に改め、同様式の 

        」                 」 

次に次の 1様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院管理者 様 

                                          

 

病院管理者 様 
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第15号様式の 2 

 

医療保護入院期間の更新に関する家族等同意書 

 

 

1 医療保護入院期間の更新に関する同意の対象となる精神障害者本人 

氏 名  生年 

月日 
  年  月  日 

住 所 
 

 

2 医療保護入院期間の更新に関する同意者の申告事項 

氏 名  
生年 

月日 
年  月  日 

住 所  

氏 名  
生年 

月日 
年  月  日 

住 所  

本人との関係  

1 配偶者  2 父母（親権者で ある・ない） 3 祖父母等 

4 子・孫等  5 兄弟姉妹  6 後見人又は保佐人 

7 家庭裁判所が選任した扶養義務者（           ） 

                 （選任年月日  年  月  日） 

なお、以下のいずれにも該当しないことを申し添えます。 

①本人と訴訟をした者、本人と訴訟をした者の配偶者又は直系血族 ②家庭裁判所で免ぜられた

法定代理人、保佐人、補助人 ③本人に対して児童虐待、高齢者虐待若しくは障害者虐待を行っ

た者、身体に対する暴力等を行った配偶者又はこれらに準ずる者 ④精神の機能の障害により本

人の入院及び処遇についての意思表示を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を

適切に行うことができない者 ⑤未成年者 

 

   以上について、事実と相違ないことを確認した上で、 1の者について貴病院における入院の期間を更

新させることに同意します。 

 

病院管理者 様 

                                                         年  月  日  

 

                                 氏 名          

 

                                 氏 名          

注 親権者が両親の場合は、両親とも署名してください。 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4 とする。 
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 第16号様式中「第33条の 7第 1項」を「第33条の 6第 1項」に改める。 

 第17号様式（表）中「第33条の 7第 2項」を「第33条の 6第 2項」に改める。 

 第19号様式中「訪問指導等」を「訪問支援等」に改める。 

 第21号様式（表）中 

「 

生活歴及び現病歴 
推定発病年月、精神科受診 

歴（平成20年 3月31日以前 

に広告している神経科にお 

ける受診歴を含む。）等を 

記載してください。 

 

 

（陳述者氏名        続柄   ） 

初 回 入 院 期 間 

前 回 入 院 期 間 

初回から前回まで 

の 入 院 回 数 

  年  月  日  ～  年  月  日（入院形態     ） 

  年  月  日  ～  年  月  日（入院形態     ） 

   計   回  

」 

を削り、 

「 

処 遇 、 看 護 及 び 

指 導 の 現 状 

隔 離 ⅰ 多用  ⅱ 時  々  ⅲ ほとんど不要 

注意必要度 
ⅰ 常に厳重な注意   ⅱ 随時一応の注意 

ⅲ ほとんど不要 

日常生活の 

介助指導 

必 要 性 

ⅰ 極めて手間の掛かる介助 ⅱ 比較的簡単な介

助と指導     ⅲ 生活指導を要する 

ⅳ その他（        ） 

」 

を 
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「 

処 遇 、 看 護 及 び 

指 導 の 現 状 

隔 離 ⅰ 多用  ⅱ 時  々  ⅲ ほとんど不要 

注意必要度 
ⅰ 常に厳重な注意   ⅱ 随時一応の注意 

ⅲ ほとんど不要 

日常生活の 

介助指導 

必 要 性 

ⅰ 極めて手間の掛かる介助 ⅱ 比較的簡単な介

助と指導     ⅲ 生活指導を要する 

ⅳ その他（        ） 

退院に向けた取組

の状況（選任された

退院後生活環境相

談員との相談状況、

地域援助事業者の

紹介状況等につい

て） 

選任された退院後生活環境相談員（            ） 

 

地域援助事業者の紹介について本人や家族等からの求め又は必

要性の有無 （あり・なし） 

 

上記で「あり」の場合の紹介状況 

 

 

                                  」 

に改める。 

 第22号様式を削り、第22号様式の 2（表）中 
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「 

病 名 
1 主たる精神障害 
  ICDｶﾃｺﾞﾘｰ（ ） 

2 従たる精神障害 
  ICDｶﾃｺﾞﾘｰ（ ） 

3 身体合併症 

生活歴及び現病歴 
推定発病年月、 
精神科受診歴（ 
平成20年 3月31 
日以前に広告し 
ている神経科に 
おける受診歴を 
含む。）等を記 
載してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (陳述者氏名      続柄    ) 

初 回 入 院 期 間   年 月 日～  年 月 日(入院形態    ) 
前 回 入 院 期 間   年 月 日～  年 月 日(入院形態    ) 
初回から前回まで
の 入 院 回 数 

  計  回 

過去12か月間の外

泊 の 実 績 

 1 不定期的  2 定期的（ⅰ 月単位 ⅱ 数か月単位  

ⅲ 盆や正月）  3 なし 

過去12か月間の治 

療の内容と、その 

結果を記載してく 

ださい（過去12か 

月間に行動制限が 

行われた際はその 

必要性についても 

記載してくださ 

い。）。 

 

症 状 の 経 過 1  悪 化 傾 向  2  動 揺 傾 向  3  不 変  4  改 善 傾 向 

                                   」 

を 
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「 

病 名 
1 主たる精神障害 
  ICDｶﾃｺﾞﾘｰ（ ） 

2 従たる精神障害 
  ICDｶﾃｺﾞﾘｰ（ ） 

3 身体合併症 

過去12か月間の治 

療の内容と、その 

結果を記載してく 

ださい（過去12か 

月間に行動制限が 

行われた際はその 

必要性についても 

記載してくださ 

い。）。 

 

症 状 の 経 過 1  悪 化 傾 向  2  動 揺 傾 向  3  不 変  4  改 善 傾 向 

任意入院継続の必

要性（通院へ変更

ができない理由に

ついて具体的に記

載してください。） 

 

今後の治療方針 
 

                                   」 

に改め、同様式（裏）中 

「 

任意入院継続の必

要性（通院へ変更

ができない理由に

ついて具体的に記

載してください。） 

 

今後の退院へ向け

た 取 組 み 

 

                                   」 

を削り、同様式を第22号様式とする。 

 

附 則 

1 この規則は、令和 6年 4月 1日（以下「施行日」という。）から施行する。 

2 この規則による改正後の名古屋市精神保健及び精神障害者福祉に関する法 

律施行細則（以下「新規則」という。）の規定は、施行日以後に生じた届出、 

同意又は報告（以下「届出等」という。）の事由に係る届出等について適用

し、施行日前に生じた届出等の事由に係る届出等については、なお従前の例

による。 
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3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律施行細則（以下「旧規則」という。）の規定に基

づいて提出されている届等は、新規則の規定に基づいて提出されたものとみ

なす。 

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、

新規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。 
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名古屋市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法 

律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

令和 6年 3月29日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第46号 

 

   名古屋市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等 

   に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法 

律施行細則（平成 9年名古屋市規則第58号）の一部を次のように改正する。 

第 4条中「第 2条第 7号」を「第 4条第 7号」に、「別記様式」を「第 6号 

様式」に改め、同条を第 6条とし、第 3条を第 5条とする。 

第 2条第11号中「法第39条第 1項の規定による高度管理医療機器又は特定保 

守管理医療機器（以下「高度管理医療機器等」という。）」を「法第39条第 1 

項の高度管理医療機器等」に改め、同条を第 4条とし、第 1条の次に次の 2条 

を加える。 

 （管理者の兼務の許可） 

第 2条 法第39条の 2第 2項ただし書の許可を受けようとする者は、管理者兼 

務許可申請書（第 1号様式）を市長に提出しなければならない。 

2 市長は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも該当していると認める 
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ときは、許可をするものとする。 

(1) 申請者が法第39条第 1項の高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器

（以下「高度管理医療機器等」という。）の販売業又は貸与業の許可を受

け、又は受けようとする者（以下「販売業者等」という。）であること。 

 (2) 法第39条の 2第 1項の高度管理医療機器等営業所管理者（以下「管理者」 

という。）が、同項の規定に基づき設置される営業所（以下「当該営業所」 

という。）以外の営業所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務

に従事すること（以下「兼務」という。）。 

 (3) 管理者が兼務する全ての営業所が、同一所在地にある同一の倉庫にある

こと。 

 (4) 同一の者を管理者とすることについて、管理者が兼務する全ての営業所 

の販売業者等が承諾をしていること（複数の販売業者等がある場合に限 

る。）。 

 (5) 管理者の業務の遂行に支障がないと認められること。 

 3 市長は、法第39条の 2第 2項ただし書の許可をする旨の決定をしたときは

管理者兼務許可書（第 2号様式）により、許可をしない旨の決定をしたとき

は管理者兼務不許可通知書（第 3号様式）により申請者に通知するものとす

る。 

 （変更及び廃止の届出） 

第 3条 法第39条の 2第 2項ただし書の許可を受けた者は、管理者が兼務する

他の営業所が減少した場合（次項第 3号又は第 5号の場合を除く。）は、速

やかに、管理者兼務許可変更届書（第 4号様式）を市長に提出しなければな

らない。 

 2 法第39条の 2第 2項ただし書の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに

該当する場合は、管理者兼務許可廃止届書（第 5号様式）に管理者兼務許可

書を添えて、速やかに、市長に提出しなければならない。 

(1) 当該営業所を廃止した場合 

(2) 管理者を変更した場合 

(3) 管理者が兼務する全ての業務に従事しなくなった場合 

(4) 管理者が兼務する他の営業所が増加した場合 
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(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める場合 

別記様式を第 6号様式とし、同様式の前に次の 5様式を加える。 
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第 1号様式（表） 

 

管 理 者 兼 務 許 可 申 請 書 

 

年  月  日 

（宛先）名古屋市長 

          住所              

          氏名              

 

法人の場合は、その名称、主たる 

事務所所在地及び代表者の氏名 

 

次のとおり、管理者の兼務の許可を申請します。 

兼務する 

営 業 所 

名 称 

許 可 番 号 

許可年月日 

 

所 在 地  

販売業者等の氏名 

法人の場合は、法人の 

名称及び代表者の氏名 

 

管 理 者 

住 所  

氏 名  

資 格  

免 許 番 号  

備 考 

 

 

 

担当者名（             ） 

連絡先（              ） 
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（裏） 

（併せて提出する書類） 

管理者が兼務する全ての営業所の販売業者等が、同一の者を管理者とするこ 

とについて承諾していることを証する書類又はその写し 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4とする。 
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第 2号様式  
 

管 理 者 兼 務 許 可 書 

 

指令    第   号  

 

住所           

 

氏名           

 

                           

    年  月  日申請のあった管理者の兼務については、医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の 2第 2項た

だし書の規定により、下記のとおり許可します。 

 

    年  月  日 

 

名古屋市長          印 

 

記 

 

1 兼務する営業所について 

 (1) 営業所の名称 

 

 

 (2) 営業所の所在地 

 

 

 (3) 販売業者等の氏名 

      

      

2 兼務する管理者の氏名 

備考 1 行政不服審査法第82条第 1項及び行政事件訴訟法第46条第 1項の規定 

に基づき教示を行うものとする。 

2 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4とする。 

354



第 3号様式  
 

管 理 者 兼 務 不 許 可 通 知 書 

 

指令    第   号  

 

住所           

 

氏名           

 

                           

    年  月  日申請のあった管理者の兼務については、下記の理由

により許可しないので、名古屋市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律施行細則第 2条第 3項の規定に基づき通知します。 

 

    年  月  日 

 

名古屋市長          印 

 

記 

 

1 申請した兼務について 

 (1) 営業所の名称 

 

 (2) 営業所の所在地 

 

 (3) 販売業者等の氏名 

 

(4) 管理者の氏名 

 

2 不許可の理由 

 

備考 1 行政不服審査法第82条第 1項及び行政事件訴訟法第46条第 1項の規定 

に基づき教示を行うものとする。 

2 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4とする。 
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第 4号様式 

 

管 理 者 兼 務 許 可 変 更 届 書 

 

年  月  日  

（宛先）名古屋市長 

住所               

氏名               

 

法人の場合は、その名称、主たる 

事務所所在地及び代表者の氏名 

 

 次のとおり、申請事項の一部を変更しましたので、届け出ます。 

管理者兼務許可書の 

許可番号及び許可年月日  
指令   第    号    年   月   日 

変 更 内 容 変 更 前 変 更 後 

兼務して 

いる営業所 

名 称 

許 可 番 号 

許 可 年 月 日 

  

所 在 地   

販売業者等の氏名 

法人の場合は、法人の 

名称及び代表者の氏名 

 

 

変 更 年 月 日  

備 考 

 

 

担当者名（             ） 

連絡先（              ） 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4とする。 

356



第 5号様式 

 

管 理 者 兼 務 許 可 廃 止 届 書 

 

年  月  日  

（宛先）名古屋市長 

住所               

氏名               

 

法人の場合は、その名称、主たる 

事務所所在地及び代表者の氏名 

 

 次のとおり、廃止しましたので、届け出ます。 

管理者兼務許可書の 

許可番号及び許可年月日 
指令   第   号   年   月   日 

兼務して

いた営業

所 

名 称 

許 可 番 号 

許 可 年 月 日 

 

所 在 地  

販売業者等の氏名 

法人の場合は、法人の 

名称及び代表者の氏名 

 

管 理 者 

住 所  

氏 名  

廃 止 年 月 日  

備 考 

 

 

担当者名（             ） 

連絡先（              ） 

（併せて提出する書類） 

管理者兼務許可書の原本 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4とする。 
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   附 則 

1 この規則は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

 2 名古屋市薬事法施行細則の一部を改正する規則（平成21年名古屋市規則第 

21号）の一部を次のように改正する。 

附則第 2項中「第 4条」を「第 6条」に改める。 
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 名古屋市事務分掌条例施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。  

 

 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

 

 

名古屋市規則第47 号 

 

   名古屋市事務分掌条例施行細則の一部を改正する規則 

 

名古屋市事務分掌条例施行細則（ 平成12 年名古屋市規則第 8 号） の一部を次

のように改正する。  

 第 1 条第 1 項中「 危機管理企画課」 を「 防災企画課」 に改め、 「 アジア・ ア

ジアパラ競技大会推進課」 を削り、  

「  空港対策課 

「  空港対策課」 を アジア・ アジアパラ競技大会推進部  に、  

           アジア・ アジアパラ競技大会推進課」  

「 ごみ減量部    「 資源循環部 

減量推進課  を  資源循環企画課 に、  

資源化推進課」    資源循環推進課」  

「 保健医療課 
「 保健医療課」 を        に、  
         感染症対策課」  
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           「  医療連携推進課 
「  医療連携推進課」 を          に改め、  

生活衛生部   」  

「 新型コロナウイルス感染症対策部 

  感染症対策課          を削り、  

  新型コロナウイルス感染症対策課」  

「 交通企画課」 を「 交通企画・ モビリティ都市推進課」 に、 「 都市整備部」 を 

「 市街地整備部」 に改め、  

「 まちづくり企画課 

 名港開発振興課  を削り、  

耐震化支援課  」  

「  アジア・ アジアパラ競技大会選手村後利用開発推進課」 を 

「  名古屋競馬場跡地開発推進課 

耐震化支援課 

まちづくり企画部       に、  

まちづくり企画課 

名港開発振興課      」  

「  用地管理課 

「  道路利活用課    自転車利用課 

道路維持課     道路利活用課 

自転車利用課    測量調査課 

道路建設部   を 道路部     に、  

用地管理課     道路建設課 

用地補償課     橋梁施設課 

道路建設課 」    道路維持課 

用地補償課 」  

         「  河川工務課 
「  河川工務課」 を        に改め、 同条第 2 項を削る。  
          農政部   」  

 第 2 条防災危機管理局の項中「 危機管理企画課」 を「 防災企画課」 に改め、 

同局防災企画課の項第 1 号中「 危機管理」 を「 防災」 に改め、 同課の項第 2 号

中「 国民保護に係る企画及び総合調整」 を「 職員及び市民の防災意識の普及啓
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発」 に改め、 同課の項第 4 号中「 危機管理関係機関」 を「 防災関係機関」 に改

め、 同課の項第10 号中「 危機管理」 を「 防災」 に改め、 同局危機対策課の項第

6 号中「 情報処理システム」 を「 情報システム」 に改め、 同課の項第 9 号を次

のように改める。  

(9) 危機管理に係る企画及び総合調整に関すること。 （ 他課の主管に属する

ものを除く。 ）  

第 2 条防災危機管理局危機対策課の項第 9 号の次に次の 3 号を加える。  

 (10) 危機管理関係機関及び団体との連絡調整に関すること（ 他課の主管に 

属するものを除く。 ） 。  

 (11) 国民保護に係る企画及び総合調整に関すること。  

 (12) 国民保護関係機関及び団体との連絡調整に関すること。  

 第 2 条総務局企画部企画課の項中第 9 号を第10 号とし、 第 8 号を第 9 号とし、  

第 7 号の次に次の 1 号を加える。  

 (8) シティプロモーションの推進に関すること。  

第 2 条総務局総合調整部アジア・ アジアパラ競技大会推進課の項を削り、 同

部の項の次に次のように加える。  

アジア・ アジアパラ競技大会推進部 

アジア・ アジアパラ競技大会推進課 

 (1) アジア・ アジアパラ競技大会の推進に係る総合調整に関すること。  

 (2) アジア・ アジアパラ競技大会の広報に関すること。  

 (3) アジア・ アジアパラ競技大会の計画等に関すること。  

 (4) アジア・ アジアパラ競技大会の競技会場に係る企画及び総合調整に関す

ること。  

 (5) 名古屋競馬場跡地開発に係る総合調整に関すること。  

 (6) 公益財団法人愛知・ 名古屋アジア・ アジアパラ競技大会組織委員会に関

すること。  

 (7) その他アジア・ アジアパラ競技大会に関すること（ 他局室部課の主管に

属するものを除く。 ） 。  

第 2 条財政局税務部税制課の項第 9 号中「 低所得世帯に対する給付金」 を「  

定額減税補足給付金」 に改め、 同課の項中第10 号を削り、 第11 号を第10 号とし、  

361



同条経済局産業労働部産業企画課の項中第 9 号を第10 号とし、 第 8 号を削り、 

第 7 号を第 9 号とし、 第 6 号を第 8 号とし、 第 5 号を第 7 号とし、 第 4 号の次

に次の 2 号を加える。  

 (5) クリエイティブ産業の振興に関すること。  

 (6) 産業デザインの振興に関すること。  

第 2 条経済局イノベーション推進部次世代産業振興課の項中第 2 号及び第 3 

号を削り、 第 4 号を第 2 号とし、 第 5 号を第 3 号とし、 同号の次に次の 1 号を

加える。  

 (4) 企業の先進技術の活用に係る支援に関すること（ 他局室部課公所の主管

に属するものを除く。 ） 。  

第 2 条経済局イノベーション推進部次世代産業振興課の項中第 6 号を第 5 号

とし、 第 7 号から第 9 号までを 1 号ずつ繰り上げ、 同部スタートアップ支援課

の項中第 2 号を削り、 第 3 号を第 2 号とし、 同条環境局環境企画部脱炭素社会

推進課の項第 2 号中「 低炭素都市なごや戦略実行計画」 を「 地球温暖化対策実

行計画」 に改め、 同局地域環境対策部大気環境対策課の項第 2 号中「 低公害車

及び低燃費車」 を「 次世代自動車」 に改め、 同局ごみ減量部の項を次のように

改める。  

  資源循環部 

   資源循環企画課 

 (1) 循環型社会の実現に向けた施策の企画及び総合調整に関すること。  

 (2) 一般廃棄物処理基本計画の推進に関すること。  

 (3) 循環型社会の実現に向けた自主的な活動の支援に関すること。  

 (4) 循環型社会の実現に向けた普及啓発に関すること。  

 (5) プラスチック資源循環の推進に係る企画及び調整に関すること。  

 (6) 部内他課の主管に属しないこと。  

資源循環推進課 

 (1) 事業系ごみの資源循環及び適正処理に関すること。  

 (2) 食品ロスの削減及び生ごみ資源化の推進に関すること。  

 (3) 行政回収による資源循環推進に関すること。  

第 2 条環境局事業部作業課の項第 7 号中「 資源化推進課」 を「 資源循環推進
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課」 に改め、 同条健康福祉局監査課の項第 9 号中「 に係る調整」 を削り、 同号

を同課の項第10 号とし、 同課の項第 8 号の次に次の 1 号を加える。  

 (9) 福祉総合情報システムの標準化に関すること。  

第 2 条健康福祉局高齢福祉部介護保険課の項第 7 号中「 指定介護予防支援事

業者」 を「 地域ケア推進課の主管に属するもの」 に改め、 同局健康部保健医療

課の項中第 8 号を第10 号とし、 第 7 号の次に次の 2 号を加える。  

 (8) 局長の指定する健康危機管理に係る総合的な企画及び調整に関すること。  

 (9) 局長の指定する健康危機管理対応力の強化に係る調整に関すること。  

第 2 条健康福祉局健康部保健医療課の項の次に次のように加える。  

   感染症対策課 

 (1) 局長の指定する感染症の予防及び医療に係る企画及び調整に関すること。  

 (2) 予防接種（ 法令に定めるものを除く。 ） に関すること。  

 (3) 局長の指定する新興再興感染症対応力の強化に係る調整に関すること。  

                    「 生活衛生部 
第 2 条健康福祉局の項中「  環境薬務課」 を        に改め、 同局 

               環境薬務課」  

生活衛生部環境薬務課の項第 5 号の次に次の 1 号を加える。  

 (6) 部内他課公所の主管に属しないこと。  

第 2 条健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策部の項を削り、 同条子ども

青少年局企画経理課の項第 6 号を次のように改める。  

 (6) 局所管財産の管理の調整に関すること。  

第 2 条子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課の項第 5 号中「 指導」 を「 

援助」 に改め、 同課の項第 6 号中「 、 指導」 を削り、 同課の項第12 号中「 婦人

保護施設」 を「 女性自立支援施設」 に改め、 同号を同課の項第14 号とし、 同課

の項中第11 号を第13 号とし、 第10 号を第12 号とし、 第 9 号の次に次の 2 号を加

える。  

 (10) 発達障害児者の支援に関すること（ 他局室部課の主管に属するものを

除く。 ） 。  

 (11) 医療的ケア児の支援に関すること（ 他局室部課の主管に属するものを

除く。 ） 。  

第 2 条子ども青少年局保育部保育運営課の項第 5 号中「 保育企画課」 を「 他

局室部課」 に改め、 同局子ども未来企画部子ども未来企画課の項中第 4 号を削
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り、 第 5 号を第 4 号とし、 第 6 号を第 5 号とし、 第 7 号を第 6 号とし、 同条住

宅都市局監理指導課の項第 6 号の次に次の 1 号を加える。  

 (7) 設計、 調査等の委託及び工事に係る電算システムの管理に関すること。  

第 2 条住宅都市局都市計画部ウォーカブル・ 景観推進課の項第 2 号中「 に関す

る調査」 を「 に係る調査」 に改め、 同課の項第 3 号中「 に関する知識」 を「 に

係る知識」 に改め、 同課の項中第 6 号を第 8 号とし、 同課の項第 5 号中「 屋外

広告物」 の次に「 に係る調査及び企画」 を加え、 同号を同課の項第 6 号とし、 

同号の次に次の 1 号を加える。  

 (7) 屋外広告物の規制及び誘導に関すること。  

第 2 条住宅都市局都市計画部ウォーカブル・ 景観推進課の項中第 4 号を第 5 

号とし、 第 3 号の次に次の 1 号を加える。  

 (4) ウォーカブルなまちづくりに係る調査及び企画に関すること（ 局内他部

課の主管に属するものを除く。 ） 。  

第 2 条住宅都市局都市計画部の項中「 交通企画課」 を「 交通企画・ モビリテ

ィ都市推進課」 に改め、 同部交通企画・ モビリティ都市推進課の項中第 9 号を

第10 号とし、 第 2 号から第 8 号までを 1 号ずつ繰り下げ、 第 1 号の次に次の 1 

号を加える。  

 (2) 地域公共交通に係る企画及び調整に関すること。  

 第 2 条住宅都市局建築指導部建築審査課の項第 5 号中「 及び地下街に関する

制限の緩和」 を削り、 同部建築安全推進課の項第 3 号を次のように改める。  

 (3) 名古屋市地下街建築基準条例による認定に関すること。  

第 2 条住宅都市局住宅部住宅企画課の項第 1 号中「 住宅事業」 を「 住宅施策」  

に改め、 同課の項第 3 号中「 促進等」 を「 促進」 に改め、 同課の項第 4 号中「 

分譲マンションの管理の支援等」 を「 マンション施策の推進」 に改め、 同課の

項中第 6 号を第 7 号とし、 第 5 号を第 6 号とし、 第 4 号の次に次の 1 号を加え

る。  

 (5) 若年・ 子育て世帯の住環境整備に関すること。  

第 2 条住宅都市局住宅部住宅整備課の項第 6 号の次に次の 1 号を加える。  

 (7) 市営住宅等の敷地及び附帯施設の管理に関すること（ 住宅管理課の主管

に属するものを除く。 ） 。  
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第 2 条住宅都市局の項中「 都市整備部」 を「 市街地整備部」 に改め、 同局市

街地整備部まちづくり企画課の項、同部名港開発推進課の項及び同部耐震化支

援課の項を削り、 同部市街地整備課の項第 8 号の次に次の 1 号を加える。  

 (9) 部内他課公所の主管に属しないこと。  

第 2 条住宅都市局市街地整備部の項中「 アジア・ アジアパラ競技大会選手村

後利用開発推進課」 を「 名古屋競馬場跡地開発推進課」 に改め、 同部名古屋競

馬場跡地開発推進課の項第 1 号中「 アジア・ アジアパラ競技大会選手村後利用 

開発」 を「 名古屋競馬場跡地開発」 に改め、 同課の項の次に次のように加える。  

   耐震化支援課 

 (1) 建築物等の耐震対策に関すること（ 局内他部課公所の主管に属するもの

を除く。 ） 。  

第 2 条住宅都市局市街地整備部の項の次に次のように加える。  

  まちづくり企画部 

   まちづくり企画課 

 (1) 市街地の開発及び整備に係る調査及び企画に関すること（ 局内他部課公

所の主管に属するものを除く。 ） 。  

 (2) 市街地の開発及び整備に係る相談及び調整に関すること（ 局内他部課公

所の主管に属するものを除く。 ） 。  

 (3) 都市計画区域内の土地についての調査及び資料の収集並びに情報の提供

に関すること。  

 (4) 国土利用計画法の施行に関すること。  

 (5) 土地利用審査会に関すること。  

 (6) 部内他課の主管に属しないこと。  

   名港開発振興課 

 (1) 港及びその周辺地区における総合的な施策の企画及び調整に関すること。  

 (2) 港及びその周辺地区における開発及び整備の推進に関すること。  

 (3) 名古屋港管理組合の負担金に関すること。  

 (4) 名古屋港管理組合との連絡調整に関すること。  

第 2 条緑政土木局路政部及び同局道路建設部の項を次のように改める。  

  路政部 
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   道路管理課 

 (1) 道路の監察及び監理に関すること。  

 (2) 道路の占用許可及び道路に関する工事の承認に関すること（ 道路利活用

課の主管に属するものを除く。 ） 。  

 (3) 部内他課の主管に属しないこと。  

   用地管理課 

 (1) 局所管未利用土地の管理及び処分に関すること。  

 (2) 未登記土地の調査及び処理に関すること。  

 (3) 寄附、売払い、交換等に係る登記に関すること。  

 (4) 局所管の代替地等の有効活用に関すること。  

 (5) 局所管の用地取得に伴う代替地のあっせんその他の生活再建措置に関す

ること。  

 (6) 局所管の用地取得に係る企画及び調整に関すること。  

 (7) 事業収束に係る用地取得の調整に関すること。  

 (8) 土地収用に関すること。  

 (9) 損失補償基準の確立のための調整に関すること。  

 (10) 工事の施行に伴う補償の調整に関すること。  

 (11) 局長の指定する用地取得に係る検査に関すること。  

 (12) 局所管事業の用地の取得に伴う土地の調査及び評価に関すること。  

   自転車利用課 

 (1) 自転車利用に係る企画及び調整に関すること。  

 (2) 自転車駐車対策に関すること。  

 (3) 道路附属物自動車駐車場に関すること。  

 (4) 自転車通行空間の整備に関すること。  

   道路利活用課 

 (1) 道路の利活用に係る企画及び調整に関すること。  

 (2) 道路に関する住民協働に係る企画及び調整に関すること。  

 (3) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。  

 (4) 道路関係財産の管理に関すること。  

 (5) 他道路管理者その他関係機関等との道路に係る協定及び連絡調整に関す
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ること。  

 (6) リニア中央新幹線の開業に向けた名古屋駅周辺地区の道路に関する工事

及び占用工事の調整に関すること。  

   測量調査課 

 (1) 道路、 河川、 公園等の境界測量に関すること。  

 (2) 国土調査法に基づく地籍調査に関すること。  

 (3) 市有地（ 住宅都市局の主管に属するものを除く。 ） 及び局事業用地の測

量に関すること。  

  道路部 

   道路建設課 

 (1) 道路の新設及び改良の工事（ 道路建設課の主管に属する工事に限る。 次

号において同じ。 ） に係る事業計画の策定に関すること。  

 (2) 道路の新設及び改良の工事に関すること。  

 (3) 電線類の地中化に関すること。  

 (4) 道路の立体交差の新設及び改良の工事に関すること。  

 (5) 部内他課の主管に属しないこと。  

   橋梁施設課 

 (1) 橋りょうの事業計画に関すること。  

 (2) 橋りょうの新設及び改良の工事に関すること。  

 (3) 橋りょうの維持修繕に関すること。  

 (4) 局長の指定する大規模な土木施設の新設及び改良の工事に係る事業計画

の策定に関すること。  

 (5) 局長の指定する大規模な土木施設の新設及び改良の工事に関すること。  

 (6) 局長の指定する大規模な土木施設の維持修繕に関すること。  

   道路維持課 

 (1) 道路及び道路の附属物の維持修繕に関すること。  

 (2) 道路の清掃に関すること。  

 (3) 交通安全施設の新設及び改良の工事に関すること。  

 (4) 道路掘削跡復旧に関すること。  

 (5) 道路の舗装工事及び受託に係る道路の舖装工事に関すること。  
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 (6) 道路の環境整備（ 緑道にあっては、道路部所管の土木施設の基盤整備に

限る。 ） に関すること（ 自転車利用課の主管に属するものを除く。 ） 。  

 (7) 土木事務所の庁舎営繕に関すること。  

   用地補償課 

 (1) 局所管事業の用地の取得及び補償に関すること（ 緑地事業課の主管に属

するものを除く。 ） 。  

 (2) 局所管事業の工事の施行に伴う補償に関すること（ 緑地事業課の主管に

属するものを除く。 ） 。  

 (3) 局所管事業の用地の取得に伴う建物等の調査及び評価に関すること（ 緑

地事業課の主管に属するものを除く。 ） 。  

 (4) 局所管事業の工事の施行に伴う補償の調査及び評価に関すること（ 緑地

事業課の主管に属するものを除く。 ） 。  

第 2 条緑政土木局河川部河川工務課の項第 1 号中「 都市農業課」 を「 農政部」  

「 農政部    
に改め、 同局の項中「  都市農業課」 を        に改め、 同局緑地部 

都市農業課」  

緑地事業課の項第 4 号中「 路政部」 を「 道路部」 に改める。  

第 5 条第 2 項の表健康福祉局の項中「 担当局長（ 長寿社会企画） 」 を「 担当

局長（ 地域共生社会推進） 」 に改め、 「 、 担当局長（ 新型コロナウイルス感染

症対策） 」 を削り、 同表住宅都市局の項及び緑政土木局の項を次のように改め

る。  

住宅都市局 担当局長（ 都市整備） 、 担当局長（ まちづくり推進）  

緑政土木局 担当局長（ 道路・ 河川）  

第 6 条第 2 項中「 及び総合調整部」 を「 、 総合調整部及びアジア・ アジアパ 

ラ競技大会推進部」 に改め、 同条第 6 項中「 、 地域環境対策部及びごみ減量部」  

を「 及び地域環境対策部」 に改め、 同条第 7 項中「 担当局長（ 長寿社会企画） 」  

を「 担当局長（ 地域共生社会推進） 」 に、 「 高齢者の福祉」 を「 地域共生社会

の推進」 に、 「 健康福祉局高齢福祉部所属職員」 を「 その事項に関して所管の

職員」 に改め、 同条第 8 項中「 新型コロナウイルス感染症対策部」 を「 生活衛

生部」 に、 「 担当部長（ 医療連携推進） 、 担当部長（ 生活衛生） 、 担当部長（ 

新型コロナウイルスワクチンに係る総合調整） 及び担当部長（ 新型コロナウイ
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ルスワクチンに係る調整） 」 を「 担当部長（ 健康危機管理） 及び担当部長（ 医

療連携推進） 」 に改め、 同条第10 項を削り、 同条第11 項中「 子ども青少年局子

ども未来企画部所属職員」 を「 その事項に関して所管の職員」 に改め、 同項を

同条第10 項とし、 同条第12 項中「 担当局長（ まちづくり調整） 」 を「 担当局長

（ 都市整備） 」 に、 「 都市整備部所属職員（ 担当部長（ 市街地整備） を含む。 

） 」 を「 市街地整備部所属職員」 に改め、 同項を同条第11 項とし、 同条第13 項

中「 担当局長（ 都市活性） 」 を「 担当局長（ まちづくり推進） 」 に、 「 住宅都

市局リニア関連都心開発部」 を「 住宅都市局まちづくり企画部及びリニア関連

都心開発部」 に改め、 同項を同条第12 項とし、 同条第14 項中「 担当局長（ 公園

緑地・ 農政） 」 を「 担当局長（ 道路・ 河川） 」 に、 「 都市農業、 公園緑地及び

東山総合公園」 を「 道路及び河川」 に、 「 緑政土木局担当部長（ 農政） の分担

事項を所管する組織、 緑地部及び東山総合公園所属職員（ 担当部長（ 農政） を

含む。 ） 」 を「 緑政土木局路政部、 道路部及び河川部所属職員」 に改め、 同項

を同条第13 項とし、 同条第15 項を同条第14 号とする。  

第 8 条第 1 項の表防災危機管理局の項中 

「  

危機管理に係

る連絡調整 

1  危機管理に係る連絡調整に関するこ

と。  

2  危機管理に係る施策の推進に関する

こと。  

5 

を
想定最大規模

災害対策推進 

1  想定し得る最大規模の災害対策の推

進に係る企画及び総合調整に関するこ

と。  

2  想定し得る最大規模の災害対策の推

進に係る関係機関及び団体との連絡調

整に関すること。  

1 

」  
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「  

危機管理に係

る連絡調整 

1  危機管理に係る連絡調整に関するこ

と。  

2  危機管理に係る施策の推進に関する

こと。  

4 

に改め、 同表 

想定最大規模

災害対策推進 

1  想定し得る最大規模の災害対策の推

進に係る企画及び総合調整に関するこ

と。  

2  想定し得る最大規模の災害対策の推

進に係る関係機関及び団体との連絡調

整に関すること。  

1 

危機対策・危

機管理 

1  危機管理に係る企画及び総合調整に

関すること。  

2  危機発生時の対応に係る企画及び総

合調整に関すること。  

1 

」  

経済局産業技術・技術革新支援の項第 2 号中「 スタートアップの振興」 を「 イ

ノベーションの創出」 に改め、 同表環境局技術の項を次のように改める。  

技 術 1  ごみ中間処理施設の建設計画の策定

に関すること。  

2  ごみ中間処理施設の建設及び管理運

営に関すること。  

3  局長の指定する処分場に関すること。 

1 

 

第 8 条第 1 項の表中 
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「  

健康福

祉局 

健康危機管理

対応力強化に

係る総合調整 

1  局長の指定する健康危機管理対応力の

強化に係る総合調整に関すること。  

1 

を 

医療連携推進 1  医療連携の推進に関すること。  

2  医療関係施設に係る特命事項の処理に

関すること。  

3  医療連携に係る特命事項の処理に関す

ること。  

4  前 3 号に掲げる事項に係る予算執行等

に関すること。  

1 

生 活 衛 生 1  斎場の整備に関すること。  

2  局長の指定する環境衛生、 薬務、 食品

表示及び獣医務に関すること。  

1 

新型コロナウ

イルスワクチ

ンに係る総合

調整 

1  局長の指定する新型コロナウイルスワ

クチンに係る総合調整に関すること。  

1 

新型コロナウ

イルスワクチ

ンに係る調整 

1  局長の指定する新型コロナウイルスワ

クチンに係る調整に関すること。  

2 

」  
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「  

健康福

祉局 

障害者差別解

消・ バリアフ

リーの推進 

1  局長の指定する障害を理由とする差別

の解消の推進に関すること。  

2  局長の指定するバリアフリーの推進及

び整備に係る企画調整に関すること。  

1 

に

健康危機管理

対応力強化に

係る総合調整 

1  局長の指定する健康危機管理対応力の

強化に係る総合調整に関すること。  

1 

健康危機管理 1  局長の指定する健康危機管理に関する

こと。  

1 

医療連携推進 1  医療連携の推進に関すること。  

2  医療関係施設に係る特命事項の処理に

関すること。  

3  医療連携に係る特命事項の処理に関す

ること。  

4  前 3 号に掲げる事項に係る予算執行等

に関すること。  

1 

子ども

青少年

局 

子ども未来応

援 

1  ライフステージを通した子ども・若者 

・子育て家庭への支援に係る事業に関す

る企画及び調整に関すること。  

1 

」  

改め、 同表住宅都市局交通企画の項を次のように改める。 

交通企画・モ

ビリティ都市

推進 

1  総合交通に係る企画及び調整に関す

ること。  

2  交通施設の管理に関すること。  

1 

 

第 8 条第 1 項の表住宅都市局市街地整備の項を削り、 同表緑政土木局の項中 
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「  

用    地 1  局所管の用地取得に関すること（ 緑

地部の主管に属するものを除く。 ） 。  

2  局所管未利用土地の管理及び処分に

関すること。  

1  

 

 

を 

農    政 1  農畜産業に関すること。  

2  前号に掲げる事項に係る予算執行等

に関すること。  

1 

 

」  

「  

管    理 1  道路管理に係る法務に関すること。 

2  局所管の用地取得に関すること（道

路部及び緑地部の主管に属するものを

除く。 ）。  

3  局所管未利用土地の管理及び処分に

関すること。 

4  自転車駐車対策に関すること。 

1 

に改める。  

」  

第 9 条第 1 項の表防災危機管理局地域強靱化に係る人材育成等の項及び危機

管理に係る連絡調整の項を次のように改める。  
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防災啓発・

人材育成等 

1 職員及び市民の防災意識の普及啓発

に関すること 

2 地域強靱化に係る人材育成の推進に

関すること（ 危機対策課の主管に属す

るものを除く。 ） 。  

3 被災者支援に係る企画及び調整に関

すること。 

4 局長の指定する防災に係る企画及び

総合調整に関すること。 

1 

 

危機管理に

係る連絡調

整 

1 危機管理に係る連絡調整に関するこ

と。 

2 危機管理に係る施策の推進に関する

こと。 

32 

 

第 9 条第 1 項の表防災危機管理局新型コロナウイルス感染症対策等に係る総

合調整・ 広報の項を削り、 同局の項中 

「  

広 域 連 携 1  危機管理に係る近隣市町村等との連

携の推進に関すること。  

2  その他広域にわたる危機管理に関す

る企画及び総合調整に関すること。  

3  東日本大震災の被災地支援等に関す

ること。  

1 

を 

初 動 対 応 1  危機管理に係る初動対応に関するこ

と。  

3 

」  
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「  

危機管理・

広域連携 

1  危機発生時の対応に係る企画及び総

合調整に関すること。 

2  危機管理に係る近隣市町村等との連

携の推進に関すること。  

3  その他広域にわたる危機管理に関す

る企画及び総合調整に関すること。  

4  東日本大震災の被災地支援等に関す

ること。  

1 

 

 

 

 

 

に改め、 同表総 

初 動 対 応 1  危機管理に係る初動対応に関するこ

と。  

3 
 

要配慮者対

策 

1  局長の指定する要配慮者対策の推進

に関する企画及び総合調整に関するこ

と。  

1 

 

」  

務局企画部の項中 

「  

企画・水に

係る施策の

調整 

1  東海各県との連絡調整に関すること。 

2  ＳＤＧｓの推進に係る調整に関する

こと。  

3  水に係る施策の調整に関すること。  

4  局長の指定する事項に係る企画及び

連絡調整に関すること。  

1 

を 

」  
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「  

企画・水に

係る施策の

調整 

1  東海各県との連絡調整に関すること。 

2  ＳＤＧｓの推進に係る調整に関する

こと。  

3  水に係る施策の調整に関すること。  

4  局長の指定する事項に係る企画及び

連絡調整に関すること。  

1 

に改め、 同局の 

シティプロ

モーション

1  シティプロモーション推進に関する

こと。  

1 

」  

項中 
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「  

総合調

整部 

公民連携推

進に係る企

画調整 

1  公民連携推進に係る企画及び調整に

関すること。  

2  大学等と連携した政策の推進に関す

ること。  

1 

 

事 業 調 整 1  アジア・ アジアパラ競技大会の開催

都市業務に関すること。  

2  アジア・ アジアパラ競技大会の競技

会場に係る企画及び総合調整に関する

こと。  

3  アジア・ アジアパラ競技大会の選手

村に係る総合調整に関すること。  

1 

選手村に係

る総合調整 

1  アジア・アジアパラ競技大会の選手

村に係る総合調整に関すること。  

1 

競技会場に

係る連絡調

整 

1  アジア・アジアパラ競技大会の競技

会場に係る連絡調整に関すること。  

1 

 瑞穂公園陸

上競技場の

改築に係る

連絡調整 

1  瑞穂公園陸上競技場の改築に係る連

絡調整に関すること。  

1 を 

 

 

 
     

 アジア・ ア

ジアパラ競

技大会に係

る企画調整 

1  局長の指定するアジア・ アジアパラ

競技大会の推進に係る総合調整に関す

ること。  

2  局長の指定するアジア・ アジアパラ

競技大会の広報に関すること。  

3  局長の指定するアジア・ アジアパラ

競技大会の計画等に関すること。  

4  局長の指定するアジア・ アジアパラ

競技大会の競技会場に係る企画及び総

1 
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合調整に関すること。  

5  局長の指定するアジア・ アジアパラ

競技大会の選手村に係る総合調整に関

すること。  
     

」  

「  

総合調

整部 

公民連携推

進に係る企

画調整 

1  公民連携推進に係る企画及び調整に

関すること。  

2  大学等と連携した政策の推進に関す

ること。  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に改め、 

アジア

・ アジ

アパラ

競技大

会推進

部 

事 業 調 整 1  アジア・ アジアパラ競技大会の開催

都市業務に関すること。  

2  アジア・ アジアパラ競技大会の競技

会場に係る企画及び総合調整に関する

こと。  

3  名古屋競馬場跡地開発に係る総合調

整に関すること。  

2 

 名古屋競馬

場跡地開発

に係る総合

調整 

1  名古屋競馬場跡地開発に係る総合調

整に関すること。  

1 

 競技会場に

係る連絡調

整 

1  アジア・ アジアパラ競技大会の競技

会場に係る連絡調整に関すること。  

1 

 瑞穂公園陸

上競技場の

改築に係る

連絡調整 

1  瑞穂公園陸上競技場の改築に係る連

絡調整に関すること。  

1 

    

 アジア・ ア

ジアパラ競

1  局長の指定するアジア・ アジアパラ

競技大会の推進に係る総合調整に関す

1 
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技大会に係

る企画調整 

ること。  

2  局長の指定するアジア・ アジアパラ

競技大会の広報に関すること。  

3  局長の指定するアジア・ アジアパラ

競技大会の計画等に関すること。  

4  局長の指定するアジア・ アジアパラ

競技大会の競技会場に係る企画及び総

合調整に関すること。  

5  局長の指定する名古屋競馬場跡地開

発に係る総合調整に関すること。  
     

」  

同表財政局税務部低所得世帯に対する給付金の支給に係る調整の項及び固定資

産評価審査委員会事務及び特命事項に係る調査研究の項を次のように改める。  

定額減税補

足給付金 

1  定額減税補足給付金の支給に係る調

整に関すること。  

1 

 

固定資産評

価審査委員

会事務等 

1  固定資産評価審査委員会に関するこ

と。  

2  市税（ 個人の県民税及び森林環境税

を含み、 軽自動車税の環境性能割を除

く。 ） に係る審査請求その他不服申立

て及び犯則事件に関すること。  

1 

第 9 条第 1 項の表経済局産業労働部新型コロナウイルス感染症対策に係る事

業者支援等の項を削り、 同局イノベーション推進部技術革新支援の項を次のよ

うに改める。  

技術革新支

援 

1  局長の指定するイノベーションの創

出に係る事業の企画及び調整に関する

こと。  

2  企業の先進技術の活用に係る支援に

関すること。  

1 
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第 9 条第 1 項の表環境局環境企画部生物多様性の保全の項及び生物多様性に

係る企画調整の項を次のように改める。  

生物多様性

に係る企画

調整 

1  生物多様性に係る施策の企画及び総

合調整に関すること。  

2  生物多様性なごや戦略実行計画の推

進に関すること。  

3  生物多様性の主流化の推進に関する

こと。  

4  生物多様性に係る国内外の地方公共

団体等との連携の推進に関すること。  

5  外来生物の対策に係る企画及び調整

に関すること。  

1 

 

生物多様性

の保全 

1  生物多様性の保全に係る施策の推進

に関すること。  

2  なごや生物多様性センターの運営に

関すること。  

1 

第 9 条第 1 項の表環境局環境企画部環境施策の国際連携に係る企画調整の項

を削り、 同局施設部の項中 

「  

建 設 計 画 1  ごみ中間処理施設の建設計画及び建 

設推進の総括に関すること。  

1 
を 

」  

「  

建 設 計 画 1  ごみ中間処理施設の建設計画及び建

設推進の総括に関すること。  

1 

に改め、 同表健 
猪子石工場

大規模改修 

1  猪子石工場の処理施設に係る大規模

改修に関すること。  

1 

」  

康福祉局の項中 
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「  

 健康福祉に

係る特命事

項の処理 

1  健康福祉に係る特命事項の処理に関

すること。  

1 

を 
システム標

準化等 

1  福祉総合情報システムの標準化に関

すること。  

2  ＤＸの推進に係る調整に関すること。

1 

」  

「  

 システム標

準化 

1  福祉総合情報システムの標準化に関

すること。  

2  福祉総合情報システムの運用及び管

理に関すること。 

1 

に改め、  

ＤＸの推進 1  ＤＸの推進に関すること。  1 

」  

同局高齢福祉部事業者指定の項第 3 号及び事業者指導の項第 3 号中「 指定介護

予防支援事業者」 を「 地域ケア推進課の主管に属するもの」 に改め、 同局障害

福祉部の項中 

「  

障害者差別

解消・バリ

アフリーの

推進 

1  障害を理由とする差別の解消の推進

に関すること。  

2  バリアフリーの推進に関すること。  

1 

を 

」  
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「  

障害者差別

解消・バリ

アフリーの

推進 

1  障害を理由とする差別の解消の推進

に関すること。  

2  バリアフリーの推進に関すること。  

1 

に改め、 同局生 

バリアフリ

ー整備に係

る企画調整 

1  バリアフリー整備に係る企画及び調

整に関すること。  

1 

」  

活福祉部システム標準化等に係る調整の項を次のように改める。  

システム標

準化に係る

調整 

1  生活保護システムの標準化に関する

こと。  

1 

 

第 9 条第 1 項の表健康福祉局健康部中央看護専門学校に係る総合調整の項を

次のように改める。  

中央看護専

門学校に係

る総合調整 

1  中央看護専門学校に係る総合調整に

関すること。  

1 

 

第 9 条第 1 項の表健康福祉局健康部の項中 

「  

健康危機管

理対応力強

化に係る調

整 

1  局長の指定する健康危機管理対応力

の強化に係る調整に関すること。  

1 

を 

」  
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「  

健康危機管

理対応力強

化に係る調

整 

1  局長の指定する健康危機管理対応力

の強化に係る調整に関すること。  

1 

に改め、 同部八 

健康危機管

理 

1  局長の指定する健康危機管理に関す

ること。  

5 

救急対策等 1  救急対策等に係る調整に関すること。 1 

予 防 接 種 1  予防接種（ 法令に定めるものを除 

く。 ） に関すること。  

1 

新興再興感

染症対応力

強化に係る

調整 

1  局長の指定する新興再興感染症対応

力強化に係る調整に関すること。  

2 

」  

事斎場再整備の項及び動物愛護管理・ 検査業務管理の項を削り、 同局新型コロ

ナウイルス感染症対策部の項を次のように改める。  

生活衛

生部 

八事斎場再

整備 

1  八事斎場の再整備に関すること。  1 

 

旅館業等の

許可指導に

係る企画調

整 

1  旅館業等の許可指導に係る企画調整

に関すること。  

1 

動物愛護管

理・ 検査業

務管理 

1  動物の愛護等に関すること。  1 
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第 9 条第 1 項の表子ども青少年局の項中 

「  

監 査 指 導 1  社会福祉法人及び児童福祉施設の指

導監査に関すること。  

2  局長の指定する監査に関すること。  

1 

を 

」  

「  

監 査 指 導 1  社会福祉法人及び児童福祉施設の指

導監査に関すること。  

2  局長の指定する監査に関すること。  

1 

に改め、 同局子 
子ども未来

応援 

1  ライフステージを通した子ども・若

者・子育て家庭への支援に係る事業に

関する企画及び調整に関すること。  

1 

」  

育て支援部女性福祉の項第 1 号中「 指導」 を「 援助」 に改め、 同項第 2 号中  

「 、 指導」 を削り、 同部障害児・ 発達支援の項を次のように改める。  
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障害児・ 発

達支援 

1  障害児の療育等に関すること（ 健康 

福祉局の主管に属するものを除く。 ） 。 

2  障害児に係る施設の設置の計画及び

手続に関すること。  

3  障害児に係る施設の認可及び運営に

関すること。  

4  発達障害児者の支援に関すること（ 

他局室部課の主管に属するものを除く

。 ） 。  

5  医療的ケア児の支援に関すること（ 

他局室部課の主管に属するものを除く

。 ） 。  

6  指定障害児通所支援事業者の指定及

び運営に関すること。  

7  指定障害児相談支援事業者の指定に

係る審査及び運営に関すること。  

8  地域療育センターに関すること。  

1 

 

第 9 条第 1 項の表子ども青少年局保育部の項中 

「  

待機児童対

策 

1  局長の指定する待機児童対策に関す

ること。  

1 
を 

」  
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「  

待機児童対

策 

1  局長の指定する待機児童対策に関す

ること。  

1 

に改め、 同局子 

保育指導・ 

監査 

1  特定教育・ 保育施設（ 市立の特定教

育・ 保育施設を除く。 ） 及び特定地域

型保育事業者の指導監査並びに認可外

保育施設等の指導監督に関すること。  

2  特定教育・ 保育施設、 特定地域型保

育事業者及び認可外保育施設等の保育

等の指導に関すること。  

3  特定教育・ 保育施設、 特定地域型保

育事業者及び認可外保育施設等の給食

に係る調理及び栄養の指導に関するこ

と。  

1 

」  

ども未来企画部子ども等の支援の推進に係る特命事項の処理の項を削り、 同表

住宅都市局都市計画部の項中 

「  

防災・ 都市

施策 

1  市街地復興計画に関すること。  

2  その他都市防災に関すること。  

3  長期都市施策に係る企画、調査及び

調整に関すること。  

4  居住誘導区域外等の区域内における

建築等の届出等に関すること。  

1 

を 

」  
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「  

防災・ 都市

施策 

1  市街地復興計画に関すること。  

2  その他都市防災に関すること。  

3  長期都市施策に係る企画、調査及び

調整に関すること。  

4  居住誘導区域外等の区域内における

建築等の届出等に関すること。  

1 

に改め、 同局住 

三の丸まち

づくり 

1  三の丸地区のまちづくりに係る調

査、企画及び連絡調整に関すること。  

1 

」  

宅部の項中 

「  

整備計画等 1  市営住宅等の整備計画に関すること。 

2  名城地区の住宅の整備計画に関する

こと。  

3  市営住宅の耐震対策に関すること。  

4  民間の活力を活用した市営住宅の整

備に関すること。  

1 

を 

」  

「  

子育て住環

境整備等 

1  若年・子育て世帯の住環境整備に関

すること。  

2  その他住宅施策に関すること。  

1 

に改め、 同局の 

整備計画等 1  市営住宅等の整備計画に関すること。 

2  名城地区の住宅の整備計画に関する

こと。  

3  市営住宅の耐震対策に関すること。  

4  民間の活力を活用した市営住宅の整

備に関すること。  

1 

」  
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項中 

「  

都市整

備部 

金山まちづ

くりに係る

連絡調整 

1  金山地区のまちづくりに係る連絡調

整に関すること。  

1 

を 

港関連事業

等に係る特

命事項の処

理 

1  港関連事業等に係る特命事項の処理

に関すること。  

2  港湾区域内の公有水面の埋立てに係

る意見に関すること。  

1 

金城ふ頭開

発 

1  金城ふ頭地区の開発に関すること。  2 

 志段味総合

整備 

1  志段味地区における開発及び整備に

係る事業の調査、企画及び実施に関す

ること。  

2  志段味地区における特定土地区画整

理事業の認可及び指導監督に関するこ

と。  

1 

 中志段味事

業推進 

1  中志段味地区における事業の推進に

関すること。  

1 

 アジア・ア

ジアパラ競

技大会選手

村後利用に

係る民間開

発の推進 

1  アジア・アジアパラ競技大会選手村

後利用に係る民間開発の推進に関する

こと。  

 

1 

」  
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「  

市街地

整備部 

志段味総合

整備 

1  志段味地区における開発及び整備に

係る事業の調査、企画及び実施に関す

ること。  

2  志段味地区における特定土地区画整

理事業の認可及び指導監督に関するこ

と。  

1 

に改め、 

 中志段味事

業推進 

1  中志段味地区における事業の推進に

関すること。  

1 

 名古屋競馬

場跡地にお

ける民間開

発の調整 

1  名古屋競馬場跡地における民間開発

の調整に関すること。  

 

1 

まちづ

くり企

画部 

金山まちづ

くりに係る

連絡調整 

1  金山地区のまちづくりに係る連絡調

整に関すること。  

1 

 港関連事業

等に係る特

命事項の処

理 

1  港関連事業等に係る特命事項の処理

に関すること。  

2  港湾区域内の公有水面の埋立てに係

る意見に関すること。  

1 

 金城ふ頭開

発 

1  金城ふ頭地区の開発に関すること。  2 

」  

同局リニア関連都心開発部の項中 

「  

栄 1  栄地区における開発の事業推進に関

すること。  

1 
を 

」  
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「  

三の丸まち

づくり 

1  三の丸地区のまちづくりに係る調査、

企画及び連絡調整に関すること。  

1 

に改め、 同表緑 
栄 開 発 1  栄地区における開発の事業推進に関

すること。  

1 

」  

政土木局企画の項を次のように改める。  

企 画 調 整 1  道路、河川、公園等の総合的な整備

に係る調査及び企画に関すること。  

2  局長の指定する土木事務所に係る局

内重要事項の総合調整に関すること。  

3  局資産の有効活用に係る企画及び調

整に関すること。  

4  その他局長の特命による事務事業に

関すること。  

1 

 

第 9 条第 1 項緑政土木局路政部の項及び道路建設部の項を次のように改める。  
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路政部 自転車通行

空間 

1  自転車通行空間の整備に関すること。 

2  局長の指定する自転車対策に係る企

画及び調整に関すること。  

1 

 

都心部自転

車対策 

1  都心部の自転車対策に係る企画及び

調整に関すること。  

2  コミュニティサイクルに係る企画及

び調整に関すること。  

1 

道路の利活

用に係る企

画調整 

1  局長の指定する道路の利活用に係る

企画及び調整に関すること。  

2  局長の指定する道路に関する住民協

働に係る企画及び調整に関すること。  

1 

リニア関連

調整 

1  リニア中央新幹線の開業に向けた名

古屋駅周辺地区の道路に関する工事及

び占用工事の調整に関すること。  

2  リニア中央新幹線の開業に向けた名

古屋駅周辺地区の道路に関する利活用

に係る企画及び調整に関すること。  

3  リニア中央新幹線の開業に向けた名

古屋駅周辺地区の道路に関する認定、

変更及び廃止に係る技術上の調査及び

指導に関すること。  

4  リニア中央新幹線の開業に向けた名

古屋駅周辺地区の道路に関する他道路

管理者その他関係機関等との協定及び

連絡調整に関すること。  

1 

     

 測   量 1  局長の指定する区域に係る道路、河

川、 公園等の境界測量に関すること。  

2  局長の指定する区域に係る道路台帳、

河川台帳、 都市公園台帳等の調製の

ための測量に関すること。  

1 
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3  局長の指定する区域に係る測量標に

関すること。  

4  局長の指定する区域に係る国土調査

法に基づく地籍調査に関すること。  
     

道路部 特定道路建

設等 

1  局長の指定する道路の立体交差の新

設及び改良の工事に関すること。  

2  市有地（ 住宅都市局の主管に属する

ものを除く。 ） 及び局事業用地の測量

に関すること。  

1 

 

名城公園地

下横断歩道 

1  名城公園地下横断歩道の新設及び改

良の工事に関すること。  

1 
 

 安 全 対 策 1  交通安全施設等整備事業実施計画の

立案に関すること。  

2  交通安全施設の新設及び改良の工事

に関すること。  

1 

 

 特 定 用 地 1  局長の指定する道路事業用地及び街

路事業用地の取得及び補償に関するこ

と。  

2  局長の指定する道路事業及び街路事

業の工事の施行に伴う補償に関するこ

と。  

1 

 

第 9 条第 1 項緑政土木局の項中 
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「  

 農 業 振 興 1  局長の指定する農地振興に関するこ

と。  

2  第 2 条緑政土木局都市農業課の分掌

事務中第 6 号から第14 号まで、第19 号

及び第20 号に掲げること。  

1 

を 
農 業 企 画 1  局長の指定する都市農業の振興に関

すること。  

2  第 2 条緑政土木局都市農業課の分掌

事務中第15 号から第18 号までに掲げる

こと。  

1 

」  

「  

農政部 農 業 振 興 1  局長の指定する農地振興に関するこ

と。  

2  第 2 条緑政土木局農政部都市農業課

の分掌事務中第 6 号から第14 号まで、

第19 号及び第20 号に掲げること。  

1 

に改め 
農 業 企 画 1  局長の指定する都市農業の振興に関

すること。  

2  第 2 条緑政土木局農政部都市農業課

の分掌事務中第15 号から第18 号までに

掲げること。  

1 

」  

る。  

 

   附 則 

1  この規則は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  

2  名古屋市感染症診査協議会に置く感染症部会等に関する規則（ 平成19 年名

古屋市規則第39 号） の一部を次のように改正する。  
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  第 8 条中「 健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策部感染症対策課」 を

「 健康福祉局健康部感染症対策課」 に改める。  

3  名古屋市食の安全・ 安心条例施行細則（ 平成20 年名古屋市規則第48 号） の

一部を次のように改正する。  

  第10 条中「 健康福祉局健康部食品衛生課」 を「 健康福祉局生活衛生部食品

衛生課」 に改める。  
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 会計管理者補助組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

 

 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

 

 

名古屋市規則第48 号 

 

   会計管理者補助組織規則の一部を改正する規則 

 

会計管理者補助組織規則（ 昭和39 年名古屋市規則第35 号） の一部を次のよう

に改正する。  

 第 2 条中「 出 納 課」 を「 会 計 課」 に改め、 「 審 査 課」 を削る。  

 第 3 条の見出し中「 課長等」 を「 課長」 に改め、 同条第 1 項を次のように改

める。  

  前条の課の長の補助組織として、次の組織を置く。 

   課 長 補 佐（ 庶務）  

   課 長 補 佐（ 調査）  

   課 長 補 佐（ システム）  

   課 長 補 佐（ 収入業務に係る総合調整）  

   課 長 補 佐（ 出納）  

   課 長 補 佐（ 審査） (3) 

 第 3 条第 2 項中「 出納課における」 を「 会計室における」 に、 「 出納課長」  
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を「 課長」 に改め、 同条第 3 項を削る。  

第 4 条を次のように改める。  

（ 課の分掌事務等）  

第 4 条 課の分掌事務及び担当課長の分担事項は、 次のとおりとする。 

  会 計 課 

 (1) 室内の人事、 文書及び予算決算に関すること。  

 (2) 室内重要事項の企画、 調査及び総合調整に関すること。  

 (3) 室事務事業の事務改善の総括及び行政評価の実施に関すること。  

 (4) 源泉徴収所得税並びに特別徴収に係る個人の住民税及び森林環境税の払

出手続に関すること。  

 (5) 歳計現金及び歳入歳出外現金の保管に関すること。  

 (6) 基金に属する現金並びに歳入歳出外現金等、 公有財産及び基金に属する

有価証券の出納保管に関すること。  

 (7) 重要物品出納管理簿等の整理に関すること。  

 (8) その他物品会計に関すること。  

 (9) 会計事務の総括に関すること。  

 (10) 会計制度に係る企画、 調査研究及び調整に関すること。  

 (11) 会計事務に係る区会計管理者との連絡調整及び指導に関すること。  

 (12) 出納員及び前渡金受領者の検査及び指導に関すること。  

 (13) 歳入の徴収又は収納の事務の受託者の検査に関すること。  

 (14) 委託を受けた各種団体の出納員及び前渡金受領者の検査及び指導に関

すること。  

 (15) 歳入の徴収又は収納の委託の事前合議に関すること。  

 (16) 現金出納員及び物品出納員に関すること。  

 (17) 財務会計総合システムの運用及び管理に関すること。  

 (18) 決算に関する書類の作成及び取りまとめに関すること。  

 (19) 指定金融機関等に関すること。  

 (20) 歳入関係帳票の記録管理等及び収入証拠書の整理に関すること。  

 (21) 現金（ 基金に属する現金を除く。 ） の出納に関すること。  

 (22) 支払済に係る歳出関係帳票の記録管理等及び支払証拠書の整理に関す 
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ること。  

 (23) 口座振替の登録に関すること。  

 (24) 歳入歳出外現金に係る事前協議に関すること。  

 (25) 歳入歳出外現金の受払の記録管理に関すること。  

 (26) 委託を受けた各種団体の出納に関すること。  

 (27) 支出負担行為の事前合議に関すること。  

 (28) 支出命令、 振替命令、 還付命令及び更正命令の審査、 精算の確認並び

に戻入通知の受理に関すること。  

 (29) 歳入歳出外現金及び基金に属する現金に係る払出通知の審査に関する

こと。  

 (30) 審査出納員に関すること。  

 (31) 室長の指定する会計に関する事務に関すること。  

  担 当 課 長（ 出納）  

 (1) 指定金融機関等に関すること。  

 (2) 歳入関係帳票の記録管理等及び収入証拠書の整理に関すること。  

 (3) 現金（ 基金に属する現金を除く。 ） の出納に関すること。  

 (4) 支払済に係る歳出関係帳票の記録管理等及び支払証拠書の整理に関する

こと。  

 (5) 口座振替の登録に関すること。  

 (6) 歳入歳出外現金に係る事前協議に関すること。  

 (7) 歳入歳出外現金の受払の記録管理に関すること。  

 (8) 委託を受けた各種団体の出納に関すること。  

 (9) 支出負担行為の事前合議に関すること。  

 (10) 支出命令、 振替命令、 還付命令及び更正命令の審査、 精算の確認並び

に戻入通知の受理に関すること。  

 (11) 歳入歳出外現金及び基金に属する現金に係る払出通知の審査に関する

こと。  

 (12) 審査出納員に関すること。  

 (13) 室長の指定する会計に関する事務に関すること。  
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附 則 

この規則は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第 2 条第 1 項の団体及び同条例 

第10 条の特定法人を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

 

 

名古屋市規則第49 号 

 

   公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第 2 条第 1 項の団体 

      及び同条例第10 条の特定法人を定める規則の一部を改正する規則 

 

  公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第 2 条第 1 項の団体及び同条例 

第10 条の特定法人を定める規則（平成14 年名古屋市規則第 8 号）の一部を次の 

ように改正する。 

 別表第 4 中 

「 

一般財団法人自治体国際化協会  を 

                            」 

「 

地方税共同機構 

一般財団法人自治体国際化協会 
 に改める。  

                            」 
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附 則 

この規則は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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 保健所長委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

 

 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第50 号 

 

   保健所長委任規則の一部を改正する規則 

 

 保健所長委任規則（ 昭和28 年名古屋市規則第 7 号） の一部を次のように改正

する。  

本則第19 号中「 第44 条の 3 の 3 及び第50 条の 4 」 を「 第44 条の 3 の 6 及び第

50 条の 7 」 に改める。  

本則第24 号中「 第44 条の 3 の 2 第 6 項及び第50 条の 3 第 6 項」 を「 第44 条の

3 の 5 第 6 項及び第50 条の 6 第 6 項」 に改める。  

本則第24 号の 2 中「 第 4 項及び第 5 項」 を「 第 7 項及び第 8 項」 に改める。  

 

   附 則 

 この規則は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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出納員等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

令和 6年 3月29日 

 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第51号 

 

出納員等に関する規則の一部を改正する規則 

 

出納員等に関する規則（昭和53年名古屋市規則第52号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第 1現金出納員 1出納員の表総務局の項第 1号中「総合調整部アジア・

アジアパラ競技大会推進課」を「アジア・アジアパラ競技大会推進部アジア・

アジアパラ競技大会推進課」に改め、同表スポーツ市民局の項第 1号中「同部

スポーツ施設課」の次に「、同部スポーツ戦略課」を加え、同表環境局の項第 

 1号中「ごみ減量部減量推進課」を「資源循環部資源循環企画課」に改め、同

表健康福祉局の項第 2号を次のように改める。 

 2 厚生院管理課長 

別表第 1現金出納員 1出納員の表住宅都市局の項第 1号中「都市整備部まち

づくり企画課、同部名港開発振興課、同部市街地整備課、同部アジア・アジア

パラ競技大会選手村後利用開発推進課」を「市街地整備部市街地整備課、同部

名古屋競馬場跡地開発推進課、まちづくり企画部まちづくり企画課、同部名港 
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開発振興課」に改め、同表緑政土木局の項第 1号中「同部道路利活用課、同部

道路維持課、同部自転車利用課、道路建設部用地管理課、同部用地補償課、同

部道路建設課」を「同部用地管理課、同部自転車利用課、同部道路利活用課、

道路部道路建設課、同部橋梁施設課、同部道路維持課、同部用地補償課」に、

「都市農業課」を「農政部都市農業課」に改め、同表教育委員会事務局の項第 

  1号中「指導部指導課」を「教育支援部義務教育課」に改め、同項第 2号を次

のように改める。 

  2 図書館の副館長補佐及び図書館分館の館長補佐 

 別表第 2物品出納員 1出納員の表本庁の項第 1号中「消防局総務課」を「消

防局総務部総務課」に改め、同項第 2号中「特別消防隊副隊長、消防航空隊隊 

長補佐（航空消防）、」を削り、「救急救命研修所所長補佐（救急救命研修）」 

の次に「、本部機動部隊の庶務担当隊長補佐、消防航空隊隊長補佐（航空消

防）」を加え、「人事委員会事務局審査課課長補佐（調査）」を「人事委員会

事務局審査課課長補佐（庶務・調査）」に改め、同表公所総務局の項第 1号を

次のように改める。 

  1 公所の庶務担当副館長補佐又は庶務担当次長補佐 

別表第 2物品出納員 1出納員の表公所教育委員会事務局の項第 2号中「、子

ども適応相談センター」を「及び教育支援センターの庶務担当所長補佐」に、

「図書館、図書館分館、」を「図書館の副館長補佐、図書館分館の館長補佐並

びに」に改め、「庶務担当所長補佐、」及び「又は庶務担当館長補佐」を削る。 

 

   附 則 

 この規則は、 令和 6年 4月 1日から施行する。  
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 名古屋市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し        

 

 

 

名古屋市規則第52号 

 

   名古屋市会計規則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市会計規則（昭和39年名古屋市規則第 5 号）の一部を次のように改正

する。 

 第 3 条第 5 号中「会計室出納課」を「会計室会計課」に改める。 

 第 4 条の 2 第 1 項中「会計室次長」を「会計室会計課長」に改める。 

第14条を次のように改める。 

（指定金融機関等の検査） 

第14条 指定金融機関等の検査は、市長が別に定めるところにより行うものと

する。 

第51条の 2 の次に次の 1 条を加える。 

（公金の収納の委託） 

第51条の 3  法第 243 条の 2 の 5 第 1 項の規定に基づき、公金の収納に関する

事務を委託することができる歳入等（法第 231 条の 2 の 2 に規定する歳入等

をいう。以下同じ。）は、法第 243 条の 2 の 5 第 1 項各号のいずれにも該当 
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する歳入等とする。 

第52条の見出しを「（公金の徴収又は収納の委託の手続）」に改め、同条第

1 項中「次に掲げる」を「法第 243 条の 2 第 1 項の規定に基づき、歳入の徴収

又は歳入等の収納に関する」に改め、同項各号を削り、同条第 2 項中「歳入の

徴収又は収納の事務の委託を受けた者（」を「指定公金事務取扱者（歳入の徴

収又は歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。」に、「収入金の

徴収又は」を「歳入の徴収又は歳入等の」に改め、同条第 4 項中「、納入」を

「及び納入」に、「及び」を「並びに歳入等の」に改める。 

第62条中「次の各号のいずれかに該当する」を「支出負担行為のうち市会計

管理者が異例と認めるものについて、」に改め、同条各号を削る。 

第74条第1項第5号中「国民健康保険法」の次に「（昭和33年法律第192 

号）」を加え、同項第16号中「休業補償の付加給付に関する条例」を「休業補

償等の付加給付に関する条例」に改め、同項第21号中「介護保険法」の次に「

（平成 9 年法律第 123 号）」を加え、同項第28号を次のように改める。 

(28) 削除 

第83条に次の 2 号を加える。 

(4) 講習会、懇談会その他の会合への参加に要する経費 

(5) 受験料 

第84条及び第85条を次のように改める。 

第84条及び第85条 削除 

第86条第 1 項中「（法第 231 条の 2 の 2 に規定する歳入等をいう。）」を削

る。 

第87条の見出し中「支出事務」を「公金の支出」に改め、同条中「令第 165

条の 3 」を「法第 243 条の 2 の 6 」に、「支出事務の委託を受けた者」を「指

定公金事務取扱者（歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。）」に

改める。 

第95条第 1 項中「（以下「還付請求書等」という。）」を削り、同条中第 2

項を削り、第 3 項を第 2 項とし、第 4 項を第 3 項とする。 

第 106 条中「第 165 条の 6 第 1 項」を「第 165 条の 5 第 1 項」に改める。 

第 136 条第 1 項中「物品受入通知書（第91号様式）」の次に「又は市会計管
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理者が認める場合これに代わる書類（以下「物品受入通知書等」という。）」

を加え、同項ただし書を削り、同条第 2 項中「次の各号」を「次」に、「物品

受入通知書」を「物品受入通知書等」に改め、同項各号を次のように改める。 

(1) 消耗品（寄附又は交換により受け入れたもの及び切手、印紙、乗車券そ

の他これらに類するものを除く。） 

(2) 出張先において、職員が取得して直ちに消費する物品 

(3) その他市会計管理者が指定する物品 

第 137 条第 1 項中「物品払出通知書（第94号様式）」の次に「又は市会計管

理者が認める場合これに代わる書類」を加える。 

第 142 条中第 2 項を削り、第 3 項を第 2 項とし、第 4 項を第 3 項とし、第 5

項を第 4 項とし、同条第 6 項中「第 141 条第 2 項」を「前条第 2 項」に、「第

4 項」を「第 3 項」に改め、同項を同条第 5 項とする。 

第 143 条第 1 項中「前条第 3 項及び第 4 項」を「前条第 2 項及び第 3 項」に

改め、同条第 2 項中「前条第 3 項」を「前条第 2 項」に改める。 

第 147 条中「重要物品」を「令第 166 条第 2 項に規定する財産に関する調書

のうち物品の項に掲げる「重要な物品」（以下「重要物品」という。）」に改

める。 

第 148 条第 1 項中「第 142 条第 4 項」を「第 142 条第 3 項」に改める。 

第 150 条中「第 136 条第 1 項本文」を「第 136 条第 1 項」に、「第 142 条第

3 項及び第 4 項」を「第 142 条第 2 項及び第 3 項」に改める。 

第 156 条中「第 243 条の 2 の 2 第 1 項前段」を「第 243 条の 2 の 8 第 1 項前

段」に、「所属長」を「局（名古屋市事務分掌条例第１条に規定する局及び室、

会計室、消防局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務

局、監査事務局並びに市会事務局をいう。）又は区の長」に改める。 

別表第 2 出納員の項中「特別消防隊、消防航空隊及び」を削り、「救急救命

研修所」の次に「、本部機動部隊及び消防航空隊」を加える。 

第23号様式の 2 注 2 の項中「にあっては、区役所内指定金融機関派出所に払

い込むこと。この場合において」を「を払い込む場合においては」に改める。 

 

   附 則 
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1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。 

2  この規則による改正後の名古屋市会計規則（以下「新規則」という。）の

規定は、令和 6 年度に係る会計手続から適用し、令和 5 年度に係る会計手続

については、なお従前の例による。 

3  施行日の前日において地方自治法の一部を改正する法律（令和 5 年法律第

19号）附則第 2 条第 3 項に規定する従前の公金事務又は地方自治法施行令等

の一部を改正する政令（令和 6 年政令第12号）附則第 2 条第 1 項に規定する

従前の公金事務を行っている者にこれらの従前の公金事務を行わせる場合に

おける新規則の適用については、令和 8 年 3 月31日までの間は、なお従前の

例による。 
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名古屋市民会館条例施行細則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第53 号 

 

   名古屋市民会館条例施行細則等の一部を改正する規則 

 

（名古屋市民会館条例施行細則の一部改正） 

第 1 条 名古屋市民会館条例施行細則（昭和47年名古屋市規則第65号）の一部 

を次のように改正する。 

第 6  条第 3  号中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同号カ中「 

平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同号中

ケをコとし、クをケとし、キをクとし、カの次に次のように加える。 

キ 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により発 

行される登録者証 

（名古屋市文化小劇場条例施行細則の一部改正） 

第 2 条 名古屋市文化小劇場条例施行細則（平成 6 年名古屋市規則第50号）の 

一部を次のように改正する。 

第 8  条第 2  号中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同号カ中「 

平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同号中 
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ケをコとし、クをケとし、キをクとし、カの次に次のように加える。 

キ 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により発

行される登録者証 

 （名古屋市音楽プラザ条例施行細則の一部改正） 

第 3 条 名古屋市音楽プラザ条例施行細則（平成 8 年名古屋市規則第80号）の 

一部を次のように改正する。 

第 9  条第 2  号中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同号カ中「 

平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同号中

ケをコとし、クをケとし、キをクとし、カの次に次のように加える。 

キ 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により発

行される登録者証 

（名古屋市民ギャラリー条例施行細則の一部改正） 

第 4 条 名古屋市民ギャラリー条例施行細則（平成 6 年名古屋市規則第51号） 

の一部を次のように改正する。 

第 8  条第 2  号中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同号カ中「 

平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同号中

ケをコとし、クをケとし、キをクとし、カの次に次のように加える。 

キ 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により発

行される登録者証 

（名古屋市民御岳休暇村条例施行細則の一部改正） 

第 5 条 名古屋市民御岳休暇村条例施行細則（昭和48年名古屋市規則第 5 号） 

の一部を次のように改正する。 

第 6  条第 3  号中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同号カ中「 

平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同号中

ケをコとし、クをケとし、キをクとし、カの次に次のように加える。 

キ 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により発

行される登録者証 

 （名古屋市旧川上貞奴邸条例施行細則の一部改正） 

第 6 条 名古屋市旧川上貞奴邸条例施行細則（平成16年名古屋市規則第92号） 

の一部を次のように改正する。 
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第11  条第 1  項中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同項第 6  号

中「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同

項中第 9  号を第10  号とし、第 8  号を第 9  号とし、第 7  号を第 8  号とし、第 6  

号の次に次の 1  号を加える。 

(7) 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により発行 

される登録者証 

（名古屋市文化のみち橦木館条例施行細則の一部改正） 

第 7 条 名古屋市文化のみち橦木館条例施行細則（平成20年名古屋市規則第 

131  号）の一部を次のように改正する。 

第12  条第 1  項中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同項第 6  号

中「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同

項中第 9  号を第10  号とし、第 8  号を第 9  号とし、第 7  号を第 8  号とし、第 6  

号の次に次の 1  号を加える。 

(7) 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により発行 

される登録者証 

 （名古屋市揚輝荘条例施行細則の一部改正） 

第 8 条 名古屋市揚輝荘条例施行細則（平成24年名古屋市規則第 112  号）の一

部を次のように改正する。 

第12  条第 1  項中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同項第 6  号

中「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同

項中第 9  号を第10  号とし、第 8  号を第 9  号とし、第 7  号を第 8  号とし、第 6  

号の次に次の 1  号を加える。 

(7) 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により発行 

される登録者証 

 （名古屋市国際展示場条例施行細則の一部改正） 

第 9 条 名古屋市国際展示場条例施行細則（昭和48年名古屋市規則第43号）の 

一部を次のように改正する。 

第 6  条の 3  第 1  項第 1  号中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、

同号カ中「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加

え、同号中ケをコとし、クをケとし、キをクとし、カの次に次のように加え
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る。 

キ 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により発 

行される登録者証 

（名古屋国際会議場条例施行細則の一部改正） 

第10条 名古屋国際会議場条例施行細則（平成 2 年名古屋市規則第 1 号）の一 

部を次のように改正する。 

第 6  条第 1  項第 1  号中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同号

カ中「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、

同号中ケをコとし、クをケとし、キをクとし、カの次に次のように加える。 

キ 難病法第28条第 2  項に規定する指定難病要支援者証明事業により発 

行される登録者証 

 

   附 則 

1   この規則は、令和 6 年 4 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。 

2   第 2 条の規定による改正後の名古屋市文化小劇場条例施行細則第 8 条の規

定、第 3 条の規定による改正後の名古屋市音楽プラザ条例施行細則第 9 条の

規定、第 4 条の規定による改正後の名古屋市民ギャラリー条例施行細則第 8 

条の規定、第 5 条の規定による改正後の名古屋市民御岳休暇村条例施行細則

第 6 条の規定及び第 9 条の規定による改正後の名古屋市国際展示場条例施行

細則第 6 条の規定は、施行日以後の利用料金について適用し、施行日前の利

用料金については、なお従前の例による。 
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名古屋市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則をこ

こに公布する。 

 

 

 

令和 6 年 3 月29日 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第54号 

 

   名古屋市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施 

   行細則 

 

 （趣旨） 

第 1 条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（ 

平成20年法律第40号。以下「法」という。）、地域における歴史的風致の維

持及び向上に関する法律施行令（平成20年政令第 337  号）及び地域における

歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則（平成20年文部科学省・国

土交通省令第 1 号）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （意見の聴取等） 

第 2 条 法第12条第 2 項の規定による所有者の意見の聴取は、歴史的風致形成

建造物の指定に関する意見書（第 1 号様式）を提出させて行うものとする。 

2  法第12条第 2 項の規定による公共施設の管理者の同意の取得は、歴史的風

致形成建造物の指定に関する同意書（第 2 号様式）を提出させて行うものと

する。 
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（指定の通知） 

第 3 条 法第14条第 1 項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物指定通知

書（第 3 号様式）により行うものとする。 

（標識の記載事項等） 

第 4 条 法第14条第 2 項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記

載するものとする。 

(1) 歴史的風致形成建造物の文字 

(2) 歴史的風致形成建造物の名称及び所在地 

(3) 指定番号及び指定年月日 

2  前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。 

（増築等の届出） 

第 5 条 法第15条第 1 項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等届

出書（第 4 号様式）により行うものとする。 

2  法第15条第 2 項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等変更届

出書（第 5 号様式）により行うものとする。 

（所有者の変更の届出） 

第 6 条 法第18条の規定による届出は、歴史的風致形成建造物所有者変更届出

書（第 6 号様式）により行うものとする。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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第 1 号様式 

歴史的風致形成建造物の指定に関する意見書 

年  月  日  

 （宛先）名古屋市長 

所有者 住所 

                  氏名 

 

年  月  日付けで照会のあった歴史的風致形成建造物の指定に 

ついて、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第 2 項の 

規定により、次のとおり意見を提出します。 

建 造 物 の 

名 称 
 

建 造 物 の 

所 在 地 
名古屋市   区 

指定についての 

意 見 

□指定しても差し支えない。 

□その他（                  ） 

（注） 1  法人にあっては、住所欄にその事務所又は事業所の所在地を、氏名 

    欄にその名称及び代表者氏名を記入してください。 

   2  該当する□の中にレ印をつけてください。その他の場合には、（ ） 

    内にその内容を具体的に記載してください。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4 とする。 
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第 2 号様式 

歴史的風致形成建造物の指定に関する同意書 

年  月  日  

 （宛先）名古屋市長 

公共施設管理者 住所          

 氏名         

                

次の建造物を、歴史的風致形成建造物として指定することについて、地域に 

おける歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第 2 項の規定により同意 

します。 

建 造 物 の 

名 称 
 

建 造 物 の 

所 在 地 
名古屋市   区 

（注） 法人その他の団体にあっては、住所欄にその事務所又は事業所の所在

地を、氏名欄にその名称及び代表者氏名を記入してください。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4 とする。 
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第 3 号様式 

歴史的風致形成建造物指定通知書 

年  月  日  

        様 

名古屋市長         印 

 

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12 条第 1 項の規定に

より、あなたの所有する建造物を次のとおり歴史的風致形成建造物として指定

しましたので、同法第14 条第 1 項の規定により通知します。 

指 定 年 月 日 年  月  日 

指 定 番 号  

歴史的風致形成建造物の 

名 称 
 

歴史的風致形成建造物の 

所 在 地 
名古屋市   区 

指 定 の 理 由  

有 形 文 化 財 等 の 

該 当 の 有 無 
 

備考 1  行政不服審査法第82条第 1 項及び行政事件訴訟法第46条第 1 項の規定      

に基づき教示を行うものとする。  

2  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4 とする。 

 

 

 

416



第 4 号様式 

歴史的風致形成建造物増築等届出書 

年  月  日  

（宛先）名古屋市長 

届出者 住所          

                  氏名 

              

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第15条第 1 項の規定に 

より、歴史的風致形成建造物の増築等について、次のとおり届け出ます。 

行 為 の 種 類 □増築  □改築  □移転  □除却 

指 定 番 号 
 

歴史的風致形成建造物の 

名 称 
 

行 為 の 場 所  

着 手 予 定 年 月 日 年  月  日 

設 計 又 は 施 行 方 法  

完 了 予 定 年 月 日 年  月  日 

（注） 1  法人その他の団体にあっては、住所欄にその事務所又は事業所の所 

在地を、氏名欄にその名称及び代表者氏名を記入してください。 

   2  該当する□の中にレ印をつけてください。 

   3  この届出書には、次の図書を添えてください。 

(1) 当該行為の設計仕様書及び設計図  

(2) 当該歴史的風致形成建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の  

状況を示す図面（縮尺 2,500   分の 1 以上のもの）  

(3) 当該歴史的風致形成建造物及び当該行為をしようとする箇所の写 

 真 

(4) 届出者が歴史的風致形成建造物の所有者以外の者であるときは、 

 当該所有者の意見書 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4 とする。 
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第 5 号様式 

歴史的風致形成建造物増築等変更届出書 

年  月  日  

（宛先）名古屋市長     

届出者 住所          

                  氏名 

 

年  月  日付けで届け出た歴史的風致形成建造物の増築等に係

る事項の変更について、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

第15条第 2 項の規定により、次のとおり届け出ます。 

指 定 番 号  

歴史的風致形成建造物の 

名 称 
 

行 為 の 場 所  

設 計 又 は 

施行方 法 

変更前  

変更後  

（注） 1  法人その他の団体にあっては、住所欄にその事務所又は事業所の所 

在地を、氏名欄にその名称及び代表者氏名を記入してください。 

   2  この届出書には、次の図書を添えてください。 

(1) 当該行為の設計仕様書及び設計図  

(2) 当該歴史的風致形成建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の  

状況を示す図面（縮尺 2,500   分の 1 以上のもの）  

(3) 当該歴史的風致形成建造物及び当該行為をしようとする箇所の写 

 真 

(4) 届出者が歴史的風致形成建造物の所有者以外の者であるときは、 

 当該所有者の意見書 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4 とする。 
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第 6 号様式 

歴史的風致形成建造物所有者変更届出書 

年  月  日  

（宛先）名古屋市長 

届出者 住所          

     氏名          

              

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第18条の規定により、 

歴史的風致形成建造物の所有者の変更について、次のとおり届け出ます。 

指 定 番 号 
 

歴史的風致形成建造物の 

名 称 

 

変 更 年 月 日 年  月  日 

新所有者の住所氏名 
住所 

氏名 

（注） 法人にあっては、住所欄にその事務所又は事業所の所在地を、氏名欄 

   にその名称及び代表者氏名を記入してください。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4 とする。 
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名古屋市営路外駐車場条例施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第55号 

    

   名古屋市営路外駐車場条例施行細則の一部を改正する規則 

 

名古屋市営路外駐車場条例施行細則（昭和41 年名古屋市規則第91 号）の一部

を次のように改正する。 

 第 3 条第 5 項中「第 3 項」を「第 4 項」に改め、同項を同条第 6 項とし、同

条第 4 項中「、前項」を「、同項」に改め、同項を同条第 5 項とし、同条第 3 

項中「第 3 条第 4 項」を「第 3 条第 5 項」に改め、同項を同条第 4 項とし、同

条第 2 項中「第 3 条第 4 項」を「第 3 条第 5 項」に改め、同項を同条第 3 項と

し、同条第 1 項の次に次の 1 項を加える。 

 2  条例第 3 条第 4 項の規定により、百貨店業その他の自動車の駐車需要を生

じさせる程度の大きい事業を営む者で市長が必要と認めるものが料金を納付

する場合は、当該料金の 1 割を割り引く。 

 第 6 条第 1 項中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同項第 6 号中

「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同項中

第 9 号を第10号とし、第 8 号を第 9 号とし、第 7 号を第 8 号とし、第 6 号の次 
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に次の 1 号を加える。 

(7) 難病法第28条第 2 項に規定する指定難病要支援者証明事業により発行さ

れる登録者証 

 

  附 則 

1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。 

2  この規則による改正後の名古屋市営路外駐車場条例施行細則の規定は、施

行日以後の利用に係る料金について適用し、施行日前の利用に係る料金につ

いては、なお従前の例による。 

3  名古屋市営路外駐車場条例施行細則の一部を改正する規則（平成27年名古

屋市規則第 5 号）の一部を次のように改正する。 

  附則第 3 項ただし書中「新規則第 3 条第 2 項」を「名古屋市営路外駐車場

条例施行細則第 3 条第 3 項」に改める。 

4  名古屋市営路外駐車場条例施行細則の一部を改正する規則（平成30年名古

屋市規則第 5 号）の一部を次のように改正する。 

  附則第 3 項ただし書中「新規則第 3 条第 2 項」を「名古屋市営路外駐車場

条例施行細則第 3 条第 3 項」に改める。 

5  名古屋市営路外駐車場条例施行細則の一部を改正する規則（令和 4 年名古

屋市規則第13 号）の一部を次のように改正する。 

  附則第 2 項中「この規則による改正後の名古屋市営路外駐車場条例施行細

則（以下「新規則」という。）第 3 条第 2 項」を「名古屋市営路外駐車場条

例施行細則第 3 条第 3 項」に改める。 

  附則第 3 項中「新規則」を「名古屋市営路外駐車場条例施行細則」に改め

る。 
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 名古屋市みどりが丘公園条例施行細則の一部を改正する規則をここに公布す 

る。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第56号 

 

   名古屋市みどりが丘公園条例施行細則の一部を改正する規則 

 

名古屋市みどりが丘公園条例施行細則（昭和63年名古屋市規則第74号）の一 

部を次のように改正する。 

第17条第 1 号中「一般墓地使用者」の次に「（本市に住所を有する者に限る。

次号及び第 3 号において同じ。）」を加える。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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 名古屋市道路附属物自動車駐車場条例施行細則の一部を改正する規則をここ 

に公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第57号 

 

名古屋市道路附属物自動車駐車場条例施行細則の一部を改正する 

   規則 

 

 名古屋市道路附属物自動車駐車場条例施行細則（平成21年名古屋市規則第 

 108 号）の一部を次のように改正する。 

 第 2 条の表中 

「 

名古屋市大曽根駐車場 午前 7 時から翌日の午前 1 時まで 

                                  」 

を 

「 

名古屋市大曽根駐車場 
午前 6 時30分から翌日の午前 1 時 

まで 

                                  」 

に改める。 
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第 3 条中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同条第 6 号中「平成 

26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同条中第 9 号 

を第10号とし、第 8 号を第 9 号とし、第 7 号を第 8 号とし、第 6 号の次に次の 

 1 号を加える。 

 (7) 難病法第28条第 2 項に規定する指定難病要支援者証明事業により発行さ 

れる登録者証 

 

附 則 

 1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 2  この規則による改正後の名古屋市道路附属物自動車駐車場条例施行細則第 

 3 条の規定は、施行日以後に納付する利用料金について適用し、施行日前に 

納付された利用料金については、なお従前の例による。 

424



 

 名古屋市有料自転車駐車場条例施行細則等の一部を改正する規則をここに公 

布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第58号 

 

   名古屋市有料自転車駐車場条例施行細則等の一部を改正する規則    

    

 （名古屋市有料自転車駐車場条例施行細則の一部改正） 

第 1 条 名古屋市有料自転車駐車場条例施行細則（平成27年名古屋市規則第 

 101 号）の一部を次のように改正する。 

第 4 条第 1 項第 7 号中「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」 

という。」を加え、同項中第10号を第11号とし、第 9 号を第10号とし、第 8  

号を第 9 号とし、第 7 号の次に次の 1 号を加える。 

 (8) 難病法第28条第 2 項に規定する指定難病要支援者証明事業により発行 

される登録者証の交付を受けている者が利用するとき。 

（名古屋市農業センター条例施行細則の一部改正） 

第 2 条 名古屋市農業センター条例施行細則（令和 4 年名古屋市規則第68号） 

の一部を次のように改正する。 

第 9 条第 1 項第 1 号中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同号 

カ中「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、 
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同号中ケをコとし、クをケとし、キをクとし、カの次に次のように加える。 

  キ 難病法第28条第 2 項に規定する指定難病要支援者証明事業により発 

行される登録者証 

（名古屋市東谷山フルーツパーク条例施行細則の一部改正） 

第 3 条 名古屋市東谷山フルーツパーク条例施行細則（昭和55年名古屋市規則

第59号）の一部を次のように改正する。 

第 5 条第 1 項中「又は受給者証」を「、受給者証等」に改め、同項第 6 号 

中「平成26年法律第50号」の次に「。以下「難病法」という。」を加え、同 

項中第 9 号を第10号とし、第 8 号を第 9 号とし、第 7 号を第 8 号とし、第 6  

号の次に次の 1 号を加える。 

  (7) 難病法第28条第 2 項に規定する指定難病要支援者証明事業により発行 

される登録者証 

 

   附 則 

 1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 2  第 1 条の規定による改正後の名古屋市有料自転車駐車場条例施行細則第 4  

条の規定は、施行日以後に納付する利用料金について適用し、施行日前に納 

付された利用料金については、なお従前の例による。 
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「 

「 

 

 

 名古屋市建築基準法等施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第59号 

 

   名古屋市建築基準法等施行細則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市建築基準法等施行細則（平成12年名古屋市規則第85号）の一部を次

のように改正する。 

 第14条第 1 項の表の 1 項左欄中「第 3 項」の次に「、令第 137 条の12第 6 項

若しくは第 7 項」を加える。 

 第15条第 1 項の表以外の部分中「法に」を「法及び令に」に、「条例及び」

を「条例並びに」に、「 6 項」を「 7 項」に改め、同項の表中 

 

 法、令、県条例、法に基づく本市 

の条例及び高度地区の規定 

 

 

 法、令、県条例、法及び令に基づ 

く本市の条例並びに高度地区の規 に、 

を 
 

」 
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定  

 

 

4 県条例第31条ただし書、県条例第

32条、県条例第34条、県条例第35

条又は県条例第36条第 2 項 

(1)  1 項右欄に掲げる図書 

(2) 令第 129 条の 2 第 1 項の全館

避難安全検証法により検証した

際の計算書 

5 大規模集客施設制限地区条例第 2 

条第 1 項第 1 号 

(1)  1 項右欄に掲げる図書 

(2) 規則第 1 条の 3 第 1 項の表 2  

(29)項(ろ)欄に掲げる図書のう

ち日影図 

(3) 申請に係る地区計画の区域の

現況図 

6 高度地区第 2 項第 2 号又は第 3 号 (1)  1 項右欄に掲げる図書 

(2) 規則第 1 条の 3 第 1 項の表 2  

(29)項(ろ)欄に掲げる図書のう

ち日影図 

 

を 

 

4 大規模集客施設制限地区条例第 2 

条第 1 項第 1 号 

(1)  1 項右欄に掲げる図書 

(2) 規則第 1 条の 3 第 1 項の表 2  

(29)項(ろ)欄に掲げる図書のう

ち日影図 

(3) 申請に係る地区計画の区域の

現況図 

5 名古屋市地下街建築基準条例（令

和 6 年名古屋市条例第37号。以下

「地下街条例」という。）第 6 条

第 1 項 

(1)  1 項右欄に掲げる図書 

(2) 地下街避難安全性能を有する

ことを明示した図書 

「 

」 

」 

「 
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6 地下街条例第 7 条 (1)  1 項右欄に掲げる図書 

(2) 申請に係る建築物について、

地下街条例第 2 条から第 4 条ま

での規定に適合しているかどう

かを明示した図書 

7 高度地区第 2 項第 2 号又は第 3 号 (1)  1 項右欄に掲げる図書 

(2) 規則第 1 条の 3 第 1 項の表 2  

(29)項(ろ)欄に掲げる図書のう

ち日影図 

 

に改める。 

 

   附 則 

この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

」 
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 名古屋市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則の一部を改

正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第60号 

 

   名古屋市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則 

の一部を改正する規則 

 

 名古屋市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則（平成14年

名古屋市規則第85号）の一部を次のように改正する。 

 第 1 条中「、解体工事業に係る登録等に関する省令（平成13年国土交通省令

第92号）」を削る。 

 第 2 条第 1 項中「次の各号」を「次」に改め、同項第 2 号中「法第21条第 1 

項に規定する」を「建設業法（昭和24年法律第 100 号）別表第 1 の下欄に掲げ

る土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第 3 条第 1 項の」に

改め、「又は」の次に「法第21条第 1 項の規定による」を加え、同条第 2 項中

「第 3 条第 2 項」を「第 6 条第 2 項」に、「前項第 2 号に規定する図書」を「 

省令第 2 条第 3 項に定めるもの及び前項各号に掲げる図書で変更に係るもの」

に改める。 
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   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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 名古屋市文化芸術推進評議会規則をここに公布する。 

    

 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

   

 

  

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 

 

名古屋市規則第61 号 

 

   名古屋市文化芸術推進評議会規則 

 

 （目的） 

第 1 条 この規則は、名古屋市文化芸術推進基本条例（令和 6 年名古屋市条例

第17 号）第11 条第11 項の規定に基づき、名古屋市文化芸術推進評議会（以下

「評議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的

とする。 

（会長及び副会長） 

第 2 条 評議会に会長及び副会長各 1 人を置く。 

2  会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

3  会長は、評議会を代表し、会務を総理する。 

4  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第 3 条 評議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 
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2  評議会は、委員（その調査審議事項に係る臨時委員を含む。以下同じ。） 

の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。 

3  評議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

（部会） 

第 4 条 部会は、評議会の議決により付議された事項について調査審議し、そ

の経過及び結果を評議会に報告する。 

2  部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

3  部会に部会長を置き、会長が指名する。 

4  部会長は、会務を総理し、部会の会議の議長となる。 

5  部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務

を代理する。 

6  前条の規定は、部会の会議の招集、定足数及び表決について準用する。こ

の場合において、同条第 1 項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替える

ものとする。 

 （関係者の出席） 

第 5 条 評議会及び部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め

てその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができ

る。 

 （庶務） 

第 6 条 評議会の庶務は、観光文化交流局において処理する。 

 （委任） 

第 7 条 この規則に定めるもののほか、評議会の運営に関し必要な事項は、会

長が定める。 

 

附 則 

この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市告示第 153号 

 

   有料公園施設の利用の禁止について 

 

 名古屋市都市公園条例（昭和34年名古屋市条例第15号）第 5条の規定により

次のとおり都市公園の一部の利用を禁止します。 

 

  令和 6年 3月25日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 利用を禁止する有料公園施設の名称 

  押切公園野球場 

 

2 利用を禁止する期間 

  令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで 

 

 3 利用を禁止する理由 

  下水道工事のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市緑政土木局緑地部緑地管理課 
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名古屋市告示第 154号 

 

指定居宅サービス事業者等の指定 

 

 介護保険法（平成 9年法律第 123号）第41条第 1項、第42条の 2第 1項、第

46条第 1項及び第53条第 1項の規定により、指定居宅サービス事業者、指定地

域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス

事業者として、次のとおり指定しました。 

 

  令和 6年 3月26日 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者 

事業者の名称 

 

事業所の名称 事業所の所在地 指定年月 

日 

サービスの種類 

株式会社ＴＷ 

Ｇ 

訪問看護ステ 

ーション ひ 

だまりの郷な 

ごや北 

名古屋市北区如 

意三丁目75番地 

令和 6年 

2月 1日 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

株式会社フジ 

キナ 

うえのやま訪 

問看護ステー 

ション北 

名古屋市北区中 

切町 2丁目62番 

地 

令和 6年 

2月 1日 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

株式会社ＨＩ 

ＭＡＲＩ 

ＨＩＭＡＲＩ 

訪問看護ステ 

ーション 

名古屋市西区枇 

杷島三丁目26番 

11号 

令和 6年 

2月 1日 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

株式会社ＦＵ 

ＪＩＹＡＭＡ 

訪問看護ステ 

ーションふじ 

やま 

名古屋市西区大 

野木四丁目 367 

番地 

令和 6年 

2月 1日 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

株式会社エセ クラシアス訪 名古屋市昭和区 令和 6年 訪問看護 
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ンシア 問看護ステー 

ション 

藤成通 2丁目12 

番地の 1 

2月 1日 介護予防訪問看護 

株式会社ＬＵ 

ＡＧＯ 

訪問看護リハ 

ビリステーシ 

ョン松柏苑 

名古屋市緑区有 

松1808番地 

令和 6年 

2月 1日 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

株式会社Ｐｕ 

ｒ 

ナースケアま 

ほろ 

名古屋市名東区 

上社四丁目 131 

番地 

令和 6年 

2月 1日 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

株式会社ボン 

ドワイエム 

訪問看護ステ 

ーションよい 

かん名古屋名 

東 

名古屋市名東区 

極楽四丁目 904 

番地 

令和 6年 

2月 1日 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

 

2 指定居宅サービス事業者 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月 

日 

サービスの種類 

株式会社ＴＷ 

Ｇ 

ヘルパーステ 

ーション ひ 

だまりの郷な 

ごや北 

名古屋市北区如 

意三丁目75番地 

令和 6年 

2月 1日 

訪問介護 

合同会社清爽 ＦＫ介護 名古屋市北区黒 

川本通 4丁目30 

番地 

令和 6年 

2月 1日 

訪問介護 

株式会社ＦＵ 

ＪＩＹＡＭＡ 

訪問介護ステ 

ーションふじ 

やま 

名古屋市西区大 

野木四丁目 367 

番地 

令和 6年 

2月 1日 

訪問介護 

株式会社ベネ 

ッセスタイル 

ケア 

グランダ那古 

野ケアステー 

ション 

名古屋市中村区 

那古野一丁目39 

番12号 

令和 6年 

2月 1日 

訪問介護 
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株式会社ベネ 

ッセスタイル 

ケア 

アリア八雲・ 

山手通ケアス 

テーション 

名古屋市昭和区 

八雲町54番地の 

2 

令和 6年 

2月 1日 

訪問介護 

株式会社さく 

ら介護グルー 

プ 

さくら・介護 

ステーション 

たかばた南 

名古屋市中川区 

打中二丁目 269 

番地 

令和 6年 

2月 1日 

訪問介護 

一般社団法人 

ｔａｋｅ ｓ 

ｔｅｐ 

ヘルパーステ 

ーション ｔ 

ａｋｅ ｓｔ 

ｅｐ 

名古屋市守山区 

東山町13番27号 

令和 6年 

2月 1日 

訪問介護 

株式会社ＬＵ 

ＡＧＯ 

ヘルパーステ 

ーション松柏 

苑 

名古屋市緑区有 

松1808番地 

令和 6年 

2月 1日 

訪問介護 

株式会社Ｂｅ 

ｌｉｅｖｅ 

訪問介護ステ 

ーション チ 

ャレンジ 

名古屋市緑区桃 

山一丁目77番地 

令和 6年 

2月 1日 

訪問介護 

 

3 指定地域密着型サービス事業者 

事業者の名称 

 

事業所の名称 事業所の所在地 指定年月 

日 

サービスの種類 

有限会社のぞ 

み 

デイサービス 

 つぼみ 

名古屋市中村区 

剣町 175番地 

令和 6年 

2月 1日 

地域密着型通所介 

護 

善進印刷有限 

会社 

デイサービス 

 いっぽ善進 

名古屋市港区当 

知町字堤外 653 

番地 

令和 6年 

2月 1日 

地域密着型通所介 

護 

有限会社ウッ 

ディ－・ライ 

フサービス 

デイサービス 

 ＫＩＧＩ 

名古屋市港区九 

番町 5丁目16番 

地 

令和 6年 

2月 1日 

地域密着型通所介 

護 

株式会社ＨＫ ひかりの里 名古屋市緑区有 令和 6年 地域密着型通所介 
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Ｒ 有松 松町大字桶狭間 

字高根24番地の 

1 

2月 1日 護 

株式会社ＬＵ 

ＡＧＯ 

デイサービス 

松柏苑 

名古屋市緑区有 

松1808番地 

令和 6年 

2月 1日 

地域密着型通所介 

護 

 

4 指定居宅介護支援事業者 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月 

日 

サービスの種類 

合同会社橋本 ケアプランゆ 

う 

名古屋市東区東 

大曽根町29番11 

号 

令和 6年 

2月 1日 

居宅介護支援 

株式会社中日 

ビジネス 

中日介護相談 

センター 

名古屋市熱田区 

二番一丁目11番 

5号 

令和 6年 

2月 1日 

居宅介護支援 

株式会社なな 

かまど 

ケアプランセ 

ンター柊 

名古屋市天白区 

池見一丁目16番 

地の 5 

令和 6年 

2月 1日 

居宅介護支援 

 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 
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名古屋市告示第 155号 

 

指定居宅サービス事業者等の廃止 

 

 介護保険法（平成 9年法律第 123号）第75条第 2項、第78条の 5第 2項、第

82条第 2項及び第 115条の 5第 2項の規定により、指定居宅サービス事業者、

指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サ

ービス事業者から事業を廃止する旨の届出がありました。 

 

  令和 6年 3月26日 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

 1 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 届出受理 

年月日 

サービスの種類 

株式会社リベ 

ルケア 

訪問看護 リ 

ベル 守山 

名古屋市守山区 

笹ヶ根三丁目 

209番地 

令和 5年 

12月 8日 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

株式会社ミズ 

ノ 

訪問看護ステ 

ーション ひ 

だまりの郷 

なごや北 

名古屋市北区如 

意三丁目75番地 

令和 5年 

12月28日 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

株式会社松柏 

苑 

松柏苑訪問看 

護リハビリス 

テーション 

名古屋市緑区有 

松1808番地 

令和 5年 

12月28日 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

 

2 指定居宅サービス事業者 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 届出受理 

年月日 

サービスの種類 
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株式会社コス 

モハウス 

訪問介護事業 

所コスモ 

名古屋市守山区 

新守山1105番地 

令和 5年 

12月11日 

訪問介護 

合同会社ＣＯ 

ＬＯＲＦＵＬ 

ケアステーシ 

ョンにじいろ 

名古屋市港区高 

木町 2丁目10番 

地 

令和 5年 

12月22日 

訪問介護 

株式会社ミズ 

ノ 

ヘルパーステ 

ーション ひ 

だまりの郷 

なごや北 

名古屋市北区如 

意三丁目75番地 

令和 5年 

12月28日 

訪問介護 

株式会社安井 

接骨院 

さくら・介護 

ステーション 

やすい 

名古屋市中川区 

打中二丁目 269 

番地 

令和 5年 

12月28日 

訪問介護 

株式会社わか 

ば 

訪問介護事業 

所 咲空（さ 

くら） 

名古屋市守山区 

新城 4番16号 

令和 5年 

12月28日 

訪問介護 

株式会社松柏 

苑 

ヘルパーステ 

ーション 松 

柏苑 

名古屋市緑区有 

松1808番地 

令和 5年 

12月28日 

訪問介護 

 

  3 指定地域密着型サービス事業者 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 届出受理 

年月日 

サービスの種類 

株式会社ごか 

んホールディ 

ングス 

フィットネス 

デイ ごかん 

 浄心 

名古屋市西区児 

玉一丁目17番 1 

号 

令和 5年 

12月28日 

地域密着型通所介 

護 

ベルリオ有限 

会社 

リハビリデイ 

サービス Ｒ 

ｉｎｇｌｅ 

名古屋市昭和区 

山花町 130番地 

令和 5年 

12月28日 

地域密着型通所介 

護 

株式会社松柏 松柏苑 名古屋市緑区有 令和 5年 地域密着型通所介 
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苑 

 

松1808番地 12月28日 護 

 

4 指定居宅介護支援事業者 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 届出受理 サービスの種類 

   年月日  

医療法人有仁 

会 

医療法人有仁 

会居宅介護支 

援ゆうあい 

名古屋市守山区 

瀬古東二丁目 

411番地 

令和 5年 

12月15日 

居宅介護支援 

株式会社ライ 

フリズム 

ケアプランセ 

ンター ライ 

フリズム 

名古屋市天白区 

平針台一丁目 

105番地の1 

令和 5年 

12月28日 

居宅介護支援 

 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 
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名古屋市告示第 156号 

 

   名古屋都市計画事業の事業計画の変更認可 

 

 愛知県知事による名古屋都市計画事業の事業計画の変更認可の告示がありま

したので、都市計画法（昭和43年法律第 100号）第66条の規定により、次のと

おり公告します。 

 

  令和 6年 3月26日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 都市計画事業の種類及び名称 

   名古屋都市計画公園事業 5・ 6・ 1号東山公園 

 

2 施行者の名称 

  名古屋市 

 

3 事務所の所在地 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

 

4 事業地の所在 

  名古屋市千種区星が丘山手、星が丘元町、東山通 5丁目、田代町字唐山及 

  び字瓶杁、東山元町 3丁目、 4丁目及び 5丁目、天白町大字植田字植田山、   

  昭和区八事富士見、名東区にじが丘 1丁目、植園町 1丁目及び 3丁目、藤 

  巻町 1丁目、 2丁目及び 3丁目並びに天白区天白町大字八事字裏山及び字 

  山田地内 

 

 

名古屋市緑政土木局緑地部緑地事業課 
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名古屋市告示第 157号 

 

   名古屋都市計画事業の事業計画の変更認可に係る図書の縦覧 

 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第63条第 2項において準用する同法第

62条第 2項の規定により、次のように名古屋都市計画事業の事業計画の変更認

可に係る関係図書を一般の縦覧に供します。 

 

  令和 6年 3月26日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

 1 縦覧に供する図書 

  名古屋都市計画公園事業 5・ 6・ 1号東山公園に係る図書 

 

 2 縦覧場所 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

  名古屋市緑政土木局緑地部緑地事業課 

  （名古屋市役所西庁舎 5階） 

 

 3 縦覧期間 

  令和 6年 3月26日から令和13年 3月31日まで。ただし、名古屋市の休日を 

 定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の 

  休日を除きます。 

 

 4 縦覧時間 

  午前 8時45分から午後 5時30分まで。ただし、正午から午後 1時までを除

きます。 

 

名古屋市緑政土木局緑地部緑地事業課 
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名古屋市告示第 158号 

 

   名古屋都市計画事業の事業計画の変更認可 

 

 愛知県知事による名古屋都市計画事業の事業計画の変更認可の告示がありま

したので、都市計画法（昭和43年法律第 100号）第66条の規定により、次のと

おり公告します。 

 

  令和 6年 3月26日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 都市計画事業の種類及び名称 

   名古屋都市計画公園事業 5・ 5・ 7号明徳公園 

 

2 施行者の名称 

  名古屋市 

 

3 事務所の所在地 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

 

4 事業地の所在 

  名古屋市名東区猪高町大字猪子石字鰻廻間並びに大字藤森字香流及び字森     

  並びに石が根町地内 

 

 

 

 

 

名古屋市緑政土木局緑地部緑地事業課 
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名古屋市告示第 159号 

 

   名古屋都市計画事業の事業計画の変更認可に係る図書の縦覧 

 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第63条第 2項において準用する同法第

62条第 2項の規定により、次のように名古屋都市計画事業の事業計画の変更認

可に係る関係図書を一般の縦覧に供します。 

 

  令和 6年 3月26日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

 1 縦覧に供する図書 

  名古屋都市計画公園事業 5・ 5・ 7号明徳公園に係る図書 

 

 2 縦覧場所 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

  名古屋市緑政土木局緑地部緑地事業課 

  （名古屋市役所西庁舎 5階） 

 

 3 縦覧期間 

  令和 6年 3月26日から令和13年 3月31日まで。ただし、名古屋市の休日を 

 定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の 

  休日を除きます。 

 

 4 縦覧時間 

  午前 8時45分から午後 5時30分まで。ただし、正午から午後 1時までを除

きます。 

 

名古屋市緑政土木局緑地部緑地事業課 
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名古屋市告示第 160号 

 

   名古屋都市計画事業の事業計画の認可 

 

 愛知県知事による名古屋都市計画事業の事業計画の認可の告示がありました

ので、都市計画法（昭和43年法律第 100号）第66条の規定により、次のとおり

公告します。 

 

  令和 6年 3月26日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 都市計画事業の種類及び名称 

   名古屋都市計画公園事業 2・ 2・1403号汐田公園 

 

2 施行者の名称 

  名古屋市 

 

3 事務所の所在地 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

 

4 事業地の所在 

  名古屋市緑区鳴海町字上汐田地内 

 

 

 

 

 

 

名古屋市緑政土木局緑地部緑地事業課 
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名古屋市告示第 161号 

 

   名古屋都市計画事業の事業計画の認可に係る図書の縦覧 

 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第62条第 2項の規定により、次のよう

に名古屋都市計画事業の事業計画の認可に係る関係図書を一般の縦覧に供しま

す。 

 

  令和 6年 3月26日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

 1 縦覧に供する図書 

  名古屋都市計画公園事業 2・ 2・1403号汐田公園に係る図書 

 

 2 縦覧場所 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

  名古屋市緑政土木局緑地部緑地事業課 

  （名古屋市役所西庁舎 5階） 

 

 3 縦覧期間 

  令和 6年 3月26日から令和 9年 3月31日まで。ただし、名古屋市の休日を 

 定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の 

  休日を除きます。 

 

 4 縦覧時間 

  午前 8時45分から午後 5時30分まで。ただし、正午から午後 1時までを除

きます。 

 

名古屋市緑政土木局緑地部緑地事業課 
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名古屋市告示第 162号 

 

   名古屋都市計画事業の事業計画の変更認可 

 

 愛知県知事による名古屋都市計画事業の事業計画の変更認可の告示がありま

したので、都市計画法（昭和43年法律第 100号）第66条の規定により、次のと

おり公告します。 

 

  令和 6年 3月26日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 都市計画事業の種類及び名称 

   名古屋都市計画公園事業 5・ 5・ 4号鶴舞公園 

 

2 施行者の名称 

  名古屋市 

 

3 事務所の所在地 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

 

4 事業地の所在 

  名古屋市昭和区鶴舞一丁目及び中区千代田五丁目地内 

 

 

 

 

 

 

名古屋市緑政土木局緑地部緑地事業課 
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名古屋市告示第 163号 

 

   名古屋都市計画事業の事業計画の変更認可に係る図書の縦覧 

 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第63条第 2項において準用する同法第

62条第 2項の規定により、次のように名古屋都市計画事業の事業計画の変更認

可に係る関係図書を一般の縦覧に供します。 

 

  令和 6年 3月26日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

 1 縦覧に供する図書 

  名古屋都市計画公園事業 5・ 5・ 4号鶴舞公園に係る図書 

 

 2 縦覧場所 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

  名古屋市緑政土木局緑地部緑地事業課 

  （名古屋市役所西庁舎 5階） 

 

 3 縦覧期間 

  令和 6年 3月26日から令和10年 3月31日まで。ただし、名古屋市の休日を 

 定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の 

  休日を除きます。 

 

 4 縦覧時間 

  午前 8時45分から午後 5時30分まで。ただし、正午から午後 1時までを除

きます。 

 

名古屋市緑政土木局緑地部緑地事業課 
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名古屋市告示第 164号 

 

   名古屋都市計画事業の事業計画の変更認可 

 

 愛知県知事による名古屋都市計画事業の事業計画の変更認可の告示がありま

したので、都市計画法（昭和43年法律第 100号）第66条の規定により、次のと

おり公告します。 

 

  令和 6年 3月26日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 都市計画事業の種類及び名称 

   名古屋都市計画公園事業 5・ 5・ 2号中村公園 

 

2 施行者の名称 

  名古屋市 

 

3 事務所の所在地 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

 

4 事業地の所在 

  名古屋市中村区中村町字河原、字高畑、字茶ノ木、字待屋及び字木下屋敷、 

  東宿町 1丁目、東宿町 2丁目並びに日比津町字南諏訪野地内 

 

 

 

 

 

名古屋市緑政土木局緑地部緑地事業課 
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名古屋市告示第 165号 

 

   名古屋都市計画事業の事業計画の変更認可に係る図書の縦覧 

 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第63条第 2項において準用する同法第

62条第 2項の規定により、次のように名古屋都市計画事業の事業計画の変更認

可に係る関係図書を一般の縦覧に供します。 

 

  令和 6年 3月26日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

 1 縦覧に供する図書 

  名古屋都市計画公園事業 5・ 5・ 2号中村公園に係る図書 

 

 2 縦覧場所 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

  名古屋市緑政土木局緑地部緑地事業課 

  （名古屋市役所西庁舎 5階） 

 

 3 縦覧期間 

  令和 6年 3月26日から令和13年 3月31日まで。ただし、名古屋市の休日を 

 定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の 

  休日を除きます。 

 

 4 縦覧時間 

  午前 8時45分から午後 5時30分まで。ただし、正午から午後 1時までを除

きます。 

 

名古屋市緑政土木局緑地部緑地事業課 
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名古屋市告示第 166号 

 

名古屋市土原土地区画整理組合の解散認可 

 

土地区画整理法（昭和29年法律第 119号）第45条第 2項の規定により、次の

組合の解散について認可しました。 

 

令和 6年 3月26日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1  組合の名称 

名古屋市土原土地区画整理組合 

 2  解散の事由 

事業の完成 

 3  解散認可の年月日 

令和 6年 3月26日 

 4  清算人の氏名及び住所 

氏 名      住 所 

髙 田 晴 夫  名古屋昭和区東畑町 2丁目18番地の 3 

稲 熊 文 寛  名古屋市天白区久方二丁目11番地 

稲 熊 昭 則  名古屋市天白区島田四丁目1902番地 

大 矢 裕 三  名古屋市天白区鴻の巣二丁目 309番地 

岡 島 晋 一  碧南市鶴見町 4丁目11番地 

武儀山 勝 彦  名古屋市緑区滝ノ水二丁目1820番地 

渡 邉 正 志  名古屋市天白区境根町76番地 

 

 

 

名古屋市住宅都市局都市整備部市街地整備課  
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名古屋市告示第 167号 

 

土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定について 

 

土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第 6条第 1項の規定に基づき、特定

有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止

するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが

必要な区域を指定します。 

 

  令和 6年 3月26日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

1 指定する区域 

名古屋市千種区不老町 1番の一部 

 

2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

六価クロム化合物 

 

3 講ずべき汚染の除去等の措置 

地下水の水質の測定 

 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 
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名古屋市告示第 168号 

 

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定について 

 

土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第 1項の規定に基づき、特定

有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届

出をしなければならない区域を指定します。 

 

  令和 6年 3月26日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

1 指定する区域 

名古屋市中川区福川町 2丁目 1番の一部 

 

2 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類 

鉛及びその化合物 

 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 
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名古屋市告示第1 6 9号 

 

   建築協定の認可 

 

 建築基準法（昭和25年法律第 201 号）第73条第 1 項の規定により次の建築協 

定を認可しましたので、同条第 2 項の規定により告示するとともに、同条第 3  

項の規定により建築協定書を一般の縦覧に供します。 

      

  令和 6 年 3 月26日 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

 1  建築協定の名称 

  徳川山町地区建築協定 

 

 2  建築協定区域 

名古屋市千種区徳川山町二丁目 2 番 外 

 

 3  縦覧場所 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

  名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課（名古屋市役所西庁舎 2 階） 

 

 4  縦覧日時 

  名古屋市の休日を定める条例（平成 3 年名古屋市条例第36号）第 2 条第 1  

 項に規定する本市の休日以外の日の午前 8 時45分から午後 5 時15分まで。た 

 だし、正午から午後 1 時までは除きます。 

 

 

 

 

名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課 
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名古屋市告示第 170  号 

 

名古屋市下志段味特定土地区画整理組合の解散認可 

 

土地区画整理法（昭和29年法律第 119  号）第45条第 2  項の規定により、次の

組合の解散について認可しました。 

 

令和 6  年 3  月26日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

1 組合の名称 

名古屋市下志段味特定土地区画整理組合 

2 解散の事由 

事業の完成 

 3 解散認可の年月日 

令和 6  年 3  月26日 

 4 清算人の氏名及び住所 

伊 豆 克 廣  名古屋市守山区下志段味二丁目 913  番地 

伊 藤 正 臣  名古屋市守山区下志段味一丁目3606  番地 

伊 藤 政 利  名古屋市守山区下志段味一丁目4001  番地 

加 藤 公 生  名古屋市守山区下志段味五丁目 304  番地 

加 藤 尚 史  名古屋市守山区東禅寺 804  番地グランドマンション 

ダン 501  号 

加 藤  鈞   名古屋市守山区下志段味五丁目1305  番地 

加 藤 洋 興  名古屋市守山区下志段味三丁目 410  番地 

加 藤 義 久  名古屋市守山区下志段味二丁目 420  番地 

加 藤 惠 久  名古屋市守山区下志段味一丁目 901  番地 

河 内  豊   名古屋市守山区桜坂三丁目 101  番地 

木 全 義 春  名古屋市守山区下志段味二丁目 915  番地 
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高 坂 勝 彦  名古屋市守山区下志段味一丁目 310  番地 

寺 平 德 夫  名古屋市守山区桜坂二丁目 710  番地 

長 塚 武 彦  名古屋市守山区下志段味五丁目 910  番地 

野 田 幸 治  名古屋市守山区下志段味一丁目1701  番地 

野 田 正 明  名古屋市守山区下志段味三丁目2222  番地 

松 田 勝 利  名古屋市守山区下志段味五丁目1617  番地 

水 野 嘉志郎  名古屋市守山区桜坂二丁目2103  番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市住宅都市局都市整備部市街地整備課  
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名古屋市告示第1 7 1号 

 

   環境目標値を定める告示の一部改正について 

 

 平成17年名古屋市告示第4 0 2号（環境目標値を定める告示）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

  令和 6 年 3 月27日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 2  水質汚濁に係る環境目標値を次のように改める。 

2  水質汚濁に係る環境目標値 

  水の安全性に関する目標、水質の汚濁に関する目標及び親しみやすい指標

による目標について、それぞれ次のとおりとする。 

 (1) 水の安全性に関する目標 

    市内全ての公共用水域において、 水質汚濁に係る環境基準（ 昭和46年環

境庁告示第59号） に定める、 人の健康の保護に関する環境基準を達成する

こととする。 

 (2) 水質の汚濁に関する目標 

    表 1 に掲げる地域について、 表 2 のとおりとする。 

 (3) 親しみやすい指標による目標 

    表 1 に掲げる地域について、 表 3 のとおりとする。 

 (4) 達成年度 

  ア 水の安全性に関する目標 

    設定後直ちに達成し、 維持するよう努めるものとする。 

  イ 水質の汚濁に関する目標、 親しみやすい指標による目標 

    令和12年度（ 2030年度） を目途として、 その達成維持を図るものとす

る。 
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表 1  地域区分 

水域 区分 水質のイメージ 地域 

河
川 

☆
☆
☆ 

川に入っての 

遊びが楽しめる 

荒子川上流部（ 境橋から上流の水域に限る。 ） 、 堀川上流部（ 猿投橋か

ら上流の水域に限る。 ） 、 堀川中流部（ 猿投橋から松重橋の水域に限 

る。 ） 、 山崎川上流部（ 新瑞橋から上流の水域に限る。 ） 、 植田川（ 全 

域） 、 扇川（ 全域） 、 庄内川上流部（ 水分橋から上流の水域に限る。 ） 、 

庄内川下流部（ 水分橋から下流の水域に限る。 ） 、 矢田川下流部（ 大森橋

から下流の水域に限る。 ） 、 香流川（ 全域） 、 新川上流部（ 平田橋から上

流の水域に限る。 ） 及びこれらに流入する公共用水域（ ため池を除く。 ）                    

☆
☆ 

水際での遊び 

が楽しめる 

中川運河（ 全域） 、 堀川下流部（ 松重橋から下流の水域に限る。 ） 、 天

白川（ 全域） 、 鞍流瀬川（ 全域） 、 矢田川上流部（ 大森橋から上流の水域

に限る。 ） 、 新川下流部（ 平田橋から下流の水域に限る。 ） 、 福田川（ 全

域） 及びこれらに流入する公共用水域（ ため池を除く。 ）  

☆ 

岸辺の散歩が 

楽しめる 

荒子川下流部（ 境橋から下流の水域に限る。 ） 、 新堀川（ 全域） 、 山崎

川下流部（ 新瑞橋から下流の水域に限る。 ） 、 戸田川（ 全域） 及びこれら

に流入する公共用水域（ ため池を除く。 ）  

た
め
池 

☆
☆ 

水際での遊び 

や自然観察が 

楽しめる 

河川☆☆☆区分及び☆☆区分に流入するため池 

☆ 

岸辺の散歩が 

楽しめる 
河川☆区分に流入するため池 

海
域 

☆
☆ 

水際での遊び 

が楽しめる 

名古屋市地先の海域のうち庄内川左岸線を港区金城ふ頭二丁目及び金城

ふ頭三丁目の区域の西岸に沿って延長した線より西の海域 

☆ 
岸辺の散歩が 

楽しめる 
名古屋市地先の海域のうち☆☆区分の地域に属さない海域 
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表 2  水質の汚濁に関する目標 

    区分 

      水質の 
     イメ 

ージ 
 

項目 

河  川 ため池 海  域 

測定方法 

☆☆☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆ 
川に 

入っての

遊びが 

楽しめる 

水際での 

遊びが 

楽しめる 

岸辺の 

散歩が 

楽しめる 

水際での

遊びや自

然観察が

楽しめる 

岸辺の 

散歩が 

楽しめる 

水際での 

遊びが 

楽しめる 

海辺の 

散歩が楽

しめる 

水素イオン 
濃度 

（ｐＨ） 
6.5以上8.5以下 － － 7.8以上8.3以下 

規格12.1に定める方法又
はガラス電極を用いる水
質自動監視測定装置によ
りこれと同程度の計測結
果の得られる方法 

生物化学的 
酸素要求量 
（ＢＯＤ） 

3 ㎎/L 
以下 

5 ㎎/L 
以下 

8 ㎎/L 
以下 

－ － － － 規格21に定める方法 

化学的 
酸素要求量 
（ＣＯＤ） 

－ － － 
6 ㎎/L 
以下 

8 ㎎/L 
以下 

3 ㎎/L 
以下 

5 ㎎/L 
以下 規格17に定める方法 

浮遊物質量 
（ＳＳ） 

10㎎/L 
以下 

15㎎/L 
以下 

20㎎/L 
以下 

15㎎/L 
以下 

20㎎/L 
以下 

5 ㎎/L 
以下 

10㎎/L 
以下 付表 9 に掲げる方法 

溶存酸素量 
（ＤＯ） 

5 ㎎/L 
以上 

3 ㎎/L 
以上 － － 5 ㎎/L 

以上 

規格32に定める方法又は
隔膜電極を用いる水質自
動監視測定装置によりこ
れと同程度の計測結果の
得られる方法 

ふん便性 
大腸菌群数 

1000 
個/100mL 
以下 

－ － － － － － 
メンブランフィルター法
又は、疎水性格子付きメ
ンブランフィルター法 

全窒素 － － － 
0.6㎎/L 
以下 

1 ㎎/L 
以下 

1 ㎎/L 
以下 

規格45.2、45.3又は45.4
に定める方法（ただし、
海域については、規格
45.4に定める方法。 ） 

全 燐
りん

 － － － 0.05㎎/L 
以下 

0.1㎎/L 
以下 

0.09㎎/L 
以下 

規格46.3に定める方法 

全亜鉛 0.03㎎/L 
以下 

0.03㎎/L 
以下 

0.01㎎/L 
以下 

0.02㎎/L 
以下 

規格53に定める方法（準
備操作は規格53に定める
方法によるほか、付表10
に掲げる方法によること
ができる。また、規格53
で使用する水については
付表10の1(1)による。 ） 

ノニル 
フェノール 

0.002㎎/L 
以下 

0.002㎎/L 
以下 

0.0007 
㎎/L 
以下 

0.001 
㎎/L 
以下 

付表11に掲げる方法 

直鎖アルキル
ベンゼンスル
ホン酸及びそ
の塩(ＬＡＳ) 

0.05㎎/L 
以下 

0.05㎎/L 
以下 

0.006 
㎎/L 
以下 

0.01 
㎎/L 
以下 

付表12に掲げる方法 

注 1  「 測定方法」 の欄において「 規格」 とは、 日本産業規格Ｋ0102をいい、 「 付表」 とは昭和46年12月28日付
け環境庁告示第59号付表に掲げるものをいう。 

    2  ｐＨ、 ＤＯ、 ふん便性大腸菌群数及び河川・海域のＳＳは日間平均値とする。  
  3  ＢＯＤ、 ＣＯＤの年間評価については、 75％水質値によるものとする。 
    4  全窒素、 全燐、 全亜鉛、 ノニルフェノール、 ＬＡＳ及びため池のＳＳについては、 年間平均値とする。 
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表 3  親しみやすい指標による目標 

 

 

 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 

区分 

水質の 
     イメ 

ージ 
項目 

河  川 ため池 海  域 
☆☆☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆ 

川に入って 

の遊びが 

楽しめる 

水際での 

遊びが 

楽しめる 

岸辺の 

散歩が 

楽しめる 

水際での 

遊びや 

自然観察が 

楽しめる 

岸辺の 

散歩が 

楽しめる 

水際での 

遊びが 

楽しめる 

海辺の 

散歩が 

楽しめる 

水のにごり 

（透視度） 

にごりが 

ない 

（おおむね 

70㎝以上）

にごりが 

少ない 

（おおむね 

50㎝以上）

にごりが 

ある 

（おおむね 

30㎝以上）

にごりが 

少ない 

（おおむね 

50㎝以上）

にごりが 

ある 

（おおむね 

30㎝以上）

にごりがない 

（おおむね70㎝以上） 

水のにおい 

顔を近づけ

ても不快で

ないこと。 

水際に寄っ

ても不快で

ないこと。 

橋や護岸で

不快でない

こと。 

不快でないこと。 不快でないこと。 

水の色 異常な着色のないこと。 
水の華（アオコ）等の 

異常な着色のないこと。 

赤潮・苦潮等の 

異常な着色のないこと。 

水の流れ 流れのあること。 － － － － 

ご み ごみが捨てられていないこと。 

生き物 生き物が生息・生育していること。 

 指標生物 

（淡水域） 

アユ、 

モロコ類、 

ヒラタカゲロ

ウ類、 

カワゲラ類 

（淡水域） 

カマツカ、 

オイカワ、 

コカゲロウ類、 

シマトビケラ

類、 

ハグロトンボ 

（淡水域） 

フナ類、 

イトトンボ類、 

ミズムシ（甲 

殻類）、 

ヒル類 

 

（汽水域） 

フジツボ類、 

ゴカイ類 

オイカワ、 

ウチワヤンマ、 

チョウトンボ、 

トビケラ類、 

ガガブタ、 

クロモ、 

ヒルムシロ類、 

コウホネ 

フナ類、 

イトトンボ類、 

コシアキトン

ボ、 

ミズカマキリ

類、 

ヨシ、 

ガマ類、 

ヒシ類 

（海域） 

クロダイ、 

マハゼ、 

シロギス、 

カレイ類、 

ヤドカリ類、 

アサリ 

 

（干潟） 

チゴガニ、 

アナジャコ、 

ヤマトシジミ 

（海域） 

ボラ、 

スズキ、 

イソギンチャク

類、 

フジツボ類 

 

（干潟） 

ニホンドロソコ

エビ、 

ゴカイ類、 

ヤマトオサガニ 

（汽水域） 

マハゼ、スズキ、ボラ、 

ヤマトシジミ 
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名古屋市告示第 172号 

 

   生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰 

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 

による介護機関の指定 

 

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の 2第 1項の規定により、また、 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6年法律第30号）第14条第 4項で、

その例によるとされた生活保護法第54条の 2第 1項の規定により、各法による

介護を担当する機関として、次の機関を指定しました。 

 

  令和 6年 3月27日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

1 訪問介護 

介 護 機 関 名 所 在 地 
指定年月 

日 

チーム13 名古屋市守山区白沢町34番地の 1 
令和 6年 

11月 1日 

 

名古屋市健康福祉局生活福祉部保護課 
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名古屋市告示第 173号 

 

   生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰 

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 

による指定介護機関の変更 

 

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の 2第 5項において準用する同

法第50条の 2の規定により、また、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 

 6年法律第30号）第14条第 4項で、その例によるとされた生活保護法第54条の 

 2第 5項において準用する同法第50条の 2の規定により、各法による指定介護

機関から、次のとおり変更の届出がありました。 

 

  令和 6年 3月27日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

1 訪問介護 

介 護 事 業 者 の 名 称 株式会社日本エルダリーケアサービス 

介護事業者の所在 

地 

旧  東京都港区芝四丁目 1番23号 

新  東京都港区港南二丁目15番 3号 

介 護 事 業 所 の 名 称 にじのさと北サービスセンター 

介護事業所の所在地 名古屋市北区平安一丁目 2番 3号 

変 更 年 月 日 令和 5年12月24日 

 

介 護 事 業 者 の 名 称 株式会社日本エルダリーケアサービス 

介護事業者の所在 

地 

旧  東京都港区芝四丁目 1番23号 

新  東京都港区港南二丁目15番 3号 

介 護 事 業 所 の 名 称 にじのさと中川サービスセンター 
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介護事業所の所在地 名古屋市中川区高畑二丁目 101番地 

変 更 年 月 日 令和 5年12月24日 

 

介護事業者の名称 
旧  有限会社寿商店 

新  有限会社ケアサポート 

介護事業所の所在地 名古屋市中村区小鴨町66番地 

介 護 事 業 所 の 名 称 ヘルパーステーションくまさん 

介護事業所の所在地 名古屋市中川区富永三丁目49番地 

変 更 年 月 日 令和 2年 6月11日 

 

介 護 事 業 者 の 名 称 有限会社ケアサポート 

介護事業者の所在地 名古屋市中村区小鴨町66番地 

介 護 事 業 所 の 名 称 ヘルパーステーションくまさん 

介護事業所の所在 

地 

旧  名古屋市中川区富永三丁目49番地 

新  
名古屋市中川区富田町大字千音寺字東六反畑4260 

番地の 2 

変 更 年 月 日 令和 5年11月 1日 

 

介 護 事 業 者 の 名 称 株式会社アップグレード 

介護事業者の所在地 名古屋市中区栄三丁目15番33号 

介 護 事 業 所 の 名 称 訪問介護ステーションあゆみ 

介護事業所の所在 

地 

旧  名古屋市中川区大当郎三丁目2009番地 

新  名古屋市中川区打出一丁目60番地の 2 

変 更 年 月 日 令和 6年 2月10日 

 

介 護 事 業 者 の 名 称 株式会社日本エルダリーケアサービス 

介護事業者の所在 

地 

旧  東京都港区芝四丁目 1番23号 

新  東京都港区港南二丁目15番 3号 

介 護 事 業 所 の 名 称 にじのさと南サービスセンター 
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介護事業所の所在地 名古屋市南区内田橋二丁目20番22号 

変 更 年 月 日 令和 5年12月24日 

 

介 護 事 業 者 の 名 称 株式会社日本エルダリーケアサービス 

介護事業者の所在 

地 

旧  東京都港区芝四丁目 1番23号 

新  東京都港区港南二丁目15番 3号 

介 護 事 業 所 の 名 称 にじのさと名東サービスセンター 

介護事業所の所在地 名古屋市名東区本郷三丁目 171番地 

変 更 年 月 日 令和 5年12月24日 

 

介 護 事 業 者 の 名 称 けんこう長寿株式会社 

介護事業者の所在地 名古屋市名東区引山二丁目 803番地 

介 護 事 業 所 の 名 称 けんこう長寿訪問介護 

介護事業所の所在 

地 

旧  名古屋市名東区引山三丁目 223番地 

新  名古屋市名東区引山二丁目 803番地 

変 更 年 月 日 令和 6年 2月 1日 

 

2 訪問看護及び介護予防訪問看護 

介護事業所の名称 
旧  メグラス在宅クリニック 

新  メグラス在宅クリニック葵 

介護事業所の所在地  名古屋市東区葵三丁目14番 3号 

変 更 年 月 日  令和 4年12月 1日 

 

介護事業所の名称 
旧  愛歯科クリニック 

新  愛医科歯科クリニック 

介護事業所の所在地  名古屋市西区城町69番地 

変 更 年 月 日  令和 5年 7月20日 

 

介護事業所の名称 旧  大須病院 
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新  重工大須病院 

介護事業所の所在地  名古屋市中区松原二丁目17番 5号 

変 更 年 月 日  令和 6年 1月 1日 

 

介 護 事 業 所 の 名 称 とくしげ在宅クリニック 

介護事業所の所在 

地 

旧  名古屋市緑区徳重五丁目 415番地 

新  名古屋市緑区徳重三丁目2914番地 

変 更 年 月 日  令和 6年 1月 1日 

 

3 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション 

介護事業所の名称 
旧  愛歯科クリニック 

新  愛医科歯科クリニック 

介護事業所の所在地 名古屋市西区城町69番地 

変 更 年 月 日 令和 5年 7月20日 

 

介護事業所の名称 
旧  大須病院 

新  重工大須病院 

介護事業所の所在地 名古屋市中区松原二丁目17番 5号 

変 更 年 月 日 令和 6年 1月 1日 

 

介 護 事 業 所 の 名 称 とくしげ在宅クリニック 

介護事業所の所在 

地 

旧  名古屋市緑区徳重五丁目 415番地 

新  名古屋市緑区徳重三丁目2914番地 

変 更 年 月 日 令和 6年 1月 1日 

 

4 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導 

介護事業所の名称 
旧  メグラス在宅クリニック 

新  メグラス在宅クリニック葵 

介護事業所の所在地 名古屋市東区葵三丁目14番 3号 
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変 更 年 月 日 令和 4年12月 1日 

 

介護事業所の名称 
旧  愛歯科クリニック 

新  愛医科歯科クリニック 

介護事業所の所在地  名古屋市西区城町69番地 

変 更 年 月 日  令和 5年 7月20日 

 

介護事業所の名称 
旧  大須病院 

新  重工大須病院 

介護事業所の所在地  名古屋市中区松原二丁目17番 5号 

変 更 年 月 日  令和 6年 1月 1日 

 

介護事業所の名称 
旧  アイン薬局名城病院店 

新  アイン薬局三の丸店 

介護事業所の所在地  名古屋市中区三の丸一丁目 3番 1号 

変 更 年 月 日  令和 5年11月 1日 

 

介 護 事 業 所 の 名 称 とくしげ在宅クリニック 

介護事業所の所在 

地 

旧  名古屋市緑区徳重五丁目 415番地 

新  名古屋市緑区徳重三丁目2914番地 

変 更 年 月 日  令和 6年 1月 1日 

 

5 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 

介 護 事 業 者 の 名 称 株式会社介護福祉サービス 

介護事業者の所在地 名古屋市港区小碓一丁目 232番地 

介護事業所の名称 
旧  デイサービスセンターほっとひと生き第 1 

新  デイサービスセンターほっとひと生き 

介護事業所の所在地 名古屋市港区小碓一丁目 232番地 

変 更 年 月 日 令和 5年12月25日 
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6 居宅介護支援事業 

介 護 事 業 者 の 名 称 北医療生活協同組合 

介護事業者の所在地 名古屋市北区上飯田北町 1丁目20番地の 2 

介 護 事 業 所 の 名 称 北医療生協指定居宅介護支援事業所 

介護事業所の所在 

地 

旧  名古屋市北区上飯田北町 1丁目14番地の 1 

新  名古屋市北区城東町 5丁目 114番地 

変 更 年 月 日 令和 5年 8月 1日 

 

介 護 事 業 者 の 名 称 株式会社日本エルダリーケアサービス 

介護事業者の所在 

地 

旧  東京都港区芝四丁目 1番23号 

新  東京都港区港南二丁目15番 3号 

介 護 事 業 所 の 名 称 にじのさと中川 

介護事業所の所在地 名古屋市中川区高畑二丁目 101番地 

変 更 年 月 日 令和 5年12月24日 

 

介 護 事 業 者 の 名 称 社会福祉法人ケアマキス 

介護事業者の所在地 名古屋市天白区笹原町1701番地 

介 護 事 業 所 の 名 称 居宅介護支援事業所ケアマキス笹原 

介護事業所の所在 

地 

旧  名古屋市天白区笹原町1703番地 

新  名古屋市天白区笹原町1701番地 

変 更 年 月 日 令和 6年 2月10日 

 

7 予防専門型訪問サービス 

介 護 事 業 者 の 名 称 株式会社日本エルダリーケアサービス 

介護事業者の所在 

地 

旧  東京都港区芝四丁目 1番23号 

新  東京都港区港南二丁目15番 3号 

介 護 事 業 所 の 名 称 にじのさと北サービスセンター 

介護事業所の所在地 名古屋市北区平安一丁目 2番 3号 

変 更 年 月 日 令和 5年12月24日 
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介 護 事 業 者 の 名 称 株式会社日本エルダリーケアサービス 

介護事業者の所在 

地 

旧  東京都港区芝四丁目 1番23号 

新  東京都港区港南二丁目15番 3号 

介 護 事 業 所 の 名 称 にじのさと中川サービスセンター 

介護事業所の所在地 名古屋市中川区高畑二丁目 101番地 

変 更 年 月 日 令和 5年12月24日 

 

介 護 事 業 者 の 名 称 株式会社アップグレード 

介護事業者の所在地 名古屋市中区栄三丁目15番33号 

介 護 事 業 所 の 名 称 訪問介護ステーションあゆみ 

介護事業所の所在 

地 

旧  名古屋市中川区大当郎三丁目2009番地 

新  名古屋市中川区打出一丁目60番地の 2 

変 更 年 月 日 令和 6年 2月10日 

 

介 護 事 業 者 の 名 称 株式会社日本エルダリーケアサービス 

介護事業者の所在 

地 

旧  東京都港区芝四丁目 1番23号 

新  東京都港区港南二丁目15番 3号 

介 護 事 業 所 の 名 称 にじのさと南サービスセンター 

介護事業所の所在地 名古屋市南区内田橋二丁目20番22号 

変 更 年 月 日 令和 5年12月24日 

 

介 護 事 業 者 の 名 称 株式会社日本エルダリーケアサービス 

介護事業者の所在 

地 

旧  東京都港区芝四丁目 1番23号 

新  東京都港区港南二丁目15番 3号 

介 護 事 業 所 の 名 称 にじのさと名東サービスセンター 

介護事業所の所在地 名古屋市名東区本郷三丁目 171番地 

変 更 年 月 日 令和 5年12月24日 
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8 生活支援型訪問サービス 

介 護 事 業 者 の 名 称 株式会社日本エルダリーケアサービス 

介護事業者の所在 

地 

旧  東京都港区芝四丁目 1番23号 

新  東京都港区港南二丁目15番 3号 

介 護 事 業 所 の 名 称 にじのさと北サービスセンター 

介護事業所の所在地 名古屋市北区平安一丁目 2番 3号 

変 更 年 月 日 令和 5年12月24日 

 

介 護 事 業 者 の 名 称 株式会社日本エルダリーケアサービス 

介護事業者の所在 

地 

旧  東京都港区芝四丁目 1番23号 

新  東京都港区港南二丁目15番 3号 

介 護 事 業 所 の 名 称 にじのさと中川サービスセンター 

介護事業所の所在地 名古屋市中川区高畑二丁目 101番地 

変 更 年 月 日 令和 5年12月24日 

 

介 護 事 業 者 の 名 称 株式会社日本エルダリーケアサービス 

介護事業者の所在 

地 

旧  東京都港区芝四丁目 1番23号 

新  東京都港区港南二丁目15番 3号 

介 護 事 業 所 の 名 称 にじのさと南サービスセンター 

介護事業所の所在地 名古屋市南区内田橋二丁目20番22号 

変 更 年 月 日 令和 5年12月24日 

 

介 護 事 業 者 の 名 称 株式会社日本エルダリーケアサービス 

介護事業者の所在 

地 

旧  東京都港区芝四丁目 1番23号 

新  東京都港区港南二丁目15番 3号 

介 護 事 業 所 の 名 称 にじのさと名東サービスセンター 

介護事業所の所在地 名古屋市名東区本郷三丁目 171番地 

変 更 年 月 日 令和 5年12月24日 
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名古屋市告示第 174号 

 

   生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰 

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 

による指定介護機関の廃止 

 

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の 2第 5項において準用する同

法第50条の 2の規定により、また、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 

 6年法律第30号）第14条第 4項で、その例によるとされた生活保護法第54条の 

 2第 5項において準用する同法第50条の 2の規定により、各法による指定介護

機関から、次のとおり廃止の届出がありました。 

 

  令和 6年 3月27日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 訪問介護 

介 護 機 関 名 所 在 地 
廃止年月 

日 

さくら・介護ステーショ 

ンやすい 
名古屋市中川区打中二丁目 269番地 

令和 6年 

2月 1日 

 

2 訪問看護及び介護予防訪問看護  

介 護 機 関 名 所 在 地 
廃止年月 

日 

高田医院 名古屋市西区秩父通 1丁目52番地 
令和 6年 

1月 1日 

山田歯科医院 名古屋市港区東海通 4丁目11番地 令和 6年 
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4月 1日 

本郷眼科 名古屋市名東区本郷二丁目83番地 
令和 6年 

4月 1日 

磯貝歯科医院 
名古屋市天白区高島二丁目1701番地 

の 2 

令和 5年 

12月31日 

 

3 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション 

介 護 機 関 名 所 在 地 
廃止年月 

日 

高田医院 名古屋市西区秩父通 1丁目52番地 
令和 6年 

1月 1日 

山田歯科医院 名古屋市港区東海通 4丁目11番地 
令和 6年 

4月 1日 

本郷眼科 名古屋市名東区本郷二丁目83番地 
令和 6年 

4月 1日 

磯貝歯科医院 
名古屋市天白区高島二丁目1701番地 

の 2 

令和 5年 

12月31日 

 

4 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導 

介 護 機 関 名 所 在 地 
廃止年月 

日 

高田医院 名古屋市西区秩父通 1丁目52番地 
令和 6年 

1月 1日 

山田歯科医院 名古屋市港区東海通 4丁目11番地 
令和 6年 

4月 1日 

本郷眼科 名古屋市名東区本郷二丁目83番地 
令和 6年 

4月 1日 

磯貝歯科医院 
名古屋市天白区高島二丁目1701番地 

の 2 

令和 5年 

12月31日 
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名古屋市告示第 175号 

 

   生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰 

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 

による指定介護機関の辞退 

 

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の 2第 5項において準用する同

法第51条の規定により、また、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6年 

法律第30号）第14条第 4項で、その例によるとされた生活保護法第54条の 2第 

 5項において準用する同法第51条の規定により、各法による指定介護機関から、 

次のとおり辞退の届出がありました。 

 

  令和 6年 3月27日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

1 訪問看護及び介護予防訪問看護 

介 護 機 関 名 所 在 地 
辞退年月 

日 

梅兼歯科 名古屋市西区枇杷島四丁目24番19号 
令和 6年 

12月29日 

 

2 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション 

介 護 機 関 名 所 在 地 
辞退年月 

日 

梅兼歯科 名古屋市西区枇杷島四丁目24番19号 
令和 6年 

12月29日 

 

3 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養指導 
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介 護 機 関 名 所 在 地 
辞退年月 

日 

梅兼歯科 名古屋市西区枇杷島四丁目24番19号 
令和 6年 

12月29日 
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名古屋市告示第 176  号 

 

   名古屋市第 6 次一般廃棄物処理基本計画の策定について 

 

名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（ 平成 4 年名古屋市条例第

46号） 第 6 条第 1 項の規定により、 市が行う第 6 次一般廃棄物処理基本計画を

次のように定めました。 

なお、平成28年名古屋市告示第 178  号は廃止します。  

 

  令和 6 年 3 月28日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市環境局ごみ減量部減量推進室 
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第６ 次

一般廃棄物処理基本計画

～「 も っ たいない」のその一歩先へ～
計画期間： 令和6（ 20 24 ）年度～令和22（ 20 4 0 ）年度

令和６ 年3 月

名古屋市

名古屋市
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平成1 1 （ 1 9 9 9 ） 年２ 月、 本市は右肩上がり で増え続けていたごみの減量を

呼びかけるため、「 ごみ非常事態宣言」 を発表し まし た。

それ以降、 市民・ 事業者の皆様と の協働により 、 徹底し た分別・ リ サイ ク ル

に取り 組むと と も に、「 も っ たいない」 の心でごみも 資源も 元から 減ら す発生

抑制の取り 組みを推進し 、 総排出量・ ごみ処理量・ 埋立量を大幅に削減するこ

と ができ まし た。

こ れも ひと えに、 市民・ 事業者の皆様のご協力と 地域役員の皆様の献身的な

ご尽力の賜物です。 あら ためて、 こ の間の皆様のお力添えに心から 感謝申し 上

げます。

一方で、「 ごみ非常事態宣言」 から 2 5 年が経過し 、 少子化・ 高齢化の進行や

価値観・ コ ミ ュ ニティ の多様化、 デジタ ル化の進展など社会が大き く 変化し て

います。 加えて、 プラ スチッ ク の資源循環や食品ロスの削減が地球規模の課題

になるなど、 ごみ処理・ 資源化を 取り 巻く 状況も 刻々と 変化し ています。

また、 持続可能な開発目標（ SG D s） の達成や脱炭素社会の実現、 循環経済

（ サーキュ ラ ーエコ ノ ミ ー） への移行に向けた動き が加速し ており 、 本市にお

いても 一層の取り 組みが求めら れています。

新たに策定し た「 第６ 次一般廃棄物処理基本計画」 では、「 パート ナーシッ

プで支え合う 持続可能な循環型都市なごやを めざし ます」 を基本理念に掲げ、

社会の変化に的確に対応し ながら、「 プラ スチッ ク の資源循環」 と 「 食品ロ ス

の削減」 に重点を置いた施策を推し 進めると と も に、 ごみ減量だけではなく 資

源を 効率よく 循環さ せるこ と で、 将来世代にわたっ て安心し て住み続けら れる

持続可能な循環型都市の実現を目指し てまいり ます。

従来の「 も っ たいない」 の取り 組みを発展さ せ、『「 も っ たいない」 のその一

歩先へ』 を 合言葉に、 こ れまでより 一歩踏み込んだ取り 組みの実践に向け、 と

も に歩みはじ めまし ょ う 。

引き 続き 、 皆様のご理解と ご協力を よろ し く お願いいたし ます。

はじ めに
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１ 　 計画策定の趣旨

本市では、 平成1 1（ 1 9 9 9 ） 年２ 月の「 ごみ非常事態宣言」 以降の大幅なごみ減量を達成す

る原動力と なっ た市民・ 事業者と の協働をベースに、 ３ Ｒ （「 発生抑制（ リ デュ ース）」「 再使

用（ リ ユース）」「 再生利用（ リ サイ ク ル）」） の取り 組みを推進するため、 平成2 8 （ 2 0 16 ） 年

３ 月に「 名古屋市第５ 次一般廃棄物処理基本計画」（ 以下、「 ５ 次計画」 と いう 。） を 策定し ま

し た。

５ 次計画策定以降、 令和元（ 2 0 1 9） 年1 0 月に「 食品ロスの削減の推進に関する法律」（ 以下、

「 食品ロ ス削減推進法」 と いう 。）、 令和４ （ 2 02 2 ） 年４ 月に「 プラ スチッ ク に係る 資源循環

の促進等に関する法律」（ 以下、「 プラ スチッ ク 資源循環促進法」 と いう 。） が施行さ れると と

も に、「 2 0 5 0 年カ ーボン ニ ュ ート ラ ル」 に向けた 地球温暖化対策の一つと し て、 ３ Ｒ ＋

Renew ab le（ 再生可能資源への代替） を はじ めと する循環経済（ サーキュ ラ ーエコ ノ ミ ー）

への移行が位置づけら れるなど、 ごみ処理・ 資源化を取り 巻く 状況は大き く 変化し ています。

また、 本市の人口も 減少局面を迎えており 、 少子化・ 高齢化の進行に伴う 人口構造の変化、

自然災害への対応などが引き 続き 求めら れているほか、 新型コ ロナウイ ルス感染症の長期化・

深刻化がも たら し た人々の暮ら し ・ 働き 方・ 価値観の変化、 デジタ ル化や脱炭素化に向けた世

界的な動きの加速など多様化・ 複雑化する社会経済情勢の変化に的確に対応し ていく こ と が求

めら れています。

環境省の「 ごみ処理基本計画策定指針」 では、「 目標年次を概ね1 0 年から 1 5 年先において、

概ね５ 年ごと に改定するほか、 計画策定の前提と なっ ている諸条件に大き な変動があっ た場合

には見直し を行う こ と が適切である 。」 と さ れており 、 ５ 次計画は策定から ８ 年が経過し てい

ます。

こ の間、 ごみ非常事態宣言から 2 0 年以上が経過し 、 少子化・ 高齢化の進行、 外国人住民の

増加やごみ処理量が横ばいの状況などを踏まえ、 ごみ・ 資源の排出が困難な方への支援や「 分

かり やすい・ 分けやすい」 区分による分別収集の実施などの取り 組みを行っ てき まし たが、 今

後も 社会経済情勢の変化に柔軟に対応し ていく こ と が必要です。

そこ で、 全国の高齢人口がピーク を迎える令和2 2（ 2 0 4 0） 年頃を見据え、『「 も っ たいない」

のその一歩先へ』 を合言葉に、 持続可能な循環型都市なごやの実現に向け、 こ れまでの取り 組

みから 一歩踏み込んだ施策を総合的かつ計画的に推進し ていく ため、 こ のたび５ 次計画を改定

し 、「 名古屋市第６ 次一般廃棄物処理基本計画」（ 以下、「 ６ 次計画」 と いう 。） を策定し まし た。

2
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1990年代、 本市のごみ処理量は一貫し て右肩上がり で増え続け、 平成10（ 1998） 年

度には年間100万ト ンに迫り 、 焼却・ 埋立の両面で処理能力の限界を迎えつつありました。

本市は、 藤前干潟に次の埋立処分場を建設する計画を進めていまし たが、 藤前干潟

が渡り 鳥の重要な飛来地であっ たため埋立反対の声が高まり、「 市民生活が大切か、

渡り 鳥が大切か」 悩み抜いた末、「 市民生活も 渡り 鳥も、 どちら も 大切」 と し て藤前

干潟の埋立計画を中止し 、 大幅にごみを減ら すこ と を呼びかけるごみ非常事態宣言を

発表し まし た。

ごみ非常事態宣言後は、 市民・ 事業者と の協働のも と 、 プラ スチッ ク 製容器包装、

紙製容器包装などの新たな資源収集をはじ め、 様々な施策を矢継ぎ早に実施し 、 平成

1 2 （ 2 0 00 ） 年度のごみ処理量は7 6 .5 万ト ン と 、 ごみ非常事態宣言に掲げた目標を

達成するこ と ができまし た。

【 ごみ非常事態宣言発表の経緯】

ごみ非常事態宣言

60

70

80

90

100

1211109876平成 5

（ 万ト ン）

和暦
西暦

90 .8
93 .0 93 .4

95 .5

98 .8 99 .7

89 .4

76 .5

ごみ非常事態宣言

目標達成

（ 年度）

[ ごみ処理量の推移 ]

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0

平成1 1 （ 1 9 9 9 ） 年２ 月　「 ごみ非常事態宣言」

2 0 世紀中に2 0 ％、 2 0 万ト ンのごみ減量目標

ト リ プル2 0

西１ 区埋立事業（ 藤前干潟）

当初埋立計画区域

埋立断念
（ 平成1 1 年１ 月）

市民・ 事業者と の協働による徹底し た分別・ リ サイクルの取り 組み市民・ 事業者と の協働による徹底し た分別・ リ サイクルの取り 組み
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２ 　 計画の位置づけ

一般廃棄物処理基本計画は、「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（ 廃棄物処理法）」 第６ 条

第１ 項に基づき、 当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理について定める長期計画であり 、「 名

古屋市総合計画」 及び「 名古屋市環境基本計画」 を上位計画と し 、 こ れら の計画と の整合を図

り ながら 総合的・ 一体的推進を目指し ます。

また、「 食品ロス削減推進法」 に規定する「 市町村食品ロス削減推進計画」 を 本計画に内包

し て策定し ます。

・ 廃棄物処理法

・ 資源有効利用促進法

・ 食品ロス削減推進法

・ プラ スチッ ク 資源循環促進法

・ 個別リ サイ ク ル法

・ 環境基本法

・ 循環型社会形成推進基本法

名古屋市基本構想

名古屋市総合計画

・ 名古屋市地球温暖化対策実行計画2 0 3 0

・ 生物多様性なごや戦略 実行計画2 0 3 0

・ 水の環復活2 05 0 なごや戦略 実行計画 など

名古屋市第６ 次一般廃棄物処理基本計画

計画期間： 令和６ （ 2024） 年度から 令和22（ 2040） 年度まで

長期的展望に立っ た

まちづく り

めざす都市像の実現に

向けた取り 組み

食品ロス削減推進計画　

・ 名古屋市廃棄物の減量及び適正処理

に関する条例
第４ 次名古屋市環境基本計画

計画期間： 令和３ （ 2 0 2 1 ） 年度から

　 　 　 　 　 令和1 2 （ 2 0 3 0 ） 年度まで

4
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SD G s と は、 平成2 7（ 2 0 1 5） 年９ 月に国連サミ ッ ト で採択さ れた「 持続可能な開

発のための2 0 3 0 アジェ ンダ」 に記載さ れた令和1 2 （ 2 0 3 0 ） 年までの世界目標のこ

と で、 貧困やジェ ンダー平等、 気候変動、 エネルギー、 経済成長など環境・ 経済・ 社

会に関する1 7の世界共通の目標と 1 6 9 のタ ーゲッ ト が設定さ れています。

本市では、 令和元（ 2 0 19 ） 年７ 月に SD G s 達成に向けた取り 組みを 先導的に進め

ていく 「 SD G s 未来都市」 に選定さ れ、「 名古屋市SD G s 未来都市計画」 に基づき 、

取り 組みを進めています。 その取り 組みの一つに、 ごみ・ 資源の発生抑制、 分別・ リ

サイ ク ルなどの３ Rの推進を掲げており 、 本計画においても SD G s の理念を 踏まえ、

循環型都市の実現に向けた施策を推進し ていきます。

本市では、 環境の保全に関する施策を総合的・ 計画的に進めるため、 令和３（ 2 0 2 1）

年９ 月に、 持続可能な開発目標（ SD G s） の理念を 踏まえ、「 第４ 次名古屋市環境基

本計画」 を策定し まし た。

循環型都市の実現に向けた施策については、 施策Ⅲ「 廃棄物の発生抑制や資源の循

環利用、 適正処理を推進する」 に位置づけら れています。

第４ 次名古屋市環境基本計画

持続可能な開発目標（ SDGs）コ ラ ム

出典： 国際連合広報センタ ーウェ ブサイ ト
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３ 　 計画期間

計画期間は、 令和６ （ 2 0 2 4 ） 年度から 令和2 2 （ 20 4 0 ） 年度までの1 7 年間と し ます。

なお、 環境省の「 ごみ処理基本計画策定指針」 に基づき 、 社会経済の状況やごみ量・ 質の変

化、 ごみ処理・ 資源化の技術革新等に適切に対応するため、 概ね５ 年ごと に改定するほか、 計

画策定の前提と なっ ている諸条件に大き な変動があっ た場合には見直し を行います。

平成 令和

和暦 2 8 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 2 2

西暦 ’1 6 ’2 1 ’2 2 ’2 3 ’2 4 ’2 5 ’2 6 ’2 7 ’2 8 ’2 9 ’3 0 ’4 0

５ 次計画

６ 次計画

第４ 次名古屋市
環境基本計画

6
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４ 　 計画の構成

本計画は、 以下のよう に本章を含む全６ 章から 構成し ています。

第１ 章（ P2 ～）

計画の策定にあたっ て

第６ 章　 計画の推進に向けて（ P8 0 ～）

第２ 章（ P8 ～）

本市のごみ処理・ 資源化を

取り 巻く 状況と 課題

第３ 章（ P1 4 ～）

本市のごみ処理・ 資源化の

現状

第５ 章　「 持続可能な循環型都市」 の実現に向けた施策の展開（ P3 8 ～）

重点施策
施策１ 　 環境にやさ し い学びと 行動

の推進

施策２ 　 ２ Ｒ （ リ デュ ース・ リ ユー

ス） の推進

施策３ 　 分別・ リ サイ ク ルの推進

施策４ 　 安心・ 安全で適正な収集・

処理体制の確保

施策５ 　 快適に住み続けら れるまち

づく り

取
り
組
み

　
6 3

施
策
の
柱

　
1 3

プラ スチッ ク
資源循環の推進

食品ロスの削減

第４ 章　 計画の基本理念と 目標値（ P3 2～）

パート ナーシッ プで支え合う

持続可能な循環型都市なごやを めざし ます

「 協働」 「 資源循環」 「 安心」 「 地球にやさ し く 」

パート ナーシッ プで

支え合う

3 Rが定着し 、 資源が

循環し ている

だれも が困るこ と

なく 、 安心し て

住み続けら れる

環境負荷が少なく 、

地球と 共生し ている

目標値 総排出量 資源分別量 埋立量
品目別の

発生抑制・ 資源分別率
ごみ処理量
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５ 次計画策定以降、 少子化・ 高齢化の進行や外国人住民が増加し たほか、 新型コ ロナウイ ル

スの感染拡大により 、 デジタ ル化が急速に進展するなど、 社会は大きく 変化し まし た。

また、 気候変動問題、 天然資源の枯渇、 生物多様性の損失などの環境問題の解決に対する機

運の高まり から 、 脱炭素社会の実現、 循環経済（ サーキュ ラ ーエコ ノ ミ ー） への移行に向けた

動きが加速し ています。

本章では、 ６ 次計画を策定するにあたり 、 本市のごみ処理・ 資源化を取り 巻く 状況と 課題に

ついて、 以下の項目別に整理し ます。

１ 　 人口減少、 少子化・ 高齢化に伴う 人口構造の変化

２ 　 価値観・ コ ミ ュ ニティ の多様化

３ 　 デジタ ル化の進展

４ 　 災害や感染症への対応

５ 　 脱炭素社会の実現、 循環経済への移行

１ 　 人口減少、 少子化・ 高齢化に伴う 人口構造の変化

本市の人口は、 令和２ （ 20 2 0 ） 年まで2 4 年連続で増加し ており まし たが、 新型コ ロナウイ

ルスの感染拡大に伴う 国外から の転入者が大幅に減少し たこ と などにより 、 令和３ （ 20 2 1 ）

年は減少に転じ まし た。 令和４ （ 2 0 2 2 ） 年は国外から の転入者が再び増加し まし たが、 人口

は引き 続き減少し ており 、 今後も 減少傾向は続く と 見込まれます。

また、 単独世帯の増加などにより 、 世帯数の増加傾向は今後も 続く と 見込まれており 、 特に

高齢単身世帯および高齢夫婦世帯が増加するこ と が見込まれます。

こ のよう な人口減少、 少子化・ 高齢化に伴う 人口構造の変化により 、 ごみ・ 資源の発生量は

変動するほか、 今後も 増加が想定さ れるごみ・ 資源の排出が困難な方への排出支援などを行っ

ていく 必要があり ます。

■本市の人口の推移と 推計
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（ 常住人口： 万人） 実績値 推計値

平成 令和

（ 自然・ 社会増減数： 万人）

最大常住人口

2 3 3 .2 万人

（ 令和 2 年）

常住人口

社会増減数

自然増減数

（ 年）

出典： 名古屋市次期総合計画中間案（ 令和５ 年７ 月公表）

　 　 　 ⎧ 実績値　 名古屋市「 統計なごやw eb 版」 愛知県人口動向調査結果（ 名古屋市分）⎫
　 　 　 ⎩ 推計値　 名古屋市推計（ 令和４ 年1 0 月１ 日現在） ⎭
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■本市の世帯数の推移と 推計

■本市の世帯の家族類型別一般世帯数の推移と 推計

■本市の年齢構成別人口の推移と 推計
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出典： 名古屋市次期総合計画中間案（ 令和５ 年７ 月公表）

　 　 　 ⎧ 実績値　 名古屋市「 統計なごやw eb 版」 愛知県人口動向調査結果（ 名古屋市分）⎫
　 　 　 ⎩ 推計値　 名古屋市推計（ 令和４ 年1 0 月１ 日現在） ⎭

出典： 名古屋市次期総合計画中間案（ 令和５ 年７ 月公表）

　 　 　 ⎧ 実績値　 名古屋市「 統計なごやw eb 版」 国勢調査結果⎫
　 　 　 ⎩ 推計値　 名古屋市推計（ 令和４ 年1 0 月１ 日現在） ⎭

出典： 名古屋市次期総合計画中間案（ 令和５ 年７ 月公表）

　 　 　 ⎧ 実績値　 名古屋市「 統計なごやw eb 版」 国勢調査結果⎫
　 　 　 ⎩ 推計値　 名古屋市推計（ 令和４ 年1 0 月１ 日現在） ⎭
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２ 　 価値観・ コミ ュニティ の多様化

社会経済情勢の変化に伴い人々の価値観は多様化し ており 、 モノ の「 保有」 ではなく 「 利用」

を通し て価値を得るサービス（ シェ アリ ング・ エコ ノ ミ ーなど） の普及が進んでいます。 また、

新型コ ロナウイ ルスの感染拡大に伴い、 テレワーク やデリ バリ ー・ テイ ク アウト が浸透するな

ど、 人々の暮ら し ・ 働き方やその価値観は大き く 変化し ています。

一方で、 地域社会においては、 新型コ ロ ナウイ ルスの感染拡大の影響も あり 、 SN Sなどの

新たなコ ミ ュ ニティ が拡大すると と も に、 地域コ ミ ュ ニティ の中心的な役割を果たし ている町

内会への加入率が低下するなど、 市民生活に関わる情報の入手方法等が多様化し ています。 ま

た、 外国人住民は、 新型コ ロナウイ ルスの感染拡大に伴い大幅に減少し まし たが、 今後は増加

傾向が続く と 見込まれるこ と から 、 情報の伝達にはさ ら なる工夫が必要です。

こ のよう な状況を踏まえ、 新たなサービスの活用等に向けた事業者と の連携を進めると と もに、

多様な媒体の活用や情報を発信する対象に応じ たきめ細かな広報・ 啓発を行う 必要があり ます。

■シェ アリ ング・ エコ ノ ミ ーの市場規模の推移と 予測　

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 .0

0 .4

0 .8

1.2

1.6

2 .0

2 .4

2 .8

3 .2

3 .6

4 .0

市内総人口に占める
外国人割合

その他

ペルー

ブラジル

アメ リ カ

ベト ナム

ネパール

インド ネシア

フィ リ ピン

台湾

中国

韓国・ 朝鮮

5432元30292827262 5242322平成

（ 万人） （ ％）

（ 年）
令和

3 .8

■本市における外国人住民数の推移、 国籍別の内訳

※数値は各年の１ 月１ 日現在
※平成2 2 年の「 ネパール」 は「 その他」、 平成2 8 年以前の「 台湾」 は「 中国」 に含めて記載し ている。

名古屋市「 統計なごやw eb 版」 公簿人口より 作成
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■本市における町内会推計加入率の推移

名古屋市
「 学区別生活環境指標」

より 作成
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「 シェ アリ ングエコ ノ ミ ー関連調査2 0 2 1 年度調査結果」 より 作成
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３ 　 デジタル化の進展

スマート フ ォ ンが急速に普及し たこ と などにより 、 新聞や雑誌の発生量は減少し ています。

一方で、 イ ンタ ーネッ ト 通販の増加などにより 、 段ボールの発生量は増加し ています。 加えて、

新型コ ロナウイ ルスの感染拡大を背景に、 テレワーク やオンラ イ ン会議が浸透するなどデジタ

ル化が一層進展し たこ と により 、 今後も こ の傾向は続く と 見込まれます。

本市においても 令和４ （ 20 2 2 ） 年３ 月に「 名古屋市役所D X 推進方針」 を 策定し 、 デジタ

ル技術やデータ の活用を前提と し た変革を進め、 さ ら なる市民サービスの向上につなげていく

こ と と し ているこ と から 、 ごみ・ 資源の収集・ 処理においても 、 デジタ ル技術やデータ の活用

により D X を推進し ていく 必要があり ます。

■新聞用紙、 印刷・ 情報用紙、 段ボール原紙の生産量の推移
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■日本におけるスマート フ ォ ンの世帯保有率の推移

公益財団法人古紙再生促進センタ ー「 古紙ハンド ブッ ク 2 0 2 1 ・ 2 0 2 3 」 より 作成

総務省「 通信利用動向調査」 より 作成
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４ 　 災害や感染症への対応

本市では、 過去に濃尾地震や伊勢湾台風、 東海豪雨などの自然災害により 大き な被害が発生

し まし た。

地震については、 駿河湾以西の太平洋岸沖合にある南海ト ラ フ を震源と する大規模な地震の

発生確率が今後3 0 年間で7 0 ～80 ％（ 4 0 年間で9 0 ％程度） と 切迫度を増し 、 人的被害・ 建物

被害など大き な被害が想定さ れています。 風水害についても 、 全国各地で多発し ており 、 平成

3 0（ 20 1 8 ） 年７ 月豪雨や令和元（ 2 0 19 ） 年東日本台風、 令和２ （ 2 0 2 0 ） 年７ 月豪雨など、

記録的な大雨による甚大かつ広域的な災害が発生し ています。

発災時には、 市民の健康・ 安全の確保や速やかな復旧・ 復興が可能と なるよう 、 災害廃棄物

を適正かつ迅速に処理し ていく 必要があり ます。

また、 新型コ ロナウイルス感染症は世界中に広がり 、 日本でも 感染者の急拡大による医療ひっ

迫に加え、 度重なる行動制限、 それに伴う 経済活動の停滞など、 市民生活・ 経済活動全般にわ

たり 大き な影響を与えまし た。 今後も いつ発生するかわから ない感染症に備え、 どのよう な状

況でも 廃棄物処理を継続でき る体制の構築が必要です。

■本市におけるあら ゆる可能性を考慮し た最大ク ラ スの震度分布

■本市における想定し 得る最大規模の降雨に対するハザード マッ プ（ 洪水）

出典： 名古屋市次期総合計画中間案（ 令和５ 年７ 月公表）
　 　 　（ 名古屋市防災危機管理局作成）

出典： 名古屋市次期総合計画中間案（ 令和５ 年７ 月公表）
　 　 　（ 名古屋市防災危機管理局作成）
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５ 　 脱炭素社会の実現、 循環経済への移行

平成2 7 （ 20 1 5 ） 年に採択さ れたパリ 協定を受けて、 世界各国において長期的な目標を見据

えた地球温暖化対策が進めら れています。

そのよう な中、 国は令和３ （ 2 0 2 1） 年に「 地球温暖化対策推進法」 を改正するなど、「 2 0 5 0

年までの脱炭素社会の実現」 を基本理念に、 令和1 2 （ 2 03 0 ） 年度までに温室効果ガス排出量

を平成2 5 （ 2 0 1 3 ） 年度から 4 6 ％削減するこ と などを目指すこ と と し ています。

本市においても さ ら なる地球温暖化対策を推進するため、 令和1 2 （ 2 0 30 ） 年度までに市域

内の温室効果ガス排出量を 平成2 5 （ 2 01 3 ） 年度から 5 2 ％削減する こ と を 目標と し た「 名古

屋市地球温暖化対策実行計画20 3 0 」 を令和６ （ 2 0 2 4） 年３ 月に策定し まし た。

また、 こ れまで当たり 前のよう に享受さ れてき た大量生産・ 大量消費・ 大量廃棄型の社会経

済システムは、 人類に豊かさ と 快適さ を与えた一方で、 気候変動問題、 天然資源の枯渇、 生物

多様性の損失など様々な環境問題と 密接に関係し ています。 世界全体においては、 今後も 人口

が増加するこ と が見込まれており 、 資源・ エネルギーや食料需要が増大し 、 プラ スチッ ク や食

品ロスをはじ めと し た廃棄物の発生量が増加するこ と が想定さ れているため、 一方通行型の経

済社会活動から 、 持続可能な形で資源を利用する循環経済（ サーキュ ラ ーエコ ノ ミ ー） への移

行が求めら れています。

こ のよう な状況を踏まえ、 こ れまでの廃棄物・ 環境対策と し ての３ Rに加え、 資源循環と ビジ

ネスが融合し た社会の形成を図り 、 脱炭素社会の実現、 循環経済への移行に取り 組んでいく 必要

があり ます。

■本市の温室効果ガス排出量の推移
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■循環経済（ サーキュ ラ ーエコ ノ ミ ー） の概念図

名古屋市「 温室効果ガス排出量の推移」 より 作成

出典： 愛知県「 あいちサーキュラーエコノ ミ ー推進プラン」
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本市においては、 人口・ 世帯数と も に概ね増加傾向で推移し ており 、 令和４ （ 2 0 2 2 ） 年1 0

月１ 日現在の人口は、 約2 3 2 万６ 千人、 世帯数は約1 1 4 万３ 千世帯と なっ ています。

事業所数については、 概ね12 万事業所前後、 従業員数は1 4 0 万人前後で推移し ています。

■人口と 世帯数の推移

１ 　 人口と 世帯数等の推移

■事業所数と 従業員数の推移

※数値は各年の1 0 月１ 日現在

※平成2 1 年、 平成2 6 年は「 経済センサス -基礎調査」、 平成2 4 年、 平成2 8 年、 令和３ 年は「 経済センサス -活動調査」
※「 経済センサス -基礎調査」 と 「 経済センサス -活動調査」 では調査方法が若干異なるため、 単純な比較はでき ない。
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総排出量及び資源分別量については、 減少が続いています。 ごみ処理量については、 横ばい

の状況が続いており まし たが、 令和２ （ 2 0 20 ） 年度以降は減少し ています。

埋立量については、 令和２ （ 2 0 20 ） 年度に灰の全量資源化を行う 北名古屋工場が稼働し た

こ と などにより 、 減少し ています。

２ 　 ごみ処理量等の推移

※総排出量＝ごみ処理量＋資源分別量
※資源分別量＝市が収集し 、 再商品化事業者等に引き 渡し た量＋家庭系・ 事業系の自主回収量
　 　 　 　 　 　 　 事業系の自主資源回収量は、 事業用大規模建築物( 延べ面積3 ,0 0 0 ㎡以上） の減量計画書の集計をも と に推計
※四捨五入のため合計は必ずし も 一致し ない。
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（ １ ） ごみ・ 資源の分別状況

令和４ （ 2 0 2 2 ） 年度のごみ・ 資源の内訳は以下のと おり です。

【 家庭系】

３ 　 ごみと 資源の内訳

【 事業系】

※ごみの内訳は、「 家庭系ごみ細組成調査」 により 推計
※資源の内訳は、 市収集分と 家庭系自主回収量の合計
※四捨五入のため合計は必ずし も 一致し ない。

※ごみの内訳は、「 事業系ごみ細組成調査」 により 推計
※資源の内訳は、 事業用大規模建築物（ 延べ面積3 ,0 0 0 ㎡以上） の減量計画書の集計をも と に推計
※四捨五入のため合計は必ずし も 一致し ない。

　（ 単位： 万ト ン）

合計

プラスチッ ク製容器包装

プラスチッ ク製品
( 金属等と の複合製品を除く )

ペット ボト ル

その他プラスチッ ク

紙製容器包装

古紙
（ 新聞・ 雑誌・ 段ボール・ 雑がみ）

空きびん・ 空き缶

生ごみ

草木類

その他

ごみ39 .6 (79% ) 資源10.8(21% )

2 .7 (54% ) 2 .3 (46% )

0 .9 (100% )

1.1(100% )

10 .0 (100% )

5 .2(100% )

13 .9 (98% ) 0 .3 (2% )

1.5(71% ) 0 .6 (29% )

4 .1(44% ) 5 .2 (56% )

0 .1(11% ) 0 .8 (89% )

0 .1(8% ) 1.6 (92% )

　（ 単位： 万ト ン）

合計

資源化可能な紙類

生ごみ

プラスチッ ク類

その他

ごみ17 .8 (60% )

3 .0 (26% )

3 .7(63% )

6 .5 (86% )

4 .7 (100% )

資源11.7 (4 0% )

8 .4 (74% )

2 .2(37% )

1.0(14% )
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（ ２ ） 品目別の資源分別率の推移

プラ スチッ ク 製容器包装・ 紙製容器包装・ 雑がみの資源分別率は横ばいの状態が続いていま

す。 一方で、 ペッ ト ボト ル・ 空き びん・ 空き 缶や新聞・ 雑誌・ 段ボールは高い資源分別率を

維持し ています。
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9 5 9 5 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 3 9 4  9 4  

2 7 2 8 2 9 3 0 令和元 2 3 4

3 .9 3 .7 3 .6 3 .6 3 .6 3 .5 3 .5 3 .9 3 .7 3 .2

8 8 8 5 8 7 8 7 8 8 8 5 8 5 8 6

平成2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 令和元 2 3 4平成2 5

8 8 8 7

資源分別量資源分別率

4 .7 4 .5 3 .1 3 .7 3 .4 3 .4 3 .3 3 .2 2 .7 2 .7

1 2 1 1
8 10

1 2 1 3 1 5 1 2
9 8

8 .4 7 .9 7 .5 7 .1 6 .7 6 .4 6 .3 6 .2 6 .2 6 .0

3 7
3 4

2 9 2 6 2 3 2 2 2 0
2 3 2 6 2 9
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※資源分別率は、 品目別に「 資源分別量 /（ 資源分別量＋ごみの中に含まれていた資源の推計量）」 により 算定
※ごみの中に含まれていた資源の推計量は、「 家庭系ごみ細組成調査」 により 推計
※資源分別量は、 市が収集し 、 再商品化事業者に引き 渡し た量と 家庭系自主回収量の合計
※スーパーマーケッ ト 等が独自に回収し 、 資源化し た量を含まない。
※雑がみ、 新聞、 雑誌、 段ボールには、 紙製容器包装と し て収集し 、 選別業者が古紙と し て資源化し た量を含む。

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

【 新聞】 【 雑誌】

0

2 0

4 0

6 0

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

（ ％）（ 千ト ン）

5 7 .4 5 4 .6

2 6

5 1 .1
4 7 .6

4 1 .6
3 7 .1

3 3 .7
2 7 .0 2 5 .9 2 4 .2

9 2 9 2 9 2 9 3 9 2 9 2
9 0 8 8 8 8 9 0

2 7 2 8 2 9 3 0 令和元 2 3 4

1 9 .1 1 8 .1 1 8 .3 1 6 .6 1 5 .4 1 4 .2 1 3 .8 1 3 .1 1 1 .9 1 0 .8

6 6
6 9

7 5 7 5 7 2 7 2 7 2 7 3

平成2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 令和元 2 3 4平成2 5

7 2 7 3

【 段ボール】

2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 令和元 2 3 4平成2 5

0

2 0

4 0

6 0

1 7 .2 1 6 .6 1 6 .3 1 5 .0 1 4 .7 1 4 .3 1 4 .5 1 4 .8 1 4 .8 1 4 .1

8 1 7 9 7 9 7 8 7 7 7 9
7 5 7 5 7 3 7 5  

（ 年度）

資源分別量資源分別率

1 8
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（ １ ） 収集区分及び収集方法

本市では、 以下の区分で収集し 、 処理し ています。 なお、 古紙等については、 市民等の自主

的な活動により 回収さ れています。

こ のほか、 可燃ごみ及び不燃・ 粗大ごみについては、 排出者自ら 処理施設に搬入するこ と（ 以

下、「 自己搬入」 と いう 。） ができ るも のと し ます。

また、 引越し・ 遺品整理等に伴い多量に発生するごみ及び屋内から の運び出し が伴う ごみ（ 一

時多量ごみ等） については、 市長の許可を 受けた一般廃棄物処理業者（ 以下、「 許可業者」 と

いう 。） に、 収集及び運搬を委託できるも のと し ます。

なお、 事業活動に伴っ て排出さ れるごみについては、 自己搬入または許可業者が収集・ 運搬

し 、 その処理は本市あるいは民間の処理施設で行っ ています。

４ 　 ごみ処理・ 資源化体制

区　 分 収集回数 収集方法

市
収
集

可燃ごみ
週２ 回

指定袋による原則各戸収集発火性危険物

不燃ごみ
月１ 回

粗大ごみ 事前申込制による原則各戸収集

蛍光管・ 水銀体温計等
随時

拠点回収

環境美化ごみ

電池類

週１ 回

無色透明の袋による原則各戸収集

資
源

プラ スチッ ク 資源 指定袋による原則各戸収集

紙製容器包装・ 雑がみ 指定袋によるステーショ ン収集

空き びん 収集容器によるステーショ ン収集

空き 缶
指定袋（ 一部区は収集容器） による
ステーショ ン収集

ペッ ト ボト ル
指定袋によるステーショ ン収集

拠点回収
紙パッ ク

随時
小型家電・ 充電式家電

食用油

自
主
回
収

古紙（ 新聞・ 雑誌・ 段
ボール等）

実施団体
による

集団資源回収（ 各戸・ 拠点）、 リ サイ ク ルス
テーショ ン、 古紙リ サイ ク ルセン タ ーでの
回収、 新聞販売店による回収

衣類・ 布類

金属類等

令和６ 年４ 月１ 日現在

1 9
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（ ２ ） ごみ処理の仕組み

可燃ごみは５ つの焼却工場で焼却・ 溶融し 、 発生し た焼却灰は鳴海工場や民間施設で資源化

し 、 一部を埋立し ています。

不燃・ 粗大ごみは破砕施設で破砕し 、 主に鳴海工場や北名古屋工場で溶融し ています。

破砕施設で選別し た金属等や、 鳴海工場及び北名古屋工場で溶融により 発生し たスラ グ等は、

資源と し て回収し ています。

焼却・ 溶融量　 5 6 .9 埋立　 1 .6

（ 単位： 万ト ン）

愛岐処分場　 0 .3

第二処分場　 0 .1

県広域処分場　 1 .2

エネルギー回収

焼却灰等
1 .4

焼却･溶融前
（ 金属等）

0 .3

焼却･溶融後
（ スラ グ等)

5 .2

破砕可燃物
1 .3

破砕不燃物
0 .7

直接埋立　 0 .3

資源化

猪子石・ 富田・ 五条川工場

【 焼却】 3 1 .4

破砕　 3 .2

鳴海工場

【 ガス化溶融】

1 1 .3

(灰含1 3 .3 )

北名古屋工場

【 ガス化溶融】

1 4 .1

灰資源化

【 民間】

0 .8

ごみ処理過程

資源化量

6 .3

灰　 2 .0

大江破砕工場　 　 　 　 2 .1

小規模破砕（ 愛岐） 　 0 .1

破砕物
1 .0

破砕不燃物
0 .0 3

ごみ処理量　 5 7 .4

可燃ごみ　 5 3 .9

家庭系　 3 7 .0

事業系　 1 6 .9

不燃ごみ 　 2 .6

家庭系　 1 .7

事業系　 0 .9

粗大ごみ 　 0 .9 北名古屋工場　 　 　 　 1 .1

※数値は令和４ 年度実績
※四捨五入のため合計は必ずし も 一致し ない。

2 0
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（ ３ ） 資源のゆく え

①　 プラ スチッ ク 資源、 ペッ ト ボト ル

市が収集、 選別・ 圧縮梱包・ 保管し 、（ 公財） 日本容器包装リ サイ ク ル協会に引き 渡し、 再

商品化し ています。 再商品化事業者は、（ 公財） 日本容器包装リ サイ ク ル協会が入札で選定し

ています。

令和６ （ 2 0 2 4 ） 年度以降は、 プラ スチッ ク 資源の一括収集の実施に伴い、 プラ スチッ ク 製

品も プラ スチッ ク 製容器包装と 同様に（ 公財） 日本容器包装リ サイ ク ル協会に引き渡し 、 再商

品化し ます。

※数値は令和４ 年度実績
※再商品化事業者の処理量及び再商品化原料の利用メ ーカ ーの利用量は、 ( 公財) 日本容器包装リ サイ ク ル協会資料より 推計
※四捨五入のため合計は必ずし も 一致し ない。

（ 単位： 千ト ン）

プラスチッ ク製
容器包装

2 6 .2

プラスチッ ク
製品

ペット ボト ル

1 0 .0

名古屋市

収集→

選別・ 圧縮梱包・ 保管

( 公財) 日本容器包装
リ サイ ク ル協会

再商品化事業者

再商品化原料の
利用メ ーカ ー

選別・ 圧縮梱包・ 保管

選別・ 圧縮梱包・ 保管

残渣

残渣等

残渣残渣

固形燃料等

固形燃料等キャ ッ プは資源化

パレッ ト 0 .5

再生樹脂 0 .8

その他 0 .4
( 車止め、プランター等)

ボト ル製品 2 .9
( 洗剤用・ 飲料用ボト ル等)

シート 製品 2 .0
( 卵パッ ク、ト レイ等)

繊維製品 1 .3
(ユニホーム、カーペット 等)

その他 0 .3
( 成型品、結束バンド 等)

炭化水素油 7 .2
( 石油化学原料)

コ ーク ス 3 .6
（ 高炉還元剤）

コークス炉ガス 7 .2
（ 発電燃料）

3 .1

1 .9

0 .1

2 3 .1

8 .0

材料リ サイ ク ル
ペレ ッ ト 等

フ レ ーク 化等

化学リ サイ ク ル
コ ーク ス炉化学

原料

1 .7

6 .5

1 8 .1

3 .3

1 .6

令和６ 年度以降

ラ ベル類
キャ ッ プ・ リ ング等
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②　 紙製容器包装・ 雑がみ

令和４ （ 20 2 2 ） 年度までは、 市が収集・ 選別・ 圧縮梱包・ 保管し 、（ 公財） 日本容器包装

リ サイ ク ル協会に引き 渡し 、 再商品化し ていまし たが、 令和５ （ 2 0 2 3） 年度以降は製紙原料

になるも のは民間の古紙ルート に引き渡し 、 再商品化し ています。 製紙原料になら ないも のは、

引き続き （ 公財） 日本容器包装リ サイ ク ル協会に引き 渡し 、 再商品化し ています。 再商品化事

業者は（ 公財） 日本容器包装リ サイ ク ル協会が入札で選定し ています。

※数値は令和４ 年度実績
※再商品化事業者の処理量及び再商品化原料の利用メ ーカ ーの利用量は、 ( 公財) 日本容器包装リ サイ ク ル協会資料より 推計
※四捨五入のため合計は必ずし も 一致し ない。

（ 単位： 千ト ン）

紙製
容器包装

7 .9

紙製
容器包装

雑がみ

名古屋市

収集→

選別・ 圧縮梱包・ 保管

日本容器包装
リ サイ ク ル協会

再商品化事業者

再商品化原料の
利用メ ーカ ー

選別・ 圧縮梱包・ 保管

残渣残渣その他古紙

残渣

段ボール、 紙箱等
5 .6

ボイ ラ ー燃料等

5 .6

0 .3

全ての
紙製容器包装

6 .0

製紙原料にならない
紙製容器包装

製紙原料

固形燃料等

0 .11 .7 0 .2

令和４ 年度まで

令和５ 年度以降

選別・ 圧縮梱包・ 保管

製紙原料 段ボール、 紙箱等

固形燃料等

ボイ ラ ー燃料等 0 .3

2 2
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中古衣料品、 工業用ウエス
（ ぞう き ん）・ 反毛（ 自動車
の内装材等） 等2

古着問屋

衣類・ 布類 選別

③　 空き びん、 空き 缶、 紙パッ ク

選別等の後、 メ ーカ ーに出荷さ れ、 製品原料と し て利用さ れます。

④　 小型家電・ 充電式家電、 食用油

市が回収し た後、 再資源化事業者により 資源化さ れます。

（ 単位： 千ト ン）

（ 単位： 千ト ン）

名古屋市

収集→（ 一時保管→） 選別

名古屋市

再商品化原料の利用メ ーカ ー

再資源化事業者

ガラ ス製品
（ ガラスびん、ガラス繊維等）

アルミ 缶、 鋳物、 脱酸剤

紙製品
（ ト イ レ ッ ト ペーパー等）

1 3 .3

( カレッ ト )

2 .7

0 .0 3 0 .0 2

空きびん

空き缶

紙パッ ク

選別

選別

ワンウェ イ びん 　 1 2 .5
（ 透明・ 茶・ その他色）

アルミ 缶 0 .1

選別

有用金属等

バイ オディ ーゼル燃料等

0 .2 2

0 .0 5

スーパーマーケット ・ 区役所等で回収

スーパーマーケット で回収

小型家電・
充電式家電

食用油

⑤　 古紙、 衣類・ 布類

集団資源回収、 リ サイ ク ルステーショ ン等で回収さ れた古紙や衣類・ 布類の資源化の流れは

以下のと おり です。

新聞、 チラ シ、 週刊誌等
2 4

（ 単位： 千ト ン） 古紙問屋

新　 聞

ボール箱、 絵本等
1 3

雑　 誌

段ボール、 紙筒等
1 3

段ボール

選別

※数値は令和４ 年度実績

※数値は令和４ 年度実績
※充電式家電は環境事業所のみで回収

※数値は令和４ 年度実績
※雑誌には雑がみを含む。

生きびん（ リ タ ーナブルびん） 0 .2

スチール缶 2 .3

びんと し て再使用

鉄製品
（ 自動車部品、 鉄筋等）
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（ ４ ） ごみ処理施設の概要

ア　 焼却工場

施設名 設備規模 所在地 完成年月

猪 子 石 工 場 60 0 ト ン /2 4 h 千種区香流橋一丁目1 0 1 番 平成1 4 年３ 月

五 条 川 工 場 5 60 ト ン /2 4 h あま市中萱津奥野 平成1 6 年７ 月

鳴 海 工 場
5 30 ト ン /2 4 h

( 可燃ごみ等450ト ン /24h)
( 他工場焼却灰80ト ン /24h)

緑区鳴海町字天白90 番地 平成2 1 年６ 月

北 名 古 屋 工 場 66 0 ト ン /2 4 h 北名古屋市二子四反地1 5 番地１ 令和２ 年６ 月

富 田 工 場 45 0 ト ン /2 4 h 中川区吉津四丁目3 20 8 番地 令和２ 年６ 月

南陽工場（ 設備更新中） 5 6 0 ト ン /2 4 h 港区藤前二丁目1 0 1番地 令和９ 年３ 月( 予定)

イ 　 破砕施設

施設名 設備規模 所在地 完成年月

愛 岐 処 分 場
小規模破砕施設

2 0 ト ン /5 h 岐阜県多治見市愛岐処分場内 平成５ 年７ 月

大 江 破 砕 工 場 40 0 ト ン /5 h 港区本星崎町字南4047番地の13 平成９ 年３ 月

北 名 古 屋 工 場 5 0 ト ン /5 h 北名古屋市二子四反地1 5 番地1 令和２ 年６ 月

南陽工場（ 設備更新中） 1 0 0 ト ン /5 h 港区藤前二丁目1 0 1番地 令和９ 年３ 月( 予定)

ウ　 埋立処分場

施設名
総面積（ 埋立面積）

埋立容量（ 残余容量※）
所在地 開設年月

愛 岐 処 分 場
1 ,0 9 0千㎡（ 2 5 2 千㎡）
4 44 万㎥（ 3 8 万㎥）

岐阜県多治見市諏訪町川西75番地 昭和5 7 年７ 月

第 二 処 分 場
2 1千㎡（ 1 1 千㎡）
9 .6万㎥（ ６ 万㎥）

港区潮凪町67番地先 平成2 7 年５ 月

※令和５ 年４ 月１ 日現在

エ　 資源選別・ 保管施設

施設名 設備能力 所在地 完成年月

港資源選別センタ ー
空きびん（ 選別）
空き缶（ 選別）

20 ト ン /日
10 ト ン /日

港区正徳町6丁目6 9番地の1 平成６ 年３ 月

西資源セン タ ー
空きびん（ 一時保管）
空き缶（ 一時保管）
ペット ボト ル（ 選別・ 圧縮保管）

30 ト ン /日
15 ト ン /日

4 ト ン /日

西区新木町61 番地及び
十方町3 6 番地の2

平成1 1 年３ 月

南リ サイクルプラ ザ

空きびん（ 一時保管）
空き缶（ 一時保管）
ペット ボト ル（ 選別・ 圧縮保管）
紙パッ ク（ 選別・ 保管）

23 ト ン /日
13 ト ン /日

9 ト ン /日
2 ト ン /日

南区元塩町６ 丁目８ 番地の５ 平成1 7 年３ 月

鳴海工場内保管施設
空きびん（ 一時保管）
空き缶（ 一時保管）

22 ト ン /日
6 ト ン /日

緑区鳴海町字天白90 番地 平成2 1 年６ 月

2 4
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オ　 ごみ処理施設配置図

千種区

東区

北区

西区

中村区

中川区

中区

港区

熱田区 瑞穂区

昭和区

守山区

名東区

南区

天白区

緑区

多治見市

南陽工場（ 設備更新中）

港資源選別センタ ー

大江破砕工場

嗚海工場内保管施設
嗚海工場

猪子石工場

西資源センタ ー

北名古屋工場

五条川工場

富田工場

焼却工場

埋立処分場

破砕施設

資源選別・ 保管施設

凡例

愛岐処分場

小規模破砕施設

南リ サイ ク ルプラ ザ第二処分場
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（ １ ） ごみ処理事業における温室効果ガス排出量

ごみ処理事業における温室効果ガス排出量の推移は以下のと おり です。 ごみの焼却や車両・

設備稼働に伴い温室効果ガスが排出さ れており 、 大半がプラ スチッ ク 類の焼却に伴い発生する

二酸化炭素です。（ プラ スチッ ク の発生量等についてはP4 4 参照）

５ 　 ごみ処理事業における温室効果ガス排出量等

※四捨五入のため合計は必ずし も 一致し ない。

（ ２ ） 焼却工場における熱エネルギーの有効利用

焼却工場では、 ごみを処理するだけではなく 、 焼却時に発生する熱エネルギーの有効利用に

より 発電し ており 、 こ の電気は工場内や周辺施設で使用するほか、 余剰分は売却し ています。

下のグラ フ は、 焼却工場の発電により 、 電気事業者が発電に伴っ て排出するはずであっ た温

室効果ガスの抑制に寄与し たと 考えら れる量を表し たも のです。

2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 令和元 2 3 4平成2 5
0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5
（ 万ト ン -CO ₂）

ごみの焼却

車両・ 設備稼働

2 0 .7
1 8 .3

1 9 .2 1 8 .4
2 0 .6 2 0 .8 2 1 .7

2 4 .5
2 1 .7 2 2 .6

2 5 .0

2 2 .3
2 3 .6 2 2 .8

2 5 .0 2 4 .7
2 5 .7

3 0 .7

2 8 .0 2 8 .2

4 .3

4 .0
4 .4

4 .4

4 .4 3 .9
4 .0

6 .3

6 .3 5 .6

（ 年度）

2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 令和元 2 3 4平成2 5
0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5
（ 万ト ン -CO ₂）

1 3 .0 1 2 .5 1 2 .4 1 2 .1 1 2 .2 1 2 .0 1 1 .6 1 2 .4
1 3 .4

1 4 .6

（ 年度）

2 6
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「 地球温暖化対策推進法」 の改正など脱炭素社会の実現に向けた国の動き を踏まえ、

本市においても さ ら なる地球温暖化対策を推進するため、 令和1 2 （ 20 3 0 ） 年度まで

に市域内の温室効果ガス排出量を 平成2 5 （ 2 01 3 ） 年度から 5 2 ％削減するこ と を 目

標と し た「 名古屋市地球温暖化対策実行計画2 03 0 」 を 令和６ （ 2 0 2 4 ） 年３ 月に策

定し まし た。

市役所自ら も 、 率先し て温室効果ガス排出量の削減に取り 組み、 ごみ処理事業にお

いては、 本計画（ 第６ 次一般廃棄物処理基本計画） に基づき 、 ごみ処理量を削減する

こ と などにより 、 温室効果ガス排出量を令和1 2（ 2 0 30 ） 年度までに平成2 5（ 20 1 3 ）

年度から 3 0 ％削減するこ と を目標と し ています。

〈 市役所の温室効果ガス排出量削減目標〉 （ 万ト ン -CO 2）

平成2 5年度
（ 基準年度）

令和４ 年度
令和1 2 年度目標

平成25年度比

一般事務事業 2 0 .0 16 .6 8 .7 △5 6 %

市バス・ 地下鉄事業 1 6 .8 1 4 .4 9 .5 △4 3 %

上下水道事業 1 8 .5 1 4 .8 1 1 .0 △4 0%

ごみ処理事業 2 5 .0 2 8 .2 1 7 .5 △30 %

全体 8 0 .3 7 4 .0 4 6 .8 △4 2 %

※四捨五入のため合計は必ずし も 一致し ない。

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

（ 万ト ン-CO 2）

ごみ処理事業 上下水道事業 市バス・ 地下鉄事業 一般事務事業

2 0 .0 1 6 .6
8 .7

9 .5

1 1 .0

1 7 .5

4 6 .8

5 6 %（ △）

4 3（ △％）

4 0（ △％）

3 0（ △％）

4 2 %（ △）

平成2 5 年度比

1 2
（ 目標年度）

1 4 .4

1 4 .8

2 8 .2

7 4 .0

令和４

1 6 .8

1 8 .5

2 5 .0

8 0 .3

平成2 5
（ 基準年度）

（ 年度）
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（ １ ） 経費の推移

ごみ処理・ 資源化事業に伴う 経費の推移は以下のと おり です。

※四捨五入のため合計は必ずし も 一致し ない。

（ ２ ） ごみ・ 資源の処理原価

令和４ （ 2 0 2 2 ） 年度のごみ・ 資源の処理原価は以下のと おり です。

６ 　 ごみ処理・ 資源化事業に伴う 経費

※処理原価と は、 1 ト ン当たり の処理経費を算出し たも の。
　 原価要素と し て、 人件費、 物件費、 減価償却費、 起債利子を算出し ている。

ごみ

資源

6 1 千円/ト ン

1 0 7 千円/ト ン

プラスチッ ク製容器包装

紙製容器包装

空き びん

空き 缶

ペッ ト ボト ル

8 2 千円/ト ン

9 3 千円/ト ン

1 0 5 千円/ト ン

2 8 9 千円/ト ン

1 3 4 千円/ト ン

〈 品目別〉

2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 令和元 2 3 4平成2 5
0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

（ 億円）

収集処理経費 減価償却費等 その他

2 2 5 2 2 9 2 2 8 2 2 6 2 2 8 2 2 8 2 3 3 2 3 7 2 3 8 2 4 3

9 4 9 0 9 1 9 2 9 2 9 1 9 1 8 2 8 7 7 9

5 0 4 9 5 1 4 9 4 7 4 6 4 7 5 4 5 3 5 1

3 6 9 3 6 8 3 7 0 3 6 7 3 6 7 3 6 5 3 7 1 3 7 3 3 7 9 3 7 3

（ 年度）

2 8
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（ １ ） ５ 次計画の概要

５ 次計画は、 平成1 1 （ 1 9 9 9） 年２ 月の「 ごみ非常事態宣言」 以降の大幅なごみ減量を達成

する原動力と なっ た市民・ 事業者と の協働をベースに、 市民・ 事業者・ 行政が共に学び、 共に

行動し 、 持続可能な循環型都市を目指すこ と を基本理念に掲げた計画です。

また、「 名古屋市総合計画2 0 1 8 」 を 踏まえた５ 次計画の目標値を 設定し、 ４ つの基本方針

に基づいた施策を 行い、「 廃棄物などの発生抑制がすすみ、 資源が無駄なく 利活用さ れ、 環境

への負荷が最小限に抑えら れているまち」 を目指し 策定し まし た。

７ 　 ５ 次計画の振り 返り

基本方針４ 　 環境に配慮し た施設整備

基本方針３ 　 分別・ リ サイ ク ルの推進

基本方針２ 　 ２ Rの推進

基本方針１ 　 協働

第5 次一般廃棄物処理基本計画

市民・ 事業者・ 行政が共に学び、 共に行動し 、
持続可能な循環型都市をめざし ます。

基本理念

ごみ非常事態宣言以降の大幅なごみ減量を支えた
市民・ 事業者と の協働による「 分別文化」

３ Rの推進
環境にも 配慮し た安定的・
効率的な処理体制の確保

めざすまちの姿（ 「 名古屋市総合計画2 0 1 8 」 ）

廃棄物などの発生抑制がすすみ、 資源が無駄なく 利活用さ れ、 環境への負荷が

最小限に抑えら れている

2 9

第
３
章

本
市
の
ご
み
処
理
・
資
源
化
の
現
状

510



（ ２ ） ５ 次計画の進捗状況

５ 次計画の主な指標の進捗状況は以下のと おり です。

（ ３ ） ５ 次計画の評価・ 課題

平成2 8 （ 2 0 1 6 ） 年度以降、 ５ 次計画の「 市民・ 事業者・ 行政が共に学び、 共に行動し 、 持

続可能な循環型都市をめざし ます。」 と いう 基本理念に基づき 、 市民・ 事業者と の協働を ベー

スに、 ３ Ｒ の取り 組みを推進すると と も に、 環境に配慮し た施設整備に取り 組んでき まし た。

（ ２ Ｒ の推進）

平成1 3 （ 2 0 0 1 ） 年５ 月に市民・ 事業者・ 学識経験者と 名古屋市で構成する「 容器・ 包装３

Ｒ 推進協議会」 を設置し 、 レジ袋の有料化を実施するなど容器包装の削減を中心に進めてき ま

し たが、「 ごみも 資源も 元から 減ら す」 発生抑制の取り 組みを推進するため、 平成2 9（ 2 0 1 7）

年６ 月に「 食品ロス削減推進部会」 を 設置すると と も に、「 ２ Ｒ 推進実行委員会」 に名称変更

を行いまし た。（ ２ Ｒ 推進実行委員会についてはP4 1 参照）

使い捨てプラ スチッ ク の削減については、 市民にプラ スチッ ク 問題の現状を伝え、 使い捨て

プラ スチッ ク を使用し ないラ イ フ スタ イ ルへの転換を促すため、 動画配信による啓発を行っ た

ほか、 スーパーやコ ンビニなどで使い捨てスプーン・ フ ォ ーク などの辞退を呼びかけまし た。

指　 　 標
基準年度 現　 　 状 目　 　 標

平成2 6年度 令和４ 年度 令和1 0年度

総排出量 9 3 万ト ン 7 9 .9 万ト ン 9 1 万ト ン

　 　 家庭系　 5 7 万ト ン 5 0 .4 万ト ン 5 6 万ト ン

　 　 事業系　 3 6 万ト ン 2 9 .5 万ト ン 3 5 万ト ン

資源分別量 3 1 万ト ン 2 2 .5 万ト ン 3 9 万ト ン

　 　 家庭系　 1 5 万ト ン 1 0 .8 万ト ン 2 0 万ト ン

　 　 事業系　 1 5 万ト ン 1 1 .7 万ト ン 1 9 万ト ン

ごみ処理量 6 2 万ト ン 5 7 .4 万ト ン 5 2 万ト ン ※1

〈 市外分を含む場合〉 〈 6 7 万ト ン〉 〈 6 2 .5 万ト ン〉 〈 5 7 万ト ン〉

　 　 家庭系　 4 2 万ト ン 3 9 .6 万ト ン 3 7 万ト ン

　 　 事業系　 2 0 万ト ン 1 7 .8 万ト ン 1 5 万ト ン

埋立量 4 .9 万ト ン 1 .6 万ト ン 1 .5 万ト ン ※1

〈 市外分を含む場合〉 〈 5 .2 万ト ン〉 〈 2 .0万ト ン〉 〈 1 .8 万ト ン〉

※四捨五入のため合計は必ずし も 一致し ない。
※１ 　 法整備により 拡大生産者責任の徹底がなさ れない場合、 ごみ処理量は5 6 万ト ン、 埋立量は2 .0 万ト ンと

なる。

3 0

511



食品ロスの削減については、 家庭での食材の使いき り ・ 料理の食べき り ・ 賞味期限と 消費期

限の正し い理解などの周知活動を行う と と も に、「 フ ード ド ラ イ ブ」 の実施、「 食べ残し ゼロ協

力店」 の広報などを 行っ たほか、 10 月の「 食品ロ ス削減月間」 の取り 組みと し て、 食品ロス

削減に関する募集キャ ンペーンや動画配信による啓発を行いまし た。

また、 リ ユースの推進については、 粗大ごみと し て排出さ れたごみのう ち再使用可能な家具

類の展示・ 販売を行っ たほか、 アッ プサイ ク ルの認知度向上を図るため、 事業者等と 連携し た

啓発イ ベント を実施し まし た。

こ う し た発生抑制の取り 組みに加え、 新聞・ 雑誌の発生量が減少し たこ と などにより 、 総排

出量は目標値を大幅に上回っ て減少し ています。 今後は、「 食品ロス削減推進法」、「 プラ スチッ

ク 資源循環促進法」 において、 食品ロスやプラ スチッ ク 問題への対応が求めら れているこ と か

ら 、 本市においても 食品ロスの削減やプラ スチッ ク 資源循環を推進するために重点的に取り 組

んでいく 必要があり ます。

（ 分別・ リ サイ ク ルの推進）

分別・ リ サイ ク ルの取り 組みについては、 引き 続き 保健環境委員をはじ めと し た地域役員の

皆様にご協力いただき ながら 、 分別ルールが伝わり にく い、 学生、 外国人、 転入者等を対象と

し た広報や分別推進員等による適正排出の周知を行いまし た。

令和２ （ 2 0 2 0 ） 年度以降は新型コ ロナウイ ルスの感染拡大に伴い、 事業系ごみが大幅に減

少し ているほか、 家庭系ごみも 令和３ （ 2 0 2 1 ） 年度以降は減少し ており 、 ごみ処理量は目標

値達成に向け順調に減少し ていますが、 未だごみの中に多く の資源が含まれています。

今後は、 少子化・ 高齢化のさ ら なる進行や外国人住民の増加などが見込まれるこ と から 、「 分

かり やすい・ 分けやすい」 分別区分による分別収集を実施すると と も に、 タ ーゲッ ト に応じ た

広報を実施するこ と などにより 、 資源分別率を向上さ せる必要があり ます。

（ 環境に配慮し た施設整備）

焼却工場の整備については、 南陽工場を休止し 、 北名古屋工場及び富田工場が稼働し たこ と

で、 設備規模が平準化し ５ 工場稼働で施設整備を進めら れる体制と なり まし た。 整備にあたっ

ては、 高効率発電設備の導入などにより エネルギー回収の推進を図り まし た。

埋立量については、 灰の全量資源化を行う 北名古屋工場の稼働で埋立量は大幅に減少し 、 目

標値を達成し まし た。

し かし ながら 、 埋立処分場を新たに確保するこ と は容易ではなく 、 長期間を要すこ と から 、

今後も 処分場の負荷を軽減すると と もに、 環境に配慮し た施設整備を進めていく 必要があり ます。

（ 拡大生産者責任の徹底）

５ 次計画では、 拡大生産者責任の徹底による削減を見込んだ目標値を設定し 、 国に対し て法

整備による拡大生産者責任の徹底についての要望を行っ てき まし たが、 未だ法整備には至っ て

いません。（ 拡大生産者責任についてはP7 7参照）

そのよう な状況の中、 令和４ （ 20 2 2 ） 年４ 月に施行さ れた「 プラ スチッ ク 資源循環促進法」

では、 プラ スチッ ク 使用製品設計指針の策定や製造事業者等による自主回収促進等の枠組みが

盛り 込まれるなど、 一定の見直し が図ら れています。

今後も 拡大生産者責任の徹底に向け、 第２ 章で整理し た本市のごみ処理・ 資源化を取り 巻く

状況・ 課題などを踏まえながら 、 国に対し て働き かけを行っ ていき ます。
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１ 　 基本理念

パート ナーシッ プで支え合う 持続可能な循環型都市なごやをめざし ます

第２ 章で整理し た本市のごみ処理・ 資源化を取り 巻く 状況・ 課題等を踏まえ、令和2 2（ 20 4 0）

年頃の名古屋の姿を見据えて「 パート ナーシッ プで支え合う 持続可能な循環型都市なごやをめ

ざし ます」 を基本理念と し て掲げます。

さ ら に、 上述の基本理念を４ つの方向性に分類し 以下のよう に示し ます。 こ の基本理念及び

方向性を踏まえながら 、 総合的かつ計画的に循環型都市の実現に向けた取り 組みを進めていき

ます。

「 協働」 ～パート ナーシッ プで支え合う まちをめざし ます～

平成1 1（ 1 9 99） 年２ 月の「 ごみ非常事態宣言」 以降、 名古屋が培っ てきた市民・

事業者・ 行政のパート ナーシッ プをベースに、 それぞれの持つ強みや得意と するこ

と を生かし ながら 、 皆で協力・ 連携し 持続可能な循環型都市の形成を目指し ます。

方向性１

「 資源循環」 ～３ Rが定着し 、 資源が循環し ているまちをめざし ます～

こ れまで進めてき た３ R（「 発生抑制（ リ デュ ース）」「 再使用（ リ ユース）」「 再

生利用（ リ サイ ク ル）」） の取り 組みを発展さ せ、『「 も っ たいない」 のその一歩先へ』

を合言葉に、 資源の投入量・ 消費量を抑え、 廃棄さ れるも のを最小化し ながら 資源

を効率よく 循環さ せるこ と のでき る循環型都市の形成を目指し ます。

方向性２

「 安心」 ～だれも が困るこ と なく 、 安心し て住み続けら れるまちをめざし ます～

人口減少、 少子化・ 高齢化、 ラ イ フ スタ イ ル・ 価値観の多様化など社会情勢の変

化に対し て的確に対応し ながら 、 ごみ・ 資源の収集・ 処理を確実に実施すると と も

に、 人と 人と の支え合いを通し て、 だれも が困るこ と なく 安心し て住み続けら れる

都市の形成を目指し ます。

方向性３

「 地球にやさ し く 」 ～環境負荷が少なく 、 地球と 共生し ているまちをめざし ます～

循環型社会を目指すにあたっ ては、 脱炭素社会や自然共生社会と 密接に絡み合っ

ているこ と を踏まえ、 統合的に取り 組みを推進し ていく こ と が大切であり 、 将来世

代にわたっ て地球の恵みを享受できるよう 、 環境負荷が少なく 地球と 共生し た都市

の形成を目指し ます。

方向性４

3 2
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ごみ処理・ 資源化を取り 巻く 状況・ 課題

「 持続可能な循環型都市」 の実現に向けた施策を推進

人口減少・ 高齢化の進行 デジタ ル化の進展 循環経済への移行

価値観の多様化 災害や感染症への対応 プラスチッ ク 資源循環の推進

外国人住民の増加 脱炭素社会の実現 食品ロスの削減

「 資源循環」

３ Rが定着し 、 資源が

循環し ている

「 安心」

だれも が困るこ と

なく 、 安心し て

住み続けら れる

「 地球にやさ し く 」

環境負荷が少なく 、

地球と 共生

し ている

「 協働」

パート ナーシッ プで

支え合う

パート ナーシッ プで支え合う

持続可能な循環型都市なごや

をめざし ます

基本理念

目指す方向性

3 3
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２ 　 目標値

（ １ ） 潜在排出量の推計

６ 次計画の目標値を設定するにあたり 、 第２ 章で示し た人口・ 世帯数の見通し や社会経済情

勢の変化等を踏まえ、 潜在排出量を推計し まし た。

潜在排出量と は、 現在実施し ている施策を維持し た場合における市民・ 事業者から 排出さ れ

る可能性のあるごみ・ 資源の発生量の合計です。

【 増減要素と 発生量の見込み】

【 推計結果】

家
庭
系

●人口減少により 、 ごみ・ 資源の発生量は減少

●１ 世帯あたり の人員が減少するこ と により 、 １ 人あたり のごみ・ 資源の発生量

は増加

●デジタ ル化の進展等により 、 新聞・ 雑誌の発生量は減少、 段ボールの発生量は

増加

●高齢化の進行により 、 紙おむつの発生量は増加

事
業
系

●新型コ ロナウイ ルス感染症が５ 類感染症に位置づけら れたこ と による社会経済

活動の回復に伴い、 ごみ・ 資源の発生量は増加

●リ ニア中央新幹線の開業に伴う 再開発により 、 ごみ・ 資源の発生量は増加

●高齢化の進行により 、 紙おむつの発生量は増加

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

2212令和4平成 25和暦
2040203020222013西暦

（ 万ト ン） 総排出量 潜在排出量

事業系

家庭系

93 .9

3 5 .8

79 .9

2 9 .5

81

3 1

80

3 1

4 95 0

5 8 .1

5 0 .4

（ 年度）

3 4
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（ ２ ） 目標値

潜在排出量に対し 、 品目別の発生抑制率と 資源分別率（ P3 7 ） を設定し 、 令和1 2 （ 2 0 30 ）

年度と 令和2 2 （ 2 04 0 ） 年度の目標値を以下のと おり 示し ます。

〈 総排出量〉

使い捨てプラ スチッ ク や食品ロスなどの発生抑制の取り 組みを進めるこ と により 、 総排出量

の削減に努め、 令和1 2 （ 2 0 3 0 ） 年度に7 9 万ト ン、 令和2 2 （ 20 4 0 ） 年度に7 8 万ト ンを 目指

し ます。

〈 資源分別量〉

資源分別率が高い新聞・ 雑誌の発生量は今後も 減少し ていく 見込みですが、 資源分別率が低

い品目の分別・ リ サイ ク ルを進めるこ と により 、 資源分別量の増加に努め、 令和1 2 （ 2 0 3 0）

年度、 令和2 2 （ 2 04 0 ） 年度と も に2 5 万ト ンを目指し ます。

〈 ごみ処理量〉

発生抑制の取り 組みに加え、 分別・ リ サイ ク ルの取り 組みを進めるこ と により 、 ごみ処理量

の削減に努め、 令和1 2 （ 2 0 3 0 ） 年度に5 5 万ト ン、 令和2 2 （ 20 4 0 ） 年度に5 3 万ト ンを 目指

し ます。

〈 埋立量〉

ごみ処理量の削減に加え、 焼却灰の資源化を進めるこ と により 、 埋立量の削減に努め、 令和

1 2 （ 2 0 3 0 ） 年度に4 .8 万ト ン ※1、 令和2 2 （ 2 0 4 0 ） 年度に1 .5 万ト ンを目指し ます。

指　 　 標

基準年度 目標値

令和４ （ 2 0 2 2 ）
年度

令和12 （ 2 0 30 ）
年度

令和2 2 （ 2 0 4 0 ）
年度

総排出量 7 9 .9万ト ン 7 9 万ト ン 7 8 万ト ン

　 　 家庭系 5 0 .4 万ト ン 4 9 万ト ン 4 8 万ト ン

　 　 事業系 2 9 .5 万ト ン 3 0 万ト ン 3 0 万ト ン

資源分別量 2 2 .5 万ト ン 2 5万ト ン 2 5 万ト ン

　 　 家庭系　 1 0 .8 万ト ン 1 1万ト ン 1 1 万ト ン

　 　 事業系　 1 1 .7 万ト ン 1 4万ト ン 1 4 万ト ン

ごみ処理量 5 7 .4 万ト ン 5 5万ト ン 5 3 万ト ン

〈 市外分を含む場合〉 〈 6 2 .5 万ト ン〉 〈 6 0 万ト ン〉 〈 5 8 万ト ン〉

　 　 家庭系 3 9 .6 万ト ン 3 8 万ト ン 3 6 万ト ン

　 　 事業系 1 7 .8 万ト ン 1 7 万ト ン 1 6 万ト ン

埋立量 1 .6万ト ン 4 .8万ト ン ※1 1 .5 万ト ン

〈 市外分を含む場合〉 〈 2 .0 万ト ン〉 〈 5 .1万ト ン〉 〈 1 .8 万ト ン〉

※ 四捨五入のため合計は必ずし も 一致し ない。
※１ 　 令和1 1 （ 2 0 2 9 ） 年度から 令和1 2 （ 2 0 3 0 ） 年度にかけて、 埋立量の削減に大きく 貢献する鳴海工場が

大規模改修により 休止するため、 目標値には一時的な増加を見込んでいます。
　 　 　 鳴海工場休止期間中においては、 焼却灰のさ ら なる 資源化と 鳴海工場の適正な施工の確保を 前提と し

た休止期間の短縮に努めます。
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〈 総排出量・ 資源分別量・ ごみ処理量の推移と 目標値〉

〈 埋立量の推移と 目標値〉

※四捨五入のため合計は必ずし も 一致し ない。

0

5

1 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

9 3 .9  

3 1 .4  

6 2 .5  

平成2 5
2 0 1 3

7 9  
7 8  

2 5  

5 3  

2 2

2 5  

5 5  

1 2

事業系

家庭系

事業系

家庭系

令和4
2 0 4 02 0 3 02 0 2 2
（ 年度）

和暦
西暦

(万ト ン）

(万ト ン）

4 .9  

平成2 5
2 0 1 3

2 21 2令和4
2 0 4 02 0 3 02 0 2 2
（ 年度）

和暦
西暦

1 .5

4 .8  

総排出量

ごみ処理量

資源分別量

実績値 目標値

実績値 目標値

1 .6  

2 2 .5  

7 9 .9  

5 7 .4  

総排出量
▲0 .9 万ト ン 総排出量

▲1 .9 万ト ン

資源分別量
＋2 .5 万ト ン

資源分別量
＋2 .5 万ト ン

ごみ処理量
▲2 .4 万ト ン ごみ処理量

▲4 .4 万ト ン

3 6
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〈 品目別の発生抑制率・ 資源分別率〉

家庭系 事業系

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

発生抑制　

・ 使い捨てプラ スチッ ク
※1

令和1 2 年度 令和2 2 年度

令和４ 年度比

1 0 ％削減

令和４ 年度比

1 5 ％削減

資源分別率

・ プラ スチッ ク 製容器包装

令和４ 年度 令和1 2 年度 令和2 2 年度

4 6 ％ 6 0 ％ 6 0 ％

・ プラ スチッ ク 製品

令和４ 年度 令和1 2 年度 令和2 2 年度

－ 3 0 ％ 6 0 ％

発生抑制等

・ 使い捨てプラ スチッ ク
※1

令和1 2 年度 令和2 2 年度

令和４ 年度比

1 0 ％削減

令和４ 年度比

1 5 ％削減

生
ご
み
（
食
品
ロ
ス
）

発生抑制　

・ 食品ロ ス

令和1 2 年度 令和2 2 年度

令和４ 年度比

５ ％削減

令和４ 年度比

1 0 ％削減

発生抑制　

・ 食品ロ ス

令和1 2 年度 令和2 2 年度

令和４ 年度比

５ ％削減

令和４ 年度比

1 0 ％削減

資源分別率

・ 生ごみ

令和４ 年度 令和1 2 年度 令和2 2 年度

3 7 ％ 5 0 ％ 5 0 ％

紙

資源分別率

・ 紙製容器包装

令和４ 年度 令和1 2 年度 令和2 2 年度

2 9 ％ 4 0 ％ 4 0 ％

・ 雑がみ

令和４ 年度 令和1 2 年度 令和2 2 年度

８ ％ 2 0 ％ 4 0 ％

資源分別率

・ 資源化可能な紙類

令和４ 年度 令和1 2 年度 令和2 2 年度

7 4 ％ 8 0 ％ 8 0 ％

※空き びん・ 空き 缶・ ペッ ト ボト ルや新聞・ 雑誌・ 段ボールの資源分別率については、 それぞれ高い水準を
維持し ていますので、 引き 続き 数値の維持・ 向上に努めるこ と と し ます。

※１ 　 使い捨てプラ スチッ ク は、 レ ジ袋やペッ ト ボト ルなどの容器包装、 使い捨てスプーンなどのプラ スチッ
ク 製品を指し ます。

令和６ 年４ 月に開始のプラ スチッ

ク 資源一括収集を 進め、 令和2 2

年度に同水準の資源分別率を 目指

し ます。

令和５ 年４ 月に開始し た紙製容器

包装・ 雑がみの一括収集を 進め、

令和2 2 年度に同水準の資源分別

率を 目指し ます。

※食品ロ スについては「 食品ロ ス

削減推進計画（ P5 6 ）」 におい

て削減目標を 掲げています。
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１ 　 施策体系

第４ 章において掲げた基本理念「 パート ナーシッ プで支え合う 持続可能な循環型都市なごや

をめざし ます」 と ４ つの目指す方向性「 協働」「 資源循環」「 安心」「 地球にやさ し く 」 を踏まえ、

第２ 章で整理し た本市のごみ処理・ 資源化を取り 巻く 状況と 課題に対し て重点的に展開する２

つの施策と ５ つの基本的な施策を以下のよう に示し ます。

〈 重点施策〉

　 重点施策１ 　 プラ スチッ ク 資源循環の推進

プラ スチッ ク は私たちの生活に欠かせないも のですが、 海洋汚染や地球温暖化などプラ

スチッ ク が関係する環境問題が世界的な課題と なっ ており 、 本市においても 世界や国の動

き に対応し プラ スチッ ク の削減を さ ら に推し 進めていく 必要があり ます 。 そこ で、「 プラ

スチッ ク 資源循環の推進」 を重点施策に位置づけ、 プラ スチッ ク 問題についての環境教育・

情報発信を進めると と も に、「 減ら す」「 大切につかう 」「 循環さ せる」「 置き 換える」 の４

つのアク ショ ンに焦点をあてた施策・ 取り 組みを展開し ます。

　 重点施策２ 　 食品ロスの削減／食品ロス削減推進計画

食品ロスの発生は、 食品そのも のが無駄になるだけでなく 、 その生産から 廃棄までの工

程に用いら れた多く の資源やエネルギーの無駄にも つながっ ています。 そのよう な中、「 食

品ロス削減推進法」 が施行さ れ、 市町村にも さ ら なる食品ロス削減の取り 組みが求めら れ

ています。 そこ で、「 食品ロス削減推進計画」 を本計画に内包し て策定すると と も に、「 食

品ロスの削減」 を重点施策に位置づけ、 食品ロス削減に向けた目標を設定し 、「 市民」「 事

業者」「 行政」 がそれぞれの立場で主体的に食品ロスの削減を 進めら れるよう 施策・ 取り

組みを展開し ます。

〈 基本的な施策〉

施策１ 　 環境にやさ し い学びと 行動の推進　

ごみの減量・ 資源化を進めるためには、 次世代を担う 子ども たちをはじ め、 あら ゆる世代の

方々への環境学習を推進し 、 多様なステーク ホルダーや媒体を活用し た情報発信や環境にやさ

し い行動に結びつけても ら う ための施策が求めら れています。 そこ で、「 環境にやさ し い学び

と 行動の推進」 を施策１ と し て掲げ、 以下の施策の柱に基づいた取り 組みを進めます。

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  施策の柱 ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀

①環境学習の推進 ②情報発信と 行動の展開
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施策２ 　 ２ Ｒ （ リ デュ ース・ リ ユース） の推進

ごみも 資源も 元から 減ら すためには、 暮ら し や事業活動において使い捨て・ 過剰包装のラ イ

フ スタ イ ル・ ビジネススタ イ ルを転換し 、『「 も っ たいない」 のその一歩先』 を意識し た施策を

展開する こ と が必要です。 そこ で、「 ２ R（ リ デュ ース・ リ ユース） の推進」 を 施策２ と し て

掲げ、 以下の施策の柱に基づいた取り 組みを進めます。

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  施策の柱 ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀

施策３ 　 分別・ リ サイ ク ルの推進

市民・ 事業者の分別意識向上のためには、「 分かり やすい・ 分けやすい」 分別区分の設定や

それぞれのラ イ フ スタ イ ル・ 価値観に合わせた広報・ 啓発を実施するこ と が必要です。 また、

資源を効率よく 循環さ せるためには、 市民・ 事業者の取り 組みを支援し 、 連携するこ と が求め

ら れます。 そこ で、「 分別・ リ サイ ク ルの推進」 を 施策３ と し て掲げ、 以下の施策の柱に基づ

いた取り 組みを進めます。

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  施策の柱 ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀

施策４ 　 安心・ 安全で適正な収集・ 処理体制の確保

生活基盤と し てのごみ収集・ 処理を安心かつ安全に継続さ せるためには、 社会課題に的確に

対応すると と も に、 有事に適切に対応でき る収集・ 処理体制を確保するこ と が求めら れます。

また、 焼却工場や処分場等の施設整備は、 環境負荷に配慮し ながら 計画的かつ安定的に進める

こ と が必要不可欠です。 そこ で、「 安心・ 安全で適正な収集・ 処理体制の確保」 を施策４ と し

て掲げ、 以下の施策の柱に基づいた取り 組みを進めます。

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  施策の柱 ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀

施策５ 　 快適に住み続けら れるまちづく り

循環型社会の形成に向けては、 大量生産・ 大量消費・ 大量廃棄型のラ イ フ スタ イ ルから 脱却

し 、 持続可能な仕組みづく り を進めるなど循環型の社会経済システムの構築が求めら れていま

す。 また、 快適に住み続けるためには、 不法投棄・ ポイ 捨てを防止する施策を推進し 、 きれい

なまちづく り を 進めるこ と が必要です。 そこ で、「 快適に住み続けら れるまちづく り 」 を 施策

５ と し て掲げ、 以下の施策の柱に基づいた取り 組みを進めます。

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  施策の柱 ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀

③使い捨てプラ スチッ ク
の削減

⑥「 分かり やすい・ 分けやすい」
区分による分別収集の実施

⑨社会課題に対応し た
収集・ 処理の推進

　 ⑫循環型社会に向けた
　 社会経済システムの構築

④食品ロスの削減

⑦分別意識のさ ら なる
向上　 　 　 　 　 　

⑩計画的かつ環境に
　 配慮し た施設整備

⑤モノ を大切にする
意識の醸成　 　

⑧リ サイ ク ルの
　 さ ら なる推進

⑪長期的かつ安定的な
埋立処分場の確保

⑬き れいなまちづく り
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基本理念・ 施策の体系図

基本理念 ４ つの目指す方向性
持続可能な循環型都市の実現に向けた

施策・ 施策の柱

重点施策１
　 プラ スチッ ク

　 　 　 　 　 　 資源循環の推進

パ
ー
ト
ナ
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重点施策２ 　 食品ロスの削減

施策１ 　 環境にやさ し い学びと 行動
の推進

①　 環境学習の推進

②　 情報発信と 行動の展開

施策２ 　 ２ R（ リ デュ ース・ リ ユース）
の推進

③　 使い捨てプラ スチッ ク の削減

④　 食品ロ スの削減

⑤　 モノ を 大切にする 意識の醸成

施策３ 　 分別・ リ サイ ク ルの推進

⑥　「 分かり やす い・ 分け やす い 」
区分による 分別収集の実施

⑦　 分別意識のさ ら なる 向上

⑧　 リ サイ ク ルのさ ら なる推進

施策４ 　 安心・ 安全で適正な収集・
処理体制の確保

⑨　 社会課題に対応し た収集・ 処理
の推進

⑩　 計画的かつ環境に配慮し た施設
整備

⑪　 長期的かつ安定的な埋立処分場
の確保

施策５ 　 快適に住み続けら れる まち
づく り

⑫　 循環型社会に向けた社会経済シ
ステムの構築

⑬　 き れいなまち づく り

方向性２

「 資源循環」

３ Rが定着し 、
資源が循環し ている

方向性３

「 安心」

だれもが困ること なく 、
安心し て住み続けられる

方向性１

「 協働」

パート ナーシッ プで
支え合う

方向性４

「 地球にやさ し く 」

環境負荷が少なく 、
地球と 共生し ている
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２ R 推進実行委員会

２ R推進実行委員会は、 容器・ 包装の３ Rにより 、 循環型社会へ向けた仕組みづく

り を市民（ 消費者）・ 事業者（ 製造・ 販売事業者）・ 行政が協力し て進めていく 手法の

検討や基準の設定を行う ため、 平成1 3（ 2 0 0 1） 年５ 月に「 容器・ 包装３ R推進協議会」

と し て、 発足し たこ と が始まり です。

平成1 4 （ 2 0 02 ） 年５ 月には、「 脱レジ袋宣言」 を行い、 翌年1 0 月に市内共通還元

制度「 エコ ク ーぴょ ん」 を実施するなど、 レジ袋の削減に取り 組んできまし た。 平成

1 9 （ 2 00 7 ） 年２ 月には、 大幅なレジ袋削減のため、 レジ袋有料化の実施を決定し 、

事業者と の協定に基づき 、 同年1 0 月の緑区でのモデル事業実施を皮切り に、 平成2 0

（ 2 0 0 8 ） 年1 0 月に東部８ 区、 平成21 （ 2 0 09 ） 年４ 月に全市へと 拡大し 、 レ ジ袋有

料化を実施し まし た。

また、「 名古屋市におけるレ ジ袋削減に向けた取組に関する協定」 により、 レ ジ袋

の有料化による収益金を「 レジ袋有料化還元基金」 に寄附いただく こ と で、 環境保全

活動や地域貢献活動に還元し てきまし た。

現在では、「 ２ R推進実行委員会」 へと 名称を 変更し 、「 食品ロス削減推進部会」 及

び「 発生抑制推進部会」 を設置し 、 レジ袋有料化還元基金事業のほか、 食品ロスや容

器包装等の削減を促進する事業を実施し ています。

レ ジ袋有料化の展開

無料給水スポッ ト（ 名古屋港水族館）

「 レ ジ袋削減協定締結店」 マーク

公園花壇の協賛（ 名城公園）

使い捨てプラ スチッ ク 削減PO P食品ロス削減の啓発
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２ 　 重点施策１ 　 プラスチッ ク 資源循環の推進

１ 　 趣　 旨

プラ スチッ ク は軽く て丈夫、 加工し やすく 密閉性が高いと いっ た特徴から 、 様々な場面で広

く 使われ、 その機能性は食品ロスの削減や輸送時のエネルギー効率の改善をも たら すなど、 私

たちの生活に欠かせないも のと なっ ています。

その一方で、 世界全体で年間数百万ト ンを超える海洋へのプラ スチッ ク ごみの流出があると

推計さ れるなど、 地球規模での環境汚染が懸念さ れています。 プラ スチッ ク の大量生産・ 大量

消費・ 大量廃棄は資源枯渇のほか、 焼却時に二酸化炭素を排出するこ と から 地球温暖化にも つ

ながっ ており 、 プラ スチッ ク 対策は世界的に喫緊の課題と なっ ています。

そのよ う な中、 国は令和元（ 2 0 1 9 ） 年５ 月に３ Ｒ ＋Renew ab le を 基本原則と し た「 プラ

スチッ ク 資源循環戦略」 を策定し 、 その方向性を具体的に推進するための枠組みと し て、 令和

４ （ 2 0 2 2 ） 年４ 月には「 プラ スチッ ク 資源循環促進法」 を施行し まし た。

本市においては、「 持続可能なプラ スチッ ク の利用」 を実現するために、 市民・ 事業者と 行

政が一体と なっ て取り 組んでいく ための基本的な考え方をと り まと めた「 名古屋市プラ スチッ

ク 削減指針」 を令和５ （ 2 0 2 3 ） 年３ 月に策定し まし た。

また、 世界ではプラ スチッ ク 汚染を終わら せるため、 実効性のある国際条約の策定に向けた

動きが加速し ています。 こ う し たプラ スチッ ク に係る潮流を見据えながら 、 本計画においても

「 プラ スチッ ク 資源循環の推進」 を重点施策に位置づけ、使い捨て・ 過剰包装のライフスタ イル・

ビジネススタ イ ルから の転換を目指し ます。

【 プラ スチッ ク 資源循環戦略におけるマイ ルスト ーン】

【 プラ スチッ ク 資源循環促進法の枠組み】

プラ スチッ ク 製品の設計から 廃棄物の処理まで、 あら ゆる主体（ 消費者・ 事業者・ 行政） が

プラ スチッ ク の資源循環に取り 組むこ と と さ れています。

リ デュ ース ①2 0 30 年までにワンウェ イ プラ スチッ ク を累積25％排出抑制

リ ユース・ リ サイ ク ル

②2 0 2 5 年までにリ ユース・ リ サイ ク ル可能なデザイ ン に
③2 0 3 0 年までに容器包装の６ 割を リ ユース・ リ サイ ク ル
④2 0 3 5 年までに使用済プ ラ スチッ ク を1 0 0 % リ ユース・ リ サイ ク ル等

により 、 有効利用

再生利用・ バイ オマス
プラスチッ ク

⑤2 0 3 0 年までに再生利用を 倍増
⑥2 0 3 0 年までにバイ オマスプラ スチッ ク を 約2 0 0 万ト ン導入

設計・ 製造
環境に配慮し た設計・ 製造
減量化、 分解の容易化
再生プラ スチッ ク の利用など

販売・ 提供
特定プラ スチッ ク 製品の使用合理化
使い捨てカ ト ラ リ ー等の
過剰な提供の抑制など

排出・ 回収
リ サイ ク ル

事業者・ 自治体による回収・ リ サイ ク ル
店頭等での製品回収・ リ サイ ク ル
市の分別収集・ リ サイ ク ルなど

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

資
源
の
循
環
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【 名古屋市プラ スチッ ク 削減指針の概要】

名古屋市プラ スチッ ク 削減指針は、 大量生産・ 大量消費・ 大量廃棄型の社会から 脱却し 、 持

続可能なプラ スチッ ク の利用を実現するために、 市民・ 事業者と 行政が一体と なっ て取り 組ん

でいく ための基本的な考え方などをお示し し たも のです。

Actio n １ 「 減ら す」 を最優先と し 、 どう し ても 必要なプラ スチッ ク については、 Actio n ２

～４ に取り 組む必要があると いう 優先順位をつけています。

マイ バッ グを
使っ ています
マイ バッ グを
使っ ています

使い捨て
カ ト ラ リ ーを
断っ ています

使い捨て
カ ト ラ リ ーを
断っ ています

リ ユース商品を
購入し ています
リ ユース商品を
購入し ています

マイ ボト ルを
使っ ています
マイ ボト ルを
使っ ています

詰替え商品を
選んでいます
詰替え商品を
選んでいます

再生プラ 製品を
販売し ています
再生プラ 製品を
販売し ています

容器を 持参し て
商品を 購入し ています
容器を 持参し て
商品を 購入し ています

再生プラ 製品に
リ サイ ク ルし ています
再生プラ 製品に
リ サイ ク ルし ています

資源回収し て
リ サイ ク ル工場へ
資源回収し て
リ サイ ク ル工場へ

お店で自主回収
し ています
お店で自主回収
し ています

使わなく なっ た物は
リ ユースへ
使わなく なっ た物は
リ ユースへ

資源分別を
し ています
資源分別を
し ています

資源分別を
し ています
資源分別を
し ています

フリ マアプリ や
シェ アリ ングサービス
を活用し ています

フリ マアプリ や
シェ アリ ングサービス
を活用し ています

自宅

オフ ィ ス

飲食店

リ ユースショ ッ プ

スーパーマーケッ ト

給水スポッ ト

リ サイ ク ル工場

ばら 売り 、 簡易包装で
販売し ています
ばら 売り 、 簡易包装で
販売し ています

清掃活動に
参加し ています
清掃活動に
参加し ています

「 理想の状態」
　 大量生産・ 大量消費・ 大量廃棄型の社会から 脱却し 、

「 持続可能なプラ スチッ ク の利用」 を実現し た状態

アク ショ ン体系

プラ スチッ ク の使用を減ら し ます

Act io n2
大切に
つかう

プラ スチッ ク 製品を

長く 大切に使います

A ct io n3
循環さ せる

プラ スチッ ク が循環するよう

分別し 、 再生商品を選びます

Act io n4
置き 換える

プラスチッ クを紙などの代替素材や

バイオマスプラスチッ ク等に

置き換えます

どう し ても 必要なプラ スチッ ク は

Act io n1
減ら す

そのプラ スチッ ク は
必要ですか？
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２ 　 本市の現状と 課題

（ １ ） プラ スチッ ク の発生量

プラ スチッ ク の発生量は家庭系・ 事業系と も に増加傾向であり 、 使い捨てプラ スチッ ク の削

減などプラ スチッ ク の発生抑制を進めていく 必要があり ます。

（ ２ ） ごみに含まれるプラ スチッ ク の量（ 令和４ 年度実績）

家庭系は4 .7 万ト ン（ 家庭系ごみの12 .0 ％）、 事業系は4 .7 万ト ン（ 事業系ごみの26 .3 ％）

も のプラ スチッ ク がごみに含まれており 、 プラ スチッ ク の発生抑制を進めるほか、 分別・ リ サ

イ ク ルを推進し ていく 必要があり ます。

（ ３ ） プラ スチッ ク 類の焼却に伴う 二酸化炭素排出量（ 令和４ 年度実績）

本市のごみ処理事業における温室効果ガス排出量は増加傾向にあり 、 その大半（ 約８ 割） は

プラ スチッ ク 類の焼却に伴い発生する二酸化炭素です。 ごみに含まれるプラ スチッ ク 類を減ら

すこ と は温室効果ガス排出量の削減にも つながり ます。

（ 万ト ン -CO ₂）

プラ スチッ ク 類の焼却に伴う CO ₂排出量

0 5 10 15 20 25 30

21.6 6 .6 28 .2
ごみ処理事業における

温室効果ガス排出量

家庭系ごみ

3 9 .6 万ト ン

（ 1 0 0％）

事業系ごみ

1 7 .8 万ト ン

（ 1 0 0％）

プラスチック
4 .7 万ト ン

（ 1 2 .0％）

プラスチック

4 .7 万ト ン
（ 2 6 .3％）

ペット ボト ル
0 .1 万ト ン

（ 2 .0％）

その他

1 .1 万ト ン
（ 2 2 .8％）

プラスチック以外

3 4 .9 万ト ン
（ 8 8 .0％）

プラスチック以外
１３.１万ト ン

（ 7 3 .7％）
資源化可能な

プラスチック

〈 家庭系〉 〈 事業系〉

プラスチッ ク

4 .7 万ト ン

（ 1 0 0％）

プラスチック
製容器包装

2 .7 万ト ン

（ 5 7 .2％）

プラスチック製品

（ 金属等と の複合製品を除く ）
0 .9 万ト ン（ 1 8 .0％）

0

2

4

6

8

ペット ボト ル（ 資源分別量） プラスチッ ク製容器包装（ 資源分別量）

ごみに含まれるプラスチッ ク（ ごみ処理量）

432令和元3029282726平成2 5

（ 万ト ン） 〈 家庭系〉

（ 年度）

ごみに含まれるプラ スチッ ク（ ごみ処理量）

432令和元3 02 92 82 72 6平成2 5

（ 万ト ン） 〈 事業系〉

（ 年度）
0

2

4

6

8

※「 家庭系ごみ細組成調査」 により 推計 ※一般廃棄物の「 事業系ごみ細組成調査」 により 推計
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３ 　 プラ スチッ ク 問題についての環境教育・ 情報発信

プラ スチッ ク は海洋汚染・ 資源枯渇・ 地球温暖化と いっ た環境問題につながっ ており 、 その

根底には大量生産・ 大量消費・ 大量廃棄型の社会があり ます。 こ う し たプラ スチッ ク 問題の構

造や持続可能なプラ スチッ ク の利用について、 小学校での出前講座や大学における講義などを

通じ て伝えていく ほか、 市公式ウェ ブサイ ト やSN Sを はじ め様々な媒体を 通じ て情報発信を

行います。

「 ラ ムサール条約」 にも 登録さ れた藤前干潟は、 国内有数の渡り 鳥の飛来地であり 、

本市に残る貴重な自然の一つです。 また、 こ の藤前干潟は過去に市のごみ処分場と し

て埋立計画があっ た場所であり 、 干潟を守り たいと いう 市民の活動により 残すこ と の

でき た、 本市の環境行政の原点と も いえる場所です。

藤前干潟の沿岸を歩いてみると 、 岩場に漂着し たペッ ト ボ

ト ルやお菓子の袋などのプラ スチッ ク をたく さ ん見かけます。

また、 足元には流木などに混じ っ てマイ ク ロプラ スチッ ク

と 呼ばれる小さ なプラ スチッ ク 片が無数にあるこ と に気づき

ます。 こ の藤前干潟のプラ スチッ ク ごみの現状を明ら かにす

るため、 漂着ごみの調査を行いまし た。

【 漂着ごみ・ マイ ク ロプラ スチッ ク 調査の結果】

藤前干潟では地域のボラ ンティ アの皆さ んによる定期的な清掃活動が行われている

ほか、 毎年５ 月と 1 0 月には市民・ 企業・ 行政の協力によ る藤前干潟ク リ ーン 大作戦

が実施さ れています。 清掃活動は海への流出を防止する重要な活動ですが、 どれだけ

拾っ ても 毎回多く のごみが回収さ れています。 漂着ごみをなく すためには、 プラ スチッ

ク の使用量そのも のを削減する（ 蛇口を閉める） こ と が必要です。

コ ラ ム 藤前干潟のプラ スチッ ク ごみ

漂着ごみの調査（ 令和３ 年1 0 月）
　 漂着し たごみのほと んどはプラ スチッ ク
でし た。 またその多く はペッ ト ボト ルや商
品容器などの容器包装でし た。

マイクロプラスチッ クの調査（ 令和３ 年11月）
　 農業で 使われる 徐放性肥料の殻のほか、
プ ラ ス チッ ク ・ 発泡ス チロ ール片な ど、 多
く のマイク ロプラ スチッ ク が確認さ れまし た。

ウレタ ン プラ スチッ ク 片容器包装 徐放性肥料の殻

硬質プラ 破片 発泡スチロール片
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４ 　 推進する施策

（ １ ）「 減ら す」 ～ Act io n １  ～

「 減ら す」 ための行動は、 プラ スチッ ク の使用量そのも のを削減するこ と ができ、 プラ スチッ

ク が引き 起こ す問題全ての解決につながるこ と から 、 最も 優先し て取り 組む必要があり ます。

●事業者と 連携し た使い捨てプラ スチッ ク の削減

大量生産・ 大量消費・ 大量廃棄型の社会から 脱却し 、「 持続可能なプラ スチッ ク の利用」

を実現するには、 先進的な技術や様々なノ ウハウを持つ民間事業者の力は欠かすこ と がで

きません。 使い捨てプラ スチッ ク 削減の仕組みやアイ デアを持つ事業者を募集し 、 市民に

実践・ 体験し ても ら う 実証実験などの支援を行う と と も に、 取り 組み内容や削減効果等を

発信・ 共有するこ と で、 使い捨てプラ スチッ ク の削減を図り ます。

●２ R推進実行委員会と 連携し た新たな仕組みづく り の検討

全国に先駆けて本市独自のレジ袋有料化に取り 組んだ２ Ｒ 推進実行委員会と いう フ ィ ー

ルド を活用し 、 消費者・ 事業者と の連携による協働の力によっ て、 レジ袋有料化に引き続

く 、 新たな使い捨てプラ スチッ ク 削減の仕組みの検討を進めます。

（ 参考） 令和５ 年度採択モデル事業

【 持続可能なプラ スチッ ク 利用の実現】

【 事業者と 連携し た使い捨てプラスチッ クの削減】 【 2R 推進実行委員会と 連携し た新たな仕組みづく り 】

ラ イ フ スタ イ ルの転換へ

事業者の仕組み・ アイデアを募集、支援 消費者・ 事業者・ 行政の協働

SN Sを通じ て、
容器の利用・ 返却登録

１ . 利用

２ . 返却

・ 二次元コ ード
・ 容器の機能性
  （ 保温・ 保冷）

加盟店舗であれば、
どこ でも 利用・ 返却が可能

４ . 洗浄５ . 納品

３ . 回収
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●マイ ボト ル・ マイ カ ッ プの利用促進

ペッ ト ボト ルやテイ ク アウト 用カ ッ プなどの使い捨て飲料容器を削減するためには、 マ

イ ボト ル・ マイ カ ッ プのより 一層の利用促進が必要です。「 環境デーなごや」 などのイ ベ

ント や出前講座など様々な機会を捉えてマイ ボト ルの利用について働き かけを行う ほか、

SN Sをはじ め多様な媒体を通じ て普及啓発を行います。

また、 市民・ 事業者・ 学識経験者と 名古屋市で構成する２ R推進実行

委員会において給水機の設置補助を実施し ています。 こ れを継続し 、 マ

イ ボト ル対応の無料給水スポッ ト を増やすこ と で、 マイ ボト ルの普及に

つなげていき ます。

【 プラ スチッ ク の使用を減ら すための行動例】

市民の行動例 事業者の行動例

・ マイ ボト ルを持ち歩く 。

・ お買い物にはマイ バッ グを持参する。

・ 使い捨てスプーンやフ ォ ーク 等は受け
取ら ない。

・ 簡易包装や詰め替え式の商品を購入す
る。

・ 容器を持参し て量り 売り 商品を購入す
る。

・ 使い捨てスプーンやフ ォ ーク 等の提供
を見直す。

・ 製品やサービスで使用する使い捨てプ
ラ スチッ ク を見直す。

・ 製品やサービスにプラ スチッ ク 削減に
配慮し ているこ と を表示する。

・ 使い捨てプラ スチッ ク 提供時に消費者
への意思確認をする。

・ 使い捨てプラ スチッ ク 削減商品・ サー
ビスの消費者に対し てイ ンセンティ ブ
を付与する。

・ 量り 売り で商品を提供する。

各所に設置さ れている無料給水スポッ ト

給水スポッ ト M AP
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（ ２ ）「 大切につかう 」 ～ Act io n ２  ～

「 減ら す」 こ と ができず、 どう し ても プラ スチッ ク が必要な場面においては、 少し でも 長く 「 大

切につかう 」 こ と で廃棄する量を減ら し 、 環境へ与える影響を低減するこ と ができます。

●プラ スチッ ク 製品のリ ユースの推進

粗大ごみと し て排出さ れた収納ケースなどのプラ スチッ ク 製品をリ ユース品と し て回収

するほか、 市民から 家庭で不要と なっ たがまだ使用できるプラ スチッ ク 製品を含めたリ ユー

ス品を市が直接引き 取り 、 それら をフ リ マアプリ などで販売する取り 組みを進め、 プラ ス

チッ ク 製品のリ ユースを進めます。 ( リ ユース全般についてはP6 6 参照)

●アッ プサイ ク ルによる意識の醸成

不要と なっ たプラ スチッ ク 素材を用いたアッ プサイ ク ル製品の紹介や、 海洋プラ スチッ

ク から アク セサリ ーやモザイ ク アート を作製するアッ プサイ ク ルのワーク ショ ッ プの開催

などを通し 、 貴重な資源であるプラ スチッ ク を「 捨てる」 のではなく 「 活かす」 意識の醸

成を目指し た取り 組みを進めます。（ アッ プサイ ク ルについてはP6 6 参照）

【 プラ スチッ ク を大切につかう ための行動例】

市民の行動例 事業者の行動例

・ プラ スチッ ク 製品を大切に使う 。

・ リ ユース品や長く 繰り 返し 使える製品
を購入する。

・ リ ユースショ ッ プやフ リ マアプリ 等を
利用する。

・ まだ使用でき るも のは必要と し ている
人に譲る。

・ 一時的な利用にはレンタ ル用品やシェ
アリ ングサービスを活用する。

・ リ ユース品や長く 繰り 返し 使える製品
を提供・ 活用する。

・ リ ユースショ ッ プやフ リ マアプリ 等を
運営・ 活用する。

・ プラ スチッ ク 製品を大切に使う 。

・ 不要と なっ たプラ スチッ ク 製品をアッ
プサイ ク ルする。

・ 一時的に利用でき る レ ン タ ル用品や
シェ アリングサービスを提供・ 活用する。

その他プラスチック製品

リユース品販売個数（ 令和 4 年度実績）

2 0 6 個

（ 7 0％）

8 9 個

（ 3 0％）

リ ユース品と し て回収・ 販売し た衣装ケース

塩化ビニルが使用さ れた高速道路の
横断幕をアッ プサイ ク ルし た鞄

藤前干潟等で漂着し たプラ スチッ ク ごみ
で作製し たモザイ ク アート
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（ ３ ）「 循環さ せる」 ～ Act io n ３  ～

使い終わっ たプラ スチッ ク をごみと し て単純に焼却し てし まっ ては、 資源枯渇や地球温暖化

への影響を低減するこ と はできません。 き ちんと 分別し 、 可能なも のはリ サイ ク ルを進めると

と も に、 リ サイ ク ルによっ て生産さ れた商品の購入を選択するなど、 プラ スチッ ク を「 循環さ

せる」 こ と が大切です。

●プラ スチッ ク 資源の一括収集

「 プラ スチッ ク 資源循環促進法」 に基づき、 タ ッ パーや歯ブラ シなどのプラ スチッ ク 製

品について、 分別区分を可燃ごみから 資源に変更し 、 プラ スチッ ク 製容器包装と 合わせて

収集・ リ サイ ク ルを行います（ 令和６ 年４ 月開始）。

資源分別率の向上を図ると と も に、 危険物などが混入し ないよう 、 広報を行います。

●事業系ごみの分別・ 資源化の促進

事業系ごみに占めるプラ スチッ ク の割合が増加傾向にあるこ と から 、 事業系ごみの組成

分析により プラ スチッ ク の排出状況を把握し 、 立入調査等を通じ て発生抑制や適正排出、

資源化に向けた指導を強化し ます。

●事業者によるプラ スチッ ク 資源の自主回収の推進

「 プラ スチッ ク 資源循環促進法」 に基づく 製造・ 販売事業者等によるプラ スチッ ク 製品

の自主回収・ リ サイ ク ルについて、 認定手続き に関する助言や広報の協力などを通じ て、

事業者の取り 組みを支援し ます。

【 プラ スチッ ク を循環さ せるための行動例】

市民の行動例 事業者の行動例

・ リ サイ ク ルし やすい商品を購入する。

・ 再生素材を使用し た製品を購入する。

・ プラ スチッ ク の分別をし っ かり 実践す
る。

・ 販売店等が実施する自主回収を利用す
る。

・ 設計段階から 分別のし やすさ に配慮す
る。

・ 再生素材を使用し た製品を製造・ 販売
する。

・ 製品に再生素材を使用し ているこ と を
表示する。

・ オフ ィ ス等でプ ラ スチッ ク の分別を
し っ かり 実践する。

・ 販売店等で容器包装等を自主回収する。

プラ スチッ ク 製容器包装 プラ スチッ ク 製品
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（ ４ ）「 置き換える」 ～ Act io n ４  ～

プラ スチッ ク を紙・ 木材などの代替素材やバイ オマスプラ スチッ ク へ「 置き換える」 こ と で、

資源枯渇や地球温暖化などプラ スチッ ク が関わる問題への効果が期待さ れています。

「 置き 換える」 こ と によっ て、 どのよう な効果が得ら れるのかを 正し く 理解し 、 賢く 利用し

ていく こ と が必要です。

●代替素材・ バイ オマスプラ スチッ ク 等の適切な利用の広報・ 啓発

製造、 流通、 販売など様々な場面で、 プラ スチッ ク から紙・ 木材やバイオマスプラ スチッ

ク 等への置き 換えが進んでいます。 こ れら の代替素材を使用し た製品等の利用を促進する

と と も に、 置き換えによっ て得ら れる環境負荷低減効果が正し く 理解さ れるよう 、 広報・

啓発を行っ ていき ます。

バイ オマスプラ スチッ ク と は、 サト ウキビなど植物由来の再生可能な資源を原料と

するプラ スチッ ク のこ と です。 原料と なる植物は生育の過程で二酸化炭素を吸収する

ため、 焼却時に発生する二酸化炭素は相殺さ れる（ カ ーボンニュ ート ラ ル） こ と から 、

置き 換えによる温室効果ガスの削減が期待さ れています。

また、 バイ オマスプラ スチッ ク の他に生分解性プラ スチッ ク があり ます。 通常のプ

ラ スチッ ク の劣化のよう にただ細かく バラ バラ になるだけでなく 、 微生物の働き によ

り 水と 二酸化炭素に分解さ れる（ 自然に還る） プラ スチッ ク のこ と です。 自然環境に

流出し たプラ スチッ ク による汚染問題の解決策の一つと し て期待さ れています。

●可燃ごみ指定袋へのバイ オマスプラ スチッ ク の導入促進

「 プラスチッ ク 資源循環戦略」 において、 焼却せざるを得ない可燃ごみ袋については、カー

ボンニュ ート ラ ルであるバイ オマスプラ スチッ ク を活用するこ と が求めら れているこ と か

ら 、 バイ オマス原料の供給体制やコ スト などの動向も 踏まえながら 、 可燃ごみ指定袋への

バイ オマスプラ スチッ ク の導入を促進し ます。

【 プラ スチッ ク から 置き換えるための行動例】

市民の行動例 事業者の行動例

・ 代替素材やバイ オマスマーク 等につい
て調べてみる。

・ 素材や利用方法の違いによる環境負荷
の差を調べてみる。

・ 代替素材やバイ オマスプラ スチッ ク 等
を使用し た製品を購入する。

・ 代替素材やバイ オマスプラ スチッ ク 等
の使用や開発に熱心なメ ーカ ーやお店
を率先し て利用する。

・ 代替素材やバイ オマスプラ スチッ ク 等
を使用し た製品を製造・ 販売する。

・ 製品にバイ オマスプラ スチッ ク 等を使
用し ているこ と を表示する。

・ 製品の環境負荷削減の取り 組みをウェ
ブサイ ト 等で紹介する。

・ 代替素材やバイ オマスプラ スチッ ク 等
を使用し た製品を使用する。
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５ 　 市役所による率先行動

本市自ら が率先し て環境に配慮し た行動を実践するために策定し た「 名古屋市役所環境行動

計画2 03 0 」 の取り 組みを 推進する ため、 本市独自の「 なご や環境マネジ メ ン ト シ ス テ ム

（ N -EM S）」 を 運用し ています。 N -EM Sの運用を通じ て、 ごみの発生抑制や資源化、 グリ ーン

購入を推進し ます。

「 グリ ーン購入」 と は、 製品やサービスを 購入する際に、 環境を考慮し て必要性を よく

考え、 環境への負荷ができ るだけ少ないも のを選んで購入するこ と です。

本市においても 「 名古屋市グリ ーン購入ガイ ド ラ イ ン」 を定め、 品目ごと に基準を満た

し た物品調達に努めています。 市が率先し てグリ ーン購入を行う こ と で、 事業者と し て積

極的な姿勢を示すだけでなく 、 環境に配慮し た市場の形成にも つなげていき ます。

また、 物品の調達時にプラ スチッ ク が使用さ れたも のを可能な限り 選ばない、 会議・ イ ベン

ト 等でペッ ト ボト ル等の使い捨てプラ スチッ ク の提供を行わないなど、 発生抑制のための取り

組みを推進し ます。

さ ら に、 事業執行に伴う 部分だけでなく 、 職員の個人利用についても 、 市民・ 事業者の規範

と なるよう 、 一人一人の意識向上を図り 、 プラ スチッ ク の削減に努めます。

本市では、「 啓発物品の調達に係るプラ スチッ ク ごみの削減に関する方針」 を 定め、 使

い捨てプラ スチッ ク を使用し ない啓発物品の調達に努めています。

〈 プラ スチッ ク を使用し ない啓発物品の事例〉

紙製の包装を使用し た
ポケッ ト ティ ッ シュ

紙製の水切り 袋 紙製のう ちわ

包装を省略し た付箋
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３ 　 重点施策２ 　 食品ロスの削減／食品ロス削減推進計画

１ 　 趣　 旨

本来食べら れる食品が、 生産、 製造、 流通、 販売、 消費の各段階において日常的に廃棄さ れ、

大量の食品ロスが発生し ています。 食品ロスの発生は、 食品そのも のが無駄になるだけでなく 、

その生産から 廃棄までの工程に用いら れた多く の資源やエネルギーの無駄にも つながるため、

食品ロスを削減するこ と により 、 家計負担や廃棄物処理に係る財政支出の軽減、 さ ら には温室

効果ガス排出量の削減による気候変動の抑制と いっ た効果が期待できるも のです。

そのよ う な中、 令和元（ 2 0 19） 年10 月に「 食品ロ ス削減推進法」 が施行さ れ、「 市町村の

区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画」 の策定に努めるこ と と さ れまし た。

また、 令和２ （ 2 0 2 0 ） 年３ 月に閣議決定さ れた「 食品ロスの削減の推進に関する基本的な

方針」 では、 地域における食品ロスの削減を推進するため、 より 生活に身近な地方公共団体に

おいて、 地域特性を踏まえた取り 組みを推進し ていく こ と が重要であると さ れています。

本市では、「 食品ロス削減推進法」 に規定さ れる「 食品ロス削減推進計画」 を 本計画に内包

し て策定すると と も に、「 食品ロスの削減」 を重点施策に位置づけ、 本市における食品ロスの

削減に向けて一層の取り 組みを進めます。

名古屋には「 なごやめし 」 と し て有名な「 ひつまぶし 」 があり ます。 こ の料理は、

う なぎの蒲焼き を出し ている店で、 身が崩れたためお客に出せなく なっ た部分を捨て

るのが「 も っ たいない」 と いう 思いから 生まれたも のだと 言われています。 その材料

と なるう なぎは、 世界的に絶滅が危惧さ れています。 こ のまま資源量に配慮するこ と

なく 獲り 続けてし まえば、 将来的にう なぎは絶滅し てし まい、 名古屋で美味し い「 ひ

つまぶし 」 を食べるこ と ができなく なっ てし まう かも し れません。 他にも 味噌をふん

だんに使っ た料理は、「 なごやめし 」 の代表の一つですが、 味噌の原材料である大豆は、

そのほと んどを海外から の輸入に頼っ ているのが現状です。

今後、 世界人口が増えるこ と が予想さ れており 、 食料確保の問題は喫緊の課題と なっ

ています。 こ のままだと 世界的な食糧不足が原因により 、 大豆を含む輸入食品が手に

入ら なく なっ てし まう かも し れません。 こ のよう な問

題に対し 、 消費者・ 事業者・ 行政のそれぞれができる

こ と と し て、 まずは食品ロス削減に取り 組み、 貴重な

食材を無駄にし ないよう 適切な

行動をと るこ と が、 限り ある資

源を持続可能なも のと し 、 美味

し い「 なごやめし 」 を将来にわ

たっ て食べら れるよう にするた

めにも 重要です。

コ ラ ム 食文化「 なごやめし 」 から 考える食品ロス削減

出典： 生物多様性なごや戦略実行計画2030

二ホンウナギ

写真提供： 鳥居亮一
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２ 　 食品ロス発生の現況

（ １ ） 食品ロスの発生要因

食品ロスは食品のラ イ フ サイ ク ルの中でも 、 生産、 製造、 流通、 販売、 消費と いっ たあら ゆ

る段階で発生し ています。 家庭内における主な食品ロスは、 消費段階において発生するも のと

なっ ており 、 食材の買いすぎや、 作り すぎ・ 好き 嫌いなどが原因で食べ残さ れたも の（ 食べ残

し ）、 冷蔵庫や食品庫に入れたまま賞味・ 消費期限が切れるなどし て、 食卓に上ら ずに廃棄さ

れたも の（ 手つかず食品） などが食品ロスと し て捨てら れています。（「 市民の行動例」 につい

てはP5 9 参照）

※３ 分の１ ルールと は、 食品の製造日から 賞味期限までの期間を３ 等分し 、 最初の３ 分の１ の

期限までに食品製造事業者や卸売事業者が小売業者に納品すると いう 、 食品流通業界におけ

る商慣習の一つです。 期限内に納品でき ず、 ほかに販売先がない商品は、 そのまま廃棄さ れ

るこ と から 、 食品ロス発生の要因と なっ ています。

生　 産 規格外品の廃棄

▼

製　 造 加工ト ラブル・ 調理ミ ス　 賞味・ 消費期限切れ　 作り すぎ　 加工・ 調理く ず　 返品

▼

流　 通
「 ３ 分の１ ルール※」 をはじ めと する商慣習による返品　 賞味・ 消費期限切れ　
作り すぎ　 加工・ 調理く ず

▼ ▼

小　 売 賞味・ 消費期限切れ　 販売期限切れ 飲食店 作り すぎ

買い物 鮮度志向　 買いすぎ 外　 食 急な予約キャ ンセル　 食べ残し

▼

保　 存 保存方法や賞味・ 消費期限切れ

▼

調　 理 過剰除去　 作り すぎによる食べ残し

消
費
段
階

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

卸・ 小売から メ ーカ ー
への返品、 受取拒否

小売から 卸売への返品

●店頭から 撤去、 廃棄
（ 一部値引き 販売）

製造日

２ ヶ 月 ２ ヶ 月 ２ ヶ 月

納品期限 販売期限 賞味期限

メ
ー
カ
ー

卸
売

ス
ー
パ
ー

店頭での販売

３ 分の１ ルールによ る 期限設定の概念図（ 賞味期限６ ヶ 月の場合）
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（ ２ ） 国の食品ロス発生量

国内における令和３ （ 20 2 1 ） 年度の食品ロス発生量は、 家庭系食品ロス量が2 4 4 万ト ン、

事業系食品ロス量が2 79 万ト ン、 全体で5 2 3 万ト ンと 推計さ れています。 なお、 事業系食品ロ

ス量には食品製造業から 排出さ れる産業廃棄物（ 約1 2 5 万ト ン） が含まれています。

（ ３ ） 本市の食品ロス発生量　

本市における 令和４ （ 2 0 2 2） 年度の食品ロ ス発生量は、 家庭系食品ロ ス量が5 .4 万ト ン、

事業系食品ロ ス量が3 .4 万ト ン、 全体で8 .8 万ト ン と 推計し ています。 なお、 事業系食品ロ ス

については、 食品製造業から 排出さ れる産業廃棄物は含まれており ません。
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（ 万ト ン）
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事業系ごみ（ 産業廃棄物含む）家庭系ごみ
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523522

600612643646
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事業系ごみ（ 産業廃棄物除く ）家庭系ごみ
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【 家庭系】

令和４ （ 2 0 2 2） 年度に本市が実施し た家庭系ごみ組成調査では、 家庭系生ごみ（ 1 0万ト ン）

に占める食品ロスの割合は5 4 .1 % （ 5 .4 万ト ン） と 推計し ています。 食品ロスの内訳をみると 、

「 食べ残し 」 が2 8 .5 ％、「 手つかず」 が1 4 .2 ％、「 使いかけ」 が6 .7％、「 過剰除去」 が4 .6 % と なっ

ています。

【 事業系】

令和４ （ 20 2 2） 年度に実施し た事業系食品ロスの実態調査では、 事業系生ごみ（ 5 .9 万ト ン）

に占める食品ロスの割合は5 7 .6 % （ 3 .4 万ト ン） と 推計さ れています。

なお、 事業系生ごみ（ 5 .9 万ト ン ） のう ち、 2 .2 万ト ン が資源化（ 主に飼料化・ 堆肥化） さ

れていますが、 こ の中には、 食べら れる部分（ 食品ロス） が含まれています。

（ ４ ） 市民意識の調査

「 令和４ （ 2 0 2 2 ） 年度消費者の意識に関する 調査（ 消費者庁実施）」 において、「 食品ロ ス

問題を 知っ ている、 かつ、 食品ロ スを 減ら すための取り 組みを 行っ ている 」 と 回答し た人は

7 6 .9 % と なっ ており 、 国は令和1 2 （ 2 0 3 0 ） 年度目標と し て8 0 % を設定し ています。

本市においては、 令和４ （ 2 0 2 2 ） 年度に実施し た「 ごみの減量・ 分別リ サイ ク ルに関する

市民アンケート 」 において、「 食品ロス問題を知っ ている、 かつ、 食品ロスを 減ら すための取

り 組みを行っ ている」 と 回答し た人は9 3 .7 % と なっ ており 、 国の数値である7 6 .9 ％を 大き く

上回る結果と なり まし た。

生ごみ

1 0 .0 万ト ン

（ 2 5 .3％）

生ごみ以外

2 9 .6 万ト ン

（ 7 4 .7％）

過剰除去

0 .5 万ト ン

（ 4 .6％）

使いかけ

0 .7 万ト ン

（ 6 .7％）

手つかず

1 .4 万ト ン

（ 1 4 .2％）

食べ残し

2 .9 万ト ン

（ 2 8 .5％）

食品ロス以外

（ 不可食部）

4 .6 万ト ン

（ 4 5 .9％）

家庭系ごみ

3 9 .6 万ト ン

（ 1 0 0％）

生ごみ

1 0 .0 万ト ン

（ 1 0 0％）

生ごみのう ち

5 4 .1％（ 5 .4 万

ト ン） が食品ロス

生ごみ

3 .7 万ト ン

（ 2 0 .6％）

食品ロス以外

（ 不可食部）

2 .5 万ト ン

（ 4 2 .4％）

食品ロス

3 .4 万ト ン

（ 5 7 .6％）

生ごみ以外

1 4 .1 万ト ン

（ 7 9 .4％）

事業系ごみ

1 7 .8 万ト ン

（ 1 0 0％）

生ごみ

5 .9 万ト ン

（ 1 0 0％）

資源化

2 .2 万ト ン
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３ 　 削減目標

（ １ ） 国の食品ロス削減目標

国においては、 家庭系食品ロスについては「 第四次循環型社会形成推進基本計画」、 事業系

食品ロ スについては「 食品循環資源の再生利用等の促進に関する 基本方針」 において、 平成

1 2（ 2 00 0 ） 年度比で令和1 2（ 2 0 30 ） 年度までに食品ロス量を半減さ せるこ と と し ています。

「 食品ロ ス削減推進法」 が施行さ れた令和元（ 2 01 9 ） 年度においては、 平成1 2 （ 2 0 0 0 ）

年度と 比較し て家庭系は3 9 .7 % 減少、 事業系は4 3 .5 % 減少し ており 、 令和12 （ 2 0 30 ） 年度

までにそれぞれ17 .2 % 、 1 1 .7 % の削減が必要と なっ ています。

（ ２ ） 本市の食品ロス削減目標

本市においては、 国の令和元（ 2 0 1 9） 年度から 、 令和1 2 （ 2 0 3 0 ） 年度までの目標達成に

向けた削減率を踏まえ、 目標値を設定し ます。

家庭系については、 令和４ （ 2 02 2 ） 年度実績が令和元（ 2 01 9 ） 年度比2 7 ％減少し ており 、

国の目標達成に向けた削減率（ 令和1 2 年度までに令和元年度比1 7 .2 ％削減） を既に上回っ て

いますが、 食品ロス削減の一層の取り 組みを進めるこ と で、 令和1 2 （ 2 03 0 ） 年度までに令和

４ （ 2 0 2 2 ） 年度比５ ％削減を目指すも のと し ます。

事業系については、 令和４ （ 2 02 2 ） 年度実績が令和元（ 2 0 1 9 ） 年度比８ ％減少し ており 、

国の目標達成に向けた削減率（ 令和1 2 年度までに令和元年度比1 1 .7 % 削減） を 下回っ ている

ため、 令和1 2 （ 20 3 0 ） 年度までに令和４ （ 20 2 2 ） 年度比５ ％削減を目指すも のと し ます。

また、 令和2 2 （ 2 0 4 0 ） 年度目標については、 令和４ （ 2 02 2 ） 年度から 令和1 2 （ 20 3 0 ）

年度までと 同程度の削減を継続する目標値を設定し ます。

（ 単位： 万ト ン ）

区　 分
平成1 2 年度

実績

令和元年度実績 令和12 年度目標

平成1 2
年度比

平成1 2
年度比

令和元
年度比

家庭系 4 3 3 2 6 1 ▲3 9 .7 ％ 2 1 6 ▲5 0 ％ ▲1 7 .2 ％

事業系 5 4 7 3 0 9 ▲4 3 .5 ％ 2 7 3 ▲5 0 ％ ▲1 1 .7 ％

合　 計 9 8 0 5 7 0 ▲4 1 .8 ％ 4 8 9 ▲5 0 ％ ▲1 4 .2 ％

（ 単位： 万ト ン ）

区　 分
令和元年度

実績

令和４ 年度実績 令和1 2 年度目標 令和2 2 年度目標

令和元
年度比

令和４
年度比

令和４
年度比

家庭系 7 .4 5 .4 ▲27 ％ 5 .1 ▲5 ％ 4 .9 ▲1 0 ％

事業系 3 .7 3 .4 ▲8％ 3 .2 ▲5 ％ 3 .1 ▲1 0 ％

合　 計 1 1 .1 8 .8 ▲21 ％ 8 .4 ▲5 ％ 7 .9 ▲1 0 ％

※四捨五入のため合計は必ずし も 一致し ない。
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４ 　 推進する施策

（ １ ） 協働による食品ロス削減運動の展開

食品ロス削減を推進するためには、 市民・ 事業者や民間団体・ 行政の協働による取り 組みを

進めるこ と が重要です。 また、 学識経験者を含む２ R推進実行委員会と の連携により 食品ロス

削減のための取り 組みを検討・ 実施し ていきます。

●事業者と 連携し た食品ロスの削減

食品ロス削減の仕組みやアイ デアを持つ事業者を募集し 、 市民に実践・ 体験し ても ら う

実証実験などの支援を行う と と も に、 取り 組み内容や削減効果等を発信・ 共有するこ と で、

食品ロスの削減を図り ます。

●食品ロス削減月間の取り 組み

「 食品ロス削減推進法」 において、 1 0 月

は「 食品ロス削減月間」、 1 0 月30 日は「 食

品ロ ス削減の日」 と さ れています。 ２ R推

進実行委員会と 連携し て、 市民の間に広く

食品ロスの削減に関する理解と 関心を深め

ると と も に食品ロス削減につながる行動を

促すため、「 食品ロ ス削減月間」 にキャ ン

ペーンなどの取り 組みを実施し ていきます。

食品ロス削減の

仕組みを構築
事業者の仕組み

アイ デアを募集、 支援
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●フ ード ド ラ イ ブの推進

家庭における食品ロスを削減するため、「 環境学習センタ ー（ エコ パルなごや）」 や「 な

ごや生物多様性センタ ー」 等の市施設に常設のフ ード ド ラ イ ブ拠点を設置するほか、 環境

デーなごや等のイ ベント においてフ ード ド ラ イ ブを実施し ていき ます。

さ ら に、 民間事業者・ 民間団体におけるフ ード ド ラ イ ブや各職場において従業員が家庭

で余っ た食品を持ち寄っ て実施する職場内フ ード ド ラ イ ブヘ、 広報のぼり などの機材の貸

し 出し や市公式ウェ ブサイ ト における広報等により 、 民間事業者・ 民間団体による自主的

な取り 組みを支援し 、 フ ード ド ラ イ ブ拠点の拡大を図り ます。

集まっ た食品はフ ード バンク 団体を通じ て、 地域の福祉施設や子ども 食堂など、 必要な

方々へ届く よう に進めていきます。

フ ード ド ラ イ ブと は、 家庭にある手つかず

食品を持ち寄り 、 まと めてフ ード バンク 活動

団体や地域の福祉施設などに寄附する活動で

す。「 いただき も のの詰め合わせを 消費でき

ない」、「 自分の口に合わないけれど、 も っ た

いない」 と いっ た理由から 家庭で消費でき な

い食品などを対象と し ています。

●フ ード シェ アリ ングの推進

そのままでは廃棄さ れてし まう 食品を提供する事業者と 購入希望者と のマッ チングを行

う フ ード シェ アリ ングサービスの利用を呼び掛けていき ます。

フ ード シェ アリ ングと は、 売れ残っ

てし まいそう な商品を消費者のニーズ

と マッ チングさ せる仕組みです。

安価に購入でき るほか、 購入金額の

一部が社会福祉団体等に寄附さ れる

サービスなども あり ます。

●組成調査による食品ロスの実態の把握

本市において排出さ れている 、 家庭系ごみ及び事業系ごみのそれぞれについて 、「 ごみ

組成分析」 を実施し ています。 こ れら により 、 食品ロス発生量や組成実態を把握すると と

も に、 組成の傾向や変化要因を分析するこ と で、 より 効果的な施策を検討し ていき ます。

年度 回収点数 回収総重量

令和元年度 3 ,2 4 2 点 約1 ,4 8 8 ㎏

令和２ 年度 3 ,8 9 2 点 約1 ,6 5 2 ㎏

令和３ 年度 4 ,8 6 7 点 約1 ,8 0 9 ㎏

令和４ 年度 4 ,4 9 1 点 約2 ,0 9 4 ㎏

〈 市施設における回収実績の推移〉

生産者消費者

店舗

アプリ・ インタ ーネット

アプリ・

インタ ーネット

アプリ・

インタ ーネット

フード シェ アリングサービス
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（ ２ ） 食品ロス削減行動をする市民の拡大

食品ロスを削減するためには、 市民による行動が非常に重要と なり ます。 各家庭ででき る取

り 組みや食品ロス削減につながる購買行動などについて、 イ ベント やキャ ンペーンを通じ て呼

びかけていく と と もに、 様々な世代に向けて食品ロス削減に関する環境教育を実施し ていきます。

●市民への「 食品ロス削減行動」 の呼びかけ

家庭ででき る取り 組みなどの周知を目的と し て、 市公式ウェ

ブサイ ト や広報紙等による周知のほか、 環境デーなごや、 食材

使いき り 親子ク ッ キング教室をはじ めと し たイ ベント やキャ ン

ペーンによる広報啓発を実施し ていき ます。 また、 買い物時に

おける「 季節商品の予約販売」 の利用や「 てまえどり 」 などの

購買行動が、 食品ロス削減につながるこ と を市民に向けて周知し ていき ます。

●環境教育の推進

環境学習プログラ ムにおける小学生を対象と し た食品ロスを出さ ないよう な工夫を紹介

する講座や市政出前ト ーク など食品ロス削減をテーマと し た講座・ 講義などを実施するこ

と で、 様々な世代に向けて食品ロス削減に関する環境教育を推進し ていきます。

また、 講座・ 講義・ 市公式ウェ ブサイ ト 等において、 本市の食品ロスの実態を情報発信

するこ と で、 食品ロスの現状を市民に向け広報・ 啓発し 、 食品ロス削減意識の向上につな

がるよう 進めていき ます。

●市関係局等と 連携し た食品ロス削減の推進

健康福祉局をはじ め関係局と 連携し 、 食育の観点から 食の大切さ を通し た食品ロス削減に

関する啓発の実施、 食の安全・ 安心の観点から 賞味期限・ 消費期限の正し い理解の促進や外

食時の持ち帰り について食品衛生上の留意点等を事業者や消費者に向けて広報を実施し ます。

さ ら に、 国・ 県と の連携による官庁街フ ード ド ラ イ ブの実施や、 職員に対し て食品ロス

削減の取り 組みを周知するこ と で、 行政による食品ロス削減行動を促進し ます。

【 市民が変われば事業者が変わる行動例】

市民の行動例

・ 購入時に商品を商品棚の手前から 取る。

・ 恵方巻、 ク リ スマスケーキなどの季節商品を
購入する際は予約販売を活用する。

・ 外食時の予約キャ ンセルマナーを守る。

・ 必要以上に食品の鮮度を求めるこ と をやめる。

・ 賞味・ 消費期限について正し く 理解する。

賞味期限 消費期限

おいし く 食べるこ と が
でき る期限。 期限が過
ぎても すぐ に食べら れ
なく なるわけではない。

期限を過ぎたら 食べな
い方がよい期限。

生産・ 製造時の作り すぎ

や販売時の食品等の返

品・ 廃棄を抑制し 、 事業

者による食品ロスの削減

につながり ます。
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（ ３ ） 事業者の食品ロス削減に向けた働き かけ

名古屋市全体と し て取り 組みを進めていく ため、 事業者の食品ロス削減に向けた働き かけが

重要です。 各事業者に対する広報啓発や、 各店舗における食品ロスの削減の促進などを進めて

いきます。

●食べ残し ゼロ協力店の拡大

本市では、 食品ロス削減に取り 組む市内の飲食店（ テイ ク アウト ・ デリ バリ ー提供店を

含む） や宿泊施設を食べ残し ゼロ協力店と し て登録し て情報発信するこ と で、 飲食店等の

食品ロス削減の取り 組みを促進し ています。 登録店舗にはステッ カ ーを配布し 、 希望する

店舗にはポスタ ー等も 配布し ています。

さ ら なる協力店の拡大に向けて、 市内飲食店や宿泊施設に対し 、 引き 続き 働きかけてい

く と と も に、 利用者・ 協力店の双方にと っ て、 より メ リ ッ ト のある制度と なるよう 事業を

進めていき ます。

食べ残し ゼロ協力店と は、 宴会時に乾杯後3 0 分と 終了前1 0 分を離席せずに食べ残

し を 減ら す3 0 ・ 1 0 （ さ んまる いち まる ） 運動や持ち 帰り への対応

などを実践する市内の飲食店等を登録する制度です。

本市の専用ホームページ「 食べ残し ゼロ協力店-お皿

ぴかぴか！ごちそう さ ま！-マッ プ」 に掲載し て、 利用を

呼びかけています。

●商慣習の見直し 「 販売期限延長」 に向けた検討

食品スーパーなど小売業者が、 製造業者や卸売業者から 商品の仕入れを行う 過程におい

て３ 分の１ ルールと いう 商慣習を適用し ている場合があり 、 こ の過程において食品ロスが

発生し ているこ と も 多いため、 販売期限の延長など商慣習の見直し に向け、 情報収集・ 実

態調査を 進めると と も に、 小売店等と 連携し た新たな仕組み等の検討を進めます。（ ３ 分

の１ ルールについてはP5 3参照）

●未利用食品の再利用に向けた働き かけ

ICT（ 情報通信技術） を活用し 、 何も し なければ廃棄さ れ食品ロスと なっ てし まう 商品を、

スマート フ ォ ンアプリ 等で消費者のニーズと マッ チングさ せて購入を促すフ ード シェ アリ

ングサービスの活用に向けた啓発を進めます。 また、 市や民間団体・ 地域が所有する災害

備蓄食料品をフ ード バンク 活動団体へ寄附さ れるよう 働き かけていき ます。

●講習や訪問などの機会をと ら えた事業者への啓発の実施

事業系の食品ロス削減を推進するため、 事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者等に対

する講習会での周知等に加え、 事業者環境推進員による立入指導等の機会を活用するこ と

により 、 事業者への啓発を進めていき ます。
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４ 　 施策１ 　 環境にやさし い学びと 行動の推進

施策の柱①　 環境学習の推進

「 なごや環境大学」 を活用し た人づく り ・ 人の輪づく り の推進⃝

市民・ 事業者・ 教育機関・ 行政が参画する「 なごや環境大学」 の仕組みを活用し 、 講座等で

学び合いながら 、 ３ Ｒ の取り 組みに主体的に参画する人づく り ・ 人の輪づく り を推進し ます。

なごや環境大学は、 子ども から 大人まで誰も が参加でき る

学び合いのネッ ト ワーク です。

市民・ 事業者・ 教育機関・ 行政が、 知識や経験、 問題意識

を 持ち寄っ て、「 まちじ ゅ う を キャ ン パス」 に様々な講座を

実施し ています。

学習拠点における環境学習の推進⃝

総合的な環境学習拠点である 「 環境学習センタ ー（ エコ パルなごや）」 において、 展示設備

などを利用し た環境学習や体験型プログラ ムを実施するなどし て、 子ども から 大人まで幅広く 、

３ Ｒ に取り 組むためのきっ かけづく り の場を提供し ます。

環境学習センタ ー（ エコ パルなごや） は、 身近な環境から 地球環境ま

で、 環境をテーマに体験学習ができる拠点施設です。

マスコ ッ ト キャ ラ ク タ ー「 コ パ」 と と も に、 子ども から 大人まで体験

と 対話を通じ て楽し みながら 深く 学べるプログラ ムを実施し ています。

幼稚園・ 保育所・ 学校等における環境学習の推進⃝

幼稚園・ 保育所・ 学校等における環境学習の取り 組みを支援するため、 ３ Ｒ について分かり

やすく 伝える出前講座等を実施し 、 家庭における３ Ｒ の継続的な実践につなげると と も に、 環

境サポータ ー（ 市民ボラ ンティ ア） への研修等を行う こ と で環境学習プログラ ムの充実を図り 、

一層の活用を促し ます。

また、 小学４ 年生社会科副教材と し て作成する「 ごみと 資源と わたし たち」 の配付を通じ て、

子ども の頃から ごみと 資源の処理状況を理解し 、 ３ Ｒ に取り 組む知識を身に付け、 実践行動へ

の契機と なるよう 促し ます。

コ パ
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施策の柱②　 情報発信と 行動の展開

地域への⃝ SD G s の浸透をはかる取り 組みの推進

地域へのSD Gs の浸透・ 定着を図るため、 地域団体や企業等と 協働し た取り 組みの実践等を

通じ て、 地域・ 企業等のSD Gs の活動促進・ 普及啓発に取り 組みます。

環境デーなごや等を活用し た３ Ｒ の取り 組みの呼びかけ⃝

市民・ 事業者・ 行政の協働のも と に開催さ れる環境イ ベント ｢環境デーなごや｣ や各種団体

の広報ツール等を活用し 、 ３ Ｒ の取り 組みを呼びかけるほか、 イ ベント 開催時には出展者を含

めて３ Ｒ を意識し た運営を行う こ と で、 広く 市民に対し て具体的な３ Ｒ 行動の実践を促し ます。

３ Ｒ の取り 組みの意義・ 成果の発信⃝

ごみ・ 資源の処理量や処理コ スト 、 分別し た資源のゆく え等を見える化すると と も に、 焼却・

破砕工場や資源化施設等の見学会を行い、 ３ Ｒ に取り 組む意義や成果を分かり やすく 伝えるこ

と で、 自ら の消費が社会や環境にも 影響を与えるこ と を自覚する「 消費者市民」 と し ての意識

づけや、 エシカ ル消費などの３ Ｒ につながる行動の促進を図り ます。

多様な媒体を活用し た情報の発信⃝

紙媒体、 ウェ ブサイ ト などに加え、 スマート フ ォ ン 向けアプリ 、 動画、 SN Sなど様々な媒

体を活用し 、 発信する内容や対象に応じ た広報・ 啓発を行います。

事業者・ 大学等と 連携し た情報の発信⃝

市民が日常的に利用するスーパーやコ ンビニなど生活に身近な店舗における広報・ 啓発を実

施するほか、 市民目線での新たな行動の展開を図るため、 事業者・ 大学等と 連携し た情報発信

を行います。

環境デーなごや2 0 2 3 の様子
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なごや⃝ SD G sグリ ーンパート ナーズを活用し た事業者による３ Ｒ の推進

SD G s や環境に配慮し た行動に積極的に取り 組む事業所を「 登録エコ 事業所」「 認定エコ 事

業所」「 認定優良エコ 事業所」 の３ 段階で登録・ 認定し 、 事業者による ３ Ｒ の推進など SD G s

や環境保全の自主的な取り 組みを促進し ます。

なごやSD G s グリ ーンパート ナーズと は、 環境に配慮し

た取り 組みを自主的かつ積極的に実施し ている事業所を認

定する制度です。「 登録エコ 事業所」「 認定エコ 事業所」「 認

定優良エコ 事業所」 の３ 段階で登録・ 認定し 、 支援し てい

ます。 また、「 認定優良エコ 事業所」 の中で特に優秀で他

の模範と なる取り 組みを実践し ている事業所を表彰し 、 事

業者の意識の向上と 活動の底上げを図り ます。

市役所による率先行動⃝

本市自ら が率先し て環境に配慮し た行動を実践するために策定し た「 名古屋市役所環境行動

計画2 03 0 」 の取り 組みを 推進する ため、 本市独自の「 なご や環境マネジ メ ン ト シ ス テ ム

（ N -EM S）」 を 運用し ています。 N -EM Sの運用を通じ て、 ごみの発生抑制や資源化、 グリ ーン

購入を推進し ます。

また、 プラ スチッ ク の削減に向け、 物品の調達時にプラ スチッ ク が使用さ れたも のを可能な

限り 選ばない、 会議・ イ ベント 等でペッ ト ボト ル等の使い捨てプラ スチッ ク の提供を行わない

など、 発生抑制のための取り 組みを推進すると と も に、 事業執行に伴う 部分だけでなく 職員の

個人利用についても 、 市民・ 事業者の規範と なるよう 、 一人一人の意識向上を図り ます。

さ ら に、 食品ロスの削減に向け、 官庁街フ ード ド ラ イブを実施し 、 市役所における職場内フ ー

ド ド ラ イ ブを推進すると も に、 職員に対し 、 食品ロス削減のための取り 組みを周知するこ と で、

行政による食品ロス削減行動を促進し ます。

6 3

第
５
章

「
持
続
可
能
な
循
環
型
都
市
」
の
実
現
に
向
け
た
施
策
の
展
開

544



５ 　 施策２ 　 ２Ｒ（ リ デュース・ リユース） の推進

施策の柱③　 使い捨てプラ スチッ ク の削減

事業者と 連携し た使い捨てプラ スチッ ク の削減（ 再掲）⃝

大量生産・ 大量消費・ 大量廃棄型の社会から 脱却し 、「 持続可能なプラ スチッ ク の利用」 を

実現するには、 先進的な技術や様々なノ ウハウを持つ民間事業者の力は欠かすこ と ができませ

ん。 使い捨てプラ スチッ ク 削減の仕組みやアイ デアを持つ事業者を募集し 、 市民に実践・ 体験

し ても ら う 実証実験などの支援を行う と と も に、 取り 組み内容や削減効果等を発信・ 共有する

こ と で、 使い捨てプラ スチッ ク の削減を図り ます。

２ R⃝ 推進実行委員会と 連携し た新たな仕組みづく り の検討（ 再掲）

全国に先駆けて本市独自のレジ袋有料化に取り 組んだ２ Ｒ 推進実行委員会と いう フ ィ ールド

を活用し 、 消費者・ 事業者と の連携による協働の力によっ て、 レジ袋有料化に引き続く 、 新た

な使い捨てプラ スチッ ク 削減の仕組みを構築し ます。

マイ ボト ル・ マイ カ ッ プの利用促進（ 再掲）⃝

ペッ ト ボト ルやテイ ク アウト 用カ ッ プなどの使い捨て飲料容器を削減するためには、 マイ ボ

ト ル・ マイ カ ッ プのより 一層の利用促進が必要です。 環境デーなどのイ ベント や出前講座など

様々な機会を 捉えてマイ ボト ルの利用について働き かけを 行う ほか、 SN Sを はじ め様々な媒

体を通じ て普及啓発を行います。

また、 市民・ 事業者・ 学識経験者と 名古屋市で構成する２ R推進実行委員会において給水機

の設置補助を実施し ています。 こ れを継続し 、 マイ ボト ル対応の無料給水スポッ ト を増やすこ

と で、 マイ ボト ルの普及につなげていき ます。
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施策の柱④　 食品ロスの削減

協働による食品ロス削減運動の展開（ 再掲）⃝

食品ロス削減を推進するためには、 市民・ 事業者や民間団体・ 行政の協働による取り 組みが

重要であるこ と から 、 事業者と 連携し た食品ロスの削減や、 食品ロ ス削減月間（ 1 0 月） にお

ける民間団体等と 連携し た市民参加型の企画を実施するこ と で、 具体的な行動の実践を促す取

り 組みを推進し ます。

また、 市施設の拠点やイ ベント でフ ード ド ラ イ ブを実施するほか、 小売店や百貨店などにお

けるフ ード ド ラ イブや職場内フ ード ド ラ イブへの広報用のぼり など資材の貸し 出し や市公式ウェ

ブサイ ト における広報等により 、 民間団体等の自主的な取り 組みを支援し 、 フ ード ド ラ イ ブ拠

点の拡大を図っ ていき ます。

さ ら に、 ごみの組成調査による食品ロスの実態の把握により 、 食品ロスの組成の傾向や変化

要因を分析するこ と で、 より 効果的な施策の検討をし ていき ます。

●食品ロス削減行動をする市民の拡大（ 再掲）

食品ロスを削減するためには、 市民による行動が非常に重要と なり ます。 家庭ででき る取り

組みの周知を目的と し た市公式ウェ ブサイ ト や広報紙等による広報や、 環境デーなごやなどの

イ ベント やキャ ンペーンによる広報啓発を実施し ます。

また、 様々な世代に向けた食品ロス削減に関する環境教育の推進や、 食育の観点から 食の大

切さ を通し た食品ロス削減に関する啓発の実施、 食の安全・ 安心の観点から 賞味期限・ 消費期

限の正し い理解の促進など食品衛生上の留意点等を事業者や消費者に向けて広報を実施し ます。

さ ら に、 国・ 県と の連携による官庁街フ ード ド ラ イ ブの実施や、 職員に対し て食品ロス削減

の取り 組みを周知するこ と で、 行政による食品ロス削減行動を促進し ます。

●事業者の食品ロス削減に向けた働きかけ（ 再掲）

名古屋市全体と し て取り 組みを進めていく ため、 事業者の食品ロス削減に向けた働き かけが

重要です。「 食べ残し ゼロ 協力店」 の普及拡大を 図る こ と によ り 3 0 ・ 10 運動や持ち 帰り 対応

など飲食店の取り 組みを促進すると と も に、 販売期限の延長など商慣習の見直し に向けた実態

調査など小売店等と 連携し た取り 組みの検討を進めていきます。

また、 未利用食品の再利用に向けた取り 組みと し て、 ICT（ 情報通信技術） を 活用し たフ ー

ド シェ アリ ングサービスの利用に向けた啓発の実施、 市や民間団体・ 地域が所有する災害備蓄

食料品をフ ード バンク 活動団体へ寄附さ れるよう 働き かけを行っ ていく ほか、 講習や立入指導

などの機会をと ら えた事業者への食品ロス削減に関する啓発を実施し ます。
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施策の柱⑤　 モノ を大切にする意識の醸成

事業者と 連携し たリ ユース事業の実施⃝

リ ユースショ ッ プやフ リ マアプリ など様々な形態の取引が広がるなど、 拡大・ 多様化するリ

ユース市場の状況を踏まえ、 市民の「 モノ を大切に長く 使う 」 意識の醸成と ごみの発生抑制を

目指し 、 フ リ マアプリ を活用し たリ ユース品の販売や、 事業者のインタ ーネッ ト プラ ッ ト フ ォ ー

ムの紹介など、 事業者のノ ウハウを活用し たリ ユース事業を進めます。

アッ プサイ ク ルの普及促進⃝

アッ プサイ ク ルと は、 いら なく なっ たも のや捨てら れるも のに、 アイ デアやデザイ ンなどの

新たな付加価値をつけ、 アッ プグレード し て新し い別のも のに生まれ変わら せるこ と です。 市

民の「 不要なも のは捨てる」 から 「 不要なも のも 活かす」 意識の醸成を目指し 、 アッ プサイ ク

ルを体験でき るワーク ショ ッ プを実施すると と も に、 アッ プサイ ク ルに関する情報を発信し て

いきます。

リ ユースの啓発と 取り 組み支援⃝

イ ベント などにおいて洗っ て繰り 返し 使えるリ ユース食器を貸し 出す事業や、 地域の団体等

が主体的に行う フ リ ーマーケッ ト への開催の支援、 自転車の海外リ ユース事業など、 市民がリ

ユースをより 身近に感じ る取り 組みを行います。

長く 使う 、 直し て使う 意識の醸成⃝

リ ペア（ 修理・ 補修） についての情報を 発信すると と も に、 実践でき る講座を 開催し 、「 長

く 使う 、 直し て使う 」 意識の醸成に向け、 啓発を進めます。

リ ユース品を収集

市民がリ ユース品を持込み

南リ サイ ク ルプラ ザ

民間のサービスを活用し たリ ユース

フ リ マアプリ で販売し 、
購入者が引き取り

アッ プサイ ク ルの認知度や魅力を
向上さ せるためのロゴマーク バスケッ ト ボールで作っ たキーホルダー
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６ 　 施策３ 　 分別・ リ サイクルの推進

施策の柱⑥　「 分かり やすい・ 分けやすい」 区分による分別収集の実施

紙製容器包装と 雑がみの一括収集⃝

紙製容器包装と 雑がみは、「 分別が分かり にく い、 まと まっ た量が出ない」 などの理由で資

源分別率が低迷し ていたこ と から 、「 紙製容器包装と 雑がみの一括収集」 を実施し ています。

資源分別率の向上を図ると と も に、 リ サイ ク ルでき ない紙類などが混入し ないよう 、 広報を

行います。

プラ スチッ ク 資源の一括収集（ 再掲）⃝

「 プラ スチッ ク 資源循環促進法」 に基づき 、 タ ッ パーや歯ブラ シなどのプラ スチッ ク 製品に

ついて、 分別区分を可燃ごみから 資源に変更し 、 プラ スチッ ク 製容器包装と 合わせて収集・ リ

サイ ク ルを行います（ 令和６ 年４ 月開始）。

資源分別率の向上を図ると と も に、 危険物などが混入し ないよう 、 広報を行います。

その他分別区分の見直し の検討⃝

ごみと 資源の分別や適正な排出をより 一層推進するため、 市民・ 事業者にと っ て「 分かり や

すい・ 分けやすい」 分別区分について、 引き続き 検討し ていきます。

紙製容器包装 雑がみ
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施策の柱⑦　 分別意識のさ ら なる向上

【 家庭系】

タ ーゲッ ト に応じ た効果的な広報⃝

分別ルールが定着し にく い若年層・ 外国人・ 短期賃貸マンショ ン入居者・ 市外から の転入者

などに対し 、 タ ーゲッ ト の属性に応じ た多様な手段による効果的な広報を展開し ます。

分別排出の推進⃝

各環境事業所に分別推進員を配置し 、 分別排出が徹底さ れていない資源ステーショ ンや共同

住宅において、 不適正排出者に対する周知・ 排出指導を行います。

また、 分別マナーアッ プ推進月間を中心に職員による地域の巡回などを実施し 、 資源・ ごみ

の分別排出を呼びかけます。

そのほか、 排出指導を徹底し ていく ため、 資源を排出する際は、 指定の資源袋を用いるこ と

を原則と し たう えで、 ご家庭で不要になっ た袋をリ ユースする場合は、 無色透明の袋に限るこ

と を周知し ます。

住宅管理会社と の連携⃝

分別ルールが徹底さ れていない共同住宅について、 管理会社と 連携し た周知・ 排出指導を行

います。

また、 共同住宅管理会社等と 組織する協議会を活用し た広報・ 情報交換等を実施し ます。

地域と の協働⃝

地域で分別に協力いただいている保健環境委員をはじ めと する市民の皆様と 連携し 、 資源・

ごみの分別排出をより 一層進めるための広報や周知活動を充実さ せます。

また、 資源ステーショ ンの適正管理・ 公衆衛生保持に努めます。

【 対応言語】
日本語・ 英語・ 中国語・ ハングル・
ポルト ガル語・ スペイ ン語・
フ ィ リ ピノ 語・ ベト ナム語・ ネパール語

資源・ ごみ分別アプリ ごみ減量・ 資源化ガイ ド
（ 保存版）

ごみ減量・ 資源化ガイ ド
（ やさ し い日本語版）
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【 事業系】

事業系ごみ（ 古紙・ 生ごみ・ プラ スチッ ク ） の分別・ 資源化の促進⃝

事業系ごみのう ち、 資源化可能な紙類、 生ごみがそれぞれ約２ 割を占めています。

古紙については、 立入調査等において、 古紙の分別・ 資源化の徹底について、 発生抑制や再

利用も 含めた適正排出指導を行います。 生ごみについては、 引き 続き民間資源化施設への誘導

を図ると と も に、 従来の飼料化・ 堆肥化が困難な生ごみの資源化についても 検討・ 促進し ます。

また、 事業系ごみに占めるプラ スチッ ク の割合が増加傾向にあるこ と から 、 事業系ごみの組

成分析により プラ スチッ ク の排出状況を把握し 、 立入調査等を通じ て発生抑制や適正排出、 資

源化に向けた指導を強化し ます。

生ごみ（ 食品廃棄物） のリ サイ ク ルは、「 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法

律（ 食品リ サイ ク ル法）」 において、 食品の売れ残り や食べ残し 等により 、 大量に発生し

ている食品廃棄物について、 発生抑制と 減量化により 最終的に処分さ れる量を減少さ せる

と と も に、 飼料や肥料等の原材料と し て再生利用するため、 食品関連事業者（ 製造・ 流通・

外食等） による食品循環資源の再生利用等を促進するこ と と さ れています。

名古屋市内においては、 民間事業者が運営する飼料化施設、 堆肥化施設の２ 施設が稼働

し ており 、 市内事業者から 排出さ れる事業系生ごみのリ サイ ク ルを進めています。

条例等に基づく 立入調査の実施⃝

事業用大規模建築物等に提出を義務づけている事業系廃棄物減量計画書をも と に、 事業所に

おけるごみ処理の実態を把握し 、 取り 組みの問題点や課題に対し て必要な助言・ 指導を行いま

す。

中小事業所への啓発⃝

テナント ビルのオフ ィ ス・ 店舗等を含め、 中小事業所の実態把握に努め、 啓発指導に生かし

ます。

許可業者と 連携し た排出事業者への働き かけ⃝

事業系ごみ収集の担い手である許可業者と 連携し 、 排出事業者に対し て、 分別の徹底や再生

可能な紙類・ 生ごみの資源化促進の働き かけを行います。

スーパー、 レスト ラ ン、 食品工場　 など

肉

堆肥飼料

野菜　 など
生ごみ

飼料化・ 堆肥化
飼料化・ 堆肥化施設
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施策の柱⑧　 リ サイ ク ルのさ ら なる推進

集団資源回収団体等への支援⃝

集団資源回収やリ サイ ク ルステーショ ンを実施する地域団体に対し て助成を行い、 市民の自

主的な取り 組みによる古紙リ サイ ク ルシステムを支援し ます。

古紙持ち去り 防止対策の推進⃝

集団資源回収の円滑な実施を 確保するため、「 名古屋市集団回収における古紙の持去り 防止

に関する条例」 に基づき、 古紙回収業者や地域と 協力し 、 古紙持ち去り の根絶に向けた取り 組

みを進めます。

アルミ 缶等持ち去り 防止対策の推進⃝

アルミ 缶等の資源・ ごみの持ち去り について、 他都市の対応状況を参考に、 地域の方々のご

意見も 伺いながら 、 本市の実態に応じ 、 有効な持ち去り 防止策を検討し 、 実施し ていき ます。

拠点回収（ 小型家電・ 充電式家電、 食用油） の実施⃝

携帯電話、 デジタ ルカ メ ラ などに含まれる有用な金属を資源と し て有効利用するため、 小型

家電を市内のスーパー、 区役所、 環境事業所等の拠点で回収するほか、 充電式家電を環境事業

所で回収し ます。 家庭の使用済み食用油については、 バイ オディ ーゼル燃料等と し て有効利用

するため、 市内のスーパーで回収を行います。

事業者によるプラ スチッ ク 資源の自主回収の推進（ 再掲）⃝

「 プラ スチッ ク 資源循環促進法」 に基づく 製造・ 販売事業者等によるプラ スチッ ク 製品の自

主回収・ リ サイ ク ルについて、 認定手続きに関する助言や広報の協力などを通じ て、 事業者の

取り 組みを支援し ます。

生ごみ堆肥化の促進⃝

家庭や地域での自主的な生ごみ堆肥化の取り 組みを推進するため、 生ごみ堆肥化講座などを

開催すると と も に、 生ごみ資源化の活動に取り 組む団体に対し て活動の助成を行います。 また、

家庭で使いき れず余っ てし まっ た堆肥については、 市で引き 取り を行い、 環境局施設等での利

活用を進めます。

草木類のリ サイ ク ルに向けた検討⃝

ごみ・ 資源の組成調査の結果によると 、 家庭から 排出さ れる可燃ごみのう ち草木類は約１ 割

を占めており 、 リ サイ ク ルを進めるこ と によるごみ減量効果は大き なも のと なり ます。

こ れまで行っ てき た実証実験結果などを踏まえ、 本格実施に向けた検討を進めます。

新たな品目のリ サイ ク ルや処理ルート の検討⃝

リ サイ ク ル技術の進展状況や民間資源化施設の動向、 コ スト やリ サイ ク ルによる効果を含め

た実現可能性等を見極めながら、 新たな品目のリ サイクルや処理ルート の検討を行っていきます。
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７ 　 施策４ 　 安心・ 安全で適正な収集・ 処理体制の確保

施策の柱⑨　 社会課題に対応し た収集・ 処理の推進

高齢者等の排出弱者への支援⃝

本市では、 6 5 歳以上の方で構成さ れた世帯など、 名古屋市が収集する 家庭ごみや資源を 所

定の排出場所まで持ち出すこ と が困難な方を対象に、 市が対象者の自宅前まで出さ れた資源・

ごみを直接収集する「 なごやか収集」 制度を実施し ています。

なごやか収集の実施件数は、 高齢化の進行や高齢単身世帯の増加等に伴い、 年々増加し てお

り 今後も 増加が見込まれるため、 対象者への対応を確実に行う と と も に、 福祉部門と も 情報交

換・ 連携し ながら 、 制度周知に努めます。

〈 対象世帯〉

以下の１ から ５ のいずれかに該当し 、 親族

や近所の方の協力を得るこ と が困難で、 お一

人でごみや資源を持ち出すこ と ができ ない方

のみで構成さ れた世帯

１ 　 6 5歳以上の方

２ 　 要介護者又は要支援者と 認定さ れた方

３ 　 身体障害者手帳を所持する方

４ 　 精神障害者保健福祉手帳を所持する方

５ 　 愛護手帳を所持する方

一時多量ごみ等への対応⃝

引越し ・ 遺品整理等に伴い多量に発生する一時多量ごみについては、 排出にお困り の方も 多

く 、 違法な不用品回収業者と の間でト ラ ブルになる事例も 発生し ているため、 許可業者による

対応を実施し ています。 引き 続き 、 制度の周知を図ると と も に、 違法な不用品回収業者を利用

し ないよう 啓発に努めます。

自己搬入の利便性向上の検討⃝

ラ イ フ スタ イ ルが多様化し 、 通常の収集への排出が難し いケースの増加が予想さ れるため、

工場の混雑を緩和するなど自己搬入の利便性向上について検討を進めます。

社会情勢の変化を踏まえた収集体制の検討⃝

社会情勢の変化を踏まえ、 資源・ ごみの排出利便性を高めるため、 収集体制のあり 方につい

て検討を進めます。

〈 実施件数の推移〉

対象年月 実施件数 前年比

平成1 4年３ 月 76 2 件 ―

平成1 5年３ 月 1 ,1 0 0 件 ＋3 3 8 件

～

平成3 1年３ 月 4 ,3 5 7 件 ―

令和２ 年３ 月 4 ,5 6 7 件 ＋2 1 0 件

令和３ 年３ 月 4 ,9 6 3 件 ＋3 9 6 件

令和４ 年３ 月 5 ,1 0 8 件 ＋1 4 5 件

令和５ 年３ 月 5 ,4 7 0 件 ＋3 6 2 件
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収集・ 処理時の火災・ 発火防止対策の推進⃝

近年増えているリ チウムイ オン電池等による収集・ 処理時の火災・ 発火を防ぐ ため、 電池類

の一括収集や小型家電・ 充電式家電の拠点回収を行っ ています。

「 電池類」 やスプレー缶などの「 発火性危険物」 が誤っ た分別区分で排出さ れないよう 広報・

啓発すると と も に、 国や業界団体に対し ては生産者責任について働きかけていき ます。

また、 処理施設では火災を未然に防ぐ ため、 監視カ メ ラ 、 検知器等を設置し ており 、 発火の

早期発見と 確実な対応に努めます。

適正処理困難物等への対応⃝

技術進歩などによる新たな素材や製品の開発などに伴い、 従来の処理体制では適正処理が困

難な廃棄物への対応が懸念さ れます。 国の動向などを踏まえながら 分別・ 処理方法の検討を進

めます。

収集時の環境負荷の低減⃝

作業用自動車の使用に伴う 大気汚染防止対策と し て、 最新排出ガス規制適合車への計画的な

買替えを進めると と も に、 温室効果ガス排出抑制策と し て、 バイ オディ ーゼル燃料の使用など

についての検討を進めます。

可燃ごみ指定袋へのバイ オマスプラ スチッ ク の導入促進（ 再掲）⃝

「 プラ スチッ ク 資源循環戦略」 において、 焼却せざるを 得ない可燃ごみ袋については、 カ ー

ボンニュ ート ラ ルであるバイ オマスプラ スチッ ク を活用するこ と が求めら れているこ と から 、

バイ オマス原料の供給体制やコ スト などの動向も 踏まえながら 、 可燃ごみ指定袋へのバイ オマ

スプラ スチッ ク の導入を促進し ます。

大規模災害・ 感染症への備え⃝

大規模地震や風水害の発生時においては、 初動で職員が迅速な現場状況の把握を行い、 生活

ごみの収集を速やかに再開すると と も に、 災害廃棄物については、「 名古屋市災害廃棄物処理

計画」 に基づき 、 適正かつ円滑な処理を実施し 、 早期の復旧・ 復興を目指し ます。

また、 今後も 感染症拡大時には、「 新型イ ンフ ルエンザ等業務継続計画」 に基づき 、 職員の

欠勤率に応じ て適切な応援体制を取り ながら 、 ごみ・ 資源の収集・ 処理の継続を目指し ます。

リ チウムイ オン電池による発火実験の様子
写真提供： 独立行政法人製品評価技術基盤機構（ N ITE）
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施策の柱⑩　 計画的かつ環境に配慮し た施設整備

焼却工場の整備⃝

【 整備方針】

衛生的な環境の維持や環境負荷の低減を図るため、 施設の適切な維持管理により 良好な環境

の保全・ 確保に努めると と も に、 焼却工場で発生する熱エネルギーを発電、 給湯、 冷暖房等に

有効利用し ています。 施設整備においては、 施設の配置状況にも 配慮し 、 持続可能な処理体制

を維持するこ と を最優先と し 、 処分場への負荷軽減を図り つつ、 脱炭素社会の実現への貢献に

も 努めていき ます。

（ 市有資産の有効活用）

・ 施設の長寿命化により 財政負担の軽減を図り ます。

・ ごみ処理への影響が小さ く 、 一定の機能向上が見込める大規模改修を整備の基本と し 、 設備

更新も 活用し ながら 1 5年から 2 5 年の長寿命化を図り ます。

・ 脱炭素社会の実現など将来の社会的ニーズの変化等も 考慮し たう えで、 建築物の目標耐用年

数である6 0 年から 8 0 年を 見据え、 ごみ処理の安定性確保に向けた適切な維持管理を 行いな

がら 更なる長寿命化に努めます。

（ 整備時期の分散化及び規模等の平準化）

・ 各施設の整備時期の分散化と 、 長期的な視点から 設備規模の平準化を図り ます。

・ 施設の建て替えの際は、 破砕設備を焼却設備の前処理設備と し て導入を検討し ていき ます。

（ 運営体制）

・ 直営３ 工場、 PFI 事業２ 工場の運営体制により 、 職員の技術力を維持し つつ民間の資金、 経

営能力及び技術的能力を活用し た効率的なごみ処理体制と なっ ているこ と から 、 こ の運営体

制を基本と し ていき ます。

・ PFI事業においては、 事業スキームのなかで資源化から 利活用まで順調に行われており 、 埋

立量削減に大きく 貢献し ているこ と から 、 今後も 灰の資源化を含めた事業と し て実施し ます。

・ 内閣府においてはPFI に加え、 包括的民間委託など官民連携事業（ PPP） も 含めPPP/PFI を

推進し ているこ と から 、 今後はPPP/PFI事業と し て検討を進めます。

（ 脱炭素社会の実現への貢献）

・ 省エネ設備や建築資材の積極的な導入を進めると と も に、 より 多く の熱エネルギーを回収す

るため、 高効率なごみ発電設備の導入に努めるなど、 温室効果ガスの削減に向けた取り 組み

を検討し 、 可能な限り 実施し ていきます。

・ 国において、 将来的には新たな技術（ 排ガス中の二酸化炭素を回収し 、 有効利用する CCU S

などの技術） のごみ処理システムへの導入により 脱炭素化を推進するこ と が期待さ れている

こ と から 、 新たな技術の導入に向け、 今後の技術動向を注視し ながら 検討を進めていきます。
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【 整備計画】

令和２ (2 0 2 0 ) 年度に北名古屋工場及び富田工場が稼働し 、 設備規模がほぼ平準化さ れた５

工場稼働体制と なっ たこ と から 、 今後も こ の体制を維持し て整備を進めます。

・ 南陽工場の設備更新

設備更新（ 建屋を有効活用し て全ての設備を 更新） により 設備規模を5 6 0 ト ン /日と し 、

併せて設備規模1 00 ト ン /5 h の破砕設備を併設する整備を 進めており 、 令和９ （ 2 0 2 7）

年３ 月の稼働を目指し ます。

・ 猪子石工場の整備

市北東部方面のごみ処理を担う 工場であるこ と から 、 鳴海工場と 五条川工場の整備時期も

考慮し 、 整備期間が短く 、 既設設備の長寿命化を図る大規模改修により 整備を行い、 令和

1 1 （ 20 2 9 ） 年度の稼働を目指し ます。

・ 鳴海工場の整備

令和1 1 （ 2 0 2 9 ） 年度に PFI 事業契約の終了時期を迎えるため、 猪子石工場と 同様に大規

模改修により 整備を行います。 今後、 令和1 3 （ 2 0 3 1 ） 年度の稼働を 目指し 、 PPP/PFI事

業と し て検討を進めていきます。

・ 五条川工場の整備

鳴海工場の運営再開に伴い休止し 、 北名古屋工場や富田工場の整備時期を 迎える令和2 2

（ 2 0 4 0 ） 年度以降の稼働を 目指すと と も に、 脱炭素化に資する CCU Sを はじ めと する新

たな技術の導入に向けた検討を行っ ていき ます。

[令和2 2 （ 2 0 4 0 ） 年度までの焼却工場の整備計画]

（ 注） 数値は設備規模（ ト ン / 日）

4 5 0

6 6 0

5 6 0

大規模
改　 修

大規模
改   修

休　 止

設備更新

令和４
（ 2 0 2 2 ）

9
（ 2 0 2 7 ）

1 1
（ 2 0 2 9 ）

1 3
（ 2 0 3 1 ）

2 2
（ 2 0 4 0 ）（ 年度）

南 陽 工 場

猪 子 石 工 場
平成1 4年4月～

鳴 海 工 場
平成2 1年7月～

五 条 川 工 場
平成1 6年7月～

北名古屋工場
令和2 年7 月～

富 田 工 場
令和2 年7 月～

5 3 0 5 3 0

6 0 0 6 0 0

5 6 0
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資源選別・ 保管施設、 破砕施設等の整備⃝

資源選別・ 保管施設については、 今後の処理量などを踏まえつつ、 補修や設備更新を検討し

ていき ます。 破砕設備については、 焼却工場の建て替えの際に焼却設備の前処理設備と し て導

入を検討し ていきます。

・ 愛岐処分場小規模破砕施設

設置から 3 0 年が経過し ており 、 老朽化が著し いこ と から 、 施設の更新について検討を行い、

必要な更新等を行っ ていきます。

・ 大江破砕工場

南陽工場破砕設備の稼働により 休止し 、 長期的な視点から ごみ処理施設と し ての活用を検

討し ていき ます。

令和４ （ 2 0 2 2 ） 年度

令和1 1 （ 2 0 2 9 ） 年度

令和９ （ 2 0 2 7 ） 年度

令和2 2 （ 2 0 4 0 ） 年度

[ 焼却工場の配置状況]
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施策の柱⑪　 長期的かつ安定的な埋立処分場の確保

処分場の負荷軽減⃝

鳴海工場、 北名古屋工場及び民間施設において焼却灰などを資源化するこ と で有効活用を図

り 、 処分場の負荷を軽減し ます。

また、 民間施設における資源化については、 広域処分場を含めた処分場の状況、 民間施設の

受け入れ状況や資源化コ スト などを総合的に勘案し ながら 実施し ます。

処分場の適正管理⃝

愛岐処分場については、 今後も 計画的な修繕や改修等を行い、 長期的かつ安定的な処分体制

が確保できるよう に適正に管理をし ていきます。 第二処分場については、 他の埋立処分場の状

況等を考慮し つつ、 埋立期間の延長についての検討を行います。

また、 埋立て自体は終了し ているも のの、 当分の間、 浸出水処理施設等の管理が必要な処分

場についても 、 改修計画の検討や、 必要な修繕等を行い、 適正に管理し ていき ます。

広域処分場の活用⃝

愛知県が中心と なっ て整備し た広域処分場である衣浦港３ 号地廃棄物最終処分場については、

本市処分場の負荷を軽減すると と も にリ スク 分散にも つながるこ と から 、 今後も 可能な限り 活

用し ていく こ と が必要です。

また、 衣浦港３ 号地廃棄物最終処分場の終了後も 引き続き次期広域処分場が活用できるよう 、

処分場の確保と いう 同じ 課題を持つ市町村等と 連携し 、 関係機関に働き かけていきます。

なお、 民間処分場については、 災害時など必要に応じ て活用し ます。

新規処分場の検討⃝

埋立処分場を新たに確保するこ と は容易ではなく 、 長期間を要し ます。 新規処分場について

は、 自区内処理やリ スク 分散、 建設コ スト 、 焼却灰等の資源化状況等を考慮し つつ検討を行い

ます。
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８ 　 施策５ 　 快適に住み続けら れるまちづく り

施策の柱⑫　 循環型社会に向けた社会経済システムの構築

資源循環と ビジネスが融合し た社会の形成⃝

プラ スチッ ク など資源循環に取り 組みやすい品目を皮切り に、 消費者である市民の理解の醸

成や事業者への支援・ 連携など、 資源循環と ビジネスが融合し た社会の形成に向けた取り 組み

を推進し ます。

また、 数ある産業の中でも 、 フ ァ ッ ショ ン産業は製造にかかるエネルギー使用量やラ イ フ サ

イ ク ルの短さ などから 環境負荷が非常に大きい産業と し て指摘さ れており 、 地球環境や人・ 社

会に配慮し たサステナブルフ ァ ッ ショ ンの考えが広まり つつあるため、 こ れら の推進に向けた

取り 組みを検討し ていきます。

例） ・ サーキュ ラ ーエコ ノ ミ ーの視点を取り 入れた資源循環の普及・ 啓発の実施

　 　 ・ プラ スチッ ク や衣類などの資源循環に向けた事業者支援

　 　 ・ 市民・ 事業者・ 行政の協働の場の構築（ プラ ッ ト ホームの整備、 事業検討）

拡大生産者責任の徹底に向けた国への働きかけ⃝

拡大生産者責任と は、 O ECD （ 経済協力開発機構） が提唱し た概念で、「 製品に対する生産

者の物理的および経済的責任が製品ラ イ フ サイ ク ルの使用後の段階まで拡大さ れる環境政策上

の手法」 と 定義さ れています。 令和４ （ 2 0 2 2 ） 年４ 月に施行さ れた「 プラ スチッ ク 資源循環

促進法」 では、 プラ スチッ ク 使用製品設計指針のほか、 製造事業者等による自主回収促進等に

ついて示さ れ、 設計段階での環境配慮の促進や素材別リ サイ ク ルが記載さ れるなど、 一定程度

拡大生産者責任の見直し が図ら れています。

し かし 、「 容器包装リ サイ ク ル法」 に基づく 資源化を 実施する際には、 最も 手間と コ スト が

かかる分別収集・ 選別保管が自治体負担と なり 、 事業者が発生抑制や環境配慮設計に取り 組も

う と するイ ンセンティ ブが働かないなど、 拡大生産者責任の徹底に至るには未だ少なから ず課

題があり ます。 また、 今後、 高齢化の進行や外国人住民の増加などにより 、 素材の判別や適切

な分別をするこ と が難し い市民が増えてく るこ と が想定さ れており 、 事業者が製品を製造する

段階で分別し やすいデザイ ンを取り 入れるなど、 課題解決に向けた取り 組みが求めら れていま

す。

本市では、 こ う し た社会経済情勢の変化に的確に対応するためにも 、 拡大生産者責任の徹底

が必要であると 考えているこ と から 、 引き 続き 、 国に対し て働き かけを続けていきます。

廃棄物処理における⃝ D X 化の推進

持続可能な循環型都市を 実現するためには、 デジタ ル技術の活用等により D X を 推進し てい

く 必要があり ます。 廃棄物処理においても 利便性の向上や業務の効率化に向け、 D X の推進に

向けた取り 組みを検討し ていきます。

例） ・ AI 等を活用し た業務の効率化

　 　 ・ オンラ イ ン手続等による利便性の向上

　 　 ・ キャ ッ シュ レス決済の活用
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家庭ごみコ スト 負担のあり 方についての検討⃝

家庭系ごみの有料化については、 排出量に応じ た負担の公平性が図ら れ、 循環型社会システ

ム構築のための一つの手段と し て考えら れます。 現状では、 市民の１ 人１ 日あたり の家庭系ご

み量は減少傾向と なっ ており 、 今後のごみ減量の取り 組み状況を見極めながら 、 他自治体の動

向等を調査研究すると と も に、 適正な負担のあり 方について議論と 検討を行っ ていき ます。

事業者の自己処理責任の徹底⃝

事業者の自己処理責任・ 受益者負担の考えを踏まえ、 事業系ごみの減量・ 資源化誘導の観点

について調査研究を行いつつ、 自己処理責任等の徹底の一つと し て適正なごみ処理手数料につ

いて検討を行っ ていき ます。

脱炭素先行地域における持続可能なまちに向けた仕組みづく り⃝

脱炭素先行地域と は、 令和3 2 （ 20 5 0 ） 年の脱炭素社会の実現に向け、 令和1 2 （ 20 3 0 ） 年

度までに家庭や事業所などで消費する電力に伴う 二酸化炭素排出を実質ゼロにすると と も に、

地域の課題を解決し 、 魅力と 質を向上さ せる地域創生に取り 組む区域のこ と です。

令和４ （ 2 0 2 2 ） 年度に脱炭素先行地域に選定さ れた名古屋市港区の「 みなと アク ルス」 に

おいて、 住民の暮ら し の質を向上さ せながら 脱炭素社会の実現を目指す中で、 循環型なまちづ

く り に取り 組み、 環境負荷が抑えら れた持続可能な経済・ 社会の仕組みを構築し ます。

①市内のごみから 生じ るバイ オマス発電電力を地域内へ還元するこ と で、 地産地消の循環

型エネルギーシステムを構築

②地域内の生ごみを肥料・ 飼料にし て市内農家へ提供し 、 その肥料で食物を育て、 その食

物を再び地域内で利用する循環型の仕組みを構築

③健康な食生活やフ ード ド ラ イ ブ、 省エネな調理方法等を学ぶイ ベント を開催し 、 食を通

し て循環型社会を学ぶ取り 組みを実施
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施策の柱⑬　 き れいなまちづく り

不法投棄防止対策の推進⃝

廃棄物の不法投棄を防止するため、 パト ロールの実施や不法投棄の多い地点での監視カ メ ラ

による常時監視、 通報制度の運用により 、 不法投棄の早期発見と 的確な処理指導を行います。

ポイ 捨て防止対策・ ク リ ーン活動の推進⃝

空き 缶やたばこ の吸い殻などのポイ 捨てを防止し 、 快適で住みよいまちづく り を推進するた

め、「 名古屋市空き 缶等の散乱の防止に関する条例」 を 施行し ており、 市内2 4 地区の美化推進

重点区域を中心に、 職員によるパト ロール及び啓発活動を行う と と も に、 市民、 事業者と 行政

が協働し て町をきれいにする「 名古屋ク リ ーンパート ナー制度」 を実施し ていき ます。

また、 市民が美化活動に取り 組むきっ かけと なるよう 、 ごみ拾いと ジョ ギングを合わせた新

し い市民参加型の環境と 健康の両方にやさ し いフ ィ ッ ト ネス「 プロギング」 などの啓発活動を

実施し 、 市民の機運の醸成に向けて対策を進めていき ます。

カ ラ スによる散乱被害対策の推進⃝

カ ラ スによるごみや資源の散乱被害を防ぐ 対策について広報・ 周知すると と も に、 散乱被害

の大き い箇所について、 各被害箇所に応じ た対策を講じ るこ と で、 改善を図り ます。

〈 対策例〉

カ ラ スがめく り づら い
おも し を付けたネッ ト に

ごみを入れる

生ごみを目隠し し て
カ ラ スに気づかれない

よう にする
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「 持続可能な循環型都市なごや」 の実現に向けては、 市民・ 事業者・ 本市のパート ナーシッ

プによる計画の推進が必要です。 こ こ では市民・ 事業者・ 本市に期待さ れる役割を示し ます。

１ 　 パート ナーシップによる計画の推進

計画の推進に向けて

本市

事業者市民

「 資源循環」

３ Rが定着し 、 資源が

循環し ている

「 安心」

だれも が困るこ と

なく 、 安心し て

住み続けら れる

「 地球にやさしく 」

環境負荷が少なく 、

地球と 共生

し ている

「 協働」

パート ナーシッ プで

支え合う

パート ナーシッ プで支え合う

持続可能な循環型都市なごや

を めざし ます

基本理念

目指す方向性

三者のパート ナーシッ プ
により 計画を推進

市民の役割 事業者の役割 本市の役割

●ごみ・ 資源の発生抑制（ リ

デュース）・ 再使用（ リ ユー

ス） に積極的に取り 組みま

す。

●再生利用（ リ サイ ク ル） を

進めるため、 ごみ・ 資源の

分別に取り 組むと と も に、

適正排出を行う などき れい

なまちづく り に努めます。

●集団資源回収など、 ごみの

減量・ 資源化を目的と する

活動への参加に努めます。

●環境に配慮さ れた製品を購

入するなど、 日常生活の中

で環境負荷の低減に努めま

す。

●ごみ・ 資源の発生抑制（ リ

デュース）・ 再使用（ リ ユー

ス） に積極的に取り 組みま

す。

●事業活動に伴う ごみについ

ては、 事業者自ら の責任に

おいて適正に処理すると と

も に、 資源化の推進に努め

ます。

●拡大生産者責任の考え方に

基づき、 製品の設計から 使

用後までのラ イ フ サイ ク ル

全体に配慮し た事業活動に

努めます。

●環境にやさ し い取り 組みや

製品の広報を積極的に行う

よう 努めます。

●市民・ 事業者に対し て、 ご

みの減量・ 資源化に関する

効果的な普及啓発や分かり

やすい情報提供を実施します。

●市民・ 事業者が、 ごみの減

量・ 資源化に取り 組みやす

い環境を創るため仕組みづ

く り を進めます。

●市民・ 事業者の規範と なる

よ う 、 率先し て ご みの減

量・ 資源化の取り 組みを実

施し ます。

●ごみ・ 資源を安全かつ適正

に収集・ 処理する体制を確

保すると と も に、 災害時や

感染症拡大時にも 収集・ 処

理事業を継続し ます。
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持続可能な循環型都市なごやの実現

計画を着実に推進するためには、 目標値の達成状況や施策の進捗状況を把握・ 点検・ 評価し 、

改善し ていく こ と が重要であり 、 より 多く の市民・ 事業者の皆様から ごみの減量・ 資源化に対

する理解と 協力が得ら れるよう 努める必要があり ます。

本計画では、「 計画（ Plan）・ 実行（ D o ）・ 評価（ Check）・ 改善（ Act io n）」 の考え方に基

づき、 年度ごと に適切に進行管理を進めると と も に、 概ね５ 年で計画の評価・ 見直し を行いま

す。

また、 必要な対応策については、 毎年度策定する「 名古屋市一般廃棄物処理実施計画」 に反

映のう え取り 組みを推進すると と も に、 本市のごみ行政に対する市民・ 事業者の皆様の理解と

関心を深めていただく ため、 目標値の達成状況や施策の進捗状況をまと めた「 名古屋ごみレポー

ト 」 を作成し 公表し ます。

２ 　 計画の進行管理

名古屋市一般廃棄物処理基本計画

Pl a n
計 画

C heck
評価

D o
実行

A ctio n
改善

概ね 5 年で

評価・ 見直し を実施

「 一般廃棄物処理実施計画」

により 適宜改善

目標値の達成状況等

の把握

「 名古屋ごみレポート 」

による評価・ 公表

施策の実施
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「 持続可能な循環型都市なごや」 の実現に向けた各施策における取り 組みスケジュ ールを 以

下に示し ます。

なお、「 第４ 次名古屋市環境基本計画」 の計画期間である 令和1 2 （ 20 3 0 ） 年までに各施策

を集中的に進めると と も に、 環境省の「 ごみ処理基本計画策定指針」 に基づき 、 概ね５ 年で取

り 組みを点検・ 評価し 、 見直し を実施し ていき ます。

■重点施策１ 　 プラ スチッ ク 資源循環の推進

３ 　 取り 組みスケジュール

計画期間

R6
(2 0 2 4 )

R1 2
(2 0 3 0 )

R2 2
(2 0 4 0 )

１ 　「 減ら す」

●事業者と 連携し た使い捨てプラ スチッ ク の削減

●２ R推進実行委員会と 連携し た新たな仕組みづく り の
検討

●マイ ボト ル・ マイ カ ッ プの利用促進

２ 　「 大切につかう 」

●プラ スチッ ク 製品のリ ユースの推進

●アッ プサイ ク ルによる 意識の醸成

３ 　「 循環さ せる」

●プラ スチッ ク 資源の一括収集

●事業系ごみの分別・ 資源化の促進

●事業者によ るプラ スチッ ク 資源の自主回収の推進

４ 　「 置き 換える」

●代替素材・ バイ オマスプラ スチッ ク 等の適切な利用の
広報・ 啓発

●可燃ごみ指定袋へのバイオマスプラ スチッ ク の導入促進

検討・ 実施

検討・ 実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

検討・ 実施
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■重点施策２ 　 食品ロスの削減／食品ロス削減推進計画

■施策１ 　 環境にやさ し い学びと 行動の推進

計画期間

R6
(2 0 2 4 )

R1 2
(2 0 3 0 )

R2 2
(2 0 4 0 )

１ 　 協働によ る 食品ロ ス削減運動の展開

●事業者と 連携し た食品ロ スの削減

●食品ロス削減月間の取り 組み

●フ ード ド ラ イ ブの推進

●フ ード シェ アリ ン グの推進

●組成調査による 食品ロスの実態の把握

２ 　 食品ロス削減行動を する 市民の拡大

●市民への「 食品ロ ス削減行動」 の呼びかけ

●環境教育の推進

●市関係局等と 連携し た食品ロス削減の推進

３ 　 事業者の食品ロ ス削減に向けた働き かけ

●食べ残し ゼロ協力店の拡大

●商慣習の見直し 「 販売期限延長」 に向けた検討

●未利用食品の再利用に向けた働き かけ

●講習や訪問などの機会をと ら えた事業者への啓発の実施

計画期間

R6
(2 0 2 4 )

R1 2
(2 0 3 0 )

R2 2
(2 0 4 0 )

①　 環境学習の推進

●「 なごや環境大学」 を活用し た人づく り ・ 人の輪づく り の推進

●学習拠点における 環境学習の推進

●幼稚園・ 保育所・ 学校等における 環境学習の推進

②　 情報発信と 行動の展開

●地域へのSD G s の浸透を はかる取り 組みの推進

●環境デーなごや等を活用し た３ Ｒ の取り 組みの呼びかけ

●３ Ｒ の取り 組みの意義・ 成果の発信

●多様な媒体を 活用し た情報の発信

●事業者・ 大学等と 連携し た情報の発信

●なごや SD G s グリ ーン パート ナーズを 活用し た事業者
によ る３ Ｒ の推進

●市役所によ る率先行動

検討・ 実施

検討・ 実施

実施

実施

実施

検討・ 実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施
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■施策２ 　 ２ Ｒ （ リ デュ ース・ リ ユース） の推進

■施策３ 　 分別・ リ サイ ク ルの推進

計画期間

R6
(2 0 2 4 )

R1 2
(2 0 3 0 )

R2 2
(2 0 4 0 )

③　 使い捨てプラ スチッ ク の削減

●事業者と 連携し た使い捨てプラ スチッ ク の削減

●２ Ｒ 推進実行委員会と 連携し た新たな仕組みづく り の
検討

●マイ ボト ル・ マイ カ ッ プの利用促進

④　 食品ロ スの削減

●協働によ る 食品ロ ス削減運動の展開

●食品ロ ス削減行動を する 市民の拡大

●事業者の食品ロ ス削減に向けた働き かけ

⑤　 モノ を 大切にする 意識の醸成

●事業者と 連携し たリ ユース事業の実施

●アッ プサイ ク ルの普及促進

●リ ユースの啓発と 取り 組み支援

●長く 使う 、 直し て使う 意識の醸成

計画期間

R6
(2 0 2 4 )

R1 2
(2 0 3 0 )

R2 2
(2 0 4 0 )

⑥　「 分かり やすい・ 分けやすい」 区分によ る分別収集の実施

●紙製容器包装と 雑がみの一括収集

●プラ スチッ ク 資源の一括収集

●その他分別区分の見直し の検討

⑦　 分別意識のさ ら なる向上

【
家
庭
系
】

●タ ーゲッ ト に応じ た効果的な広報

●分別排出の推進

●住宅管理会社と の連携

●地域と の協働

【
事
業
系
】

●事業系ご み（ 古紙・ 生ごみ・ プ ラ スチッ ク ） の分別・
資源化の促進

●条例等に基づく 立入調査の実施

●中小事業所への啓発

●許可業者と 連携し た排出事業者への働き かけ

検討・ 実施

検討・ 実施

検討・ 実施

検討・ 実施

検討・ 実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

検討（ 検討を 踏まえ対応）
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■施策４ 　 安心・ 安全で適正な収集・ 処理体制の確保

計画期間

R6
(2 0 2 4 )

R1 2
(2 0 3 0 )

R2 2
(2 0 4 0 )

⑨　 社会課題に対応し た収集・ 処理の推進

●高齢者等の排出弱者への支援

●一時多量ごみ等への対応

●自己搬入の利便性向上の検討

●社会情勢の変化を 踏まえた収集体制の検討

●収集・ 処理時の火災・ 発火防止対策の推進

●適正処理困難物等への対応

●収集時の環境負荷の低減

●可燃ごみ指定袋へのバイオマスプラ スチッ ク の導入促進

●大規模災害・ 感染症への備え

⑩　 計画的かつ環境に配慮し た施設整備

●焼却工場の整備

●資源選別・ 保管施設、 破砕施設等の整備

⑪　 長期的かつ安定的な埋立処分場の確保

●処分場の負荷軽減

●処分場の適正管理

●広域処分場の活用

●新規処分場の検討

計画期間

R6
(2 0 2 4 )

R1 2
(2 0 3 0 )

R2 2
(2 0 4 0 )

⑧　 リ サイ ク ルのさ ら なる推進

●集団資源回収団体等への支援

●古紙持ち 去り 防止対策の推進

●アルミ 缶等持ち 去り 防止対策の推進

●拠点回収（ 小型家電・ 充電式家電、 食用油） の実施

●事業者によ るプラ スチッ ク 資源の自主回収の推進

●生ごみ堆肥化の促進

●草木類のリ サイ ク ルに向けた検討

●新たな品目のリ サイ ク ルや処理ルート の検討

検討・ 実施

検討・ 実施

検討・ 実施

検討・ 実施

調査・ 検討

実施

実施

実施

実施

検討・ 実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

検討（ 検討を 踏まえ対応）

検討（ 検討を 踏まえ対応）

検討（ 検討を 踏まえ対応）

関係機関に働きかけ
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■施策５ 　 快適に住み続けら れるまちづく り

計画期間

R6
(2 0 2 4 )

R1 2
(2 0 3 0 )

R2 2
(2 0 4 0 )

⑫　 循環型社会に向けた社会経済システムの構築

●資源循環と ビジネスが融合し た社会の形成

●拡大生産者責任の徹底に向けた国への働き かけ

●廃棄物処理における D X 化の推進

●家庭ごみコ スト 負担のあり 方についての検討

●事業者の自己処理責任の徹底

●脱炭素先行地域における 持続可能なまち に向けた仕組
みづく り

⑬　 き れいなまちづく り

●不法投棄防止対策の推進

●ポイ 捨て防止対策・ ク リ ーン 活動の推進

●カ ラ スによ る散乱被害対策の推進

検討・ 実施

検討・ 実施

実施

実施

実施

実施

関係機関に働きかけ

検討（ 検討を 踏まえ対応）

検討（ 検討を 踏まえ対応）
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し 尿の理想的な処理は下水道処理であり 、 本市においては、 明治時代から 下水道の整備事業

を開始し 、 途中戦争による中断があっ たも のの、 着実に下水道の整備拡大を進めてき まし た。

その結果、 令和５ （ 2 02 3 ） 年３ 月末現在では、 下水処理区域（ 以下、「 処理区域」 と いう 。）

の面積は、 市街化区域の9 6 .4 パーセン ト にあたる2 9 ,1 6 4 ヘク タ ールと なり 、 市の総人口の

99 .4 パーセン ト にあたる2 3 0 万5 ,9 0 0 人の市民が下水道を 利用でき る こ と と なり まし た。 今

後も 処理区域を拡大し ていく 予定です。

し かし 、 今後の下水道の普及率の上昇に伴い、 く み取り 便所及び浄化槽の設置数は、 徐々に

減少するも のと 予測さ れますが、 処理区域にあっ ても 未水洗化家屋が残存し ている現状から 、

今後も く み取り 便所及び浄化槽が残るも のと 予測さ れます。

こ のよう な状況の下で、 市民の衛生的な生活環境の確保のため、 く み取り 便所のし 尿（ 以下、

「 し 尿」 と いう 。） 及び浄化槽清掃時に発生する汚泥（ 以下、「 浄化槽汚泥」 と いう 。） の処理に

ついては、 引き続き 、 その適正処理体制を確保する必要があり 、 本市のし 尿及び浄化槽汚泥処

理の施策の基本事項を「 し 尿等処理基本計画」 と し て定めます。

なお、 災害時のし 尿処理については、「 名古屋市災害廃棄物処理計画」 に基づき 、 適正かつ

円滑な処理を実施し 、 早期の復旧・ 復興を目指し ます。

処理区域においては、 し 尿及び浄化槽汚泥の収集を行う と と も に、 その適正処理の確保を図

り つつ、 水洗化の普及促進に努めていきます。

下水処理区域外（ 以下、「 処理区域外」 と いう 。） においても 同様に、 し 尿及び浄化槽汚泥の

収集を行う と と も に、 その適正処理の確保を図り ます。

計画期間は、 令和６ （ 2 0 24 ） 年度から 令和2 2 （ 2 0 4 0 ） 年度までと し ます。

計画期間中に諸条件の大きな変動があっ た場合は、 適切な見直し を行います。

１ 　 処理区域内

２ 　 処理区域外

３ 　 計画期間

8 8

計画の策定にあたって

計画の基本方針

第1 章

第2 章

569



（ １ ） 下水道整備

下水道未整備地域については、 土地区画整理事業などと 整合を図り ながら 整備を進めていま

す。

（ １ ） 処理区域内

処理区域においては、 水洗化促進のため、 引き 続き 戸別訪問による普及活動を進めると と も

に、 く み取り 便所等の改造のための助成制度をより 一層活用し 、 普及促進を図っ ていき ます。

（ ２ ） し 尿等の処理量の将来予測

将来のし 尿等の処理量は過去の実績を も と に予測し まし た。 (P9 1 「 し 尿等の処理量の実績

と 推計値」 を参照)

（ ２ ） 処理区域外

処理区域外においては、 下水道整備事業の進捗により 対象範囲が狭まり つつあるこ と から 、

く み取り 便所や浄化槽設置家屋のデータ 把握に努め、 新たに下水管工事を行う 地区への事前説

明会の開催等で効率的な普及促進に努めていき ます。

１ 　 し 尿等の処理量の将来予測

２ 　 水洗化等普及促進

（ 単位： キロリ ッ ト ル）

令和４ （ 2 0 2 2 ） 年度 令和1 2 （ 2 0 3 0 ） 年度 令和2 2 （ 2 04 0 ） 年度

し 尿 8 ,8 0 4 8 ,4 7 5 8 ,3 0 1

浄化槽汚泥 20 ,8 0 4 1 5 ,1 1 4 1 2 ,0 9 1

8 9
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（ １ ） し 尿

ア　 体制

現在、 し 尿の収集及び運搬は、 ３ 環境事業所（ 北・ 中川・ 緑） で実施し ています。

イ 　 収集回数等

収集回数は、 一般家庭においては、 今後と も 概ね月２ 回と し 、 長期にわたり あら かじ め収集

日を予定表でお知ら せする計画収集を継続し ます。 また、 仮設便所の収集においては、 現在の

収集申込受付時に収集時期を決定する方法を継続し ます。

（ １ ） 処分方法

自然環境の保全の観点と 市民の衛生的な生活環境の確保のため、 全量下水道による処分を継

続し ます。

（ ２ ） 浄化槽汚泥

浄化槽汚泥の収集及び運搬は許可業者によるも のと し 、 こ れら の許可業者に対し 立入検査等

を行い、 適正な収集及び運搬が行われるよう 指導し ます。

（ ２ ） 施設

現在、 し 尿及び浄化槽汚泥の処分は、 ３ 作業場（ 下飯田・ 港・ 内田橋） で実施し ており 、 引

き 続き 安定的な処分を行う ために、 適切な施設運営に努めていき ます。

３ 　 収集・ 運搬計画

４ 　 処分計画

9 0
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〈 し 尿等の処理量の実績と 推計値〉

※令和５ 年９ 月まで浄化槽汚泥の比重を１ と し ていまし たが、 実績に基づき、 令和５ 年1 0 月から 比重を1 .1 に変更し まし た。

（ キロリ ッ ト ル）

浄化槽汚泥

し 尿

実績値 推計値

平成3 0
2 0 1 8

2 21 2令和4
2 0 4 02 0 3 02 0 2 2
（ 年度）

和暦
西暦

0

5 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0

1 5 ,0 0 0

2 0 ,0 0 0

2 5 ,0 0 0

3 0 ,0 0 0

9 1
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一般廃棄物処理基本計画の改定に関する懇談会

６ 次計画を策定するにあたり 、 専門的知見を踏まえた意見を聴取するため、 学識経験者等か

ら 構成する一般廃棄物処理基本計画の改定に関する懇談会を令和元（ 2 01 9 ） 年度から 令和５

（ 2 0 23 ） 年度にかけて1 0 回開催し まし た。（ 令和２ 年６ 月までに５ 回開催し た後、 新型コ ロナ

ウイルスの感染拡大による社会情勢の変化などを踏まえるため、 約２ 年間開催を中断し まし た。）

【 一般廃棄物処理基本計画の改定に関する懇談会　 構成員名簿】

氏　 名 役　 職（ 令和５ （ 20 2 3 ） 年1 0 月3 0日時点）

浅井　 秀子 名古屋市保健環境委員会　 会長

東　 　 珠実 椙山女学園大学　 現代マネジメ ント 学部　 教授

稲葉　 陸太
国立研究開発法人国立環境研究所　 資源循環領域

（ 資源循環社会システム研究室） 主任研究員

宇佐見　 孝 愛知中小企業家同友会　 理事

小林　 富雄 日本女子大学　 家政学部家政経済学科　 教授

野口　 定久
佐久大学　 人間福祉学部　 教授

日本福祉大学　 名誉教授

（ 5 0 音順、 敬称略）

9 2
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名古屋市環境局ごみ減量部減量推進室

〈 令和 6 年 4 月 1 日から 組織名称が変更になり ます。〉

名古屋市環境局資源循環部資源循環企画課

〒4 6 0 -8 50 8 名古屋市中区三の丸三丁目１ 番１ 号

電話 : 0 52-9 72-239 8

FAX： 0 52-9 72-4 133

E-m ail：  a2378 @ kankyokyoku.city.nagoya.lg .jp
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名古屋市告示第 177 号 

 

      市議会の議決を経た予算の要領 

       

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第 219 条第 2 項の規定により、令和 6 年 

 3 月21日本市市会本会議において議決された予算の要領を次のとおり公表しま 

す。 

     

    令和 6 年 3 月28日 

        

                               名古屋市長  河  村  た か し  

 

 1   令和 5 年度名古屋市水道事業会計補正予算（第 2 号） 

                                    

                      名古屋市財政局財政部財政課 
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名古屋市告示第 178 号 

 

      市議会の議決を経た予算の要領 

       

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第 219 条第 2 項の規定により、令和 6 年

 3 月21日本市市会本会議において議決された予算の要領を次のとおり公表しま

す。 

     

    令和 6 年 3 月28日 

        

                               名古屋市長  河  村  た か し  

     

 1   令和 6 年度名古屋市一般会計予算 

 2   令和 6 年度名古屋市国民健康保険特別会計予算 

 3   令和 6 年度名古屋市後期高齢者医療特別会計予算 

 4   令和 6 年度名古屋市介護保険特別会計予算 

 5  令和 6 年度名古屋市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 

 6  令和 6 年度名古屋市市場及びと畜場特別会計予算 

 7  令和 6 年度名古屋市名古屋城天守閣特別会計予算 

  8    令和 6 年度名古屋市土地区画整理組合貸付金特別会計予算 

 9  令和 6 年度名古屋市市街地再開発事業特別会計予算 

10 令和 6 年度名古屋市墓地公園整備事業特別会計予算 

11  令和 6 年度名古屋市用地先行取得特別会計予算 

12  令和 6 年度名古屋市公債特別会計予算 

13  令和 6 年度名古屋市水道事業会計予算 

14  令和 6 年度名古屋市工業用水道事業会計予算 

15  令和 6 年度名古屋市下水道事業会計予算 

16  令和 6 年度名古屋市自動車運送事業会計予算 

17 令和 6 年度名古屋市高速度鉄道事業会計予算 

18 令和 6 年度名古屋市一般会計補正予算（第 1 号） 
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名古屋市財政局財政部財政課 
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令和 6年度名古屋市一般会計予算 
 
令和 6年度名古屋市一般会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
（歳入歳出予算） 

第 1 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,485,300,000 千円と定め 

る。 
 2   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出 
予算」による。 

 
（繰越明許費） 

第 2 条  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第 1 項の規定により翌 
年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表繰越明許費」によ 
る。 

 
（債務負担行為） 

第 3 条  地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることがで 
きる事項、期間及び限度額は、「第 3 表債務負担行為」による。 

 
（地方債） 

第 4 条  地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の 
起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 4 表地方債」 
による。 

 
（一時借入金） 

第 5 条  地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最 
高額は、100,000,000 千円と定める。 

 
 
 

579



 

（歳出予算の流用） 
第 6 条  歳出予算の各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額 

に過不足を生じた場合は、地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により 

これらの各項の経費の金額を同一款内の各項の間で流用することができるこ 

とと定める。 
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第 1 表  歳入歳出予算

     歳      入

1 市 税 627,631,000

1 市 民 税 299,040,000

2 固 定 資 産 税 238,594,000

3 軽 自 動 車 税 3,269,000

4 市 た ば こ 税 17,190,000

5 事 業 所 税 17,138,000

6 都 市 計 画 税 52,400,000

2 地 方 譲 与 税 6,267,100

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 2,058,000

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 3,495,000

3 森 林 環 境 譲 与 税 275,000

4 特 別 と ん 譲 与 税 406,000

5 航 空 機 燃 料 譲 与 税 100

6 石 油 ガ ス 譲 与 税 33,000

3 県 税 交 付 金 93,990,000

1 利 子 割 交 付 金 205,000

2 配 当 割 交 付 金 3,577,000

3 株式等譲渡所得割交付金 2,837,000

4 分離課税所得割交付金 753,000

5 法 人 事 業 税 交 付 金 11,197,000

6 地 方 消 費 税 交 付 金 58,800,000

7 ゴルフ場利用税交付金 84,000

8 環 境 性 能 割 交 付 金 2,533,000

9 軽 油 引 取 税 交 付 金 13,910,000

10 自 動 車 取 得 税 交 付 金 94,000

款 項 金 額
千円
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4 国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

9,000

1
国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

9,000

5 地 方 特 例 交 付 金 16,345,000

1 地 方 特 例 交 付 金 16,200,000

2

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
感 染 症 対 策
地 方 税 減 収 補  
特 別 交 付 金

145,000

6 地 方 交 付 税 3,200,000

1 地 方 交 付 税 3,200,000

7 交通安全対策特別交付金 800,000

1 交通安全対策特別交付金 800,000

8 使 用 料 及 び 手 数 料 39,568,213

1 使 用 料 30,390,414

2 手 数 料 5,801,074

3 診 療 収 入 1,903,294

4 介 護 収 入 728,907

5 支 援 収 入 744,524

9 国 庫 支 出 金 270,391,139

1 負 担 金 219,629,187

2 補 助 金 50,003,205

3 委 託 金 758,747

10 県 支 出 金 79,398,784

1 負 担 金 57,188,931

2 補 助 金 17,869,118

3 委 託 金 4,340,735

11 財 産 収 入 7,515,477

1 財 産 運 用 収 入 2,558,465

2 財 産 売 払 収 入 4,957,012

款 項 金 額
千円
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12 寄 附 金 13,172,724

1 寄 附 金 13,172,724

13 繰 入 金 59,608,549

1 他 会 計 繰 入 金 21,017,153

2 基 金 繰 入 金 38,591,396

14 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

15 諸 収 入 100,170,013

1 延滞金、加算金及び過料 184,056

2 預 金 利 子 7,663

3 他会計貸付金元利収入 372,145

4 貸 付 金 元 利 収 入 60,323,934

5 受 託 事 業 収 入 1,711,184

6 収 益 事 業 収 入 9,015,114

7 雑 入 28,555,917

16 市 債 167,233,000

1 市 債 167,233,000

1,485,300,000

款 項 金 額

歳 入 合 計

千円

583



     歳      出

7
定 額 減 税 補 足 給 付 金
給 付 事 業 費

13,876,000

5

6

7

款 項

2

3

4

6

1

3

議 会 費 1,851,728

40,320,038

8,330,862

選 挙 費

議 会 費

総 務 費

健 康 福 祉 費

金 額

2

衛 生 研 究 所 費

1

35,641

徴 税 費

防 災 危 機 管 理 費

総 務 管 理 費

財 務 管 理 費

環 境 衛 生 費

139,506,067

1,851,728

保 健 所 費

89,709,063

5,742,398

25,444,155

社 会 福 祉 費

2,744,497

5

7,916,624

8,711,246

264,658

717,713

統 計 調 査 費

1,185,007

380,886,929

1

64,103,041

1

生 活 保 護 費

8

子 ど も 青 少 年 費

介 護 保 険 費

3

国 民 年 金 費4

10

1

子 ど も 青 少 年 費

環 境 費

195,069,088

環 境 事 業 費

環 境 保 全 費 3,345,142

4

34,643,066

5

2

1

37,988,208

2

国 民 健 康 保 険 費

9

老 人 福 祉 費

33,942,779

18,716,274公 衆 衛 生 費

195,069,088

260,942

千円
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10,036,696

7

7,489,837

1

3 35,897,859

397,776

産 業 費

70,219,072

69,821,296

区 役 所 費

2

1

1

2

3

6

2

5

1

2

2

3

1 観 光 交 流 費

8 観 光 文 化 交 流 費

2

6

1

項

市 民 生 活 費

ス ポ ー ツ 市 民 費

款

1

10

11

12

9

消 防 費

44,467,278

ス ポ ー ツ 費

名 古 屋 城 費

緑 政 土 木 費

工 業 研 究 所 費

4

教 育 費

経 済 費

住 宅 都 市 費

住 宅 費

3

10,196,231中 学 校 費

94,778,062

11,618,290消 防 費

10,195,521

小 学 校 費

教 育 総 務 費

16,678,016

21,278,434

11,618,290

6,402,015

43,697,856

22,419,422

道 路 橋 り よ う 費

都 市 計 画 費

街 路 費

4,313,997

12,563,534治 水 費

緑 政 費

農 政 費

土 木 管 理 費

文 化 交 流 費

3,550,427

83,265,872

2,172,272

1,079,582

金 額

3,179,472

27,305,346

32,664,288

1,151,217

千円
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11

1 100,000

23,555,144

幼 稚 園 費

高 等 学 校 費

5

6

4

7

14 公 債 費

款

13 職 員 費 285,260,359

14,523,180

生 涯 学 習 費

項

9

2,400,658

199,508

8

41,355,447

5,133,923

特 別 支 援 学 校 費

449,299

53,016,809

7,803,544

132,723,715

136,563,427

金 額

私 学 振 興 費

大 学 費

815,214

総 務 職 員 費

100,000

132,723,715

予 備 費

7,041,370

11,398,168

消 防 職 員 費

公 債 費

公 営 企 業 会 計 支 出 金

2

議 会 職 員 費

8

環 境 職 員 費

573,393

7

1

財 政 職 員 費 7,640,548

19,126,868

16

子 ど も 青 少 年 職 員 費

観 光 文 化 交 流 職 員 費

ス ポ ー ツ 市 民 職 員 費

3

経 済 職 員 費

諸 支 出 金

1

15

5

14

12

9

23,099,287

24,393,560

健 康 福 祉 職 員 費

13,393,495

6

13

1,482,465

予 備 費

住 宅 都 市 職 員 費

10

1

53,016,809

4

緑 政 土 木 職 員 費

教 育 職 員 費

防 災 危 機 管 理 職 員 費

2,020,155

千円
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市設建築物の施設営繕 800,000

款 項 金 額

土地区画整理事業 800,000

2 住 宅 費 市営住宅の建設 500,000

10 住 宅 都 市 費 1 都 市 計 画 費 都市整備 1,100,000

東山総合公園の維持・ 600,000
整備

整備

5 緑 政 費 公園の維持・整備 700,000

3 街 路 費 街路の整備 2,000,000

4 治 水 費 河川及び排水路の維持･ 3,000,000

30,000

2 道路橋りよう費 道路及び橋りようの維 2,700,000
持・整備

 第 2 表  繰越明許費

款 項 事　　業　　名 金       額

9 緑 政 土 木 費 1 土 木 管 理 費 道路の復旧

1,485,300,000歳 出 合 計

千円

千円
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　第 3 表　債務負担行為

期　　　　間 限　　　　度　　　　額

職員認証システムの開発・保守業務委 令和 7 年度 2,090,000

託 から

令和11年度

まで

愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技 令和 7 年度 6,575,000

大会組織委員会負担金 から

令和 8 年度

まで

アジア・アジアパラ競技大会愛知・名 令和 7 年度 43,000

古屋合同準備会負担金 から

令和 8 年度

まで

市公式ウェブサイトのシステム開発・ 令和 7 年度 352,000

保守業務委託 から

令和12年度

まで

電子調達システムの開発・保守業務委 令和 7 年度 2,243,000

託 から

令和10年度

まで

選挙人名簿等システムの開発・保守業 令和 7 年度 121,000

務委託 から

令和11年度

まで

税務総合情報システムの開発業務委託 令和 7 年度 1,216,000

事　　　　　　　　　項
千円
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期　　　　間 限　　　　度　　　　額

災害時要援護者名簿システムの開発・ 令和 7 年度 112,000

保守業務委託 から

令和12年度

まで

厚生院の改修工事 令和 7 年度 950,000

前津福祉会館の複合化整備 令和 7 年度 392,000

から

令和10年度

まで

食肉衛生検査所の空調設備更新工事 令和 7 年度 69,000

八事斎場再整備事業モニタリング支援 令和 7 年度 58,000

業務委託 から

令和10年度

まで

八事霊園・斎場管理事務所の改築 令和 7 年度 36,000

港保健センター南陽分室仮設庁舎の賃 令和 7 年度 362,000

借 から

令和10年度

まで

児童福祉システムの開発業務委託 令和 7 年度 579,000

から

令和 8 年度

まで

公立保育所のリニューアル改修に係る 令和 7 年度 666,000

仮設園舎の賃借 から

令和 8 年度

まで

事　　　　　　　　　項
千円
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期　　　　間 限　　　　度　　　　額

公立保育所のリニューアル改修工事 令和 7 年度 487,000

公立保育所リニューアル改修の設計 令和 7 年度 80,000

前津児童館の複合化整備 令和 7 年度 725,000

から

令和10年度

まで

中村児童館のリニューアル改修工事 令和 7 年度 152,000

名城公園雨庭等の整備 令和 7 年度 20,000

可燃・不燃・粗大ごみ及びプラスチッ 令和 7 年度 5,793,000

ク資源の収集委託 から

令和11年度

まで

ごみ収集車両等の購入 令和 7 年度 149,000

愛岐処分場の電気設備改修工事 令和 7 年度 20,000

戸籍電算システムの開発業務委託 令和 7 年度 615,000

住民記録システム等のコンビニ交付対 令和 7 年度 149,000

応改修業務委託 から

令和 8 年度

まで

中村区役所等複合庁舎・地下鉄本陣駅 令和 7 年度 4,100,000

間地下通路の整備 から

令和11年度

まで

事　　　　　　　　　項
千円
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期　　　　間 限　　　　度　　　　額

南陽支所仮設庁舎の賃借 令和 7 年度 635,000

から

令和10年度

まで

総合体育館レインボープールの改修工 令和 7 年度 1,089,000

事

瑞穂公園ラグビー場の改修工事 令和 7 年度 450,000

稲永スポーツセンターの改修工事 令和 7 年度 4,043,000

港サッカー場の改修工事 令和 7 年度 597,000

東山公園テニスセンターの改修工事 令和 7 年度 2,055,000

から

令和 8 年度

まで

金城ふ頭アリーナの改修工事 令和 7 年度 1,692,000

中小企業振興会館の空調設備改修工事 令和 7 年度 44,000

ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策 令和 7 年度 170,000

経営支援資金の貸付利率の引き下げ から

令和16年度

まで

国際展示場第2展示館の改築 令和 7 年度 20,812,000

から

令和11年度

まで

事　　　　　　　　　項
千円
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期　　　　間 限　　　　度　　　　額

国際展示場第2展示館改築事業モニタ 令和 7 年度 48,000

リング支援業務委託 から

令和11年度

まで

国際会議場の改修工事 令和 7 年度 45,082,000

から

令和 8 年度

まで

国際会議場整備事業モニタリング支援 令和 7 年度 49,000

業務委託 から

令和 8 年度

まで

市指定文化財岡家住宅整備基本計画の 令和 7 年度 24,000

策定

中村文化小劇場の舞台設備改修工事 令和 7 年度 104,000

南文化小劇場の舞台設備改修工事 令和 7 年度 115,000

県指定文化財伊藤家住宅の改修工事 令和 7 年度 77,000

名古屋城重要文化財建造物等保存活用 令和 7 年度 16,000

計画の策定

名古屋城所蔵文化財の修復 令和 7 年度 13,000

から

令和 8 年度

まで

事　　　　　　　　　項
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期　　　　間 限　　　　度　　　　額

土木積算システムの開発業務委託 令和 7 年度 404,000

工事用資材価格調査 令和 7 年度 15,000

道路維持作業用車両の購入 令和 7 年度 20,000

天白土木事務所の屋根等改修工事 令和 7 年度 65,000

久田良木川排水機場の排水樋門更新工 令和 7 年度 250,000

事

文斉橋の改築 令和 7 年度 202,000

舗装道の補修 令和 7 年度 1,000,000

道路照明の賃借 令和 7 年度 517,000

から

令和16年度

まで

街路樹の維持管理 令和 7 年度 90,000

県道春日井長久手線の整備 令和 7 年度 100,000

名城公園北園・地下鉄名城公園駅間地 令和 7 年度 1,425,000

下横断歩道の整備

側溝改良 令和 7 年度 130,000

正木橋の補修 令和 7 年度 195,000

事　　　　　　　　　項
千円
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期　　　　間 限　　　　度　　　　額

笠寺橋の補修 令和 7 年度 85,000

喜惣治橋の耐震補強 令和 7 年度 80,000

名師橋の耐震補強 令和 7 年度 100,000

大当郎橋の耐震補強 令和 7 年度 150,000

瓶屋橋の改築 令和 7 年度 50,000

八熊橋の改築 令和 7 年度 60,000

柳瀬橋の改築 令和 7 年度 13,000

両郡橋の改築 令和 7 年度 170,000

本宮新橋の改築 令和 7 年度 120,000

瑞穂公園陸上競技場周辺道路の整備 令和 7 年度 226,000

交通安全施設の整備 令和 7 年度 210,000

桜山駅自転車駐車場の天井改修工事 令和 7 年度 44,000

一社南自転車駐車場の屋根等改修工事 令和 7 年度 14,000

事　　　　　　　　　項
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期　　　　間 限　　　　度　　　　額

水分橋の改築 令和 7 年度 80,000

枇杷島橋の改築 令和 7 年度 211,000

堀川の整備 令和 7 年度 1,050,000

から

令和 8 年度

まで

境川の整備 令和 7 年度 60,000

戸田川排水機場の電気設備改修工事 令和 7 年度 220,000

排水施設整備 令和 7 年度 200,000

大江川の盛土工事 令和 7 年度 2,405,000

公園遊具等の更新工事 令和 7 年度 111,000

名城公園の整備 令和 7 年度 440,000

庄内緑地の整備 令和 7 年度 94,000

若宮大通公園スケート広場の整備 令和 7 年度 155,000

東山動植物園アジアの熱帯雨林エリア 令和 7 年度 1,663,000

の整備 から

令和 8 年度

まで

事　　　　　　　　　項
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期　　　　間 限　　　　度　　　　額

東山動植物園アジアの高地エリアの整 令和 7 年度 281,000

備

東山動植物園アフリカゾーンの整備 令和 7 年度 145,000

連節バスの製造 令和 7 年度 260,000

名古屋駅東側駅前広場等の再整備 令和 7 年度 104,000

から

令和 8 年度

まで

名古屋駅西側駅前広場等の再整備 令和 7 年度 1,182,000

から

令和 8 年度

まで

名古屋競馬場跡地後利用基盤整備 令和 7 年度 383,000

中志段味特定土地区画整理事業に係る 令和 7 年度 金融機関が当該貸付金の全部又は一部

名古屋まちづくり公社の民間借入金に から を回収できないことにより損失を受け

対する損失補償 令和30年度 たときは、7,987,000千円及び利息相

まで 当額を限度として補償する。

工事事務処理システムの改修業務委託 令和 7 年度 27,000

市営住宅の建設 令和 7 年度 12,530,000

から

令和11年度

まで

事　　　　　　　　　項
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期　　　　間 限　　　　度　　　　額

市設建築物の機能保全改修 令和 7 年度 3,588,000

から

令和 8 年度

まで

中川消防署のリニューアル改修工事 令和 7 年度 1,209,000

から

令和 8 年度

まで

千種消防署のメンテナンス改修工事 令和 7 年度 232,000

消防団詰所の改築 令和 7 年度 240,000

学校教育情報ネットワークシステムの 令和 7 年度 10,807,000

整備 から

令和12年度

まで

就学事務システムの開発・保守業務委 令和 7 年度 242,000

託 から

令和10年度

まで

小学校統合校の整備 令和 7 年度 8,535,000

から

令和 8 年度

まで

橘小学校の複合化整備 令和 7 年度 6,211,000

から

令和10年度

まで

事　　　　　　　　　項
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期　　　　間 限　　　　度　　　　額

小学校校舎等のリニューアル改修工事 令和 7 年度 219,000

小学校の給食用エレベーター更新工事 令和 7 年度 54,000

小学校体育館空調設備整備の設計 令和 7 年度 111,000

小学校公害対策関係校の空調設備改修 令和 7 年度 137,000

工事

小学校給食調理場空調設備の整備 令和 7 年度 105,000

小学校の埋設給排水管改修工事 令和 7 年度 432,000

上志段味中学校の新設 令和 7 年度 4,577,000

中学校校舎等のリニューアル改修工事 令和 7 年度 771,000

中学校のスクールランチ用エレベータ 令和 7 年度 198,000

ー更新工事

中学校公害対策関係校の空調設備改修 令和 7 年度 371,000

工事

中学校埋設給排水管改修の設計 令和 7 年度 4,000

高等学校空調設備の賃借 令和 7 年度 384,000

から

令和20年度

まで

事　　　　　　　　　項
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期　　　　間 限　　　　度　　　　額

天白特別支援学校の増築 令和 7 年度 2,541,000

から

令和 8 年度

まで

西特別支援学校新校舎整備の設計 令和 7 年度 175,000

中生涯学習センターの複合化整備 令和 7 年度 1,961,000

から

令和10年度

まで

博物館のリニューアル改修工事 令和 7 年度 21,750,000

から

令和 9 年度

まで

科学館Ｂ６型蒸気機関車等の展示整備 令和 7 年度 646,000

事　　　　　　　　　項
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 （変 更 分）

大曽根土地区画整理事業に 令和 5 年度 金融機関が当該貸付 令和 6 年度 金融機関が当該貸付

伴う移転資金特別融資に係 から 金の全部又は一部を から 金の全部又は一部を

る取扱金融機関に対する損 令和 6 年度 回収できないことに 令和 7 年度 回収できないことに

失補償 まで より損失を受けたと まで より損失を受けたと

（令和5年第1号議決） きは、264千円を限度 きは、162千円を限度

として補償する。あ として補償する。あ

名古屋高速道路公社の民間 令和 5 年度 270,781,000 令和 6 年度 261,458,000

借入金に対する債務保証 から 外に利息相当額 から 外に利息相当額

（令和5年第1号議決） 令和26年度 令和27年度

まで まで

名古屋高速道路公社の国か 令和 5 年度 27,535,000 令和 6 年度 25,284,000

らの借入金に対する債務保 から から

証 令和25年度 令和26年度
（令和5年第1号議決） まで まで

事             項
      変       更       前       変       更       後

    限   度   額     限   度   額千円 千円期 間 期 間
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  第 4 表  地方債

    起  債  の  目  的 起債の方法 利   率

公共土木事業費 31,867,000

公園緑地整備費 17,892,000

農業振興施設整備費 289,000

住宅建設費 3,042,000

施設営繕費 2,205,000

消防施設整備費 5,493,000

義務教育施設整備費 3,909,000

高等学校整備費 985,000

幼稚園整備費 36,000

生涯学習施設整備費 1,311,000

国際空港整備資金貸付金 10,000

都市高速鉄道事業補助金 481,000

高速道路建設資金貸付金 3,962,000

高速道路事業出資金 1,528,000

市立大学施設整備補助金 17,464,000

市立大学施設整備資金貸付金 6,122,000

水道事業出資金 21,000

高速度鉄道事業補助金 1,186,000

高速度鉄道事業出資金 3,527,000

臨時財政対策債 2,000,000

調整債 24,000,000

            計 167,233,000

環境保全施設整備費 32,000 について、利 し、もしくは繰上償還又は

霊園斎場整備費 423,000

で借り入れる

政府資金及び

  限 度 額

普通貸借又は 年5.0％以内

償 還 の 方 法

社会福祉施設整備費 1,458,000 起債年度より据置期間をふ

老人福祉施設整備費 531,000 証券発行 （ただし、利 くめ、40年度間以内に毎年

生活保護施設整備費 2,218,000 率見直し方式 元利もしくは元金均等の方

公衆衛生施設整備費 300,000

保健所整備費 67,000

子ども青少年施設整備費 901,000 金融機構資金 置期間及び償還期限を短縮

7,075,000

地方公共団体 だし、財政の都合により据

区役所整備費 414,000 行った後にお 政府資金を借り入れる場合

法により、又は満期日に元

金を一括して償還する。た

率の見直しを 借換えすることができる。廃棄物処理施設整備費

地域振興施設整備費 330,000 いては、当該 は、その融資条件による。

スポーツ施設整備費 25,290,000

率）

文化交流施設整備費 488,000

見直し後の利

産業施設整備費 54,000

名古屋城整備費 290,000

工業研究所整備費 32,000

千円
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令和 6 年度名古屋市国民健康保険特別会計予算 

 
令和 6 年度名古屋市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによ 

る。 
 
（歳入歳出予算） 

第 1 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 212,904,031 千円と定める。 
 2   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出 
予算」による。 
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第 1 表  歳入歳出予算

     歳      入

1 国 民 健 康 保 険 収 入 187,459,875

1 保 険 料 45,130,387

2 手 数 料 1,500

3 県 支 出 金 141,363,101

4 諸 収 入 964,887

2 繰 入 金 25,444,155

1 他 会 計 繰 入 金 25,444,155

3 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

212,904,031

     歳      出

1 国 民 健 康 保 険 費 212,884,031

1 事 業 費 212,884,031

2 予 備 費 20,000

1 予 備 費 20,000

212,904,031

款 項 金 額

歳 出 合 計

款 項 金 額

歳 入 合 計

千円

千円
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令和 6年度名古屋市後期高齢者医療特別会計予算 

 

令和 6年度名古屋市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算） 

第 1 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 71,296,412 千円と定める。  

 2   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出 

予算」による。 
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第 1 表  歳入歳出予算

     歳      入

1 後 期 高 齢 者 医 療 収 入 36,850,724

1 保 険 料 35,439,660

2 手 数 料 1

3 諸 収 入 1,411,063

2 繰 入 金 34,445,687

1 他 会 計 繰 入 金 34,445,687

3 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

71,296,412

     歳      出

1 後 期 高 齢 者 医 療 費 71,276,412

1 事 業 費 71,276,412

2 予 備 費 20,000

1 予 備 費 20,000

71,296,412

款 項 金 額

歳 出 合 計

款 項 金 額

歳 入 合 計

千円

千円
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令和 6  年度名古屋市介護保険特別会計予算 

 
令和 6年度名古屋市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 
（歳入歳出予算） 

第 1 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 218,388,550 千円と定める。 
 2   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出 
予算」による。 

 

（債務負担行為） 

第 2 条  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負 

担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2表債務負担 

行為」による。 
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第 1 表  歳入歳出予算

     歳      入

1 介 護 保 険 収 入 179,837,689

1 保 険 料 46,629,114

2 手 数 料 35,836

3 国 庫 支 出 金 47,463,349

4 支 払 基 金 交 付 金 56,214,760

5 県 支 出 金 29,305,904

6 財 産 収 入 1,153

7 諸 収 入 187,573

2 繰 入 金 35,742,254

1 他 会 計 繰 入 金 33,942,779

2 基 金 繰 入 金 1,799,475

3 繰 越 金 2,808,607

1 繰 越 金 2,808,607

218,388,550

     歳      出

1 介 護 保 険 費 218,368,550

1 事 業 費 214,624,761

2 他 会 計 繰 出 金 934,030

3 基 金 積 立 金 2,809,759

2 予 備 費 20,000

1 予 備 費 20,000

218,388,550歳 出 合 計

歳 入 合 計

款 項 金 額

款 項 金 額
千円

千円
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  第 2 表  債務負担行為

期　　　　間 限　　　　度　　　　額

要介護認定調査の委託 令和 7 年度 784,000
から

令和11年度
まで

介護保険システムの標準化に向けた調 令和 7 年度 135,000
査

事　　　　　　　　　項
千円
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令和 6 年度名古屋市母子父子寡婦福祉資金 
貸 付 金 特 別 会 計 予 算 

 
令和 6 年度名古屋市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は、次に定  

めるところによる。 
 
（歳入歳出予算） 

第 1 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 970,660 千円と定める。 
 2   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出 
予算」による。 
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第 1 表  歳入歳出予算

     歳      入

1

1 事 業 収 入 827,660

2 繰 越 金 143,000

1 繰 越 金 143,000

970,660

     歳      出

1

1 事 業 費 970,660

970,660

款 項 金 額

母子父子寡婦福祉資金
収 入

827,660

款 項 金 額

歳 入 合 計

母子父子寡婦福祉資金
貸 付 金

970,660

歳 出 合 計

千円

千円千円
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令和 6年度名古屋市市場及びと畜場特別会計予算 

 

令和 6年度名古屋市市場及びと畜場特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算） 

第 1 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9,301,538 千円と定める。  

 2   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出 

予算」による。 

 

（債務負担行為） 

第 2 条  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負 

担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2表債務負担 

行為」による。 

   

（地方債） 

第 3 条  地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の 

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3表地方債」 

による。 

 

（歳出予算の流用） 

第 4 条  歳出予算の各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額 

に過不足を生じた場合は、地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により 

これらの各項の経費の金額を同一款内の各項の間で流用することができるこ 

とと定める。 

 

 

 

 

611



第 1 表  歳入歳出予算

     歳      入

1 卸 売 市 場 収 入 4,739,742

1 使 用 料 及 び 手 数 料 2,641,838

2 財 産 収 入 10

3 繰 入 金 130,260

4 繰 越 金 1

5 諸 収 入 638,633

6 市 債 1,329,000

2 食 肉 流 通 施 設 収 入 4,561,796

1 使 用 料 及 び 手 数 料 446,151

2 財 産 収 入 480

3 繰 入 金 2,584,161

4 繰 越 金 1

5 諸 収 入 945,003

6 市 債 586,000

9,301,538歳 入 合 計

款 項 金 額
千円
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     歳      出

1 卸 売 市 場 費 4,739,742

1 事 業 費 2,351,524

2 整 備 費 1,432,499

3 他 会 計 繰 出 金 955,619

4 予 備 費 100

2 食 肉 流 通 施 設 費 4,561,796

1 市 場 費 2,108,430

2 と 畜 場 費 1,383,983

3 他 会 計 繰 出 金 1,069,283

4 予 備 費 100

9,301,538

款 項 金 額

歳 出 合 計

千円
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   第 2 表  債務負担行為

 （変 更 分）

食肉安定集荷事業に係る名 令和 5 年度 金融機関が当該貸付 令和 6 年度 変更前に同じ

古屋食肉市場株式会社の民 から 金の全部又は一部を から

間借入金に対する損失補償 令和 8 年度 回収できないことに 令和 9 年度

（令和5年第6号議決） まで より損失を受けたと まで

きは、2,800,000千円

及び利息相当額を限

度として補償する。

事             項
      変       更       前       変       更       後

期    間     限   度   額 期    間     限   度   額 
千円千円

期　　　　間 限　　　　度　　　　額

1,031,000本場関連業務棟の消火設備改修工事

令和 7 年度 432,000

1,890,000

北部市場エネルギー棟の非常用発電機
改修工事

南部市場本館棟の空調設備等更新工事

南部市場中央監視装置更新工事 令和 7 年度 542,000

事　　　　　　　　　項

令和 7 年度
　　　　から
令和 8 年度
　　　　まで

令和 7 年度
　　　　から
令和 8 年度
　　　　まで

千円
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  第 3 表  地方債

 

計 1,915,000

中央卸売市場整備費 1,329,000 普通貸借又は 年5.0％以内 起債年度より据置期間をふ

起 債 の 目 的   限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

食肉流通施設整備費 586,000 証券発行 （ただし、利 くめ、40年度間以内に毎年

率見直し方式 元利もしくは元金均等の方

で借り入れる 法により、又は満期日に元

政府資金及び 金を一括して償還する。た

地方公共団体 だし、財政の都合により据

金融機構資金 置期間及び償還期限を短縮

について、利 し、もしくは繰上償還又は

率の見直しを 借換えすることができる。

行った後にお 政府資金を借り入れる場合

いては、当該 は、その融資条件による。

見直し後の利

率）

千円
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令和 6年度名古屋市名古屋城天守閣特別会計予算 

 

令和 6 年度名古屋市名古屋城天守閣特別会計の予算は、次に定めるところに  
よる。 

 

（歳入歳出予算） 

第 1 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 811,544 千円と定める。  

 2   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出 

予算」による。 

 

（地方債） 
第 2 条  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起 

こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還 
の方法は、「第 2 表地方債」による。 
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第 1 表  歳入歳出予算

     歳      入

1 名古屋城天守閣事業収入 100,304

1 財 産 収 入 104

2 寄 附 金 100,000

3 諸 収 入 200

2 繰 入 金 325,240

1 他 会 計 繰 入 金 325,240

3 市 債 386,000

1 市 債 386,000

811,544

     歳      出

1 名古屋城天守閣事業費 811,544

1 事 業 費 543,057

2 他 会 計 繰 出 金 168,383

3 基 金 積 立 金 100,104

811,544

款 項 金 額

歳 出 合 計

款 項 金 額

歳 入 合 計

千円

千円千円
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  第 2 表  地方債

 
名古屋城天守閣事業費 386,000 普通貸借又は 年5.0％以内 起債年度より据置期間をふ

起 債 の 目 的   限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

証券発行 （ただし、利 くめ、40年度間以内に毎年

率見直し方式 元利もしくは元金均等の方

で借り入れる 法により、又は満期日に元

政府資金及び 金を一括して償還する。た

地方公共団体 だし、財政の都合により据

金融機構資金 置期間及び償還期限を短縮

について、利 し、もしくは繰上償還又は

率の見直しを 借換えすることができる。

行った後にお 政府資金を借り入れる場合

いては、当該 は、その融資条件による。

見直し後の利

率）

千円
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令和 6 年度名古屋市土地区画整理組合 
貸 付 金 特 別 会 計 予 算 

 
令和 6 年度名古屋市土地区画整理組合貸付金特別会計の予算は、次に定める 

ところによる。 
 
（歳入歳出予算） 

第 1 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 50,000 千円と定める。 
 2   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出 
予算」による。 
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第 1 表  歳入歳出予算

     歳      入

1 事 業 収 入 50,000

1 貸 付 金 収 入 50,000

50,000

款 項 金 額

歳 入 合 計

千円

     歳      出

1 土地区画整理組合貸付金 50,000

1 他 会 計 繰 出 金 50,000

50,000

款 項 金 額

歳 出 合 計

千円
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令和 6 年度名古屋市市街地再開発事業特別会計予算 

 
令和 6 年度名古屋市市街地再開発事業特別会計の予算は、次に定めるところ  

による。 
  
（歳入歳出予算） 

第 1 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 134,517 千円と定める。 
 2   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出 
予算」による。 
 
（地方債） 

第 2 条  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起 
こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還 
の方法は、「第 2 表地方債」による。 
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第 1 表  歳入歳出予算

     歳      入

1 市街地再開発事業収入 20,305

1 国 庫 支 出 金 3,305

2 諸 収 入 17,000

2 繰 入 金 113,212

1 他 会 計 繰 入 金 113,212

3 市 債 1,000

1 市 債 1,000

134,517

款 項 金 額

歳 入 合 計

千円

     歳      出

1 市 街 地 再 開 発 事 業 費 134,517

1 事 業 費 97,015

2 他 会 計 繰 出 金 37,502

134,517

款 項 金 額

歳 出 合 計

千円

- 40 -
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  第 2 表  地方債

 

で借り入れる

置期間及び償還期限を短縮

金を一括して償還する。た

普通貸借又は

し、もしくは繰上償還又は

政府資金及び

くめ、40年度間以内に毎年

元利もしくは元金均等の方

地方公共団体 だし、財政の都合により据

借換えすることができる。

起債年度より据置期間をふ

償 還 の 方 法起 債 の 目 的 起債の方法 利 率  限 度 額

年5.0％以内市街地再開発事業費 1,000

証券発行

法により、又は満期日に元

（ただし、利

率見直し方式

率）

金融機構資金

について、利

率の見直しを

いては、当該

行った後にお

見直し後の利

政府資金を借り入れる場合

は、その融資条件による。

千円

623



 

 

 
令和 6年度名古屋市墓地公園整備事業特別会計予算 

 

令和 6 年度名古屋市墓地公園整備事業特別会計の予算は、次に定めるところ  
による。 
 

（歳入歳出予算） 

第 1 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 734,902 千円と定める。 

 2   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出 

予算」による。 

 

（地方債） 

第 2 条  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起 

こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還 

の方法は、「第 2表地方債」による。 
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第 1 表  歳入歳出予算

     歳      入

1 墓 地 整 備 事 業 収 入 360,946

1 使 用 料 360,945

2 繰 越 金 1

2 公 園 整 備 事 業 収 入 373,956

1 他 会 計 繰 入 金 264,956

2 市 債 109,000

734,902

款 項 金 額

歳 入 合 計

千円

     歳      出

1 墓 地 整 備 事 業 費 360,946

1 事 業 費 17,301

2 他 会 計 繰 出 金 343,645

2 公 園 整 備 事 業 費 373,956

1 事 業 費 154,370

2 他 会 計 繰 出 金 219,586

734,902

款 項 金 額

歳 出 合 計

千円

625



  第 2 表  地方債

 
起債年度より据置期間をふ年5.0％以内

率）

行った後にお

置期間及び償還期限を短縮

金を一括して償還する。た

借換えすることができる。

見直し後の利

し、もしくは繰上償還又は

証券発行

政府資金及び

くめ、40年度間以内に毎年

元利もしくは元金均等の方

地方公共団体 だし、財政の都合により据

法により、又は満期日に元

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

について、利

償 還 の 方 法起 債 の 目 的 起債の方法 利 率  限 度 額

率の見直しを

普通貸借又は公園整備事業費 109,000

いては、当該

政府資金を借り入れる場合

は、その融資条件による。

金融機構資金

千円
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令和 6年度名古屋市用地先行取得特別会計予算 
 

令和 6 年度名古屋市用地先行取得特別会計の予算は、次に定めるところによ 
る。 
 
（歳入歳出予算） 

第 1 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 21,270,383 千円と定める。 
 2   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出 
予算」による。 

                                     
 （繰越明許費） 
第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第 1 項の規定により翌 

年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表繰越明許費」によ 
る。 

 
（地方債） 

第 3 条  地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の 
起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」 
による。 
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第 1 表  歳入歳出予算

     歳      入

1 公共用地先行取得資金収入 7,818,957

1 繰 入 金 24,952

2 振 替 収 入 6,972,005

3 市 債 822,000

2 都市開発用地取得資金収入 13,451,425

1 繰 入 金 442,669

2 振 替 収 入 13,008,756

3 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

21,270,383

款 項 金 額

歳 入 合 計

千円

     歳      出

1 公 共 用 地 先 行 取 得 費 7,818,758

1 取 得 費 828,200

2 他 会 計 繰 出 金 6,990,558

2 都 市 開 発 用 地 取 得 費 13,451,425

1 他 会 計 繰 出 金 13,451,425

3 予 備 費 200

1 予 備 費 200

21,270,383

款 項 金 額

歳 出 合 計

千円
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第 2 表  繰越明許費

1 1 取 得 費 公共用地の先行取得 100,000

款 項 事    業    名 金       額
千円

第 3 表  地方債

 

金を一括して償還する。た

だし、財政の都合により据

くめ、10年度間以内に毎年

元利もしくは元金均等の方

し、もしくは繰上償還又は

証券発行

法により、又は満期日に元

償 還 の 方 法起 債 の 目 的 起債の方法 利 率  限 度 額

年5.0％以内822,000 普通貸借又は公共用地先行取得費 起債年度より据置期間をふ

借換えすることができる。

置期間及び償還期限を短縮

千円

公共用地先行取得費
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令和 6年度名古屋市公債特別会計予算 
 
令和 6年度名古屋市公債特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 
（歳入歳出予算） 

第 1 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 541,486,761 千円と定める。 
 2   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出 
予算」による。 
 
（地方債） 

第 2 条  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起 
こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還 
の方法は、「第 2 表地方債」による。 
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第 1 表  歳入歳出予算

     歳      入

1 公 債 282,493,000

1 公 債 282,493,000

2 財 産 収 入 715,607

1 財 産 運 用 収 入 715,607

3 繰 入 金 258,253,154

1 他 会 計 繰 入 金 216,521,174

2 基 金 繰 入 金 41,731,980

4 繰 越 金 25,000

1 繰 越 金 25,000

541,486,761

款 項 金 額

歳 入 合 計

千円

     歳      出

1 繰 出 金 231,643,000

1 起 債 額 繰 出 231,643,000

2 公 債 費 309,843,761

1 公 債 費 309,843,761

541,486,761

款 項 金 額

歳 出 合 計

千円
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  第 2 表  地方債

 

借換えすることができる。

起債年度より据置期間をふ

償 還 の 方 法起 債 の 目 的 起債の方法 利 率  限 度 額

年5.0％以内借換債 50,850,000 普通貸借又は

くめ、30年度間以内に毎年

元利もしくは元金均等の方

し、もしくは繰上償還又は

証券発行

法により、又は満期日に元

だし、財政の都合により据

置期間及び償還期限を短縮

金を一括して償還する。た

千円
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令和 6年度名古屋市水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第 1 条 令和 6年度名古屋市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第 2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（1） 経 営 計 画 給 水 量   年間 268,640,000 立方メートル 

 （1 日 736,000 立方メートル） 

 給水戸数 1,400,000 戸 

（2） 主要な建設改良事業  水道基幹施設整備及び配水管網整備 

 

 （収益的収入及び支出） 

第 3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収     入 

 千円 

  第 1 款 水 道 事 業 収 益 52,938,242 

    第 1 項  営 業 収 益 51,333,271 

    第 2 項  営 業 外 収 益 1,591,753 

    第 3 項  特 別 利 益 13,218 

 

支     出 

 千円 

  第 1 款 水 道 経 営 費 53,888,121 

    第 1 項  営 業 費 用 47,299,208 

    第 2 項  営 業 外 費 用 6,528,913 

    第 3 項  特 別 損 失 50,000 

    第 4 項  予 備 費 10,000 
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 （資本的収入及び支出） 

第 4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額 

が資本的支出額に対し不足する額 22,398,079 千円は、当年度分損益勘定留保

資金等で補てんするものとする。）。 

 

収     入 

 千円 

  第 1 款 資 本 的 収 入 15,383,395 

    第 1 項  企 業 債 12,400,000 

    第 2 項  出 資 金 354,000 

    第 3 項  他会計貸付金返還金 138,197 

    第 4 項  基 金 収 入 1,106 

    第 5 項  基 金 繰 入 金 759,436 

      第 6 項  そ の 他 資 本 収 入 1,730,656 

 

支     出 

 千円 

  第 1 款 資 本 的 支 出 37,781,474 

    第 1 項  建 設 改 良 費 31,920,239 

    第 2 項  償 還 金 5,860,129 

    第 3 項  投 資 1,106 

 

 （債務負担行為） 

第 5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとお 

 りと定める。 

     事  項          期   間         限 度 額 

  水道施設維持管理             令和 7年度                  200,000 千円 

  水道施設建設      令和 7 年度から令和 9 年度まで     10,000,000千円 

 

 （企業債） 

第 6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお 

 りと定める。 

   起債の目的   水道事業建設改良費にあてるため 
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限 度 額  12,400,000 千円 

   起債の方法  普通貸借又は証券発行 

   利   率  年 5.0％以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び 

          地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後におい 

ては、当該見直し後の利率） 

   償還の方法  起債年度より据置期間をふくめ、40 年度間以内に毎年元利もしくは元 

          金均等の方法により、又は満期日に元金を一括して償還する。ただし、 

          財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還 

          又は借換えすることができる。政府資金を借り入れる場合は、その融 

          資条件による。 

 

 （一時借入金） 

第 7条 一時借入金の限度額は、2,700,000 千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第 8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと 

おりと定める。 

（1） 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の 

 流用 

 

 （他会計からの負担金） 

第 9条 消火栓関係経費、水道料金特例措置及び児童手当にあてるため、一般

会計からこの会計へ負担する金額は、50,886 千円、114,183 千円及び 74,810

千円である。 

 

 （他会計からの出資金） 

第10条 水源施設建設負担金及び脱炭素化推進事業費にあてるため、一般会計

からこの会計が出資を受ける金額は、333,000 千円及び 21,000 千円である。 
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令和 6年度名古屋市工業用水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第 1条 令和 6年度名古屋市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところ 

 による。 

 

 （業務の予定量） 

第 2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（1） 経 営 計 画 給 水 量     年間 23,177,500 立方メートル 

（1日 63,500 立方メートル） 

 事業所数                 110 カ所 

 

 （収益的収入及び支出） 

第 3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収     入 

 千円 

  第 1 款 工業用水道事業収益     1,050,276 

    第 1 項  営 業 収 益 917,707 

    第 2 項  営 業 外 収 益 132,069 

    第 3 項  特 別 利 益 500 

 

支     出 

 千円 

  第 1 款 工業用水道経営費     1,059,297 

    第 1 項    営 業 費 用 976,141 

    第 2 項  営 業 外 費 用 81,656 

    第 3 項  特 別 損 失 500 

    第 4 項  予 備 費 1,000 

 

  

636



 

 

 （資本的収入及び支出） 

第 4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額 

が資本的支出額に対し不足する額 395,121 千円は、当年度分損益勘定留保資 

金等で補てんするものとする。）。 

 

収     入                          

 千円 

  第 1 款 資 本 的 収 入 42,201 

    第 1 項  出 資 金 2,051 

        第 2 項       そ の 他 資 本 収 入  40,150 

 

支     出                          

 千円 

  第 1 款 資 本 的 支 出 437,322 

    第 1 項  建 設 改 良 費 299,125 

    第 2 項  他会計借入金返還金 138,197 

  

 （債務負担行為） 

第 5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとお 

りと定める。 

事  項         期   間         限 度 額 

   工業用水道施設維持管理    令和 7 年度          100,000 千円 

   工業用水道施設建設       令和 7 年度         200,000 千円 

 

（一時借入金） 

第 6条 一時借入金の限度額は、100,000 千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第 7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと 

おりと定める。 

（1） 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の 

流用 
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 （他会計からの負担金） 

第 8条 児童手当にあてるため、一般会計からこの会計へ負担する金額は、 

440 千円である。 

 

 （他会計からの出資金） 

第 9条 水源施設建設負担金にあてるため、一般会計からこの会計が出資を受 

 ける金額は、2,051 千円である。 
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        令和 6年度名古屋市下水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第 1 条 令和 6 年度名古屋市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによ 

る。 

 

 （業務の予定量） 

第 2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（1）経営計画  処理面積          29,187 ヘクタール(15水処理センター、43ポンプ所)  

         処理水量 年間432,890,000 立方メートル 

（1日 1,186,000 立方メートル） 

水洗便所の改造    500 個 

（2）主要な建設改良事業  管きょ、ポンプ所及び水処理センター整備 

 

 （収益的収入及び支出） 

第 3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収     入 

 千円 

  第 1 款 下 水 道 事 業 収 益 79,130,433 

    第 1 項  営 業 収 益 70,180,564 

    第 2 項  営 業 外 収 益 8,276,108 

    第 3 項  特 別 利 益 673,761 

 

支     出 

 千円 

  第 1 款 下 水 道 経 営 費 80,562,504 

    第 1 項  営 業 費 用 73,369,078 

    第 2 項  営 業 外 費 用 7,153,426 

    第 3 項  特 別 損 失 30,000 

    第 4 項  予 備 費 10,000 
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 （資本的収入及び支出） 

第 4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額 

 が資本的支出額に対し不足する額 37,142,037 千円（水洗便所改造資金貸付 

事業収支差額 3,439 千円を除く。）は、当年度分損益勘定留保資金等で補て

んするものとする。）。 

 

収     入 

 千円 

  第 1 款 資 本 的 収 入 39,649,122 

    第 1 項  企 業 債 25,020,000 

    第 2 項  国 庫 補 助 金 11,000,000 

    第 3 項  そ の 他 資 本 収 入 3,613,683 

    第 4 項  水洗便所改造資金貸付事業収入 15,439 

 

支     出 

 千円 

  第 1 款 資 本 的 支 出 76,787,720 

    第 1 項  建 設 改 良 費 50,136,412 

    第 2 項  償 還 金 26,639,308 

    第 3 項  水洗便所改造資金貸付事業費 12,000 

     

 （債務負担行為） 

第 5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとお 

 りと定める。 

事  項          期   間         限 度 額 

  下水道施設維持管理            令和 7 年度                  400,000 千円 

  下水道施設建設         令和 7 年度から令和 10 年度まで    31,000,000 千円 

    

 （企業債） 

第 6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお 

 りと定める。 

   起債の目的  下水道事業建設改良費及び水洗便所改造資金貸付金にあてるため 

   限 度 額  25,027,000 千円 
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           下 水 道 事 業 建 設 改 良 費      25,020,000 千円 

           水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金          7,000 千円 

      起債の方法  普通貸借又は証券発行 

   利   率  年 5.0％以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び 

地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後におい 

ては、当該見直し後の利率） 

   償還の方法  起債年度より据置期間をふくめ、40 年度間以内に毎年元利もしくは元 

          金均等の方法により、又は満期日に元金を一括して償還する。ただし、 

          財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還 

          又は借換えすることができる。政府資金を借り入れる場合は、その融 

資条件による。 

 

 （一時借入金） 

第 7条 一時借入金の限度額は、4,200,000 千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第 8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと 

おりと定める。 

（1） 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の 

 流用 

 

 （他会計からの負担金） 

第 9 条 雨水処理費、緊急雨水整備事業費、高度処理費、下水道使用料特例措  

置、水質規制経費、水洗便所普及事務費及び児童手当にあてるため、一般会  

計からこの会計へ負担する金額は、30,783,503 千円、3,503,046 千円、148,435

千円、96,597 千円、142,058 千円、16,000 千円及び 76,148 千円である。 

  

 （他会計からの補助金） 

第10条  水洗便所普及助成費にあてるため、一般会計からこの会計が補助を受

ける金額は、1,835 千円である。 
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     令和 6年度名古屋市自動車運送事業会計予算 

 

 （総則） 

第 1条 令和 6年度名古屋市自動車運送事業会計の予算は、次に定めるところ 

 による。 

 

 （業務の予定量） 

第 2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（1） 経 営 計 画 車 両 数   1,014 両 

 運 転 キ ロ 年間 35,806,500 キロメートル 

  （1 日 98,100 キロメートル） 

 乗 車 人 員 年間 111,726,500 人 

  （1 日 306,100 人） 

（2） 主要な建設改良事業   乗合自動車購入及び停留所施設整備 

 

 （収益的収入及び支出） 

第 3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収     入 

 千円 

  第 1 款 自動車運送事業収益 28,835,292 

    第 1 項  営 業 収 益 21,376,877 

    第 2 項  営 業 外 収 益 7,458,415 

 

支     出 

 千円 

  第 1 款 自動車運送事業費 29,405,720 

    第 1 項  営 業 費 用 28,743,583 

    第 2 項  営 業 外 費 用 115,172 

    第 3 項  特 別 損 失 536,965 

    第 4 項  予 備 費 10,000 
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 （資本的収入及び支出） 

第 4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額 

 が資本的支出額に対し不足する額 1,560,334 千円は、消費税及び地方消費税 

資本的収支調整額等で補てんするものとする。）。 

 

収     入 

 千円 

  第 1 款 資 本 的 収 入 5,281,774 

    第 1 項  企 業 債 5,256,000 

    第 2 項  そ の 他 資 本 収 入 25,774 

 

支     出 

 千円 

  第 1 款 資 本 的 支 出 6,842,108 

    第 1 項  建 設 改 良 費 5,330,129 

    第 2 項  企 業 債 償 還 金 1,501,979 

    第 3 項  予 備 費 10,000 

 

 （債務負担行為） 

第 5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとお 

 りと定める。 

事  項         期   間         限 度 額 

丸の内会館の電気設      令和 7 年度          15,000 千円 

備等改修工事 

停留所施設管理シス      令和 7 年度          40,000 千円 

テムの開発 

 

 （企業債） 

第 6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお 

 りと定める。 

   起債の目的  自動車運送事業整備費にあてるため 

   限 度 額     5,256,000千円 

   起債の方法  普通貸借又は証券発行 
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   利   率  年 5.0％以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び 

                    地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後におい 

ては、当該見直し後の利率） 

   償還の方法  起債年度より据置期間をふくめ、40 年度間以内に毎年元利もしくは元 

          金均等の方法により、又は満期日に元金を一括して償還する。ただし、 

          財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還 

          又は借換えすることができる。政府資金を借り入れる場合は、その融 

資条件による。 

  

 （一時借入金） 

第 7条 一時借入金の限度額は、7,000,000 千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第 8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 

 （1） 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の 

流用 

 

 （他会計からの負担金） 

第 9条 児童手当にあてるため、一般会計からこの会計へ負担する金額は、

111,032 千円である。 

 

 （他会計からの補助金） 

第10条 資本費にあてるため、一般会計からこの会計が補助を受ける金額は、 

 1,804,606 千円である。  

2  地域巡回路線等の維持にあてるため、一般会計からこの会計が補助を受け 

 る金額は、4,709,000 千円である。 

3  基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費にあてるため、一般会計から 

この会計が補助を受ける金額は、454,205 千円である。   

4  共済追加費用にあてるため、一般会計からこの会計が補助を受ける金額は、 

123,983 千円である。 

5  建設改良費にあてた企業債（脱炭素化推進事業）の利子支払にあてるため、 
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一般会計からこの会計が補助を受ける金額は、286 千円である。 

  

 （たな卸資産購入限度額） 

第11条 たな卸資産の購入限度額は、2,400,000 千円と定める。 
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令和 6年度名古屋市高速度鉄道事業会計予算 

 

 （総則） 

第 1条 令和 6年度名古屋市高速度鉄道事業会計の予算は、次に定めるところ 

 による。 

 

 （業務の予定量） 

第 2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（1） 経 営 計 画 車 両 数  782 両（135 編成） 

 運 転 キ ロ 年間 64,751,000 キロメートル 

  （1 日  177,400 キロメートル） 

 乗 車 人 員 年間 457,089,500 人 

  （1 日 1,252,300 人） 

（2） 主要な建設改良事業  車両改良及び駅施設整備 

 

 （収益的収入及び支出） 

第 3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、支払利 

息及び企業債取扱諸費 3,181,055 千円の財源の一部にあてるため、企業債

（資本費負担緩和分）1,024,000 千円を借り入れる。 

 

収     入 

 千円 

  第 1 款 高速度鉄道事業収益 94,715,079 

    第 1 項  営 業 収 益 86,588,272 

    第 2 項  営 業 外 収 益 8,126,807 

     

支     出 

 千円 

  第 1 款 高速度鉄道事業費 85,926,575 

    第 1 項  営 業 費 用 78,556,796 

    第 2 項  営 業 外 費 用 7,130,448 
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 千円 

    第 3 項  特 別 損 失 229,331 

    第 4 項  予 備 費 10,000 

 

 （資本的収入及び支出） 

第 4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額 

（高速度鉄道事業特例債 1,092,000 千円を除く。）が資本的支出額に対し不足

する額 34,426,496 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額等で措置

するものとする。）。 

 

収     入 

 千円 

  第 1 款 資 本 的 収 入 25,012,599 

    第 1 項  企 業 債 17,470,000 

    第 2 項  出 資 金 3,527,000 

    第 3 項  一 般 会 計 補 助 金 2,273,135 

    第 4 項  国 庫 補 助 金 1,068,000 

    第 5 項  県 補 助 金 30,000 

    第 6 項  そ の 他 資 本 収 入 644,464 

 

支     出 

 千円 

  第 1 款 資 本 的 支 出 58,347,095 

    第 1 項  建 設 改 良 費 18,915,537 

    第 2 項  企 業 債 償 還 金 39,421,558 

    第 3 項  予 備 費 10,000 

       

 （債務負担行為） 

第 5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとお 

 りと定める。 

事  項         期   間         限 度 額 

高速度鉄道建設改良    令和 7年度から令和 10 年度まで   8,000,000 千円 
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   エスカレーターの部品      令和 7年度        220,000 千円 

   交換 

東山線可動式ホーム柵  令和 7年度から令和 8 年度まで   220,000 千円 

（5 駅）の部品交換 

桜通線可動式ホーム柵  令和 7年度から令和 8 年度まで    180,000 千円 

      （6 駅）の部品交換 

上飯田線電気設備等の  令和 7年度から令和 8 年度まで    730,000 千円 

      維持補修に伴う負担金 

地下鉄電気設備の維持      令和 7年度        200,000 千円 

   補修 

東山線から桜通線への      令和 7年度         5,000 千円 

利用誘導に向けた調査 

 

（企業債） 

第 6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお 

 りと定める。 

   起債の目的  高速度鉄道事業建設改良費、元金償還及び利子支払にあてるため 

   限 度 額  18,494,000 千円 

           高 速 度 鉄 道 事 業 建 設 改 良 費      12,271,000 千円 

           高 速 度 鉄 道 事 業 資 本 費 平 準 化 債       4,107,000 千円 

            高 速 度 鉄 道 事 業 特 例 債       1,092,000 千円 

            高速度鉄道事業資本費負担緩和分企業債       1,024,000 千円 

   起債の方法  普通貸借又は証券発行 

   利   率  年 5.0％以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び 

                    地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後におい

ては、当該見直し後の利率） 

   償還の方法  起債年度より据置期間をふくめ、40 年度間以内に毎年元利もしくは元 

          金均等の方法により、又は満期日に元金を一括して償還する。ただし、 

          財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還 

          又は借換えすることができる。政府資金を借り入れる場合は、その融 

資条件による。 

 

 

648



  

 

 

 （一時借入金） 

第 7条 一時借入金の限度額は、37,000,000 千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第 8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 

 （1） 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の 

流用 

 

 （他会計からの負担金） 

第 9条 児童手当にあてるため、一般会計からこの会計へ負担する金額は、 

 204,342 千円である。 

 

（他会計からの補助金） 

第10条 高速度鉄道事業特例債の元金償還にあてるため、一般会計からこの会

計が補助を受ける金額は、3,734,000 千円である。 

2   基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費にあてるため、一般会計から

この会計が補助を受ける金額は、875,428 千円である。 

3  高速度鉄道事業特別減収対策企業債の利子支払にあてるため、一般会計か

らこの会計が補助を受ける金額は、7,400 千円である。 

4  建設改良費（建設改良費にあてた企業債の元金償還及び利子支払を含む。）

にあてるため、一般会計からこの会計が補助を受ける金額は、2,383,087 千

円である。 

 

 （他会計からの出資金） 

第11条 建設改良費にあてるため、一般会計からこの会計が出資を受ける金額

は、3,527,000 千円である。 

 

 （たな卸資産購入限度額） 

第12条 たな卸資産の購入限度額は、300,000 千円と定める。 
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名古屋市告示第 179  号 

 

   名古屋市揚輝荘施設の使用料の収納事務の委託について 

 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 158  条第 1 項の規定により、次

のように施設の使用料の収納事務を委託しましたので、同条第 2 項の規定に基

づき告示します。 

 

  令和 6 年 3 月28 日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

 1  委託した相手方  

  名古屋市千種区池下町 2 丁目50 番地 

公益財団法人古川知足会 

代表理事  古川 爲之 

 

 2  収納を委託した使用料 

  名古屋市揚輝荘条例（平成24年名古屋市条例第55号）第 3 条に規定する観

覧料 

 

 3  委託開始期日 

  令和 6 年 3 月27 日 

 

 

 

 

 

 

名古屋市観光文化交流局文化歴史まちづくり部歴史まちづくり推進室 
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名古屋市告示第 180  号 

 

   令和 6 年度一般廃棄物処理実施計画 

 

名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（ 平成 4 年名古屋市条例第

46号） 第 6 条第 1 項の規定により、 令和 6 年度一般廃棄物処理実施計画を次の

ように定め、 これを告示します。  

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

 

1  令和 6 年度一般廃棄物排出見込み 

 

区  分 総  量 

ご み 及 び 資 源 752,613ｔ／年 

し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 28,348kl／年 

 

2  ごみ処理計画 

(1) 3 Ｒ（ リデュース・ リユース・ リサイクル） 推進 

「 名古屋市第 6 次一般廃棄物処理基本計画」 に基づき、 3 Ｒの取組を推

進します。  

  ア 2 Ｒ（ リデュース・ リユース） の推進施策 

循環型社会形成推進基本法（ 平成12年法律第 110  号） に定める発生抑

制、 再使用、 再生利用、 熱回収及び適正処分の優先順位に基づいて取組

を進めます。  

法整備による拡大生産者責任の強化を求めるため、 引き続き国に対し

法整備の働きかけを行うとともに、 消費者の選択という行動を通し、 製

造業者や小売業者に働きかけ、 2 Ｒの取組を推進します。  
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(ｱ) 発生抑制の推進施策 

協定方式による独自の「 レジ袋有料化」 を平成21年 4 月に全市拡大

し、 全国に先駆けて取組を進めてきました。 レジ袋以外にもペットボ

トルを始めとした使い捨て飲料容器の削減を進めるため、 マイボトル

・ マイカップの利用を促進するなど、 市民の大量生産・ 大量消費型ラ

イフスタイルの転換を促すための広報等を実施します。  

また、 近年世界的な問題となっているプラスチックごみによる海洋

汚染を始め、 気候変動問題、資源・廃棄物制約問題に対応するために

策定した「 プラスチック削減指針」 に基づき、 使い捨てプラスチック

削減の広報等を実施します。  

食品ロス削減の取組として、 家庭での食材の使いきり・ 料理の食べ

きり・ 消費期限と賞味期限の正しい理解を広げるための広報や、 家庭

で消費しきれない食品の提供を呼びかける「 フードドライブ」 を推進

するとともに、 飲食店等の食品ロス削減に向けた「 食べ残しゼロ協力

店」 登録制度を引き続き周知拡大します。  

また、 10月の食品ロス削減月間には、 食品ロスに対する理解と関心

を深めるためのキャンペーン等を実施します。  

さらに、 生ごみの発生抑制の取組としては、 生ごみの水切りを広く

呼びかけるとともに、 個人・ 地域での生ごみ堆肥化の取組を促進しま

す。  

(ｲ) 再使用の推進施策 

フリマアプリ、 リサイクルショップ等、 民間のリユースの仕組みが

広がりを見せていることを踏まえ、 市民がリユース品をより身近に感

じ利用が促進されるよう、民間事業者と連携したリユース事業を通し、

意識啓発に努めます。  

また、 フリマアプリを利用したリユース家具等の展示・ 販売やアッ

プサイクルの取り組みを通し、 ものを長く大切に使う意識の醸成を図

るとともに、定期講座の開催やリユース食器の貸出、地域におけるフ

リーマーケットの開催支援等、 市民のリユースの取組を支援すること

で、「 使い捨て型ライフスタイル」 からの転換を図ります。 
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イ 分別・ リサイクルの推進施策 

さらなるごみ減量を推進するため、 「 分かりやすい・ 分けやすい分別

区分の観点から、 プラスチック製容器包装にプラスチック製品を加えた

プラスチック資源の一括収集を令和 6 年 4 月から開始します。  

空きびん、 空き缶、 ペットボトル、 紙製容器包装・ 雑がみのステーシ

ョン収集を行うほか、 プラスチック資源の各戸収集や、 ペットボトル、 

紙パック、 小型家電、 充電式家電、 食用油、 水銀使用製品（ 蛍光管及び

水銀体温計・ 水銀温度計） の拠点回収を行います。  

さらに、 集団資源回収実施団体の登録制度を引き続き実施し、 その回

収活動の一層の活性化を図るとともに、 集団資源回収の円滑な実施のた

めに古紙の持ち去り防止の取組を進め、 市民の自主的な資源化の取組を

促進します。  

また、分別推進の取組みを着実に推進するため、分別ルールが定着し

にくい若年層・外国人・短期賃貸マンション入居者・市外からの転入者

などに対し、ターゲットの属性に応じた多様な手段による効果的な広報

を展開するとともに、各環境事業所に配置する分別推進員による周知・

排出指導等を行います。 

事業系一般廃棄物については、 紙類と生ごみのさらなる資源化を進め

るため、 大規模事業所に対しては立入調査による指導を中心に、 中小事

業所に対してはテナントビルのオフィス・店舗等への個別啓発に取り組

み、 分別・ リサイクルを推進します。  

(2) ごみ処理計画 

ア 収集・ 運搬計画 

(ｱ) 家庭廃棄物 

市は、 次の区分に応じて家庭廃棄物を収集及び運搬するものとしま

す。  

古紙類（ 新聞、 雑誌、 段ボール等の資源化可能な紙類） 、 衣類・ 布

類、金属類及び空きびんについては、 集団資源回収等の市民の自主的

な取組により、 資源化を図るものとします。  
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区  分 内  容 

可燃ごみ 

紙くず、 厨芥
ちゅうかい

類、 草、 紙おむつ、 プラスチック製品、 繊

維くず、 皮革くず、 ゴムくず等の燃やすことができるご

みで、 30センチメートル角以下のもの（ 他の区分に該当

するものを除く。 ）  

発 火 性 

危 険 物 

ヘアスプレー、 殺虫剤、 カセット式ガスボンベ等のスプ 

レー缶類、 使い捨てライター、 加熱式たばこ・ 電子たば 

こ、 固形燃料（ 缶入りのもの） 等、 処理施設及び車両の 

火災を防止するために分けて収集することが適当なもの 

（ 電池類に該当するものを除く。 ）  

不燃ごみ 

ガラスくず、 陶磁器くず、 鍋等の小型金属製品、 焼却灰 

等の燃やすことができないごみ及びプラスチック製品の 

うちコンセントを使用する電気製品で、 30センチメート 

ル角以下のもの（ 発火性危険物、蛍光管・水銀体温時計

等、電池類及び資源の項 (1)  から (6)  までに該当するも

のを除く。 ）  

粗大ごみ 
家具、 電気製品、 自転車、 古材等の大型のごみで、 30セ 

ンチメートル角を超えるもの 

蛍光管・ 

水 銀 体 

温 計 等 

水銀使用製品のうち、 次に掲げるもの 

(1) 蛍光管 

(2) 水銀体温計・ 水銀温度計 

電 池 類 
アルカリ・ マンガン乾電池、 リチウム電池、 ボタン電

池、小型充電式電池（ モバイルバッテリー含む）  

資 源 

(1) 空きびん（ 飲食料用及び化粧品用に限る。 ）  

(2) 空き缶（ 飲食料用に限る。 ）  

(3) ペットボトル（ ペットボトルマークのついた飲料、  

酒、 みりん類、 しょうゆ用、 めんつゆ、 酢、 ノンオ 

イルドレッシング等に使われたものに限る。 ）  

(4) 紙パック（ 原材料にアルミニウムを使用していない 

ものに限る。 ）  

(5) プラスチック資源（ プラスチック製容器包装及びプ

ラスチックのみでできている30センチメートル角以

下の製品に限る。 ）  

(6) 紙製容器包装・ 雑がみ 

(7) 小型家電（ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進 

に関する法律（ 平成24年法律第57号） の対象品目の 

うち縦15センチメートル、 横40センチメートル、 奥 
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行25センチメートル以下のもの）  

(8) 充電式家電（ 使用済小型電子機器等の再資源化の促 

進に関する法律の対象品目のうち充電式電池を使用

した小型家電より大型のもの）  

(9) 食用油（ 植物性油に限る。 ）  

環境美化 

ご み 

環境美化上収集が必要なごみで、 次に掲げるもの 

(1) 町美運動により排出されるごみ 

(2) ボランティア袋の配付対象活動により排出されるご 

  み 

(3) 路上等で死んでいる所有者がいない犬・ 猫等の死体 

(4) 自治会、 町内会、 保健環境委員会、 老人会、 子ども 

会、 地域女性会、 消防団等の地域住民が主催する無 

料で参加できる行事の開催に伴い排出されるごみ 

(5) 不法投棄によりやむを得ず収集するごみ 

このほか、 排出者自ら処理施設に搬入すること（ 以下「 自己搬入」 

という。 ） ができるものとします。  

また、 引越し・ 遺品整理等に伴い多量に発生するごみ及び屋内から

の運び出しが伴うごみ（ 以下「 一時多量ごみ等」 という。 ） について

は、市長の許可を受けた一般廃棄物処理業者（ 以下「 許可業者」 とい

う。 ） に、 収集及び運搬を委託できるものとします。  

(ｲ) 事業系一般廃棄物 

a  事業者は、 その事業活動に伴って生じた事業系一般廃棄物を自ら

適正に処理することができない場合は、 自己搬入又は許可業者に、 

次の区分に応じて収集及び運搬を委託するものとします。  

  病院等から排出される感染性一般廃棄物については、 感染性産業

廃棄物と併せて産業廃棄物処理業者に引き渡すなどして処理を行う

ものとします。  

研究機関等の実験に伴って生じた実験動物の死体等については、 

市外の一般廃棄物処理業者に引き渡すなどして処理を行うものとし

ます。  

  古紙類等の資源化可能なものについては、 資源化事業者に引き渡

すなどして資源化するものとします。  
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区  分 内  容 

可 燃 ご み 

紙くず、 厨芥
ちゅうかい

類、 草、 紙おむつ、 プラスチック製品 

（ コンセントを使用する電気製品を除く。 ） 、 繊維 

くず、 皮革くず、 ゴムくず等の燃やすことができる 

ごみで、 30センチメートル角以下のもの（ 古紙類等 

の資源化可能なもの及び発火性危険物を除く。 ま 

た、プラスチック製品、 皮革くず、 ゴムくずについ 

ては、 その性状及び量が家庭廃棄物と同等のものに

限る。 ）  

発 火 性 

危 険 物 

使い捨てライター、 固形燃料（ 缶入りのもの） 、 リ 

チウム電池（ 充電できないもの） 、 加熱式たばこ・  

電子たばこ等、 処理施設及び車両の火災を防止する 

ために分けて収集することが適当なもの（ スプレー 

缶類を除く。 また、 その性状及び量が家庭廃棄物と 

同等のものに限る。 ）  

不 燃 ご み 

(1) ガラスくず、 陶磁器くず、 鍋等の小型金属製品 

等の燃やすことができないごみ及びプラスチッ 

ク製品のうちコンセントを使用する電気製品で 

30センチメートル角以下のもの（ 空きびん、 空 

き缶等の資源化可能なもの、 発火性危険物、 ス 

プレー缶類及び蛍光管・ 水銀体温計等を除く。

また、 その性状及び量が家庭廃棄物と同等 

のものに限る。）  

(2) 木製家具等の木くず又はふとん、 畳等の繊維く 

ずで30センチメートル角を超えるもの 

食 品 

廃 棄 物 等 
残飯・ 野菜くずなどの厨芥

ちゅうかい

類等 

剪
せ ん

定 枝 葉 

・ 芝 草 等 
剪
せ ん

定枝・ 刈草・ 落葉等 

b  スプレー缶類、 蛍光管・ 水銀体温計等、 空きびん、 空き缶、 ペッ

トボトル、 プラスチック資源、 紙製容器包装・ 雑がみ及び小型家電

については、 市に収集、 運搬及び処分を委託することができるもの

とします。 ただし、 その性状が家庭廃棄物と同等のものに限り、 蛍

光管・ 水銀体温計等及び小型家電については発生量が家庭廃棄物と

同等、 その他の品目については品目別の発生量が 1 収集日につき45
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リットル（ スプレー缶類は 1 週間につき20リットル） の指定袋 1 袋

相当を限度とします。  

(ｳ) 動物の死体 

  家庭等で飼われていた犬・ 猫等の死体を一般廃棄物として処理する

場合は、 排出者が市の指示する場所に搬入したものを市が処分する又

は市が収集、 運搬及び処分することとします。  

(ｴ) 本市が収集しない一般廃棄物 

区  分 内  容 

排 出 禁 止 物 

(1) 水銀、 硫酸、 塩酸、 農薬、 劇薬、 毒性の強い薬 

品等の有害性のあるもの 

(2) ガスボンベ、 火薬、 発煙物等の危険性のあるも 

  の 

(3) シンナー、 ベンジン、 ガソリン等の引火性の強 

いもの 

(4) 著しく悪臭を発するもの 

(5) 液状のもの 

(6) 土砂、 ガレキ、 鉄塊、 鋼製のロープ、 自動車用 

タイヤ、 自動二輪車、 原動機付自転車、 ＦＲＰ 

船、消火器、 自動車用鉛蓄電池、 大型耐火金庫、 

大型モーター、 ピアノ、 ＦＲＰ浴槽、 大型電気 

温水器、 自動車等の収集若しくは処理が著しく 

困難であるもの又は市の処理施設の機能に支障 

が生ずるもの 

(7) 特定家庭用機器再商品化法（ 平成10年法律第97 

号） 第 2 条第 4 項に規定する特定家庭用機器 

(8) 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令（  

平成 3 年政令第 327  号） 別表第 6 の 1 の項の上 

欄に掲げるパーソナルコンピュータ（ 使用済小 

型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（  

平成24年法律第57号） 第 5 条第 1 項の規定に基 

づき、 使用済小型電子機器等の再資源化を目的 

として収集するものを除く。 ）  

そ の 他 収 集 

し な い ご み 

(1) 火災ごみ 

(2) 工作物の除去に伴って排出された廃木材 
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   (ｵ) 収集・ 運搬計画 

区  分 

収集
・  

運搬
主体 

収
集 
区
域 

収集 

回数 
収集方法 

運搬先 
（ 注 6 ）  

年間量 

市
収
集
（

 

注
１
）

 
 

可燃ごみ 

（ 注 2 ）  

市 

全
市
域 

週 2 回 指定袋による原
則各戸収集 

焼却・ 溶融施設 366,521ｔ 

不燃ごみ 

月 1 回 

破砕施設 14,879ｔ 

粗大ごみ 
事前申込制によ
る原則各戸収集 

破砕施設 8,870ｔ 

蛍光管・ 水銀
体温計等 

随時 拠点回収 △資源化施設 105ｔ 

電池類 週 1 回 

無色透明の袋に

よる原則各戸収

集 

△資源化施設 292ｔ 

環境美化ごみ 随時  
破砕施設 
埋立処分場 

1,324ｔ 

10ｔ 

資
源 

空きびん 

週 1 回 

収集容器による
ステーション収
集 

選別施設 
一時保管施設 

3,503ｔ 

9,730ｔ 

空き缶 

指定袋（ 一部区
は収集容器） に
よるステーショ
ン収集 

○選別等施設 
一時保管施設 

1,206ｔ 

1,477ｔ 

ペットボ
トル 

週 1 回 
指定袋によるス
テーション収集 ○選別・ 保管施

設 
9,924ｔ 

週 2 回 
拠点回収 

紙パック 

週 1 回 

選別・ 保管施設 28ｔ 

紙製容器
包装・ 雑
がみ 

指定袋によるス
テーション収集 

△選別・ 保管施
設 

8,031ｔ 

プラスチ
ック資源 

指定袋による原
則各戸収集 

△選別・ 保管施
設 

29,936ｔ 

小型家電

・ 充電式

家電 

随時 

拠点回収 
― 216ｔ 

食用油 ― 50ｔ 

許
可
業
者
収
集 

可燃ごみ 

（ 注 2 ）  

許
可
業
者 

指定袋による収
集（ 注 5 ）  

焼却・ 溶融施設 162,798ｔ 

不燃ごみ 
破砕施設 
埋立処分場 

2,716ｔ 

52ｔ 

実験動物の死
体等 

 
△焼却施設 12ｔ 

食品廃棄物等 

（ 注 3 ）  
△資源化施設 25,499ｔ 
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自
己
搬
入 

可燃ごみ 

排
出
者 

   焼却・ 溶融施設 58,364ｔ 

不燃ごみ 
破砕施設 
埋立処分場 

5,594ｔ 

3,094ｔ 

剪
せ ん

定枝葉・ 芝 

草等（ 注 4 ）  
△資源化施設 30,740ｔ 

（ 注 1 ） ごみ及び資源の排出（ 環境美化ごみ及び収集方法が拠点回収を

除く。 ） については、 収集日当日の朝、 8 時（ 中区は 7 時（ 粗大

ごみは除く。 ） ） までに排出することとします。 

    発火性危険物及び資源を排出する場合は、 家庭で不要になった

無色透明の袋も使用できます。  

（ 注 2 ） 発火性危険物を含みます。 

（ 注 3 ） 一部、 自己搬入及び「 食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律」 に基づいて行う収集・ 運搬を含みます。  

（ 注 4 ） 一部、 許可業者による収集・ 運搬を含みます。  

（ 注 5 ） 一時多量ごみ等は除きます。  

（ 注 6 ） 運搬先の欄中○の付いている施設は市及び民間の施設を、 △の

付いている施設は民間の施設を、 その他の施設は市の施設を表し

ます。  

小型家電、 充電式家電及び食用油については、 回収拠点で直接、

資源化事業者に引き渡します。  

  イ 中間処理計画 

     (ｱ) 焼却・ 溶融処理計画 

区  分 処理主体 年間処理量 

市 収 集 

可燃ごみ 

市 

365,646ｔ 

発火性危険物 

（使い捨てライター等） 
137ｔ 

許可業者収集 可燃ごみ 162,798ｔ 

自 己 搬 入 
可燃ごみ 58,364ｔ 

不燃ごみ 52ｔ 

焼 却 処 理 後 焼却灰 20,500ｔ 
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破 砕 処 理 後 破砕残渣 31,524ｔ 

   (ｲ) 破砕処理計画 

区  分 処理主体 
年 間 

処理量 

市 収 集 

不燃ごみ 

市 

15,143ｔ 

粗大ごみ 9,037ｔ 

環境美化ごみ 1,349ｔ 

許 可 業 者 

収 集 
不燃ごみ 2,737ｔ 

自 己 搬 入 不燃ごみ 5,542ｔ 

(ｳ) 選別等処理計画 

区  分 処理主体 年間処理量 

市 収 集 

発火性危険物 

市 

617ｔ 

空きびん 13,233ｔ 

空き缶 2,683ｔ 

ペットボトル 9,924ｔ 

紙パック 28ｔ 

紙製容器包装・ 雑がみ 8,031ｔ 

プラスチック資源 29,936ｔ 

蛍光管・水銀体温計等 105ｔ 

電池類 292ｔ 

  ウ 最終処分計画 

区  分 処理主体 年間処理量 

市 収 集 環境美化ごみ 

市 

10ｔ 

許 可 業 者 収 集 不燃ごみ 31ｔ 

自 己 搬 入 不燃ごみ 3,034ｔ 
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焼却・溶融処理後 
焼却灰 

 

10,703ｔ 

溶融飛灰 5,402ｔ 

破 砕 処 理 後 破砕不燃物 395ｔ 

 

区  分 処理主体 年間処理量 

市 収 集 

発火性危険物（ スプレー缶 

類等）  

市 

480ｔ 

空きびん 13,023ｔ 

空き缶 2,512ｔ 

ペットボトル（ キャップ含 

む）  
7,712ｔ 

紙パック 25ｔ 

紙製容器包装・ 雑がみ（ そ

の他古紙含む）  
7,814ｔ 

プラスチック資源 27,203ｔ 

小型家電・充電式家電 216ｔ 

食用油 50ｔ 

紙回収 259ｔ 

蛍光管・ 水銀体温計等 105ｔ 

電池類 292ｔ 

許可業者収集 

（ 注 1 ）  
食品廃棄物等 

許可業者 

25,499ｔ 

自 己 搬 入 

（ 注 2 ）  
剪
せ ん

定枝葉・ 芝草等 30,740ｔ 

焼 却 ・ 溶 融 

処 理 後 

焼却灰 

市 

8,000ｔ 

溶融スラグ 39,032ｔ 

溶融メタル 8,259ｔ 

溶融飛灰 5,134ｔ 
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破 砕 処 理 後 金属回収 1,433ｔ 

（ 注 1 ） 一部、 自己搬入及び「 食品循環資源の再生利用等の促進に関する

法律」 に基づいて行う収集・ 運搬を含みます。  

（ 注 2 ） 一部、 許可業者による収集・ 運搬を含みます。   

(3) 施設の概要 

  ア 本市が設置する施設の概要 

   (ｱ) 焼却・溶融施設 

名  称 所 在 地 型  式 設備規模 

猪 子 石 工 場 
名古屋市千種区香流

橋一丁目 101  番 
ス ト ー カ 式 600ｔ／24ｈ 

富 田 工 場 
名古屋市中川区吉津

四丁目3208番地 
ス ト ー カ 式 450ｔ／24ｈ 

五 条 川 工 場 
愛知県あま市中萱津

奥野 
ス ト ー カ 式 560ｔ／24ｈ 

鳴 海 工 場 
名古屋市緑区鳴海町

字天白90番地 

シャフト炉式 

ガス化溶融炉 
530ｔ／24ｈ 

北 名 古 屋 工 場 
愛知県北名古屋市二

子四反地15番地 1  

シャフト炉式 

ガス化溶融炉 
660ｔ／24ｈ 

   (ｲ) 破砕施設 

名  称 所 在 地 型  式 設備規模 

大 江 破 砕 工 場 
名古屋市港区本星崎

町字南4047  番地の13  

横 型 回 転 式 

破 砕 機 
400ｔ／5ｈ 

愛 岐 処 分 場 

小規模破砕施設 

岐阜県多治見市諏訪

町川西75 番地 

2 軸せん断式 

回 転 破 砕 機 
20ｔ／5ｈ 

北 名 古 屋 工 場 
愛知県北名古屋市二

子四反地15番地 1  

2 軸せん断式 

回 転 破 砕 機 
50ｔ／5ｈ 
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(ｳ) 埋立処分場 

名  称 所 在 地 埋立面積 埋立容量 

愛 岐 処 分 場 
岐阜県多治見市諏訪

町川西75 番地 
252,590㎡ 4,440,000㎥ 

第 二 処 分 場 
名古屋市港区潮凪町

67番地 
11,300㎡ 96,000㎥ 

   (ｴ) 選別・ 保管施設 

名  称 所 在 地 設 備 規 模 

西資源センター 
名古屋市西区新木町61番

地及び十方町36番地の 2  

空きびん  30ｔ／日 

空き缶   15ｔ／日 

ペットボトル 4ｔ／日 

港 資 源 選 別 

セ ン タ ー 

名古屋市港区正徳町 6 丁

目69 番地の 1  

空きびん  20ｔ／日 

空き缶   10ｔ／日 

南 リ サ イ ク ル 

プ ラ ザ 

名古屋市南区元塩町 6 丁

目 8 番地の 5  

空きびん  23ｔ／日 

空き缶   13ｔ／日 

ペットボトル 9ｔ／日 

紙パック   2ｔ／日 

   (ｵ) 保管施設 

名  称 所 在 地 設 備 規 模 

鳴 海 工 場 内 

保 管 施 設 

名古屋市緑区鳴海町字天

白90番地 

空きびん  22ｔ／日 

空き缶    6ｔ／日 

イ 処理計画にかかる本市以外の者が設置する処理施設の概要 

   (ｱ) 焼却灰資源化施設 

名  称 設 置 場 所 区  分 

中部リサイクル 

株 式 会 社 

名古屋市港区昭和町18番

41、 42、 43、 48、 49 
焼却灰・ 溶融飛灰 

太平洋セメント 

株 式 会 社 

三重県いなべ市藤原町東禅

寺1361番地の 1  
焼却灰 

三 重 中 央 開 発 

株 式 会 社 

三重県伊賀市予野字鉢屋

4713番地 
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三 池 製 錬 

株 式 会 社 

福岡県大牟田市新開町 2 番

地 1  

溶融飛灰 
メ ル テ ッ ク 

株 式 会 社 

神奈川県横須賀市長坂二丁

目 2 番 1 号 

栃木県小山市大字梁2333番

地29 

   (ｲ) 食品廃棄物等資源化施設 

名  称 設 置 場 所 区  分 

中部有機リサイ 

ク ル 株 式 会 社 

名古屋市守山区花咲台二丁

目1102番 

食品廃棄物等 

株 式 会 社 ケ ミ 

カ ル フ ォ ー ス 
名古屋市港区潮見町37番10 

双 葉 興 業 

株 式 会 社 

愛知県北名古屋市六ツ師大

島 131  番地 1  

オオブユニティ 

株 式 会 社 

愛知県大府市横根町惣作

236  番 1 、 240  番 1 、 240  

番 6 、 243  番 1  

株 式 会 社 

大 栄 工 業 

三重県伊賀市真泥字東山

5024番地の 4  外 3 筆 

株 式 会 社 

エ イ ゼ ン 

愛知県半田市鵜ノ池町 104  

番 8  

株式会社ビオク 

ラシックス半田 
愛知県半田市松堀町60番 1  

株 式 会 社 

小 桝 屋 

愛知県海部郡飛島村木場二

丁目80番 

   (ｳ) 破砕施設 

名  称 設 置 場 所 区  分 

名 古 屋 港 木 材 

倉 庫 株 式 会 社 

名古屋市南区加福町 2 丁目

2 番 
剪
せ ん

定枝葉・ 芝草等 
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   (ｴ) 焼却施設 

名  称 設 置 場 所 区  分 

株 式 会 社 

海 部 清 掃 

愛知県あま市西今宿平割二

6 番地 

使い捨てライター・

スプリングマットレ

ス等 

株 式 会 社 

美 濃 ラ ボ 

岐阜県海津市平田町今尾

1195番地の 1  
実験動物の死体等 

   (ｵ) その他（ 選別・圧縮・梱包・保管等） 施設 

名  称 設 置 場 所 区  分 

コスモリサイク 

ル 株 式 会 社 

愛知県稲沢市福島町沢西95

番地の 1  

発火性危険物及び空

き缶 

株 式 会 社 

ヤマショー金属 
愛知県弥富市楠一丁目 8 番 発火性危険物 

永 一 産 商 

株 式 会 社 

愛知県海部郡飛島村木場 

2 丁目 106  番地 

蛍光管・ 水銀体温計

等 野 村 興 産 

株 式 会 社 

大阪府大阪市西淀川区中島

2 丁目 4 番 143  号 

北海道北見市留辺蘂町富士

見 217  番地 1  

永 一 産 商 

株 式 会 社 

愛知県海部郡飛島村木場 

2 丁目 106  番地 
電池類 

野 村 興 産 

株 式 会 社 

北海道北見市留辺蘂町富士

見 217  番地 1  

有 限 会 社 

サ イ テ ッ ク 

愛知県北名古屋市鍛治ケ一

色字襟44番地の 2  

空きびん 
循 環 資 源 

株 式 会 社 

愛知県豊田市貝津町西向畑

7 番24号 

株 式 会 社 中 西 
愛知県豊明市栄町高根 103  

番地 
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大 成 金 属 

株 式 会 社 

名古屋市南区忠次一丁目 8 

番15号 

空き缶 
株 式 会 社 

石川マテリアル 

名古屋市緑区鳴海町字杜若

20番地 

朝 日 金 属 

株 式 会 社 

名古屋市北区六が池町 555  

番地 

神鋼環境メンテ 

ナンス株式会社 
名古屋市港区昭和町13番地 プラスチック資源 

東 海 資 源 

株 式 会 社 
名古屋市西区見寄町44番地 

ペットボトル 株 式 会 社 宮 崎 
名古屋市港区十一屋二丁目

53番地 

株 式 会 社 

オ ノ セ イ 

名古屋市南区弥次ヱ町 2 丁

目31番地の 1  

大 幸 商 事 

株 式 会 社 

名古屋市守山区太田井 3 番

5 号 

ペットボトル及び紙

製容器包装・ 雑がみ 

株 式 会 社 宮 崎 

名古屋市港区十一屋二丁目

10番地 

紙製容器包装・ 雑が

み 

愛知県清須市西堀江2460番

地 

株 式 会 社 

藤 川 紙 業 

名古屋市昭和区福江二丁目

11番25号 

リ メ イ キ ン グ 

株 式 会 社 

名古屋市南区元塩町 6 丁目

16番 1  

   (ｶ) 埋立処分場 

名  称 設 置 場 所 区  分 

衣浦港 3 号地廃

棄物最終処分場 

愛知県知多郡武豊町字三号

地 1 番地 
焼却灰等 
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3  し尿及び浄化槽汚泥処理計画 

(1) 処分計画及び担当事業所 

ア 収集・ 運搬及び処分計画 

区 分 
収 集 ・ 運 搬 

処 分 
主 体 収集区域 収集回数 収集方法 年 間 量 

し 尿 市 

全市域 

月 2 回 

程 度 
各戸収集 

8,803kl 
下 水 道 

投 入 浄 化 槽 

汚 泥 
許可業者 随 時 19,545kl 

（ 注） ディスポーザ排水処理システム（ 生ごみを粉砕し、 これを排水処理

槽で処理し、 その排水を公共下水道へ排除する機器の総体） の排水処

理槽の清掃に伴って生じた汚泥は、 浄化槽汚泥とみなします。  

イ 収集担当事業所 

収集担当事業所 収 集 担 当 区 

北 環 境 事 業 所 千種、 東、 北、 西、 中、 守山及び名東 

中 川 環 境 事 業 所 中村、 熱田、 中川及び港 

緑 環 境 事 業 所 昭和、 瑞穂、 南、 緑及び天白 

(2) 施設の概要 

名称 所 在 地 
対 象 

廃棄物 
設備能力 

前処理後の 

処 分 方 法 

下飯田 

作業場 

名古屋市北区辻本通 1 丁目

39 番地 
し 尿 

150kl／日 

下水道投入 
内田橋 

作業場 

名古屋市熱田区伝馬二丁目

32 番10 号 
150kl／日 

港 

作業場 
名古屋市港区竜宮町21 番地 

し尿・ 
浄化槽 
汚 泥 

200kl／日 

 

4  参考 

(1) 一般廃棄物の市内民間施設での処理（ 本市委託を除く）  
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区  分 処理方法 
年 間 量 

市内発生 市外発生 

許可業 者

収 集 

食品廃棄物等 

（ 注 1 ）  

飼料化※１ 4,300ｔ 1,700ｔ 

堆肥化※２ 15,330ｔ 365ｔ 

自己搬 入 

焼却灰等 溶 融  17,377ｔ 

プラスチック製 

容器包装 
圧縮梱包  622ｔ 

剪
せ ん

定枝葉・芝草等 

（ 注 2 ）  
破 砕※３ 30,740ｔ 260ｔ 

廃エアゾール製品

等 
圧縮  13ｔ 

（ 注 1 ） 一部、 自己搬入、 他市町村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者

による収集・ 運搬及び「 食品循環資源の再生利用等の促進に関する

法律」 に基づいて行う収集・ 運搬を含みます。  

（ 注 2 ） 一部、 許可業者による収集・ 運搬を含みます。  

（ 注 3 ） ※ 1 、※ 2 、※ 3 はそれぞれ「中部有機リサイクル株式会社」、

「株式会社ケミカルフォース」、「名古屋港木材倉庫株式会社」に

おいて処理します。 

 (2) 市内で発生した一般廃棄物の市外民間施設での処理 

区  分 処理方法 年 間 量 

市 収 集 

発火性危険物 

選別等 

617ｔ 

空きびん 9,730ｔ 

空き缶 481ｔ 

紙製容器包装・ 雑がみ 1,446ｔ 

蛍光管・ 水銀体温計等 105ｔ 

電池類 292ｔ 

市収集・自己搬入 使い捨てライター等 焼 却 189ｔ 

許 可 業 者 収 集 実験動物の死体等 焼 却 12ｔ 
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 食品廃棄物等（ 注）  資源化 5,869ｔ 

焼却・ 溶融処理後 焼却灰等 
埋 立 10,000ｔ 

資源化 8,439ｔ 

（ 注） 一部、 自己搬入及び「 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法

律」 に基づいて行う収集・ 運搬を含みます。  

(3) 市外で発生した一般廃棄物の中間処理物の本市処理施設での最終処分 

区  分 処理方法 年 間 量 

多 治 見 市 溶融飛灰等 埋 立 1,100ｔ 

 

名古屋市環境局ごみ減量部減量推進室 
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名古屋市告示第1 8 1号 

 

   事後調査結果中間報告書（工事中）について 

 

 名古屋市環境影響評価条例（平成10年名古屋市条例第40号）第29条の 2 第 2 

項の規定に基づき、事業者から名古屋市南陽工場設備更新事業に係る事後調査

結果中間報告書（工事中）（以下「事後調査結果中間報告書」という。）の提

出がありましたので、同条第 6 項の規定に基づき、次のとおり告示するととも

に、事後調査結果中間報告書の写しを公衆の縦覧に供します。 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

1  事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名古屋市 

名古屋市長  河村たかし 

名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

2  対象事業の名称及び種類 

名古屋市南陽工場設備更新事業 

廃棄物処理施設の建設 

3  対象事業の実施予定地 

名古屋市港区藤前二丁目1 0 1番地 

4  事後調査結果中間報告書の提出年月日 

令和 6 年 3 月15日（金） 

5  事後調査結果中間報告書の縦覧の場所、期間及び時間 

 (1) 縦覧場所 

ア 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課（以下「地域環境対策

課」という。） 
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（名古屋市役所東庁舎 5 階） 

イ 名古屋市港区港明一丁目12番20号 

港区役所 

ウ 名古屋市港区春田野三丁目1801番地 

港区役所南陽支所（以下「南陽支所」という。） 

エ 名古屋市中区栄一丁目23番13号 

名古屋市環境学習センター（以下「環境学習センター」という。） 

（伏見ライフプラザ13階） 

 (2) 縦覧期間 

 令和 6 年 3 月29日（金）から同年 4 月12日（金）まで。ただし、地域環

境対策課、港区役所及び南陽支所にあっては日曜日及び土曜日を、環境学

習センターにあっては月曜日を除きます。 

 (3) 縦覧時間 

ア 地域環境対策課、港区役所及び南陽支所 

午前 8 時45分から午後 5 時15分まで 

イ 環境学習センター 

午前 9 時30分から午後 5 時00分まで 

 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 
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名古屋市告示第1 8 2号 

 

   事後調査結果中間報告書（工事中）について 

 

 名古屋市環境影響評価条例（平成10年名古屋市条例第40号）第29条の 2 第 2 

項の規定に基づき、事業者から空見スラッジリサイクルセンター建設事業に係

る事後調査結果中間報告書（工事中）（その 4 ）（以下「事後調査結果中間報

告書」という。）の提出がありましたので、同条第 6 項の規定に基づき、次の

とおり告示するとともに、事後調査結果中間報告書の写しを公衆の縦覧に供し

ます。 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

1  事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名古屋市上下水道局 

名古屋市上下水道局長 横地玉和 

名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

2  対象事業の名称及び種類 

空見スラッジリサイクルセンター建設事業 

下水道終末処理場の建設 

3  対象事業の実施予定地 

名古屋市港区空見町 1 番地の 5  

4  事後調査結果中間報告書の提出年月日 

令和 6 年 3 月22日（金） 

5  事後調査結果中間報告書の縦覧の場所、期間及び時間 

 (1) 縦覧場所 

ア 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課（以下「地域環境対策
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課」という。） 

（名古屋市役所東庁舎 5 階） 

イ 名古屋市港区港明一丁目12番20号 

港区役所 

ウ 名古屋市中区栄一丁目23番13号 

名古屋市環境学習センター（以下「環境学習センター」という。） 

（伏見ライフプラザ13階） 

 (2) 縦覧期間 

令和 6 年 3 月29日（金）から同年 4 月12日（金）まで。ただし、地域環

境対策課及び港区役所にあっては日曜日及び土曜日を、環境学習センター

にあっては月曜日を除きます。 

 (3) 縦覧時間 

ア 地域環境対策課及び港区役所 

午前 8 時45分から午後 5 時15分まで 

イ 環境学習センター 

午前 9 時30分から午後 5 時00分まで 

 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 
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名古屋市告示第 183  号 

 

名古屋市障害者スポーツセンターの臨時開館について 

 

名古屋市障害者スポーツセンター条例施行細則 (昭和56年名古屋市規則第53

号）第 2 条第 3 項の規定に基づき、次のとおり臨時に休館日に開館します。 

 

令和 6 年 3 月29 日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 施設の名称 

  名古屋市障害者スポーツセンター 

 

2 臨時に開館する期日 

  令和 6 年 5 月 4 日（土・祝） 

  令和 6 年 5 月 5 日（日・祝） 

令和 6 年11 月24 日（日） 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ振興室 
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名古屋市告示第 184号 

 

都市公園の名称、位置及び区域並びに供用開始の期日の一部改正

について 

 

 昭和52年名古屋市告示第38号（都市公園の名称、位置及び区域並びに供用開

始の期日）の一部を次のように改正します。 

 その関係図面を緑政土木局緑地部緑地管理課において一般の縦覧に供します。 

 

  令和 6年 3月29日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

表中 

「 

安房公園 東区葵二丁目 図面東56の区

域 

平成31年 1

月28日 

                                  」 

を 

「 

安房公園 東区葵二丁目 図面東56の区

域 

平成31年 1

月28日 

板屋水筒

先公園 

東区葵二丁目 図面東57の区

域 

令和 6年 4

月 1日 

                                  」 

に、 
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「 

松蔭公園 中川区下之一色町字流レ、字干

潟、字松蔭 1丁目、字松蔭 2丁

目 

図面中川 1の 

6の区域 

昭和31年10

月15日 

                                  」 

を 

「 

松蔭公園 中川区下之一色町字流レ、字干

潟、字松蔭 1丁目、字松蔭 2丁

目 

図面中川 1の 

7の区域 

昭和31年10

月15日 

                                  」

に、 

「 

戸田川緑

道 

港区大西二丁目、大西三丁目 図面港89の 2

の区域 

平成26年 3

月31日 

                                  」 

を 

「 

戸田川緑

道 

港区大西二丁目、大西三丁目 図面港89の 3

の区域 

平成26年 3

月31日 

                                  」 

に改めます。 

 

   附 則 

 この告示は、令和 6年 4月 1日から施行します。 
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名古屋市告示第 185号 

 

名古屋市明願土地区画整理組合の解散認可 

 

土地区画整理法（昭和29年法律第 119号）第45条第 2項の規定により、次の

組合の解散について認可しました。 

 

令和 6年 3月29日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1  組合の名称 

名古屋市明願土地区画整理組合 

 2  解散の事由 

事業の完成 

 3  解散認可の年月日 

令和 6年 3月29日 

 4  清算人の氏名及び住所 

氏 名      住 所 

野 田  昭   名古屋市緑区東陵1011番地 

深 谷 信 雄  名古屋市緑区六田二丁目72番地の 1 

冨 田  之助  名古屋市緑区東陵1110番地 

深 谷 英 正  名古屋市緑区平子が丘1910番地 

阪 野 一 男  名古屋市緑区平子が丘 410番地 

深 谷 典 丈  名古屋市緑区東陵1020番地 
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名古屋市告示第1 8 6号 

 

      道路に関する告示 

 

  道路法（昭和27年法律第1 8 0号）第 8 条第 1 項、第10条第 1 項及び第18条の 

規定に基づき、次のように市道路線の認定及び廃止並びに道路の区域の決定及 

び変更を行い、令和 6 年 3 月29日から供用の開始及び廃止を行います。 

  その関係図面は、名古屋市緑政土木局路政部道路利活用課において告示の日 

から 2 週間、一般の縦覧に供します。 

 

    令和 6 年 3 月29日 

 

                                  名古屋市長    河  村    た か し 

 

 1  路線の認定、道路の区域決定及び供用開始 

道路 

 

の 

 

種類 

整理 

 

 

 

番号 

   路  線  名 

          道      路      の      区      域 

摘  要 
区              間 

延  長 

 

キロメートル 

幅  員 

 

メ ー ト ル       

市道 

 

 

 

 

1 千音寺第61号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字一本松2214番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字一本松2204番地先まで 

0.068 4.00 

第   1 

附  図 

 

 

 

 2 千音寺第62号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字一本松2215番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字一本松2230番地先まで 

0.091 6.00  

 3 千音寺第63号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字平毛2172番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字平毛2130番地先まで 

0.251 
6.00 

～ 8.54 
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 4 千音寺第64号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字一本松2213番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字平毛2003番地先まで 

0.207 6.00  

 5 千音寺第65号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字平毛2110番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字無田居1880番地先まで 

0.315 
9.00 

  10.50 
 

 6 千音寺第66号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字平毛2082番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字平毛1948番地先まで 

0.169 8.00  

 7 千音寺第67号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字猪ノ木6 8 4番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字平毛2083番地先まで 

0.115 9.00  

 8 千音寺第68号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上之坪5 1 3番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字猪ノ木609番地先まで 

0.172 9.00  

 9 千音寺第69号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上前田畔6 8 6番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字猪ノ木6 8 3番地先まで 

0.048 6.00  

 10 千音寺第70号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上前田畔6 8 6番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上前田畔7 5 7番の 2 地先まで 

0.251 6.00  

 11 千音寺第71号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上前田畔6 8 7番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字猪ノ木6 7 6番地先まで 

0.049 6.00  

 12 千音寺第72号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上前田畔7 2 4番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上前田畔6 8 7番地先まで 

0.056 6.00  
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 13 千音寺第73号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上前田畔7 6 7番の 1 地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上前田畔7 4 5番地先まで 

0.057 6.00  

 14 千音寺第74号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字猪ノ木6 6 2番の 1 地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字猪ノ木6 6 9番地先まで 

0.049 6.00  

 15 千音寺第75号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上前田畔7 1 8番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字猪ノ木6 6 2番の 1 地先まで 

0.063 6.00  

 16 千音寺第76号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上前田畔7 6 2番の 1 地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上前田畔7 1 5番地先まで 

0.068 6.00  

 17 千音寺第77号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字猪ノ木6 4 1番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字猪ノ木5 8 8番地先まで 

0.118 6.00  

 18 千音寺第78号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上前田畔7 5 8番の 1 地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上前田畔7 0 9番地先まで 

0.062 6.00  

 19 千音寺第79号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字下前田畔1106番の 1 地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上前田畔7 0 4番地先まで 

0.084 6.00  

 20 千音寺第80号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字猪ノ木6 3 4番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字猪ノ木6 2 1番地先まで 

0.119 6.00  

 21 千音寺第81号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字下前田畔1157番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字猪ノ木6 4 0番地先まで 

0.086 6.00  
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 22 千音寺第82号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字下前田畔1103番の 1 地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字下前田畔1157番地先まで 

0.091 6.00  

 23 千音寺第83号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字下前田畔1106番の 1 地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字中狭間1215番地先まで 

0.281 6.00  

 24 千音寺第84号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上前田畔7 3 3番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上前田畔7 1 0番地先まで 

0.129 6.00  

 25 千音寺第85号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上前田畔7 0 3番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字下前田畔1163番地先まで 

0.071 6.00  

 26 千音寺第86号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字上之坪5 1 6番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字猪ノ木6 5 9番地先まで 

0.147 6.00  

 27 千音寺第87号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字猪ノ木6 5 7番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字中狭間1268番地先まで 

0.277 9.00  

 28 千音寺第88号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字猪ノ木5 9 1番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字中狭間1265番地先まで 

0.120 6.00  

 29 千音寺第89号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字中狭間1264番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字中狭間1218番地先まで 

0.212 
6.00 

～ 6.35 
 

 30 千音寺第90号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字一本松2211番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字平毛2041番地先まで 

0.108 6.00  
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 31 千音寺第91号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字一本松2215番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字一本松2195番地先まで 

0.104 6.00  

 32 千音寺第92号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字一本松2230番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字平毛2035番地先まで 

0.055 6.00  

 33 千音寺第93号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字一本松2246番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字平毛2011番地先まで 

0.042 6.00  

 34 千音寺第94号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字三反田1816番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字中地1727番の 3 地先まで 

0.254 9.00  

 35 千音寺第95号線 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字無田居1880番地先から 

 

名古屋市中川区富田町大字千音寺 

字三反田1820番の 1 地先まで 

0.136 
6.00 

10.50 
 

 1 東茶屋線第 1 号 

名古屋市港区東茶屋一丁目6 4 6番 

地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目4 2 6番 

地先まで 

0.784 
16.00 

～ 17.00 

第   2 
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 2 茶屋新田第38号線 

名古屋市港区東茶屋一丁目7 1 9番 

地先から 

 

名古屋市港区東茶屋一丁目6 5 5番 

地先まで 

0.095 6.00  

 3 茶屋新田第39号線 

名古屋市港区東茶屋一丁目7 0 9番 

地先から 

 

名古屋市港区東茶屋一丁目7 0 3番 

地先まで 

0.103 6.00  

 4 茶屋新田第40号線 

名古屋市港区東茶屋一丁目7 2 1番 

地先から 

 

名古屋市港区東茶屋一丁目7 1 9番 

地先まで 

0.050 6.00  
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 5 茶屋新田第41号線 

名古屋市港区東茶屋一丁目7 1 8番 

地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 5 8番 

地先まで 

0.084 6.00  

 6 茶屋新田第42号線 

名古屋市港区東茶屋一丁目7 1 2番 

地先から 

 

名古屋市港区東茶屋一丁目6 9 7番 

地先まで 

0.230 6.00  

 7 茶屋新田第43号線 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 5 4番 

の 1 地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 4 9番 

の 2 地先まで 

0.135 6.00  

 8 茶屋新田第44号線 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 6 2番 

地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 6 1番 

の 1 地先まで 

0.073 6.00  

 9 茶屋新田第45号線 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 7 9番 

の 1 地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 8 4番 

地先まで 

0.133 6.00  

 10 茶屋新田第46号線 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 6 8番 

地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 7 0番 

の 2 地先まで 

0.050 6.00  

 11 茶屋新田第47号線 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 7 0番 

の 3 地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 7 3番 

の 2 地先まで 

0.057 6.00  

 12 茶屋新田第48号線 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 7 6番 

の 2 地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 8 5番 

地先まで 

0.186 6.00  

 13 茶屋新田第49号線 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 8 7番 

の 1 地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 9 0番 

地先まで 

0.041 6.00  
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 14 茶屋新田第50号線 

名古屋市港区東茶屋二丁目3 3 5番 

地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目3 5 0番 

地先まで 

0.327 9.00  

 15 茶屋新田第51号線 

名古屋市港区東茶屋二丁目4 0 0番 

の 1 地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目3 8 7番 

地先まで 

0.187 6.00  

 16 茶屋新田第52号線 

名古屋市港区東茶屋二丁目4 0 2番 

地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目4 0 1番 

の 1 地先まで 

0.065 6.00  

 17 茶屋新田第53号線 

名古屋市港区東茶屋二丁目4 0 8番 

地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目4 1 7番 

の 1 地先まで 

0.189 6.00  

 18 南秋葉線第 2 号 

名古屋市港区東茶屋二丁目4 0 7番 

地先から 

 

名古屋市港区東茶屋三丁目2 0 0番 

の 1 地先まで 

0.653 
17.00 

～ 31.07 
 

 19 茶屋新田第54号線 

名古屋市港区東茶屋三丁目82番地 

先から 

 

名古屋市港区東茶屋三丁目83番地 

先まで 

0.046 10.00  

 20 茶屋新田第55号線 

名古屋市港区東茶屋三丁目1 1 3番 

の 1 地先から 

 

名古屋市港区東茶屋三丁目1 0 0番 

地先まで 

0.208 8.00  

 21 茶屋新田第56号線 

名古屋市港区東茶屋四丁目46番地 

先から 

 

名古屋市港区東茶屋四丁目39番の 

 4 地先まで 

0.132 6.00  

 22 茶屋新田第57号線 

名古屋市港区東茶屋四丁目52番地 

先から 

 

名古屋市港区東茶屋四丁目38番地 

先まで 

0.262 
9.00 

～ 12.63 
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 23 茶屋新田第58号線 

名古屋市港区西茶屋三丁目80番の 

 1 地先から 

 

名古屋市港区西茶屋三丁目80番の 

 3 地先まで 

0.029 11.00  

 24 西茶屋線第 2 号 

名古屋市港区西茶屋二丁目23番地 

先から 

 

名古屋市港区西茶屋二丁目1 7 1番 

の 1 地先まで 

0.390 
16.00 

～ 17.00 
 

 25 茶屋新田第59号線 

名古屋市港区西茶屋三丁目68番地 

先から 

 

名古屋市港区西茶屋三丁目68番地 

先まで 

0.039 6.50  

 26 茶屋新田第60号線 

名古屋市港区西茶屋三丁目58番の 

 1 地先から 

 

名古屋市港区西茶屋三丁目58番の 

 1 地先まで 

0.049 6.00  

 27 茶屋新田第61号線 

名古屋市港区東茶屋一丁目6 5 0番 

の 1 地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目3 3 8番 

の 2 地先まで 

0.305 7.00  

 28 茶屋新田第62号線 

名古屋市港区東茶屋三丁目32番地 

先から 

 

名古屋市港区東茶屋三丁目40番地 

先まで 

0.114 10.50  

 29 茶屋新田第63号線 

名古屋市港区東茶屋三丁目77番地 

先から 

 

名古屋市港区東茶屋三丁目1 4 3番 

地先まで 

0.254 8.00  

 30 茶屋新田第64号線 

名古屋市港区東茶屋二丁目4 0 1番 

の 1 地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目4 0 7番 

地先まで 

0.089 9.00  

 31 茶屋新田第65号線 

名古屋市港区東茶屋一丁目6 5 8番 

地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目3 4 1番 

地先まで 

0.307 9.00  
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 32 茶屋新田第66号線 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 5 4番 

の 1 地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 7 9番 

の 1 地先まで 

0.102 6.00  

 33 茶屋新田第67号線 

名古屋市港区東茶屋一丁目6 6 4番 

の 1 地先から 

 

名古屋市港区東茶屋一丁目7 0 3番 

地先まで 

0.093 6.00  

 34 茶屋新田第68号線 

名古屋市港区東茶屋四丁目54番地 

先から 

 

名古屋市港区東茶屋四丁目52番地 

先まで 

0.082 12.00  

 35 茶屋新田第69号線 

名古屋市港区東茶屋二丁目3 8 2番 

の 1 地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目4 2 2番 

地先まで 

0.095 7.00  

 36 茶屋新田第70号線 

名古屋市港区東茶屋二丁目2 4 5番 

地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目3 4 6番 

の 2 地先まで 

0.212 6.00  

 1 
諸の木二丁目第 2  

号線 

名古屋市緑区諸の木二丁目3201番 

の54地先から 

 

名古屋市緑区諸の木二丁目3201番 

の33地先まで 

0.158 6.00 

第   3 

附  図 

 

 

 

 

 2  路線の認定 

道路 

の 

種類 

整理 

 

番号 

路  線  名           区                              間 摘  要 

市道 

 

 

1 
東味鋺二丁目第 5  

号線 

名古屋市北区東味鋺二丁目2201番の 2 地先から 

 

名古屋市北区東味鋺二丁目17番地先まで 

第   4 

附  図 

 

 

 3  路線の一部廃止及び供用廃止 

整理 

 

符号 

   路  線  名 
          起                              点 

          終                              点 
摘  要 

ｱ 万場藤前線第 2 号 

起点  名古屋市港区東茶屋一丁目2 4 6番の54地先 

 

終点  名古屋市港区東茶屋一丁目3 8 9番の 1 地先 

第   5 

附  図 
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 4  路線の廃止 

整理 

 

番号 

   路  線  名 
          起                              点 

          終                              点 
摘  要 

1 
耕地整理 2 号線 

支線第 1 号 

起点  名古屋市緑区大高町字鶴田20番の 4 地先 

 

終点  名古屋市緑区大高町字鶴田17番の 2 地先 

第   6 

附  図 

 

1 前新田横14号線 

起点  名古屋市港区善進町 8 丁目25番の 1 地先 

 

終点  名古屋市港区善進町 8 丁目 3 番地先 

第   7 

附  図 

 

2 前新田縦 2 号線 

起点  名古屋市港区善進町 8 丁目29番の 5 地先 

 

終点  名古屋市港区善進町 8 丁目29番の 5 地先 

 

1 幸心屋敷 4 号線 

起点  名古屋市守山区幸心二丁目2 5 5番地先 

 

終点  名古屋市守山区幸心二丁目2 7 4番地先 

第   8 

附  図 

 

 

 5  道路の区域変更及び供用開始 

道路 

 

の 

 

種類 

整理 

 

 

 

符号 

   路  線  名 

          道      路      の      区      域 

摘  要 
    区              間 

変更 

の前 

後別 

延  長 

 

キロメートル 

幅  員 

 

メ ー ト ル       

市道 

 

 

 

 

A 万場藤前線 

名古屋市港区東茶屋一丁目 

2 4 6番の54地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目 

3 3 5番地先まで 

前 0.479   20.00 

第   2 

附  図 

 

後 0.479 
20.00 

～20.03 
 

 

B 戸田荒子線 

名古屋市港区川園一丁目86 

番の 1 地先から 

 

名古屋市港区西茶屋二丁目 

1 4 5番の 1 地先まで 

前 0.456 20.00  

 

後 0.456 28.00  

 

C 戸田荒子線第 4 号 

名古屋市港区東茶屋三丁目 

1 4 6番の 1 地先から 

 

名古屋市港区東茶屋三丁目 

2 0 0番の 1 地先まで 

前 0.358 20.00  

後 0.358 28.00  
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 6  道路の供用開始 

道路 

の  

種類 

整理 

 

番号 

   路  線  名           区                              間 摘  要 

市道 

 

 

36 千音寺線第 1 号 

名古屋市中川区富田町大字千音寺字下前田畔1106番の 3 地 

先から 

名古屋市中川区富田町大字千音寺字三反田1769番地先まで 

第   1  

附 図 

 

 37 南秋葉線第 1 号 

名古屋市港区西茶屋一丁目2 0 1番地先から 

 

名古屋市港区東茶屋二丁目4 0 7番地先まで 

第   2  

附 図 

 

 2 東19号線 

名古屋市北区東味鋺二丁目2412番の 5 地先から 

 

名古屋市北区東味鋺二丁目1318番地先まで 

第   4 

附  図 

 

 

名古屋市緑政土木局路政部道路利活用課 
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名古屋市告示第 187号 

 

   名古屋市消防団規則第 5条の 2第 2号に規定する教養の課程の指 

   定及び同条第 3号に規定する大学の指定についての一部改正につ 

   いて 

 

 平成28年名古屋市告示第 193号（名古屋市消防団規則第 5条の 2第 2号に規

定する教養の課程の指定及び同条第 3号に規定する大学の指定について）の一

部を次のように改正し、令和 6年 4月 1日から施行する。 

 

  令和 6年 3月29日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

 題名中「第 2号に規定する教養の課程の指定及び同条第 3号」を削る。 

 本則中「第 2号の規定により指定する教養の課程及び同条第 3号」を削る。 

 第 1項を削り、第 2項中「第 3号」を削り、同項を第 1項とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市消防局総務部消防団課 
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名古屋市告示第 188号 

 

名古屋市東谷山フルーツパーク駐車場の利用料金納付期間につい 

て 

 

 シダレザクラまつりの実施に伴い、名古屋市東谷山フルーツパーク条例（昭

和55 年名古屋市条例第33号）第 3条の規定により、名古屋市東谷山フルーツパ

ークの駐車場を利用しようとする者が利用料金を納付しなければならない期間

は、次のとおりとします。 

 

  令和 6年 3月29日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

利用料金を納付しなければならない期間 

令和 6年 3月30日（土）から同年 4月14日（日）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市緑政土木局都市農業課 
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名古屋市告示第 189号 

 

清純な施設環境を保持すべき施設の指定の一部改正について 

 

平成25年名古屋市告示第 216号（清純な施設環境を保持すべき施設の指定）

の一部を次のように改正します。 

 

令和 6年 3月29日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

1 表中 

「      

 名古屋市子ども適応

相談センター 
西区城西三丁目20番30号 名古屋市 

 
を 

    」 

「      

 名古屋市教育支援セ

ンター 
西区城西三丁目20番30号 名古屋市 

 
に、 

    」 

「      

 名古屋市山田プール 西区五才美町 236番地の 1 名古屋市  

を  名古屋市山田西プー

ル 
西区長先町 173番地 名古屋市 

 

    」 

「      

 名古屋市山田プール 西区五才美町 236番地の 1 名古屋市  に、 

    」 

      

701



 

2 この告示は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

「

 名古屋市子ども適応

相談センター鶴舞サ

テライト 

中区千代田五丁目18番24号 名古屋市 

 

を 

    」 

「      

 なごやフレンドリー

ナウ（鶴舞サテライ

ト） 

中区千代田五丁目18番24号 名古屋市 

 

に、 

    」 

「      

 名古屋市子ども適応

相談センター笠寺サ

テライト教育相談部 

南区東又兵ヱ町 5丁目 1番地の16 名古屋市 

 

を 
 名古屋市子ども適応

相談センター笠寺サ

テライト適応指導部 

南区東又兵ヱ町 5丁目 1番地の10 名古屋市 

 

    」 

「      

 なごやフレンドリー

ナウ（笠寺サテライ

ト）教育相談部 

南区東又兵ヱ町 5丁目 1番地の16 名古屋市 

 

に 
 なごやフレンドリー

ナウ（笠寺サテライ

ト）子ども支援部 

南区東又兵ヱ町 5丁目 1番地の10 名古屋市 

 

    」 

改める。 

702



 

名古屋市健康福祉局健康部環境薬務課 
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名古屋市告示第 190号 

 

名古屋市東谷山フルーツパークの休所日の開所について 

 

 シダレザクラまつりの実施に伴い、名古屋市東谷山フルーツパーク条例（昭

和55年名古屋市条例第33号）第 9条第 3項の規定に基づき、次のとおり休所日

に開所します。 

 

  令和 6年 3月29日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 開所する日 

 令和 6年 4月 8日 (月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市緑政土木局都市農業課 
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名古屋市告示第1 9 1号    

 

   名古屋市地球温暖化対策指針について 

 

 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例（ 平成15年名古屋市条

例第15号） 第98条第 2 項の規定により、 名古屋市地球温暖化対策指針を次のよ

うに定めるものとする。  

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

名古屋市地球温暖化対策指針 

 

第 1  目的 

  この指針は、市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例（ 平成

15年名古屋市条例第15号。 以下「 条例」 という。 ） 第98条第 2 項の規定に基

づき、地球温暖化対策事業者（ 以下「 事業者」 という。 ） が、 地球温暖化対

策計画書（ 以下「 計画書」 という。 ） 及び地球温暖化対策実施状況書（ 以下

「 実施状況書」 という。 ） を作成及び公表するための方法等に関する事項に

ついて定めることを目的とする。  

 

第 2  対象となる工場等の単位等 

  対象となる工場又は事業場（ 以下「 工場等」 という。 ） の単位等は、 次に

掲げるとおりとする。  

 1  同一の敷地又は建築物において事業活動を行う工場・事業場を、 一つの

工場等としてとらえる。  

 2  複数の賃借事業者が入居している建築物については、 当該建築物全体で

一つの工場等としてとらえ、 賃貸事業者（ 建築物の所有者） が計画書を作

成し、 届け出るものとする。  
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 3  複数の賃借事業者が入居している建築物において、 賃借事業者の中に単

独で市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例施行細則（ 平成

15年名古屋市規則第1 1 7号。 以下「 規則」 という。 ） で定める規模を上回

る事業者がある場合には、 当該賃借事業者は、 自己の管理権限の及ぶ範囲

内について計画書を作成し、 届け出るものとする。この場合、 賃貸事業者

は、 当該賃借事業者が作成した以外の部分について計画書を作成し、 届け

出るものとする。  

 4  輸送事業者が本市の区域内に所有する工場等については、 当該工場等に

おいて管理している輸送に係る事業の量（ 旅客輸送事業の場合は乗降客数、

貨物輸送事業の場合は取扱い貨物量を指標とする。 ） のうち本市の区域内

における事業の量が 2 分の 1 以上を占める場合に限り対象とする。 なお、 

本市の区域内における事業の量の割合が把握できない場合は、 この規定に

かかわらず対象となるものとする。  

 

第 3  地球温暖化対策計画書の作成及び届出 

  事業者は、 条例第98条第 1 項の規定に基づき、 対象となった工場等ごとに

地球温暖化対策計画書（ 指針第 1 号様式） を作成し、 下記の事項について記

載することとする。 また、 作成した計画書は、 計画期間の初年度の 7 月末日

までに、 地球温暖化対策計画書届出書（ 規則第34号様式） によって届け出る

ものとする。  

 1  計画書の記載事項 

  (1) 事業者の概要 

  (2) 計画書の内容の公表方法等 

  (3) 地球温暖化対策の推進に関する方針及び推進体制 

  (4) 温室効果ガスの排出の状況 

  (5) 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標 

  (6) 温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置 

 2  添付書類 

  (1) 基準年度におけるエネルギー使用量（ 原油換算） 及び温室効果ガス排

出量（ 二酸化炭素換算） の算定結果を添付するものとする。  
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  (2) 温室効果ガスの排出量の算定に当たり、 独自の排出係数を用いた事業

者は、 その根拠資料を添付するものとする。  

 

第 4  計画書作成に当たって実施すべき事項 

 1  地球温暖化対策の推進に関する方針 

   事業者は、 地球温暖化対策を推進するに当たり、 省エネルギー機器の導

入や、 従業員に対する環境教育の推進など、 対象となる工場等に即した地

球温暖化対策を推進していくための基本的な方針を定めるものとする。  

 2  地球温暖化対策の推進体制 

   事業者は、地球温暖化対策を推進するため、 推進責任者を定め、 部署ご

とに推進員を設置するなど、 推進体制を整備するものとする。  

 3  エネルギー使用量及び温室効果ガス排出量の算定 

  (1) 算定の対象となる活動範囲 

    別表 1 に掲げる活動のうち、 対象となった工場等に関する部分につい

て算定するものとする。  

    なお、 その他の具体的な活動の範囲の考え方は次のとおりとする。  

   ア 輸送用機械における燃料及び電気の使用の取扱い 

     輸送用機械の種類別に、 次に掲げる燃料及び電気の量を算定の対象

とする。  

    (ｱ) 自動車 

      道路運送車両法（ 昭和26年法律第1 8 5号） 第 2 条第 2 項に規定す

る自動車（ 大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。 ） であって、

当該工場等で運行の管理を行う自動車において使用した燃料及び電

気の量とする。  

    (ｲ) 鉄道車両 

      鉄道事業法（ 昭和61年法律第92号） 第 2 条第 1 項に規定する鉄道

事業の用に供する車両であって、当該工場等で運行の管理を行う車

両において使用した燃料及び電気の量とする。 ただし、この規定に

よる算定が困難な場合は、当該鉄道事業者が運行の管理を行う車両

全体において使用した燃料及び電気の量とする。  
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    (ｳ) 船舶 

      内航海運業法（ 昭和27年法律第1 5 1号） 第 2 条第 2 項に規定する

内航運送事業又は海上運送法（ 昭和24年法律第1 8 7号） 第 2 条第 2 

項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶であって、 当該工場等

で運航の管理を行う船舶において使用した燃料の量とする。  

    (ｴ) 航空機 

      航空法（ 昭和27年法律第2 3 1号） 第 2 条第18項に規定する航空運

送事業の用に供する航空機であって、 当該工場等で運航の管理を行

う航空機において使用した燃料の量とする。  

   イ テナント等事業者における活動の取扱い 

     複数の賃借事業者が入居している建築物について、 賃貸事業者（ 建

築物の所有者） が計画書を作成する場合には、 個々の賃借事業者が単

独で契約をしている燃料、 熱及び電気の使用量並びに賃借事業者が運

行又は運航の管理を行っている輸送用機械の使用に伴う燃料及び電気

の使用量については、 算定の対象に含まないものとする。  

   ウ 住居の用に供する活動の取扱い 

     同一の敷地内又は建物内に住居の用に供する部分を有している場合、

当該部分における活動は、 算定の対象に含まないものとする。  

  (2) 算定方法 

   ア 原油換算エネルギー使用量 

     エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関す

る法律施行令（ 昭和54年政令第2 6 7号） 及び同施行規則（ 昭和54年通

商産業省令第74号） に基づき算定するものとする。  

   イ 二酸化炭素換算温室効果ガス排出量 

     地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（ 平成11年政令第1 4 3号）

及び特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関す

る省令（ 平成18年経済産業省・環境省令第 3 号） に基づき算定するも

のとする。 ただし、 算定に用いる二酸化炭素排出係数は名古屋市が別

途定めるものとし、 また、 計画期間内においては基準年度の排出量の

算定に使用した排出係数を継続して使用するものとする。  
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  (3) エネルギー起源二酸化炭素を除く温室効果ガスの取扱い 

    上記で算定した温室効果ガスの排出量のうち、 エネルギー起源の二酸

化炭素を除く温室効果ガスの排出量については、 温室効果ガスの種類ご

とに二酸化炭素換算で3,000トン以上の場合に限り、 計画書及び実施状

況書において温室効果ガス総排出量の算定に含めるものとする。  

 4  温室効果ガスの排出の抑制に係る目標の設定 

  (1) 計画期間 

    規則第83条に規定する工場等に該当することとなった年度の翌年度か

ら原則 3 年間を計画期間とする。  

  (2) 基準年度及び目標年度 

    事業者は、 基準年度を計画期間の初年度の前年度、 目標年度を計画期

間の最終年度とする。  

  (3) 排出の抑制に係る目標の単位 

    抑制に係る目標は、 温室効果ガスの総排出量又は原単位当たりの排出

量（ 事業活動の特性を的確に示すものとして事業者自らが選択する工場

等の床面積、 製品の出荷量、 その他指標に係る単位量当たりの温室効果

ガスの排出量をいう。 ） について設定するものとする。  

  (4) 目標設定の考え方 

    事業者は、 当該工場等の排出活動区分ごとの燃料等の使用状況や省エ

ネルギー機器の導入状況とその将来的な見込み、 当該工場等を取り巻く

社会的な状況などを総合的に判断し、 目標年度の排出量について、 基準

年度と比較して数量的かつ達成可能な目標を設定するものとする。 

    また、 可能な場合には、 計画期間の上記の目標とは別に、 長期的目標

を設定するものとする。  

 

第 5  温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置 

 1  自らの事業活動に伴い排出される温室効果ガスの抑制に係る措置 

   事業者は、 温室効果ガスの排出を抑制するために、 温室効果ガス排出の

状況、 取組の現状を踏まえ、 効果的かつ実現可能な取組を検討し、 その実

施に努めるものとする。  
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2  非化石エネルギーへの転換に関する措置 

 事業者は、 引き続き徹底した省エネに努めるとともに、 非化石エネルギ

ーの導入拡大を進める必要があることから、 非化石エネルギーへの転換に

関する目標を定め、 その目標達成に向けた取組の実施に努めるものとする。 

3  その他の地球温暖化対策 

   事業者は、 他の事業者や市民等の温室効果ガスの排出の抑制等への寄与

及びその他地球温暖化対策の推進への貢献を図るため、 効果的かつ実現可

能な取組を検討し、 その実施に努めるものとする。  

 4  テナントビルにおけるエネルギー管理等 

   複数の賃借事業者が入居する建築物において、 賃貸事業者と賃借事業者

は、 共同して省エネルギーを始めとする温室効果ガスの排出の抑制等を推

進するとともに、 賃貸事業者は、 賃借事業者において温室効果ガスの排出

の抑制等の状況が確認できるようにエネルギー使用量等の把握を行い、 賃

借事業者への情報提供に努めるものとする。  

 5  「 環境保全の日」 等に特に推進すべき取組 

   本市では、 積極的に環境の保全に関する活動の意欲を高めるため、 名古

屋市環境基本条例（ 平成 8 年名古屋市条例第 6 号） に基づき、 毎月 8 日を

「 環境保全の日」 としている。事業者は、 毎月 8 日の「 環境保全の日」 等

特定の日に、 特に推進すべき取組の内容を定め、 実施に努めるものとする。 

 

第 6  地球温暖化対策の実施状況の確認 

  事業者は、 計画期間中、 定期的に取組の実施状況等について確認を行い、 

当該計画書に定めた温室効果ガスの排出の抑制等に係る目標の達成が可能と

なるよう、 必要に応じ、 取組の内容の見直しを行うものとする。  

 

第 7  実施状況書の作成 

  事業者は、 条例第1 0 0条第 2 項の規定に基づき、 毎年度、 前年度分につい

て、 地球温暖化対策実施状況書（ 指針第 2 号様式） を作成するものとする。 

また、 作成した実施状況書については、 毎年度 7 月末日までに、 地球温暖化

対策実施状況報告書（ 規則第35号様式） によって報告するものとする。  
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 1  実施状況書の記載事項 

  (1) 事業者の概要 

  (2) 実施状況書の内容の公表方法等 

  (3) 地球温暖化対策の推進に関する方針及び推進体制 

  (4) 温室効果ガスの排出の状況 

  (5) 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標の達成状況 

  (6) 温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置の実施の状況 

 2  温室効果ガスの「 みなし排出量」  

   次に掲げる環境価値の購入等の措置の実施について、 温室効果ガスの量

に換算した量を温室効果ガスの削減量とみなし、 温室効果ガス総排出量に

対し、 「 みなしの削減量」 を調整したものを「 温室効果ガスみなし総排出

量」 とすることができるものとする。 同様に、 原単位当たりの排出量につ

いて調整したものを「 原単位当たりのみなし排出量」 とすることができる

ものとする。  

  (1) クレジットの購入 

    他のものが自主的に行った地球温暖化対策により削減され、 又は吸収

された二酸化炭素の量のうち、 Ｊ‐クレジット制度及び前述の制度と同

等の信頼性を有する制度と認める制度により認証されたクレジットの購

入量を削減量とみなすことができる。  

  (2) グリーン電力証書等の購入 

    一般財団法人日本品質保証機構の認証を受けたグリーン電力証書又は

グリーン熱証書について、 当該工場等における使用量として購入した電

力量又は熱量を、 次に掲げる方法により二酸化炭素の量に換算した量を

削減量とみなすことができる。 

   ア グリーン電力証書 

     購入量 1 キロワット時に、 当該工場等で使用する小売電気事業者の

二酸化炭素排出係数を乗じる。  

   イ グリーン熱証書 

     購入量 1 ギガジュールに、 0.0654を乗じる。  

  (3) 非化石エネルギー等の利用によるもの 
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    当該工場等にて非化石エネルギー等を利用した場合、 次に掲げる方法

により二酸化炭素の量に換算した量を、 削減量とみなすことができるも

のとする。  

   ア 非化石エネルギーの使用 

     使用量に、 それぞれの二酸化炭素排出係数を乗じる。 

イ 未利用エネルギー等を利用した電気の他者への供給 

     供給量 1 キロワット時に、 当該工場等で使用する小売電気事業者の

二酸化炭素排出係数を乗じる。  

   ウ 未利用エネルギー等を利用した熱の他者への供給 

     産業用に供給した蒸気の場合、 供給量 1 ギガジュールに、 0.0654を

乗じる。 産業用以外に供給した蒸気、 温水及び冷水の場合、 供給量 1 

ギガジュールに、 0.057を乗じる。  

3  電気の需要の最適化に資する措置 

再エネ出力制御時への電力の需要シフトや、 電力の需給ひっ迫時の電力

の需要減少を促すため、 事業者は、電力の需給状況に応じたディマンド・

リスポンス（ＤＲ）の実績報告に努めること。  

 4  添付書類 

  (1) 前年度におけるエネルギー使用量（ 原油換算） 及び温室効果ガス排出

量（ 二酸化炭素換算） の算定結果を添付するものとする。  

  (2) 温室効果ガスの排出量の算定に当たり、 独自の排出係数を用いた場合

は、 その根拠資料を添付するものとする。  

  (3) クレジット等の環境価値の購入について記載した場合は、 その根拠資

料を添付するものとする。  

 

第 8  計画書の変更等 

 1  計画書の変更 

   事業者は、 計画書に記載した内容のうち、 次に掲げる事項を変更した場

合、 地球温暖化対策計画書変更報告書（ 指針第 3 号様式） により、 その内

容を市長に報告するものとする。  

  (1) 工場等の名称に変更があったとき。  
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  (2) 抑制目標に変更があったとき。  

  (3) その他計画書に記載した事項について大幅な変更があったとき。  

 2  工場等の廃止 

   事業者は、 計画書の対象である工場等を廃止したときは、 地球温暖化対

策計画書廃止報告書（ 指針第 4 号様式） により、 その旨を市長に報告する

ものとする。  

 3  工場等の承継 

   事業者から計画書の対象である工場等を譲り受けたもの又は計画書の対

象である工場等について相続、 合併若しくは分割により当該工場等を承継

したものは、 地球温暖化対策計画書承継報告書（ 指針第 5 号様式） により、

その旨を市長に報告するものとする。  

 

第 9  公表 

 1  事業者による公表 

   事業者は、 条例第1 0 0条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、 計画書及び

実施状況書について、 次に掲げる事項を公表するものとする。 計画書につ

いては提出した日から計画期間の終了日まで、 実施状況書については提出

した日から90日間、 各事業者の実態に応じて、 インターネットの利用、 工

場等における冊子の備え置き、 掲示その他市民が容易に閲覧できる場所、 

時間等に配慮した方法により公表を行うものとする。 ただし、 添付書類に

ついては、 公表の内容に含まないものとする。  

  (1) 事業者の概要 

  (2) 計画書又は実施状況書の内容の公表方法等 

  (3) 地球温暖化対策の推進に関する方針及び推進体制 

  (4) 温室効果ガスの排出の状況 

  (5) 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標（ の達成状況）  

  (6) 温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置（ の実施の状況）  

 2  市長による公表 

   市長は、 条例第1 0 0条第 3 項の規定に基づき、 計画書及び報告書の内容

について公表するものとし、 公表する事項及び公表の方法等は別に定める。 
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 3  非公表の取扱い 

   1 及び 2 にかかわらず、 条例第1 0 0条の規定による公表について、 事業

者は、 経営に重大な影響を与える等の正当な理由があるときは、 当該理由

に係る事項を非公表とするよう市長に求めることができる。  

   この場合において、 市長が非公表とすることに正当な理由があると認め

るときは、 当該事項を非公表とすることができるものとする。  

 

 

   附 則 

 （ 施行期日）  

1  この指針（ 以下「 新指針」 という。 ） は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

 （ 経過措置）  

2  名古屋市地球温暖化対策指針（ 平成24年名古屋市告示第1 8 4号） は、 令和

6 年 3 月31日限り廃止にする。 ただし、 新指針は、 令和 6 年以後の年度を計

画期間の初年度とする地球温暖化対策計画書を作成すべき地球温暖化対策事

業者について適用し、 令和 5 年度までの年度を計画期間の初年度とする地球

温暖化対策計画書を作成した地球温暖化対策事業者については、 なお従前の

例による。  
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別表 1  算定の対象となる活動 

 (1) エネルギー起源二酸化炭素（ 原油換算エネルギー使用量）  

燃料の使用 

使用した電気の使用 

使用した熱の使用 

 (2) 非エネルギー起源二酸化炭素 

石炭の生産 

原油又は天然ガスの試掘・生産 

原油の輸送 

地熱発電施設における蒸気の生産 

セメントの製造 

生石灰の製造 

ソーダ石灰ガラスの製造 

炭酸塩の使用 

ソーダ灰の製造 

ソーダ灰の使用 

アンモニアの製造 

シリコンカーバイドの製造 

カルシウムカーバイドの製造 

二酸化チタンの製造 

エチレン等の製造 

カルシウムカーバイドを原料としたアセチレンの使用 

電気炉における炭素電極の使用 

鉄鋼の製造における鉱物の使用 

鉄鋼の製造において生じるガスの燃焼（フレアリング） 

潤滑油等の使用 

非メタン揮発性有機化合物（NMVOC）を含む溶剤の焼却 

ドライアイスの製造・使用 

炭酸ガスの封入・使用 

耕地における肥料の使用 

廃棄物の焼却 
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(3) メタン 

燃料の使用 

コークスの製造 

電気炉における電気の使用 

石炭の採掘 

木炭の製造 

原油又は天然ガスの試掘・生産 

原油の輸送・精製 

天然ガスの輸送 

都市ガスの製造・供給 

地熱発電施設における蒸気の生産 

エチレン等の製造 

家畜の飼育 

家畜の排せつ物の管理 

稲作 

農業廃棄物の焼却 

廃棄物の埋立処分 

堆肥の生産 

工場廃水の処理 

下水・し尿等の処理 

廃棄物の焼却 

 (4) 一酸化二窒素 

燃料の使用 

木炭の製造 

原油又は天然ガスの試掘・生産 

アジピン酸等の製造 

麻酔剤の使用 

半導体素子等の製造 

家畜の排せつ物の管理 

耕地又は林地における肥料の使用 

耕地における農作物の残さの肥料としての使用 

農業廃棄物の焼却 

堆肥の生産 

工場廃水の処理 

下水・し尿等の処理 

廃棄物の焼却 
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(5) ハイドロフルオロカーボン類（ H F C）  

クロロジフルオロメタン（ HCFC-22） の製造 

H F Cの製造 

マグネシウム合金の鋳造 

半導体素子等の製造におけるHFC又はPFCの使用 

家庭用電気冷蔵庫等H F C封入製品の製造におけるH F Cの封入 

業務用冷凍空気調和機器の使用開始におけるH F Cの封入 

業務用冷凍空気調和機器の整備におけるH F Cの回収及び封入 

家庭用電気冷蔵庫等H F C封入製品の廃棄におけるH F Cの回収 

プラスチック製造における発泡剤としてのH F Cの使用 

噴霧器の製造におけるH F Cの封入 

噴霧器の使用 

溶剤等の用途へのH F Cの使用 

 (6) パーフルオロカーボン類（ P F C）  

P F Cの製造 

半導体素子等の製造におけるP F C、H F C又はN F 3の使用 

光電池の製造におけるP F Cの使用 

溶剤等の用途へのP F Cの使用 

鉄道事業又は軌道事業用整流器の廃棄 

 (7) 六ふっ化硫黄（ S F 6）  

マグネシウム合金の鋳造 

S F 6の製造 

変圧器等電気機械器具の製造及び使用の開始におけるS F 6の封入 

変圧器等電気機械器具の使用 

変圧器等電気機械器具の点検におけるS F 6の回収 

変圧器等電気機械器具の廃棄におけるS F 6の回収 

半導体素子等の製造におけるS F 6の使用 

粒子加速器の使用 

 (8) 三ふっ化窒素（ N F 3）  

N F 3の製造 

半導体素子等の製造におけるN F 3の使用 

 

 

名古屋市環境局脱炭素社会推進課 
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指針第１号様式

１　地球温暖化対策事業者の概要

２　地球温暖化対策計画書の公表方法等

地　球　温　暖　化　対　策　計　画　書

公表に係る問合せ先

工 場 等 の 名 称

( 場 所 )

地球温暖化対策事業者
（ 届 出 者 ） の 住 所

公 表 期 間

工 場 等 の 所 在 地

地球温暖化対策事業者
（ 届 出 者 ） の 名 称

その他

公 表 方 法

掲示
閲覧

建 築 物 の 所 有 形 態

～

令和6年4月1日

令和9年3月31日

ﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞ

冊　子
(冊子名・
入手方法)

(HPアドレス)

計 画 期 間

業 種

事 業 の 概 要

～ 令和9年3月31日

業 務 部 門 に お け る
建築物の主たる用途

(その他詳細)
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指針第１号様式

３　地球温暖化対策の推進に関する方針及び推進体制

（１）地球温暖化対策の推進に関する方針

（２）地球温暖化対策の推進体制
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指針第１号様式

４　温室効果ガスの排出の状況

0 年度）の温室効果ガス排出の状況

５　温室効果ガス排出量の抑制に係る目標

（１）温室効果ガス排出量の抑制目標

基準年度 令和 0 年度 令和 年度

基準年度 令和 0 年度 令和 年度

CO2 CO2

（２）目標設定の考え方

温 室 効 果 ガ ス
総 排 出 量

％

備考３　原単位当たりの排出量とは、事業活動の特性を的確に示すものとして事業者自らが選択する工場等の床面積、製品
　　　の出荷量その他の指標になる単位量当たりの温室効果ガス排出量をいいます。

備考１　温室効果ガスの排出の状況のうち、エネルギー起源二酸化炭素を除く温室効果ガスの排出量については、温室効果
　　　ガスの種類ごとに3,000トン以上の場合に限り計上してください。

原 単 位 当 た り の
排 出 量

目標年度

排出量（実績）

備考２　温室効果ガス総排出量とは、エネルギー起源二酸化炭素の排出量と、種類ごとに3,000トン以上の温室効果ガスの排
　　　出量の合算をいいます。

目標年度

t-CO2 t-CO2 ％

温室効果ガス総排出量（①～⑨合計）

項　　　　目

目標排出量

①エネルギー起源二酸化炭素の排出量

項　　　　目
目標削減率排出量（実績）

t-CO2

基準年度（令和

t-CO2

②非エネルギー起源二酸化炭素

①
を
除
く

　
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

　
（
二
酸
化
炭
素
換
算
）

⑨エネルギー起源二酸化炭素（発電所等配分前）

t-CO2

t-CO2

③メタン

t-CO2

t-CO2

⑥パーフルオロカーボン類

t-CO2

⑧三ふっ化窒素

⑦六ふっ化硫黄

t-CO2

t-CO2

t-CO2

目標排出量

④一酸化二窒素

⑤ハイドロフルオロカーボン類

温室効果ガスの抑制の目標設定方法

目標削減率
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指針第１号様式

６　温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置

（１）自らの事業活動に伴い排出される温室効果ガスの抑制に係る措置

取組の目標具体的な取組の内容取組の区分
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指針第１号様式

（２）非化石エネルギーへの転換に関する措置

　ア　非化石電気に関する目標

　イ　計画期間における非化石エネルギーの利用

（３）環境価値（クレジット等）の活用

（４）その他の地球温暖化対策に係る措置

（５）「環境保全の日」等に特に推進すべき取組

指標

使用電気全体に占める
非化石電気の比率

目標（2030年度）

50 ％
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指針第２号様式

１　地球温暖化対策事業者の概要

２　地球温暖化対策実施状況書の公表方法等

～

事 業 の 概 要

計 画 期 間 ～ 令和9年3月31日令和6年4月1日

ﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞ

建 築 物 の 所 有 形 態

業 種

業 務 部 門 に お け る
建築物の主たる用途

工 場 等 の 所 在 地

地　球　温　暖　化　対　策　実　施　状　況　書

地球温暖化対策事業者
（ 届 出 者 ） の 名 称

地球温暖化対策事業者
（ 届 出 者 ） の 住 所

工 場 等 の 名 称

(HPアドレス)

冊　子

公表に係る問合せ先

その他

公 表 期 間

公 表 方 法

掲示
閲覧

( 場 所 )

(冊子名・
入手方法)

(その他詳細)
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指針第２号様式

３　地球温暖化対策の推進に関する方針及び推進体制

（１）地球温暖化対策の推進に関する方針

（２）地球温暖化対策の推進体制
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指針第２号様式

４　温室効果ガスの排出の状況

1 年度）の温室効果ガス排出の状況

５　温室効果ガス排出量の抑制に係る目標の達成状況

（１）温室効果ガス排出量の抑制目標の達成状況

令和 0 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2

％ ％ ％ ％

t-CO2 t-CO2 t-CO2

％ ％ ％

令和 0 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

％ ％ ％ ％

％ ％ ％

（２）進捗状況に対する自己評価（目標の達成／非達成の理由）

年度目（令和

備考４　温室効果ガスみなし総排出量とは、温室効果ガス総排出量に対し、クレジット等の環境価値に相当するもの及び非化
石エネルギー等の利用による温室効果ガスの削減量等を調整したものをいいます。

備考３　原単位当たりの排出量とは、事業活動の特性を的確に示すものとして事業者自らが選択する工場等の床面積、製品の
出荷量その他の指標になる単位量当たりの温室効果ガス排出量をいいます。

項　　　　目
基準年度の実績

削減率（対 基準年度）

備考２　温室効果ガス総排出量とは、エネルギー起源二酸化炭素の排出量と、種類ごとに3,000トン以上の温室効果ガスの排
出量の合算をいいます。

原単位 当た りの
排 出 量

削減率（対 基準年度）

原単位 当た りの
み な し 排 出 量

項　　　　目
基準年度の実績 目標 計画期間の実績

温 室 効 果 ガ ス
総 排 出 量

温 室 効 果 ガ ス
みなし 総排 出量

削減率（対 基準年度）

削減率（対 基準年度）

t-CO2

⑧三ふっ化窒素 t-CO2

④一酸化二窒素

計画期間の実績

t-CO2

⑥パーフルオロカーボン類 t-CO2

温室効果ガスの抑制の目標設定方法

温室効果ガス総排出量（①～⑨合計） t-CO2

備考１　温室効果ガスの排出の状況のうち、エネルギー起源二酸化炭素を除く温室効果ガスの排出量については、温室効果ガ
スの種類ごとに3,000トン以上の場合に限り計上してください。

目標

⑨エネルギー起源二酸化炭素（発電所等配分前）

t-CO2

⑤ハイドロフルオロカーボン類 t-CO2

①
を
除
く

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

（

二
酸
化
炭
素
換
算
）

②非エネルギー起源二酸化炭素 t-CO2

計画期間

③メタン

t-CO2

⑦六ふっ化硫黄

t-CO2

①エネルギー起源二酸化炭素の排出量
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指針第２号様式

６　温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置の実施状況

（１）自らの事業活動に伴い排出される温室効果ガスの抑制に係る措置の実施状況

取組の区分 取組の実施状況具体的な取組の内容 取組の目標

726



指針第２号様式

（２）非化石エネルギーの利用の状況

　ア　非化石電気の使用状況

％ ％ ％ ％

　イ　計画期間 1 年度目（ 令和 年度）における非化石エネルギーの利用状況

kl

（３）未利用エネルギーの利用の状況

　ア　計画期間 1 年度目（ 令和 年度）における未利用エネルギーの利用状況

　イ アのうち、他のものに供給した電力及び熱

（４）環境価値（クレジット等）の活用の状況

計画期間 1 年度目（ 令和 年度）におけるクレジット等の利用

（５）みなしの排出量の算定に利用した温室効果ガス換算量（みなしの削減量）の合計

（６）電気の需要の最適化に資する措置を実施した日数

t-CO2

日

t-CO2

t-CO2

導入年度 設備等の種類 概要（規模、性能、発生エネルギー量等）

指標

使用電気全体に占める
非化石電気の比率

非化石エネルギーの使用量 温室効果ガス換算量（みなしの削減量）

50

非化石電気の使用状況 目標

年度 (2030年度)

グリーン電力証書 t-CO2

非化石証書

未利用エネルギーの種類

t-CO2

t-CO2

区　分

電　力

熱

クレジット等の種類

t-CO2

温室効果ガス換算量（みなしの削減量）

t-CO2

創出地

年度 年度

t-CO2

温室効果ガス換算量（みなしの削減量）

電気由来クレジット
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指針第２号様式

（７）その他の地球温暖化対策に係る措置の実施状況

（８）「環境保全の日」等に特に推進すべき取組の実施状況
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指針第 3 号様式 

注  連絡先には地球温暖化対策計画書の内容に関する担当部署名等を記入してください。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とします。 

地球温暖化対策計画書変更報告書 

年  月  日 

 

 名古屋市長 様 

 

報告者 住   所  

名   称 

代表者氏名                

 

 

 地球温暖化対策計画書について内容を変更したので、名古屋市地球温暖化対策指針第8 第1 項

の規定により次のとおり報告します。 

工 場 等 の 名 称  

工 場 等 の 所 在 地 
 

変 更 の 内 容 

変 更 前  

変 更 後  

変 更 年 月 日 年   月   日 

変 更 理 由  

連 絡 先 
注 

担 当 部 署 

会社名・ 

担当部署 
 

住 所 
〒 

担当者氏名  

電話番号等 

電話番号  

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号  

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  
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指針第 4 号様式 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とします。 

地球温暖化対策計画書廃止報告書 

年  月  日 

 

 名古屋市長 様 

 

報告者 住   所  

名   称 

代表者氏名                

 

 

 地球温暖化対策計画書に係る工場等を廃止したので、名古屋市地球温暖化対策指針第8 第2 項

の規定により次のとおり報告します。 

工 場 等 の 名 称 
 

工 場 等 の 所 在 地 
 

廃 止 年 月 日 年   月   日 

廃 止 理 由 
 

連 絡 先 
担 当 部 署 

会社名・ 

担当部署 
 

住 所 

〒 

 

電話番号  
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指針第 5 号様式 

注  連絡先には地球温暖化対策計画書の内容に関する担当部署名等を記入してください。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とします。 

地球温暖化対策計画書承継報告書 

年  月  日 

 

 名古屋市長 様 

 

報告者 住   所  

名   称 

代表者氏名                

 

                  

 地球温暖化対策計画書に係る届出者の地位を承継したので、名古屋市地球温暖化対策指針第8 

第3 項の規定により次のとおり報告します。 

工 場 等 の 名 称 
 

工 場 等 の 所 在 地 
 

承 継 者 

住 所 
 

名 称 及 び 

代 表 者 氏 名 

 

被 承 継 者 

住 所 
 

名 称 及 び 

代 表 者 氏 名 

 

承 継 年 月 日 年   月   日 

承 継 理 由 
 

連 絡 先 
注 

担 当 部 署 

会社名・ 

担当部署 
 

住 所 
〒 

担当者氏名  

電話番号等 

電話番号  

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号  

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  
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名古屋市達第 4号 

 

庁  中  一  般  

精神保健福祉センター  

 

名古屋市自殺対策推進本部規程（ 平成19年名古屋市達第47号） の一部を次の

ように改正する。  

 

  令和 6年 3月25日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
別表 

（ 略）  

幹事 （ 略）  

（ 略）  

〃 

 

 

 

 

 

 

健康福祉局高齢福祉部地域

ケア推進課長 

（ 略）  

〃 

 

教育委員会事務局指導部指

導課長 

（ 略）  
 

別表 

（ 略）  

幹事 （ 略）  

（ 略）  

〃 

 

〃 

 

 

〃 

 

健康福祉局高齢福祉部地域

ケア推進課長 

健康福祉局高齢福祉部担当

課長（ 包括的支援の推進に

係る企画調整）  

健康福祉局高齢福祉部担当

課長（ ひきこもり等支援）  

（ 略）  

〃 

 

教育委員会事務局教育支援

部義務教育課長 

（ 略）  
 

  

 

附 則 

この達は、 令和 6年 4月 1日から施行する。  
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名古屋市達第 5 号 

 

財 政 局 

環 境 局 

住 宅 都 市 局 

緑 政 土 木 局 

上 下 水 道 局 

 

 名古屋市ため池環境保全協議会規程（昭和49年名古屋市達第 4 号）の一部を

次のように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月26日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                        （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後 

別表 別表 

委員 財政局長          

（ 略）   

〃 

 

〃 

住宅都市局担当局長（ まちづ

くり調整）          

緑政土木局担当局長（ 公園緑

地・農政）          

（ 略）   

〃 住宅都市局担当部長（ 市街地

整備）            

（ 略）   

〃 緑政土木局担当部長（ 農政）  

（ 略）   

幹事 財政局総務課長       
 

委員 財政局長          

（ 略）   

〃 

 

〃 

住宅都市局担当局長（ 都市整

備）             

緑政土木局担当局長（ 道路・ 

河川）            

（ 略）   

〃 住宅都市局市街地整備部長  

 

（ 略）   

〃 緑政土木局農政部長     

（ 略）   

幹事 財政局財政部財政課長    
 

（ 略）   
 

（ 略）   
 

〃 住宅都市局都市整備部市街地

整備課長          

〃 住宅都市局市街地整備部市街

地整備課長         
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（ 略）   

〃 

 

〃 

緑政土木局都市農業課長   

 

緑政土木局担当課長（ 農業振

興）             

（ 略）   
 

（ 略）   

〃 

 

〃 

緑政土木局農政部都市農業課

長             

緑政土木局農政部担当課長（ 

農業振興）          

（ 略）   
 

     

 

   附 則 

 この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第 6 号 

 

防災危機管理局 

総 務 局 

財 政 局 

住 宅 都 市 局 

緑 政 土 木 局 

上 下 水 道 局 

 

 名古屋市総合排水計画策定協議会規程（ 昭和49 年名古屋市達第52 号） の一部

を次のように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月26日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                        （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後 

別表 

委員 防災危機管理局長 

（ 略）   

〃 

 

住宅都市局担当部長（ 市街地整

備）  

（ 略）   

〃 緑政土木局担当部長（ 農政）  

（ 略）   

幹事 防災危機管理局危機管理企画課 
長 

（ 略）   
 

別表 

 委員 防災危機管理局長 

 （ 略）   

 〃 

 

住宅都市局市街地整備部長 

 （ 略）   

 〃 緑政土木局農政部長 

 （ 略）   

 幹事 

 

防災危機管理局危機管理企画課

長 
 （ 略）   

 

〃 財政局総務課長 
（ 略）   

〃 

 

〃 

住宅都市局都市整備部名港開発

振興課長 

住宅都市局都市整備部市街地整

 〃 財政局財政部財政課長 
 （ 略）   

 

 

〃 

 

 

住宅都市局市街地整備部市街地
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 備課長 

 

 
（ 略）   

〃 

 

緑政土木局担当課長（ 農業振 

興）  

（ 略）   
        

 

〃 

 

整備課長 

住宅都市局まちづくり企画部名

港開発振興課長 

 （ 略）   

 〃 

 

緑政土木局農政部担当課長（ 農

業振興）  

 （ 略）   
      

 

   附 則 

 この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第 7 号 

 

庁 中 一 般  

 

 名古屋市役所防火防災管理規程（平成22年名古屋市達第 3 号）の一部を次の

ように改正する。 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                        （ 下線部分は改正部分）   

改 正 前 改 正 後   
別表第 3  

階 職 

本庁舎 東庁舎 西庁舎 

地下 3 階 （ 略）  住宅都市

局営繕部

設備課課

長補佐（ 

機械） 

 

住宅都市

局営繕部

設備課課

長補佐（ 

機械） 

（ 略）  

1 階 （ 略）  会計室審

査課課長

補佐（審

査） 

（ 略）  

4 階 環境局ご

み減量部

減量推進

課課長補

佐（減量 

（ 略）  

別表第 3  

階 職 

本庁舎 東庁舎 西庁舎 

地下 3 階 （ 略）  住宅都市

局営繕部

設備課課

長補佐（ 

機 械 統 

括）  

住宅都市

局営繕部

設備課課

長補佐（ 

機 械 統 

括）  

（略） 

1 階 （略） 会計室会

計課課長

補佐（ 審

査）  

（略） 

4 階 環境局資

源循環部

資源循環

企画課課

長補佐（ 

（略） 
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 企画） 

 

 

（略） 

6 階 住宅都市

局営繕部

設備課課

長補佐（ 

機械）（ 

屋上部分

は、総務

局総務課

課長補佐 

（ 管

理）） 

 

（略） 

7 階 住宅都市

局総務課

課長補佐

（庶務）

（屋上部

分は、総

務局総務

課課長補

佐 （ 管

理）） 

消防局消

防部指令

課課長補

佐 （ 通

信） 

上下水道

局企画経

理部経理

課課長補

佐（ 下水

道経理） 

8 階 （略） 人事委員

会事務局

審査課課

長補佐（ 

調査） 

 

（略） 

9 階 （略） 住宅都市

局営繕部

設備課課

長補佐（ 

電気）（ 

屋上部分

は、総務

局総務課

課長補佐 

上下水道

局計画部

下水道計

画課課長

補佐（ 基

本計画） 

 資源循環

企画） 

 

（略） 

6 階 住宅都市

局営繕部

設備課課

長補佐（ 

機 械 統

括）（屋

上 部 分

は、総務

局総務課

課長補佐

（ 管

理）） 

（略） 

7 階 総務局総

務課課長

補佐（管

理） 

消防局消

防部指令

課課長補

佐（情報

シ ス テ

ム） 

上下水道

局企画経

理部経理

課課長補

佐（ 下水

道経理総

括） 

8 階 （略） 人事委員

会事務局

審査課課

長補佐（ 

庶務・調

査）  

（略） 

9 階 （略） 住宅都市

局営繕部

設備課課

長補佐（ 

電 気 統

括）（屋

上 部 分

は、総務

局総務課 

上下水道

局計画部

下水道計

画課課長

補佐（ 基

本計画総

括） 
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  （ 管

理）） 

 

 

10 階 （略） 住宅都市

局営繕部

設備課課

長補佐（ 

電気） 

 

（略） 

 

（略） 

13 階 （ 略）  住宅都市

局営繕部

設備課課

長補佐（ 

電気）（ 

屋上部分

は、総務

局総務課

課長補佐

（ 管

理）） 

 

14 階 （ 略）  住宅都市

局営繕部

設備課課

長補佐（ 

電気）（ 

屋上部分

は、総務

局総務課

課長補佐

（ 管

理）） 

 

別表第 4  

事項 点検検査員 

（ 略）  

屋内消火栓設備、

スプリンクラー設

備、泡消火設備、 

住宅都市局営繕部

設備課課長補佐（ 

機械） 

  課長補佐

（ 管

理）） 

 

10 階 （略） 住宅都市

局営繕部

設備課課

長補佐（ 

電 気 統 

括）  

（略） 

（略） 

13 階 （ 略）  住宅都市

局営繕部

設備課課

長補佐（ 

電 気 統

括）（屋

上 部 分

は、総務

局総務課

課長補佐

（ 管

理）） 

14 階 （ 略）  住宅都市

局営繕部

設備課課

長補佐（ 

電 気 統

括）（屋

上 部 分

は、総務

局総務課

課長補佐

（ 管

理）） 

別表第 4  

事項 点検検査員 

（ 略）  

屋内消火栓設備、

スプリンクラー設

備、泡消火設備、 

住宅都市局営繕部

設備課課長補佐（ 

機械統括） 
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二酸化炭素消火設

備、ハロゲン化物

消火設備、粉末消

火設備、ガス漏れ

火災警報設備、排

煙設備及び連結送

水管の状況 

 

誘導灯、非常コン

セント設備、非常

電源用蓄電池設備 

住宅都市局営繕部

設備課課長補佐（ 

電気） 

及び自家発電設備

の状況 

 

自動火災報知設備

及び非常警報設備

の状況 

住宅都市局営繕部

設備課課長補佐（ 

電気） 
 

二酸化炭素消火設

備、ハロゲン化物

消火設備、粉末消

火設備、ガス漏れ

火災警報設備、排

煙設備及び連結送

水管の状況 

 

誘導灯、非常コン

セント設備、非常

電源用蓄電池設備 

住宅都市局営繕部

設備課課長補佐（ 

電気統括） 

及び自家発電設備

の状況 

 

自動火災報知設備

及び非常警報設備

の状況 

住宅都市局営繕部

設備課課長補佐（ 

電気統括） 
   

 

   附 則 

 この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第 8 号                            

 

                           庁 中 一 般 

                           区  役  所 

                           各  公  所  

 

 職員の勤務時間の特例等に関する規程（昭和49 年名古屋市達第 8 号）の一部

を次のように改正する。 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

第 2 条第 1 項中「又は区」を削る。 

別表第 1 スポーツ市民局の項中 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

場北部市場の項中 

 

 

男女平

等参画

推進課 

男女平

等参画

推進セ

ンター

におけ

る相談

業務に

従事す

る課長 

 補佐 

男女平

等参画

推進室 

男女平

等参画

推進セ

ンター

におけ

る相談

業務に

従事す

る主査 

「  

を 

「  

」  

に改め、同表経済局中央卸売市 

」  
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局名古屋城総合事務所の項中「係長、主査」を「課長補佐、副所長補佐、主

任」に改め、同表環境局環境企画部の項中「主幹、主査」を「担当課長、課長

補佐、主任」に改め、同表環境局環境事業所の項中「事務係に勤務する係長」

を「所長補佐（事務）、主任（ごみの収集作業に従事する者を除く。）」に、

「ごみの収集作業に従事する係長」を「ごみの収集作業に従事する所長補佐、

主任」に改め、同表環境局猪子石工場の項及び同表環境局富田工場の項中「係

長」を「工場長補佐、主任」に改め、同表健康福祉局厚生院の項中「管理栄養

士」を「課長補佐（栄養管理）、主任（管理栄養士の業務に従事する者に限

る。）及び管理栄養士」に、「介護係長及び主査（特別養護老人ホーム又は救

護施設における業務に従事する者に限る。）」を「課長補佐（介護統括）及び

課長補佐（介護）」に、 

 

 

 

 

 

 

 

午前 8 時40分から

午後 5 時10分まで 

 午前 8 時45分から

午後 5 時15分まで 

午前 8 時40分から

午後 0 時30分まで 

 午前 8 時45分から

午後 0 時35分まで 

午前 8 時40分から

午後 0 時35分まで 

 午前 8 時45分から

午後 0 時40分まで 

午前 8 時40分から

午後 5 時25分まで 

 午前 8 時45分から

午後 5 時30分まで 

午前 8 時55分から

午後 5 時25分まで 

 午前 9 時から午後

5 時30分まで 

「  「  

に改め、同表観光文化交流 

」  

を 

」  
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                 「 

                  

 

 

 

 

「                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特別養護老人ホーム又は救護施設における業務に従事する介護員」を「介護

員」に改め、「特別養護老人ホームにおける業務に従事する」の次に「主任（ 

看護師の業務に従事する者に限る。）及び」を加え、「救護施設における業務

に従事する看護師」を「救護施設における業務に従事する主任（看護師の業務

に従事する者に限る。）及び看護師」に改め、同表健康福祉局中央看護専門学

校の項中「教育主任」の次に「、主任（専任教員の業務に従事する者に限

る。）」を加え、「看護第一学科又は」を削り、同表子ども青少年局子育て支

援部の項中「主幹、主査」を「担当課長、課長補佐、主任」に改め、同表子ど

も青少年局児童福祉センターの項中「保護係長」を「課長補佐（一時保護）、

主任（保育士、保育員又は児童指導員の業務に従事する者に限る。）」に改

め、同表子ども青少年局西部児童相談所の項及び同表子ども青少年局東部児童

相談所の項中「保護係長」を「所長補佐（一時保護）、主任（保育士、保育員

又は児童指導員の業務に従事する者に限る。）」に改め、同表子ども青少年局 

 

Ｄ 午前 8 時45分から

午後 5 時15分まで 

45 

Ｅ 午後 4 時45分から

翌日の午前 1 時15

分まで 

45 

Ｆ 午前 1 時から午前

9 時30分まで 

45 

Ｇ 午後 5 時から翌日

の午前10時まで 

90 

Ｈ 午後 4 時30分から

翌日の午前 1 時15

分まで 

60 

Ｉ 午前 0 時45分から

午前 9 時30分まで 

60 

Ｄ 午前 8 時45分から

午後 5 時15分まで 

45 

を  

」  

」  

に、 
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ひばり荘の項中「児童指導員」を「荘長補佐、主任（児童指導員、看護師、准

看護師、保育士又は保育員の業務に従事する者に限る。）、児童指導員」に改

め、同表子ども青少年局あけぼの学園の項中「係長」を「園長補佐（指導）、

主任（児童指導員、保育士又は保育員の業務に従事する者に限る。）」に、 

 

 

 

 

「   

Ｓ 午後 0 時45分から

午後 9 時20分まで 

60 

 

 

 

 

 

「看護師、」を「主任（看護師又は准看護師の業務に従事する者に限る。）、

看護師、」に、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 午後 0 時45分から

午後 9 時20分まで 

60 

Ｔ 午前10時40分から

午後 7 時まで 

45 

Ｕ 午前11時10分から

午後 7 時30分まで 

45 

Ｖ 午前10時25分から

午後 7 時まで 

60 

Ｗ 午前10時55分から

午後 7 時30分まで 

60 

Ｆ 午前11時25分から

午後 8 時まで 

60 

Ｇ 午前10時40分から

午後 7 時まで 

45 

Ｈ 午前11時10分から

午後 7 時30分まで 

45 

Ｉ 午前10時25分から

午後 7 時まで 

60 

Ｊ 午前10時55分から

午後 7 時30分まで 

60 

Ｆ 午前11時25分から

午後 8 時まで 

60 

を  

」  

を  

」  

」  

「  

に、 

」

に、 

「  

「  
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「児童指導員以外」を「主任（児童指導員、保育士、保育員、看護師、准看護

師、管理栄養士又は栄養士の業務に従事する者を除く。）、児童指導員以外」

に、 

                「 

 

 

 

「 

 

 

 

 

 

 

 

め、同表子ども青少年局の項中「子ども未来企画室」を「子ども未来企画課」

に改める。 

 別表第 2 スポーツ市民局の項中「スポーツ振興室」を「スポーツ振興課」に

改め、同表経済局中央卸売市場北部市場の項中 

「           「 

 

 

 

 

 

画課の項中「局付主幹」を「局付担当部長」に、「主事」を「局付担当課長及

び局付課長補佐」に、「技師」を「局付担当課長」に改め、同表環境局環境事

業所（中環境事業所に限る。）の項中 

 

 

Ｅ 午前11時15分から

午後 8 時まで 

60 

Ｆ 午前10時30分から

午後 7 時まで 

45 

Ｇ 午前11時から午後

7 時30分まで 

45 

Ｈ 午前10時15分から

午後 7 時まで 

60 

Ｉ 午前10時45分から

午後 7 時30分まで 

60 

Ｅ 午前11時15分から

午後 8 時まで 

60 

午前 8 時40分から

午後 0 時40分まで 

 午前 8 時45分から

午後 0 時45分まで 

午前 8 時40分から

午後 4 時10分まで 

 午前 8 時45分から

午後 4 時15分まで 

を  

に改め、同表環境局環境企 

」  

」  

に改 

」  

を 

」
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                 「 

 

 

 

「                 

    

 

 

 

 

 

 

め、同表環境局環境事業所（中環境事業所以外の環境事業所に限る。）の項中     

                 「 

  

 

「 

 

 

 

 

 

 

め、同表環境局猪子石工場の項中「技師」を「主任及び技師」に改め、同表環

境局富田工場の項中「技師」を「主任（技師の業務に従事する者に限る。）、

技師」に改め、同表健康福祉局厚生院の項中「（施設棟 4 階における業務を除

く。）」を削り、同表緑政土木局東山総合公園の項中 

「 

全職員 Ａ 午前 8 時45分から 60 日曜日か   

Ｄ 午前 9 時30分から

午後 4 時15分まで 

45 

Ｅ 午前 6 時50分から

午後 1 時50分まで 

60 

Ｆ 午前 8 時から午後

3 時まで 

60 

Ｇ 午前 8 時30分から

午後 3 時30分まで 

60 

Ｈ 午前 9 時30分から

午後 4 時30分まで 

60 

Ｄ 午前 9 時30分から

午後 4 時15分まで 

45 

Ｃ 午前 9 時30分から

午後 4 時15分まで 

45 

Ｄ 午前 8 時から午後

3 時まで 

60 

Ｅ 午前 8 時30分から

午後 3 時30分まで 

60 

Ｆ 午前 9 時30分から

午後 4 時30分まで 

60 

Ｃ 午前 9 時30分から

午後 4 時15分まで 

45 

」

を に改 

」  

」

」

に改 を 
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  午後 3 時45分まで  ら土曜日

までのい

ずれか 2

日 

 

                             」 

「 

東山植

物園以

外に勤

務する

者 

Ａ 午前 8 時45分から 

午後 3 時45分まで 

60 日曜日か

ら土曜日

までのい

ずれか 2

日 

  

東山植

物園に

勤務す

る者 

Ａ 午前 8 時45分から 

午後 5 時15分まで 

60 日曜日か

ら土曜日

までのい

ずれか 3

日 

 

                             」 

 

   附 則 

 この達は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

を  

に改める。 
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名古屋市達第 9 号 

 

                           庁 中 一 般 

                           区  役  所 

                           各  公  所 

 

 職名及び補職名規程（昭和49年名古屋市達第13号）の一部を次のように改正

する。 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前        改 正 後        

 （補職名） 

第 3 条 局、区、室、部、課、公所又は係

の長及び職制においてこれらに準ずるも

のとして定められた職に補せられた職員

の補職名は、その所管又は所属する局、

区、室、部、課、公所又は係の名を冠し

た長又は職の名称とする。 

2  局付理事、区付理事、室付理事、参

事、局付参事、区付参事、室付参事、主

幹、局付主幹、区付主幹、室付主幹、主

査、局付主査、区付主査又は室付主査に

補せられた職員の補職名は、その所属す

る局、区、室、部、課又は公所の名を冠

した職の名称とする。 

 

 

 

3  前 2 項に規定する者以外の職員の補職

名は、事務職員、技術職員、臨時的任用

職員及び定年前再任用短時間勤務職員の

別に別表の職務欄に掲げる職務のうち、

 （補職名） 

第 3 条 局、区、室、部、課又は公所の長

及び職制においてこれらに準ずるものと

して定められた職に補せられた職員の補

職名は、その所管又は所属する局、区、

室、部、課又は公所の名を冠した長又は

職の名称とする。 

2  局付担当局長、区付担当局長、室付担

当局長、担当部長、局付担当部長、区付

担当部長、室付担当部長、担当課長、局

付担当課長、区付担当課長、室付担当課

長、課長補佐、局付課長補佐、区付課長

補佐、室付課長補佐又は主任及び職制に

おいてこれらに準ずるものとして定めら

れた職に補せられた職員の補職名は、そ

の所属する局、区、室、部、課又は公所

の名を冠した職の名称とする。 

3  前 2 項に規定する者以外の職員の補職

名は、事務職員、技術職員、臨時的任用

職員及び定年前再任用短時間勤務職員の

別に別表の職務欄に掲げる職務のうち、
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その者が上司の命を受けて行う職務に対

応する同表の名称欄に掲げる名称に、そ

の所属する局又は区（局、区に属しない

室を含む。）の名を冠したものとする。 

その者が上司の命を受けて行う職務に対

応する同表の名称欄に掲げる名称に、そ

の所属する局又は区（局に属しない室を

含む。）の名を冠したものとする。  

 

   附 則 

 この達は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市達第10号 

 

                           庁 中 一 般 

                           区  役  所 

                           各  公  所 

 

 課長代理設置規程（平成 8 年名古屋市達第 5 号）の一部を次のように改正す

る。 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前        改 正 後        

 （設置） 

第 1 条 職員の士気を高め、増大する行政

需要に的確に対応し得る人材を育成し、

及び事務事業の簡素効率化等行政改革に

係る諸施策を円滑に実施するため、局の

総務課、会計室出納課及び市長室秘書課

（以下「総務課等」という。）並びに局

区の部並びに公所（公所長が職員の任用

に関する規則（昭和33年名古屋市人事委

員会規則第 1 号）別表第 2 段階別職位表

に掲げる部長段階以上の職にある者であ

る公所であって複数の課又は室を置くも

の及び保育園に限る。）にそれぞれ若干

人の課長代理を置くことができる。 

 （職務） 

第 2 条 課長代理は、当該係長等としての

職務のほか、部長（総務課等に置かれる

課長代理にあっては課長、区役所保健福

祉センター（福祉部を除く。）に置かれ

る課長代理にあっては区役所保健福祉セ

ンター所長、公所（保育園を除く。）に

 （設置） 

第 1 条 職員の士気を高め、増大する行政

需要に的確に対応し得る人材を育成し、

及び事務事業の簡素効率化等行政改革に

係る諸施策を円滑に実施するため、局の

総務課、会計室会計課及び市長室秘書課

（以下「総務課等」という。）並びに局

区の部並びに公所（公所長が職員の任用

に関する規則（昭和33年名古屋市人事委

員会規則第 1 号）別表第 2 段階別職位表

に掲げる部長段階以上の職にある者であ

る公所であって複数の課又は室を置くも

の及び保育園に限る。）にそれぞれ若干

人の課長代理を置くことができる。 

 （職務） 

第 2 条 課長代理は、当該課長補佐等とし

ての職務のほか、部長（総務課等に置か

れる課長代理にあっては課長、区役所保

健福祉センター（福祉部を除く。）に置

かれる課長代理にあっては区役所保健福

祉センター所長、公所（保育園を除
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置かれる課長代理にあっては公所長。以

下同じ。）の命を受けて、次の事項に係

る事務を所掌する。 

 (1) （略） 

 (2) 所属する局区若しくは室（局又は区

に属する室を除く。）若しくは局区の

部又は公所の職員（以下「所属職員」

という。）の士気を高めるための職場

内研修等の企画及び実施 

 (3)～(5) （略） 

2  前項の規定にかかわらず、次条第 3 号

に掲げる職（総務局長が指定するものに

限る。）にある者のうちから任命された

課長代理は、当該主査としての職務のほ

か、区役所保健福祉センター所長（同セ

ンター福祉部長の職を兼ねる同センター

所長が置かれている同センター（福祉部

及び公害対策室を除く。）に置かれる課

長代理にあっては、同センター健康安全

課長）の命を受けて、専門的な見地から

総括的に指導、企画及び調整に係る事務

を所掌する。 

 （任命） 

第 3 条 課長代理は、次の各号のいずれか

に該当する職（総務局長が指定するもの

に限る。）にある者のうちから、市長が

任命する。 

 (1) 相当長期の経験を有する局区の部及

び公所における総括的な職務を担当す

る係長等の職 

 (2) 総括係長の職 

 (3) 区役所保健福祉センターの保健管理

課の主査（食品衛生・動物愛護）、環

境薬務室の主査（営業施設指導）、主

査（住居衛生・薬務）若しくは主査（

営業薬務）、健康安全課の主査（食品

衛生・動物愛護等）、公害対策室の主

査（環境活動推進）若しくは主査（規

制指導）又は保健予防課の主査（感染

症対策等）若しくは主査（保健看護）

の職（事務職員を除く。） 

 

く。）に置かれる課長代理にあっては公

所長。以下同じ。）の命を受けて、次の

事項に係る事務を所掌する。 

 (1) （略） 

 (2) 所属する局区若しくは室（局に属す

る室を除く。）若しくは局区の部又は

公所の職員（以下「所属職員」とい

う。）の士気を高めるための職場内研

修等の企画及び実施 

 (3)～(5) （略） 

2  前項の規定にかかわらず、次条第 3 号

に掲げる職（総務局長が指定するものに

限る。）にある者のうちから任命された

課長代理は、当該課長補佐としての職務

のほか、区役所保健福祉センター所長（

同センター福祉部長の職を兼ねる同セン

ター所長が置かれている同センター（福

祉部及び公害対策課を除く。）に置かれ

る課長代理にあっては、同センター健康

安全課長）の命を受けて、専門的な見地

から総括的に指導、企画及び調整に係る

事務を所掌する。 

 （任命） 

第 3 条 課長代理は、次の各号のいずれか

に該当する職（総務局長が指定するもの

に限る。）にある者のうちから、市長が

任命する。 

 (1) 相当長期の経験を有する局区の部及

び公所における総括的な職務を担当す

る課長補佐等の職 

 (2) 総括課長補佐の職 

 (3) 区役所保健福祉センターの保健管理

課の課長補佐（食品衛生・動物愛

護）、環境薬務課の課長補佐（営業施

設指導）、課長補佐（住居衛生・薬

務）若しくは課長補佐（営業薬務）、

健康安全課の課長補佐（食品衛生・動

物愛護等）、公害対策課の課長補佐（

環境活動推進）若しくは課長補佐（規

制指導）又は保健予防課の課長補佐（

精神保健・健康づくり）若しくは課長

補佐（保健看護）の職（事務職員を除

く。）  
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   附 則 

 この達は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市達第11号 

 

庁 中 一 般  

区  役  所  

 

名古屋市ホームレス援護施策推進本部規程（ 平成13年名古屋市達第33号） の

一部を次のように改正する。  

 

  令和 6年 3月29日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
別表 

本部員 （ 略）  

（ 略）  

〃 住宅都市局長 

  

（ 略）  

〃 緑政土木局担当局長（ 公園

緑地・農政）  

（ 略）  

幹事 会計室出納課長 

（ 略）  

〃 

 

 

健康福祉局新型コロナウイ

ルス感染症対策部感染症対

策課長 

（ 略）  

〃 

 

住宅都市局企画経理課長 

（ 略）  

〃 緑政土木局担当課長（ 企 

画）  

（ 略）  
 

別表 

本部員 （ 略）  

（ 略）  

〃 

〃 

住宅都市局長 

緑政土木局長 

（ 略）  

  

 

（ 略）  

幹事 会計室会計課長 

（ 略）  

〃 

 

 

健康福祉局健康部感染症対

策課長 

 

（ 略）  

〃 

 

住宅都市局担当課長（ 企画

調整）  

（ 略）  

〃 緑政土木局担当課長（ 企画

調整）  

（ 略）  
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附 則 

この達は、 令和 6年 4月 1日から施行する。  
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名古屋市達第12 号 

 

庁 中 一 般  

各  公  所 

                                    

 課長補佐設置規程（ 令和 6 年名古屋市達第 2 号） の一部を次のように改正す

る。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 次の表のように改正する。  

                        （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 1 条 名古屋市事務分掌条例施行細則（ 

平成12 年名古屋市規則第 8 号） 第 1 条の

課に次の組織を置く。  

 防災危機管理局 

 （ 略）  

危機管理企画課 

    課 長 補 佐（ 企画）  

 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 地域強靱化に係る人 

          材育成等）  

 （ 略）  

危機対策課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 情報・啓発） (2) 

    課 長 補 佐（ 新型コロナウイルス 

          感染症対策等に係る 

総合調整・広報）  

 （略） 

   地域防災課 

 （略） 

    課 長 補 佐（ 要配慮者対策）  

第 1 条 名古屋市事務分掌条例施行細則（ 

平成12 年名古屋市規則第 8 号） 第 1 条の

課に次の組織を置く。  

 防災危機管理局 

 （ 略）  

防災企画課 

    課 長 補 佐（ 防災企画統括）  

    課 長 補 佐（防災企画） 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 防災啓発・ 人材育 

          成）  

 （ 略）  

危機対策課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 防災情報システム）  

    課 長 補 佐（ 危機管理）  

 

 

 （略） 

   地域防災課 

 （略） 

    課 長 補 佐（ 災害対策に係る地域 
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    課 長 補 佐（ 災害対策に係る地域 

          活動の推進） (16) 

 市 長 室 

   秘 書 課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 秘書） (5) 

 

 （ 略）  

   広 報 課 

    課 長 補 佐（ 企画）  

 

 （ 略）  

 総 務 局 

総 務 課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 総務に係る特命事項 

          の処理）  

（ 略）  

行政ＤＸ推進部 

行政改革推進課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 組織定員）  

 

（ 略）  

法 制 課 

    課 長 補 佐（ 文書）  

 

 

    課 長 補 佐（ 法規） (2) 

 

（ 略）  

デジタル改革推進課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ システム標準化）  

 

（ 略）  

職 員 部 

人 事 課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 人事）  

    課 長 補 佐（ 人事等）  

    課 長 補 佐（ 人事制度等に係る特 

          活動の推進） (16) 

    課 長 補 佐（ 要配慮者対策）  

 

 市 長 室 

   秘 書 課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 秘書統括）  

    課 長 補 佐（ 秘書） (4) 

 （ 略）  

   広 報 課 

    課 長 補 佐（ 企画）  

    課 長 補 佐（ ＤＸ広報の推進）  

 （ 略）  

 総 務 局 

総 務 課 

（ 略）  

 

 

（ 略）  

行政ＤＸ推進部 

行政改革推進課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 組織定員）  

    課 長 補 佐（ 業務改革）  

（ 略）  

法 制 課 

    課 長 補 佐（ 文書）  

    課 長 補 佐（ 文書事務ＤＸの推 

          進）  

    課 長 補 佐（ 法規）  

    課 長 補 佐（ 訟務）  

（ 略）  

デジタル改革推進課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ システム標準化）  

          (2) 

（ 略）  

職 員 部  

人 事 課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 人事統括）  

    課 長 補 佐（ 人事）  

    課 長 補 佐（ 人事制度等に係る特 
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          命事項の処理）  

 

 

（ 略）  

コンプライアンス推進課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 監察等）  

（ 略）  

企 画 部 

企 画 課 

    課 長 補 佐（ 企画） (3) 

 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 企画・ 水に係る施策 

          の調整） (2) 

 

 

（ 略）  

総合調整部 

総合調整課 

    課 長 補 佐（ 調整） (2) 

 

 

 

    課 長 補 佐（ 公民連携推進に係る 

          企画調整） (2) 

    課 長 補 佐（ 大学連携等）  

アジア・ アジアパラ競技大会推進課 

    課 長 補 佐（ 推進）  

    課 長 補 佐（ 広報・ 事業調整）  

    課 長 補 佐（ アジア・ アジアパラ 

          競技大会に係る連絡 

調整） (14) 

    課 長 補 佐（ アジア・ アジアパラ 

競技大会の推進に係 

る特命事項の処理）  

    課 長 補 佐（ 事業調整）  

    課 長 補 佐（ アジア・ アジアパラ 

          競技大会に係る企画

調整） (2) 

空港対策課 

（ 略）  

 

          命事項の処理）  

    課 長 補 佐（ 人材マネジメントの 

推進）  

（ 略）  

コンプライアンス推進課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 監察）  

（ 略）  

企 画 部 

企 画 課 

    課 長 補 佐（ 企画統括）  

    課 長 補 佐（ 企画） (2) 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 企画・ 水に係る施策 

の調整） (2) 

    課 長 補 佐（ シティプロモーショ 

          ン推進） (2) 

（ 略）  

総合調整部 

総合調整課 

    課 長 補 佐（ 調整統括）  

    課 長 補 佐（ 調整） (3) 

    課 長 補 佐（ 万博に係る企画調 

          整）  

    課 長 補 佐（ 公民連携推進に係る 

          企画調整） (3) 

    課 長 補 佐（ 大学連携）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空港対策課 

（ 略）  

アジア・ アジアパラ競技大会推進部 
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市立大学部 

市立大学課 

    課 長 補 佐（ 市立大学） (2) 

    課 長 補 佐（ 市立大学に係る特命 

          事項の処理）  

 財 政 局 

 （ 略）  

  財 政 部 

   財 政 課 

 （略） 

    課 長 補 佐（ 予算） (2) 

 

 （ 略）  

   資産経営課 

課 長 補 佐（ 資産経営） (4) 

 

 （ 略）  

  契 約 部 

   契約監理課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 契約事務の総合調 

整）  

 

 

 （ 略）  

  税 務 部 

   税 制 課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 子育て世帯生活支援

アジア・ アジアパラ競技大会推進課 

    課 長 補 佐（ 推進）  

    課 長 補 佐（ 広報・ 事業調整）  

    課 長 補 佐（ アジア・ アジアパラ 

          競技大会に係る連絡 

調整） (27) 

    課 長 補 佐（ アジア・ アジアパラ 

競技大会の推進に係 

る特命事項の処理）  

(2) 

    課 長 補 佐（ 事業調整） (6) 

    課 長 補 佐（ アジア・ アジアパラ 

          競技大会に係る企画 

調整） (2) 

市立大学部 

市立大学課 

    課 長 補 佐（ 市立大学）  

    課 長 補 佐（ 市立大学に係る特命 

          事項の処理） (2) 

財 政 局 

 （ 略）  

  財 政 部 

   財 政 課 

 （略） 

    課 長 補 佐（ 予算統括）  

    課 長 補 佐（ 予算）  

 （ 略）  

   資産経営課 

    課 長 補 佐（ 資産経営統括）  

課 長 補 佐（ 資産経営） (3) 

 （ 略）  

  契 約 部 

   契約監理課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 契約事務の総合調 

整）  

    課 長 補 佐（ 電子調達システムの 

再構築）  

 （ 略）  

  税 務 部 

   税 制 課 

 （ 略）  

 

758



特別給付金の支給に

係る調整）  

 （ 略）  

課 長 補 佐（ 低所得世帯に対する 

給付金の支給に係る 

調整） (2) 

 （ 略）  

   収納対策課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 徴収指導） (3) 

 

 （ 略）  

 スポーツ市民局 

   総 務 課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ スポーツ市民に係る

特命事項の処理）  

 （ 略）  

  地域振興部 

   区 政 課 

    課 長 補 佐（ 管理）  

    課 長 補 佐（ 推進）  

 

 

 （ 略）  

   地域振興課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 地域コミュニティ活

性化推進）  

    課 長 補 佐（ 地域コミュニティ）  

 

 （ 略）  

   住 民 課 

    課 長 補 佐（ 戸籍住民）  

 （ 略）  

  市民生活部 

 （ 略）  

   広 聴 課 

    課 長 補 佐（ 広聴）  

    課 長 補 佐（ 相談）  

   市政情報課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 情報公開） (2) 

 

 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 定額減税補足給付 

          金） (3) 

 

 （ 略）  

   収納対策課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 徴収指導統括）  

    課 長 補 佐（ 徴収指導） (2) 

 （ 略）  

 スポーツ市民局 

   総 務 課 

 （ 略）  

 

 

 （ 略）  

  地域振興部 

   区 政 課 

    課 長 補 佐（ 区政の管理）  

    課 長 補 佐（ 区役所改革）  

    課 長 補 佐（ 区役所整備等に係る

企画調整）  

 （ 略）  

   地域振興課 

 （ 略）  

 

 

    課 長 補 佐（ 地域コミュニティ）  

    課 長 補 佐（ 地域活動活性化）  

 （ 略）  

   住 民 課 

    課 長 補 佐（ 戸籍・ 住民記録）  

 （ 略）  

  市民生活部 

 （ 略）  

   広 聴 課 

    課 長 補 佐（ 広聴統括）  

    課 長 補 佐（ 広聴）  

市政情報課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 情報公開）  
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（ 略）  

 経 済 局 

   総 務 課 

    課 長 補 佐（ 庶務）  

     

（ 略）  

  産業労働部 

   産業企画課 

 （ 略）   

    課 長 補 佐（ 企画調整）   

 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 新型コロナウイルス

感染症対策に係る事

業者支援等） (2) 

   労働企画課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 労働福祉等）  

   中小企業振興課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 新型コロナウイルス

感染症対策に係る金

融支援）  

  商業・ 流通部 

   地域商業課 

    課 長 補 佐（ 企画）  

    課 長 補 佐（ 推進）  

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ プレミアム付商品 

          券） (2) 

 （ 略）  

  イノベーション推進部 

   次世代産業振興課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ クリエイティブ産業

振興等）  

（ 略）  

  スタートアップ支援課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ スタートアップ支援

に係る特命事項の処

理） (2) 

   産業立地交流課 

（ 略）  

 経 済 局 

   総 務 課 

    課 長 補 佐（ 庶務）  

    課 長 補 佐（ 管理）  

 （ 略）  

  産業労働部 

   産業企画課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 企画・ クリエイティ 

          ブ産業振興）  

 （ 略）  

    

 

 

   労働企画課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 労働福祉）  

   中小企業振興課 

 （ 略）  

     

 

 

  商業・ 流通部 

   地域商業課 

    課 長 補 佐（ 地域商業企画）  

    課 長 補 佐（ 地域商業推進）  

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ プレミアム付商品 

          券）  

 （ 略）  

  イノベーション推進部 

   次世代産業振興課 

 （ 略）  

     

 

 （ 略）  

  スタートアップ支援課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ スタートアップ支援

に係る特命事項の処

理） (3) 

   産業立地交流課 
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（ 略）  

    課 長 補 佐（ 海外産業交流等）  

 

 

観光文化交流局 

（ 略）  

観光交流部 

観光推進課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 都市魅力の向上に資 

するイベント等）  

 

 

（ 略）  

ＭＩＣＥ推進課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 国際展示場）  

（ 略）  

文化歴史まちづくり部 

（ 略）  

歴史まちづくり推進課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 歴史的建造物の整備 

推進）  

 

 

 環 境 局 

 （ 略）  

  環境企画部 

   環境企画課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 環境施策の国際連携 

に係る企画調整）  

    課 長 補 佐（ 生物多様性の保全）  

    課 長 補 佐（ 生物多様性に係る企 

画調整）  

 

脱炭素社会推進課 

    課 長 補 佐（ 脱炭素社会推進）  

 

 

    課 長 補 佐（ 再生可能エネルギ 

          ー）  

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 海外産業交流）  

    課 長 補 佐（ 企業誘致に係る特命 

          事項の処理）  

観光文化交流局 

（ 略）  

観光交流部 

観光推進課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 観光推進に資するイ 

ベント等） (2) 

    課 長 補 佐（ 観光に係る広域連携

等）  

（ 略）  

ＭＩＣＥ推進課 

（ 略）  

 

（ 略）  

文化歴史まちづくり部 

（ 略）  

歴史まちづくり推進課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 歴史的建造物の整備 

推進）  

    課 長 補 佐（ 伊藤家住宅・ 揚輝荘 

          の整備）  

 環 境 局 

 （ 略）  

  環境企画部 

   環境企画課 

（ 略）  

     

 

     

    課 長 補 佐（ 生物多様性に係る企 

画調整）  

    課 長 補 佐（ 生物多様性の保全）  

脱炭素社会推進課 

    課 長 補 佐（ 脱炭素社会推進）  

    課 長 補 佐（ 脱炭素社会推進に係 

          る特命事項の処理）  
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    課 長 補 佐（ 事業活動推進）  

 

 

（ 略）  

ごみ減量部 

減量推進課 

課 長 補 佐（ 減量企画）  

課 長 補 佐（ 減量推進）  

 

（ 略）  

資源化推進課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 食品ロス削減の推進 

          ・ 事業所排出指導）  

    課 長 補 佐（ 資源化推進）  

 （ 略）  

健康福祉局 

総 務 課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（健康福祉に係る特命 

事項の処理） 

 （ 略）  

監 査 課 

 （ 略）  

 課 長 補 佐（監査） 

 課 長 補 佐（施設監査）(3) 

課 長 補 佐（法人監査） 

課 長 補 佐（システム標準化等） 

課 長 補 佐（システム標準化等に 

係る調整）(2) 

課 長 補 佐（ＤＸの推進に係る調 

整） 

高齢福祉部 

 （ 略）  

地域ケア推進課 

 （ 略）  

 課 長 補 佐（低所得世帯に対する 

給付金）(2) 

 （ 略）  

介護保険課 

 （ 略）  

   課 長 補 佐（認定） 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 事業活動推進）  

    課 長 補 佐（ 再生可能エネルギ 

          ー）  

（ 略）  

資源循環部 

資源循環企画課 

    課 長 補 佐（ 資源循環企画）  

    課 長 補 佐（ 資源循環活動の支 

          援）  

（ 略）  

資源循環推進課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 食品ロス削減・ 生ご 

          み資源化の推進）  

    課 長 補 佐（ 資源循環推進）  

 （ 略）  

健康福祉局 

総 務 課 

 （ 略）  

 

 

 （ 略）  

監 査 課 

 （ 略）  

 課 長 補 佐（監査統括） 

 課 長 補 佐（監査）(3) 

 

課 長 補 佐（システム標準化） 

課 長 補 佐（システム標準化に係 

る調整）(2) 

課 長 補 佐（ＤＸの推進）(5) 

 

高齢福祉部 

 （ 略）  

地域ケア推進課 

 （ 略）  

課 長 補 佐（低所得世帯に対する 

給付金）(3) 

 （ 略）  

介護保険課 

 （ 略）  

 

 （ 略）  
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課 長 補 佐（システム標準化等） 

 

 

 

 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（指導） 

    課 長 補 佐（給付適正化の推進） 

    課 長 補 佐（厚生院に係る連絡調 

整） 

    課 長 補 佐（事業者指導）(2) 

 

障害福祉部 

障害企画課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（障害福祉業務に係る 

ＤＸの推進等） 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（難病対策） 

 

 

 （ 略）  

   課 長 補 佐（総合リハビリテーシ 

ョンセンターに係る 

企画調整）(2) 

障害者支援課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（就労支援の推進等） 

    課 長 補 佐（指定指導） 

 

    課 長 補 佐（事業者指導）(3) 

    課 長 補 佐（認定支払） 

     

     

 

 

 

生活福祉部 

保 護 課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（システム標準化等に 

係る調整） 

    課 長 補 佐（システム標準化等） 

    課 長 補 佐（システム標準化） 

    課 長 補 佐（給付） 

    課 長 補 佐（要介護認定） 

    課 長 補 佐（厚生院に係る連絡調 

整） 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（居宅指導） 

 

 

 

    課 長 補 佐（施設指導） 

    課 長 補 佐（栄養指導） 

障害福祉部 

障害企画課 

 （ 略）  

 

 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（難病対策） 

    課 長 補 佐（バリアフリー整備に 

係る企画調整）(2) 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（総合リハビリテーシ 

ョンセンターに係る 

企画調整）(3) 

障害者支援課 

 （ 略）  

 

    課 長 補 佐（事業者指定指導統 

          括） 

    課 長 補 佐（事業者指定） 

    課 長 補 佐（認定支払） 

    課 長 補 佐（就労支援の推進） 

    課 長 補 佐（指導監査体制に係る 

企画調整） 

    課 長 補 佐（事業者指導） 

    課 長 補 佐（栄養指導） 

生活福祉部 

保 護 課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（システム標準化に係 

る調整） 

    課 長 補 佐（システム標準化） 
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 （ 略）  

保険年金課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（国民健康保険保健事 

業） 

    課 長 補 佐（保険料） 

 

 

 

 

 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（保険年金システム再 

構築等）(3) 

医療福祉課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（福祉医療） 

 

 

健 康 部 

保健医療課 

 （ 略）  

   課 長 補 佐（健康危機管理対応力 

強化に係る調整） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康増進課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（食育推進等） 

    課 長 補 佐（精神保健） 

    課 長 補 佐（公衆衛生看護） 

 

 （ 略）  

 （ 略）  

保険年金課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（保健事業） 

 

    課 長 補 佐（資格賦課・システム 

基盤） 

    課 長 補 佐（保険証廃止に係る調 

整） 

    課 長 補 佐（保険年金システム再 

構築等）(3) 

 （ 略）  

 

 

医療福祉課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（福祉医療） 

    課 長 補 佐（保険証廃止に係る調 

整） 

健 康 部 

保健医療課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（健康危機管理対応力 

強化に係る調整） 

    課 長 補 佐（健康危機管理） 

    課 長 補 佐（救急対策等） 

   感染症対策課 

    課 長 補 佐（感染症対策） 

    課 長 補 佐（特定感染症等対策） 

    課 長 補 佐（感染症予防）(2) 

    課 長 補 佐（予防接種） 

    課 長 補 佐（予防接種健康被害救 

済） 

    課 長 補 佐（新興再興感染症対応 

力強化に係る調整） 

(2) 

健康増進課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（食育推進） 

 

    課 長 補 佐（公衆衛生看護） 

    課 長 補 佐（精神保健） 

 （ 略）  
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医療連携推進課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（医療関係施設に係る 

          特命事項の処理） 

(4) 

 （ 略）  

 

環境薬務課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（八事斎場再整備） 

(2) 

 

 

 （略） 

新型コロナウイルス感染症対策部 

感染症対策課 

    課 長 補 佐（感染症） 

    課 長 補 佐（特定感染症等対策） 

    課 長 補 佐（感染症予防等） 

新型コロナウイルス感染症対策課 

    課 長 補 佐（企画） 

    課 長 補 佐（推進） 

    課 長 補 佐（ワクチン接種推進） 

    課 長 補 佐（新型コロナウイルス 

感染症対策）(8) 

    課 長 補 佐（新型コロナウイルス 

ワクチンに係る調 

整）(3) 

 子ども青少年局 

   総 務 課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 業務改善）  

    課 長 補 佐（ 監査指導） (3) 

   企画経理課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 情報統計）  

    課 長 補 佐（ ＤＸの推進に係る調

整）  

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 債権管理の推進）  

 

  子育て支援部 

   子育て支援課 

医療連携推進課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（医療関係施設に係る 

          特命事項の処理） 

(5) 

 （ 略）  

生活衛生部 

環境薬務課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（八事斎場再整備） 

(2) 

    課 長 補 佐（旅館業等の許可指導 

に係る企画調整） 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子ども青少年局 

   総 務 課 

 （ 略）  

 

    課 長 補 佐（ 監査指導） (2) 

   企画経理課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 情報）  

    課 長 補 佐（ ＤＸの推進） (2) 

 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 子ども未来応援）  

(2) 

  子育て支援部 

   子育て支援課 
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 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 母子保健）  

   子ども福祉課 

    課 長 補 佐（ 子ども施設）  

 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 事業者指導・監査 

          等）  

 

 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 児童虐待対策に係る

企画調整）  

 （ 略）  

  保 育 部 

   保育企画課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 教育・保育施設にお

ける多様な保育等の

推進）  

    課 長 補 佐（ 給付等）  

    課 長 補 佐（ 幼児教育・保育無償

化等）  

 

 

 （ 略）  

   保育運営課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 保育事業に係る業務

改善）  

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 保育指導）  

 

    課 長 補 佐（ 指導監査等）  

 

    課 長 補 佐（ 保育所の民間移管） 

(2) 

    課 長 補 佐（ 保育所の改修等）  

  子ども未来企画部 

   子ども未来企画課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 子育て世帯生活支援

特別給付金）  

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 母子保健） (2) 

   子ども福祉課 

    課 長 補 佐（ 子ども施設）  

    課 長 補 佐（ ＤＸの推進）  

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 指定・指導監査）  

 

    課 長 補 佐（ 指導監査に係る企画

調整）  

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 児童虐待対策に係る

企画調整） (2) 

 （ 略）  

  保 育 部 

   保育企画課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 教育・保育施設にお 

          ける多様な保育等の

推進） (2) 

    課 長 補 佐（ 給付）  

    課 長 補 佐（ 幼児教育・保育無償 

          化）  

    課 長 補 佐（ 保育事業に係るＤＸ

の推進）  

 （ 略）  

   保育運営課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ エリア支援保育所の

統括）  

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 保育指導・監査）  

          (3) 

    課 長 補 佐（ 保育指導・監査に係 

          る企画調整）  

    課 長 補 佐（ 保育所の民間移管・ 

          改修等） (4) 

 

  子ども未来企画部 

   子ども未来企画課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ ライフキャリア支援

に係る企画調整）  
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 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 子ども等の支援の推

進に係る特命事項の

処理）  

 （ 略）  

   青少年家庭課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 子ども育成）  

 （ 略）  

住宅都市局 

 （ 略）  

都市計画部 

 （ 略）  

ウォーカブル・ 景観推進課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 屋外広告物）  

交通企画課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 総合交通計画）  

 （ 略）  

交通事業推進課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ ガイドウェイバス次

期車両更新等） (2) 

 

 

 （ 略）  

営 繕 部 

 （ 略）  

営 繕 課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 民間活力による施設

整備の推進） (3) 

    課 長 補 佐（ 国際展示場整備に係

る調整） (2) 

 （ 略）  

設 備 課 

課 長 補 佐（ 機械） (3) 

  

課 長 補 佐（ 電気） (3) 

 

    課 長 補 佐（ 児童手当の拡充対 

          応）  

 （ 略）  

 

 

 

 （ 略）  

   青少年家庭課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 青少年育成）  

 （ 略）  

住宅都市局 

 （ 略）  

都市計画部 

 （ 略）  

ウォーカブル・ 景観推進課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 屋外広告）  

交通企画・ モビリティ都市推進課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 地域公共交通）  

 （ 略）  

交通事業推進課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ ガイドウェイバス次

期車両更新等） (2) 

    課 長 補 佐（ ガイドウェイバス走 

          行路改修）  

 （ 略）  

営 繕 部 

 （ 略）  

営 繕 課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 民間活力による施設

整備の推進） (4) 

    課 長 補 佐（ 国際展示場整備に係

る調整）  

 （ 略）  

設 備 課 

 課 長 補 佐（ 機械統括）  

 課 長 補 佐（ 機械） (2) 

 課 長 補 佐（ 電気統括）  

 課 長 補 佐（ 電気） (2) 
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 （ 略）  

建築指導部 

 （ 略）  

建築安全推進課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 既存建築ストックの

活用相談等）  

 （ 略）  

住 宅 部 

住宅企画課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 居住支援の促進等）  

    課 長 補 佐（ マンション管理適正

化等）  

住宅整備課 

    課 長 補 佐（ 住宅整備）  

    課 長 補 佐（ 市営住宅等のアセッ

トマネジメントの推

進）  

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 民間活力による住宅

整備）  

住宅管理課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 居住）  

    課 長 補 佐（ 入居に係る企画調 

          整）  

 （ 略）  

都市整備部 

まちづくり企画課 

    課 長 補 佐（ 企画）  

    課 長 補 佐（ 金山まちづくり）  

          (2) 

    課 長 補 佐（ 堀川周辺）  

    課 長 補 佐（ 開発調整）  

    課 長 補 佐（ 公有地開発に係る事

業推進）  

    課 長 補 佐（ 港北まちづくり）  

    課 長 補 佐（ 金山まちづくりに係

る連絡調整） (2) 

名港開発振興課 

 課 長 補 佐（ 企画）  

 課 長 補 佐（ 中川運河）  

（ 略）  

建築指導部 

（ 略）  

建築安全推進課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 既存建築ストックの

活用相談）  

 （ 略）  

住 宅 部 

住宅企画課 

（ 略）  

    課 長 補 佐（ 居住支援の促進）  

    課 長 補 佐（ マンション施策の推

進）  

住宅整備課 

    課 長 補 佐（ 整備）  

    課 長 補 佐（ アセットマネジメン

ト推進）  

 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 民間活力による整 

          備）  

住宅管理課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 収納・ 調査）  

    課 長 補 佐（ 入居企画）  

 

 （ 略）  
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 課 長 補 佐（ 水辺環境の整備・ 水 

上交通）  

    課 長 補 佐（ 中川運河周辺活性 

          化）  

    課 長 補 佐（ 港関連事業等に係る

特命事項の処理）  

    課 長 補 佐（ 金城ふ頭開発） (5) 

耐震化支援課 

    課 長 補 佐（ 企画）  

    課 長 補 佐（ 建築物耐震）  

    課 長 補 佐（ 木造住宅耐震）  

 

市街地整備課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 補償調整等）  

    課 長 補 佐（ 志段味推進）  

 （ 略）  

アジア・ アジアパラ競技大会選手村 

後利用開発推進課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ アジア・ アジアパラ

競技大会選手村後利

用に係る基盤整備の

調整） (3) 

    課 長 補 佐（ アジア・ アジアパラ

競技大会選手村後利

用に係る民間開発の

推進） (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市街地整備部 

市街地整備課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 補償調整）  

    課 長 補 佐（ 志段味統括）  

 （ 略）  

名古屋競馬場跡地開発推進課 

 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 名古屋競馬場跡地に

おける基盤整備の調

整） (3) 

 

    課 長 補 佐（ 名古屋競馬場跡地に

おける民間開発の調

整） (2) 

 

耐震化支援課 

    課 長 補 佐（ 企画）  

    課 長 補 佐（ 建築物耐震）  

    課 長 補 佐（ 木造住宅耐震）  

まちづくり企画部 

まちづくり企画課 

    課 長 補 佐（ 企画）  

    課 長 補 佐（ 金山まちづくり）  

          (2) 

    課 長 補 佐（ 堀川周辺）  

    課 長 補 佐（ 熱田・ 拠点まちづく

り）  

    課 長 補 佐（ 公有地開発に係る事

業推進）  

    課 長 補 佐（ 港北まちづくり）  

769



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リニア関連都心開発部 

都心まちづくり課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 栄再開発）  

    課 長 補 佐（ 栄地区の施設に係る 

          管理・ 活用）  

    課 長 補 佐（ 事業推進）  

     

 

（ 略）  

名駅ターミナル整備課 

 課 長 補 佐（ 整備） (2) 

    課 長 補 佐（ 名駅ターミナル機能

強化） (2) 

 

 （ 略）  

 緑政土木局 

 （ 略）  

   企画経理課 

    課 長 補 佐（ 企画） (2) 

    課 長 補 佐（ 経理）  

 

 （ 略）  

   技術指導課 

    課 長 補 佐（ 指導検査） (5) 

 

 （ 略）  

  路 政 部 

   道路管理課 

        課 長 補 佐（ まちづくりに係る特

命事項の処理）  

    課 長 補 佐（ 金山まちづくりに係

る連絡調整） (2) 

名港開発振興課 

 課 長 補 佐（ 企画）  

 課 長 補 佐（ 中川運河）  

    課 長 補 佐（ 水辺環境の整備・ 水

上交通）  

    課 長 補 佐（ 中川運河周辺活性 

          化）  

    課 長 補 佐（ 港関連事業等に係る 

          特命事項の処理）  

    課 長 補 佐（ 金城ふ頭開発） (4) 

リニア関連都心開発部 

都心まちづくり課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 再開発）  

    課 長 補 佐（ 施設管理・ 活用）  

     

    課 長 補 佐（ 事業推進）  

    課 長 補 佐（ まちづくりに係る特 

          命事項の処理）  

（ 略）  

名駅ターミナル整備課 

 課 長 補 佐（ 総括）  

    課 長 補 佐（ 名駅ターミナル機能

強化） (2) 

    課 長 補 佐（ 事業推進）  

 （ 略）  

 緑政土木局 

 （ 略）  

   企画経理課 

    課 長 補 佐（ 企画広報）  

    課 長 補 佐（ 経理）  

    課 長 補 佐（ 企画調整）  

 （ 略）  

   技術指導課 

    課 長 補 佐（ 指導検査）  

    課 長 補 佐（ 検査） (4) 

 （ 略）  

  路 政 部 

   道路管理課 
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 （ 略）  

    課 長 補 佐（ リニア関連工事等調 

          整）  

 

 

 

 

 

 

 

 

道路利活用課 

    課 長 補 佐（ 財産総括）  

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 境界測量総括）  

    課 長 補 佐（ 東部方面境界測量）  

    課 長 補 佐（ 西部方面境界測量）  

    課 長 補 佐（ 道路の利活用に係る

企画調整）  

 

 

 

 

 

   道路維持課 

    課 長 補 佐（ 維持計画）  

    課 長 補 佐（ 道路保全）  

    課 長 補 佐（ 維持）  

    課 長 補 佐（ 舗装）  

    課 長 補 佐（ 安全対策）  

    課 長 補 佐（ 安全対策に係る特命

事項の処理）  

    課 長 補 佐（ 施設管理）  

    課 長 補 佐（ 県体育館の移転に伴

う横断施設整備）  

   自転車利用課 

    課 長 補 佐（ 駐車対策）  

    課 長 補 佐（ 環境整備）  

    課 長 補 佐（ 整備）  

    課 長 補 佐（ 都心部自転車対策）  

          (2) 

  道路建設部 

   用地管理課 

 （ 略）  

 

 

   用地管理課 

    課 長 補 佐（ 用地管理）  

    課 長 補 佐（ 用地調整）  

   自転車利用課 

    課 長 補 佐（ 駐車対策）  

    課 長 補 佐（ 施設）  

    課 長 補 佐（ 自転車通行空間）  

    課 長 補 佐（ 都心部自転車対策）  

道路利活用課 

    課 長 補 佐（ 道路財産）  

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 空間総括）  

    課 長 補 佐（ 空間企画）  

    課 長 補 佐（ 空間利活用）  

    課 長 補 佐（ リニア関連調整）  

 

   測量調査課 

    課 長 補 佐（ 境界測量総括）  

    課 長 補 佐（ 東部方面境界測量）  

    課 長 補 佐（ 西部方面境界測量）  

    課 長 補 佐（ 用地測量）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  道 路 部 
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    課 長 補 佐（ 用地管理）  

    課 長 補 佐（ 資産活用）  

    課 長 補 佐（ 用地企画）  

用地補償課 

    課 長 補 佐（ 立体交差用地）  

    課 長 補 佐（ 橋梁用地）  

    課 長 補 佐（ 道路用地）  

    課 長 補 佐（ 評価）  

   道路建設課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 事業調整）  

    課 長 補 佐（ 道路）  

    課 長 補 佐（ 都市環境整備）  

    課 長 補 佐（ 橋梁計画）  

    課 長 補 佐（ 橋梁整備）  

    課 長 補 佐（ 橋梁保全）  

 （略） 

    課 長 補 佐（ 用地測量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  河 川 部 

 （ 略）  

   河川工務課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 施設整備）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   道路建設課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 道路調査）  

    課 長 補 佐（ 道路整備）  

    課 長 補 佐（ 電線共同溝）  

 

 

 

 （略） 

 

   橋梁施設課 

    課 長 補 佐（ 橋梁計画）  

    課 長 補 佐（ 橋梁整備）  

    課 長 補 佐（ 橋梁保全）  

    課 長 補 佐（ 大規模施設）  

    課 長 補 佐（ 名城公園地下横断歩 

          道）  

   道路維持課 

    課 長 補 佐（ 維持計画）  

    課 長 補 佐（ 道路保全）  

    課 長 補 佐（ 維持）  

    課 長 補 佐（ 舗装）  

    課 長 補 佐（ 施設管理）  

    課 長 補 佐（ 安全対策）  

用地補償課 

    課 長 補 佐（ 立体交差用地）  

    課 長 補 佐（ 橋梁用地）  

    課 長 補 佐（ 道路用地）  

    課 長 補 佐（ 評価）  

  河 川 部 

 （ 略）  

   河川工務課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 施設整備）  

  農 政 部 
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 （ 略）  

  緑 地 部 

 （ 略）  

   緑地維持課 

    課 長 補 佐（ 維持）  

    課 長 補 佐（ 緑化）  

 （ 略）  

2  （ 略）  

3  前項の規定にかかわらず、 第 1 項の課

において筆頭に掲げる課長補佐が複数あ

る場合には、 当該課の長は、 当該課にお

ける庶務及び経理に関する事務を担当す

る課長補佐 1 名を指定しなければならな

い。  

 （ 略）  

  緑 地 部 

 （ 略）  

   緑地維持課 

    課 長 補 佐（ 公園）  

    課 長 補 佐（ 街路樹）  

 （ 略）  

2  （ 略）  

3  前項の規定にかかわらず、 第 1 項の課

において筆頭に掲げる課長補佐が複数あ

る場合には、 当該課の長は、 当該課にお

ける庶務及び経理に関する事務を担当す

る課長補佐 1 人を指定しなければならな

い。    

 

附 則 

1  この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  

2  名古屋市契約事務審議会規程（ 昭和52 年名古屋市達第 2 号） の一部を次の

ように改正する。  

  次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
別表 3  

（ 略）  

会計室出納課長 

（ 略）  

選挙管理委員会事務局課長補佐（ 庶 

務）  

（ 略）  

別表 4   

会計室出納課課長補佐（ 庶務）  

（ 略）  

スポーツ市民局地域振興部区政課課

長補佐（ 管理）  

（ 略）  

選挙管理委員会事務局課長補佐（ 庶 

務）  

（ 略）   
     

別表 3  

（ 略）  

会計室会計課長 

（ 略）  

選挙管理委員会事務局選挙課長 

 

（ 略）  

別表 4   

会計室会計課課長補佐（ 庶務）  

（ 略）  

スポーツ市民局地域振興部区政課課

長補佐（ 区政の管理）  

（ 略）  

選挙管理委員会事務局選挙課課長補

佐（ 庶務）  

（ 略）   
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3  名古屋市人権施策推進会議規程（ 平成10 年名古屋市達第40 号） の一部を次

のように改正する。  

  次の表のように改正する。  

                        （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後 

別表 

幹事 会計室出納課長 

（ 略）   

 〃 選挙管理委員会事務局次長 

 

（ 略）   
 

別表 

幹事 会計室会計課長 

（ 略）   

 〃 選挙管理委員会事務局選挙課

長 

（ 略）   
 

 

4  名古屋市男女平等参画推進協議会規程（ 昭和52 年名古屋市達第39 号） の一

部を次のように改正する。  

  次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   

別表 

幹事 会計室出納課長 

（ 略）   

 〃 選挙管理委員会事務局次長 

 

（ 略）   
 

別表 

幹事 会計室会計課長 

（ 略）   

 〃 選挙管理委員会事務局選挙課

長 

（ 略）   
 

 

5  名古屋市国際化推進会議規程（ 昭和62 年名古屋市達第29 号） の一部を次の

ように改正する。  

  次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
別表 

幹事 会計室出納課長 

（ 略）   

〃 

 

選挙管理委員会事務局次長 

（ 略）   
 

別表 

幹事 会計室会計課長 

（ 略）   

〃 

 

選挙管理委員会事務局選挙課

長 

（ 略）   
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6  名古屋市食の安全・安心対策推進本部規程（ 平成20 年名古屋市達第 9 号） 

の一部を次のように改正する。  

  次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   

（ 庶務）  

第 9 条 推進本部の庶務は、健康福祉局健 

康部食品衛生課において処理する。  

（ 庶務）  

第 9 条 推進本部の庶務は、健康福祉局生 

活衛生部食品衛生課において処理する。  

 

7  名古屋市市営住宅入居者選考審議会規程（ 昭和43 年名古屋市達第36 号） の

一部を次のように改正する。  

  次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後 

別表 

（ 略）  

緑政土木局担当部長（ 用地）  

（ 略）  
 

別表 

（ 略）  

緑政土木局担当部長（ 管理）  

（ 略）  
 

 

8  名古屋市雨水流出抑制推進会議規程（ 昭和62 年名古屋市達第 4 号） の一部

を次のように改正する。  

  次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後 

別表（ 第 3 条及び第 6 条関係）  

幹事 防災危機管理局危機管理企画

課長 

（ 略）  

〃 緑政土木局担当課長（企画） 

 

（ 略）  

〃 上下水道局計画部担当課長（ 

雨水対策の総合調整） 

（ 略）   
 

別表（ 第 3 条及び第 6 条関係）  

幹事 防災危機管理局防災企画課長 

 

（ 略）  

〃 緑政土木局担当課長（企画調 

整） 

（ 略）  

〃 上下水道局計画部担当課長（ 

流域管理） 

（ 略）  
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9  東山動植物園再生推進会議規程（ 平成17 年名古屋市達第36 号） の一部を次

のように改正する。  

  次の表のように改正する。  

                        （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後 

（ 構成）  

第 3 条 （ 略）  

2  会長は緑政土木局主管副市長とし、 副 

会長は緑政土木局担当局長（ 公園緑地・ 

農政） とする。  

3  （ 略）  

（ 構成）  

第 3 条 （ 略）  

2  会長は緑政土木局主管副市長とし、 副 

会長は緑政土木局長とする。  

 

3  （ 略）  
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名古屋市達第13 号 

 

区  役  所  

 

 区役所処務規程（ 昭和28 年名古屋市達第12 号） の一部を次のように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

 次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 1 条 区役所に次の組織を置く。  

区 政 部 

（ 略）  

企画経理課 

    課 長 補 佐（ 企画経理）  

 

 

 

 

 

 

 （ 略）  

地域力推進課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 生涯学習） （ 中区を 

          除く。 ）  

    課 長 補 佐（ 生涯学習・ スポーツ 

          の推進） （ 中区に限 

          る。 ）  

    課 長 補 佐（ 安心・ 安全で快適な 

          まちづくりの企画）  

          （ 千種区、 東区、 西 

          区 及 び 南 区 に 限 

          る。 ）  

 （ 略）  

第 1 条 区役所に次の組織を置く。  

区 政 部 

 （ 略）  

企画経理課 

    課 長 補 佐（ 企画経理） （ 中区を

除く。 ）  

    課 長 補 佐（ 企画経理・ 区役所間

総合調整） （ 中区に

限る。 ）  

    課 長 補 佐（ 広報企画） （ 緑区に

限る。 ）  

 （ 略）  

地域力推進課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 生涯学習） （ 西区及 

          び中区を除く。 ）  

    課 長 補 佐（ 生涯学習・ スポーツ 

          の推進） （ 西区及び 

          中区に限る。 ）  

    課 長 補 佐（ 安心・ 安全で快適な 

          まちづくりの企画） 

（ 東区に限る。 ）  

 

 

 （ 略）  
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    課 長 補 佐（ 地域の魅力の向上・  

          発信） （ 昭和区、 瑞 

          穂区、 熱田区、 緑区 

          及 び 名 東 区 に 限 

          る。 ）  

 

 

 

 

 （ 略）  

保健福祉センター 

  福 祉 部 

   民生子ども課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 子ども家庭支援）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   課 長 補 佐（保護）（中村区を除 

く。） 

    課 長 補 佐（保護）(3) （中村区 

に限る。） 

    課 長 補 佐（生活保護）（西区、 

昭和区、瑞穂区、熱 

田区、緑区及び天白 

区に限る。） 

 

    課 長 補 佐（生活保護）(2) （千 

          種区、北区、中村 

          区、中川区、港区、 

守山区及び名東区に 

          限る。） 

 （略）  

    課 長 補 佐（相談援護）（中村区 

及び中区に限る。） 

 （略） 

   保険年金課 

    課 長 補 佐（ 地域の魅力の向上・  

          発信） （ 千種区、 昭 

          和区、 瑞穂区、 熱田 

          区、 南区、 緑区及び 

          名東区に限る。 ）  

 

    課 長 補 佐（ 地域の魅力の発信・  

          観光推進） （ 西区に 

          限る。 ）  

 （ 略）  

  保健福祉センター 

  福 祉 部 

   民生子ども課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（ 子ども家庭支援） （ 

中川区、 港区及び名

東区を除く。 ）  

    課 長 補 佐（ 地域子育て支援） （ 

中川区、 港区及び名

東区に限る。 ）  

    課 長 補 佐（ 子ども家庭相談支援

の統括） （ 中川区、 

港区及び名東区に限

る。 ）  

    課 長 補 佐（生活保護統括）（東 

区を除く。） 

 

 

    課 長 補 佐（生活保護）（東区、 

          西区、中区、昭和 

          区、瑞穂区、熱田 

          区、緑区及び天白区 

          に限る。） 

    課 長 補 佐（生活保護）(2) （千 

          種区、北区、中川 

区、港区、守山区及 

び名東区に限る。） 

 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（生活保護）(5) （中 

村区に限る。） 

（略） 

保険年金課 
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    課 長 補 佐（管理） 

    課 長 補 佐（保険） 

 （ 略）   

健康安全課（千種区、中村区、中区 

及び南区を除く。） 

（略）  

   担 当 課 長（医務総括）（東区及び 

西区に限る。） 

 

 （略） 

   保健予防課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（医務）（東区及び西 

区を除く。） 

 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（感染症対策等） 

 

 （略） 

    課 長 補 佐（ 母子保健に係る子ど

も家庭支援）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ 略）  

2  （略） 

第 2 条 課の分掌事務並びに担当課長の分

担事項は、 次のとおりとする。  

 （ 略）  

  保健福祉センター 

  福 祉 部 

   民生子ども課 

 (1)～ (10) （ 略）  

 (11) 児童虐待防止に関すること（ 児童

福祉センター、 西部児童相談所及び東

 課 長 補 佐（収納・年金） 

 課 長 補 佐（保険・福祉医療） 

 （略） 

健康安全課（千種区、中村区、中区 

及び南区を除く。） 

（略）  

   担 当 課 長（医務総括）（東区、西 

区 及 び 昭 和 区 に 限 

る。） 

 （略） 

   保健予防課 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（医務）（東区、西区 

及 び 昭 和 区 を 除 

          く。） 

 （ 略）  

    課 長 補 佐（精神保健・健康づく 

り） 

 （略） 

    課 長 補 佐（ 母子保健に係る子ど

も家庭支援） （ 中川

区、 港区及び名東区

を除く。 ）  

    課 長 補 佐（ 母子保健に係る地域

子育て支援） （ 中川

区、 港区及び名東区

に限る。 ）  

    課 長 補 佐（ 母子保健に係る子ど

も家庭相談支援の統

括） （ 中川区、 港区

及 び 名 東 区 に 限 

          る。 ）  

 （ 略）  

2  （略） 

第 2 条 課の分掌事務並びに担当課長の分

担事項は、 次のとおりとする。  

 （ 略）  

  保健福祉センター 

  福 祉 部 

   民生子ども課 

 (1)～ (10) （ 略）  

 (11) 子ども家庭相談及び児童虐待防止

に関すること（ 児童福祉センター、 西
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部児童相談所の主管に属するものを除

く。 ） 。  

 (12) 配偶者等からの暴力の被害者その

他の女性の自立支援に係る相談及び指

導に関すること。  

 (13)～ (26) （ 略）  

（ 略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  （ 略）   

部児童相談所及び東部児童相談所の主 

  管に属するものを除く。 ） 。  

 (12) 配偶者等からの暴力の被害者その

他の女性の自立支援に係る相談及び援

助に関すること。   

 (13)～ (26) （ 略）  

（ 略）  

2  前項の課（保健福祉センターに属する 

課（福祉部に属する課を除く。）を除 

く。）における庶務及び経理に関する事 

務は、当該課の長が特に指定する場合を 

除き、当該課において筆頭に掲げる課長 

補佐が担当する。ただし、保健福祉セン 

ターに属する課（福祉部に属する課を除 

く。）においては、保健管理課長又は健 

康安全課長が特に指定する場合を除き、 

保健管理課又は健康安全課の課長補佐（ 

企画管理）が担当する。 

3  （ 略）      

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第14 号 

                            

区  役  所 

区 役 所 支 所 

 

 名古屋市区役所支所処務規程（ 昭和38 年名古屋市達第 7 号） の一部を次のよ 

うに改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

 

 次の表のように改正する。  

                      （ 下線部分は改正部分）   

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 支所に次の組織を置く。  

 区民生活課 

 （ 略）  

  課 長 補 佐（ 市民）  

 （ 略）  

区民福祉課 

 （略） 

課 長 補 佐（生活保護）（北区役所楠 

支所、西区役所山田支所 

及び中川区役所富田支所 

に限る。） 

課 長 補 佐（福祉） 

課 長 補 佐（障害） 

（略） 

課 長 補 佐（保険） 

2  （ 略）  

3  第 1 項の組織の分掌事務又は分担事項

は、 次のとおりとする。  

 （ 略）  

 区民福祉課 

 (1)～ (6) （ 略）  

 (7) 児童虐待防止に関すること（ 児童福

第 3 条 支所に次の組織を置く。  

 区民生活課 

 （ 略）  

  課 長 補 佐（ 戸籍・ 住民記録）  

 （ 略）  

区民福祉課 

 （略） 

課 長 補 佐（生活保護）（港区役所南 

陽支所及び守山区役所志 

段味支所を除く。） 

 

課 長 補 佐（高齢福祉・介護保険） 

課 長 補 佐（障害福祉） 

（略） 

課 長 補 佐（保険・福祉医療・年金） 

2  （ 略）  

3  第 1 項の組織の分掌事務又は分担事項

は、 次のとおりとする。  

 （ 略）  

 区民福祉課 

 (1)～ (6) （ 略）  

 (7) 子ども家庭相談及び児童虐待防止に
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祉センター、 西部児童相談所及び東部

児童相談所の主管に属するものを除 

  く。 ） 。  

 (8) 配偶者等からの暴力の被害者その他

の女性の自立支援に係る相談及び指導

に関すること。  

 (9)～ (55) （ 略）  

 

 

 

 

4 ～ 7  （ 略）  

関すること（ 児童福祉センター、 西部

児童相談所及び東部児童相談所の主管

に属するものを除く。 ） 。  

 (8) 配偶者等からの暴力の被害者その他

の女性の自立支援に係る相談及び援助 

  に関すること。  

 (9)～ (55) （ 略）  

4  前項の課における庶務及び経理に関す

る事務は、 当該課の長が特に指定する場

合を除き、 当該課において筆頭に掲げる

課長補佐が担当する。  

5 ～ 8  （ 略）    

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第15 号 

 

総  務  局 

                           東 京 事 務 所 

 

 名古屋市東京事務所処務規程（ 昭和33 年名古屋市達第 2 号） の一部を次のよ

うに改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                        （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 事務所に次の組織を置く。  

 （ 略）  

   課 長 補 佐（ 総括）  

   課 長 補 佐（ 調査） (5) 

 

2  （ 略）  

第 4 条 （ 略）  

2 ・ 3  （ 略）  

 

 

 

4  課長補佐は、 上司の命を受けて主管事

務を処理し、 所属職員を指揮監督する。  

5  （ 略）  

第 3 条 事務所に次の組織を置く。  

 （ 略）  

   次 長 補 佐（ 総括）  

   次 長 補 佐（ 調査） (8) 

   次 長 補 佐（ 調整）  

2  （ 略）  

第 4 条 （ 略）  

2 ・ 3  （ 略）  

4  事務所における庶務及び経理に関する

事務は、 次長が特に指定する場合を除 

 き、 次長補佐（ 総括） が担当する。  

5  次長補佐は、 上司の命を受けて主管事

務を処理し、 所属職員を指揮監督する。  

6  （ 略）      

 

   附 則 

 この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第16 号 

 

財   政   局  

                        収納管理・特別徴収  

事 務 セ ン タ ー  

 

 名古屋市収納管理・特別徴収事務センター処務規程（ 平成22 年名古屋市達第

13 号） の一部を次のように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後 

第 4 条 （ 略）  

 

 

 

2  （ 略）  

第 4 条 （ 略）  

2  センターにおける庶務及び経理に関す 

る事務は、 所長が特に指定する場合を除 

 き、 所長補佐（ 収納管理） が担当する。  

3  （ 略）  

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第17 号 

 

財  政  局  

                           市 税 事 務 所 

 

 名古屋市市税事務所処務規程（ 平成22 年名古屋市達第14 号） の一部を次のよ

うに改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 事務所に次の組織を置く。 

 （ 略）  

  固定資産税課 

 

 （ 略）  

 

 

 

 

2 ～ 5  （ 略）  

第 4 条 事務所の分掌事務及び担当課長の

分担事項は、 次のとおりとする。  

 （ 略）  

  固定資産評価課 

 (1)～ (4) （ 略）  

 (5) 税務窓口において行う固定資産税、 

都市計画税及び特別土地保有税に関す 

  る相談その他の窓口業務に関するこ 

  と。  

第 3 条 事務所に次の組織を置く。 

 （ 略）  

  固定資産税課 

   課 長 補 佐（ 固定資産統括）  

 （ 略）  

2  前項の課における庶務及び経理に関す

る事務は、 当該課の長が特に指定する場

合を除き、 当該課において筆頭に掲げる

課長補佐が担当する。  

3 ～ 6  （ 略）  

第 4 条 事務所の分掌事務及び担当課長の

分担事項は、 次のとおりとする。  

 （ 略）  

  固定資産評価課 

 (1)～ (4) （ 略）  

 (5) 税務窓口において行う土地及び家屋

に係る固定資産税、 都市計画税並びに

特別土地保有税に関する相談その他の

窓口業務に関すること。    

 

附 則 
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この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第18 号 

 

ス ポ ー ツ 市 民 局 

市民活動推進センター 

 

 名古屋市市民活動推進センター処務規程（ 平成24 年名古屋市達第13 号） の一

部を次のように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 （ 略）  

2  （ 略）  

 

 

 

3  （ 略）  

第 3 条 （ 略）  

2  （ 略）  

3  センターにおける庶務及び経理に関す

る事務は、 所長が特に指定する場合を除

き、 所長補佐（ 市民活動） が担当する。  

4  （ 略）    

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第19 号 

 

観 光 文 化 交 流 局 

名古屋城総合事務所 

 

 名古屋城総合事務所処務規程（ 昭和34 年名古屋市達第15 号） の一部を次のよ

うに改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 総合事務所の所務を処理するた

め、 次の組織を置く。  

  管理活用課 

 （ 略）  

   課 長 補 佐（観覧環境の充実） 

    

 

 （ 略）  

 名古屋城調査研究センター 

 （ 略）  

   副所長補佐（石垣の調査・研究） 

2  総合事務所の分掌事務及び担当課長の

分担事項は、 次のとおりとする。  

  管理活用課 

 (1)～(21) （ 略）  

 

 

 (22) （ 略）  

 （ 略）  

 

 

 

第 3 条 総合事務所の所務を処理するた

め、 次の組織を置く。  

  管理活用課 

（ 略）  

  課 長 補 佐（観覧環境の充実） 

   課 長 補 佐（本丸御殿長期保全計 

         画） 

 （ 略）  

 名古屋城調査研究センター 

 （ 略）  

 

2  総合事務所の分掌事務及び担当課長の

分担事項は、 次のとおりとする。  

  管理活用課 

 (1)～(21) （ 略）  

 (22) 本丸御殿長期保全計画の策定に関

すること。 

 (23) （ 略）  

 （ 略）  

3  前項の課及び名古屋城調査研究センタ

ーにおける庶務及び経理に関する事務 

 は、当該課の長及び名古屋城調査研究セ 
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 ンター副所長が特に指定する場合を除 

 き、当該課又は名古屋城調査研究センタ 

 ーにおいて筆頭に掲げる課長補佐又は副 

 所長補佐が担当する。   

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第20 号 

 

                        経 済 局 

中 央 卸 売 市 場 本 場  

中央卸売市場北部市場  

中央卸売市場南部市場  

 

名古屋市中央卸売市場に属する市場処務規程（ 昭和38 年名古屋市達第 2 号） 

の一部を次のように改正する。   

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   

第 3 条 （ 略）  

2  （ 略）  

 

 

 

 

第 4 条 （ 略）  

2  （ 略）  

 

 

 

 

第 5 条 （ 略）  

2 ・ 3  （ 略）  

 

第 3 条 （ 略）  

2  （ 略）  

3  本場における庶務及び経理に関する事 

 務は、本場長が特に指定する場合を除 

 き、本場管理課課長補佐（ 庶務） が担当 

 する。 

第 4 条 （ 略）  

2  （ 略）  

3  北部市場における庶務及び経理に関す 

 る事務は、北部市場長が特に指定する場 

 合を除き、北部市場管理課課長補佐（ 庶 

 務） が担当する。 

第 5 条 （ 略）  

2 ・ 3  （ 略）  

4  南部市場における庶務及び経理に関す

る事務は、南部市場長が特に指定する場 

 合を除き、南部市場管理課課長補佐（ 業 

 務） が担当する。   
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附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第21 号 

 

環   境   局 

環境科学調査センター 

                                    

 名古屋市環境科学調査センター処務規程（ 昭和46 年名古屋市達第 8 号） の一

部を次のように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。   

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 5 条 （ 略）  

 

 

第 5 条 （ 略）  

2  センターにおける庶務及び経理に関す

る事務並びに前項( 6 )に関する事務は、 

所長補佐（ 企画管理） が担当する。    

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第22 号 

 

環  境  局 

環 境 事 業 所 

                                    

 名古屋市環境事業所処務規程（ 昭和23 年名古屋市達第20 号） の一部を次のよ

うに改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 1 条 （ 略）  

② （ 略）  

第 2 条 （ 略）  

② （ 略）  

第 3 条 事業所において取り扱う事務の概

目は、 次のとおりとする。  

 (1) 一般廃棄物の処理に関すること。  

 (2) 一般廃棄物の減量化及び資源化事業

の実施に関すること。  

 (3) 所属する廃棄物の処理施設及び作業

用自動車の管理に関すること。  

 (4) 大掃除の実施に関すること。  

 (5) 一般廃棄物処理手数料の徴収に関す 

  ること。  

 (6) 公衆便所の清掃等に関すること。  

 (7) 保健環境委員及び区保健環境委員会 

  に関すること（ 健康福祉局の主管に属 

  するものを除く。 ） 。  

② 前項の規定にかかわらず、 一般廃棄物

のうちし尿の収集作業については、次の

各号に掲げる区に係るものを当該各号に

掲げる事業所において行う。  

第 1 条 （ 略）  

2  （ 略）  

第 2 条 （ 略）   

2  （ 略）  
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(1) 千種区、 東区、 西区、 中区、 守山区

及び名東区 北の事業所 

(2) 中村区、 熱田区及び港区 中川の事

業所 

(3) 昭和区、 瑞穂区、 南区及び天白区 

緑の事業所 

第 4 条 （ 略）  

② （ 略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 条 第 2 条の規定にかかわらず、 所長

は、 事業用大規模建築物の所有者等に対

する指導に関する事務については、 環境

局ごみ減量部長の指揮監督を受けるもの

とする。  

第 6 条 所長は、 毎月 5 日及び毎年 1 月20 

 

 

 

 

 

 

第 3 条 （ 略）  

2  （ 略）  

第 4 条 事業所において取り扱う事務の概

目は、 次のとおりとする。  

 (1) 一般廃棄物の処理に関すること。  

 (2) 一般廃棄物の減量化及び資源化事業 

の実施に関すること。  

 (3) 所属する廃棄物の処理施設及び作業

用自動車の管理に関すること。  

 (4) ごみの散乱防止及び路上禁煙に関す

ること。  

 (5) 大掃除の実施に関すること。  

 (6) 一般廃棄物処理手数料の徴収に関す

ること。  

 (7) 公衆便所の清掃等に関すること。  

 (8) 保健環境委員及び区保健環境委員会 

  に関すること（ 健康福祉局の主管に属 

  するものを除く。 ） 。  

 (9) その他清掃事業に関すること。  

2  前項の規定にかかわらず、 一般廃棄物

のうちし尿の収集作業については、 次の

各号に掲げる区に係るものを当該各号に

掲げる事業所において行う。  

 (1) 千種区、 東区、 西区、 中区、 守山区 

及び名東区 北の事業所 

 (2) 中村区、 熱田区及び港区 中川の事

業所 

 (3) 昭和区、 瑞穂区、 南区及び天白区 

緑の事業所 

3  事業所における庶務及び経理に関する

事務は、 所長補佐（ 事務） が担当する。  

第 5 条 第 2 条の規定にかかわらず、 所長

は、 事業用大規模建築物の所有者等に対

する指導に関する事務については、 環境

局資源循環部長の指揮監督を受けるもの

とする。  

第 6 条 所長は、 毎月 5 日及び毎年 1 月20 
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日までにそれぞれ、 その前月分及び前年

事務成績を事業部長（ 事業用大規模建築

物の所有者等に対する指導に関する事務

については、 ごみ減量部長） に報告しな

ければならない。  

日までにそれぞれ、 その前月分及び前年

分の事務成績を事業部長（ 事業用大規模

建築物の所有者等に対する指導に関する

事務については、 資源循環部長） に報告

しなければならない。    

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第23 号 

 

                           環  境  局 

                           処  分  場 

                                    

 名古屋市処分場処務規程（ 昭和47 年名古屋市達第35 号） の一部を次のように

改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 処分場にその事務を処理するため

次の組織を置く。  

 （ 略）  

   場 長 補 佐（浸出水処理施設等改 

         築） 

 （ 略）  

2  処分場の分掌事務及び担当課長の分担

事項は、 次のとおりとする。  

 (1)～ (5) （ 略）  

 (6) 浸出水処理施設等の改築工事の設計

及び施工に関すること。  

 （ 略）  

 

 

3 ・ 4  （ 略）  

第 3 条 処分場にその事務を処理するため

次の組織を置く。  

 （ 略）  

 

 

（ 略）  

2  処分場の分掌事務及び担当課長の分担

事項は、 次のとおりとする。  

 (1)～ (5) （ 略）  

 

 

 （ 略）  

3  処分場における庶務及び経理に関する

事務は、 場長補佐（ 業務） が担当する。  

4 ・ 5  （ 略）    

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第24 号 

 

環  境  局 

環 境 局 工 場 

                                    

 名古屋市環境局工場処務規程（ 昭和45 年名古屋市達第 3 号） の一部を次のよ

うに改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 （ 略）  

2  （ 略）  

 

 

3  （ 略）  

第 3 条 （ 略）  

2  （ 略）  

3  工場における庶務及び経理に関する事

務は、 工場長補佐（ 事務） が担当する。  

4  （ 略）    

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第25 号 

 

                          健 康 福 祉 局 

                          中央看護専門学校 

 

 名古屋市立中央看護専門学校処務規程（昭和50 年名古屋市達第19 号）の一部

を次のように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 学校の事務を処理するため、次の 

組織を置く。 

 （略） 

  担 当 課 長（中央看護専門学校に係る 

企画調整） 

（略） 

2  学校の分掌事務及び担当課長の分担事 

項は、次のとおりとする。 

管 理 課 

(1)～(3) （略） 

(4) 学生の募集、入学、休学、退学等に 

関すること。 

(5)～(10) （略） 

  担 当 課 長（中央看護専門学校に係る 

        企画調整） 

(1) 学校に係る企画及び調整に関するこ 

と。 

 （略） 

 

 

 

第 4 条 （略） 

第 3 条 学校の事務を処理するため、次の 

組織を置く。 

（略） 

 

 

（略） 

2  学校の分掌事務は、次のとおりとす 

る。 

管 理 課 

(1)～(3) （略） 

(4) 学生の入学、休学、退学等に関する 

こと。 

(5)～(10) （略） 

 

 

 

 

（略） 

3  学校における庶務及び経理に関する事 

務は、管理課長が特に指定する場合を除 

き、課長補佐（事務）が担当する。 

第 4 条 （略） 
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2 ～ 5  （略） 

6  担当課長は、上司の命を受けて分担事 

項を掌理し、その事項に関しては、関係 

 の課長補佐その他の職員を指揮監督す 

る。 

7  （略） 

2 ～ 5  （略） 

 

 

 

 

6  （略）   

 

   附 則 

 この達は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市達第26 号 

 

                      健 康 福 祉 局 

                      八事霊園・斎場管理事務所                           

                                    

 名古屋市立八事霊園・斎場管理事務所処務規程（昭和34 年名古屋市達第 6 号） 

の一部を次のように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後   

第 1 条 名古屋市立八事霊園・斎場管理事 

務所（以下「事務所」という。）は、健 

康福祉局健康部に属し、霊園及び名古屋 

市立八事斎場（以下「斎場」という。） 

の管理運営に関する事務をつかさどる。 

 

2  （略） 

第 3 条 （略） 

2  （略） 

 

 

 

3  （略） 

第 4 条 所長は、毎月10日及び毎年 1 月末 

日までに、それぞれその前月及び前年の 

事業成績を健康部長に報告しなければな 

らない。 

第 1 条 名古屋市立八事霊園・斎場管理事 
務所（以下「事務所」という。）は、健 
康福祉局生活衛生部に属し、霊園及び名 
古屋市立八事斎場（以下「斎場」とい 
う。）の管理運営に関する事務をつかさ 
どる。 

2  （略） 

第 3 条 （略） 

2  （略） 

3  事務所における庶務及び経理に関する 
 事務は、所長が特に指定する場合を除 

き、所長補佐（斎場）が担当する。 
4  （略） 

第 4 条 所長は、毎月10日及び毎年 1 月末 

日までに、それぞれその前月及び前年の 

事業成績を生活衛生部長に報告しなけれ 

ばならない。   

 

   附 則 

 この達は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市達第27 号 

 

                           健 康 福 祉 局 

                           食品衛生検査所 

                                    

 名古屋市食品衛生検査所処務規程（ 昭和43 年名古屋市達第13 号） の一部を次

のように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後   
第 1 条 名古屋市食品衛生検査所（以下「 

検査所」という。）は、健康福祉局健康 

 部に属し、所長その他必要な職員を置 

く。 

第 3 条 （略） 

2  （略） 

 

 

 

 

3  （略） 

4  所長は、特別の必要があると認めると 

きは、第 2 項の規定にかかわらず、事務 

を処理させることができる。 

第 4 条 所長は、毎月10日及び毎年 1 月末 

日までにそれぞれその前月分及び前年分 

の事業成績を健康部長に報告しなければ 

ならない。 

第 1 条 名古屋市食品衛生検査所（以下「 

検査所」という。）は、健康福祉局生活 

衛生部に属し、所長その他必要な職員を 

置く。 

第 3 条 （略） 

2  （略） 

3  検査所における庶務及び経理に関する 
 事務は、所長が特に指定する場合を除 
 き、所長補佐（微生物検査）が担当す 

る。 

4  （略） 

 

 

 

第 4 条 所長は、毎月10日及び毎年 1 月末 

日までにそれぞれその前月分及び前年分 

の事業成績を生活衛生部長に報告しなけ 

ればならない。   

 

   附 則 

 この達は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市達第28 号 

 

                          健 康 福 祉 局 

                          動物愛護センター 

                                    

 名古屋市動物愛護センター処務規程（昭和39 年名古屋市達第17 号）の一部を

次のように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後   
第 1 条 名古屋市動物愛護センター（以下 

「センター」という。）は、健康福祉局 

健康部に属し、所長その他必要な職員を 

置く。 

第 3 条 （略） 

2  （略） 

 

 

 

3  （略） 

4  所長は、特別の必要があると認めると 

きは、第 2 項の規定にかかわらず、事務 

を処理させることができる。 

第 4 条 所長は、毎月10日及び毎年 1 月末 

日までにそれぞれその前月分及び前年分 

の事業成績を健康部長に報告しなければ 

ならない。 

第 1 条 名古屋市動物愛護センター（以下 

「センター」という。）は、健康福祉局 

生活衛生部に属し、所長その他必要な職 

員を置く。 

第 3 条 （略） 

2  （略） 

3  センターにおける庶務及び経理に関す 
る事務は、所長が特に指定する場合を除 
き、所長補佐（管理指導）が担当する。 

4  （略） 

 

 

 

第 4 条 所長は、毎月10日及び毎年 1 月末 

日までにそれぞれその前月分及び前年分 

の事業成績を生活衛生部長に報告しなけ 

ればならない。   

 

   附 則 

 この達は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市達第29 号 

 

                           健 康 福 祉 局 

                           食肉衛生検査所 

                                    

 名古屋市食肉衛生検査所処務規程（昭和40 年名古屋市達第23 号）の一部を次

のように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後   
第 1 条 名古屋市食肉衛生検査所（以下「 

検査所」という。）は、健康福祉局健康 

 部に属し、所長その他必要な職員を置 

く。 

第 3 条 （略） 

2  （略） 

 

 

 

3  （略） 

4  所長は、特別の必要があると認めると 

きは、第 2 項の規定にかかわらず、事務 

を処理させることができる。 

第 4 条 所長は、毎月10日及び毎年 1 月末 

日までに、それぞれその前月分及び前年 

分の事業成績を健康部長に報告しなけれ 

ばならない。 

第 1 条 名古屋市食肉衛生検査所（以下「 

検査所」という。）は、健康福祉局生活 

衛生部に属し、所長その他必要な職員を 

置く。 

第 3 条 （略） 

2  （略） 

3  検査所における庶務及び経理に関する 

 事務は、所長が特に指定する場合を除 

き、所長補佐（指導管理）が担当する。 

4  （略） 

 

 

 

第 4 条 所長は、毎月10日及び毎年 1 月末 

日までに、それぞれその前月分及び前年 

分の事業成績を生活衛生部長に報告しな 

ければならない。   

 

   附 則 

 この達は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市達第30 号 

 

                           健 康 福 祉 局  

                           保 健 所  

                                    

 名古屋市保健所処務規程（ 平成30 年名古屋市達第24 号） の一部を次のように

改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 次の表のように改正する。  

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 保健所に次の補助組織を置く。 

健 康 部 

 保健医療課 

 （略） 

  課 長 補 佐（健康危機管理対応力 

強化に係る調整） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 条 保健所に次の補助組織を置く。 

健 康 部 

 保健医療課 

 （略） 

  課 長 補 佐（健康危機管理対応力 

強化に係る調整） 

  担 当 部 長（健康危機管理） 

   担 当 課 長（健康危機管理）(5) 

    課 長 補 佐（健康危機管理） 

   担 当 課 長（救急対策等） 

    課 長 補 佐（救急対策等） 

感染症対策課 

 課 長 補 佐（感染症対策） 

 課 長 補 佐（特定感染症等対策） 

 課 長 補 佐（感染症予防）(2) 

   担 当 課 長（予防接種） 

    課 長 補 佐（予防接種） 

    課 長 補 佐（予防接種健康被害救 

済） 

   担 当 課 長（新興再興感染症対応力 

強化に係る調整）(2) 

    課 長 補 佐（新興再興感染症対応 
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健康増進課 

 （略） 

    課 長 補 佐（精神保健） 

（略） 

   担 当 課 長（精神保健・いのちの支 

援） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  担 当 部 長（生活衛生） 

（略） 

感染症対策・調査センター 

管 理 課 

 課 長 補 佐（管理） 

業 務 課 

 課 長 補 佐（事業） 

 課 長 補 佐（感染症対策） 

 課 長 補 佐（感染症予防の推進） 

疫学情報部 

 課 長 補 佐（情報管理） 

 課 長 補 佐（疫学調査） 

 （略） 

 担 当 局 長（新型コロナウイルス感染症 

対策） 

  新型コロナウイルス感染症対策部 

感染症対策課 

 課 長 補 佐（感染症） 

 課 長 補 佐（特定感染症等対策） 

 課 長 補 佐（感染症予防等） 

新型コロナウイルス感染症対策課 

 課 長 補 佐（企画） 

 課 長 補 佐（推進） 

 課 長 補 佐（ワクチン接種推進） 

力強化に係る調整） 

(2) 

健康増進課 

 （略） 

 

（略） 

   担 当 課 長（精神保健・いのちの支 

援） 

    課 長 補 佐（精神保健） 

   感染症対策・調査センター 

管 理 課 

    課 長 補 佐（管理） 

   業 務 課 

    課 長 補 佐（事業） 

    課 長 補 佐（感染症対策） 

    課 長 補 佐（感染症予防の推進） 

   疫学情報部 

    課 長 補 佐（情報管理） 

    課 長 補 佐（疫学調査） 

  生活衛生部 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （略） 
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   担 当 課 長（新型コロナウイルス感 

染症対策）(6) 

 課 長 補 佐（新型コロナウイルス 

感染症対策）(8) 

  担 当 部 長（新型コロナウイルスワク 

チンに係る総合調整） 

  担 当 部 長（新型コロナウイルスワク 

チンに係る調整）(2) 

   担 当 課 長（新型コロナウイルスワ 

         クチンに係る調整） 

(4) 

 課 長 補 佐（新型コロナウイルス 

          ワクチンに係る調 

          整）(3) 

子育て支援部 

   子育て支援課 

    課 長 補 佐（ 母子保健）  

 （略） 

保健センター 

（略） 

保健予防課 

（略） 

    課 長 補 佐（医務）（東及び西の 

          保健センターを除 

く。） 

 課 長 補 佐（感染症対策等） 

 

（略） 

第 4 条 保健所の分掌事務並びに担当部長 

及び担当課長の分担事項は、次のとおり 

とする。 

健 康 部 

保健医療課 

(1) 保健所に係る文書及び公印の管守に 

関すること（他部課並びに保健センタ 

ー、感染症対策・調査センター及び動 

物愛護センターの主管に属するものを 

除く。）。 

(2)～(18) （略） 

 

 

(19) 他部課並びに保健センター、感染 

症対策・調査センター及び動物愛護セ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援部 

   子育て支援課 

    課 長 補 佐（ 母子保健） (2) 

 （略） 

保健センター 

（略） 

保健予防課 

（略） 

    課 長 補 佐（医務）（東、西及び 

          昭和の保健センター 

を除く。） 

    課 長 補 佐（精神保健・健康づく 

り） 

 （略） 

第 4 条 保健所の分掌事務並びに担当部長 

及び担当課長の分担事項は、次のとおり 

とする。 

健 康 部 

保健医療課 

(1) 保健所に係る文書及び公印の管守に 

関すること（他部課並びに保健センタ 

ー及び感染症対策・調査センターの主 

管に属するものを除く。）。 

 

(2)～(18) （略） 

(19) 保健所長の指定する救急対策等に 

関すること。 

(20) 他部課並びに保健センター及び感 

染症対策・調査センターの主管に属し 
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ンターの主管に属しないこと。 

（略） 

   担 当 課 長（健康危機管理対応力強 

化に係る調整） 

 (1) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康増進課 

（略） 

   担 当 課 長（精神保健・いのちの支 

援） 

ないこと。 

（略） 

   担 当 課 長（健康危機管理対応力強 

化に係る調整） 

(1) （略） 

  担 当 部 長（健康危機管理） 

(1) 保健所長の指定する健康危機管理に 

関すること。 

   担 当 課 長（健康危機管理）(5) 

(1) 保健所長の指定する健康危機管理に 

関すること。 

   担 当 課 長（救急対策等） 

(1) 保健所長の指定する救急対策等に関 

すること。 

(2) 保健所長の指定する感染症対策に係 

る他局室との調整に関すること。 

感染症対策課 

(1) 感染症の予防及び医療に係る企画及 

び調整に関すること。 

(2) 感染症予防協議会及び感染症診査協 

議会に関すること。 

(3) 予防接種（法令で定めるものに限 

る。）に係る企画及び調整に関するこ 

と。 

(4) 試験検査業務の連絡調整に関するこ 

と。 

(5) 特定感染症等の対策に関すること。 

(6) 保健所長の指定する感染症予防に関 

すること。 

(7) 新興再興感染症対応力強化に係る調 

整に関すること。 

   担 当 課 長（予防接種） 

(1) 予防接種（法令で定めるものに限 

る。）に係る企画及び調整に関するこ 

と。 

   担 当 課 長（新興再興感染症対応力 

強化に係る調整）(2) 

(1) 新興再興感染症対応力強化に係る調 

整に関すること。 

健康増進課 

（略） 

   担 当 課 長（精神保健・いのちの支 

援） 
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(1) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  担 当 部 長（生活衛生） 

(1) 環境衛生に関すること。 

(2) 薬務に関すること。 

(3) 食品衛生に関すること。 

(4) 食品表示に関すること。 

(5) 獣医務に関すること。 

環境薬務課 

(1)～(13) （略） 

 

 

 

食品衛生課 

(1)～(3) （略） 

(4) 総合衛生管理製造過程制度の総括に 

関すること。 

(5)～(15) （略） 

 （略） 

感染症対策・調査センター 

管 理 課 

(1) （略） 

感染症対策・調査センター 

管 理 課 

(1) 感染症対策・調査センターに係る文 

書の収受、発送及び公印の管守並びに 

物品等の管理に関すること。 

(2) 感染症対策・調査センター内他部課 

の主管に属しないこと。 

業 務 課 

(1) 感染症対策に係る調査、検体搬送等 

に関すること。 

(2) 感染症の病原体に汚染された場所、 

物件等の消毒に関すること。 

(3) 浸水時の消毒等の実施に関するこ 

と。 

(4) ねずみ族、昆虫等の駆除、調査及び 

指導に関すること。 

(5) 感染症患者の移送等に関すること。 

(6) 感染症予防の推進に関すること。 

疫学情報部 

(1) 保健所長の指定する疫学情報の管理 

に関すること。 

(2) 感染症、食中毒等に係る疫学調査に 

関すること。 

生活衛生部 

 

 

 

 

 

環境薬務課 

(1)～(13) （略） 

(14) 部内他課並びに食品衛生検査所、 

動物愛護センター及び食肉衛生検査所 

の主管に属しないこと。 

食品衛生課 

(1)～(3) （略） 

 

 

(4)～(14) （略） 

 （略） 
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(1) 感染症対策・調査センターに係る文 

書の収受、発送及び公印の管守並びに 

物品等の管理に関すること。 

(2) 感染症対策・調査センター内他部課 

の主管に属しないこと。 

業 務 課 

(1) 感染症対策に係る調査、検体搬送等 

に関すること。 

(2) 感染症の病原体に汚染された場所、 

物件等の消毒に関すること。 

(3) 浸水時の消毒等の実施に関するこ 

と。 

(4) ねずみ族、昆虫等の駆除、調査及び 

指導に関すること。 

(5) 感染症患者の移送等に関すること。 

(6) 感染症予防の推進に関すること。 

疫学情報部 

(1) 保健所長の指定する疫学情報の管理 

に関すること。 

(2) 感染症、食中毒等に係る疫学調査に 

関すること。 

（略） 

 担 当 局 長（新型コロナウイルス感染症 

対策） 

新型コロナウイルス感染症対策部 

感染症対策課 

(1) 感染症の予防及び医療に係る企画及 

び調整に関すること（新型コロナウイ 

ルス感染症対策課の主管に属するもの 

を除く。）。 

(2) 感染症予防協議会及び感染症診査協 

議会に関すること。 

(3) 予防接種（法令で定めるものに限 

る。）に係る企画及び調整に関するこ 

と（新型コロナウイルス感染症対策課 

の主管に属するものを除く。）。 

(4) 試験検査業務の連絡調整に関するこ 

と。 

(5) 部内他課の主管に属しないこと。 

(6) 特定感染症等の対策に関すること。 

(7) 保健所長の指定する感染症予防等に 

関すること。 

新型コロナウイルス感染症対策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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(1) 新型コロナウイルス感染症対策に係 

る企画及び調整に関すること。 

(2) 新型コロナウイルス感染症対策に係 

る調査に関すること。 

(3) 新型コロナウイルス感染症対策の推 

進に関すること。 

(4) 新型コロナウイルスワクチンに係る 

調整に関すること。 

(5) 保健所長の指定する新型コロナウイ 

ルス感染症対策に関すること。 

   担 当 課 長（新型コロナウイルス感 

染症対策）(6) 

(1) 保健所長の指定する新型コロナウイ 

ルス感染症対策に関すること。 

  担 当 部 長（新型コロナウイルスワク 

チンに係る総合調整） 

(1) 新型コロナウイルスワクチンに係る 

総合調整に関すること。 

  担 当 部 長（新型コロナウイルスワク 

チンに係る調整）(2) 

(1) 新型コロナウイルスワクチンに係る 

  調整に関すること。 

   担 当 課 長（新型コロナウイルスワ 

         クチンに係る調整） 

(4) 

(1) 新型コロナウイルスワクチンに係る 

調整に関すること。 

（略） 

保健センター 

 （略） 

保健予防課 

(1)～(15) （略） 

(16) 医務に関すること（東及び西の保 

健センターを除く。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

保健センター 

 （略） 

   保健予防課 

(1)～(15) （略） 

(16) 医務に関すること（東、西及び昭 

和の保健センターを除く。）。 

2  前項の課（保健センター及び感染症対 

策・調査センターの課を除く。）、食品 

衛生検査所、動物愛護センター及び食肉 

衛生検査所（以下この項において「食品 

衛生検査所等」という。）における庶務 

及び経理に関する事務は、当該課又は食 

品衛生検査所等の長が特に指定する場合 

を除き、当該課及び食品衛生検査所等に 

おいて筆頭に掲げる課長補佐又は所長補 
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2 ・ 3  （略） 

4  担当局長（新型コロナウイルス感染症 

対策）は、上司の命を受けて新型コロナ 

ウイルス感染症等の対策に係る重要事項 

の企画及び調整を行い、その事項に関し 

て所管の部長その他の職員を指揮監督す 

る。 

5  担当部長は、上司の命を受けて分担事 

項を処理し、その事項に関して所管の課 

長その他の職員を指揮監督する。 

6 ～ 8  （略） 

9  食品衛生検査所長は、特別の必要があ

ると認めるときは、第 1 項の規定にかか

わらず、所属職員に事務を処理させるこ

とができる。 

10  動物愛護センター所長は、特別の必要

があると認めるときは、第 1 項の規定に

かかわらず、所属職員に事務を処理させ

ることができる。 

11 食肉衛生検査所長は、特別の必要があ

ると認めるときは、第 1 項の規定にかか

わらず、所属職員に事務を処理させるこ

とができる。 

第 5 条 （略） 

2  担当局長（新型コロナウイルス感染症 

対策）は、健康福祉局担当局長（新型コ 

ロナウイルス感染症対策）の職にある者 

をもって充てる。 

3 ～ 5  （略） 

6  前条に規定する職（担当局長（新型コ 

ロナウイルス感染症対策）、保健センタ 

ー所長、保健センター副所長及び感染症 

対策・調査センター所長を除く。）及び 

その補助組織には、健康福祉局健康部、 

新型コロナウイルス感染症対策部及び衛 

生研究所、子ども青少年局子育て支援部 

並びに区役所保健福祉センターにおいて 

佐が担当する。 

3  保健センターにおける庶務及び経理に 

関する事務は、保健管理課長又は健康安 

全課長が特に指定する場合を除き、保健 

管理課又は健康安全課の課長補佐（企画 

管理）が担当する。 

4 ・ 5  （略） 

 

 

 

 

 

 

6  担当部長は、上司の命を受けて分担事 

項を処理し、その事項に関して所管の担 

当課長その他の職員を指揮監督する。 

7 ～ 9  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 条 （略） 

 

 

 

 

2 ～ 4  （略） 

5  前条に規定する職（保健センター所 

 長、保健センター副所長及び感染症対策・

調査センター所長を除く。）及びその補 

助組織には、健康福祉局健康部、生活衛 

生部及び衛生研究所、子ども青少年局子 

育て支援部並びに区役所保健福祉センタ 

ーにおいて同一の名称の職にある者及び 

その補助組織をもって充てる。 
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同一の名称の職にある者及びその補助組 

織をもって充てる。 

 

   

 

   附 則 

 この達は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市達第31 号 

 

                        健 康 福 祉 局 

                        精神保健福祉センター 

                                    

 名古屋市精神保健福祉センター処務規程（ 平成12 年名古屋市達第81 号） の一

部を次のように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後   
第 2 条 センターに次の組織を置く。 

 

 （略） 

  所 長 補 佐（精神医療） 

2  センターの分掌事務は、次のとおりと 

する。 

(1)～(10) （略） 

 

 

 

 

 

 

第 3 条 （略） 

2 ・ 3  （略） 

 

 

 

 

4  （略） 

第 2 条 センターに次の組織を置く。 

 担 当 課 長（精神医療） 

 （略） 

 

2  センターの分掌事務及び担当課長の分 

担事項は、次のとおりとする。 

(1)～(10) （略） 

 担 当 課 長（精神医療） 

 (1) センターにおける精神医療に関する 

こと。 

3  センターにおける庶務及び経理に関す 
 る事務は、所長が特に指定する場合を除 

き、所長補佐（管理）が担当する。 

第 3 条 （略） 

2 ・ 3  （略） 

4  担当課長は、上司の命を受けて分担事 

項を掌理し、その事項に関しては、関係 

の所長補佐その他の職員を指揮監督す 

る。 

5  （略）   

 

   附 則 
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 この達は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市達第32 号 

 

                           健 康 福 祉 局  

                           厚  生  院  

                                    

名古屋市厚生院処務規程（昭和28 年名古屋市達第29 号）の一部を次のように

改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 次の表のように改正する。  

                        （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 厚生院に院務を処理するため、次 

の組織を置く。 

管 理 課 

 （略） 

課 長 補 佐（施設管理等） 

 （略） 

担 当 課 長（厚生院に係る調整） 

   課 長 補 佐（厚生院に係る調整） 

（略） 

2  厚生院の分掌事務及び担当課長の分担 

事項は、次のとおりとする。 

（略） 

担 当 課 長（厚生院に係る調整） 

(1) 厚生院に係る調整に関すること。 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

第 4 条 （略） 

第 3 条 厚生院に院務を処理するため、次 

の組織を置く。 

管 理 課 

 （略） 

   課 長 補 佐（施設管理） 

 （略） 

 

 

（略） 

2  厚生院の分掌事務は、次のとおりとす 

る。 

（略） 

 
 

（略） 

3  厚生院における庶務及び経理に関する 
事務は、管理課長が特に指定する場合を 
除き、庶務に関する事務にあっては課長 
補佐（管理）が、経理に関する事務にあ 
っては課長補佐（施設管理）が、それぞ 
れ担当する。 

第 4 条 （略） 
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2 ～ 4  （略） 
5  担当課長は、上司の命を受けて分担事 

項を掌理し、その事項に関しては、関係 
 の課長補佐その他の職員を指揮監督す 
 る。 
6  （略） 

2 ～ 4  （略） 
 
 
 
 
5  （略）   

 

   附 則 

 この達は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市達第33 号 

 

ス ポ ー ツ 市 民 局 

なごや人権啓発センター 

 

 なごや人権啓発センター処務規程（ 平成26 年名古屋市達第14 号） の一部を次

のように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 （ 略）  

2  （ 略）  

 

 

 

3  （ 略）  

第 3 条 （ 略）  

2  （ 略）  

3  センターにおける庶務及び経理に関す

る事務は、 所長が特に指定する場合を除

き、 所長補佐（ 事業） が担当する。  

4  （ 略）    

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第34 号 

 

                          子ども青少年局 

                          児童福祉センター 

 

 名古屋市児童福祉センター処務規程（昭和46 年名古屋市達第17 号）の一部を 

次のように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 センターに次の組織を置く。  

  管 理 課 

 （ 略）  

   課 長 補 佐（ 診療支援） (4) 

 中央児童相談所 

  相 談 課 

 （ 略）  

   課 長 補 佐（ 障害児に係る相談援助 

         等） 

 （ 略）  

   課 長 補 佐（ 保護）  

 （ 略）  

  中央療育センター 

 （ 略）  

   所 長 補 佐（ 診療） (2) 

 （ 略）  

2  （ 略）  

3  センターの分掌事務及び担当課長の分

担事項は、次のとおりとする。 

 （ 略）  

  中央療育センター 

 (1)～(8) （ 略）  

第 3 条 センターに次の組織を置く。  

  管 理 課 

 （ 略）  

   課 長 補 佐（ 診療支援） (5) 

 中央児童相談所 

  相 談 課 

 （ 略）  

   課 長 補 佐（ 障害児相談援助）  

 

 （ 略）  

   課 長 補 佐（ 一時保護）  

 （ 略）  

  中央療育センター 

 （ 略）  

   所 長 補 佐（ 診療） (3) 

 （ 略）  

2  （ 略）  

3  センターの分掌事務及び担当課長の分

担事項は、次のとおりとする。 

 （ 略）  

  中央療育センター 

 (1)～(8) （ 略）  
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 （ 略）  

 

 

 

 (9) 中央療育センター所長の指定する児

童に係る医学的診断、検査、治療及び 

  指導に関すること。  

 （ 略）  

4  前項管理課の分掌事務中第 1 号に掲げ

る事務及び中央児童相談所相談課の分掌

事務中第 1 号に掲げる事務は、 管理課又

は中央児童相談所相談課の長が特に指定

する場合を除き、 管理課にあっては課長

補佐（ 事務管理） が、中央児童相談所相 

 談課にあっては課長補佐（ 相談調整） が

担当する。    

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第35 号 

 

                           子ども青少年局 

                           西部児童相談所 

 

 名古屋市西部児童相談所処務規程（ 平成22年名古屋市達第27号） の一部を次

のように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 相談所に次の組織を置く。  

    所 長 補 佐（管理相談） 

 （ 略）  

    所 長 補 佐（保護） 

 （ 略）  

2  （ 略）  

 

 

第 3 条 相談所に次の組織を置く。  

    所 長 補 佐（事務管理） 

 （ 略）  

    所 長 補 佐（一時保護） 

 （ 略）  

2  （ 略）  

3  相談所における庶務及び経理に関する

事務は、 所長が特に指定する場合を除 

 き、 所長補佐（事務管理）が担当する。    

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  

820



名古屋市達第36 号 

 

                           子ども青少年局 

                           東部児童相談所 

 

 名古屋市東部児童相談所処務規程（ 平成30年名古屋市達第27号） の一部を次

のように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 相談所に次の組織を置く。  

    所 長 補 佐（管理相談） 

 （ 略）  

    所 長 補 佐（保護） 

 （ 略）  

2  （ 略）  

 

第 3 条 相談所に次の組織を置く。  

    所 長 補 佐（事務管理） 

 （ 略）  

    所 長 補 佐（一時保護） 

 （ 略）  

2  （ 略）  

3  相談所における庶務及び経理に関する

事務は、 所長が特に指定する場合を除 

 き、 所長補佐（事務管理）が担当する。    

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第37 号 

 

                           子ども青少年局 

                           保  育  園 

 

 名古屋市児童福祉施設処務規程（ 昭和24 年名古屋市達第21 号） の一部を次の 

ように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 荘長等は、上司（ 保育園（ 内山保

育園、星ケ丘保育園、東保育園、北保育

園、上飯田保育園、上名古屋保育園、荒

輪井保育園、中保育園、白金保育園、軍

水保育園、高蔵保育園、正色保育園、中

島保育園、港保育園、宝保育園、守山保

育園、大森保育園、鳴子保育園、牧野池

保育園、藤里保育園、島田第一保育園及

び平針原保育園の園長を除く。 ） の園長

の服務については、主管課長を含む。 ） 

の命を受け、所管の事務を掌理し、所属

職員を指揮監督する。  

 

 

2  （ 略）  

第 4 条 （ 略）  

2  （ 略）  

 

 

 

3  （ 略）  

第 4 条の 2  保育園に副園長（ 内山保育園 

第 3 条 荘長等は、上司（ 保育園（ 内山保 

 育園、星ケ丘保育園、東保育園、北保育 

 園、上飯田保育園、上名古屋保育園、比 

 良西保育園、荒輪井保育園、中保育園、 

 白金保育園、軍水保育園、高蔵保育園、 

 正色保育園、中島保育園、港保育園、南 

 陽第一保育園、宝保育園、守山保育園、 

 大森保育園、東丘保育園、鳴子保育園、 

 のりくら保育園、牧野池保育園、藤里保 

 育園、島田第一保育園及び平針原保育園 

 の園長を除く。 ） の園長の服務について

は、主管課長を含む。 ） の命を受け、所 

 管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督 

 する。  

2  （ 略）  

第 4 条 （ 略）  

2  （ 略）  

3  ひばり荘における庶務及び経理に関す

る事務は、 荘長が特に指定する場合を除

き、 荘長補佐（ 指導） が担当する。  

4  （ 略）  

第 4 条の 2  保育園に副園長（ 内山保育園 
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 及び高蔵保育園に限る。 ） 及び園長補佐 

（保育所等に係る企画調整） （ 内山保育 

 園、 星ケ丘保育園、 東保育園、 北保育 

 園、 上飯田保育園、 上名古屋保育園、 荒 

輪井保育園、 中保育園、 白金保育園、 軍 

水保育園、 高蔵保育園、 正色保育園、 中 

島保育園、 港保育園、 宝保育園、 守山保 

育園、 大森保育園、 鳴子保育園、 牧野池 

保育園、 藤里保育園、 島田第一保育園及 

び平針原保育園に限る。 ） を置く。  

 

 

2 ・ 3  （ 略）  

第 5 条 （ 略）  

2  （ 略）  

 

 

 

 

3 ・ 4  （ 略）  

及び高蔵保育園に限る。 ） 及び園長補佐

（保育所等に係る企画調整） （ 内山保育 

園、 星ケ丘保育園、 東保育園、 北保育 

 園、 上飯田保育園、 上名古屋保育園、 比

良西保育園、 荒輪井保育園、 中保育園、  

 白金保育園、 軍水保育園、 高蔵保育園、 

正色保育園、 中島保育園、 港保育園、 南

陽第一保育園、 宝保育園、 守山保育園、  

 大森保育園、 東丘保育園、 鳴子保育園、  

 のりくら保育園、 牧野池保育園、 藤里保 

 育園、 島田第一保育園及び平針原保育園

に限る。 ） を置く。  

2 ・ 3  （ 略）  

第 5 条 （ 略）  

2  （ 略）  

3  園長は、 あけぼの学園における庶務及

び経理に関する事務を担当する園長補佐

を、 園長補佐（ 指導） の職にある者のう

ちから 1 人指定しなければならない。  

4 ・ 5  （ 略）    

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  

823



名古屋市達第38 号 

 

子 ど も 青 少 年 局 

西部地域療育センター 

 

 名古屋市西部地域療育センター処務規程（平成 5 年名古屋市達第31号）の一

部を次のように改正する。 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 （ 略）  

2  （ 略）  

 

 

第 3 条 （ 略）  

2  （ 略）  

3  センターにおける庶務及び経理に関す

る事務は、 所長が特に指定する場合を除

き、 所長補佐（ 診療相談） が担当する。    

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第39 号 

                          

住 宅 都 市 局 

大曽根北・筒井  

都市整備事務所 

                     

 名古屋市大曽根北・ 筒井都市整備事務所処務規程（昭和56 年名古屋市達第53 

号）の一部を次のように改正する。 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後 

第 1 条 名古屋市大曽根北・ 筒井都市整備

事務所（ 以下「 事務所」 という。 ） は、 

住宅都市局都市整備部に属し、 大曽根北

土地区画整理事業、 大曽根北地区住環境

整備事業、 筒井土地区画整理事業、 筒井

地区住環境整備事業及び葵土地区画整理

事業（ 以下「 事業」 と総称する。 ） の施

行等に関する事務をつかさどる。  

2  （ 略）  

第 2 条 事務所に次の組織を置く。  

（ 略）  

  担 当 課 長（ 筒井地区整備）  

  担 当 課 長（ 葵地区整備）  

2  事務所の分掌事務及び担当課長の分担

事項は、 次のとおりとする。 

 （ 略）  

  担 当 課 長（ 筒井地区整備）  

 (1) （ 略）  

 

 

  担 当 課 長（ 葵地区整備）  

 (1) 葵土地区画整理事業の施行等に関す 

第 1 条 名古屋市大曽根北・ 筒井都市整備

事務所（ 以下「 事務所」 という。 ） は、 

住宅都市局市街地整備部に属し、 大曽根

北土地区画整理事業、 筒井土地区画整理

事業、 筒井地区住環境整備事業及び葵土

地区画整理事業（ 以下「 事業」 と総称す

る。 ） の施行等に関する事務をつかさど

る。  

2  （ 略）  

第 2 条 事務所に次の組織を置く。  

（ 略）  

  担 当 課 長（ 筒井・ 葵地区整備）  

 

2  事務所の分掌事務及び担当課長の分担

事項は、 次のとおりとする。 

 （ 略）  

  担 当 課 長（ 筒井・ 葵地区整備）  

 (1) （ 略）  

 (2) 葵土地区画整理事業の施行等に関す

ること。 
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  ること。 

 

 

 

第 4 条 所長は、毎月10 日及び毎年 1 月末

日までに、 それぞれその前月分及び前年

分の事業成績を担当部長（ 市街地整備） 

に報告しなければならない。  

 

3  事務所における庶務及び経理に関する 

 事務は、 所長が特に指定する場合を除 

 き、 所長補佐（ 調査設計） が担当する。  

第 4 条 所長は、毎月10 日及び毎年 1 月末

日までに、 それぞれその前月分及び前年

分の事業成績を市街地整備部長に報告し

なければならない。  

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第40 号 

                          

住 宅 都 市 局 

緑都市整備事務所 

                     

 名古屋市緑都市整備事務所処務規程（ 昭和63 年名古屋市達第27 号） の一部を

次のように改正する。 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後 

第 1 条 名古屋市緑都市整備事務所（ 以下

「 事務所」 という。 ） は、 住宅都市局都

市整備部に属し、 有松土地区画整理事業

、 大高駅前土地区画整理事業、 有松駅前

第 1 種市街地再開発事業及び鳴海駅前第

2 種市街地再開発事業並びに臨海部にお

ける整備に係る事業（ 以下「 事業」 と総

称する。 ） の施行等に関する事務をつか

さどる。  

2  （ 略）  

第 2 条 事務所に次の組織を置く。  

（ 略）  

   所 長 補 佐（ 補償） (2) 

（ 略）  

2  （ 略）  

 

 

 

第 4 条 所長は、毎月10 日及び毎年 1 月末

日までに、 それぞれその前月分及び前年

分の事業成績を担当部長（ 市街地整備） 

に報告しなければならない。  

第 1 条 名古屋市緑都市整備事務所（ 以下

「 事務所」 という。 ） は、 住宅都市局市

街地整備部に属し、 有松土地区画整理事

業、 大高駅前土地区画整理事業、 有松駅

前第 1 種市街地再開発事業及び鳴海駅前

第 2 種市街地再開発事業並びに臨海部に

おける整備に係る事業（ 以下「 事業」 と

総称する。 ） の施行等に関する事務をつ

かさどる。  

2  （ 略）  

第 2 条 事務所に次の組織を置く。  

（ 略）  

   所 長 補 佐（ 補償）  

 （ 略）  

2  （ 略）  

3  事務所における庶務及び経理に関する

事務は、 所長が特に指定する場合を除 

 き、 所長補佐（ 整備推進） が担当する。  

第 4 条 所長は、毎月10 日及び毎年 1 月末

日までに、 それぞれその前月分及び前年

分の事業成績を市街地整備部長に報告し

なければならない。  
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附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第41 号 

                          

住 宅 都 市 局 

ささしまライブ24  
総合整備事務所 

                     

 名古屋市ささしまライブ24 総合整備事務所処務規程（ 平成 5 年名古屋市達第

35 号） の一部を次のように改正する。 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後 

第 2 条 事務所に次の組織を置く。  

（ 略）  

所長補佐（ 補償）  

（ 略）  

2  （ 略）   
 

 

 

第 2 条 事務所に次の組織を置く。  

 （ 略）  

 

 （ 略）  

2  （ 略）   
3  事務所における庶務及び経理に関する

事務は、 所長が特に指定する場合を除 

 き、 所長補佐（ 調査設計） が担当する。  

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第42 号 

 

緑 政 土 木 局 

ポンプ施設管理事務所 

 

 名古屋市ポンプ施設管理事務所処務規程（ 昭和55 年名古屋市達第21 号） の一 

部を次のように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                        （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 1 条 名古屋市ポンプ施設管理事務所（  

 以下「 事務所」 という。 ） は、 緑政土木 

 局河川部に属し、 ポンプ所（ 戸田川排水 

 機場を含む。以下同じ。 ） 、遠隔操作水 

 門及び頭首工の維持管理等に関する事務 

 をつかさどる。  

2  （ 略）  

第 3 条 事務所に次の組織を置く。  

  事 務 係 

  管理第一係 

  管理第二係 

2  係の分掌事務及び主査の分担事項は、 

 次のとおりとする。  

  事 務 係 

 (1) 事務所の庶務及び経理に関するこ

と。  

 (2) 工事及び作業上の事務手続に関す

ること。  

 (3) 排水ポンプの運転操作に係る研修に 

  関すること。  

 (4) 他係の主管に属しないこと。  

  管理第一係 

第 1 条 名古屋市ポンプ施設管理事務所（  

 以下「 事務所」 という。 ） は、 緑政土木 

 局河川部に属し、 ポンプ所（排水機場を 

 含む。以下同じ。 ） 、遠隔操作水門及び 

 頭首工の維持管理等に関する事務をつか 

 さどる。  

2  （ 略）  

第 3 条 事務所に次の組織を置く。  

  所 長 補 佐（ 事務）  

  所 長 補 佐（ 管理第一）  

  所 長 補 佐（ 管理第二）  

2  事務所の分掌事務は、 次のとおりとす 

 る。  
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 (1) 排水ポンプ及び遠隔操作水門の運転 

  操作に関すること。  

 (2) その他ポンプ所及び遠隔操作水門の 

  維持管理に関すること。  

 (3) （ 略）  

  管理第二係 

 (1) 局長の指定するポンプ所（ 以下「 係 

  所管のポンプ所」 という。 ） の排水ポ 

  ンプ及び頭首工の運転操作に関するこ 

  と。  

 (2) その他係所管のポンプ所及び頭首工 

  の維持管理に関すること。  

 (3) 係所管のポンプ所の新設工事の施行 

  に関すること。  

3  係に係長を置く。  

 

 

4  係長は、所長の命を受けて主管事務を 

処理し、 所属職員を指揮監督する。  

 (1) 排水ポンプ、 遠隔操作水門及び頭首 

  工の運転操作に関すること。  

 (2) ポンプ所、 遠隔操作水門及び頭首工 

  の維持管理に関すること。  

 (3) （ 略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  事務所における庶務及び経理に関する 

 事務は、 所長が特に指定する場合を除 

 き、 所長補佐（ 事務） が担当する。  

4  所長補佐は、所長の命を受けて主管事 

 務を処理し、 所属職員を指揮監督する。    

 

   附 則 

 この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第43 号 

 

緑 政 土 木 局 

土 木 事 務 所 

 

 名古屋市土木事務所処務規程（ 昭和28 年名古屋市達第14 号） の一部を次のよ 

うに改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                        （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 事務所に次の組織を置く。  

  管 理 係 

  主   査(1) （ 中村の事務所に限 

る。 ）  

 

  主   査(2) （ 中 の 事 務 所 に 限 

          る。 ）  

 

 

  維 持 係（ 千種、 東、 昭和、 瑞穂、  

        熱田、 南、 名東及び天白 

        の事務所に限る。 ）  

 

  維持第一係（ 北、 西、 中村、 中、 中 

        川、 港、 守山及び緑の事

務所に限る。 ）  

 

  維持第二係（ 北、 西、 中村、 中、 中 

        川、 港、 守山及び緑の事

務所に限る。 ）  

  整 備 係 

2  係の分掌事務及び主査の分担事項は、

第 3 条 事務所に次の組織を置く。  

  所 長 補 佐（ 管理）  

  所 長 補 佐（ リニア関連工事等調整）  

        （ 中 村 の 事 務 所 に 限 

る。 ）  

  所 長 補 佐（ 公園催事指導） （ 中の事

務所に限る。 ）  

  所 長 補 佐（ 公園適正利用） （ 中の事

務所に限る。 ）  

  所 長 補 佐（ 維持） （ 千種、 東、 昭 

和、 瑞穂、 熱田、 南、 名

東及び天白の事務所に限

る。 ）  

  所 長 補 佐（ 道路・河川維持） （ 北、  

西、 中村、 中、 中川、  

港、 守山及び緑の事務所

に限る。 ）  

  所 長 補 佐（ 緑地） （ 北、 西、 中村、  

        中、 中川、 港、 守山及び

緑の事務所に限る。 ）  

  所 長 補 佐（ 整備）  
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次のとおりとする。  

  管 理 係 

 (1) 人事の事務手続、 文書の収受及び発

送並びに公印の管守に関すること。  

 (2) 工事及び作業上の事務手続に関する

こと。  

 (3) 道路、 河川、 公園等の新設、 変更及

び廃止の事務手続に関すること。  

 (4) 道路、 河川、 公園等の占用及び使用

に関すること。  

 (5) 道路の占用料その他道路に係る収入

金の徴収に関すること。  

 (6) 道路、 河川、 公園等の監察及び監理

並びにこれらに関する監督処分の事務

的処理に関すること。  

 (7) 道路に関する工事及び占用工事の調 

  整に関すること。  

 (8) 道路に関する工事の承認に関するこ

と。  

 (9) 自転車駐車対策の事務的処理に関す 

  ること。  

 (10) 放置自動車対策に関すること。  

 (11) 公園における行為許可及び公園施 

  設の使用許可並びに使用料徴収事務に 

  関すること。  

 (12) その他所長の指定する特命事項の 

  処理に関すること。  

 (13) 他係の主管に属しないこと。  

  主   査（ リニア関連工事等調整） 

        （ 中 村 の 事 務 所 に 限 

        る。 ）  

 (1) 所長の指定する道路に関する工事及 

  び占用工事の調整に関すること。  

 (2) 所長の指定する道路の監察及び監理 

  に関すること。  

 (3) 所長の指定する道路に関する監督処 

  分の事務的処理に関すること。  

  主   査（ 公園催事指導） （ 中の事

務所に限る。 ）  

 (1) 公園催事指導に関すること。  

  主   査（ 公園適正利用） （ 中の事

務所に限る。 ）  

 (1) 住居のない者に対する公園の適正な 
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  利用の指導に関すること。  

  維 持 係 

  維持第一係 

  維持第二係 

 (1) 道路、 河川、 公園等の新設、 変更、  

  廃止及び維持管理の技術的処理に関す 

  ること。  

 (2) 道路、 河川、 公園等の工事（ 小規模 

  のものに限る。 ） の施行に関するこ 

  と。  

 (3) 道路、 河川、 公園等の監察及び監理 

  並びにこれらに関する監督処分の技術 

  的処理に関すること。  

 (4) 道路、 河川、 公園等に係る愛護意識 

  の高揚に関すること。  

 (5) 自転車駐車対策の技術的処理に関す 

  ること。  

 (6) 緑化に関する知識の普及及び市民の 

  意識の高揚に関すること。  

 (7) 緑化の指導、助成、相談等の民間緑 

  化に関すること。  

 (8) 特別緑地保全地区、 保存樹、 市民緑 

  地その他の緑の保全に関すること。  

 (9) 土取り、 埋立て等の行為の指導に関 

  すること。  

 (10) その他所長の指定する特命事項の 

  処理に関すること。  

  整 備 係 

 (1) 道路、 河川、 公園等の工事（ 小規模 

  のものを除く。 ） の施行に関するこ 

  と。  

 (2) 受託工事の施行に関すること。  

 (3) その他所長の指定する特命事項の処 

  理に関すること。  

 

 

 

第 4 条 事務所に所長、 副所長、 係長その 

 他必要な職員を置く。  

②・ ③ （ 略）  

④ 係長は、 上司の命を受け、 所属の事務

を掌理し、 所属職員を指揮監督する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  事務所における庶務及び経理に関する 

 事務は、 所長が特に指定する場合を除 

 き、 所長補佐（ 管理） が担当する。  

第 4 条 事務所に所長、副所長、所長補佐

その他必要な職員を置く。  

2 ・ 3  （ 略）  

4  所長補佐は、 上司の命を受け、 所属の 

 事務を掌理し、 所属職員を指揮監督す 

 る。  
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⑤ 主査は、 上司の命を受け、 分担事項を

処理する。  

第 5 条 削除 

第 6 条 所長は、 特別又は緊急の必要があ 

 ると認めるときは、 第 3 条及び第 4 条の 

 規定にかかわらず、 事務を処理させるこ 

 とができる。  

第 7 条 所長は、 毎月 5 日及び 1 月末まで 

 に、 それぞれその前月分及び前年の事業 

 成績を参事（ 地域企画） に報告しなけれ

ばならない。  

第 8 条 （ 略）  

 

 

 

 

 

 

 

第 5 条 所長は、 毎月 5 日及び 1 月末まで

に、 それぞれその前月分及び前年の事業

成績を担当部長（ 地域企画） に報告しな

ければならない。  

第 6 条 （ 略）      

 

   附 則 

 この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第44 号 

 

緑 政 土 木 局 

東山総合公園 

 

 名古屋市東山総合公園処務規程（昭和43 年名古屋市達第33 号）の一部を次の 

ように改正する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                        （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 3 条 総合公園に、 その事務を処理する

ため、 次の組織を置く。  

  管 理 課 

   管 理 係 

   業 務 係 

   維 持 係 

   主   査(2) 

 

 

  主   幹(1) 

   主   査(2) 

 

  再生整備課 

   再生整備係 

  主   幹(1) 

   主   査(2) 

 

  東山動物園 

   指導衛生係 

   飼育第一係 

   飼育第二係 

  主   幹(1) 

第 3 条 総合公園に、 その事務を処理する

ため、 次の組織を置く。  

  管 理 課 

   課 長 補 佐（ 管理）  

   課 長 補 佐（ 業務）  

   課 長 補 佐（ 維持）  

   課 長 補 佐（ 東山の森）  

   課 長 補 佐（ 施設管理・ 調整）  

   課 長 補 佐（ 脱炭素化の推進）  

  担 当 課 長（ 広報・営業）  

   課 長 補 佐（ 広報・営業）  

   課 長 補 佐（ 営業施設）  

  再生整備課 

   課 長 補 佐（ 再生整備）  

  担 当 課 長（ 施設整備）  

   課 長 補 佐（ 施設整備） (2) 

   課 長 補 佐（ 脱炭素化の推進）  

  東山動物園 

   園 長 補 佐（ 指導衛生）  

   園 長 補 佐（ 飼育第一）  

   園 長 補 佐（ 飼育第二）  

  担 当 課 長（ 教育普及等）  
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  東山植物園 

   緑地造園係 

   指導園芸係 

  主   幹(1) 

第 4 条 前条の組織の分掌事務又は分担事

項は、 次のとおりとする。  

  管 理 課 

   管 理 係 

 (1) 総合公園の庶務及び経理に関するこ

と。  

 

 (2) 財産管理並びに物品の取得及び処分

に関すること。  

 (3) 東山公園及び平和公園（ 以下「 公 

  園」 という。 ） における行為、 公園の

占用及び公園施設の使用の許可の事務

手続に関すること。  

 (4)・ (5) （ 略）  

 (6) その他総合公園における事務手続及

び連絡調整に関すること。  

 (7) 他課園係の主管に属しないこと。  

   業 務 係 

 (1)～ (3) （ 略）  

 (4) 公園に係る広報及び宣伝に関するこ

と。  

 (5) 公園利用者の誘致対策に関するこ 

  と。  

 (6) 企業協賛に関すること。  

 (7) （ 略）  

   維 持 係 

 (1) （ 略）  

 (2) 公園の占用及び公園施設の使用上の 

  技術的処理に関すること。  

 (3)・ (4) （ 略）  

   主   査（ 東山の森）  

 (1) 総合公園長の指定する公園及び公園 

  施設の維持管理に関すること。  

 (2) 東山の森（ 動植物園を除く。 ） の整 

  備推進に関すること。  

 (3) なごや東山の森づくりに係る市民協 

  働に関すること。  

   主   査（ 施設管理・ 調整）  

  担 当 課 長（ 動物導入の推進）  

  東山植物園 

   園 長 補 佐（ 緑地造園）  

   園 長 補 佐（ 指導園芸）  

  担 当 課 長（ 植物園施設整備）  

第 4 条 総合公園の分掌事務及び担当課長

の分担事項は、 次のとおりとする。  

  管 理 課 

 

 (1) 総合公園の庶務及び経理、 財産管理

並びに物品の取得及び処分その他事務

手続に関すること。  

 

 

 (2) 東山公園及び平和公園（ 以下「 公 

  園」 という。 ） における行為、 公園の

占用及び公園施設の使用の許可に関す

ること。  

 (3)・ (4) （ 略）  

 (5) 総合公園における連絡調整に関する

こと。  

 

 

 (6)～ (8) （ 略）  

 (9) 公園に係る広報及び営業活動に関す

ること。  

 

 

 

 (10) （ 略）  

 

 (11) （ 略）  

 

 

 (12)・ (13) （ 略）  
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 (1) 東山公園の施設の維持管理及び調整 

  に関すること。  

 (2) その他総合公園長の指定する総合公 

  園の施設に係る特命事項の処理に関す 

  ること。  

 

 

 

 

  主   幹（ 広報・ 営業）  

 

 

 

 

 

 (1) 公園に係る広報及び宣伝に関するこ 

  と。  

 (2) 公園利用者の誘致対策に関するこ 

  と。  

 (3) 企業協賛に関すること。  

 (4)・ (5) （ 略）  

   主   査（ 広報・ 営業）  

 (1) 公園に係る広報及び宣伝に関するこ

と。  

 (2) 公園利用者の誘致対策に関するこ 

  と。  

 (3) 企業協賛に関すること。  

 (4) 総合公園長の指定する総合公園の管 

  理に係る特命事項の処理に関するこ 

  と。  

   主   査（ 営業施設）  

 (1) 営業施設に係る計画、 調査及び調整

に関すること。  

  再生整備課 

   再生整備係 

 (1) 動植物園の再生に係る建設計画に関

すること。  

 (2) 動植物園の再生に係る建設工事の設

計及び施工に関すること。  

 (3) （ 略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14) 総合公園長の指定する動植物園に 

  おける脱炭素施策の実施に関するこ 

  と。  

 (15) 他課園の主管に属しないこと。  

  担 当 課 長（ 広報・ 営業）  

 (1) 観覧券の発売及び改札に関するこ 

  と。  

 (2) 行催事の企画及び運営に関するこ 

  と。  

 (3) 公園内の警備に関すること。  

 (4) 公園に係る広報及び営業活動に関す

ること。  

 

 

 

 (5)・ (6) （ 略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  再生整備課 

 

 (1) 動植物園の再生に係る建設計画及び 

  建設工事に関すること。  

 

 

 (2) （ 略）  

 (3) 動植物園における脱炭素施策の計 

  画、 調整及び実施（ 管理課の主管に属

するものを除く。 ） に関すること。  
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  主   幹（ 施設整備）  

 (1) 総合公園長の指定する動植物園の再 

  生に係る建設計画に関すること。  

 

 (2) 総合公園長の指定する動植物園の再 

  生に係る建設工事の設計及び施工に関 

  すること。  

   主   査（ 施設整備） (2) 

 (1) 総合公園長の指定する動植物園の再 

  生に係る建設計画に関すること。  

 (2) 総合公園長の指定する動植物園の再 

  生に係る建設工事の設計及び施工に関 

  すること。  

  東山動物園 

   指導衛生係 

 (1) 動物に関する知識の普及啓発に関す

ること。  

 

 (2) （ 略）  

 (3) 動物に関する知識の普及啓発に協力

する諸団体に関すること。  

 (4) 動物に関する飼育技術の普及指導に

関すること。  

 (5) （ 略）  

 (6) 動物に関する教育活動の推進に関す

ること。  

 (7) （ 略）  

 (8) コアラの飼料確保に関すること。  

 (9) 他係の主管に属しないこと。  

   飼育第一係 

   飼育第二係 

 (1) 係所管区域（ 飼育第一係にあっては

本園の区域及び子供動物園の区域を、 

飼育第二係にあっては北園の区域をい

う。 以下同じ。 ） 内の動物の飼育管理

に関すること（ コアラの飼料確保に係

るものを除く。 ） 。 

 (2) 係所管区域内の獣舎その他の動物飼

育施設の管理保全に関すること。  

 (3) 動物の飼育技術の調査研究に関する

こと。  

  主   幹（ 教育普及等）  

 (1) 動物に関する知識の普及啓発に関す

  担 当 課 長（ 施設整備）  

 (1) 総合公園長の指定する動植物園の再 

  生に係る建設計画及び建設工事に関す 

  ること。  

 (2) 動植物園における脱炭素施策の計 

  画、 調整及び実施（ 管理課の主管に属

するものを除く。 ） に関すること。  

 

 

 

 

 

 

  東山動物園 

 

 (1) 動物に関する知識の普及啓発、 飼育

技術の普及指導及び教育活動の推進に

関すること。  

 (2) （ 略）  

 

 

 

 

 (3) （ 略）  

 

 

 (4) （ 略）  

 

 

 

 

(5) 動物の飼育管理に関すること。 

 

 

 

 

 

 (6) 獣舎その他の動物飼育施設の管理保

全に関すること。  

 

 

  担 当 課 長（ 教育普及等） 

 (1) 動物に関する知識の普及啓発及び教
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ること。  

 (2) 動物に関する調査研究及び資料の収

集に関すること。  

 (3) 動物に関する知識の普及啓発に協力

する諸団体に関すること。  

 (4) 動物に関する教育活動の推進に関す

ること。  

 

 

 

 

  東山植物園 

   緑地造園係 

 (1) （ 略）  

 (2) 植物園内の植物の栽培管理及び緑地

の保全に関すること。  

 (3) 他係の主管に属しないこと。  

   指導園芸係 

 (1)・ (2) （ 略）  

 (3) 温室その他特殊栽培施設による植物

の栽培及び改良に関すること。  

 (4) 温室その他の栽培施設（ 暖房の設備

を含む。 ） の保全に関すること。  

  主   幹（ 植物園施設整備）  

 (1) 総合公園長の指定する植物園の再生

に係る建設計画に関すること。  

 

 (2) 総合公園長の指定する植物園の再生

に係る建設工事の設計及び施工に関す

ること。  

 

 

 

 

 

2  課に課長、 室に室長、 園に園長（ 東山 

動物園にあっては、 園長及び副園長） 、  

係に係長を置く。  

3  課長、 室長、 園長及び係長は、 上司の 

 命を受けて主管事務を処理し、 所属職員 

 を指揮監督する。  

4  （ 略）  

5  主幹は、 上司の命を受けて分担事項を 

育活動の推進に関すること。  

 (2) 動物に関する調査研究（ 飼育技術に

関するものを除く。 ） 及び資料の収集

に関すること。  

 

 

 

  担 当 課 長（ 動物導入の推進）  

 (1) 動物の収集に関すること。  

 (2) 収集した動物に係る動物飼育施設の 

  調整に関すること。  

  東山植物園 

 

 (1) （ 略）  

 (2) 植物園内の植物の栽培管理及び改良 

並びに緑地の保全に関すること。  

 

 

 (3)・ (4) （ 略）  

 

 

 

 

  担 当 課 長（ 植物園施設整備）  

 (1) 総合公園長の指定する植物園の再生

に係る建設計画及び建設工事に関する

こと。  

 

 

 

2  前条の課又は園における庶務及び経理

に関する事務は、 当該課又は園の長が特

に指定する場合を除き、 当該課又は園に

おいて筆頭に掲げる課長補佐又は園長補

佐が担当する。  

3  課に課長、 園に園長（ 東山動物園にあ

っては、 園長及び副園長） を置く。  

 

4  課長及び園長並びに課長補佐及び園長

補佐は、 上司の命を受けて主管事務を処

理し、 所属職員を指揮監督する。  

5  （ 略）  

6  担当課長は、上司の命を受けて分担事
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掌理し、 その事項に関しては、 関係の係 

長その他の職員を指揮監督する。  

 

6  主査は、 上司の命を受けて分担事項を 

処理する。  

第 5 条 総合公園長は、 毎月 5 日までに、 

前月における総合公園の事務処理の状況

を公園緑地・ 農政監に報告しなければな

らない。 

項を掌理し、 その事項に関しては、 関係 

 の課長補佐、園長補佐その他の職員を指

揮監督する。  

 

 

第 5 条 総合公園長は、 毎月 5 日までに、 

前月における総合公園の事務処理の状況

を緑政土木局長に報告しなければならな

い。     

 

   附 則 

 この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第45 号 

 

庁 中 一 般 

                                    

 副市長以下代決規程（ 平成12 年名古屋市達第40 号） の一部を次のように改正

する。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
（ 用語の定義）  

第 3 条 この規程において、 次の各号に掲

げる用語の意義は、 当該各号に定めると

ころによる。  

(1) （ 略）  

(2) 担当局長 前号の局に置く担当局長

及び健康福祉局保健所長（ 以下「 保健

所長」 という。 ） をいう。  

 

(3)～ (5) （ 略）  

 （ 副市長等の共通代決権限事項）  

第 5 条 副市長の市長の事務の補助執行に

関する共通代決権限事項は、 次に掲げる

事項とする。  

 (1)～ (10) （ 略）  

 (11) 180  万円を超える地方自治法第 

243  条の 2 の 2 第 1 項の規定による損

害の認定に関すること。  

 (12)・ (13) （ 略）  

2 ～ 4  （ 略）  

 （ 主管副市長の個別代決権限事項）  

第 6 条 副市長の市長の事務の補助執行に

関する個別代決権限事項は、 次に掲げる

事項とする。  

（ 用語の定義）  

第 3 条 この規程において、 次の各号に掲

げる用語の意義は、 当該各号に定めると

ころによる。  

(1) （ 略）  

(2) 担当局長 前号の局に置く担当局長

及び健康福祉局保健所長（ 以下「 保健

所長」 という。 ） 並びにこれに相当す

る職にある者をいう。  

(3)～ (5) （ 略）  

 （ 副市長等の共通代決権限事項）  

第 5 条 副市長の市長の事務の補助執行に

関する共通代決権限事項は、 次に掲げる

事項とする。  

 (1)～ (10) （ 略）  

 (11) 180  万円を超える地方自治法第 

243  条の 2 の 8 第 1 項の規定による損

害の認定に関すること。  

 (12)・ (13) （ 略）  

2 ～ 4  （ 略）  

 （ 主管副市長の個別代決権限事項）  

第 6 条 副市長の市長の事務の補助執行に

関する個別代決権限事項は、 次に掲げる

事項とする。  
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 (1)～ (4) （ 略）  

 (5) 保護施設、 児童福祉施設（ 幼保連携

型認定こども園を除く。 ） 、 幼保連携

型認定こども園、 老人福祉施設及び婦

人保護施設の設置、 変更（ 軽易な変更

を除く。 ） 及び廃止の認可又は承認、 

家庭的保育事業等の開始、 変更（ 軽易

な変更を除く。 ） 及び廃止の認可又は

承認並びに介護老人保健施設及び介護

医療院の開設及び変更の許可に関する

こと。  

 (6)～ (13) （ 略）  

 （ 会計室長等の代決権限事項）  

第12 条 （ 略）  

2  （ 略）  

3  会計室長及び出納課長は、 前項に規定

するもののほか、 別表第 3 に掲げる事項

についてそれぞれ代決することができ

る。  

 (1)～ (4) （ 略）  

 (5) 保護施設、 児童福祉施設（ 幼保連携

型認定こども園を除く。 ） 、 幼保連携

型認定こども園、 老人福祉施設及び女

性自立支援施設の設置、 変更（ 軽易な

変更を除く。 ） 及び廃止の認可又は承

認、 家庭的保育事業等の開始、 変更（ 

軽易な変更を除く。 ） 及び廃止の認可

又は承認並びに介護老人保健施設及び

介護医療院の開設及び変更の許可に関

すること。  

(6)～ (13) （ 略）  

 （ 会計室長等の代決権限事項）  

第12 条 （ 略）  

2  （ 略）  

3  会計室長及び会計課長は、 前項に規定

するもののほか、 別表第 3 に掲げる事項

についてそれぞれ代決することができ

る。    

 

別表第 1 人事・ 服務関係の表第 5 号中「 名古屋市非常勤の職員の報酬、 費用 

弁償及び期末手当に関する条例」 を「 名古屋市非常勤の職員の報酬、 費用弁償、  

期末手当及び勤勉手当に関する条例」 に改め、 同表中第35 号を第36 号とし、 第

30 号から第34 号までを 1 号ずつ繰り下げ、 第29 号の次に次の 1 号を加える。  

30  職員の定数外

指定（ 代替とし

て任期を定めて

採用される職員

を配置する必要

があると認めら

れる場合を除 

く。 ） に関する

こと。 （ 総務局

長）  

   職員の定数外

指定（ 代替とし

て任期を定めて

採用される職員

を配置する必要

があると認めら

れる場合に限 

る。 ） に関する

こと。 （ 総務局

主管課長）  

別表第 1 財務関係の表第53 号中「 第243 条の 2 の 2 第 1 項」 を「 第243 条の 2 

の 8 第 1 項」 に改める。  
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別表第 2 健康福祉局担当局長（ 医務） の項に次の 2 号を加える。  

2   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第36 条の 7 による勧告、 指示及び公表に関すること。  

3  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第44 条の 5 第 2 項（ 第44 条の 8 において準用する場合を

含む。 ） 及び第51 条の 4 第 2 項による要請並びに第44 条の

5 第 3 項（ 第44 条の 8 及び第51 条の 4 第 3 項において準用 

 する場合を含む。 ） による意見の申出に関すること。  

別表第 2 健康福祉局主管部長の項中第28 号を第32 号とし、 第27 号を第31 号と

し、 第26 号を第28 号とし、 同号の次に次の 2 号を加える。  

29  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第44 条の 3 第 4 項及び第 5 項（ 第50 条の 2 第 4 項におい

て準用する場合を含む。 ） による報告の請求に関する事務

委託の決定に関すること。  

30  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第63 条の 3 第 2 項による要請及び同条第 3 項による意見

の申出に関すること。  

別表第 2 健康福祉局主管部長の項中第25 号を第27 号とし、 第24 号の次に次の

2 号を加える。  

25  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第36 条の 6 第 1 項による検査等措置協定の締結に関する

こと。  

26  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第36 条の 8 第 1 項による報告の請求並びに同条第 3 項に

よる都道府県知事への報告及び公表に関すること。  

別表第 2 健康福祉局主管課長の項第59 号中 

「  

(4) 法第44 条の 3 第 6 項（ 第50 条の 2 第 4 項に

おいて準用する場合を含む。 ） による市町村

長への協力の要請に関すること。  
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(5) 法第44 条の 3 の 2 第 4 項及び第50 条の 3 第

4 項による厚生労働大臣及び都道府県知事へ

の報告に関すること。  

(6) 法第44 条の 6 による厚生労働大臣への報告

に関すること。  

(7) 法第51 条、 第52 条及び第56 条の規定による

厚生労働大臣に対する通報及び報告に関する 

 

 を 

こと。   

                       」  

「  

(4) 法第44 条の 3 第 9 項（ 第50 条の 2 第 4 項に

おいて準用する場合を含む。 ） による市町村

長への協力の要請に関すること。  

(5) 法第44 条の 3 の 2 、 第44 条の 3 の 3 、 第50 

条の 3 及び第50 条の 4 による医療費負担の決

定に関すること。  

(6) 法第44 条の 3 の 5 第 4 項及び第50 条の 6 第

4 項による厚生労働大臣及び都道府県知事へ

の報告に関すること。  

(7) 法第44 条の 6 による厚生労働大臣への報告

に関すること。  

(8) 法第51 条、 第52 条及び第56 条の規定による

厚生労働大臣に対する通報及び報告に関する

こと。  

 に改め、 同表第 2 子ども 

                       」  

青少年局主管部長の項第 2 号中「 婦人保護施設」 を「 女性自立支援施設」 に改

め、 同表住宅都市局担当局長（ まちづくり調整） の項中「 担当局長（ まちづく

り調整） 」 を「 担当局長（ 都市整備） 」 に改め、 同局担当局長

（ 都市活性） の項中「 担当局長（ 都市活性） 」 を「 担当局長（ まちづくり推 

進） 」 に改め、 同局主管課長の項第 3 号中「 、 同条例第11 条による許可証の交
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付等」 を削り、 同項第11 号から第13 号までの規定中「 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律」 を「 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律」 に改める。  

別表第 3 中「 会計室出納課長」 を「 会計室会計課長」 に改める。  

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市達第46 号 

 

健 康 福 祉 局 

区  役  所 

                                    

 区長以下代決規程（ 平成12 年名古屋市達第41 号） の一部を次のように改正す

る。  

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 別表第 4 保健センター所長の項第54 号中「 第44 条の 3 の 2 第 6 項及び第50 条

の 3 第 6 項」 を「 第44 条の 3 の 5 第 6 項及び第50 条の 6 第 6 項」 に改め、 同項

第55 号中「 第 4 項及び第 5 項」 を「 第 7 項及び第 8 項」 に改める。  

 

附 則 

この達は、 令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市会計管理者達第 1号 

 

会 計 室  

 

名古屋市会計管理者事務代決規程（平成27年会計管理者達第 1号）の一部を

次のように改正する。 

 

令和 6 年 3 月 29 日 

 

名古屋市会計管理者  清水 貴久子  

 

次の表のように改正する。 

（ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後 

(この規程の趣旨) 

第 1 条 この規程は、会計事務の適正かつ

能率的な処理を図るため、次長、出納課

長及び審査課長(以下「次長等」とい

う。)の責任及び代決権限を定めるもの

とする。 

 

(次長等の責任) 

第 2 条 (略) 

 

(次長等の代決権限事項) 

第 3 条 次長等は、会計管理者の権限に属

する会計事務のうち、別表に掲げる事項

について代決することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(この規程の趣旨) 

第 1 条 この規程は、会計事務の適正かつ

能率的な処理を図るため、次長、会計課

長及び担当課長（以下「次長等」とい

う。)の責任及び代決権限を定めるものと

する。 

 

(次長等の責任) 

第 2 条 (略)  

 

(次長等の代決権限事項) 

第 3 条 次長及び会計課長は、会計管理者

の権限に属する会計事務のうち、別表に

掲げる事項について代決することができ

る。 

2  担当課長は、別表に掲げる会計課長の

代決権限事項のうち、会計管理者補助組

織規則 （昭和 39 年名古屋市規則第 35

号。以下「補助組織規則」という。）第 4

条及び第 5 条の規定により担当課長が分

担を受けた事務（以下、「担当課長分担

事務」という。）に係るものに限り、会

計課長に代わって代決することができ

る。 
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(臨時代決) 

第 4 条 (略)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  課長に事故があるときは、課長の代決

権限事項について、次長が代決すること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

3 次長は、第 1 項の規定により代決した

事項については、事後直ちに会計管理者

に報告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(異例又は特に重要な事項の処理) 

第 5 条 (略) 

 

別表 

 次長 出納課長 審査課長 

1  名古屋市会

計規則(昭

規則第 9 条

に規定する

 

(臨時代決) 

第 4 条 (略)  

2  前項の場合において、次長に事故があ

るときは、会計課長又は担当課長がその

事項を代決することができる。ただし、

担当課長は、担当課長分担事務に係るも

のに限り、会計課長に代わって代決する

ことができる。 

3 次長の代決権限事項について、会計管

理者及び次長に事故があるときで急施を

要する場合には、会計課長又は担当課長

がその事項を代決することができる。た

だし、担当課長は、担当課長分担事務に

係るものに限り、会計課長に代わって代

決することができる。 

4 会計課長に事故があるときは、会計課

長の代決権限事項について、次長が代決

することができる。ただし、担当課長分

担事務に係るものについては、担当課長

にも事故があるときに限り代決すること

ができる。 

5  前項の場合において、会計管理者及び

次長に事故があるときは、担当課長がそ

の事項を代決することができる。 

6 次長等は、第 1 項又は第 2 項の規定に

より代決した事項については、事後直ち

に会計管理者に報告しなければならな

い。 

7  会計課長又は担当課長は、第 3 項の規

定により代決した事項については、事後

直ちに次長に報告しなければならない。 

8  担当課長は、第 5 項の規定により代決

した事項については、事後直ちに会計課

長に報告しなければならない。 

 

(異例又は特に重要な事項の処理) 

第 5 条 (略) 

 

別表 

 次長 会計課長  

1  名古屋市会

計規則(昭
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和 39 年名

古屋市規則

第 5 号。以

下「規則」

という。)

第 9 条に規

定する出納

員等(審査

出納員を除

く。)の任

命及び更迭

の通知に関

すること。 

出納員等

(審査出納

員に限

る。)の任

命及び更迭

の通知に関

すること。 

(略) 

14   規則第 54

条第 2 項に

規定する戻

入通知の受

理に関する

こと。 

15  (略)  

16 規則第 62

条第 1 号に

規定する支

出負担行為

の事前合議

に関するこ

と（執行の

決定に係る

代決権限が

局長、監、

区長及び部

長にあるも

のに限

る。）。 

 規則第 62

条第 1 号に

規定する支

出負担行為

の事前合議

に関するこ

と(執行の

決定に係る

代決権限が

課長にある

ものに限

る。)。 

17 規則第 62

条第 2 号に

規定する支

出負担行為

のうち、前

年度から契

約金額、契

約期間その

  

和 39 年名

古屋市規則

第 5 号。以

下「規則」

という。)

第 9 条に規

定する出納

員等の任命

及び更迭の

通知に関す

ること。 

 

 

(略) 

14  規則第 54

条第 2 項に

規定する戻

入通知の受

理に関する

こと。 

 

15  (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 規則第 62

条に規定す

る支出負担

行為のう

ち、前年度

から契約金

額、契約期

間その他軽
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他軽易な事

項のみを変

更する契約

を行うもの

の事前合議

に関するこ

と。 

18   報酬、給

料、職員手

当等、共済

費、災害補

償費、恩給

及び退職年

金、賃金並

びに定例的

な謝金及び

旅費の支出

命令の審査

に関するこ

と。 

19   電灯電力

料、ガス

料、電話

料、水道

料、保険料

等の定例的

な支出の命

令の審査に

関するこ

と。 

20   国民健康保

険団体連合

会、社会保

険診療報酬

支払基金又

は愛知県後

期高齢者医

療広域連合

に対する負

担金等の支

出命令の審

査に関する

こと。 

易な事項の

みを変更す

る契約を行

うものの事

前合議に関

すること。 

 

17  報酬、給

料、職員手

当等、共済

費、災害補

償費、恩給

及び退職年

金、賃金並

びに定例的

な謝金及び

旅費の支出

命令の審査

に関するこ

と。 

 

18  電灯電力

料、ガス

料、電話

料、水道

料、保険料

等の定例的

な支出の命

令の審査に

関するこ

と。 

 

19  国民健康保

険団体連合

会、社会保

険診療報酬

支払基金又

は愛知県後

期高齢者医

療広域連合

に対する負

担金等の支

出命令の審

査に関する

こと。 
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21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関に

支払う国民

健康保険高

額療養費、

事業者に支

払う配食サ

ービス費、

公害医療機

関に支払う

医療費、事

業者に支払

う障害者自

立支援給付

費等、事業

者に支払う

教育・保育

給付等又は

施設に支払

う措置費等

の定例的な

支出命令の

審査に関す

ること。 

22 (略)  規則第 64

条第 5 項に

規定する定

期支払の登

録の審査

(支払時期

毎の支払金

額が 500 万

円以下のも

のに限

る。)及び

規則第 70

条に規定す

る定期支払

に係る支出

命令の審査

に関するこ

と。 

23 (略)  1 件 500 万

円以下(規

20  医療機関に

支払う国民

健康保険高

額療養費、

事業者に支

払う配食サ

ービス費、

公害医療機

関に支払う

医療費、事

業者に支払

う障害者自

立支援給付

費等、事業

者に支払う

教育・保育

給付等又は

施設に支払

う措置費等

の定例的な

支出命令の

審査に関す

ること。 

 

21 (略) 規則第 64

条第 5 項に

規定する定

期支払の登

録の審査

(支払時期

毎の支払金

額が 500 万

円以下のも

のに限

る。)及び

規則第 70

条に規定す

る定期支払

に係る支出

命令の審査

に関するこ

と。 

 

22 (略) 1 件 500 万

円以下(規

 

852



則第 68 条

に規定する

同一時期に

多数の債権

者に支払う

経費にあっ

ては、債権

者ごとの金

額。)の経

費の支出の

命令(第 18

号から前号

までの場合

を除く。)

の審査に関

すること。 

24   

 

 

 

 

振替命令、

還付命令及

び更正命令

の審査に関

すること。 

25 (略) 

26  

 

 規則第 79

条第 5 項及

び第 82 条

第 3 項に規

定する精算

書の確認に

関するこ

と。 

27 (略)  規則第 91

条第 4 項に

規定する支

出命令等取

消通知書の

受理及び同

条第 6 項に

規定する通

知に関する

こと(命令

の審査につ

いて代決権

限を有する

則第 68 条

に規定する

同一時期に

多数の債権

者に支払う

経費にあっ

ては、債権

者ごとの金

額。)の経

費の支出の

命令(第 18

号から前号

までの場合

を除く。)

の審査に関

すること。 

23  振替命令、

還付命令及

び更正命令

の審査に関

すること。 

 

24 (略) 

25  

 

規則第 79

条第 5 項及

び第 82 条

第 3 項に規

定する精算

書の確認に

関するこ

と。 

 

26 (略) 規則第 91

条第 4 項に

規定する支

出命令等取

消通知書の

受理及び同

条第 6 項に

規定する通

知に関する

こと(命令

の審査につ

いて代決権

限を有する
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ものに限

る。)。 

28

～

34 

(略) 

35   歳入歳出外

現金の払出

しの通知の

審査に関す

ること。 

36

～

39 

(略) 

40  (略)  

41  規則第 142

条第 2 項に

規定する重

要物品の不

用の決定の

協議に関す

ること。 

 

42

～

44 

(略) 

45 (略) (略) 前各号に準

ずる定例又

は軽易な事

項にかかる

意思決定に

関するこ

と。 
 

ものに限

る。)。 

27

～

33 

(略) 

34  歳入歳出外

現金等の払

出しの通知

の審査に関

すること。 

 

35

～

38 

(略) 

39  (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

～

42 

(略) 

43 (略) (略)  

 

 

 

 

 

 
   

  

附 則 

この達は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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名古屋市会達第 1 号 

                                                                 

 名古屋市会事務局課長補佐設置規程を次のように定める。 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

               名古屋市会議長  成  田  たかゆき  

 

   名古屋市会事務局課長補佐設置規程 

 

 名古屋市会事務局の課に次の組織を置く。 

総 務 課 

課 長 補 佐（庶務） 

課 長 補 佐（経理・情報） 

課 長 補 佐（秘書）（2） 

議 事 課 

課 長 補 佐（議事） 

課 長 補 佐（委員会） 

調 査 課 

課 長 補 佐（調査） 

課 長 補 佐（法制） 

課 長 補 佐（図書広報） 

 

附 則 

 1  この達は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

 2  名古屋市会事務局係及び主査設置規程（昭和25年市会達第 3 号）は、廃止

する。 

 

 

855



名古屋市会達第 2 号 

 

 名古屋市会事務局処務規程（昭和25年名古屋市会達第 1 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

               名古屋市会議長  成  田  たかゆき  

 

次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
第 2 条 （略） 

 2  事務局長は、議長の承認を得て課に係 

及び主査を置くことができる。 

   附 則 

 3  事務局長は、当分の間、必要があると 

きは、その事務を分担させるため、議長 

の承認を得て事務局に主幹を置くことが 

できる。 

 4  前項に規定する主幹は、上司の命を受 

けて分担事項を処理する。 

第 2 条 （略） 

 2  事務局長は、議長の承認を得て課に課 

長補佐を置くことができる。 

   附 則 

 3  事務局長は、当分の間、必要があると 

きは、その事務を分担させるため、議長 

の承認を得て事務局に担当課長を置くこ 

とができる。 

 4  前項に規定する担当課長は、上司の命 

を受けて分担事項を処理する。   

 

附 則 

この達は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市会達第 3 号 

 

 市会事務局職員の職名及び補職名規程（昭和34年名古屋市会達第 1 号）の一 

部を次のように改正する。 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

               名古屋市会議長  成  田  たかゆき  

 

次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
 （目的） 

第 1 条 この規程は、名古屋市職員定数条 

 例施行細則（昭和33年名古屋市規則第73 

 号）第 5 条の規定に基づき、事務局職員 

 の職名及び補職名を定めることを目的と 

 する。 

 （書記の補職名） 

第 3 条 （略） 

 2  課又は係の長に補せられた書記の補職 

 名は、事務局及びその所管又は所属する 

 課又は係の名を冠した長の名称とする。 

 3  主幹に補せられた書記の補職名は、事 

  務局主幹とする。 

 4  主査に補せられた書記の補職名は、事 

  務局及びその所属する課の名を冠した主 

 査の名称とする。 

 5  前 4 項に規定する者以外の書記の補職 

 名は、事務局の名を冠した次の名称とす 

 る。 

 主事、運転士 

 （目的） 

第 1 条 この規程は、名古屋市職員定数条 

 例施行細則（昭和33年名古屋市規則第73 

 号）第 4 条の規定に基づき、事務局職員 

  の職名及び補職名を定めることを目的と 

  する。 

 （書記の補職名） 

第 3 条 （略） 

 2  課の長に補せられた書記の補職名は、 

  事務局及びその所属する課の名を冠した 

  長の名称とする。 

 3  担当課長に補せられた書記の補職名は、

 事務局担当課長とする。 

 4  課長補佐に補せられた書記の補職名は、

 事務局及びその所属する課の名を冠した 

 課長補佐の名称とする。 

 5  前 4 項に規定する者以外の書記の補職 

 名は、事務局の名を冠した次の名称とす 

 る。 

 主任、主事、運転士   

 

附 則 

この達は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市会達第 4 号 

 

 市会事務局事務局長以下代決規程（平成12年名古屋市会達第 3 号）の一部を 

次のように改正する。 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

               名古屋市会議長  成  田  たかゆき  

 

次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
 （この規程の趣旨） 

第 1 条 この規程は、市会事務局における 

 事務の適正かつ能率的な運営を図るため、

 事務局長、次長、課長（主幹を含む。以 

 下同じ。）及び係長の責任及び代決権限 

 を定めるものとする。 

 （事務局長の代決権限事項） 

第 3 条 （略） 

 2  前項に規定するもののほか、事務局長 

 は、副市長以下代決規程第10条第 2 項の 

 規定による代決権限事項のうち、同規程 

 別表第 1 （財務関係の表に限る。）中局 

  長の欄及び監の欄に掲げる事項について 

  代決するものとする。 

 （共通代決権限事項） 

第 5 条 （略） 

 2  係長の共通代決権限事項は、別表第 1  

 の 2 のとおりとする。 

 （臨時代決） 

第 9 条 （略） 

 2 ・ 3  （略） 

 4  この規程による係長の代決権限事項に 

 ついては、係長が欠けたとき又は係長に 

 事故があるときは、主管の課長が代決す 

 ることができる。 

 5  （略） 

 （この規程の趣旨） 

第 1 条 この規程は、市会事務局における 

 事務の適正かつ能率的な運営を図るため、

 事務局長、次長、課長（担当課長を含む。

 以下同じ。）及び課長補佐の責任及び代 

 決権限を定めるものとする。 

 （事務局長の代決権限事項） 

第 3 条 （略） 

 2  前項に規定するもののほか、事務局長 

  は、副市長以下代決規程第10条第 2 項の 

 規定による代決権限事項のうち、同規程 

 別表第 1 （財務関係の表に限る。）中局 

  長の欄及び担当局長の欄に掲げる事項に 

 ついて代決するものとする。 

 （共通代決権限事項） 

第 5 条 （略） 

 2  課長補佐の共通代決権限事項は、別表 

 第 1 の 2 のとおりとする。 

 （臨時代決） 

第 9 条 （略） 

 2 ・ 3  （略） 

 4  この規程による課長補佐の代決権限事 

 項については、課長補佐が欠けたとき又 

 は課長補佐に事故があるときは、主管の 

 課長が代決することができる。 

 5  （略）   
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 別表第 1 第 1 号中「係長（主査を含む。以下この表において同じ。）」を「 

課長補佐」に改め、同表第 3 号、第 5 号、第10号及び第18号中「係長」を「課 

長補佐」に改める。 

 別表第 1 の 2 中「係長」を「課長補佐」に改める。 

 

附 則 

この達は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市会達第 5 号 

 

 市会事務局情報あんしん条例施行規程（平成16年名古屋市会達第 4 号）の一 

部を次のように改正する。 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

               名古屋市会議長  成  田  たかゆき  

 

次の表のように改正する。  

                       （ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後   
 （行政文書の閲覧区分） 

第 9 条 （略） 

 2  文書管理システム（規則第 2 条第 6 号 

に規定する文書管理システムをいう。以 

下同じ。）により行政文書を作成する場 

合は、閲覧区分の設定を行わなければな 

らない。この場合において、個人情報の 

保護に関する法律（平成15年法律第57号）

第 2 条第 3 項に規定する要配慮個人情報 

又は秘密とすべき情報を含む行政文書の 

閲覧区分は、係内又は回議者のみとしな 

ければならない。 

第11条 （略） 

 2  課の庶務を担当する係の長（これに準 

ずる者を含む。第25条において同じ。）

は、所管課長の指示を受け、課における

文書事務を処理する。 

 （浄書及び照合） 

第25条 施行を要する行政文書の浄書及び 

原議との照合は、係の長の責任において、

誤りのないよう慎重に行わなければなら

ない。 

 （行政文書の閲覧区分） 

第 9 条 （略) 

 2  文書管理システム（規則第 2 条第 6 号 

に規定する文書管理システムをいう。以 

下同じ。）により行政文書を作成する場 

合は、閲覧区分の設定を行わなければな 

らない。この場合において、個人情報の 

保護に関する法律（平成15年法律第57号）

第 2 条第 3 項に規定する要配慮個人情報 

又は秘密とすべき情報を含む行政文書の 

閲覧区分は、回議者のみとしなければな 

らない。 

第11条 （略） 

 2  庶務担当の課長補佐（これに準ずる者 

 を含む。第25条において同じ。）は、所 

 管課長の指示を受け、課における文書事 

 務を処理する。 

 （浄書及び照合） 

第25条 施行を要する行政文書の浄書及び 

原議との照合は、課長補佐の責任におい 

て、誤りのないよう慎重に行わなければ 

ならない。   

 

 別表第 1 行政文書分類表第 3 分類の項中「係」を「名古屋市会事務局課長 

補佐設置規程第 1 条に規定する課長補佐の名称の括弧内に表示する担当業務」 
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に改め、同表第 4 分類の項中「係」を「課」に改める。 

 

附 則 

この達は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市監査委員規程第 1 号 

 

 名古屋市監査事務局規程の一部を改正する規程を次のとおり定める。 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

名古屋市監査委員  小 出 昭 司  

同         うえぞの 晋 介  

同         山 本 正 雄  

同         小 川 令 持  

 

 

 

   名古屋市監査事務局規程の一部を改正する規程 

 

 名古屋市監査事務局規程（昭和40年名古屋市監査委員規程第 1 号）の一部を

次の表のように改正する。 

（ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後 

（組織） 

第 2 条 局に次の組織を置く。 

監査管理課 

庶務係 

監査企画係 

主査(2) 

主幹(1) 

事務監査課 

監査第一係 

監査第二係 

主査(1) 

工事監査室 

工事監査係 

主査(1) 

（役職者） 

第 3 条 局に事務局長、次長を置く。 

2 課に課長、室に室長、係に係長を置く。

（組織） 

第 2 条 局に次の組織を置く。 

監査管理課 

課長補佐（庶務） 

課長補佐（監査）(3) 

 

担当課長（特別監査等） 

事務監査課 

課長補佐（監査）(3) 

 

 

工事監査課 

課長補佐（工事監査）(2) 

 

（役職者） 

第 3 条 局に事務局長、次長を置く。 

2 課に課長を置く。 
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（職務） 

第 4 条 (略) 

2 (略) 

3 課長、室長及び係長は、上司の命を受

け、所管の事務を掌理し、所属職員を指

揮監督する。 

4 主幹及び主査は、上司の命を受けて分

担事項を処理する。 

（代理） 

第 5 条 (略) 

2 事務局長及び次長ともに事故があると

きは、主管の課長、室長又は主幹がその

職務を代理する。 

（事務分掌） 

第 6 条 課室及び係の事務分掌並びに主幹

及び主査の分担事項は、別表のとおりと

する。 

 

 

第 7 条～第 8 条 (略) 

 

別表 

監査管理課 

庶務係 

(1)～(5) (略) 

(6) 局内他課室係の主管に属しないこ

と。 

監査企画係 

(1) (略) 

(2) 住民監査請求に基づく監査に関する

こと。 

(3) 公営企業会計に係る事務事業の監

査に関すること。 

(4) 公営企業会計の決算審査に関するこ

と。 

(5) 例月出納検査（公営企業会計に係る

ものに限る。）に関すること。 

(6) 財政援助団体等監査に関すること。 

 

(7) 特定のテーマを定めて実施する監査

に関すること。 

(8) 外部監査に関すること。 

 

（職務） 

第 4 条 (略)  

2 (略)  

3 課長及び課長補佐は、上司の命を受け、

所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監

督する。 

4 担当課長は、上司の命を受けて分担事

項を処理する。 

（代理） 

第 5 条 (略) 

2 事務局長及び次長ともに事故があると

きは、主管の課長又は担当課長がその職

務を代理する。 

（事務分掌） 

第 6 条 課の事務分掌並びに担当課長の分

担事項は、別表のとおりとする。 

第 7 条 課における庶務に関する事務は、

当該課の長が指定する課長補佐が担当す

る。 

第 8 条～第 9 条 (略) 

 

別表 

監査管理課 

 

(1)～(5) (略) 

 

 

 

(6) (略) 

(7) 公営企業会計に係る事務事業の監

査に関すること。 

(8) 公営企業会計の決算審査に関するこ

と。 

(9) 例月出納検査（公営企業会計に係る

ものに限る。）に関すること。 

(10)実査当日に通知して実施する監査に

関すること。  

(11)特定のテーマを定めて実施する監査

に関すること。 

(12)財政援助団体等監査に関すること。 

 

(13)住民監査請求に基づく監査に関する

こと。 
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(9) 実査当日に通知して実施する監査に

関すること。  

(10)健全化判断比率審査及び資金不足

比率審査に関すること。 

(11) (略) 

 

主査（公営企業監査等） 

(1) 公営企業会計に係る事務事業の監

査に関すること。 

(2) 公営企業会計の決算審査に関するこ

と。 

(3) 例月出納検査（公営企業会計に係る

ものに限る。）に関すること。 

(4) 財政援助団体等監査に関すること。 

(5) 特定のテーマを定めて実施する監査

に関すること。 

(6) 健全化判断比率審査及び資金不足

比率審査に関すること。 

主査（外部監査等） 

(1) 外部監査に関すること。 

(2) 実査当日に通知して実施する監査に

関すること。 

(3) 内部統制評価報告書審査に関する

こと。 

主幹（特別監査等） 

(1) 住民監査請求に基づく監査に関する

こと。 

(2) 財政援助団体等監査に関すること。 

 

(3) 外部監査に関すること。 

 

(4) (略) 

(5) 健全化判断比率審査及び資金不足

比率審査に関すること。 

 

 

 

 

 

 

(6) (略) 

事務監査課  

監査第一係 

(14)外部監査に関すること。 

 

 

 

(15) (略) 

(16)局内他課の主管に属しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課長（特別監査等） 

(1) 公営企業会計に係る事務事業の監

査に関すること。 

(2) 公営企業会計の決算審査に関するこ

と。 

(3) 例月出納検査（公営企業会計に係る

ものに限る。）に関すること。 

(4) (略) 

 

 

(5) 特定のテーマを定めて実施する監査

に関すること。 

(6) 財政援助団体等監査に関すること。 

(7) 住民監査請求に基づく監査に関する

こと。 

(8) 外部監査に関すること。 

(9) (略) 

事務監査課 
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監査第二係 

(1)～(4) (略) 

 

 

(5) 他係の主管に属しないこと（監査第

一係に限る。）。 

主査（事務監査） 

(1) 事務局長の指定する一般会計及び特 

別会計に係る事務事業の監査に関する

こと。 

(2) 事務局長の指定する一般会計及び特

別会計の決算審査に関すること。 

工事監査室 

工事監査係 

主査（工事監査） 

(1)   (略) 

 

(1)～(4) (略)  

(5) 健全化判断比率審査及び資金不足

比率審査に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事監査課 

 

 

(1)   (略) 

 

   附 則 

この規程は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市監査委員規程第 2 号 

 

 事務局長以下代決規程の一部を改正する規程を次のとおり定める。 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

名古屋市監査委員  小 出 昭 司  

同         うえぞの 晋 介  

同         山 本 正 雄  

同         小 川 令 持  

 

 

 

   事務局長以下代決規程の一部を改正する規程 

 

 事務局長以下代決規程（昭和40年名古屋市監査委員規程第 2 号）の一部を次

の表のように改正する。 

（ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、名古屋市監査事務局

規程（昭和40年名古屋市監査委員規程第

1 号）第 3 条に規定する事務局長、次長、

課長（室長及び主幹を含む。以下同じ。）

及び係長（主査を含む。次条において同

じ｡)の代決権限を定めるものとする。 

（事務局長代決権限事項） 

第 2 条 (略)  

(1) 所属員（係長以上を除く。）の任免

に関すること。 

(2)  (略) 

(3) 所属員（係長以上を除く。）の分限

及び懲戒に関すること。 

(4)～(13) (略) 

(14)所属員（係長以上を除く。）の配置

決定に関すること。 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、名古屋市監査事務局

規程（昭和40年名古屋市監査委員規程第

1 号）第 3 条に規定する事務局長、次長、

課長（担当課長を含む。以下同じ。）及び

課長補佐の代決権限を定めるものとする。

 

（事務局長代決権限事項） 

第 2 条 (略)  

(1) 所属員（課長補佐以上を除く。）の

任免に関すること。 

(2) (略) 

(3) 所属員（課長補佐以上を除く。）の

分限及び懲戒に関すること。 

(4)～(13) (略) 

(14)所属員（課長補佐以上を除く。）の

配置決定に関すること。 
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(15) (略)  

(16)予算の執行（副市長以下代決規程

（平成12年名古屋市達第40号）第14条

の 2 第 1 項第 1 号に規定するものをい

う。以下同じ｡)及び物品の管理に関す

る事務並びに外部監査に関する事務に

ついては、同規程別表第 1 中、局長及

び監の欄に掲げる事項に関すること。 

 

(17)～(18) (略) 

（課長共通代決権限事項） 

第 3 条 (略) 

(1) 所属員の日帰りの旅行命令並びに係

長の在勤地及び附近地の出張命令に関

すること。 

(2)～(10) (略) 

 

 

（係長共通代決権限事項） 

第 5 条 係長の代決権限事項は、次のとお

りとする。 

(1) （略） 

(2) 課又は室に所属する一般職員の在勤

地及び付近地の出張命令に関すること

（当該課又は室に所属する主査に限

る。）。 

(15) (略)  

(16)予算の執行（副市長以下代決規程

（平成12年名古屋市達第40号）第14条

の 2 第 1 項第 1 号に規定するものをい

う。以下同じ｡)及び物品の管理に関す

る事務並びに外部監査に関する事務に

ついては、同規程別表第 1 中、局長及

び担当局長の欄に掲げる事項に関する

こと。 

(17)～(18) (略) 

（課長共通代決権限事項） 

第 3 条 (略) 

(1) 所属員（担当課長の場合は分担事項

の執行について指揮監督する職員。以

下同じ。）の日帰りの旅行命令並びに

課長補佐の在勤地及び附近地の出張

命令に関すること。 

(2)～(10) (略) 

（課長補佐共通代決権限事項） 

第 5 条 課長補佐の代決権限事項は、次の

とおりとする。 

(1) （略） 

 

 

   附 則 

この規程は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

867



名古屋市監査委員規程第 3 号 

 

 名古屋市監査事務局職員の職名及び補職名規程の一部を改正する規程を次の

とおり定める。 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

名古屋市監査委員  小 出 昭 司  

同         うえぞの 晋 介  

同         山 本 正 雄  

同         小 川 令 持  

 

 

 

   名古屋市監査事務局職員の職名及び補職名規程の一部を改正する規程 

 

 名古屋市監査事務局職員の職名及び補職名規程（昭和49年名古屋市監査委員

規程第 1 号）の一部を次の表のように改正する。 

（ 下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

（補職名） 

第 3 条 (略) 

2 次長に補せられた書記の補職名は、監

査事務局次長とし、課、室又は係の長に

補せられた書記の補職名は局及びその所

管又は所属する課、室又は係の名を冠し

た長の名称とする。 

3 主幹に補せられた書記の補職名は、監

査事務局主幹とする。 

4 主査に補せられた書記の補職名は、局

及びその所属する課又は室の名を冠した

主査の名称とする。 

 

 

 

（補職名） 

第 3 条 (略) 

2 次長に補せられた書記の補職名は、監

査事務局次長とし、課の長に補せられた

書記の補職名は局及びその所管又は所属

する課の名を冠した長の名称とする。 

 

3 担当課長に補せられた書記の補職名

は、監査事務局担当課長とする。 

4 課長補佐に補せられた書記の補職名

は、局及びその所属する課の名を冠した

課長補佐の名称とする。 

5 主任に補せられた書記の補職名は、監

査事務局主任とする。 
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5 前 3項に規定する者以外の書記の補職

名は、その者の職務に応じ、局の名を冠

した次の名称とする。 

6 前 4項に規定する者以外の書記の補職

名は、その者の職務に応じ、局の名を冠

した次の名称とする。 

 

   附 則 

この規程は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市監査委員規程第 4 号 

 

 名古屋市監査事務局情報の保護及び管理に関する規程の一部を改正する規程

を次のとおり定める。 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

名古屋市監査委員  小 出 昭 司  

同         うえぞの 晋 介  

同         山 本 正 雄  

同         小 川 令 持  

 

 

 

   名古屋市監査事務局情報の保護及び管理に関する規程の一部を改正する

規程 

 

 名古屋市監査事務局情報の保護及び管理に関する規程（平成16年名古屋市監

査委員規程第 4 号）の一部を次の表のように改正する。 

（ 下線部分は改正部分）  

改 正 前 改 正 後 

（定義） 

第 2 条 （略） 

(1) 課 事務局に属する課及び室をい

う。 

(2)～(6) （略） 

（行政文書の閲覧区分） 

第 9 条 （略） 

2 文書管理システム（規則第 2 条第 6 号

に規定する文書管理システムをいう。以

下同じ。）により行政文書を作成する場

合は、閲覧区分の設定を行わなければな

らない。この場合において、個人情報の

保護に関する法律（平成 15 年法律第 57

号）第 2 条第 3 項に規定する要配慮個人

（定義） 

第 2 条 （略） 

(1) 課 事務局に属する課をいう。 

 

(2)～(6) （略） 

（行政文書の閲覧区分） 

第 9 条 （略） 

2 文書管理システム（規則第 2 条第 6 号

に規定する文書管理システムをいう。以

下同じ。）により行政文書を作成する場

合は、閲覧区分の設定を行わなければな

らない。この場合において、個人情報の

保護に関する法律（平成 15 年法律第 57

号）第 2 条第 3 項に規定する要配慮個人
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情報又は秘密とすべき情報を含む行政文

書の閲覧区分は、係内又は回議者のみと

しなければならない。 

（行政文書の管理体制） 

第 11 条 （略） 

2 課の庶務を担当する係の長は、所管課

長の指示を受け、課における文書事務を

処理する。 

 

（課における文書の収受） 

第 15 条 前条の規定により配布された文

書は、課の庶務を担当する係において、

次の各号に定める手続により処理しなけ

ればならない。 

 (1) （略） 

 (2) 担当者が明らかでないもの 直ちに

課の庶務を担当する係の長が閲覧し、

担当者を定め、配布する。 

 (3) （略） 

（文書記号及び文書番号） 

第 21 条 （略） 

 (1)～(2) （略） 

 (3) 工事監査室所管の文書 「年度」監

工第 号 

（浄書及び照合） 

第 26 条 施行を要する行政文書の浄書及

び原議との照合は、係の長の責任におい

て、誤りのないよう慎重に行わなければ

ならない。 

（契印） 

第 28 条 行政文書の施行に当たっては、

施行文書と原議を契印するものとする。

ただし、施行文書又は原議が電子情報で

ある場合は、この限りでない。 

 

別表第 1 行政文書分類表 

第 1 分類 第 2 分類 第 3 分類 第 4 分類 

共 通 市長部局の例による。 

監査事務

局 

第 2 分

類は、原

則として

課相当の

名 称 と

第 3 分

類は、原

則として

係相当の

名 称 と 

第 4 分

類は、係

の分掌事

務又は個

別事業等

情報又は秘密とすべき情報を含む行政文

書の閲覧区分は、回議者のみとしなけれ

ばならない。 

（行政文書の管理体制） 

第 11 条 （略） 

2 庶務担当の課長補佐(これに準ずる者

を含む。以下同じ。)は、所管課長の指

示を受け、課における文書事務を処理す

る。 

（課における文書の収受） 

第 15 条 前条の規定により配布された文

書は、課において、次の各号に定める手

続により処理しなければならない。 

 

(1) （略） 

(2) 担当者が明らかでないもの 直ちに

庶務担当の課長補佐が閲覧し、担当者

を定め、配布する。 

(3) （略） 

（文書記号及び文書番号） 

第 21 条 （略） 

(1)～(2) （略） 

(3) 工事監査課所管の文書 「年度」監

工第 号 

（浄書及び照合） 

第 26 条 施行を要する行政文書の浄書及

び原議との照合は、課長補佐の責任にお

いて、誤りのないよう慎重に行わなけれ

ばならない。 

（契印） 

第 28 条 行政文書の施行に当たって、特

に必要があるときは、施行文書と原議を

契印することができる。 

 

 

別表第 1 行政文書分類表 

第 1 分類 第 2 分類 第 3 分類 第 4 分類 

共 通 市長部局の例による。 

監査事務

局 

第 2 分

類は、原

則として

課相当の

名 称 と

第 3 分

類は、原

則として

監査事務

局規程第

第 4 分

類は、課

の分掌事

務又は個

別事業等
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し、事務

局長が定

める。 

し、所管

課長と監

査管理課

長が協議

して定め

る。 

の名称と

し、所管

課長が監

査管理課

長と協議

して定め

る。 
 

し、事務

局長が定

める。 

2 条に規

定する課

長補佐の

名称の括

弧内に表

示する担

当業務相

当の名称

とし、所

管課長が

監査管理

課長と協

議して定

める。 

の名称と

し、所管

課長が監

査管理課

長と協議

して定め

る。 

 

 

   附 則 

この規程は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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 名古屋市教育委員会事務局規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月25 日 

 

 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 

 

名古屋市教育委員会規則第 1 号 

 

   名古屋市教育委員会事務局規則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市教育委員会事務局規則（昭和32 年名古屋市教育委員会規則第 9 号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

第 2 条 事務局に次の部、課及び室を置く。第 2 条 事務局に次の部及び課を置く。 

 総務部  総務部 

 （略）  （略） 

  人権教育室   人権教育課 

 （略）  （略） 

 新しい学校づくり推進部  新しい学校づくり推進部 

  新しい学校づくり推進室   新しい学校づくり推進課 

  子ども応援室   子ども応援課 

 指導部  教育支援部 

  指導室   義務教育課 
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   高等学校教育課 

   特別支援教育課 

 （略）  （略） 

 生涯学習部  生涯学習部 

 （略）  （略） 

  部活動振興室   部活動振興課 

  文化財保護室   文化財保護課 

第 3 条 前条の課及び室の分掌事務は、次

のとおりとする。 

第 3 条 前条の課の分掌事務は、次のとお

りとする。 

 総務部  総務部 

  総務課   総務課 

 (1)～(5) （略）  (1)～(5) （略） 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、事務局

の主管事務で他の部課室の主管に属し

ないこと。 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、事務局

の主管事務で他の部課の主管に属しな

いこと。 

 （略）  （略） 

  人権教育室   人権教育課 

 (1) （略）  (1) （略） 

  教育環境整備課   教育環境整備課 

 (1) 学校教育における子どもの学習環境

及び施設のあり方に係る総合的な計画

の立案に関すること（他の部課室の主

管に属することを除く。）。 

 (1) 学校教育における子どもの学習環境

及び施設のあり方に係る総合的な計画

の立案に関すること（他の部課の主管

に属することを除く。）。 

 (2)～(10) （略）  (2)～(10) （略） 

 （略）  （略） 

 新しい学校づくり推進部  新しい学校づくり推進部 

  新しい学校づくり推進室   新しい学校づくり推進課 

 (1)～(5) （略）  (1)～(5) （略） 

 (6) 子ども適応相談センターに関するこ

と。 

 (6) 教育支援センターに関すること。 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、この部

の主管事務に関し他の室の主管に属し

ない事務に関すること。 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、この部

の主管事務に関し他の課の主管に属し

ない事務に関すること。 

  子ども応援室   子ども応援課 

 (1)・(2) （略）  (1)・(2) （略） 

 (3) 児童生徒の支援（他の部室の主管に

属するものを除く。）に関すること。 

 (3) 児童生徒の支援（他の部課の主管に

属するものを除く。）に関すること。 

 (4) 児童生徒の支援体制の調査研究（他

の部室の主管に属するものを除く。）

 (4) 児童生徒の支援体制の調査研究（他

の部課の主管に属するものを除く。）
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に関すること。 に関すること。 

 指導部  教育支援部 

  指導室   義務教育課 

 (1) 学校教育の指導に関すること（新し

い学校づくり推進部の主管に属するこ

とを除く。）。 

 (1) 学校教育の指導に関すること（他の

部課の主管に属することを除く。）。 

 (2) 教科書その他の教材の取扱に関する

こと。 

 (2) 教科書その他の教材の取扱に関する

こと（他の課の主管に属することを除

く。）。 

 (3) 教育課程、学習指導、生徒指導及び

職業指導に関すること。 

 (3) 教育課程、学習指導、生徒指導及び

職業指導に関すること（他の課の主管

に属することを除く。）。 

  (4) いじめの防止等のための対策の推進

に関すること。 

 (4) 産業教育審議会及びいじめ対策検討

会議に関すること。 

 (5) いじめ対策検討会議に関すること。 

  (6) キャリア教育の推進に関すること。 

 (5)・(6) （略）  (7)・(8) （略） 

   高等学校教育課 

  (1) 高等学校教育の指導に関すること（ 

  新しい学校づくり推進部の主管に属す 

  ることを除く。）。 

  (2) 高等学校の教科書その他の教材の取

扱に関すること。 

  (3) 高等学校の教育課程、学習指導、生

徒指導及び職業指導に関すること。 

  (4) 高等学校の入学者選抜に関すること。

  (5) 産業教育審議会に関すること。 

   特別支援教育課 

  (1) 特別支援教育の指導に関すること（ 

  新しい学校づくり推進部の主管に属す 

  ることを除く。）。 

  (2) 特別支援学校の教科書その他の教材

の取扱に関すること。 

 (3) 特別支援学校の教育課程、学習指 

  導、生徒指導及び職業指導に関するこ 

  と。 

  (4) 特別支援学校の入学者選抜に関する

こと。 
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  学校ＤＸ推進課   学校ＤＸ推進課 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 学校における情報化の専門的及び技

術的な調査研究に関すること（他の部

室の主管に属することを除く。）。 

 (2) 学校における情報化の専門的及び技

術的な調査研究に関すること（他の部

課の主管に属することを除く。）。 

 (3) （略）  (3) （略） 

 (4) 情報教育等に関する研修の企画に関

すること（他の室の主管に属すること

を除く。）。 

 (4) 情報教育等に関する研修の企画に関

すること（他の課の主管に属すること

を除く。）。 

 (5) 情報教育ネットワークの運用管理に

関すること。 

 (5) 教育情報システムの運用管理に関す

ること。 

  学校保健課   学校保健課 

 (1)・(2) （略）  (1)・(2) （略） 

 (3) 学校安全に関すること（他の部課室

の主管に属することを除く。）。 

 (3) 学校安全に関すること（他の部課の

主管に属することを除く。）。 

 (4)～(6) （略）  (4)～(6) （略） 

 生涯学習部  生涯学習部 

  生涯学習課   生涯学習課 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

 (5) 社会教育施設（他の室の主管に属す

るものを除く。）に関すること。 

 (5) 社会教育施設（他の課の主管に属す

るものを除く。）に関すること。 

 (6)・(7) （略）  (6)・(7) （略） 

 (8) 社会教育関係団体（他の室の主管に

属するものを除く。）に関すること。 

 (8) 社会教育関係団体（他の課の主管に

属するものを除く。）に関すること。 

 (9) （略）  (9) （略） 

 (10) 前各号に掲げるもののほか、この

部の主管事務に関し他の室の主管に属

しない事務に関すること。 

 (10) 前各号に掲げるもののほか、この

部の主管事務に関し他の課の主管に属

しない事務に関すること。 

  部活動振興室   部活動振興課 

 (1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

  文化財保護室   文化財保護課 

 (1)～(7) （略）  (1)～(7) （略） 

第 5 条 課及び室には教育長の定めるとこ

ろにより、係を置くことができる。 

第 5 条 削除 

第 6 条 事務局に教育次長、部に部長、課

に課長、室に室長、係に係長を置く。 

第 6 条 事務局に教育次長、学校づくり推

進監、部に部長、課に課長、別に定める

ところにより課に課長補佐を置く。 

2  第 9 条に規定するところにより、事務

局に監若しくは参事、部に主幹又は教育

2  第 9 条に規定するところにより、事務

局に担当局長又は担当部長、部に担当課
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長の定めるところにより、課若しくは室

に主査を置く。 

長を置く。 

3  前項に定めるもののほか、施設開設準

備その他の臨時的事務を分担させるため

部に主幹又は課若しくは室に主査を置く

ことができる。 

3  前 2 項に定めるもののほか、施設開設

準備その他の臨時的事務を分担させるた

め部に担当課長又は課に課長補佐を置く

ことができる。 

4  特に必要があるときは、事務局に事務

局付理事、事務局付参事、事務局付主幹

又は事務局付主査を置くことができる。 

4  特に必要があるときは、事務局に事務

局付担当局長、事務局付担当部長、事務

局付担当課長又は事務局付課長補佐を置

くことができる。 

第 7 条 教育次長、部長、課長、室長及び

係長は、上司の命を受けて所属事務を掌

理し、所属職員を指揮監督する。 

第 7 条 教育次長、部長、課長及び課長補

佐は、上司の命を受けて所属事務を掌理

し、所属職員を指揮監督する。 

 2  学校づくり推進監は、上司の命を受け

て学校教育に関する施策に係る重要事項

の企画及び調整を行い、教務部、新しい

学校づくり推進部及び教育支援部並びに

教育センター及び学校の所属職員を指揮

監督する。 

第 9 条 第 6 条第 2 項に規定する監の名 

 称、その分担事項及びその数は、次表の 

 とおりとする。 

第 9 条 第 6 条第 2 項に規定する担当局長

の分担事項及びその数は、次表のとおり

とする。 

 名称 

 

 

 

 

 

 

分担事項 

監

の

数 

学校づくり

推進監 

1  学校教育に関する

施策に係る重要事項

の企画及び調整に関

すること。 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示する

分担事項 
分担事項の細目 

担

当

局

長

の

数 

 

 

 

 

  

学校教育調

整 

1  学校教育に係る調

整に関すること。 

2  教育長の指定する

学校教育に係る特命

事項の処理に関する

こと。 

1  

 

2  監は、上司の命を受けて分担事項を総

括し、教務部、新しい学校づくり推進部

及び指導部並びに教育センター及び学校

2  担当局長は、上司の命を受けて分担事

項を総括し、教育長の指定する職員を指

揮監督する。 
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の所属職員を指揮監督する。 

3  第 6 条第 2 項に規定する参事の分担事

項及びその数は、次表のとおりとする。 

3  第 6 条第 2 項に規定する担当部長の分

担事項及びその数は、次表のとおりとす

る。 

 

 

表示する

分担事項 

 

 

分担事項の細目 

参

事

の

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略）   
 

表示する

分担事項 
分担事項の細目 

担

当

部

長

の

数 

学校教育調

整 

1  学校教育に係る調

整に関すること。 

2  教育長の指定する

学校教育に係る特命

事項の処理に関する

こと。 

2  

（略）   
 

4  参事は、上司の命を受けて分担事項を

処理し、その事項に関して所管の課長そ

の他の職員を指揮監督する。 

4  担当部長は、上司の命を受けて分担事

項を処理し、その事項に関して所管の課

長その他の職員を指揮監督する。 

5  第 6 条第 2 項に規定する主幹を置く部、

 その分担事項及びその数は、次表のとお 

 りとする。 

5  第 6 条第 2 項に規定する担当課長を置

く部、その分担事項及びその数は、次表

のとおりとする。 

主幹を

置く部 

表示す

る分担

事項■ 

分担事項の細目 

 

主

幹

の

数 

 

（略）    

新しい （略）   

学校づ

くり推 

教育相

談体制 

（略） 
 

進部 新しい

学校づ

くり推

進に係

る企画

調整 

1  教育長の指定する

学校教育の指導に係

る企画及び調整に関

すること。 

1  

  

 

 
 

担当課

長を置

く部■ 

表示す

る分担

事項■ 

分担事項の細目 

担

当

課

長

の

数 

（略）    

新しい （略）   

学校づ

くり推 

教育相

談体制 

（略） 
 

進部  

 

 

 

 

 

 

 

 夜間中

学校 

1  夜間中学校に関す

ること。 

1  
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 危機管

理等 

（略） 
 

 生徒指

導に係

る調整 

1  生徒指導の調整に

係る特命事項の処理

に関すること。 

1  

指導部 キャリ

ア教育 

1  キャリア教育の推

進に関すること。 

1  

 高等学

校・幼

稚園教 

育 

 

 

 

 

1  高等学校教育及び

幼稚園教育の指導に

関すること。 

2  高等学校教育及び 

幼稚園教育に係る連

絡調整及びその他の

特命事項の処理に関

すること。 

1  

    

 特別支

援教育 

1  特別支援教育の指

導に関すること。 

1  

 生徒指

導に係

る特命

事項の

処理 

1  生徒指導に係る特

命事項の処理に関す

ること。 

1  

 学校教

育に係

る特命

事項の

処理 

1  学校教育に係る特

命事項の処理に関す

ること。 

1  

 （略）   

（略） 
 

 2  安全安心な居場所 

づくりに関するこ 

 と。 

 

 

 

 

 

 

一貫教

育の推

進に係

る特命

事項の

処理 

1  一貫教育の推進に

係る特命事項の処理

に関すること。 

1  

 危機管

理等 

（略） 
 

  

 

 

 

 

教育支

援部 

キャリ

ア教育 

1  キャリア教育の推

進に関すること。 

2  

   

 

 

 

 

 

 

 

 高等学

校改革

の推進 

1  高等学校改革の推

進に関すること。 

1  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 （略）   

（略） 
 

6  主幹及び主査は、上司の命を受けて分 6  担当課長は、上司の命を受けて分担事
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担事項を処理する。 項を処理する。 

第11 条 事務局に首席指導主事、首席管理

主事、体育指導監、主任指導主事、主任

管理主事、主任社会教育主事及び管理主

事を置くことができる。 

第11 条 事務局に首席指導主事、首席管理

主事、いじめ防止対策監、体育指導監、

主任指導主事、主任管理主事、主任社会

教育主事及び管理主事を置くことができ

る。 

2  首席指導主事、首席管理主事、体育指

導監、主任指導主事、主任管理主事及び

管理主事は指導主事をもって、主任社会

教育主事は社会教育主事をもってそれぞ

れ充てる。 

2  首席指導主事、首席管理主事、いじめ 

 防止対策監、体育指導監、主任指導主事、

 主任管理主事及び管理主事は指導主事を 

 もって、主任社会教育主事は社会教育主 

 事をもってそれぞれ充てる。 

3  （略） 3  （略） 

 4  いじめ防止対策監は、いじめの防止等

のための対策の推進に係る企画及び連絡

調整を行う。 

4 ～ 6  （略） 5 ～ 7  （略） 

 

   附 則 

1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

2  名古屋市野外教育センター処務規則（昭和41 年名古屋市教育委員会規則第

12 号）の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （所属）  （所属） 

第 1 条 野外教育センター（以下「センタ

ー」という。）は、指導部に属する。 

第 1 条 野外教育センター（以下「センタ

ー」という。）は、教育支援部に属する。

 （勤務時間の特例等）  （勤務時間の特例等） 

第 3 条 （略） 第 3 条 （略） 

2  （略） 2  （略） 

3  職員の勤務時間及び週休日の割振りは、

 副所長にあっては指導部長、その他の職 

 員にあっては副所長が定める。 

3  職員の勤務時間及び週休日の割振りは、

 副所長にあっては教育支援部長、その他 

 の職員にあっては副所長が定める。 

4 ・ 5  （略） 4 ・ 5  （略） 
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 公所と称する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月25 日 

 

 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 

 

名古屋市教育委員会規則第 2 号 

 

   公所と称する規則等の一部を改正する規則 

 

 （公所と称する規則の一部改正） 

第 1 条 公所と称する規則（昭和52年名古屋市教育委員会規則第23号）の一部

を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 次に掲げるものを公所と称する。  次に掲げるものを公所と称する。 

 （略）  （略） 

 子ども適応相談センター  教育支援センター 

 （略）  （略） 

 

 （名古屋市子ども適応相談センター処務規則の一部改正） 

第 2 条 名古屋市子ども適応相談センター処務規則（昭和63年名古屋市教育委

員会規則第30号）の一部を次のように改正する。 
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  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

   名古屋市子ども適応相談セン    

   ター処務規則 

 

   名古屋市教育支援センター処 

   務規則   

 （所属）  （所属） 

第 1 条 名古屋市子ども適応相談センター

（以下「センター」という。）は、新し

い学校づくり推進部に属する。 

第 1 条 名古屋市教育支援センター（以下

「センター」という。）は、新しい学校

づくり推進部に属する。 

 （所長その他の職員）  （所長その他の職員） 

第 2 条 （略） 第 2 条 （略） 

2  （略） 2  （略） 

3  所長に事故があるときは、事務係長が

その職務を代理する。 

3  所長に事故があるときは、所長補佐（ 

事務）がその職務を代理する。 

 （組織）  （組織） 

第 3 条 センターに次の組織を置く。 第 3 条 センターに次の組織を置く。 

  事務係   所長補佐（事務） 

  教育相談部   教育相談部 

  適応指導部   子ども支援部 

2  部及び係の分掌事務は、次のとおりと

する。 

2  センターの分掌事務は、次のとおりと

する。 

  事務係  

 (1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

 (4) 部の主管に属しないこと。  

  教育相談部  

 (1) 不登校児の教育相談に関すること。  (4) 不登校児及びその保護者の教育相談

に関すること。 

 (2) 不登校児の心理療法による治療に関

すること。 

 

 (3) 不登校児の相談に関する調査研究に

関すること。 

 

  適応指導部  

 (1) （略）  (5) （略） 

 (2) 不登校児の指導に関する調査研究に

関すること。 

 (6) 不登校児の相談及び指導に関する調

査研究に関すること。 

 （部長等）  （部長等） 

第 4 条 部に部長、係に係長を置く。 第 4 条 部に部長を置く。 
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2  部長及び係長は、上司の命を受けて所

管事務を掌理し、所属職員を指揮監督す

る。 

2  部長及び所長補佐（事務）は、上司の

命を受けて所管事務を掌理し、所属職員

を指揮監督する。 

 

 （名古屋市子ども適応相談センター条例施行規則の一部改正） 

第 3 条 名古屋市子ども適応相談センター条例施行規則（昭和63年名古屋市教

育委員会規則第29号）の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

   名古屋市子ども適応相談セン    

   ター条例施行規則 

 

   名古屋市教育支援センター条    

   例施行規則 

 （趣旨）  （趣旨） 

第 1 条 名古屋市子ども適応相談センター

条例（昭和63年名古屋市条例第57号）の

施行に関し必要な事項は、別に定めるも

ののほか、この規則の定めるところによ

る。 

第 1 条 名古屋市教育支援センター条例（ 

昭和63年名古屋市条例第57号）の施行に

関し必要な事項は、別に定めるもののほ

か、この規則の定めるところによる。 

 （休所日）  （休所日） 

第 2 条 名古屋市子ども適応相談センター

（以下「センター」という。）の休所日

は、次のとおりとする。ただし、教育委

員会が特に必要があると認めるときは、

これを変更し、又は臨時の休所日を設け

ることができる。 

第 2 条 名古屋市教育支援センター（以下

「センター」という。）の休所日は、次

のとおりとする。ただし、教育委員会が

特に必要があると認めるときは、これを

変更し、又は臨時の休所日を設けること

ができる。 

 (1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

 

   附 則 

 この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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 名古屋市学校事務センター規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月25 日 

 

 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 

 

名古屋市教育委員会規則第 3 号 

 

名古屋市学校事務センター規則等の一部を改正する規則 

 

 （名古屋市学校事務センター規則の一部改正） 

第 1 条 名古屋市学校事務センター規則（平成29 年名古屋市教育委員会規則第

3 号）の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （組織） 

第 4 条 センターに次の組織を置く。 

  事務支援係 

  主査(11) 

 

 

  給与係 

2  係の分掌事務及び主査の分担事項は、

次のとおりとする。 

  事務支援係 

 (1)～(4) （略） 

 （組織） 

第 4 条 センターに次の組織を置く。 

  所長補佐（事務支援） 

  所長補佐（学校事務改善に係る企画調 

整） 

  所長補佐（学校事務改善）(10) 

  所長補佐（給与） 

2  センターの分掌事務は、次のとおりと

する。 

 

 (1)～(4) （略） 
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 (5) 他の係の主管に属しないこと。 

  主査（学校事務改善に係る企画調整） 

 (1) 学校事務改善に係る総合的な企画及

び調整に関すること。 

 (2) 名古屋市立の小学校及び中学校間に

おける学校事務の連携に係る企画及び

調整に関すること。 

 (3) 学校事務に係る指導、支援及び助言

の調整に関すること。 

  主査（学校事務改善） 

 (1) 学校事務に係る指導、支援及び助言

に関すること。 

 (2) 学校事務改善に係る企画及び連絡調

整に関すること。 

 (3) 名古屋市立の小学校及び中学校間に

おける学校事務の連携に関すること。 

給与係 

 (1) （略） 

3  係に係長を置く。 

 

 

4  係長は、上司の命を受けて主管事務を

処理し、所属職員を指揮監督する。 

5  主査は、上司の命を受けて分担事項を

処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) （略） 

3  センターにおける庶務及び経理に関す

る事務は、所長が特に指定する場合を除

き、所長補佐（事務支援）が担当する。 

4  所長補佐は、上司の命を受けて主管事

務を処理し、所属職員を指揮監督する。 

 

 

 

  別表第 1 所長、事務支援係及び給与係の職員の項中「所長、事務支援係及

び給与係の職員」を「所長補佐（学校事務改善に係る企画調整）及び所長補

佐（学校事務改善）以外の職員」に改め、同表主査（学校事務改善に係る企

画調整）及び主査（学校事務改善）の項中「主査（学校事務改善に係る企画

調整）及び主査（学校事務改善）」を「所長補佐（学校事務改善に係る企画

調整）及び所長補佐（学校事務改善）」に改める。 

 

 （上汐田教育集会所処務規則の一部改正） 

第 2 条 上汐田教育集会所処務規則（平成30 年名古屋市教育委員会規則第 7 号）

の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 
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改 正 前 改 正 後 

 （所長その他の職員）  （所長その他の職員） 

第 2 条 （略） 第 2 条 （略） 

2  （略） 2  （略） 

3  教育集会所に、所務を処理するため、

主査（上汐田教育集会所）その他必要な

職員を置く。 

3  教育集会所に、所務を処理するため、

所長補佐（上汐田教育集会所）その他必

要な職員を置く。 

4  主査は、上司の命を受けて所管事務を

処理する。 

5  所長に事故があるときは、主査がその 

4  所長補佐は、上司の命を受けて所管事

務を処理する。 

5  所長に事故があるときは、所長補佐が 

職務を代理する。 その職務を代理する。 

 

  別表第 1 主査の項中「主査」を「所長補佐」に改める。 

 

 （名古屋市見晴台考古資料館処務規則の一部改正） 

第 3 条 名古屋市見晴台考古資料館処務規則（昭和54 年名古屋市教育委員会規

則第17 号）の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （館長その他の職員）  （館長その他の職員） 

第 2 条 （略） 第 2 条 （略） 

2  （略） 2  （略） 

3  副館長は、生涯学習部文化財保護室長

の職にある者をもって充てる。 

3  副館長は、生涯学習部文化財保護課長

の職にある者をもって充てる。 

4 ・ 5  （略） 4 ・ 5  （略） 

 

 （名古屋市図書館処務規則の一部改正） 

第 4 条 名古屋市図書館処務規則（昭和39 年名古屋市教育委員会規則第13 号）

の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （中央図書館の組織）  （中央図書館の組織） 

第 3 条 中央図書館に次の組織を置く。 第 3 条 中央図書館に次の組織を置く。 
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  庶務係 

 主幹(1) 

  主査(2) 

 整理課 

  収集整理係 

  情報システム係 

 奉仕課 

  奉仕第一係 

  奉仕第二係 

2  前項の課及び係の分掌事務並びに主幹

及び主査の分担事項は、次のとおりとす

る。 

  庶務係 

 (1)～(9) （略） 

 主幹（図書館改革） 

 (1)・(2) （略） 

  主査（図書館改革） 

 (1) 図書館の管理運営に係る企画及び調

整に関すること。 

 (2) 施設の整備並びに施設及び設備の管

理に関すること。 

 整理課 

  収集整理係 

 (1)～(8) （略） 

 (9) 他の係の主管に属しないこと。 

情報システム係 

 (1)～(3) （略） 

 奉仕課 

  奉仕第一係 

 (1) 中央図書館の一般成人向け又は児童

向け資料（奉仕第二係の項第 1 号に規

定する主題別参考資料以外の資料。以

下「一般成人向け資料等」という。）

の選択、収集、供用、相互貸借、保管

及び廃棄に関すること。 

 (2) 一般成人向け資料等に係る読書案内、

  読書相談及び参考調査に関すること。 

 (3)～(8) （略） 

 (9) 他の係の主管に属しないこと。 

  奉仕第二係 

 (1) 中央図書館の主題別参考資料（主題 

別部門に属する資料をいう。以下同 

じ。）の選択、収集、供用、相互貸借、

  副館長補佐（庶務） 

 担当課長（図書館改革） 

  課長補佐（図書館改革）(2) 

 整理課 

  課長補佐（収集整理） 

  課長補佐（情報システム） 

 奉仕課 

  課長補佐（奉仕）(2) 

 

2  中央図書館の分掌事務及び担当課長の

分担事項は、次のとおりとする。 

 

 

 (1)～(9) （略） 

 担当課長（図書館改革） 

 (1)・(2) （略） 

 

 

 

 

 

 整理課 

 

 (1)～(8) （略） 

 

 

 (9)～(11) （略） 

 奉仕課 

 

 (1) 中央図書館の資料の選択、収集、供

用、相互貸借、保管及び廃棄に関する

こと。 

 

 

 

 (2) 中央図書館の資料に係る読書案内、

読書相談及び参考調査に関すること。 

 (3)～(8) （略） 
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  保管及び廃棄に関すること。 

 (2) 主題別参考資料に係る参考調査に関

すること。 

 (3)～(5) （略） 

 

 

 

 （分館の組織） 

第 4 条 分館に、館務を処理するため、奉

仕係を置く。 

2  前項の規定にかかわらず、東図書館、

守山図書館、志段味図書館及び名東図書

館の資料の選択、収集、弁償及び廃棄に 

 関することは千種図書館奉仕係において、

 中村図書館及び富田図書館の資料の選択、

 収集、弁償及び廃棄に関することは中川

図書館奉仕係において、緑図書館、徳重

図書館及び天白図書館の資料の選択、収

集、弁償及び廃棄に関することは瑞穂図

書館奉仕係において処理する。 

 （課長等） 

第 5 条 課に課長、係に係長を置く。 

2  課長及び係長は、上司の命を受け、所

管事務を掌理し、所属職員を指揮監督す

る。 

3  主幹及び主査は、上司の命を受けて分

担事項を処理する。 

4  分館の館長に事故があるときは、その

分館の奉仕係長がその職務を代理する。 

 

 

 

 (9)～(11) （略） 

3  中央図書館における庶務及び経理に関

する事務は、館長が特に指定する場合を

除き、副館長補佐（庶務）が担当する。 

 （分館の組織） 

第 4 条 分館に、館務を処理するため、館

長補佐（奉仕）を置く。 

2  前項の規定にかかわらず、東図書館、

守山図書館、志段味図書館及び名東図書

館の資料の選択、収集、弁償及び廃棄に

関することは千種図書館において、中村

図書館及び富田図書館の資料の選択、収

集、弁償及び廃棄に関することは中川図

書館において、緑図書館、徳重図書館及

び天白図書館の資料の選択、収集、弁償

及び廃棄に関することは瑞穂図書館にお

いて処理する。 

 （課長等） 

第 5 条 課に課長を置く。 

2  課長及び課長補佐は、上司の命を受け、

 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。 

3  担当課長は、上司の命を受けて分担事

項を処理する。 

4  分館の館長に事故があるときは、その

分館の館長補佐（奉仕）がその職務を代

理する。 

 

  別表第 1 を次のように改める。 

 別表第 1 （第 6 条関係） 

名

称 

職員の 

範 囲 
勤   務   時   間 休 憩 時 間 週 休 日 

中央

図書

館 

館長 

Ａ 

 1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 5 時30 分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び

4 週間を通じ 

て 4 日とする。

Ｂ 

 1 日について午前 9 時から午

後 5 時30 分までの間において 7 

時間45 分とする。 

 1 日につい 

て45 分とする。

副館長、

副館長補 

  
Ａ 

 1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 5 時30 分までの間におい

 1 日につい

て 1 時間とす

 1 週間につ

いて 1 日及び
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佐 （ 庶 

務）、主 

事 （ 整 

理課に勤

務する職 

員 を 除 

く。）、 

司書（整

理課及び

奉仕課に

勤務する

職員を除

く。）及

び業務士 

て 7 時間45 分とする。 る。 4 週間を通じ 

て 4 日とする。

Ｂ 

 1 日について午前 9 時から午

後 5 時30 分までの間において 7 

時間45 分とする。 

 1 日につい 

て45 分とする。

奉仕課及

び整理課

に勤務す

る職員 

Ａ 

 1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 5 時30 分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 1 週間につ

いて 1 日及び

4 週間を通じ 

て 4 日とする。

Ｂ 

 1 日について午前10時30分か

ら午後 7 時15分までの間におい

て 7 時間45分とする。 

Ｃ 

 1 日について午前11時30分か

ら午後 8 時15分までの間におい

て 7 時間45分とする。 

Ｄ 

 1 日について午前 9 時から午

後 5 時30分までの間において 7 

時間45分とする。 

 1 日につい 

て45 分とする。

Ｅ 

 1 日について午前10時45分か

ら午後 7 時15分までの間におい

て 7 時間45分とする。 

Ｆ 

 1 日について午前11時45分か

ら午後 8 時15分までの間におい

て 7 時間45分とする。 

Ｇ 

 1 日について午前 7 時45分か

ら午後 4 時30分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び 

土曜日とする。

Ｈ 

 1 日について午前 8 時15分か

ら午後 5 時までの間において 7 

時間45分とする。 

Ｉ 

 1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 5 時30 分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

Ｊ 

 1 日について午前 9 時15分か

ら午後 6 時までの間において 7 

時間45 分とする。 

Ｋ 

 1 日について午前 9 時45分か

ら午後 6 時30分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

  
Ｌ 
  

 1 日について午前 9 時から午

後 5 時30 分までの間において 7 

時間45 分とする。 

 1 日につい 

て45 分とする。
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Ｍ 

 1 日について午前 9 時30 分か

ら午後 6 時までの間において 7 

時間45 分とする。 

Ｎ 

 1 日について午前10 時から午

後 6 時30 分までの間において 7 

時間45 分とする。 

分館 全職員 

Ａ 

 1 日について午前 8 時30 分か

ら午後 5 時15分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 1 週間につ

いて 1 日及び

4 週間を通じ 

て 4 日とする。

Ｂ 

 1 日について午前 8 時45 分か

ら午後 5 時30 分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

Ｃ 

 1 日について午前10時30分か

ら午後 7 時15分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

Ｄ 

 1 日について午前 8 時45分か

ら午後 5 時15分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

 1 日につい 

て45 分とする。

Ｅ 

 1 日について午前 9 時から午

後 5 時30分までの間において 7 

時間45 分とする。 

Ｆ 

 1 日について午前10時45分か

ら午後 7 時15分までの間におい

て 7 時間45 分とする。 

 

  別表第 2 中央図書館の項中「整理課収集整理係」を「整理課」に改める。 

 

 （名古屋市博物館処務規則の一部改正） 

第 5 条 名古屋市博物館処務規則（昭和52 年名古屋市教育委員会規則第20 号）

の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （組織） 

第 3 条 博物館（分館を除く。）に次の組

織を置く。 

 総務課 

  庶務係 

  主査(1) 

 主幹(1) 

  主査(1) 

 （組織） 

第 3 条 博物館（分館を除く。）に次の組

織を置く。 

 総務課 

  課長補佐（庶務） 

  課長補佐（施設） 

 担当課長（博物館の魅力向上） 

  課長補佐（博物館の魅力向上） 

 学芸課 

  学芸係 

 学芸課 

  課長補佐（学芸） 
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  主査(2) 

 

2  課及び係の分掌事務並びに主幹及び総

務課の主査の分担事項は、次のとおりと

する。 

 総務課 

  庶務係 

 (1)～(13) （略） 

  主査（施設） 

 (1) 施設及び設備の維持管理並びに館内

の秩序維持に関すること。 

 (2) 施設の使用の許可に関すること。 

 (3) 入館者の受付、案内その他のサービ

スに関すること。 

 (4) 分館に関すること。 

 主幹（博物館の魅力向上） 

 (1) （略） 

  主査（博物館の魅力向上） 

 (1) 博物館の魅力向上の推進に関するこ

と。 

 学芸課 

  学芸係 

 (1)～(10) （略） 

3  学芸課の主査の分担事項は、学芸課の 

 分掌事務のうち上司が命じた事務とする。

 

 （分館の組織） 

第 4 条 蓬左文庫に、館務を処理するため、

 学芸係を置く。 

2  秀吉清正記念館に、館務を処理するた

め、主査を置く。 

 （課係長等） 

第 5 条 課に課長、係に係長を置く。 

2  課長及び係長は、上司の命を受けて所

管事務を掌理し、所属職員を指揮監督す

る。 

3  主幹及び主査は、上司の命を受けて分

担事項を処理する。 

  課長補佐（広報普及） 

  課長補佐（収集保管） 

2  博物館の分掌事務及び担当課長の分担

事項は、次のとおりとする。 

 

 総務課 

 

 (1)～(13) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 担当課長（博物館の魅力向上） 

 (1) （略） 

 

 

 

 学芸課 

 

 (1)～(10) （略） 

3  博物館における庶務及び経理に関する

事務は、副館長が特に指定する場合を除

き、課長補佐（庶務）が担当する。 

 （分館の組織） 

第 4 条 蓬左文庫に、館務を処理するため、

 文庫長補佐（学芸）を置く。 

2  秀吉清正記念館に、館務を処理するた

め、館長補佐を置く。 

 （課長等） 

第 5 条 課に課長を置く。 

2  課長及び課長補佐は、上司の命を受け

て所管事務を掌理し、所属職員を指揮監

督する。 

3  担当課長は、上司の命を受けて分担事

項を処理する。 

4  文庫長等に事故があるときは、その分

館の主査又は上席の職員がその職務を代

理する。 

4  文庫長等に事故があるときは、その分

館の館長補佐又は上席の職員がその職務

を代理する。 
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 （名古屋市美術館処務規則の一部改正） 

第 6 条 名古屋市美術館処務規則（昭和63 年名古屋市教育委員会規則第24 号）

の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （組織） 

第 3 条 美術館に次の組織を置く。 

 総務課 

  庶務係 

 学芸課 

  学芸係 

  主査(1) 

2  課及び係の分掌事務並びに主査の分担

事項は、次のとおりとする。 

 総務課 

  庶務係 

 (1)～(11) （略） 

 学芸課 

  学芸係 

 (1)～(11) （略） 

  主査（普及） 

 (1) （略） 

 (2) 広報及び宣伝に関すること。 

 

 

 

 （課長等） 

第 4 条 課に課長、係に係長を置く。 

2  課長及び係長は、それぞれ上司の命を

受けて所管事務を掌理し、所属職員を指

揮監督する。 

3  主査は、上司の命を受けて分担事項を

処理する。 

 （組織） 

第 3 条 美術館に次の組織を置く。 

 総務課 

  課長補佐（庶務） 

 学芸課 

  課長補佐（学芸） 

  課長補佐（普及） 

2  美術館の分掌事務は、次のとおりとす

る。 

 総務課 

 

 (1)～(11) （略） 

 学芸課 

 

 (1)～(11) （略） 

 

 (12) （略） 

 

3  美術館における庶務及び経理に関する

事務は、副館長が特に指定する場合を除

き、課長補佐（庶務）が担当する。 

 （課長等） 

第 4 条 課に課長を置く。 

2  課長及び課長補佐は、それぞれ上司の

命を受けて所管事務を掌理し、所属職員

を指揮監督する。 

 

 

 （名古屋市科学館処務規則の一部改正） 

第 7 条 名古屋市科学館処務規則（昭和55 年名古屋市教育委員会規則第 4 号）

の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 
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                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

（組織） 

第 3 条 科学館に次の組織を置く。 

 総務課 

  庶務係 

  主査(1) 

 主幹(1) 

  主査(1) 

 学芸課 

  学芸係 

  主査(1) 

  天文係 

 主幹(1) 

第 4 条 課及び係の分掌事務並びに主幹及 

 び主査の分担事項は、次のとおりとする。

 総務課 

  庶務係 

 (1)～(5) （略） 

 (6) 観覧券の発売及び改札等に関するこ

と。 

 (7)～(10) （略） 

  主査（経営） 

 (1) 観覧券の発売及び改札等並びにこれ

に伴う会計事務に関すること。 

 (2) 広報、宣伝及び催物の実施に関する

こと。 

 (3) 入館者への案内、説明その他のサー

ビスに関すること。 

 主幹（科学館の魅力向上） 

 (1) （略） 

  主査（科学館の魅力向上） 

 (1) 科学館の魅力向上の推進に関するこ

と。 

 学芸課 

  学芸係 

 (1) 科学に関する展示品（他の係の主管

に属するものを除く。次号において同

じ。）に係る企画及び展示その他の供

用に関すること。 

（組織） 

第 3 条 科学館に次の組織を置く。 

 総務課 

  課長補佐（庶務） 

  課長補佐（経営） 

 担当課長（科学館の魅力向上） 

  課長補佐（科学館の魅力向上） 

 学芸課 

  課長補佐（学芸） 

  課長補佐（普及） 

  課長補佐（天文） 

 担当課長（天文） 

第 4 条 科学館の分掌事務及び担当課長の

分担事項は、次のとおりとする。 

 総務課 

 

 (1)～(5) （略） 

 (6) 観覧券の発売及び改札等並びにこれ

に伴う会計事務に関すること。 

 (7)～(10) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 担当課長（科学館の魅力向上） 

 (1) （略） 

 

 

 

学芸課 

 

 (1) 科学に関する展示品に係る企画及び

展示その他の供用に関すること。 

 

 

 (2) （略） 

 (3) 科学知識（他の係の主管に属するも

のを除く。）の普及啓発及び指導に関

 (2) （略） 

 (3) 科学知識の普及啓発及び指導に関す

ること。 
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すること。 

 (4) 科学技術に関する情報（他の係の主

管に属するものを除く。）の収集及び

提供並びに出版に関すること。 

 (5) 展示室（他の係の主管に属するもの

を除く。）の運営に関すること。 

 (6) （略） 

 (7) 地域における教育、学術及び文化の

振興、文化観光その他の活動（他の係

の主管に属するものを除く。）の推進

に関すること。 

 (8) その他学芸事務（他の係の主管に属

するものを除く。）に関すること。 

  主査（普及） 

 (1) 科学知識の普及啓発及び指導に関す

ること。 

 (2) 展示室の運営に関すること。 

  天文係 

 (1) （略） 

 (2) 天文に関する展示品に係る企画及び

展示その他の供用に関すること。 

 (3) 天文に関する展示品に係る電磁的記

録の作成及び公開に関すること。 

 (4) 天文に関する知識の普及啓発及び指

導に関すること。 

 (5) 天文に関する情報の収集及び提供並

びに出版に関すること。 

 (6) 天文に関する展示室の運営に関する

こと。 

 (7) 地域における教育、学術及び文化の

振興、文化観光その他の活動（天文に

関するものに限る。）の推進に関する

こと。 

 

 主幹（天文） 

(1) （略） 

 

 

 

（課長等） 

第 5 条 課及び係に、それぞれ課長及び係

長を置く。 
2  課長及び係長は、それぞれ上司の命を 

 

 (4) 科学技術に関する情報の収集及び提

供並びに出版に関すること。 

 

 (5) 展示室の運営に関すること。 

 

 (6) （略） 

 (7) 地域における教育、学術及び文化の

振興、文化観光その他の活動の推進に

関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8) （略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9) その他学芸事務に関すること。 

担当課長（天文） 

 (1) （略） 

2  科学館における庶務及び経理に関する

事務は、副館長が特に指定する場合を除

き、課長補佐（庶務）が担当する。 

（課長等） 

第 5 条 課に課長を置く。 
 
2  課長及び課長補佐は、それぞれ上司の 
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 受けて所管事務を掌理し、所属職員を指

揮監督する。 

3  主幹及び主査は、上司の命を受けて分

担事項を処理する。 

 命を受けて所管事務を掌理し、所属職員

を指揮監督する。 

3  担当課長は、上司の命を受けて分担事

項を処理する。 

 

 （名古屋市教育センター処務規則の一部改正） 

第 8 条 名古屋市教育センター処務規則（昭和56 年名古屋市教育委員会規則第

15 号）の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （組織） 

第 2 条 センターに次の組織を置く。 

 総務課 

  庶務係 

  主査(1) 

 （略） 

2  部、課及び係の分掌事務並びに主査の

分担事項は、次のとおりとする。 

 総務課 

  庶務係 

 (1)～(7) （略） 

  主査（施設） 

 (1) 施設及び設備の維持管理並びに所内

の秩序維持に関すること。 

 (2) 施設の使用の許可に関すること。 

 (3) 使用料の徴収に関すること。 

 （略） 

 

 

 

 （部長等） 

第 3 条 部に部長、課に課長、係に係長を

置く。 

2  部長、課長及び係長は、上司の命を受

けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮

監督する。 

3  主査は、上司の命を受けて分担事項を

処理する。 

 （組織） 

第 2 条 センターに次の組織を置く。 

 総務課 

  課長補佐（庶務） 

  課長補佐（施設） 

 （略） 

2  センターの分掌事務は、次のとおりと

する。 

 総務課 

 

 (1)～(7) （略） 

 

 

 

 

 

 （略） 

3  センターにおける庶務及び経理に関す

る事務は、所長が特に指定する場合を除

き、課長補佐（庶務）が担当する。 

 （部長等） 

第 3 条 部に部長、課に課長を置く。 

 

2  部長、課長及び課長補佐は、上司の命

を受けて所管事務を掌理し、所属職員を

指揮監督する。 
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 （教育長等専決規則の一部改正） 

第 9 条 教育長等専決規則（昭和31 年名古屋市教育委員会規則第13 号）の一部

を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

第 1 条 （略） 第 1 条 （略） 

2 ・ 3  （略） 2 ・ 3  （略） 

4  教育長は、専決事項の一部を教育次長、

 監、部長、課長、室長、公所の長その他

の職員に代決させることができる。 

4  教育長は、専決事項の一部を教育次長、

 学校づくり推進監、部長、課長、公所の

長その他の職員に代決させることができ

る。 

第 2 条 （略） 第 2 条 （略） 

2  前条第 2 項から第 4 項までの規定は、

前項の教育次長について準用する。この

場合において、同条第 2 項から第 4 項ま

での規定中「教育長」とあるのは「教育 

 次長」と、「教育次長、監、部長、課長、

 室長、公所の長その他の職員」とあるの

は「監、部長、課長、室長、公所の長そ

の他の職員」と読み替えるものとする。 

2  前条第 2 項から第 4 項までの規定は、

前項の教育次長について準用する。この

場合において、同条第 2 項から第 4 項ま

での規定中「教育長」とあるのは「教育

次長」と、「教育次長、学校づくり推進 

 監、部長、課長、公所の長その他の職員」

 とあるのは「学校づくり推進監、部長、

課長、公所の長その他の職員」と読み替

えるものとする。 

第 3 条 前条第 1 項の場合において、教育

次長が欠けたとき又は教育次長に事故が

あるときは、専決事項について、監が専

決することができる。 

2  第 1 条第 2 項から第 4 項までの規定は、

 前項の監について準用する。この場合に

おいて、同条第 2 項から第 4 項までの規

定中「教育長」とあるのは「監」と、「

教育次長、監、部長、課長、室長、公所

の長その他の職員」とあるのは「部長、

課長、室長、公所の長その他の職員」と

読み替えるものとする。 

第 3 条 前条第 1 項の場合において、教育

次長が欠けたとき又は教育次長に事故が

あるときは、専決事項について、学校づ

くり推進監が専決することができる。 

2  第 1 条第 2 項から第 4 項までの規定は、

 前項の学校づくり推進監について準用す

る。この場合において、同条第 2 項から

第 4 項までの規定中「教育長」とあるの 

 は「学校づくり推進監」と、「教育次長、

 学校づくり推進監、部長、課長、公所の

長その他の職員」とあるのは「部長、課

長、公所の長その他の職員」と読み替え

るものとする。 

 

 （名古屋市教育委員会公印規則の一部改正） 

第10 条 名古屋市教育委員会公印規則（昭和45 年名古屋市教育委員会規則第12 

号）の一部を次のように改正する。 
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  別表中 

「         

 

課・室長印 

やまと

古字 
方21  

 

一般公文書用 課長 

 

 

 

 

 

 

 

やまと

古字 
方21  

 

一般公文書用 課・室長

 

 

 

 

 

 

        」

を         

「         

 

課長印 
やまと

古字 
方21  

 

一般公文書用 課長 

 

 

 

 

 

 

        」

 に改める。 

 

 （名古屋市立高等学校の管理運営に関する規則の一部改正） 

第11 条 名古屋市立高等学校の管理運営に関する規則（平成13 年名古屋市教育

委員会規則第17 号）の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （校務を分担する主任等）  （校務を分担する主任等） 

第15 条 高等学校に校務を分担する主任等 

 （以下「主任等」という。）として、総 

 務主任、教務主任、学年主任、保健主事、

 生徒指導主事、進路指導主事及び事務長 

 を置く。 

第15 条 高等学校に校務を分担する主任等 

 （以下「主任等」という。）として、総 

 務主任、教務主任、学年主任、保健主事、

 生徒指導主事、進路指導主事、事務長及 

 び副事務長を置く。 

名 古 屋 市 

教 育 委 員 

会 事 務 局 

（何） 課 長 

養護学校、幼稚園）長 

名 古 屋 市 教 育 

委 員 会 事 務 局 

（ 何 ）   部 

（何）課（室）長 

名 古 屋 市 教 育 

委 員 会 事 務 局 

（ 何 ）   部 

（ 何 ） 課  長 
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2 ～ 7  （略） 2 ～ 7  （略） 

8  事務長は、校長の監督を受け、事務を

つかさどる。 

8  事務長は、校長の監督を受け、事務を

総括する。 

 9  副事務長は、校長の監督を受け、事務

を整理する。 

第16 条 事務長は、事務職員のうちから、

委員会が命ずる。 

第16 条 事務長及び副事務長は、事務職員

のうちから、委員会が命ずる。 

2  事務長以外の主任等は、当該高等学校

の教諭（保健主事にあっては教諭又は養

護教諭）のうちから、校長が命ずる。 

2  事務長及び副事務長以外の主任等は、

当該高等学校の教諭（保健主事にあって

は教諭又は養護教諭）のうちから、校長

が命ずる。 

3  （略） 3  （略） 

 

   附 則 

 この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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 名古屋市教育委員会職名及び補職名規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月25 日 

 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 

 

名古屋市教育委員会規則第 4 号 

 

   名古屋市教育委員会職名及び補職名規則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市教育委員会職名及び補職名規則（昭和49 年名古屋市教育委員会規則

第 8 号）の一部を次のように改正する。 

 次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （補職名）  （補職名） 

第 3 条 教育次長並びに教育委員会事務局

に属する部、課、室若しくは係又は公所

若しくは公所に属する課若しくは係（係

に相当する部を含む。以下同じ。）の長

及び職制においてこれらに準ずるものと

して定められた職に補せられた職員の補

職名は、教育次長及びその所管又は所属

する教育委員会事務局に属する部、課、

室若しくは係又は公所若しくは公所に属

する課若しくは係の名を冠した長又は職

第 3 条 教育次長並びに教育委員会事務局

に属する部若しくは課又は公所若しくは

公所に属する部若しくは課の長及び職制

においてこれらに準ずるものとして定め

られた職に補せられた職員の補職名は、

教育次長及びその所管又は所属する教育

委員会事務局に属する部若しくは課又は

公所若しくは公所に属する部若しくは課

の名を冠した長又は職の名称とする。 
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の名称とする。 

2  事務局付理事、参事、事務局付参事、

主幹、事務局付主幹、主査又は事務局付

主査に補せられた職員の補職名は、その

所属する教育委員会事務局又は教育委員

会事務局に属する部、課若しくは室の名

を冠した職の名称とする。 

2  事務局付担当局長、担当部長、事務局

付担当部長、担当課長、事務局付担当課

長、課長補佐、事務局付課長補佐又は主

任及び職制においてこれらに準ずるもの

として定められた職に補せられた職員の

補職名は、その所属する教育委員会事務

局若しくは教育委員会事務局に属する部

若しくは課又は公所若しくは公所に属す

る部若しくは課の名を冠した職の名称と

する。 

3  （略） 3  （略） 

 

   附 則 

 この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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 名古屋市教育委員会教育長及び事務局職員の勤務時間の特例等に関する規則

の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月25 日 

 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 

 

名古屋市教育委員会規則第 5 号 

 

   名古屋市教育委員会教育長及び事務局職員の勤務時間の特例等に 

   関する規則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市教育委員会教育長及び事務局職員の勤務時間の特例等に関する規則

（平成23年名古屋市教育委員会規則第 5 号）の一部を次のように改正する。 

 次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （勤務時間の特例等）  （勤務時間の特例等） 

第 2 条 （略） 第 2 条 （略） 

2 ～ 5  （略） 2 ～ 5  （略） 

6  第 1 項から第 3 項までの規定の適用を

受ける職員の休憩時間の時限は、その者

の所属する課又は室の長が定める。 

6  第 1 項から第 3 項までの規定の適用を

受ける職員の休憩時間の時限は、その者

の所属する課の長が定める。 

 

 別表第 1 中「新しい学校づくり推進部子ども応援室」を「新しい学校づくり
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推進部子ども応援課」に改め、同表備考中「新しい学校づくり推進部子ども応

援室」を「新しい学校づくり推進部子ども応援課」に、「新しい学校づくり推 

進部子ども応援室長」を「新しい学校づくり推進部子ども応援課長」に改める。 

 別表第 2 中「総務部人権教育室」を「総務部人権教育課」に、「総務部学校

整備課」を「総務部学校施設課」に、「新しい学校づくり推進部新しい学校づ

くり推進室」を「新しい学校づくり推進部新しい学校づくり推進課」に、「新

しい学校づくり推進部子ども応援室」を「新しい学校づくり推進部子ども応援

課」に、 

「 

指導部指導

室に所属す

る職員のう

ち、グロー

バル・エデ

ュケーショ

ン・センタ

ーに係る運

営事業者の 

指導、監督、

企画運営等

に関する業

務に従事す

る者 

 1 日について午前 8 時45分から午

後 5 時までの間において 7 時間30分

とする。 

 1 日につい 

て45分とする。

 4 週間を通じ

て12日とする。 

指導部指導

室に所属す

る職員のう

ち、日本語

教育及び国

際理解教育

の指導に関

する業務に

従事する者 

Ａ 

 1 日について午前 8 時30分か

ら午後 3 時30分までの間におい

て 6 時間とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び土

曜日とする。 

Ｂ 

 1 日について午前10時から午

後 5 時までの間において 6 時間

とする。 

指導部指導

室に所属す

る職員のう

ち、初期日

本語集中教

室における

指導及び企

画に関する

業務に従事

する者 

 1 日について午前 8 時30分から午

後 3 時30分までの間において 6 時間

とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び土

曜日とする。 

                                  」 
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を 

「 

教育支援部

義務教育課

に所属する 

職員のうち、

日本語教育

及び国際理

解教育の指

導に関する

業務に従事

する者 

Ａ 

 1 日について午前 8 時30分か

ら午後 3 時30分までの間におい

て 6 時間とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び土

曜日とする。 

Ｂ 

 1 日について午前10時から午

後 5 時までの間において 6 時間

とする。 

教育支援部

義務教育課

に所属する 

職員のうち、

初期日本語

集中教室に

おける指導

及び企画に

関する業務

に従事する

者 

 1 日について午前 8 時30分から午

後 3 時30分までの間において 6 時間

とする。 

 1 日につい

て 1 時間とす

る。 

 日曜日及び土

曜日とする。 

教育支援部

高等学校教

育課に所属

する職員の

うち、グロ

ーバル・エ 

デュケーシ

ョン・セン

ターに係る

運営事業者

の指導、監

督、企画運

営等に関す

る業務に従

事する者 

Ａ 

 1 日について午前 8 時15分か

ら午後 4 時30分までの間におい

て 7 時間30分とする。 

 

 

 

 1 日につい 

て45分とする。

 4 週間を通じ

て12日とする。 

Ｂ 

 1 日について午前 8 時45分か

ら午後 5 時までの間において 7 

時間30分とする。 

                                  」 

に、「指導部学校ＤＸ推進課」を「教育支援部学校ＤＸ推進課」に、「指導部

学校保健課」を「教育支援部学校保健課」に、「生涯学習部部活動振興室」を

「生涯学習部部活動振興課」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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 名古屋市立高等学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月25 日 

 

 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 

 

名古屋市教育委員会規則第 6 号 

 

   名古屋市立高等学校学則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市立高等学校学則（平成11 年名古屋市教育委員会規則第 4 号）の一部

を次のように改正する。 

 別表名古屋市立桜台高等学校の項中「 920  人」を「 960  人」に改め、同表名

古屋市立緑高等学校の項中「 1,000   人」を「 1,040   人」に改め、同表名古屋市

立山田高等学校の項中「 880  人」を「 920  人」に改め、同表名古屋市立名東高

等学校の項中「 920  人」を「 960  人」に改め、同表名古屋市立西陵高等学校の

項中「 680  人」を「 720  人」に改め、同表名古屋市立名古屋商業高等学校の項

を次のように改める。 

名古屋市立名古屋商

業高等学校 

全日制 オフィスビジネス 480人 

ＩＴビジネス 240人 

グローバルビジネ

ス 

120人 

 別表名古屋市立若宮商業高等学校の項を次のように改める。 

904



 

名古屋市立若宮商業

高等学校 

全日制 未来ビジネス 480人 

 

   附 則 

 この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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 名古屋市立特別支援学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月25 日 

 

 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 

 

名古屋市教育委員会規則第 7 号 

 

   名古屋市立特別支援学校学則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市立特別支援学校学則（昭和47年名古屋市教育委員会規則第25号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （部の設置及び児童生徒の定員）  （部の設置及び児童生徒の定員） 

第 2 条 名古屋市立西特別支援学校、名古

屋市立南特別支援学校、名古屋市立天白

特別支援学校及び名古屋市立守山特別支

援学校に小学部、中学部及び高等部を置

く。 

第 2 条 名古屋市立西特別支援学校、名古

屋市立南特別支援学校、名古屋市立天白

特別支援学校及び名古屋市立守山特別支

援学校に小学部、中学部及び高等部を、

名古屋市立若宮高等特別支援学校に高等

部を置く。 

2  （略） 2  （略） 

 

 別表中 

906



 

「 

名古屋市立西特別支援学校 高等部 普通科 161  人 

名古屋市立南特別支援学校 高等部 普通科 297  人 

名古屋市立天白特別支援学校 高等部 普通科 118  人 

名古屋市立守山特別支援学校 高等部 普通科 163  人 

産業科 81 人 

                                 」 

「 

名古屋市立西特別支援学校 高等部 普通科 153  人 

名古屋市立南特別支援学校 高等部 普通科 278  人 

名古屋市立天白特別支援学校 高等部 普通科 118  人 

名古屋市立守山特別支援学校 高等部 普通科 158  人 

産業科 75 人 

名古屋市立若宮高等特別支援学

校 

高等部 産業科 40 人 

                                 」 

改める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

を 

に 
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 名古屋市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月25 日 

 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 

 

名古屋市教育委員会規則第 8 号 

 

   名古屋市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改 

   正する規則 

 

 名古屋市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（平成13年名古屋市教

育委員会規則第 1 号）の一部を次のように改正する。 

 次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

第13 条 （略） 第13 条 （略） 

  （共同学校事務室） 

 第13 条の 2  教育長が別に定める学校に、

共同学校事務室を置く。 

 2  共同学校事務室の分掌事務は、教育長

が別に定める。 

   第10 章 雑則    第10 章 雑則 

  （夜間中学） 

 第30 条の 2  この規則の規定にかかわらず、
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夜間その他特別な時間において授業を行

う中学校の管理運営の基本的事項は、教

育長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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 名古屋市立小学校、中学校及び特別支援学校の事務職員の職の設置に関する

規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月25 日 

 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 

 

名古屋市教育委員会規則第 9 号 

 

   名古屋市立小学校、中学校及び特別支援学校の事務職員の職の設 

   置に関する規則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市立小学校、中学校及び特別支援学校の事務職員の職の設置に関する 

規則（昭和54年名古屋市教育委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。 

 次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （事務職員の職の設置）  （事務職員の職の設置） 

第 2 条 市立学校に、事務職員の職として

主査又は事務長を置くことができる。 

第 2 条 市立学校に、事務職員の職として

共同学校事務室長又は事務長を置くこと

ができる。 

2  主査は、校長の監督を受け、事務を改

善する。 

2  共同学校事務室長は、上司の命を受け

て所管事務を掌理し、所属職員を指揮監

督する。 

3  事務長は、校長の監督を受け、事務を

つかさどる。 

3  事務長は、上司の命を受けて所管事務

を総括し、又は事務を改善する。 
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   附 則 

 この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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 名古屋市就学援助規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月25 日 

 

 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 

 

名古屋市教育委員会規則第10 号 

 

   名古屋市就学援助規則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市就学援助規則（平成15 年名古屋市教育委員会規則第 1 号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

（就学援助の給付） （就学援助の給付） 

第 8 条 就学援助は、校長を経由して、金

銭又は現物を給付することにより行う。 

第 8 条 就学援助は、金銭又は現物を給付

することにより行う。 

 

   附 則 

 この規則は、令和 6 年 9 月 1 日から施行する。 
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 名古屋市学校施設使用規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月25 日 

 

 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 

 

名古屋市教育委員会規則第11 号 

 

   名古屋市学校施設使用規則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市学校施設使用規則（昭和25 年名古屋市教育委員会規則第 6 号）の一

部を次のように改正する。 

 第 1 号様式及び第 2 号様式を次のように改める。 
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第 1 号様式 

学校施設使用許可申請書 

年  月  日 

  （宛先）名古屋市教育委員会 

（申 請 者）                   

住 所（団体は主たる事務所の所在地及び名称） 
（ふりがな）                    
氏 名（団体は代表者氏名）          

生年月日（団体は代表者生年月日）        

電 話    ―               

  次のとおり学校施設の使用を許可してくださるよう申請します。 

使 用 施 設 名古屋市立    学校（幼稚園） 

1  体育館兼講堂 

2  普 通 教 室 

 （     室） 

3  特別活動 室 

4  武 道 場 

5  その他の施設 

 （      ） 

体育館の冷暖房設備 

使用する・しない 

使 用 目 的 
 

使 用 日 時   年  月  日（ 曜日）

午前 

午後 
  時  分から 

  時間 分 
午前 

午後 
  時  分まで 

参 集 者 人 会費又は料金 徴収しない・する
1 人    円 

合計    円 

参 集 者 及 び 

火気取締方法 

  

使用時間中の 

責 任 者 

住所 

氏名              電話   ― 

そ の 他 
  

  ここから下は申請者において記入の必要がありません。 

学校の長の意見 

  上記申請による使用の許可は、当学校において支障が 
ある 

ない 
こと 

 を副申します。 

      年  月  日 

名古屋市立     学校（幼稚園）長          

 

使 用 料 円 徴 収 年 月 日 年  月  日 

納入通知書番号 No. 許可書交付年月日 年  月  日 

 備考 1  名古屋市暴力団排除条例第 6 条の規定に基づく措置について記載する。 

    2  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4 とする。 
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第 2 号様式 

学校施設使用許可（不許可通知）書 

年  月  日 

       （申 請 者）                   

住 所（団体は主たる事務所の所在地及び名称） 

氏 名（団体は代表者氏名）          

            電 話     ―              

使 用 施 設 名古屋市立    学校（幼稚園） 

1  体育館兼講堂 

2  普 通 教 室 

 （     室） 

3  特別活動 室 

4  武  道  場 

5  その他の施設 

 （      ） 

体育館の冷暖房設備 
使用する・しない 

使 用 目 的 
 

使 用 日 時   年  月  日（ 曜日）

午前 

午後 
  時  分から 

  時間  分 
午前 

午後 
  時  分まで 

参 集 者 人 会費又は料金 徴収しない・する
1 人    円 

合計    円 

参 集 者 及 び 

火気取締方法 

  

使用時間中の 

責 任 者 

住所 

氏名              電話   ― 

条 件 
  

 

  上記のことについては、使用を許可 
します。 

しないので、通知します。 

      年  月  日 

名古屋市教育委員会 印 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ 4 とする。 
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   附 則 

1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

2  この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市学校施設使用規

則（以下「旧規則」という。）の規定に基づいて提出されている申請書は、

この規則による改正後の名古屋市学校施設使用規則（以下「新規則」とい 

う。）の規定に基づいて提出されたものとみなす。 

3  この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている許可書は、

新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。 

4  この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙で残

量のあるものについては、新規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して

使用することができる。 
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 名古屋市学校施設開放に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月25 日 

 

 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 

 

名古屋市教育委員会規則第12 号 

 

   名古屋市学校施設開放に関する規則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市学校施設開放に関する規則（昭和51 年名古屋市教育委員会規則第24 

号）の一部を次のように改正する。 

別表第 1 スポーツ開放の表中「名古屋市立大森中学校」の次に「、名古屋市

立守山西中学校」を加える。 

別表第 2 スポーツ開放の表中「名古屋市立山田中学校」の次に「、名古屋市

立豊正中学校」を加える。 

別表第 3 スポーツ開放の表中 

「 

体育館 600 円 600 円 600 円 600 円 1,500 円 

                                   」 

を 
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「 

    」 

に改める。 

 

   附 則 

1  この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次項の規定は、公

布の日から施行する。 

2  この規則による改正後の名古屋市学校施設開放に関する規則の規定に基づ

く許可の申請その他名古屋市立守山西中学校の武道場を使用するために必要

な手続は、この規則の施行前においても行うことができる。 

3  この規則の施行の際現に使用の許可を受けている者及び使用の許可を申請

し、受理されている者の使用料の額については、なお従前の例による。 

体

育

館 

冷暖房設備を

使用する場合 
1,400 円 1,400 円 1,400 円 1,400 円 2,700 円 

冷暖房設備を

使用しない場

合 

600 円 600 円 600 円 600 円 1,500 円 
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 名古屋市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月25 日 

 

 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 

 

名古屋市教育委員会規則第13 号 

 

   名古屋市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市教育委員会公告式規則（昭和25 年名古屋市教育委員会規則第10 号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

第 2 条 （略） 第 2 条 （略） 

2  規則の公布は、市役所の掲示場に掲示

して行う。 

2  規則の公布は、名古屋市公報に掲載し

て行う。ただし、急施を要するとき又は

災害その他特別の事由により名古屋市公

報に掲載することができないときは、市

役所の掲示場に掲示してこれに代えるこ

とができる。 

 

   附 則 

 この規則は、令和 6 年10 月 1 日から施行する。 
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 名古屋市博物館条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月25 日 

 

 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 

 

名古屋市教育委員会規則第14 号 

 

   名古屋市博物館条例施行規則等の一部を改正する規則 

 

 （名古屋市博物館条例施行規則の一部改正） 

第 1 条 名古屋市博物館条例施行規則（昭和52 年名古屋市教育委員会規則第 5 

号）の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （観覧料の減免）  （観覧料の減免） 

第 8 条 条例第13 条第 1 項第 2 号に規定す

る規則で定める者は、次に掲げる手帳又

は受給者証のいずれかの交付を受けてい

る者とする。 

第 8 条 条例第13 条第 1 項第 2 号に規定す

る規則で定める者は、次に掲げる手帳、

受給者証等のいずれかの交付を受けてい

る者とする。 

 (1)～(5) （略）  (1)～(5) （略） 

 (6) 難病の患者に対する医療等に関する

法律（平成26 年法律第50 号）第 7 条第

4 項に規定する医療受給者証 

 (6) 難病の患者に対する医療等に関する

法律（平成26 年法律第50 号。以下「難

病法」という。）第 7 条第 4 項に規定
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する医療受給者証 

  (7) 難病法第28 条第 2 項に規定する指定

難病要支援者証明事業により発行され

る登録者証 

 (7)～(9) （略）  (8)～(10) （略） 

2  （略） 2  （略） 

 

 （名古屋市美術館条例施行規則の一部改正） 

第 2 条 名古屋市美術館条例施行規則（昭和63 年名古屋市教育委員会規則第12 

号）の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （観覧料の減免）  （観覧料の減免） 

第 5 条 条例第 7 条第 1 項第 2 号に規定す

る規則で定める者は、次に掲げる手帳又は

受給者証のいずれかの交付を受けている者

とする。 

第 5 条 条例第 7 条第 1 項第 2 号に規定す

る規則で定める者は、次に掲げる手帳、受

給者証等のいずれかの交付を受けている者

とする。 

 (1)～(5) （略）  (1)～(5) （略） 

 (6) 難病の患者に対する医療等に関する

法律（平成26 年法律第50 号）第 7 条第

4 項に規定する医療受給者証 

 (6) 難病の患者に対する医療等に関する

法律（平成26 年法律第50 号。以下「難

病法」という。）第 7 条第 4 項に規定

する医療受給者証 

  (7) 難病法第28 条第 2 項に規定する指定

難病要支援者証明事業により発行され

る登録者証 

 (7)～(9) （略）  (8)～(10) （略） 

2  （略） 2  （略） 

 

 （名古屋市科学館条例施行規則の一部改正） 

第 3 条 名古屋市科学館条例施行規則（昭和55 年名古屋市教育委員会規則第 3 

号）の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 
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 （観覧料の減免）  （観覧料の減免） 

第 9 条 条例第 5 条第 1 項第 2 号に規定す

る規則で定める者は、次に掲げる手帳又

は受給者証のいずれかの交付を受けてい

る者とする。 

第 9 条 条例第 5 条第 1 項第 2 号に規定す

る規則で定める者は、次に掲げる手帳、

受給者証等のいずれかの交付を受けてい

る者とする。 

 (1)～(5) （略）  (1)～(5) （略） 

 (6) 難病の患者に対する医療等に関する

法律（平成26 年法律第50 号）第 7 条第

4 項に規定する医療受給者証 

 (6) 難病の患者に対する医療等に関する

法律（平成26 年法律第50 号。以下「難

病法」という。）第 7 条第 4 項に規定

する医療受給者証 

  (7) 難病法第28 条第 2 項に規定する指定

難病要支援者証明事業により発行され

る登録者証 

 (7)～(9) （略）  (8)～(10) （略） 

2  （略） 2  （略） 

 

 （名古屋市図書館館則の一部改正） 

第 4 条 名古屋市図書館館則（昭和26 年名古屋市教育委員会規則第 3 号）の一

部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

第27 条 条例第 2 条第 2 項の規定による使

用料の減免は、申請に基づいて行うもの

とし、減免することができる場合及びそ

の額は、次のとおりとする。 

第27 条 条例第 2 条第 2 項の規定による使

用料の減免は、申請に基づいて行うもの

とし、減免することができる場合及びそ

の額は、次のとおりとする。 

 (1) 次に掲げる手帳又は受給者証（以下

「手帳等」という。）のいずれかの交

付を受けている者が乗車している普通

自動車を駐車するため、当該手帳等を

係員に提示し確認を受けて駐車場を使

用するとき。 使用料の全額 

 (1) 次に掲げる手帳、受給者証等（以下

「手帳等」という。）のいずれかの交

付を受けている者が乗車している普通

自動車を駐車するため、当該手帳等を

係員に提示し確認を受けて駐車場を使

用するとき。 使用料の全額 

  ア～オ （略）   ア～オ （略） 

  カ 難病の患者に対する医療等に関す

る法律（平成26 年法律第50 号）第 7 

条第 4 項に規定する医療受給者証 

  カ 難病の患者に対する医療等に関す

る法律（平成26 年法律第50 号。以下

「難病法」という。）第 7 条第 4 項

に規定する医療受給者証 

   キ 難病法第28 条第 2 項に規定する指
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定難病要支援者証明事業により発行

される登録者証 

  キ～ケ （略）   ク～コ （略） 

 (2) （略）  (2) （略） 

 

 （名古屋市生涯学習センター条例施行規則の一部改正） 

第 5 条 名古屋市生涯学習センター条例施行規則（平成12 年名古屋市教育委員

会規則第10 号）の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （利用料金の減免）  （利用料金の減免） 

第11 条 条例第 5 条の規定により指定管理

者が利用料金を減免することができる場

合は、次のとおりとする。 

第11 条 条例第 5 条の規定により指定管理

者が利用料金を減免することができる場

合は、次のとおりとする。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 次に掲げる手帳又は受給者証（以下

「手帳等」という。）のいずれかの交

付を受けている者が乗車している普通

自動車を駐車するため、当該手帳等を

係員に提示し確認を受けて駐車場を使

用するとき。 

 (2) 次に掲げる手帳、受給者証等（以下

「手帳等」という。）のいずれかの交

付を受けている者が乗車している普通

自動車を駐車するため、当該手帳等を

係員に提示し確認を受けて駐車場を使

用するとき。 

  ア～オ （略）   ア～オ （略） 

  カ 難病の患者に対する医療等に関す

る法律（平成26 年法律第50 号）第 7 

条第 4 項に規定する医療受給者証 

  カ 難病の患者に対する医療等に関す

る法律（平成26 年法律第50 号。以下

「難病法」という。）第 7 条第 4 項

に規定する医療受給者証 

   キ 難病法第28 条第 2 項に規定する指

定難病要支援者証明事業により発行

される登録者証 

  キ～ケ （略）   ク～コ （略） 

 (3)・(4) （略）  (3)・(4) （略） 

2  （略） 2  （略） 

 

 （名古屋市女性会館条例施行規則の一部改正） 

第 6 条 名古屋市女性会館条例施行規則（昭和53 年名古屋市教育委員会規則第
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13 号）の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （利用料金の減免）  （利用料金の減免） 

第10 条 条例第 6 条の規定により指定管理

者が利用料金を減免することができる場

合は、次のとおりとする。 

第10 条 条例第 6 条の規定により指定管理

者が利用料金を減免することができる場

合は、次のとおりとする。 

 (1)・(2) （略）  (1)・(2) （略） 

 (3) 次に掲げる手帳又は受給者証（以下

「手帳等」という。）のいずれかの交

付を受けている者が乗車している普通

自動車を駐車するため、当該手帳等を

係員に提示し確認を受けて駐車場を使

用するとき。 

 (3) 次に掲げる手帳、受給者証等（以下

「手帳等」という。）のいずれかの交

付を受けている者が乗車している普通

自動車を駐車するため、当該手帳等を

係員に提示し確認を受けて駐車場を使

用するとき。 

  ア～オ （略）   ア～オ （略） 

  カ 難病の患者に対する医療等に関す

る法律（平成26 年法律第50 号）第 7 

条第 4 項に規定する医療受給者証 

  カ 難病の患者に対する医療等に関す

る法律（平成26 年法律第50 号。以下

「難病法」という。）第 7 条第 4 項

に規定する医療受給者証 

   キ 難病法第28 条第 2 項に規定する指

定難病要支援者証明事業により発行

される登録者証 

  キ～ケ （略）   ク～コ （略） 

 (4)・(5) （略）  (4)・(5) （略） 

2  （略） 2  （略） 

 

 （名古屋市志段味古墳群歴史の里条例施行規則の一部改正） 

第 7 条 名古屋市志段味古墳群歴史の里条例施行規則（平成30 年名古屋市教育

委員会規則第17 号）の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （利用料金の減免）  （利用料金の減免） 

第 9 条 条例第 6 条第 1 項第 2 号に規定す

る教育委員会規則で定める者は、次に掲

げる手帳又は受給者証のいずれかの交付

第 9 条 条例第 6 条第 1 項第 2 号に規定す

る教育委員会規則で定める者は、次に掲

げる手帳、受給者証等のいずれかの交付
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を受けている者とする。 を受けている者とする。 

 (1)～(5) （略）  (1)～(5) （略） 

 (6) 難病の患者に対する医療等に関する

法律（平成26 年法律第50 号）第 7 条第

4 項に規定する医療受給者証 

 (6) 難病の患者に対する医療等に関する

法律（平成26 年法律第50 号。以下「難

病法」という。）第 7 条第 4 項に規定

する医療受給者証 

  (7) 難病法第28 条第 2 項に規定する指定

難病要支援者証明事業により発行され

る登録者証 

 (7)～(9) （略）  (8)～(10) （略） 

2  （略） 2  （略） 

 

   附 則 

 この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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 名古屋市文化財の保存及び活用に関する条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月25 日 

 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 

 

名古屋市教育委員会規則第15 号 

 

   名古屋市文化財の保存及び活用に関する条例施行規則の一部を改 

正する規則 

 

 名古屋市文化財の保存及び活用に関する条例施行規則（昭和47 年名古屋市教

育委員会規則第 2 号）の一部を次のように改正する。 

 次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

（指定同意書） 

第 2 条 条例第 2 条第 3 項又は第 7 項の規 

 定による同意をした者は、指定同意書（ 

 第 1 号様式）をすみやかに教育委員会に 

 提出するものとする。 

（台帳） 

第 5 条 教育委員会は、名古屋市指定有形

文化財台帳、名古屋市指定無形文化財台

帳、名古屋市指定有形民俗文化財台帳、

名古屋市指定無形民俗文化財台帳、名古 

（指定同意書） 

第 2 条 条例第 2 条第 3 項の規定による同 

 意をした者は、指定同意書（第 1 号様式）

 を速やかに教育委員会に提出するものと

する。 

（台帳） 

第 5 条 教育委員会は、名古屋市指定有形

文化財台帳、名古屋市指定無形文化財台

帳、名古屋市指定有形民俗文化財台帳、

名古屋市指定無形民俗文化財台帳、名古 
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 屋市指定史跡台帳、名古屋市指定名勝台

帳及び名古屋市指定天然記念物台帳を備

えるものとする。 

 

（文化財調査委員会） 

第18 条 （略） 

2  委員長及び副委員長の任期は、 1 年と

する。ただし、再任を妨げない。 

3 ・ 4  （略） 

 屋市指定史跡台帳、名古屋市指定名勝台

帳、名古屋市指定天然記念物台帳及び名

古屋市登録無形民俗文化財台帳を備える

ものとする。 

 （文化財調査委員会） 

第18 条 （略） 

2  委員長及び副委員長の任期は、 2 年と

する。ただし、再任を妨げない。 

3 ・ 4  （略） 

 

   附 則 

 この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市教育委員会告示第 7号 

 

 

名古屋市志段味古墳群歴史の里の駐車場の有料期間について 

 

名古屋市志段味古墳群歴史の里条例（平成30年名古屋市条例第12号）第 3条

第 2項ただし書の規定により、名古屋市志段味古墳群歴史の里の駐車場を使用 

しようとする者が利用料金を納付しなければならない期間として教育委員会が 

指定する期間は、次のとおりとします。 

 

令和 6年 3月28日 

 

名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広  

 

利用料金を納付しなければならない期間 

令和 6年 5月 6日 

 

名古屋市教育委員会事務局生涯学習部文化財保護室 
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名古屋市教育委員会告示第 8 号 

 

   名古屋市立小・中学校の通学区域の設定及び変更について 

 

 名古屋市立あおなみ小学校の通学区域の設定及び名古屋市立港南中学校の通

学区域の変更の実施について次のように定め、令和 9 年 4 月 1 日から施行しま

す。 

 

  令和 6 年 3 月28日 

 

名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広  

 

1  名古屋市立あおなみ小学校の通学区域の設定 

  次の区域を名古屋市立あおなみ小学校の通学区域とする。 

   名古屋市立稲永小学校及び名古屋市立野跡小学校の通学区域 

2  名古屋市立港南中学校の通学区域の変更 

  次の区域を名古屋市立港南中学校の通学区域とする。 

   名古屋市立あおなみ小学校及び大手小学校の通学区域 

 

 

 

名古屋市教育委員会事務局総務部教育環境整備課 
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名古屋市教育委員会告示第 9 号 

 

   名古屋市立中学校の通学区域の設定及び変更について 

 

 名古屋市立上志段味中学校の通学区域の設定及び名古屋市立志段味中学校の

通学区域の変更の実施について次のように定め、令和 8 年 4 月 1 日から施行し

ます。 

 

  令和 6 年 3 月28日 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

1  名古屋市立上志段味中学校の通学区域の設定 

  次の区域を名古屋市立上志段味中学校の通学区域とする。 

名古屋市立志段味中学校の通学区域の内、名古屋市立上志段味小学校の通

学区域 

2  名古屋市立志段味中学校の通学区域の変更 

  次の区域を名古屋市立志段味中学校の通学区域から除く。 

  名古屋市立上志段味中学校の通学区域 

 

 

名古屋市教育委員会事務局総務部教育環境整備課 
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名教委訓令第 1 号 

 

                         事   務   局 

                         各   公   所 

 

 名古屋市教育委員会情報あんしん条例施行規程（平成16 年名教委訓令第 3  

の一部を次のように改正する。 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （定義）  （定義） 

第 2 条 この規程において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

第 2 条 この規程において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 課 事務局の課及び室並びに公所の

課（これに準じた内部組織及び鶴舞中

央図書館庶務係を含む。）（係のみを

置く公所及び内部組織を置かない公所

にあっては、公所）をいう。 

 (1) 課 事務局の課及び公所の課（これ

に準じた内部組織を含む。）（内部組

織を置かない公所にあっては、公所）

をいう。 

 (2)～(9) （略）  (2)～(9) （略） 

 （行政文書の閲覧区分）  （行政文書の閲覧区分） 

第 9 条 （略） 第 9 条 （略） 

2  文書管理システム（規則第 2 条第 6 号

に規定する文書管理システムをいう。以

下同じ。）により行政文書を作成する場

合は、閲覧区分の設定を行わなければな

らない。この場合において、個人情報の 

保護に関する法律（平成15 年法律第57 号。

以下「個人情報保護法」という。）第 2 

条第 3 項に規定する要配慮個人情報又は

2  文書管理システム（規則第 2 条第 6 号

に規定する文書管理システムをいう。以

下同じ。）により行政文書を作成する場

合は、閲覧区分の設定を行わなければな

らない。この場合において、個人情報の 

保護に関する法律（平成15 年法律第57 号。

以下「個人情報保護法」という。）第 2 

条第 3 項に規定する要配慮個人情報又は

号） 
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秘密とすべき情報を含む行政文書の閲覧

区分は、係内又は回議者のみとしなけれ

ばならない。 

秘密とすべき情報を含む行政文書の閲覧

区分は、回議者のみとしなければならな

い。 

第11条 （略） 第11条 （略） 

2  課の庶務を担当する係の長（これに準

ずる者を含む。第16 条第 1 項第 2 号及び

第28 条において同じ。）は、所管課長の

指示を受け、課における文書事務を処理

する。 

2  庶務担当の課長補佐（これに準ずる者

を含む。以下同じ。）は、所管課長の指

示を受け、課における文書事務を処理す

る。 

 （課における庁外文書の収受）  （課における庁外文書の収受） 

第16条 第14条（前条において準用する場

合を含む。）の規定により配布された文

書は、課の庶務を担当する係において、

次の各号に定める手続により処理しなけ

ればならない。 

第16条 第14条（前条において準用する場

合を含む。）の規定により配布された文

書は、所管課において、次に定める手続

により処理しなければならない。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 担当者が明らかでないもの 直ちに

課の庶務を担当する係の長が閲覧し、

担当者を定め、配布する。 

 (2) 担当者が明らかでないもの 直ちに

庶務担当の課長補佐が閲覧し、担当者

を定め、配布する。 

 (3) （略）  (3) （略） 

2 ～ 3  （略） 2 ～ 3  （略） 

 （浄書及び照合）  （浄書及び照合） 

第28条 施行を要する行政文書の浄書及び 

原議との照合は、係の長の責任において、

誤りのないよう慎重に行わなければなら

ない。 

第28条 施行を要する行政文書の浄書及び

原議との照合は、課長補佐の責任におい

て、誤りのないよう慎重に行わなければ

ならない。 

 

 別表第 1 行政文書分類表中「係相当」を「名古屋市教育委員会事務局課長補

佐設置規程（令和 6 年名教委教訓令第 1 号）に規定する課長補佐の名称の括弧

内に表示する担当業務相当」に、「係の分掌事務」を「課の分掌事務」に改め

る。 

 

   附 則 

 この規程は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名教委訓令第 2 号 

 

                         各   学   校 

 

 名古屋市立学校文書管理規程（平成12 年名教委訓令第 7 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

目次 目次 

 第 1 章～第 5 章 （略）  第 1 章～第 5 章 （略） 

  第 6 章 雑則（第31 条） 

 附則  附則 

  

第30条 （略） 第30条 （略） 

    第 6 章 雑則 

  （教育長の定める学校における学校文書 

 の処理） 

 第31条 第13条の規定にかかわらず、名古

屋市立小学校及び中学校の管理運営に関

する規則（平成13年名古屋市教育委員会

規則第 1 号）第13条の 2 の規定により教

育長が別に定める学校における学校文書

の処理に当たっては、起案文書を文書管

理システム（条例施行規程第 9 条第 2 項

に規定する文書管理システムをいう。）

に登録して起案することができる。この 

場合における学校文書の処理については、

条例施行規程の例による。 
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   附 則 

 この規程は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名教委教訓令第 1 号 

 

 

                           事  務  局  

 

 名古屋市教育委員会事務局課長補佐設置規程を次のように定める。 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 

 

   名古屋市教育委員会事務局課長補佐設置規程 

 

1  名古屋市教育委員会事務局規則（昭和32 年名古屋市教育委員会規則第 9 号）

第 2 条の課に次の組織を置く。 

総務部 

総務課 

課長補佐（庶務） 

課長補佐（総合教育会議等） 

課長補佐（人事） 

課長補佐（調査） 

企画経理課 

課長補佐（企画経理）(2) 

人権教育課 

課長補佐（人権教育） 

課長補佐（同和教育） 

教育環境整備課 

課長補佐（計画） 

935



課長補佐（市立幼稚園のあり方検討） 

課長補佐（学校整備） 

課長補佐（学校施設リフレッシュプランの推進） 

課長補佐（子どもいきいき学校づくり）(4) 

課長補佐（橘小学校等複合化整備事業の推進） 

課長補佐（給食調理場の環境整備の推進） 

学校施設課 

課長補佐（管理） 

課長補佐（営繕） 

課長補佐（学校施設の環境整備の推進） 

課長補佐（学校体育館の空調整備） 

課長補佐（学校施設のバリアフリー化の推進） 

教務部 

教職員課 

課長補佐（管理）(2) 

課長補佐（学校事務の改革に係る連絡調整） 

課長補佐（服務等） 

課長補佐（高等学校に係る連絡調整） 

課長補佐（特別支援学校等に係る連絡調整） 

課長補佐（安全衛生） 

課長補佐（教職員のメンタルヘルス・保健指導） 

学事課 

課長補佐（学校財務） 

課長補佐（就学援助） 

課長補佐（就学等に係る企画調整）(2) 

課長補佐（就学奨励等） 

課長補佐（私学助成） 

新しい学校づくり推進部 

新しい学校づくり推進課 

課長補佐（学びの改革推進） 
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課長補佐（安全安心な居場所づくり・教育相談体制） 

課長補佐（安全安心な居場所づくり） 

課長補佐（学校における働き方改革）(2) 

課長補佐（夜間中学校） 

子ども応援課 

課長補佐（子ども応援） 

課長補佐（企画調整） 

課長補佐（システム・制度改革） 

課長補佐（危機管理等） 

教育支援部 

義務教育課 

課長補佐（管理・調整） 

課長補佐（企画） 

課長補佐（いじめ防止対策） 

課長補佐（市立幼稚園のあり方検討） 

課長補佐（キャリア教育）(2) 

高等学校教育課 

課長補佐（企画） 

特別支援教育課 

課長補佐（企画） 

学校ＤＸ推進課 

課長補佐（推進） 

課長補佐（学校情報化に係る企画調整） 

課長補佐（ＤＸの推進） 

学校保健課 

課長補佐（保健体育） 

課長補佐（小学校給食） 

課長補佐（小学校給食調理業務の効率化） 

課長補佐（中学校給食） 

課長補佐（給食調理場の環境改善） 
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生涯学習部 

生涯学習課 

課長補佐（管理） 

課長補佐（社会教育） 

課長補佐（生涯学習） 

課長補佐（女性教育） 

課長補佐（図書館改革の推進）(2) 

部活動振興課 

課長補佐（部活動振興） 

課長補佐（部活動に係る企画調整）(3) 

文化財保護課 

課長補佐（文化財保存活用） 

課長補佐（埋蔵文化財） 

課長補佐（文化財活用推進） 

2  前項の課における庶務及び経理に関する事務は、 当該課の長が特に指定す

る場合を除き、 当該課において筆頭に掲げる課長補佐が担当する。  

3  前項の規定にかかわらず、第 1 項の課において筆頭に掲げる課長補佐が複

数ある場合には、当該課の長は、当該課における庶務及び経理に関する事務

を担当する課長補佐 1 名を指定しなければならない。 

 

   附 則 

1  この規程は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

2  名古屋市教育委員会事務局係設置及び分掌事務規程（昭和24 年教育長訓令

第 1 号）は、廃止する。 
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名教委教訓令第 2 号 

 

                         事   務   局 

                         各   公   所 

 

 名古屋市教育委員会課長代理設置規程（平成 9 年名教委教訓令第 2 号）の一

部を次のように改正する。 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広 

 

 次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （職務）  （職務） 

第 2 条 課長代理は、当該係長としての職 

 務のほか、部長（公所にあっては公所長。

 以下同じ。）の命を受けて、次の事項を 

 所掌する。 

第 2 条 課長代理は、当該課長補佐として

の職務のほか、部長（公所にあっては公

所長。以下同じ。）の命を受けて、次の

事項を所掌する。 

 (1)～(5) （略）  (1)～(5) （略） 

 （任命）  （任命） 

第 3 条 課長代理は、相当長期の経験を有

する教育委員会事務局に属する部及び公

所における総括的な職務を担当する係長

並びに総括係長の職（教育長が指定する

ものに限る。）にある者のうちから、教

育委員会が任命する。 

第 3 条 課長代理は、相当長期の経験を有

する教育委員会事務局に属する部及び公

所における総括的な職務を担当する課長

補佐並びに総括課長補佐の職（教育長が

指定するものに限る。）にある者のうち

から、教育委員会が任命する。 

 

   附 則 

 この規程は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名教委教訓令第 3 号 

 

                         事   務   局  

                         各   公   所  

 

 教育次長以下代決規程（平成12 年名教委教訓令第 2 号）の一部を次のように

改正する。 

 

  令和 6 年 3 月29 日 

 

             名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広  

 

 次の表のように改正する。 

                        （下線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

 （この規程の趣旨）  （この規程の趣旨） 

第 1 条 この規程は、事務の適正かつ能率

的な運営を図るため、教育次長、監、部

長、公所の長、課長及び係長の責任及び

代決権限を定めるものとする。 

第 1 条 この規程は、事務の適正かつ能率

的な運営を図るため、教育次長、学校づ

くり推進監（以下「監」という。）、部

長、公所の長、課長及び課長補佐の責任

及び代決権限を定めるものとする。 

 （用語の定義）  （用語の定義） 

第 3 条 この規程において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

第 3 条 この規程において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (1)・(2) （略）  (1)・(2) （略） 

 (3) 課長 部に属する課及び室並びに公

所に属する課及び教育センターに属す

る部の長並びにこれに相当する職にあ

る者（公所の長を除く。）をいう。 

 (3) 課長 部に属する課並びに公所に属

する課及び教育センターに属する部の

長並びにこれに相当する職にある者

（公所の長を除く。）をいう。 

 (4) 係長 部又は公所に属する係（以下

「係」という。）の長及びこれに相当

する職にある者をいう。 

 (4) 課長補佐 部又は公所に属する課長

補佐及びこれに相当する職にある者を

いう。 

 (5)・(6) （略）  (5)・(6) （略） 

 （共通代決権限事項等）  （共通代決権限事項等） 
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第 4 条 （略） 第 4 条 （略） 

2  係長の共通代決権限事項は、別表第 1 

の 2 のとおりとする。 

2  課長補佐の共通代決権限事項は、別表

第 1 の 2 のとおりとする。 

 （臨時代決）  （臨時代決） 

第 6 条 （略） 第 6 条 （略） 

2 ～ 8  （略） 2 ～ 8  （略） 

9  係長（公所に属する係長を除く。以下

この項において同じ。）が欠けたとき又

は係長に事故があるときは、その代決権

限事項について、主管の課長が代決する

ことができる。 

9  課長補佐（公所に属する課長補佐を除 

 く。以下この項において同じ。）が欠け 

 たとき又は課長補佐に事故があるときは、

 その代決権限事項について、主管の課長 

 が代決することができる。 

10  公所に属する係長が欠けたとき又は公

所に属する係長に事故があるときは、そ

の代決権限事項について、代決権者の直

近上位の職にある者が代決することがで

きる。 

10  公所に属する課長補佐が欠けたとき又

は公所に属する課長補佐に事故があると

きは、その代決権限事項について、代決

権者の直近上位の職にある者が代決する

ことができる。 

 

 別表第 1 人事・服務関係の表第 5 号公所の長（鶴舞中央図書館長を除く。）

の欄中「係長のある場合にあっては係長」を「課長補佐（事務長を除く。）の 

ある場合にあっては課長補佐」に改め、同号課長の欄中「係長」を「課長補佐」 

に改め、同表第 9 号中「教育次長等」を「教育次長及び監」に改め、同表第10 

号中「課長に限る」を「課長に限り、共同学校事務室が事務を共同処理する学

校の学校長にあっては共同学校事務室長の所属員を除く」に改める。 

 別表第 1 財務関係の表第24 号中「財政局契約監理監」を「財政局担当局長（ 

契約監理）」に改め、同表第31 号中「係長」を「課長補佐」に改める。 

 別表第 1 事業執行関係の表第 4 号中「総務部主幹（調査）」を「総務部担当

課長（調査）」に改める。 

 別表第 1 備考中第 4 号を第 5 号とし、第 3 号を第 4 号とし、第 2 号の次に次

の 1 号を加える。 

 3  公所の長の共通代決権限事項（財務関係の表第 1 号、第 5 号、第15 号、 

第21 号から第25 号まで、第27 号から第30 号まで、第33 号及び第34 号に限 

る。）は、共同学校事務室が事務を共同処理する学校にあっては共同学校

事務室長の代決権限事項とする。この場合において、同表第 1 号中「学校

長及び幼稚園長（以下「校長等」という。以下この欄において同じ。）」
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とあるのは「共同学校事務室長」と、同表第 5 号及び第15 号中「校長等」

とあるのは「共同学校事務室長」と読み替えるものとする。 

 別表第 1 の 2 中「係長」を「課長補佐」に改める。 

 別表第 2 総務部長の項第 2 号中「係長」を「課長補佐」に、同項第 3 号中「 

学校整備課長」を「学校施設課長」に改め、同表指導部長の項中「指導部長」

を「教育支援部長」に改め、同表指導室長の項を次のように改める。 

義務教育課

長 

1  教材の取扱いに関すること。ただし、高等学校教育課長

及び特別支援教育課長の代決権限に属するものを除く。 

 2  教科書センターの運営に関すること。ただし、高等学校

教育課長及び特別支援教育課長の代決権限に属するもの

を除く。 

 3  研究指定校及び研究集会の運営に関すること。ただし、

高等学校教育課長及び特別支援教育課長の代決権限に属

するものを除く。 

高等学校教 1  高等学校の教材の取扱いに関すること。 

育課長 2  教科書センターの運営に関すること。（高等学校に係る

ものに限る。） 

 3  研究指定校及び研究集会の運営に関すること。（高等学

校に係るものに限る。） 

特別支援教 1  特別支援学校の教材の取扱いに関すること。 

育課長 2  教科書センターの運営に関すること。（特別支援学校に

係るものに限る。） 

 3  研究指定校及び研究集会の運営に関すること。（特別支

援学校に係るものに限る。） 

 別表第 2 生涯学習部長の項第 1 号中「文化財保護室長」を「文化財保護課 

長」に改め、同表文化財保護室長の項中「文化財保護室長」を「文化財保護課

長」に改め、同項第 3 号中「別表第 3  4 の項、 7 の項及び 8 の項」を「別表

第 3  5 の項、 9 の項及び10 の項」に改める。 
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   附 則 

 この規程は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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 職員の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ 

に公布する。 

 

 

 

令和 6 年 3 月26日 

 

 

              名古屋市人事委員会委員長 鈴 木 典 行 

 

 

 

名古屋市人事委員会規則第 6 号 

 

職員の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の一部を改正する 

規則 

 

 職員の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則（ 昭和26 年名古屋市人事委員 

会規則第11 号） の一部を次のように改正する。 

第 8 条に次の 1 項を加える。 

3  条例第14条第 3 号に規定する特別休暇は時間単位で受けることができるも

のとし、時間単位で受ける場合にあっては、 1 日をもって当該職員の 1 日あ

たりの正規の勤務時間（ 1 時間に満たない端数があるときは、 1 時間に切り 

上げる。）とする。この場合における特別休暇を受けることができる期間は、

1 回につき最初に勤務を免除される時から起算して48時間以内とする。 
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附 則 

この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

945



 

編入市町村職員の採用に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

 

 

 

  令和 6 年 3 月27 日 

 

              

 

名古屋市人事委員会委員長 鈴 木 典 行  

 

 

 

名古屋市人事委員会規則第 7 号 

 

編入市町村職員の採用に関する規則の一部を改正する規則 

 

 編入市町村職員の採用に関する規則（昭和38 年名古屋市人事委員会規則第 4 

号）の一部を次のように改正する。 

 第 5 条第 1 項中「係長段階」を「課長補佐段階」に、「係員」を「主任」に

、「係長試験」を「昇任選考」に改める。 

 第 6 条第 1 項中「係長」を「課長補佐」に改め、同条第 2 項中「係長試験」

を「昇任選考」に改める。 

 第 8 条第 1 項中「係長試験」を「昇任選考」に改める。 

 別表一般職員選考基準表中「係長以上換算在職年数」を「課長補佐以上換算

在職年数」に、係長の項中「係長」を「課長補佐」に、係長試験合格者の項中

「係長試験」を「昇任選考」に、「係長以上」を「課長補佐以上」に改め、同

表の備考第 6 項中「係員」を「主任以下」に、「係長」を「課長補佐」に改め

、「係制」の次に「その他これに類する組織体系」を加え、同表の備考第 7 項

中「係長」を「課長補佐」に改め、同項表中「係制」の次に「その他これに類 
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する組織体系」を加える。 

 

附 則 

 この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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試験企画委員等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月27 日 

 

              

 

名古屋市人事委員会委員長 鈴 木 典 行  

 

 

 

名古屋市人事委員会規則第 8 号 

 

試験企画委員等に関する規則の一部を改正する規則 

 

 試験企画委員等に関する規則（昭和28 年 9 月 8 日人事委員会規則第 7 号）の

一部を次のように改正する。 

 第 3 条第 2 項中「係長」を「課長補佐」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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一般職の任期付職員の採用等の承認に関する規則の一部を改正する規則をこ 

こに公布する。 

 

 

  令和 6 年 3 月27 日 

 

              

 

名古屋市人事委員会委員長 鈴 木 典 行  

 

 

 

名古屋市人事委員会規則第 9 号 

 

一般職の任期付職員の採用等の承認に関する規則の一部を改正する規則 

 

 一般職の任期付職員の採用等の承認に関する規則（平成15 年名古屋市人事委

員会規則第 5 号）の一部を次のように改正する。 

 様式第 1 、様式第 2 、様式第 3 及び様式第 4 中「補職名は 、」 の次に「主任

段階及び」を加える。 

 

附 則 

 この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市人事委員会事務局職員の職名及び補職名規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

              

 

名古屋市人事委員会委員長 鈴 木 典 行  

 

 

 

名古屋市人事委員会規則第10号 

 

名古屋市人事委員会事務局職員の職名及び補職名規則の一部を改 

   正する規則 

 

名古屋市人事委員会事務局職員の職名及び補職名規則（昭和34年名古屋市人

事委員会規則第 2 号）の一部を次のように改正する。 

第 3 条第 3 項中「又は係」を削り、同条第 4 項中「主査に」を「課長補佐又

は主任に」に、「主査の」を「職の」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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職員団体の登録等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

 

              

 

名古屋市人事委員会委員長 鈴 木 典 行  

 

 

 

名古屋市人事委員会規則第11号 

 

職員団体の登録等に関する規則の一部を改正する規則 

 

職員団体の登録等に関する規則（昭和41年名古屋市人事委員会規則第10号）

の一部を次のように改正する。 

様式第 1 号から様式第 7 号までの規定中「印」を削る。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

令和 6 年 3 月29日 

 

              

 

名古屋市人事委員会委員長 鈴 木 典 行  

 

 

 

名古屋市人事委員会規則第12号 

 

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 

管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年名古屋市人事委員会規則第 6 号） 

の一部を次のように改正する。 

別表第 1 議会関係の表事務局の項中「主幹 総務課庶務係長」を「担当課長

総務課課長補佐（庶務 ）」 に改める。 

別表第 2 を次のように改める。 

別表第 2  市長事務部局関係 

    機関                         職 

会計室 会計管理者 室長 次長 課長 担当課長 会計課課

長補佐（庶務） 

防災危機管理局 局長 次長 担当部長 課長 担当課長 総務課課長

補佐（庶務） 

市長室 室長 次長 課長 担当課長 秘書課課長補佐（庶務）  

秘書課課長補佐（秘書統括） 秘書課課長補佐（秘書）  
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 秘書課課長補佐（秘書事務に係る特命事項の処理） 

総務局 本庁 局長 担当局長 部長 担当部長 課長 担当課長 

総務課課長補佐（庶務） 総務課課長補佐（管理） 

行政改革推進課課長補佐（行政改革推進） 行政改革

推進課課長補佐（組織定員） 行政改革推進課課長補

佐（業務改革） 法制課課長補佐（法規） 法制課課

長補佐（訟務） 法制課課長補佐（行政不服審査） 

人事課課長補佐（調査） 人事課課長補佐（定年延長

に係る調整） 人事課課長補佐（職員情報システムの

再構築・人事事務改善） 人事課課長補佐（服務） 

人事課課長補佐（人事統括） 人事課課長補佐（人事） 

人事課課長補佐（人事制度等に係る特命事項の処理） 

人事課課長補佐（人材マネジメントの推進） 人事課

課長補佐（人材育成） 人事課主任及び主事（専ら職

員の任免、分限、懲戒若しくは服務に関する事務を担

当する者に限る。） コンプライアンス推進課課長補

佐（推進） コンプライアンス推進課課長補佐（監察） 

コンプライアンス推進課主任及び主事 給与課課長補

佐（給与） 給与課課長補佐（職員情報システムの再

構築・給与事務改善） 給与課課長補佐（労政） 給

与課主任及び主事（専ら職員の給与その他の勤務条件

を担当する者に限る。） 安全衛生課課長補佐（安全

衛生） 

市政資料

館 

副館長 

東京事務

所 

所長 次長 担当課長 

財政局 本庁 局長 担当局長 部長 担当部長 課長 担当課長 

総務課課長補佐（庶務） 総務課課長補佐（管理） 

財政課課長補佐（財政調査） 財政課課長補佐（予算 
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  統括） 財政課課長補佐（予算） 財政課課長補佐（

予算に係る企画調整等） 財政課課長補佐（財政健全

化等） 

収納管理 

・特別徴

収事務セ

ンター 

所長 

市税事務

所 

所長 課長 担当課長 

スポー

ツ市民

局 

本庁 局長 部長 課長 担当課長 総務課課長補佐（庶

務） 区政課課長補佐（区政の管理） 区政課課長補

佐（区役所改革） 

市民活動

推進セン

ター 

所長 

なごや人

権啓発セ

ンター 

所長 

文化セン

ター 

館長 

経済局 本庁 局長 部長 担当部長 課長 担当課長 総務課課長

補佐（庶務） 

中央卸売

市場 

場長 課長 担当課長 

工業研究

所 

所長 副所長 部長 担当部長 課長 担当課長 

観光文

化交流

局 

本庁 局長 部長 担当部長 課長 担当課長 総務課課長

補佐（庶務） 

名古屋城

総合事務 

所長 課長 担当課長 名古屋城調査研究センター副 

所長 
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 所  

環境局 本庁 局長 担当局長 部長 担当部長 課長 担当課長 

職員課課長補佐（管理） 

環境科学

調査セン

ター 

所長 副所長 室長 

環境事業

所 

所長 

処分場 場長 担当課長 

工場 工場長 

健康福

祉局 

本庁 局長 担当局長 部長 担当部長 課長 担当課長 

職員課課長補佐（管理） 職員課課長補佐（労務厚

生） 

知的障害

者更生相

談所 

所長 

身体障害

者更生相

談所 

所長 

精神保健

福祉セン

ター 

所長 副所長 担当課長 

厚生院 院長 次長 課長 診療科部長 

中央看護

専門学校 

校長 課長 研修センター所長 

八事霊園 

・斎場管

理事務所 

所長 

食品衛生

検査所 

所長 
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動物愛護

センター 

所長 

食肉衛生

検査所 

所長 

衛生研究

所 

所長 副所長 課長 担当課長 部長 

子ども

青少年

局 

本庁 局長 担当局長 部長 課長 担当課長 総務課課長

補佐（管理） 

児童福祉

センター 

所長 課長 中央児童相談所長 担当課長 中央療育

センター所長 中央療育センター副所長 発達障害者

支援センター所長 くすのき学園長 

西部児童

相談所 

所長 担当課長 

東部児童

相談所 

所長 担当課長 

ひばり荘 荘長 

玉野川学

園 

園長 

あけぼの

学園 

園長 

地域療育

センター 

所長 副所長 

保育園 園長（内山、星ケ丘、東、北、上飯田、上名古屋、比

良西、荒輪井、中、白金、軍水、高蔵、正色、中島、

港、南陽第一、宝、守山、大森、東丘、鳴子、のりく

ら、牧野池、藤里、島田第一保育園及び平針原保育園

に限る。） 

住宅都

市局 

本庁 

 

局長 担当局長 部長 担当部長 課長 担当課長 

総務課課長補佐（管理） 

都市整備 所長 担当課長 
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事務所  

総合整備

事務所 

所長 

緑政土

木局 

本庁 局長 担当局長 部長 担当部長 課長 担当課長 

総務課課長補佐（管理） 

土木事務

所 

所長 副所長 

ポンプ施

設管理事

務所 

所長 

東山総合

公園 

総合公園長 次長 課長 担当課長 東山動物園長 

東山動物園副園長 東山植物園長 

区役所 区長 部長 担当部長 課長 担当課長 区会計管理 

者 総務課課長補佐（庶務） 保健福祉センター所長  

支所長 

別表第 3 教育委員会関係の表事務局の項中「監」を「学校づくり推進監」 

に、「参事」を「担当部長」に、「室長 主幹 総務部総務課人事係長 教務

部教職員課管理第一係長 教務部教職員課管理第二係長」を「担当課長 総務

課課長補佐（人事） 教職員課課長補佐（管理 ）」 に改め、同表図書館の項中

「主幹」を「担当課長」に改め、同表博物館の項中「主幹」を「担当課長」に

改め、同表科学館の項中「主幹」を「担当課長」に改め、同表小学校の項中「

教頭」を「教頭 共同学校事務室長」に改め、同表中学校の項中「教頭」を「

教頭 共同学校事務室長」に改める。 

別表第 4 選挙管理委員会関係の表事務局の項中「庶務係長」を「課長 選挙

課課長補佐（庶務 ）」 に改める。 

別表第 5 人事委員会関係の表事務局の項中「係長 主査」を「審査課課長補

佐（庶務・調査） 審査課課長補佐（審査） 任用課課長補佐（任用） 任用

課課長補佐（任用に係る企画調整） 任用課課長補佐（試験） 任用課課長補

佐（人材確保 ）」 に改める。 

別表第 6 監査委員関係の表事務局の項中「室長 主幹 監査管理課庶務係 
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長」を「担当課長 監査管理課課長補佐（庶務）」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市人事委員会が公平委員会の事務を委託された地方公共団体に係る管 

理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 6 年 3 月29日 

              

 

名古屋市人事委員会委員長 鈴 木 典 行  

 

 

 

名古屋市人事委員会規則第13号 

 

名古屋市人事委員会が公平委員会の事務を委託された地方公共団 

体に係る管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 

 名古屋市人事委員会が公平委員会の事務を委託された地方公共団体に係る管

理職員等の範囲を定める規則（昭和41年名古屋市人事委員会規則第 7 号）の一

部を次のように改正する。 

別表名古屋競輪組合の項中「参事」を「担当部長」に改める。 

 

  附 則 

この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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名古屋市上下水道局管理規程第７号 

 

名古屋市上下水道局安全衛生管理規程（平成12年名古屋市上下水道局管理規

程第38号）の一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月25日 

 

名古屋市上下水道局長  横  地  玉  和  

 

 第３条第１項中「（室を含む。以下同じ。）」を削る。 

 第６条第１項中「主幹及び係長」を「担当課長又は担当公所長及び課長補佐

又は公所長補佐」に改める。 

 第７条の２第４項中「報酬」を「給料」に改め、同条第６項を次のように改

める。 

６ 前２項の規定に基づく給料及び費用弁償（以下「給料等」という。）は、

現金で支払うものとする。ただし、産業医等から申出があったときは、給料

等の全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。 

第７条の２第７項中「産業医等の報酬」を「産業医等の給料等」に、「報酬

期間」を「対象期間」に、「報酬を支給する」を「給料等を支給する」に改め、

同条第８項前段中「報酬」を「給料等」に改め、同項後段中「報酬期間」を「 

対象期間」に、「報酬」」を「給料等」」に改める。 

第18条第３号中「営業センター副センター長又は同部営業所に属する副所長」 

を「営業所に属する副所長」に改め、同条第４号を削り、同条第５号中「名古

屋水道労働組合」を「労働組合」に、「前３号」を「前２号」に改め、同号を

同条第４号とする。 

第20条第２号及び第３号を次のように改める。 

(2) 課又は公所に属する副公所長及び担当課長又は担当公所長 

(3) 課又は公所に属する課長補佐又は公所長補佐（課又は公所の長が職務の

実態を考慮し必要と認める者に限る。） 

第21条第１項中「庶務担当係長」を「庶務担当課長補佐若しくは庶務担当公
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所長補佐」に、「庶務担当係」を「当該課公所」に改める。 

 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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名古屋市上下水道局管理規程第８号 

 

名古屋市上下水道局会計規程等の一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月25日 

 

名古屋市上下水道局長  横  地  玉  和  

 

 （名古屋市上下水道局会計規程の一部改正） 

第１条 名古屋市上下水道局会計規程（平成15年名古屋市上下水道局管理規程

第12号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「企画経理部主幹（資金・財政計画担当）」を「企画経理

部担当課長（資金・財政計画担当）」に改め、同条第３項中「企画経理部経

理課主査（水道決算担当）」を「企画経理部経理課課長補佐（水道決算担

当）」に改め、同条第６項中「営業部給排水設備課量水器係長」を「営業部

給排水設備課課長補佐（量水器総括担当）」に改める。 

第４条第１項中「（室を含む。以下同じ。）」を削り、同条第３項中「課

又は公所の庶務担当係長」を「課及び公所の庶務担当課長補佐又は庶務担当

公所長補佐」に改め、同条第４項中「庶務担当係長」を「庶務担当課長補佐

又は庶務担当公所長補佐」に改める。 

第42条中「の規定に基づき収入の収納事務の一部を委託した私人」を「に

おいて準用する地方自治法第243条の２第２項に規定する指定公金事務取扱

者（以下「指定公金事務取扱者」という。）」に改める。 

第44条及び第46条第１項中「法第33条の２の規定に基づき」を削り、「私

人」を「指定公金事務取扱者」に改める。 

 （名古屋市上下水道局契約規程の一部改正） 

第２条 名古屋市上下水道局契約規程（平成12年名古屋市上下水道局管理規程

第47号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「第21条の14第１項第２号から第９号まで」を「第21条の13第１

項第２号から第９号まで」に改める。 
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第９条の２中「第21条の14第１項第３号」を「第21条の13第１項第３号」

に改める。 

第51条第１項中「（室を含む。以下同じ。）」を削る。 

 （名古屋市上下水道局水道料金等徴収事務の委託に関する規程の一部改正） 

第３条 名古屋市上下水道局水道料金等徴収事務の委託に関する規程（平成12

年名古屋市上下水道局管理規程第53号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第33条の２及び」を「第33条の２において準用する地方自治法

（昭和22年法律第67号）第243条の２から第243条の２の５まで並びに」に、

「第26条の４」を「第26条の４第２項において準用する地方自治法施行令（ 

昭和22年政令第16号）第173条及び第173条の２第２項」に改める。 

  第７条第４項中「第26条の４」を「第26条の４第２項において読み替えて

準用する地方自治法施行令第173条の２第２項」に改める。 

  第10条第１項中「を委託」を「の委託、委託の内容の変更又は地方公営企

業法第33条の２において準用する地方自治法第243条の２の３第１項の規定

による取消しを」に改め、同条第２項を削る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の日の前日において現に地方自治法の一部を改正する法律

（令和５年法律第19号。以下「改正法」という。）附則第７条の規定による

改正前の地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第33条の２の規定により

公金の徴収又は収納に関する事務（以下「従前の公金事務」という。）を行

わせている者（改正法による改正後の地方公営企業法第33条の２において準

用する改正法による改正後の地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の

２第１項の規定による指定を受けた者を除く。）については、第１条の規定

による改正後の名古屋市上下水道局会計規程及び第３条の規定による改正後

の名古屋市上下水道局水道料金等徴収事務の委託に関する規程の規定にかか

わらず、令和８年３月31日までの間は、なお従前の例により、当該従前の公
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金事務を行わせることができる。 
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名古屋市上下水道局管理規程第９号 

 

名古屋市上下水道局次長以下代決規程（平成12年名古屋市上下水道局管理規

程第７号）の一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月27日 

 

名古屋市上下水道局長  横  地  玉  和  

 

 第１条中「、部長」の次に「、担当部長」を加え、「（室長を含む。以下同

じ。）」を削り、「及び係長」を「、担当課長、担当公所長、課長補佐及び公

所長補佐」に改める。 

 第３条第１項中「及び課（室を含む。以下同じ。）」を「、担当部長、課」

に改め、「という。）」の次に「並びに担当課長及び担当公所長（以下「担当

課長」という。）」を加え、同条第２項中「係長」を「課長補佐及び公所長補

佐（以下「課長補佐」という。）」に改める。 

 第４条第２項中「及び」を「、担当部長、」に改め、「課公所長」の次に「 

及び担当課長」を加える。 

 第５条第１項中「主管の部長」の次に「又は担当部長」を加え、同条第２項

中「部長が」を「部長若しくは担当部長が」に、「部長に」を「部長若しくは

担当部長に」に、「部長の」を「部長又は担当部長の」に、「又は公所長」を

「、公所長又は担当課長」に改め、同条第３項中「若しくは公所長」を「、公

所長若しくは担当課長」に、「又は公所長」を「、公所長又は担当課長」に改

め、「部長」の次に「又は担当部長」を加え、同条第６項中「係長」を「課長

補佐」に、「又は公所長」を「、公所長又は担当課長」に改める。 

 別表第１人事・服務関係の表課公所長の欄第１号中「係長又は主査」を「課

長補佐」に、「副係長」を「副課長補佐」に改め、同表本部長の欄第１号の２

中「参事」を「担当部長」に改め、同表部長の欄第１号の２中「主幹」を「担

当課長」に改め、同表本部長の欄及び部長の欄第２号中「人材育成推進室」を

「人材育成推進課」に、「情報企画推進課」を「情報システム課」に改め、同 
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表課公所長の欄第２号中「人材育成推進室が所管」を「人材育成推進課が所管」 

に、「総務部人材育成推進室長（以下「人材育成推進室長」という。）」を「 

総務部人材育成推進課長（以下「人材育成推進課長」という。）」に、「情報

企画推進課が所管」を「情報システム課が所管」に、「企画経理部情報企画推

進課長（以下「情報企画推進課長」という。）」を「企画経理部情報システム

課長（以下「情報システム課長」という。）」に改め、同表部長の欄第３号中

「主幹」を「担当課長」に改め、同表課公所長の欄第３号中「所属の係長及び

主査」を「所属の課長補佐」に、「主幹、係長及び主査」を「担当課長及び課

長補佐」に改める。 

 別表第１財務関係の表課公所長の欄第４号中「情報企画推進課長」を「情報

システム課長」に改め、同表部長の欄第６号の３中「主管部長」の次に「又は 

主管担当部長」を加え、同表本部長の欄及び部長の欄第８号の２中「総務部長」 

を「担当部長（契約監理・内部統制担当）」に改め、同表次長の欄第８号の２

の２中「総務部長及び参事（契約監理・内部統制担当）」を「担当部長（契約

監理・内部統制担当）」に改め、同表部長の欄第８号の２の２中「主管部長」

の次に「又は主管担当部長」を加え、「総務部長及び参事（契約監理・内部統

制担当）」を「担当部長（契約監理・内部統制担当）」に改める。 

 別表第１事業執行関係の表中 

「                 「 

部長 課公所長 を 
部長又は担当

部長 

課公所長又は

担当課長 

                」                 」

に改め、同表部長の欄第７号中「部長」の次に「又は担当部長」を加え、同表

課公所長の欄第７号中「課公所長」の次に「又は担当課長」を加える。 

      「         「 

別表第２中 係長 を 課長補佐 に改め、同表係長の欄 

              」         」 

第２号中「又は公所長」を「、公所長又は担当課長」に改める。 

 別表第４人事・服務関係の表主管部長の欄第１号中「係長又は主査」を「課

長補佐」に改め、同表主管部長の欄第３号中「副係長」を「副課長補佐」に改
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め、同表主管部長の欄第４号中「参事」を「担当部長」に改める。 

            「          「 

別表第４財務関係の表中 主管部長 を 
主管部長又は 

主管担当部長 
に改 

                     」          」 

め、同表主管課公所長の欄第10号中「情報企画推進課長」を「情報システム課

長」に改め、同表主管課公所長の欄第11号中「情報企画推進課長」を「情報シ

ステム課長」に、「計画部下水道計画課長」を「下水道計画課長」に改め、同

表主管課公所長の欄第12号中「情報企画推進課長」を「情報システム課長」に

改め、同表主管課公所長の欄第13号中「別表第１事業執行関係の表課公所長」 

の次に「又は担当課長」を、「主管課公所長」の次に「又は主管担当課長」を、 

「主管部長」の次に「又は主管担当部長」を加え、同表主管部長の欄第14号中

「ただし、」の次に「担当部長（契約監理・内部統制担当）及び」を加え、同 

表主管課公所長の欄第16号中「人材育成推進室長」を「人材育成推進課長」に、 

「情報企画推進課長」を「情報システム課長」に改め、同表主管部長の欄第25

号中「総務部長」を「担当部長（契約監理・内部統制担当）」に改め、同表主

管部長の欄第27号中「主管部長」の次に「又は主管担当部長」を加え、「総務

部長」を「担当部長（契約監理・内部統制担当）」に改め、同表主管部長の欄

第28号中「総務部長」を「担当部長（契約監理・内部統制担当）」に改め、同

表主管課公所長の欄第28号中「主管部長」の次に「又は主管担当部長」を加え

る。 

              「 

別表第４事業執行関係の表中 主管部長 主管課公所長 を 

                                 」 

「 

主管部長又は 

主管担当部長 

主管課公所長又 

は主管担当課長 
に改め、同表主管部長の欄第10号 

                   」 

の３中「総務部長」を「担当部長（契約監理・内部統制担当）」に改め、同表
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主管課公所長の欄第10号の６中「人材育成推進室長」を「人材育成推進課長」

に改め、同号の次に次のように加える。 

10

の

６

の

２ 

職務発明等に係る

特許権等に関するこ

と。（経営本部長） 

  

別表第４事業執行関係の表主管部長の欄第10号の７中「企画経理部長」を「 

担当部長（広報・連携推進・国際協力担当）」に改め、同表主管部長の欄第15 

号の２及び第15号の３中「総務部長」を「担当部長（契約監理・内部統制担 

当）」に改め、同表主管課公所長の欄第19号中「料金課長」の次に「、営業部

担当課長（普及促進・汚水排出量調査担当）（以下「担当課長（普及促進・汚

水排出量調査担当）」という。）」を加え、同表主管課公所長の欄第20号及び

第21号中「料金課長」を「担当課長（普及促進・汚水排出量調査担当）」に改

め、同表主管課公所長の欄第22号及び第22号の２中「料金課長」の次に「、担

当課長（普及促進・汚水排出量調査担当）」を加え、同表主管部長の欄第22号

の３中「総務部長」を「担当部長（契約監理・内部統制担当）」に改め、同表

主管課公所長の欄第26号中「主管課公所長」の次に「又は主管担当課長」を加

え、同表主管課公所長の欄第32号中「給排水設備課長」の次に「、営業センタ

ー長、営業所長」を加え、同表主管課公所長の欄第33号中「料金課長」を「担

当課長（普及促進・汚水排出量調査担当）」に改め、同表主管課公所長の欄第

34号中「こと。（」の次に「給排水設備課長、」を加え、同表主管課公所長の

欄第41号中「主管課公所長」の次に「又は主管担当課長」を加え、同表第43号

の４を次のように改める。 

43

の

４ 

削除   

別表第４事業執行関係の表主管部長の欄第44号及び第45号中「施設部長」を

「担当部長（施設整備・管理調整担当）」に改め、同表主管課公所長の欄第47

号中「施設部浄水管理調整室長（以下「浄水管理調整室長」という。）」を「 
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施設部担当課長（工業用水担当）（以下「担当課長（工業用水担当）」とい 

う。）」に改め、同表主管課公所長の欄第49号及び第50号中「浄水管理調整室

長」を「担当課長（工業用水担当）」に改め、同表主管課公所長の欄第52号及

び第53号の２中「主管課公所長」の次に「又は主管担当課長」を加え、同表主 

管本部長の欄及び主管部長の欄第54号中「総務部長」を「担当部長（契約監理 

・内部統制担当）」に改める。 

 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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名古屋市上下水道局管理規程第10号 

 

名古屋市上下水道局分課規程を次のように定める。 

 

令和６年３月29日 

 

名古屋市上下水道局長  横  地  玉  和  

 

   名古屋市上下水道局分課規程 

 名古屋市上下水道局分課規程（平成16年名古屋市上下水道局管理規程第13号）

の全部を改正する。 

目次  

 第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 経営本部（第６条―第22条） 

第３章 技術本部（第23条―第40条） 

附則 

第１章 総則 

（分課） 

第１条 名古屋市上下水道局（以下「局」という。）に次の本部、部、課及び

公所を置く。 

経営本部 

総務部 

総務課 

防災課 

労務課 

安全衛生課 

調査課 

契約監理課 

人材育成推進課 

企画経理部 

970



経営企画課 

連携推進課 

経理課 

広報サービス課 

資産活用課 

情報システム課 

営業部 

営業課 

料金課 

給排水設備課 

営業センター 

営業所 

技術本部 

計画部 

下水道計画課 

水道計画課 

技術管理課 

建設部 

工務課 

施設課 

建設工事事務所 

管路部 

配水課 

保全課 

管路工事調整課 

配水設計課 

下水設計課 

管路センター 

施設部 

施設管理課 
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浄水管理課 

水質管理課 

施設整備課 

浄水場 

水処理事務所 

（役職） 

第２条 局に次長、本部に本部長、部に部長、課に課長及び課長補佐、公所に

公所長及び公所長補佐を置く。 

２ 公所に副公所長を置くことができる。 

３ 本部に担当部長、部に担当課長又は公所に担当公所長を置くことができる。 

４ 特に必要があるときは、局に局付担当局長、局付担当部長、局付担当課長

又は局付課長補佐を置くことができる。 

５ 前２項の規定に定めるもののほか、施設開設準備その他の臨時的事務を分

担させるため、担当課長、担当公所長、課長補佐又は公所長補佐を置くこと

ができる。 

６ 第１項に定める課長補佐及び公所長補佐（以下「課長補佐等」という。）

を置く組織及び課長補佐等の数は、別に定める。     

７ 第２項に定める副公所長並びに第３項に定める担当部長、担当課長及び担

当公所長（以下「担当部長等」という。）を置く組織、その分担事項及び担

当部長等の数は、別に定める。 

（職務） 

第３条 次長は、局内重要事項について上下水道局長（以下「局長」という。） 

の命を受けて職員を指揮監督する。 

２ 本部長、部長、課長、公所長及び課長補佐等は、各々上司の命を受けて所

管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 

３ 副公所長は、公所長を補佐し、上司の命を受けて所属職員を指揮監督する。 

第４条 担当部長、担当課長及び担当公所長は、上司の命を受けて別に定める

分担事項を処理する。 

２ 第２条第４項の職員は、特に命ぜられた事務を処理する。 

（代理） 
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第５条 局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、次長がその職務を

代理する。 

２ 前項の場合において、次長に事故があるとき、又は次長が欠けたときは、

経営本部長が局長の職務を代理する。 

３ 前項の場合において、経営本部長に事故があるとき、又は経営本部長が欠

けたときは、技術本部長が局長の職務を代理する。 

４ 前項の場合において、技術本部長に事故があるとき、又は技術本部長が欠

けたときは、総務部長が局長の職務を代理する。 

第２章 経営本部 

（経営本部総務部総務課） 

第６条 経営本部総務部総務課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 部庶務事務に関すること。 

(2) 市議会に関すること。 

(3) 儀式及び交際に関すること。 

(4) 関係団体に関すること。 

(5) 職員寮に関すること。 

(6) 局内の人事に関すること。 

(7) 職員の選考及び考課に関すること。 

(8) 他本部、本部内他部課公所及び部内他課公所の主管に属しないこと。   

（経営本部総務部防災課） 

第７条 経営本部総務部防災課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 防災及び危機管理業務の企画調整に関すること。 

(2) 防災及び危機管理についての連絡調整等に関すること。 

(3) 災害時における相互応援体制についての調査研究に関すること。 

（経営本部総務部労務課） 

第８条 経営本部総務部労務課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 給与及び職員の児童手当の支払に関すること。 

(2) 職員の共済組合に関すること。 

(3) 健康保険、雇用保険及び厚生年金保険に関すること。 

(4) 職員の労働条件及び団体交渉に関すること。 
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(5) 労働協約及び苦情処理に関すること。 

(6) 労働事情の調査及び統計に関すること。 

(7) 旅費に関すること。ただし、予算執行に係るものを除く。 

（経営本部総務部安全衛生課） 

第９条 経営本部総務部安全衛生課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 局の安全管理及び衛生管理に関すること。 

(2) 車両の安全運転管理に関すること。 

(3) 安全衛生教育に関すること。 

(4) 職員の公務災害補償に関すること。 

(5) 職員の職務遂行上の交通事故の処理に関すること。 

(6) 職員の福利厚生及び互助会に関すること。 

(7) 局の厚生事業に関すること。 

（経営本部総務部調査課） 

第10条 経営本部総務部調査課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 文書に関すること。 

(2) 公印に関すること。 

(3) 監査（工事監査を除く。）に関すること。 

(4) 内部統制に関すること。 

(5) 諸規程の制定及び改廃に関すること。 

(6) 法令に関すること。 

(7) 訴訟、調停等に関すること。 

（経営本部総務部契約監理課） 

第11条 経営本部総務部契約監理課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 工事及び製造の請負契約に関すること。 

(2) 委託契約に関すること。ただし、局長が別に定めるものについては、課

又は公所において分掌する。 

(3) 物品の調達及び賃貸借の契約に関すること。ただし、局長が別に定める

ものについては、課又は公所において分掌する。 

(4) 不用品の売却契約に関すること。 

(5) 入札の参加資格の技術的な審査及び技術資料の審査に関すること。 
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（経営本部総務部人材育成推進課） 

第12条 経営本部総務部人材育成推進課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 職員としての資質及び能力の向上に係る施策の総合的な企画及び推進に

関すること。 

(2) 研修計画の策定及び研修実施上の総括に関すること。 

(3) 研修（他課公所が自ら実施するものを除く。）の実施に関すること。 

(4) 水道事業、工業用水道事業及び下水道事業（以下「局事業」をいう。）

に係る知識及び技術の共有環境の整備に関すること。 

(5) 局事業に係る新技術の採用に伴う知識及び技術の習得に関すること。 

(6) 外部からの研修員の受入れ（第14条第５号に規定するものを除く。）に

関すること。 

（経営本部企画経理部経営企画課） 

第13条 経営本部企画経理部経営企画課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 部庶務事務に関すること。 

(2) 局内重要事項の総合調整及び複数の局室区にわたる重要事項の連絡調整

に関すること。 

(3) 事業経営に関する事項の企画及び調査に関すること。 

(4) アセットマネジメントの総合調整に関すること。 

(5) 経営改革の推進に関すること。 

(6) 事務改善に関すること。 

(7) 組織及び職員の定数に関すること。 

(8) 名古屋上下水道総合サービス株式会社に関すること。 

(9) ＤＸの推進に関すること。 

(10) ＧＸの推進に関すること。 

(11) 部内他課公所の主管に属しないこと。 

（経営本部企画経理部連携推進課） 

第14条 経営本部企画経理部連携推進課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 官民連携に関すること。 

(2) 広域化の推進に関すること。 

(3) 地域との連携推進に関する事項の企画調整に関すること。 
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(4) 流域連携事業の企画調整に関すること。 

(5) 国際協力業務の企画調整に関すること。 

(6) 局事業に関連する高度技術に関すること。 

(7) 局事業に係る技術的な支援に関すること。 

（経営本部企画経理部経理課） 

第15条 経営本部企画経理部経理課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 予算及び決算に関すること。 

(2) 財政計画及び資金計画に関すること。 

(3) 計理状況の報告に関すること。 

(4) 企業債に関すること。 

(5) 補助金の請求及び受入れに関すること。 

(6) 基金に関すること。 

(7) 金銭の出納に関すること。 

(8) 資金運用及び一時借入金に関すること。 

(9) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。 

(10) 有価証券の取得、処分及び保管に関すること。 

(11) 債権管理の総括に関すること。 

(12) 財務会計システムの運用及び開発に関すること。 

（経営本部企画経理部広報サービス課） 

第16条 経営本部企画経理部広報サービス課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) お客さまサービス向上施策の総括に関すること。 

(2) 広聴の総括に関すること。 

(3) 広報の総括に関すること。 

(4) 報道機関等との連絡調整による広報に関すること。 

(5) 図書刊行物、催事その他による広報に関すること。 

（経営本部企画経理部資産活用課） 

第17条 経営本部企画経理部資産活用課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 固定資産及び物品の総括に関すること。 

(2) 事務用固定資産及び工事用固定資産の取得及び処分に関すること。 

(3) 固定資産台帳に関すること。 
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(4) 車両、被服及び電話設備（賃借に関することに限る。）に関すること。 

(5) 不動産等（土地及び建物並びにこれらに固着するものをいう。）の有効

活用、取得、管理、処分及び貸借に関すること。 

(6) 附帯事業に関すること。 

（経営本部企画経理部情報システム課） 

第18条  経営本部企画経理部情報システム課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 情報ネットワーク（専用ネットワークを除く。）及びサーバ統合環境等

の情報基盤に係る企画、管理及び運用に関すること。 

(2) 所管する情報システム及び電子計算機の管理及び運用に関すること。 

(3) データセンターの保守及び運用の管理に関すること。 

(4) 電話設備に関すること（賃借に関することを除く。）。 

(5) 情報化施策の企画、推進及び総合調整に関すること。 

(6) 情報システムに係る業務の調整並びに情報システムの開発及び導入時等

における各種審査に関すること。 

(7) 電子情報の保護対策の企画調整及びこれに付随する監査等に関すること。 

(8) 技術情報システムに係る業務の企画調整に関すること。 

(9) 設計積算システム、施設総合管理システム及び単価契約システムに関す

ること。   

(10) 配水管等施設の図面等及び下水道台帳の調製及び管理に関すること。 

(11) 上下水道マッピングシステム及びなごや上下水道埋管まっぷに関する

こと。 

（経営本部営業部営業課） 

第19条 経営本部営業部営業課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 部庶務事務に関すること。 

(2) 工事関係事務に関すること。  

(3) 給水装置関係書類及び排水設備関係書類（局長が別に定めるものに限 

る。）の受付及び処理に関すること。  

(4) 指定給水装置工事事業者、指定排水設備工事店等に関すること。ただし、

第21条第５号に規定するものを除く。  

(5) 愛知県下水道協会試験等運営委員会の運営等に関すること。 
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(6) 給水管、給水用具及び量水器の調達に関すること。 

(7) 営業事務の企画、立案及び総合調整に関すること。 

(8) 受付センターに関すること。 

(9) 営業システムの管理等に関すること。 

(10) 部内他課公所の主管に属しないこと。 

（経営本部営業部料金課） 

第20条 経営本部営業部料金課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 水道料金及び下水道使用料（以下「水道料金等」という。）の調定及び

収計に関すること。 

(2) 営業システムの事務処理に関すること。 

(3) 集合住宅等に係る業務の総括に関すること。 

(4) 水道使用水量の検針業務及び水道料金等の未納管理業務等の総括に関す

ること。 

(5) 水道料金等、手数料、弁償金等の債権の管理及び放棄に関すること。 

(6) 破産その他の倒産手続に係る水道料金等の債権の届出等に関すること。 

(7) 下水道の利用促進の企画及び実施の総合調整に関すること。 

(8) 汚水排出量の認定並びに下水道の使用者の調査及び確認に関すること。 

(9) 水洗便所の普及及び下水道の利用促進に係る補助金の交付手続及び工事

資金の貸付けに関すること。  

（経営本部営業部給排水設備課） 

第21条 経営本部営業部給排水設備課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 給水装置及び給水用具等並びに排水設備の企画、調査及び施策の立案に

関すること。 

(2) 直接工事費及び関連工事費の徴収基準並びに関連工事費の積算に関する

こと。 

(3) 上下水道取付管の技術基準に関すること。 

(4) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第32条第１項及び第２項に規定す

る開発行為についての協議及び同意に関すること。 

(5) 指定給水装置工事事業者、指定排水設備工事店等に係る技術的事項の指

導等に関すること。 
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(6) 貯水槽水道等の管理の指導に関すること。 

(7) 給水装置工事及び排水設備工事（経営本部営業部営業課で受け付けた書

類に係るものに限る。）の設計審査並びに排水設備工事の検査に関するこ

と。 

(8) 下水道取付管工事（局長が別に定めるものに限る。）の設計に関するこ

と。 

(9) 給水装置工事に伴う配水管受託工事の設計に関すること。 

(10) 分水契約、受水契約及び未給水区域に関すること。 

(11) 下水道の供用開始等の公示に関すること。 

(12) 量水器に係る企画及び管理に関すること。 

(13) 量水器の取替えに関すること。ただし、次条第２項第10号に規定する

ものを除く。 

(14) 局事業に係る器具の制作、改良及び修理に関すること。 

（経営本部営業部営業センター及び同部営業所） 

第22条 経営本部営業部営業センター及び同部営業所の名称及び所管区域は、

別表第１のとおりとする。 

２ 経営本部営業部営業センター及び同部営業所の分掌事務は、次のとおりと

する。 

(1) 水道料金等、手数料、弁償金等の調定及び収納に関すること。 

(2) 水道料金等の減免に関すること。 

(3) 水道使用水量の計量及び認定並びに下水道に排除された汚水の計測及び

認定に関すること。 

(4) 水道の不正使用の取締りに関すること。 

(5) 給水の停止に関すること。 

(6) 給水装置関係書類及び排水設備関係書類の受付及び処理に関すること。

ただし、第19条第３号に規定するものを除く。 

(7) 給水装置工事及び排水設備工事（前号の規定により受け付けた書類に係

るものに限る。）の設計審査並びに給水装置工事の施行及び検査に関する

こと。 

(8) 下水道取付管工事の設計（前条第８号に規定するものを除く。）及び施
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行に関すること。 

(9) 給水装置工事の施行に伴う断水及び給水制限に関すること。 

(10) 給水装置及び排水設備の維持管理並びに量水器の取替えに係る事務及

び作業（局長が別に定めるものに限る。）に関すること。 

(11) 給水装置の修繕に関すること。ただし、道路取付管（給水装置のうち

道路の敷地に存する部分をいう。以下同じ。）の修繕に係ることを除く。 

(12) 防災業務の実施及び災害時の応急給水業務等の統括に関すること。   

第３章 技術本部 

（技術本部計画部下水道計画課） 

第23条 技術本部計画部下水道計画課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 部庶務事務に関すること。 

(2) 工事関係事務に関すること。 

(3) 国庫補助事業等（水道事業及び下水道事業に係るものに限る。）の申請

及び報告に関すること。 

(4) 下水道事業の計画に関する調査及び研究に関すること。 

(5) 下水道事業の基本計画その他の関連計画に関すること。 

(6) 下水道事業の事業計画に関すること。 

(7) 下水道事業の実施計画に関すること。 

(8) 下水道事業の実施に係る関係機関、他部、部内他課等との調整に関する

こと。 

(9) 名古屋市雨水流出抑制推進会議に関すること。 

(10) 特定都市河川浸水被害対策法（平成15年法律第77号）に係る雨水浸透

阻害行為の技術的な調整に関すること。 

(11) 雨水流出抑制施設の助成制度に関すること。 

(12) 本部内他部課公所及び部内他課公所の主管に属しないこと。 

（技術本部計画部水道計画課） 

第24条 技術本部計画部水道計画課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 水道事業等（水道事業及び工業用水道事業をいう。以下同じ。）の長期

計画の策定及び事業調整に関すること。 

(2) 水道事業等の計画に関する調査及び研究に関すること。 
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(3) 水道施設の整備計画に関すること。 

(4) 水道事業の実施計画に関すること。 

(5) 水道事業の実施に係る関係機関、他部、部内他課等との調整に関するこ

と。 

(6) 水道事業等の水源の調査及び研究並びに水源開発施設に関すること。 

(7) 水道事業等の利水調整及び水源地域調整に関すること。 

(8) 水道技術管理者の職務に係る局内調整に関すること。 

（技術本部計画部技術管理課） 

第25条 技術本部計画部技術管理課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 局事業に係る工事（以下「上下水道工事」という。）の設計積算及び施

行に係る基準に関すること。    

(2) 上下水道工事（局長が別に定めるものに限る。）の検査、成績評定及び

監理指導に関すること。 

(3) 上下水道工事の監査に関すること。 

(4) 上下水道工事に用いる資機材に係る企画調整、検査及び改良に関するこ

と。 

(5) 上下水道工事に係る設計の技術審査に関すること。 

(6) 上下水道工事の設計及び工事監理に係る技術向上の施策の企画調整に関

すること。 

（技術本部建設部工務課） 

第26条 技術本部建設部工務課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 部庶務事務に関すること。 

(2) 工事関係事務に関すること。 

(3) 水道基幹施設等の新設、増設及び改造工事の設計に関すること。 

(4) 下水道事業に係る管渠
きょ

及び附属施設等（以下「下水管等」という。）の

拡張工事及び改良工事（大規模工事に係るものに限る。）の設計及び検査

に関すること。ただし、前条第２号に規定するものを除く。 

(5) 下水道事業に係る水処理センター、ポンプ所及び汚泥処理場（以下「水

処理センター等」という。）の土木構造物等の新設、増設及び改造工事の

設計及び検査に関すること。ただし、前条第２号に規定するものを除く。 
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(6) 部内他課公所の主管に属しないこと。 

（技術本部建設部施設課） 

第27条 技術本部建設部施設課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 水道事業及び下水道事業用建築物の新築、増築及び改築工事の調査、設

計、施行及び検査に関すること。ただし、第25条第２号に規定するものを

除く。 

(2) 電気設備及び機械設備（研修用設備に係るものを除く。以下同じ。）の

新設、増設及び改造工事（設備系改良、補修及び修繕工事（以下「設備系

改良等工事」という。）を除く。）の調査、設計及び検査に関すること。

ただし、第25条第２号に規定するものを除く。 

(3) 電気設備及び機械設備の新設、増設及び改造工事（浄水施設における浄

水機能、配水施設における配水機能、処理施設における下水若しくは汚泥

の処理機能又はポンプ施設における排水機能の全面的な停止（以下「機能

の全面停止」という。）を伴うものに限る。）の施行に関すること。 

（技術本部建設部建設工事事務所） 

第28条 技術本部建設部建設工事事務所の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 工事関係事務に関すること。 

(2) 工事に起因する補償に関すること。 

(3) 福江ビルの建物管理に関すること。 

(4) 水道基幹施設等の新設、増設及び改造工事の施行に関すること。ただし、

第34条第２項第８号に規定するものを除く。 

(5) 下水道の拡張工事及び改良工事の施行に関すること。ただし、下水管等

の拡張工事及び改良工事にあっては、大規模工事に係るものに限る。 

（技術本部管路部配水課） 

第29条 技術本部管路部配水課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 部庶務事務に関すること。 

(2) 工事関係事務に関すること。 

(3) 工事費の精算に関すること。 

(4) 配水管及び道路取付管（以下「配水管等」という。）の調査、研究及び

計画に関すること。 
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(5) 配水ブロックの整備に関すること。 

(6) 配水管等の地震対策及びストックマネジメントに関すること。 

(7) 配水管等の管理の総括に関すること。 

(8) 配水管等の維持工事及び維持作業の実施計画の策定及び設計に関するこ

と。    

(9) 管路センター（下水部門を除く。）の体制及び管路業務の効率化に係る

企画調整に関すること。 

(10) 名古屋市上下水道局配水管施工士に関すること。 

(11) 部内他課公所の主管に属しないこと。 

（技術本部管路部保全課） 

第30条 技術本部管路部保全課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 下水管及び下水道取付管の管理の総括に関すること。 

(2) 下水管及び下水道取付管の調査及び改築の実施計画（ストックマネジメ

ントに係るものを含む。）に関すること。 

(3) 下水管及び下水道取付管の維持工事及び維持作業の実施計画の策定に関

すること。 

(4) 下水管及び下水道取付管の維持工事（局長が別に定めるものを除く。）

に係る設計及び検査に関すること。ただし、第25条第２号に規定するもの

を除く。 

(5) 管路センター（下水部門に限る。）の体制及び管路業務の効率化に係る

企画調整に関すること。 

（技術本部管路部管路工事調整課） 

第31条 技術本部管路部管路工事調整課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 管路工事の施工管理に係る総合調整に関すること。 

(2) 管路工事が起因となった事故対応の総括及び調整に関すること。 

(3) 管路工事の事故防止及び施工管理の改善に係る他部及び部内他課公所と

の連絡調整に関すること。 

(4) 管路工事の施工管理に係る研修及び事故防止に係る講習会に関すること。 

(5) 水道工事及び下水道工事の道路占用調整に関すること。 

(6) 水道工事及び下水道工事の道路占用に関連する事項の連絡調整に関する
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こと。 

(7) 建設発生土の有効利用に関する関係部局との協議及びそれに伴う局内調

整に関すること。 

(8) リニア関連工事に関する局内及び関係部局との調整に関すること。 

（技術本部管路部配水設計課） 

第32条 技術本部管路部配水設計課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 配水管等の新設、改良、維持及び復旧工事の設計に関すること。 

(2) 送水管布設工事の設計（水道建設工事に係るものを除く。）に関するこ

と。 

(3) 設計業務の効率化推進における企画調整に関すること。 

(4) 管路センター（下水部門を除く。）の施工管理に係る企画調整に関する

こと。 

(5) 配水管受託工事の設計に関すること。ただし、第21条第９号に規定する

ものを除く。 

(6) 単価契約方式によって契約が締結される配水管移設等工事及び道路掘削

跡復旧工事の設計に関すること。 

（技術本部管路部下水設計課） 

第33条 技術本部管路部下水設計課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 下水管及び下水道取付管の拡張工事及び改良工事（大規模工事に係るも

のを除く。）、維持工事（局長が別に定めるものに限る。）並びに受託工

事等の設計に関すること。 

(2) 下水道取付管工事（局長が別に定めるものに限る。）の設計に関するこ

と。 

(3) 下水管の工事及び下水道取付管工事（局長が別に定めるものに限る。） 

の検査に関すること。ただし、第25条第２号に規定するものを除く。 

（技術本部管路部管路センター） 

第34条 技術本部管路部管路センターの名称及び所管区域は、別表第２のとお

りとする。 

２ 技術本部管路部管路センターの分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 工事関係事務に関すること。 

984



(2) 工事費の精算に関すること。 

(3) 配水管（小口径の配水管並びに工業用水道事業に係る配水管及び連絡管

を含む。以下この項において同じ。）及び附属設備の新設、維持管理、改

良及び復旧工事に関すること。 

(4) 道路取付管の維持管理に関すること。 

(5) 配水管の水圧調整に関すること。 

(6) 漏水防止工事の施行に関すること。 

(7) 断水及び給水制限に関すること。ただし、第22条第２項第９号に規定す

るものを除く。 

(8) 水道建設工事のうち、給水区域（名古屋市水道事業等の設置等に関する

条例（昭和41年名古屋市条例第58号）第３条第２項第１号に定める本市の

市域内及び必要と認める周辺地域をいう。以下同じ。）における送水管の

布設工事の施行に関すること。 

(9) 下水管及び下水道取付管の維持工事、維持作業及び承認工事の施行に関

すること。 

(10) 下水管及び下水道取付管の拡張工事及び改良工事（大規模工事に係る

ものを除く。）の施行に関すること。 

(11) 下水道取付管工事の施行（局長が別に定めるものに限る。）に関する

こと。 

(12) 下水道取付管工事に係る直接工事費の徴収（局長が別に定めるものに

限る。）に関すること。 

（技術本部施設部施設管理課） 

第35条 技術本部施設部施設管理課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 部庶務事務に関すること。 

(2) 工事関係事務に関すること。 

(3) 工業用水の供給契約に関すること。 

(4) 工業用水道使用水量の計量及び認定並びに料金等の調定及び収計に関す

ること。 

(5) 補助事業（工業用水道事業に係るものに限る。）の申請、報告及び精算

に関すること。 
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(6) 水処理センター等の管理の総括及び連絡調整に関すること。 

(7) 水処理センター等の水質管理に係る総合的な企画調整及び下水道事業に

おける水質に係る関係機関との連絡調整に関すること。 

(8) 水処理センター等の環境対策に関すること。 

(9) 汚泥輸送管の維持管理に関すること。 

(10) 下水汚泥等の処分に関すること。 

(11) 鳴海改良土センターの運営（局長が別に定めるものを除く。）及び宝

神リサイクルセンターの運営に関すること。 

(12) 部内他課公所の主管に属しないこと。 

（技術本部施設部浄水管理課） 

第36条 技術本部施設部浄水管理課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 浄水場の管理の総括及び連絡調整に関すること。 

(2) 浄水場の水質管理に係る総合的な企画調整及び水道事業等における水質

に係る関係機関との連絡調整に関すること。 

(3) 浄水場の環境対策に関すること。 

(4) 浄水の技術的調査に関すること。 

(5) 取水及び浄水に係る統計資料の作成に関すること。 

(6) 浄水汚泥等の処分に関すること。 

(7) 工業用水道の調査及び企画に関すること。 

(8) 工業用水道の拡張、改造及び復旧工事の実施に関する技術上の調整に関

すること。 

（技術本部施設部水質管理課） 

第37条 技術本部施設部水質管理課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 局事業における水質管理及び水質試験に関すること。 

(2) 局事業における水質管理に係る総合的な企画及び連絡調整の総括に関す

ること。 

(3) 局事業における水質情報の管理に関すること。 

(4) 局事業における水質試験の精度の管理に関すること。 

(5) 工場排水その他の悪質下水の排除の規制及び当該規制に関する届出の受

理に関すること。 
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(6) 特定施設及び除害施設の設置等の指導監督に関すること。 

(7) 汚水の濃度の算定及びこれに伴う使用料の増徴額の算出に関すること。 

(8) 局事業における水質の向上及び下水汚泥の処理の改善に関する調査、研

究及び技術的指導に関すること。 

（技術本部施設部施設整備課） 

第38条 技術本部施設部施設整備課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 浄水場及び水処理センター等の施設等（施設又は設備をいう。以下同 

じ。）の整備の総括に関すること（当該施設等の改良補修計画の策定を含

む。）。 

(2) 浄水場及び水処理センター等の施設等の改造工事（設備系改良等工事（

小規模な設備系改良等工事を除く。）に限る。）及び維持工事（小規模な

維持工事を除く。）の検査に関すること。ただし、第25条第２号に規定す

るものを除く。 

(3) 浄水場及び水処理センター等の施設等の改造工事（施設系改良等工事に

限る。）の調査、設計及び施行に関すること。 

(4) 浄水場及び水処理センター等における土木構造物及び建築物の保全（ス

トックマネジメントに係るものを含む。）の総括に関すること。 

(5) 汚泥輸送管の改良等工事の設計及び検査に関すること。ただし、第25条

第２号に規定するものを除く。 

(6) 浄水場及び水処理センター等の新設、増設、改造及び維持工事の施工管

理に係る手引き、研修等に関すること。 

(7) 浄水場及び水処理センター等の建築物の改造工事（設備系改良等工事に

限る。）並びに電気設備及び機械設備の改造工事（設備系改良等工事（小

規模な設備系改良等工事を除く。）に限る。）の調査、設計及び施行に関

すること。 

(8) 浄水場及び水処理センター等における電気設備及び機械設備の保全（ス

トックマネジメントに係るものを含む。）の総括及び支援に関すること。 

(9) 伝馬町水処理センター、熱田水処理センター及び熱田ポンプ所（以下「

伝馬町水処理センター等」という。）の下水の排除及び処理並びに下水汚

泥等の処理に関すること。 
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(10) 伝馬町水処理センター等の施設等の改造工事（小規模な設備系改良等

工事に限る。第12号において同じ。）及び維持工事の設計に関すること。 

(11) 伝馬町水処理センター等の施設等の新設、増設及び改造工事（設備系

改良等工事並びに機能の全面停止を伴わない電気設備及び機械設備の新設、

増設及び改造工事に限る。）並びに維持工事の施行に関すること。 

(12) 伝馬町水処理センター等の施設等の改造工事及び維持工事（小規模な

維持工事に限る。）の検査に関すること。 

（技術本部施設部浄水場） 

第39条 技術本部施設部浄水場の名称及び所管は、別表第３のとおりとする。 

２ 技術本部施設部浄水場の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 工事関係事務に関すること。 

(2) 原水、浄水等の水質試験及び浄水の処理に関すること。 

(3) 所管（別表第３に定める所管をいう。以下この項において同じ。）の浄

水場の施設等（別に定める施設に限る。以下この項において同じ。）の取

水、導水、浄水、送水及び配水作業に関すること。 

(4) 所管の浄水場の施設等の改造工事（小規模な設備系改良等工事に限る。

第６号において同じ。）及び維持工事の設計に関すること。 

(5) 所管の浄水場の施設等の新設、増設及び改造工事（設備系改良等工事並

びに機能の全面停止を伴わない電気設備及び機械設備の新設、増設及び改

造工事に限る。）並びに維持工事の施行に関すること。 

(6) 所管の浄水場の施設等の改造工事及び維持工事（小規模な維持工事に限

る。）の検査に関すること。 

(7) 配水ブロック情報管理システムの維持管理等に関すること（鍋屋上野浄

水場に限る。）。 

（技術本部施設部水処理事務所） 

第40条 技術本部施設部水処理事務所の名称及び所管は、別表第４のとおりと

する。 

２ 技術本部施設部水処理事務所の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 工事関係事務に関すること。 

(2) 下水の排除及び処理並びに下水汚泥等の処理に関すること。 
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(3) 所管（別表第４に定める所管をいう。以下この項において同じ。）の水

処理センター等の施設等の改造工事（小規模な設備系改良等工事に限る。

第５号において同じ。）及び維持工事の設計に関すること。 

(4) 所管の水処理センター等の施設等の新設、増設及び改造工事（設備系改

良等工事並びに機能の全面停止を伴わない電気設備及び機械設備の新設、

増設及び改造工事に限る。）並びに維持工事の施行に関すること。 

(5) 所管の水処理センター等の施設等の改造工事及び維持工事（小規模な維

持工事に限る。）の検査に関すること。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、この規程による改正前の名古屋市上下水道局分課規

程（以下「改正前分課規程」という。）に規定する次表の左欄に掲げる所属

に勤務を命ぜられている職員については、別に勤務場所決定が発せられた場

合を除き、この規程の施行の日に、同表の右欄に掲げる所属に勤務を命ぜら

れたものとする。 

経営本部総務部防災危機管理室防災

危機管理係 

経営本部総務部防災課 

経営本部総務部人材育成推進室育成

総括係 

経営本部総務部人材育成推進課 

経営本部企画経理部情報企画推進課

情報企画係 

経営本部企画経理部情報システム課 

経営本部企画経理部情報企画推進課

情報基盤係 

経営本部企画経理部情報システム課 

経営本部営業部瑞穂営業所営業係 経営本部営業部南部営業センター 

経営本部営業部瑞穂営業所工事係 経営本部営業部南部営業センター 

経営本部営業部緑営業所営業係 経営本部営業部南部営業センター 

経営本部営業部緑営業所工事係 経営本部営業部南部営業センター 
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技術本部計画部技術管理課技術シス

テム管理係 

経営本部企画経理部情報システム課 

技術本部計画部技術管理課管路情報 経営本部企画経理部情報システム課 

係  

技術本部計画部技術開発室技術開発 経営本部企画経理部連携推進課 

係 

技術本部管路部管路工事統括室管路

工事調整係 

技術本部管路部管路工事調整課 

技術本部施設部浄水管理調整室浄水

管理係 

技術本部施設部浄水管理課 

３ 令和６年３月31日現在、改正前分課規程第６条から第40条までに規定する

係に勤務を命ぜられている職員については、前項の規定の適用を受ける場合

及び別に勤務場所決定が発せられた場合を除き、令和６年３月31日現在にお

いて当該係を所管する課及び公所に勤務を命ぜられたものとする。 
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別表第１（第22条関係） 

名称 所管区域 

東部営業センター 千種区 東区 中区 守山区 名東区 

西部営業センター 熱田区 中川区 港区 南区 

南部営業センター 昭和区 瑞穂区 緑区 天白区 

北営業所 北区 西区 北名古屋市 

中村営業所 中村区 清須市 あま市 海部郡大治町 

別表第２（第34条関係） 

名称 所管区域 

東部管路センター 千種区 東区 中区 守山区 名東区 

北部管路センター 北区 西区 中村区 本市の区域外における給水区 

域 

西部管路センター 熱田区 中川区 港区 南区 

南部管路センター 昭和区 瑞穂区 緑区 天白区 

別表第３（第39条関係） 

名称 所管 

春日井浄水場 犬山取水場から鳥居松沈でん池を経て庄内川右岸及

び春日井分水点から春日井浄水場を経て庄内川右岸

に至るまでの取水施設、導水施設、浄水施設、送水

施設及び配水施設 

鍋屋上野浄水場 １ 庄内川右岸から鍋屋上野浄水場を経て東山配水

池及び庄内川右岸から猪高配水場に至るまでの導

水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設並びに

東山配水池 

２ 水道事業等に係る配水場及びポンプ所 

大治浄水場 １ 朝日取水場から大治浄水場に至るまでの取水施 

設、導水施設、浄水施設及び配水施設 

 

 

 

２ 工業用水道大治浄水場の取水施設、浄水施設及 

び配水施設 

３ 辰巳浄水場の取水施設、浄水施設及び配水施設 
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 ４ 児玉浄水場の取水施設、浄水施設及び配水施設 

別表第４（第40条関係） 

名称 所管 

北部水処理事務所 名城水処理センター 守山水処理センター 平田水 

処理センター内ポンプ所 福徳ポンプ所 三階橋ポ 

ンプ所 宮前ポンプ所 城北ポンプ所 中小田井ポ 

ンプ所 川北ポンプ所 守西ポンプ所 落合ポンプ 

所 喜惣治ポンプ所 大曽根雨水調整池 

東部水処理事務所 柴田水処理センター 鳴海水処理センター 植田水 

処理センター 西山水処理センター 柴田汚泥処理 

場 鳴尾ポンプ所 大江ポンプ所 汐田ポンプ所 

大高ポンプ所 笠寺ポンプ所 弥富ポンプ所 菅田 

ポンプ所 六条ポンプ所 野並ポンプ所 

西部水処理事務所 打出水処理センター 露橋水処理センター 堀留水 

処理センター 岩塚水処理センター 富田ポンプ所 

 福田ポンプ所 篠原ポンプ所 藤前ポンプ所 戸 

田ポンプ所 水里ポンプ所 伏屋ポンプ所 助光ポ 

ンプ所 中村ポンプ所 名駅前ポンプ所 若宮大通 

調節池内合流対策施設 

南部水処理事務所 宝神水処理センター 山崎水処理センター 千年水 

処理センター 空見スラッジリサイクルセンター  

山崎汚泥処理場 八剣ポンプ所 名港ポンプ所 港 

北ポンプ所 大手ポンプ所 当知ポンプ所 内浜ポ 

ンプ所 呼続ポンプ所 土市ポンプ所 白鳥橋ポン 

プ所 中島ポンプ所 道徳ポンプ所 高蔵ポンプ所 

 牛巻ポンプ所 小碓雨水調整池 八幡雨水調整池 

（北） 南郊雨水滞水池 高辻雨水滞水池 福江雨 

水滞水池 
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名古屋市上下水道局管理規程第11号 

 

名古屋市上下水道局課長代理設置規程等の一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月29日 

 

名古屋市上下水道局長  横  地  玉  和  

 

 （名古屋市上下水道局課長代理設置規程の一部改正） 

第１条 名古屋市上下水道局課長代理設置規程（平成12年名古屋市上下水道局

管理規程第２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条及び第３条中「係長」を「課長補佐」に改める。 

（名古屋市上下水道局工務長設置規程の一部改正） 

第２条 名古屋市上下水道局工務長設置規程（平成12年名古屋市上下水道局管

理規程第６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条を次のように改める。 

  （設置） 

 第２条 工務長を置く組織及び工務長の数は、次表のとおりとする。 

工務長を置く組織 工務長の数 

経営本部総務部人材育成推進課 ２ 

経営本部営業部給排水設備課 １ 

経営本部営業部東部営業センター ２ 

経営本部営業部西部営業センター ２ 

経営本部営業部南部営業センター ２ 

経営本部営業部北営業所 １ 

経営本部営業部中村営業所 １ 

技術本部建設部建設工事事務所 １ 

技術本部管路部東部管路センター ３ 

技術本部管路部北部管路センター ３ 

技術本部管路部西部管路センター ３ 
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技術本部管路部南部管路センター ３ 

技術本部施設部施設整備課 １ 

技術本部施設部春日井浄水場 １ 

技術本部施設部鍋屋上野浄水場 １ 

技術本部施設部大治浄水場 １ 

技術本部施設部北部水処理事務所 １ 

技術本部施設部東部水処理事務所 ２  

技術本部施設部西部水処理事務所 ２ 

技術本部施設部南部水処理事務所 ３ 

 ２ 前項の規定にかかわらず、上下水道局長が特に必要と認める場合には、 

  経営本部総務部人材育成推進課（以下「人材育成推進課」という。）の工

務長の数を増加することができる。 

第４条第７号中「育成総括係」を「人材育成推進課」に改める。 

  附則第２項中「経営本部営業部給排水設備課量水器係、経営本部営業部北

営業所工事係、技術本部施設部春日井浄水場浄水係、技術本部施設部鍋屋上

野浄水場浄水係及び技術本部施設部大治浄水場浄水係」を「経営本部営業部

給排水設備課、同部北営業所、技術本部施設部春日井浄水場、同部鍋屋上野

浄水場及び同部大治浄水場」に改める。 

（名古屋市上下水道局事務委任規程の一部改正） 

第３条 名古屋市上下水道局事務委任規程（平成12年名古屋市上下水道局管理

規程第８号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「（室を含む。以下同じ。）」を削る。 

（名古屋市上下水道局公印規程の一部改正） 

第４条 名古屋市上下水道局公印規程（平成12年名古屋市上下水道局管理規程

第９号）の一部を次のように改正する。 

  第８条の２第４項中「（室を含む。以下同じ。）」を削る。 

  別表中 
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 「 

課（室）（

公所）長印 

やま

と古

字 

方

21 

 一般

公文

書用 

課又

は公

所の

長 

 

                                 」 

を 

「 

課（公所）

長印 

やま

と古

字 

方

21 

 一般

公文

書用 

課又

は公

所の

長 

 

                                 」 

に改める。 

（名古屋市上下水道局情報あんしん条例施行規程の一部改正） 

第５条 名古屋市上下水道局情報あんしん条例施行規程（平成16年名古屋市上

下水道局管理規程第19号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第５号中「（室を含む。以下同じ。）」を削る。 

  第３条第２項中「総務部長」を「参事（契約監理・内部統制担当）」に、

「企画経理部情報企画推進課長（以下「情報企画推進課長」という。）」を

「企画経理部情報システム課長（以下「情報システム課長」という。）」に 

改め、同条第４項及び第５項中「情報企画推進課長」を「情報システム課長」 

に改める。 

 第11条第２項中「係内又は」を削る。 

 第12条第３項中「係の長」を「課長補佐」に改める。 

 第16条第１項中「当該課公所の庶務担当の係」を「当該課公所」に改める。 

名 古 屋 市 

上 下 水 道 局 

（ 何 ） 本 部 

（ 何 ） 部 

（何）課（室）（公所）長 

名 古 屋 市 

上 下 水 道 局 

（ 何 ） 本 部 

（ 何 ） 部 

（ 何 ） 課 （ 公 所 ） 長 
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 第30条中「係の長」を「課長補佐」に改める。 

 別表第１行政文書分類表第３分類の欄中「係」を「名古屋市上下水道局分

課規程の運用について（令和６年局長通達第10号）第１第４項の表に掲げる

課長補佐及び公所長補佐の分担事項」に改め、同表第４分類の欄中「係」を

「課公所」に改める。 

第６号様式中 

 「 

部長 課（公所）長 係長 

 を 
   

                         」 

 「 

   

 に改める。 
   

                         」 

 

（名古屋市上下水道局職員き章規程の一部改正） 

第６条 名古屋市上下水道局職員き章規程（平成12年名古屋市上下水道局管理

規程第19号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第３項中「（室を含む。）」を削る。 

（名古屋市上下水道局職員の職務に専念する義務の免除基準等に関する規程

の一部改正） 

第７条 名古屋市上下水道局職員の職務に専念する義務の免除基準等に関する

規程（平成12年名古屋市上下水道局管理規程第24号）の一部を次のように改

正する。 

  第７条中「（室を含む。以下同じ。）」を削る。 

（名古屋市上下水道局職員の職務発明等に関する規程の一部改正） 

第８条 名古屋市上下水道局職員の職務発明等に関する規程（平成17年名古屋

市上下水道局管理規程第24号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「（室を含む。）」を削る。 
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  第１号様式から第３号様式までの様式中「（あて先）」を「（宛先）」に

改め、備考を削る。 

  第４号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に改め、同様式備考中第２項

を削り、第１項の項番号を削る。 

  第５号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に改め、備考を削る。 

（名古屋市上下水道局職員研修規程の一部改正） 

第９条 名古屋市上下水道局職員研修規程（平成12年名古屋市上下水道局管理

規程第29号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第６号中「課室公所研修」を「課公所研修」に改め、「（室

を含む。）」を削り、同条第３項第１号及び第４項中「人材育成推進室長」

を「人材育成推進課長」に改める。 

  第３条第１項中「人材育成推進室長」を「人材育成推進課長」に改める。 

  第９条第２項中「課室公所研修」を「課公所研修」に、「人材育成推進室

長」を「人材育成推進課長」に改める。 

  第10条の見出し中「係長」を「課長補佐等」に改め、同条中「係長」を「

課長補佐及び公所長補佐」に、「所属する係」を「所属する課公所」に改め

る。 

（名古屋市上下水道局職員表彰規程の一部改正） 

第10条 名古屋市上下水道局職員表彰規程（平成12年名古屋市上下水道局管理

規程第30号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第１項中「課（室を含む。）、公所若しくは係」を「課若しくは公

所」に改める。 

（名古屋市上下水道局職員の管理職手当に関する規程の一部改正） 

第11条 名古屋市上下水道局職員の管理職手当に関する規程（平成12年名古屋

市上下水道局管理規程第33号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「局付部長」を「局付担当部長」に改め、同条第３号中「

参事」を「担当部長」に改め、同条第４号中「及び室長」を削り、同条第６

号中「主幹及び局付主幹」を「担当課長、管路センター担当センター長、水

処理事務所担当所長及び局付担当課長」に改める。 

  附則第２項中「局付部長」を「局付担当部長」に改める。 
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  附則第３項中「局付主幹」を「局付担当課長」に改める。 

（名古屋市上下水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正） 

第12条 名古屋市上下水道局職員の特殊勤務手当に関する規程（平成12年名古

屋市上下水道局管理規程第35号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項第２号中「（室を含む。）」を削る。 

（名古屋市上下水道局安全運転管理者等設置規程の一部改正） 

第13条 名古屋市上下水道局安全運転管理者等設置規程（平成12年名古屋市上

下水道局管理規程第39号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「（室を含む。以下同じ。）」を削り、同条第２項第１号

中「副公所長又は主幹（以下本項において「副公所長等」という。）」を「 

副公所長又は担当課長若しくは担当公所長（以下「副公所長等」という。）」 

に、「係長又は主査」を「課長補佐又は公所長補佐（以下「課長補佐等」と

いう。）」に改め、同項第２号中「、係長又は主査」を「又は課長補佐等」

に改め、同条第３項中「課又は公所の庶務担当係長」を「課の庶務担当課長

補佐又は公所の庶務担当公所長補佐」に、「当該局用自動車の使用本拠を勤

務地とする副公所長又は主幹」を「副公所長等」に、「当該副公所長又は当

該主幹」を「当該副公所長等」に、「庶務担当係長等」を「庶務担当課長補

佐等」に改める。 

  別表を次のように改める。 
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 別表（第３条、第４条関係） 

局用自動車の使用の本 

拠 

安全運転管理補助者を 

置く事業場 

安全運転管理補助者に 

充てる者 

経営本部総務部総務課 

 

経営本部総務部総務課 

 

課長補佐（庶務総括担 

当） 

経営本部総務部調査課 

 

経営本部総務部調査課 

 

課長補佐（事務管理総 

括担当） 

経営本部総務部人材育 

成推進課（本部） 

船附研修会館 

 

課長補佐（人材育成総 

括担当） 

技術教育センター 

 

課長補佐（土木系研修 

担当） 

山崎実習所 

 

課長補佐（設備系研修 

担当） 

経営本部企画経理部連 

携推進課 

経営本部企画経理部連 

携推進課 

課長補佐（技術開発担 

当） 

経営本部企画経理部資 

産活用課 

経営本部企画経理部資 

産活用課 

課長補佐（資産管理総 

括担当） 課長補佐（ 

活用推進総括担当） 

経営本部営業部料金課 

（中分室） 

経営本部営業部料金課 

（中分室） 

課長補佐（利用促進総 

括担当） 

経営本部営業部給排水 

設備課（本庁） 

経営本部営業部給排水 

設備課（本庁） 

課長補佐（給排水総括 

担当） 課長補佐（審 

査総括担当） 

経営本部営業部給排水 

設備課（量水器） 

経営本部営業部給排水 

設備課（量水器） 

課長補佐（量水器管理 

体制の整備担当） 

経営本部営業部東部営 

業センター 

経営本部営業部東部営 

業センター 

センター長補佐（営業 

総括担当） センター 

長補佐（給排水工事総 

括担当） センター長 

補佐（地域サービス総 
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  括担当） 

経営本部営業部西部営 

業センター 

経営本部営業部西部営 

業センター 

センター長補佐（営業 

総括担当） センター 

長補佐（給排水工事総 

括担当） センター長 

補佐（地域サービス総 

括担当） 

経営本部営業部南部営 

業センター 

経営本部営業部南部営 

業センター 

センター長補佐（営業 

総括担当） センター 

長補佐（給排水工事総 

括担当） センター長 

補佐（地域サービス総 

括担当） 

経営本部営業部北営業 

所（本部） 

経営本部営業部北営業 

所（本部） 

所長補佐（営業総括担 

当） 所長補佐（工事 

総括担当） 

経営本部営業部北営業 

所（西サービスステー 

ション） 

  

経営本部営業部中村営 

業所 

経営本部営業部中村営 

業所 

所長補佐（営業総括担 

当） 所長補佐（工事 

総括担当） 

技術本部計画部技術管 

理課 

技術本部計画部技術管 

理課 

課長補佐（土木基準総 

括担当） 課長補佐（ 

施設基準総括担当） 

技術本部建設部施設課 

 

技術本部建設部施設課 

 

課長補佐（建築総括担 

当） 課長補佐（電気 

総括担当） 課長補佐 

（機械総括担当） 

技術本部建設部建設工 技術本部建設部建設工 所長補佐（事務総括担 

1000



事事務所 事事務所 当） 所長補佐（水道 

工事総括担当） 所長 

補佐（下水北部工事総 

括担当） 所長補佐（ 

下水南部工事総括担 

当） 

 

技術本部管路部下水設 

計課 

技術本部管路部下水設 

計課 

課長補佐（拡張設計総 

括担当） 課長補佐（ 

東部設計総括担当） 

課長補佐（西部設計総 

括担当） 

技術本部管路部東部管 

路センター 

技術本部管路部東部管 

路センター 

センター長補佐（事務 

総括担当） センター 

長補佐（配水維持総括 

担当） センター長補 

佐（配水工事総括担 

当） センター長補佐 

（下水維持総括担当） 

 センター長補佐（下 

水工事総括担当） 

技術本部管路部北部管 

路センター（本部） 

技術本部管路部北部管 

路センター（本部） 

センター長補佐（事務 

総括担当） センター 

長補佐（配水維持総括 

担当） センター長補 

佐（配水工事総括担 

当） 

技術本部管路部北部管 

路センター（稲西事務 

所） 

技術本部管路部北部管 

路センター（稲西事務 

所） 

センター長補佐（下水 

工事総括担当） 

技術本部管路部西部管 技術本部管路部西部管 センター長補佐（事務 
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路センター 路センター 総括担当） センター 

長補佐（配水維持総括  

  担当） センター長補 

佐（配水工事総括担 

当） センター長補佐 

（下水維持総括担当） 

 センター長補佐（下 

水工事総括担当） 

技術本部管路部南部管 

路センター 

技術本部管路部南部管 

路センター 

センター長補佐（事務 

総括担当） センター 

長補佐（配水維持総括 

担当） センター長補 

佐（配水工事総括担 

当） センター長補佐 

（下水維持総括担当） 

 センター長補佐（下 

水工事総括担当） 

技術本部施設部施設管 

理課 

技術本部施設部施設管 

理課 

課長補佐（事務総括担 

当） 課長補佐（処理 

管理総括担当） 

技術本部施設部浄水管 

理課 

技術本部施設部浄水管 

理課 

課長補佐（浄水管理総 

括担当） 

技術本部施設部水質管 

理課（本部） 

技術本部施設部水質管 

理課（本部） 

課長補佐（管理指導総 

括担当） 課長補佐（ 

処理水質管理総括担 

当） 

技術本部施設部水質管 

理課（鍋屋上野浄水 

場） 

課長補佐（水道水質管 

理総括担当） 

技術本部施設部施設整 技術本部施設部施設整 課長補佐（整備計画総 
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備課（本部） 備課（本部） 括担当） 課長補佐（ 

建築整備総括担当） 

課長補佐（電気整備総 

括担当） 課長補佐（ 

 

  機械整備総括担当） 

技術本部施設部施設整 

備課（伝馬町水処理セ 

ンター） 

伝馬町水処理センター 課長補佐（設備保全総 

括担当） 

技術本部施設部春日井 

浄水場 

技術本部施設部春日井 

浄水場 

場長補佐（事務総括担 

当） 場長補佐（水質 

総括担当） 場長補佐 

（浄水総括担当） 

技術本部施設部鍋屋上 

野浄水場 

技術本部施設部鍋屋上 

野浄水場 

場長補佐（事務総括担 

当） 場長補佐（水質 

総括担当） 場長補佐 

（浄水総括担当） 

技術本部施設部大治浄 

水場 

技術本部施設部大治浄 

水場 

場長補佐（事務総括担 

当） 場長補佐（水質 

総括担当） 場長補佐 

（浄水総括担当） 

技術本部施設部北部水 

処理事務所（本部） 

名城水処理センター 所長補佐（事務総括担 

当） 所長補佐（名城 

処理総括担当） 

技術本部施設部北部水 

処理事務所（守山水処 

理センター） 

守山水処理センター 所長補佐（守山処理総 

括担当） 

技術本部施設部東部水 

処理事務所（本部） 

柴田水処理センター 所長補佐（事務総括担 

当） 所長補佐（柴田 

処理総括担当） 

技術本部施設部東部水 鳴海水処理センター 所長補佐（鳴海処理総 
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処理事務所（鳴海水処  括担当） 

理センター）  

技術本部施設部東部水 

処理事務所（植田水処 

理センター） 

  

技術本部施設部西部水 

処理事務所（本部） 

打出水処理センター 所長補佐（事務総括担 

当） 所長補佐（打出 

処理総括担当） 

 露橋水処理センター 所長補佐（露橋処理担 

当） 

技術本部施設部西部水 

処理事務所（岩塚水処 

理センター） 

岩塚水処理センター 所長補佐（岩塚処理総 

括担当） 

技術本部施設部南部水 

処理事務所（本部） 

宝神水処理センター 所長補佐（事務総括担 

当） 所長補佐（宝神 

処理総括担当） 

空見スラッジリサイク 

ルセンター 

所長補佐（空見スラッ 

ジリサイクルセンター 

管理調整担当） 

技術本部施設部南部水 

処理事務所（山崎水処 

理センター） 

山崎水処理センター 所長補佐（山崎処理総 

括担当） 
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（名古屋市上下水道局電気主任技術者等設置規程の一部改正） 

第14条 名古屋市上下水道局電気主任技術者等設置規程（平成29年名古屋市上

下水道局管理規程第２号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項及び第３項中「係長」を「課長補佐」に改める。 

  第４条第１項第２号及び第３号を次のように改める。 

  (2) 建設部施設課課長補佐（電気総括担当） 

  (3) 建設部施設課課長補佐（電気担当） 

第７条第２項中「（室を含む。）」を削る。 

別表第１水道事業電気主任技術者の部総務部の款人材育成推進室の項中「

人材育成推進室」を「人材育成推進課」に改め、同部営業部の款営業課の項

中 

 「            

西部営業センター港分室    を 

                    」    

「            

西部営業センター港分室     

南部営業センター に、 

南部営業センター瑞穂分室  

                    」    

「            

中村営業所     

瑞穂営業所  を 

緑営業所 

                    」    

 「 

中村営業所   に改める。 

                    」 

（名古屋市上下水道局被服貸与規程の一部改正） 

第15条 名古屋市上下水道局被服貸与規程（平成12年名古屋市上下水道局管理

規程第42号）の一部を次のように改正する。 
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  第２条第２項中「（室を含む。以下同じ。）」を削る。 

  別表中 

 「                「 

 経営本部営業部料金課（以下 

「料金課」という。）（利用 

促進係に限る。）に勤務する 

者及び料金課主査（普及促進 

担当）に限る。 

を 

経営本部営業部料金課（以下 

「料金課」という。）に勤務 

する者（下水道の利用促進に 

関する業務に従事する者に限 

る。）に限る。 

に、 

                 」                」 

                  「 

  

を 

括弧書きは、経営本部総務部 

人材育成推進課（以下「人材 

育成推進課」という。）、技 

術本部建設部施設課（以下「 

施設課」という。）、技術本 

部施設部施設整備課（以下「 

施設整備課」という。）若し 

くは水処理事務所に勤務する 

者又は技術本部建設部工務課 

に勤務する者のうち、下水土 

木設計に関する業務に従事す 

る者に適用する。 

に、 

括弧書きは、経営本部総務部 

人材育成推進室（以下「人材 

育成推進室」という。）、技 

術本部建設部工務課（下水土 

木設計係に限る。）、同部施 

設課（以下「施設課」とい 

う。）、技術本部施設部施設 

整備課（以下「施設整備課」 

という。）又は水処理事務所 

に勤務する者に適用する。 

 

                               

「                「 

 施設整備課の長及び技術本部 

施設部主幹（設備保全管理の 

総合調整担当）並びに水処理 

事務所の長、副所長及び主幹 

に限る。 

を 

施設整備課の長及び技術本部 

施設部担当課長（設備保全管 

理の総合調整担当）並びに水 

処理事務所の長、副所長及び 

担当所長に限る。 

に、 

                」                」 

」 

「 

」 
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 「                 

 括弧書きは、技術本部計画部 

の課（同部技術管理課（以下 

「技術管理課」という。）（ 

土木基準係及び施設基準係に 

限る。）及び同部技術開発室 

（以下「技術開発室」とい 

う。）を除く。以下同じ。） 

に勤務する者に適用する。 

を 

 

 

 

に、 

括弧書きは、技術本部計画部 

の課（同部技術管理課（以下 

「技術管理課」という。）を

除く。以下同じ。）に勤務す

る者に適用する。 

  

                」                 

「                「 

 経営本部総務部契約監理課、 

技術管理課、技術開発室、施 

設課又は技術本部施設部の課 

若しくは公所に勤務する者（ 

現場監督及びその補助作業に 

従事する者並びに水質試験に 

従事する者に限る。）に限 

る。 

を 

経営本部総務部契約監理課、 

経営本部企画経理部連携推進 

課、技術管理課、施設課又は 

技術本部施設部の課若しくは 

公所に勤務する者（現場監督 

及びその補助作業に従事する 

者並びに水質試験に従事する 

者に限る。）に限る。 

に、 

                」                」 

 「 

乗用

自動

車運

転者 

作業服 上衣 ２ ４ ３ 10月１日から翌

年の５月31日ま

で 

 

ズ ボ

ン 

２ ４ ３ 10月１日から翌

年の５月31日ま

で 

 

ズボン（夏） ２ ４ ３ ６月１日から９

月30日まで 

 

作 業 用 半袖 ２ ４ ３ ７月１日から８  

 

」 

 「 
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シャツ 月31日まで 

長 袖 

（甲）

２ ３ ３ ５月１日から６

月30日まで及び

９月１日から10

月31日まで 

 

貨物

自動

車運

転者 

作業服 上衣 ２ ３ ３ 10月１日から翌

年の５月31日ま

で 

 

ズ ボ

ン 

２ ３ ３ 10月１日から翌

年の５月31日ま

で 

 

ズボン（夏） ２ ３ ３ ６月１日から９

月30日まで 

 

作 業 用

シャツ 

半袖 ２（ 

２） 

２（ 

３） 

３ ７月１日から８

月31日まで 

括弧書き

は、経営

本部総務

部調査課

（以下「

調 査 課 」

という。）

に勤務す

る者に適

用する。 

長 袖 

（甲）

２（ 

２） 

２（ 

３） 

３ ５月１日から６

月30日まで及び

９月１日から10

月31日まで 

括弧書き

は、調査

課に勤務

する者に

適 用 す

る。 

                                  」 
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 を 

 「 

貨物

自動

車運

転者 

作業服 上衣 ２ ３ ３ 10月１日から翌

年の５月31日ま

で 

 

ズ ボ

ン 

２ ３ ３ 10月１日から翌

年の５月31日ま

で 

 

ズボン（夏） ２ ３ ３ ６月１日から９

月30日まで 

 

作 業 用

シャツ 

半袖 ２ ３ ３ ７月１日から８

月31日まで 

 

長 袖 

（甲）

２ ３ ３ ５月１日から６

月30日まで及び

９月１日から10

月31日まで 

 

                                  」 

 に、 

 「                「 

 人材育成推進室、経営本部営 

業部給排水設備課（以下「給 

排水設備課」という。）、営 

業センター等、建設工事事務 

所、技術本部管路部配水課（ 

以下「配水課」という。）又 

は技術本部管路部管路センタ 

ー（以下「管路センター」と 

いう。）に勤務する者に限 

る。 

を 

人材育成推進課、経営本部営 

業部給排水設備課（以下「給 

排水設備課」という。）、営 

業センター等、建設工事事務 

所、技術本部管路部配水課（ 

以下「配水課」という。）又 

は技術本部管路部管路センタ 

ー（以下「管路センター」と 

いう。）に勤務する者に限 

る。 

に、 

                」                」 
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「                「 

 人材育成推進室、給排水設備 

課、営業センター等、建設工 

事事務所、配水課、管路セン 

ター、施設整備課、浄水場又 

は水処理事務所に勤務する者 

に限る。ただし、括弧書き 

は、施設整備課、浄水場又は 

水処理事務所に勤務する者に 

適用する。 

を 

人材育成推進課、給排水設備 

課、営業センター等、建設工 

事事務所、配水課、管路セン 

ター、施設整備課、浄水場又 

は水処理事務所に勤務する者 

に限る。ただし、括弧書き 

は、施設整備課、浄水場又は 

水処理事務所に勤務する者に 

適用する。 

に、 

                」                」 

「                「 

 管路センター（配水維持係及 

び配水工事係に限る。）に勤 

務する者（布靴の貸与を受け 

る者を除く。）に限る。 

を 

管路センターに勤務する者の 

うち、配水維持又は配水工事 

に関する業務に従事する者（ 

布靴の貸与を受ける者を除 

く。）に限る。 

に、 

 

                                 」 

「                「 

 人材育成推進室、給排水設備 

課、営業センター等、配水課 

又は管路センターに勤務する 

者（地下たびの貸与を受ける 

者を除く。）に限る。 

を 

人材育成推進課、給排水設備 

課、営業センター等、配水課 

又は管路センターに勤務する 

者（地下たびの貸与を受ける 

者を除く。）に限る。 

に、 

                」                」 

「                「 

 現場作業に従事する者に限 

る。ただし、括弧書きは、人 

 現場作業に従事する者に限 

る。ただし、括弧書きは、人 

 

材育成推進室、営業センター 

等及び管路センターにおいて 
 

材育成推進課、営業センター 

等及び管路センターにおいて

」 
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現場作業に従事する者（倉庫 現場作業に従事する者（倉庫 

整理業務に従事する者を除 

く。）に適用し、半長靴及び 

編上靴を貸与するものとす 

整理業務に従事する者を除 

く。）に適用し、半長靴及び 

編上靴を貸与するものとす 

る。  る。 

                」                」 

 改める。 

（名古屋市債権管理条例施行規程の一部改正） 

第16条 名古屋市債権管理条例施行規程（平成24年名古屋市上下水道局管理規

程第15号）の一部を次のように改正する。 

  第１号様式（別表）中 

 「             「 

課長 係長    

             」               」 

（名古屋市上下水道局公有財産規程の一部改正） 

第17条 名古屋市上下水道局公有財産規程（平成12年名古屋市上下水道局管理

規程第49号）の一部を次のように改正する。 

  第５条の５中「（室を含む。）」を削る。 

（名古屋市上下水道局水道技術管理者等設置規程の一部改正） 

第18条 名古屋市上下水道局水道技術管理者等設置規程（平成13年名古屋市上

下水道局管理規程第30号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「（室を含む。）」を削る。 

  別表中「技術本部施設部浄水管理調整室」を「技術本部施設部浄水管理課」

に改める。 

（名古屋市上下水道局水道メータ第１類及び第２類検査規程の一部改正） 

第19条 名古屋市上下水道局水道メータ第１類及び第２類検査規程（平成12年

名古屋市上下水道局管理規程第55号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「営業部給排水設備課量水器係長」を「営業部給排水設備

課課長補佐（量水器総括担当）」に改める。 

 

 

を に 

を に改める。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程（以下「改正前

各規程」という。）の規定に基づいて提出されている届出書等は、この規程

による改正後の各規程（以下「改正後各規程」という。）の規定に基づいて

提出されたものとみなす。 

３ この規程の施行の際、現に改正前各規程の規定に基づいて作成されている

用紙は、改正後各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができ

る。 
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名古屋市上下水道局管理規程第12号 

 

名古屋市上下水道局副係長設置規程及び名古屋市上下水道局職員の服務の宣

誓の実施に関する規程等の一部を改正する規程の一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月29日 

 

名古屋市上下水道局長  横  地  玉  和  

 

 （名古屋市上下水道局副係長設置規程の一部改正） 

第１条 名古屋市上下水道局副係長設置規程（平成12年名古屋市上下水道局管

理規程第３号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    名古屋市上下水道局副課長補佐設置規程 

  第１条中「係等の」を「課又は公所（以下「課公所」という。）等の」に、

「係等におおむね２名以内の副係長」を「課公所等に副課長補佐」に改める。 

  第２条中「副係長」を「副課長補佐」に改める。 

  第３条中「副係長」を「副課長補佐」に、「係長等」を「課長補佐等」に

改める。 

（名古屋市上下水道局職員の服務の宣誓の実施に関する規程等の一部を改正

する規程の一部改正） 

第２条 名古屋市上下水道局職員の服務の宣誓の実施に関する規程等の一部を

改正する規程（令和４年名古屋市上下水道局管理規程第27号）の一部を次の

ように改正する。 

  附則別表第３の５級の項及び６級の項中「係長又は主査」を「課長補佐」

に改め、同表７級の項中「主幹」を「担当課長」に改め、同表８級の項中「

参事」を「担当部長」に改める。 

 

附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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名古屋市上下水道局管理規程第13号 

 

名古屋市上下水道局職員の職名及び補職名規程及び名古屋市上下水道局職員

の名札着用に関する規程の一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月29日 

 

名古屋市上下水道局長  横  地  玉  和  

 

 （名古屋市上下水道局職員の職名及び補職名規程の一部改正） 

第１条 名古屋市上下水道局職員の職名及び補職名規程（平成12年名古屋市上

下水道局管理規程第14号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第３項中「、課（室を含む。以下同じ。）又は課に置かれる係」及

び「、課（室にあっては、室）又は係」を「又は課」に改め、同条第４項中

「又は公所に置かれる係」及び「又は係」を削り、同条第６項中「参事」を

「担当部長」に、「部に置かれる主幹」を「部に置かれる担当課長」に、「

公所に置かれる主幹」を「公所に置かれる担当公所長」に、「課に置かれる

主査」を「課に置かれる課長補佐」に改め、「（室にあっては、室）」を削 

り、「公所に置かれる主査」を「公所に置かれる公所長補佐」に、「とする」 

を「とし、課に置かれる主任の職に補せられた職員の補職名は局並びにその

所属する部及び課の名を冠した職の名称とし、公所に置かれる主任の職に補

せられた職員の補職名は局及びその所属する公所の名を冠した職の名称とす

る」に改め、同条第７項中「局付理事の職」を「局付担当局長の職」に、「

上下水道局付理事」を「上下水道局付担当局長」に、「局付部長の職」を「

局付担当部長の職」に、「上下水道局付部長」を「上下水道局付担当部長」

に、「局付主幹の職」を「局付担当課長の職」に、「上下水道局付主幹」を

「上下水道局付担当課長」に、「局付主査の職」を「局付課長補佐の職」に、

「上下水道局付主査」を「上下水道局付課長補佐」に改める。 

 第４条中「名古屋市上下水道局副係長設置規程」を「名古屋市上下水道局

副課長補佐設置規程」に、「副係長を命ぜられた者にあっては」を「副課長
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補佐を命ぜられた者にあっては」に改め、同条第２号を次のように改める。 

 (2) 副課長補佐を命ぜられた者 上下水道局副課長補佐 

 （名古屋市上下水道局職員の名札着用に関する規程の一部改正） 

第２条 名古屋市上下水道局職員の名札着用に関する規程（平成12年名古屋市

上下水道局管理規程第20号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「及び姓名」を「並びに姓及びその振り仮名（平仮名及び

ローマ字で表記するものをいう。以下同じ。）」に改め、同条第２項中「又

は室」を削り、同条第３項中「及び姓名」を「並びに姓及びその振り仮名」

に改める。 

  第５条第２項中「（室を含む。）」を削る。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日の前日において、名古屋市上下水道局副係長設置規程（平成12年名

古屋市上下水道局管理規程第３号）の規定に基づき副係長を命ぜられている

職員の補職名は、別段の辞令が発せられた場合を除き、局の名を冠した副課

長補佐とする。 

 （旧名札の返納） 

３ この規程の施行の際、現に第２条の規定による改正前の名古屋市上下水道

局職員の名札着用に関する規程（以下「改正前規程」という。）の規定に基

づき名札の貸与を受けている職員は、第２条の規定による改正後の名古屋市

上下水道局職員の名札着用に関する規程の規定による新たな名札の貸与を受

けた際に改正前規程の規定により貸与を受けている名札を返納しなければな

らない。 
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名古屋市上下水道局管理規程第14号 

 

名古屋市上下水道局職員の勤務時間及び休暇に関する規程（平成12年名古屋

市上下水道局管理規程第23号）の一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月29日 

 

名古屋市上下水道局長  横  地  玉  和  

 

 第15条第３項中「勤務時間」の次に「（１時間に満たない端数があるときは、 

１時間に切り上げる。）」を加え、同条中第５項を第６項とし、第４項を第５

項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第１項第３号に規定する特別休暇は時間単位で受けることができるものと

し、時間単位で受ける場合にあっては、１日をもって当該職員の１日当たり

の正規の勤務時間（１時間に満たない端数があるときは、１時間に切り上げ

る。）とする。この場合における特別休暇を受けることができる期間は、１

回につき勤務を免除される期間の始まりから48時間以内とする。 

第20条第１項中「（室を含む。）」を削る。 

 

附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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名古屋市上下水道局管理規程第15号 

 

名古屋市上下水道局会計年度任用職員の任用、勤務時間及び休暇等に関する

規程（令和２年名古屋市上下水道局管理規程第10号）の一部を次のように改正

する。 

 

令和６年３月29日 

 

名古屋市上下水道局長  横  地  玉  和  

 

 目次中「第８条」を「第８条の２」に改める。 

 第２章中第８条の次に次の１条を加える。 

（営利企業への従事等の制限） 

第８条の２ 局長は、短時間勤務職員を任用しようとする場合は、営利企業へ

の従事等により法第33条の規定に違反する恐れがないとき及び勤務時間につ

いて次の各号に掲げる要件を満たすときに、任用することができる。 

(1) 営利企業への従事等による１週間の労働時間及び本市における各任命権 

者が定める１週間の勤務時間の合計が、労働基準法（昭和22年法律第49号） 

第32条第１号に規定する時間以内であり、かつ、営利企業への従事等によ

る１日の労働時間及び本市における各任命権者が定める１日の勤務時間の

合計が、労働基準法第32条第２号に規定する時間以内であること。 

(2) 本市における各任命権者が定める１週間の勤務時間の合計が、38時間45

分以内であり、かつ、本市における各任命権者が定める１日の勤務時間の

合計が、７時間45分以内（複数の職を兼ねる場合に限る。）であること。 

２ 局長は、短時間勤務職員の任期中においても、前項各号に掲げる勤務時間

の要件を満たすように任用しなければならない。 

 第12条第２項ただし書を削る。 

 第18条第３項中「（昭和22年法律第49号）」を削る。 

 別記様式第１及び別記様式第２を次のように改める。 
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年　　月　　日

様

名古屋市上下水道局長

（　　時間　　分）

（　　時　　分～　　時　　分）

（　　時　　分～　　時　　分（　　分），無）

（有，無）

（毎週　　曜日，　　週間を通じて　　日）

国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178
号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月
３日までの日

付与時期
（任用されたとき，任期が更新されたとき，１月
以上継続勤務したとき）

付与日数 （　　日，任期及び週あたりの勤務時間による）

時間単位休暇
（年度内で５日分を上限として、１日を　　時間
に分割）

有

有給
産前産後休暇、健康サポート休暇（生理）、結婚
休暇、忌引休暇、臨時休暇

無給 介護休暇、無給休暇

・地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の
事故等による出勤困難の場合
・地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の
事故等による退勤途上における身体の危険の回避
の場合
・風水震火災その他天災地変による職員の現住居
の滅失又は破壊若しくは浸水の場合
・健康診断の結果に代える受診
・公務外傷病の療養の場合
・満12歳に達する日以後最初の３月31日までの間
にある子の傷病の看護、疾病の予防を図るために
必要な当該子の世話又は在籍する学校等の臨時休
業等に伴い必要となる当該子の世話の場合
・要介護者の介護その他の世話の場合
・配偶者（事実上の婚姻関係にある者を含む。以
下同じ。）が出産する場合の出産に係る子又は小
学校就学の始期に達するまでの子の養育
・配偶者の分べんの看護
・不妊治療に係る通院等
・妊娠中又は出産後１年以内の女性職員の保健指
導又は健康診査の受診の場合
・妊娠中の女性職員が通勤に関し医師等の指導を
受けた場合の通勤の場合
・妊娠中の女性職員が行う休養のための業務の一
部休止の場合

別記様式第１（第５条関係）

その他
の休暇

勤務時間、休
憩時間、超過
勤務の有無に
関する事項

週休日

勤務条件通知書

従事すべき
業務の内容

週あたりの勤務時間

休憩時間

勤務場所

任用期間

職名

週休日・休日
休　日

有給

※ 各休暇の利用・日数（時間）には、任用期間や週あたりの勤務時間
等の要件があります。詳細は、名古屋市上下水道局会計年度任用職員の
任用、勤務時間及び休暇等に関する規程（令和２年上下水道局管理規程
第10号）

（会計年度　　　　　　　　　　）

勤務時間

超過勤務の有無

代日休暇

年次
休暇

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除

（　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日，又は被代替職員が
復職するとき）
※ 任用の更新はありません。ただし、地方公務員法第22条の2第4項の規
定により、局長が任用を更新する場合の通算任用期間は当該任用期間が属
する会計年度内が上限となります。

休暇・職免等
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・選挙権その他公民としての権利の行使の場合
・裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、
地方公共団体の議会、裁判所、人事委員会その他
の官公署への出頭の場合
・その他局長が承認した場合

無給

・満２歳６月までの子の保育の場合
・公務上傷病の療養の場合
・要介護者の介護の場合
・骨髄バンク事業への協力の場合

欠
勤

無給

通院欠勤
※ 通院欠勤の承認・日数（時間）には、任用期
間や週あたりの勤務時間等の要件があります。詳
細は、名古屋市上下水道局通院欠勤の取扱いにつ
いて（平成26年４月１日局長通達）

（月額，日額，時間給　　　　　円）

（月額，日額，時間給　　　　　円）

通勤経路及び通勤方法による
（※通勤経路及び通勤方法により、６か月定期券
代の支給となる場合があります。）

対象業務に従事した場合に１回60円～1,500円

100分の25

週休日・休日 100分の135

それ以外
100分の125（正規の勤務時間と合わせて７時間45
分までは、100分の100）

毎月末日

（当月17日。ただし、超過勤務手当及び特殊勤務
手当の支給日は、翌月17日，翌月17日）
※ 当該日が休日等であるときは、16日～19日。

銀行振込

（有（厚生会費，親睦会費，組合費），無）

無

（有（６月，12月），無）

（有，無）

退職する14日以上前に届け出ること

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第29条第
１項による

厚生年金,無

共済組合,無

（有，無）

※ 

超過勤
務手当
の支給
割合

自己都合退職の手続き

支払方法

懲戒免職

支払時の控除

年金保険の適用

健康保険の適用

退職に関する
事項

夜勤手当の支給割合

地域手当

給与（給料・
手当）

※ 午後10時～翌日の午前５時の間は、それぞれの割合に100分の
　25を加算

特殊勤務手当

締切日

期末手当及び奨励手当

退職手当

昇給

支給日

以上のほかは、名古屋市上下水道局会計年度任用職員の任用、勤務時間及び休暇等に
関する規程の運用について（令和２年局長通達第17号）、名古屋市上下水道局会計年
度任用職員の給与に関する規程（令和２年名古屋市上下水道局管理規程第11号）、名
古屋市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の運用について（令和２年局
長通達第19号）、名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程（平成12年名古屋市上
下水道局管理規程第31号）、名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程の運用につ
いて（平成12年局長通達第36号）その他関係規程のとおりとする。
　なお、勤務条件関係の条例等の改正が行われた場合は、改正後の条例等の勤務条件
が適用される。

雇用保険の適用

通勤手当

給料

社会保険等

※ 各職免の利用・日数（時間）には、任用期間や週あたりの勤務時間
等の要件があります。詳細は、名古屋市上下水道局会計年度任用職員の
任用、勤務時間及び休暇等に関する規程（令和２年上下水道局管理規程
第10号）
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年　　月　　日

様

名古屋市上下水道局長

（　　時間　　分）

（　　時　　分～　　時　　分）

（　　時　　分～　　時　　分（　　分），無）

（有，無）

（毎週　　曜日，　　週間を通じて　　日）

国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178
号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月
３日までの日

付与時期
（任用されたとき，任期が更新されたとき，１月
以上継続勤務したとき）

付与日数 （　　日，任期及び週あたりの勤務時間による）

時間単位休暇
（年度内で５日分を上限として、１日を　　時間
に分割）

有

有給
産前産後休暇、健康サポート休暇（生理）、結婚
休暇、忌引休暇、臨時休暇

無給 介護休暇、無給休暇

・地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の
事故等による出勤困難の場合
・地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の
事故等による退勤途上における身体の危険の回避
の場合
・風水震火災その他天災地変による職員の現住居
の滅失又は破壊若しくは浸水の場合
・健康診断の結果に代える受診
・公務外傷病の療養の場合
・満12歳に達する日以後最初の３月31日までの間
にある子の傷病の看護、疾病の予防を図るために
必要な当該子の世話又は在籍する学校等の臨時休
業等に伴い必要となる当該子の世話の場合
・要介護者の介護その他の世話の場合
・配偶者（事実上の婚姻関係にある者を含む。以
下同じ。）が出産する場合の出産に係る子又は小
学校就学の始期に達するまでの子の養育
・配偶者の分べんの看護
・不妊治療に係る通院等
・妊娠中又は出産後１年以内の女性職員の保健指
導又は健康診査の受診の場合
・妊娠中の女性職員が通勤に関し医師等の指導を
受けた場合の通勤の場合
・妊娠中の女性職員が行う休養のための業務の一
部休止の場合

休憩時間

週休日・休日

別記様式第２（第５条関係）

勤務条件確認書

勤務時間

週あたりの勤務時間

休　日

年次
休暇

勤務時間、休
憩時間、超過
勤務の有無に
関する事項

職名

超過勤務の有無

その他
の休暇

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除

勤務場所

任用期間

休暇・職免等

代日休暇

週休日

従事すべき
業務の内容

（会計年度　　　　　　　　　　）

※ 各休暇の利用・日数（時間）には、任用期間や週あたりの勤務時間
等の要件があります。詳細は、名古屋市上下水道局会計年度任用職員の
任用、勤務時間及び休暇等に関する規程（令和２年上下水道局管理規程
第10号）

（　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日，又は被代替職員
が復職するとき）
※ 任用の更新はありません。ただし、地方公務員法第22条の2第4項の規
定により、局長が任用を更新する場合の通算任用期間は当該任用期間が
属する会計年度内が上限となります。

有給
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・選挙権その他公民としての権利の行使の場合
・裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、
地方公共団体の議会、裁判所、人事委員会その他
の官公署への出頭の場合
・その他局長が承認した場合

無給

・満２歳６月までの子の保育の場合
・公務上傷病の療養の場合
・要介護者の介護の場合
・骨髄バンク事業への協力の場合

欠
勤

無給

通院欠勤
※ 通院欠勤の承認・日数（時間）には、任用期
間や週あたりの勤務時間等の要件があります。詳
細は、名古屋市上下水道局通院欠勤の取扱いにつ
いて（平成26年４月１日局長通達）

（月額，日額，時間給　　　　　円）

（月額，日額，時間給　　　　　円）

通勤経路及び通勤方法による
（※通勤経路及び通勤方法により、６か月定期券
代の支給となる場合があります。）

対象業務に従事した場合に１回60円～1,500円

100分の25

週休日・休日 100分の135

それ以外
100分の125（正規の勤務時間と合わせて７時間45
分までは、100分の100）

毎月末日

（当月17日。ただし、超過勤務手当及び特殊勤務
手当の支給日は、翌月17日，翌月17日）

※ 当該日が休日等であるときは、16日～19日。

銀行振込

（有（厚生会費，親睦会費，組合費），無）

無

（有（６月，12月），無）

（有，無）

退職する14日以上前に届け出ること

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第29条第
１項による

厚生年金,無

共済組合,無

（有，無）

※ 

支払方法

自己都合退職の手続き

給料

支払時の控除

給与（給料・
手当）

特殊勤務手当

地域手当

支給日

以上のほかは、名古屋市上下水道局会計年度任用職員の任用、勤務時間及び休暇等に
関する規程の運用について（令和２年局長通達第17号）、名古屋市上下水道局会計年
度任用職員の給与に関する規程（令和２年名古屋市上下水道局管理規程第11号）、名
古屋市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の運用について（令和２年局
長通達第19号）、名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程（平成12年名古屋市上
下水道局管理規程第31号）、名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程の運用につ
いて（平成12年局長通達第36号）その他関係規程のとおりとする。
　なお、勤務条件関係の条例等の改正が行われた場合は、改正後の条例等の勤務条件
が適用される。

通勤手当

退職に関する
事項

昇給

超過勤
務手当
の支給
割合

　上記勤務条件について確認しました。

署名（自署） 　

　　　　年　　月　　日

期末手当及び奨励手当

雇用保険の適用

退職手当

懲戒免職

年金保険の適用

健康保険の適用

夜勤手当の支給割合

※ 午後10時～翌日の午前５時の間は、それぞれの割合に100分の
　25を加算

締切日

社会保険等

※ 各職免の利用・日数（時間）には、任用期間や週あたりの勤務時間
等の要件があります。詳細は、名古屋市上下水道局会計年度任用職員の
任用、勤務時間及び休暇等に関する規程（令和２年上下水道局管理規程
第10号）
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附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程による改正前の名古屋市上下水道局会計年度任用職員の任用、勤

務時間及び休暇等に関する規程の規定に基づいて作成されている用紙は、こ

の規程による改正後の名古屋市上下水道局会計年度任用職員の任用、勤務時

間及び休暇等に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用す

ることができる。 
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名古屋市上下水道局管理規程第16号 

 

名古屋市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程（令和２年名古屋

市上下水道局管理規程第11号）の一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月29日 

 

名古屋市上下水道局長  横  地  玉  和  

 

 第３条第３項第２号中「55号給（47号給）」を「56号給（48号給）」に改め

る。 

 第４条第３項中「同規程」を「初任給規程」に改める。 

 第５条第１項中「100円」を「１円」に改める。 

 第７条第２項中「同規程」を「給与規程」に改め、同条の次に次の１条を加

える。 

 （奨励手当） 

第７条の２ 基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員（別に定める者に限

る。）には、奨励手当を支給する。 

２ 前項の規定により支給する奨励手当の額は、給与規程第37条、第39条及び

第40条の規定を準用して算定する。この場合において、給与規程第37条第２

項中「扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額」とあるのは、 

「これに対する地域手当の月額の合計額（時給制短時間勤務職員にあっては、 

名古屋市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程（令和２年名古屋

市上下水道局管理規程第11号）第５条第２項の規定による１時間当たりの給

料及びこれに対する地域手当の合計額に、１日の正規の勤務時間数及び平均

１月当たりの通勤所要回数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた額））」と読み替えるものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、基準日前１月以内に退職等した会計年度任用

職員（別に定める者に限る。）には、奨励手当を支給する。 

４ 前項の規定により支給する奨励手当の額は、退職等規程第８条第１項から
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第３項まで、第10条、第11条第２項、第11条の２及び第13条の規定を準用し

て算定する。この場合において、退職等規程第８条第１項中「基準条例第11

条後段」とあるのは「名古屋市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する

規程（令和２年名古屋市上下水道局管理規程第11号。以下「会計年度給与規

程」という。）第７条の２第３項」と、同条第３項中「扶養手当の月額並び

にこれらに対する地域手当の月額」とあり、第11条第２項中「扶養手当並び

にこれらに対する地域手当の月額」とあるのは「これに対する地域手当の月

額の合計額（時給制短時間勤務職員にあっては、会計年度給与規程第５条第 

２項の規定による１時間当たりの給料及びこれに対する地域手当の合計額に、 

１日の正規の勤務時間数及び平均１月当たりの通勤所要回数を乗じて得た額 

（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額））」と、 

同項中「基準条例第11条後段」とあるのは「会計年度給与規程第７条の２第

３項」と、第13条中「第７条」とあるのは「会計年度給与規程第７条の２第

３項」と読み替えるものとする。 

 第８条第１項、第12条及び第14条中「期末手当」の次に「及び奨励手当」を

加える。 

 附則第２項を次のように改める。 

 （経過措置） 

２ 令和６年４月１日から令和７年３月31日までの間における会計年度任用職

員（第３条第３項第５号に規定する者を除く。）の給料の額については、第

３条から第５条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額

に、給料及びこれに対する地域手当に1,000分の1,025を乗じて得た額を12で

除して得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額）を加算した額とする。ただし、第６条第１項に規定する手当（超過勤

務手当、休日勤務手当及び夜勤手当を除く。）、第７条第１項に規定する期

末手当及び第７条の２第１項に規定する奨励手当の額の算定の基礎となる給

料の額は、第３条から第５条までの規定により定められる額とする。 

 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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名古屋市上下水道局管理規程第17号 

 

名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程（平成12年名古屋市上下水道局

管理規程第31号）の一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月29日 

 

名古屋市上下水道局長  横  地  玉  和  

 

 第３条第10項中「100円」を「１円」に改める。 

 第17条第３項中「名古屋市上下水道局分課規程（平成16年名古屋市上下水道

局管理規程第13号）」を「名古屋市上下水道局分課規程（令和６年名古屋市上

下水道局管理規程第10号）」に改め、「（室を含む。以下同じ。）」を削る。 

 第40条第２項中「、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第18条第１項本

文に規定する期間が経過した後においては」を削る。 

 別表第３の１ 企業職給料表(1)級別基準職務表５級の項中「係長又は主査」 

を「課長補佐」に改め、同表６級の項中「係長」を「課長補佐」に改め、同表

７級の項中「主幹」を「担当課長」に改め、同表８級の項中「参事」を「担当

部長」に改める。 

 別記様式第２中「規程第31条に規定する課及び公所の長並びに係長」を「所 

属長及び課長補佐（公所長補佐を含む。以下同じ。）」に、「所属長及び係長」 

を「所属長及び課長補佐」に改める。 

        「          「 

別記様式第３中 所属長印 係長印 を   に改め、別記 

                 」          」 

             「          「 

様式第４及び別記様式第５中 所属長印 係長印 を   に 

                      」          」 

改める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程による改正前の名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程の規

定に基づいて作成された用紙でなお残量のあるものは、この規程による改正

後の名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程の規定にかかわらず、当分

の間、使用することができる。 
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名古屋市上下水道局管理規程第18号 

 

名古屋市上下水道局職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程（平成12年

名古屋市上下水道局管理規程第32号）の一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月29日 

 

名古屋市上下水道局長  横  地  玉  和  

 

 附則第２条年齢別最低給料表中 

「               「 

34歳     211,400円 を 34歳     212,300円 に、 

              」                         」 

「               「 

35歳 211,400円 を 35歳 213,200円 に、 

              」                         」 

「               「 

36歳 211,400円 を 36歳 214,000円  に、 

              」                         」 

「               「 

37歳 213,200円 を 37歳 214,700円  に、 

              」                         」 

「               「 

38歳 214,000円 を 38歳 215,400円 に改める。 

              」                         」  

 別表第６昇格時号給対応表ア企業職給料表(1)の表中 

「                「 

４級 ５級 ６級 ７級  ４級 ５級 ６級 ７級 

１ ４ ２ １  １ ５ ２ ２ 

１ ４ ２ ２  １ ５ ２ ３ 
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１ ４ ２ ３  １ ５ ２ ４ 

１ ４ ２ ４  １ ５ ２ ５ 

１ ４ ２ ５  １ ５ ２ ６ 

２ ５ ２ ６  ２ ６ ２ ７ 

３ ６ ２ ７  ３ ７ ２ ８ 

４ ７ ２ ８  ４ ８ ２ ９ 

５ ８ ２ ９  ５ ９ ２ 10 

６ ９ ２ 10  ６ 10 ２ 11 

７ 10 ２ 11  ７ 11 ２ 12 

８ 11 ２ 12  ８ 12 ２ 13 

９ 12 ２ 13  ９ 13 ２ 14 

10 13 ３ 14  10 14 ３ 15 

11 14 ４ 15  11 15 ４ 16 

12 15 ５ 16  12 16 ５ 17 

13 16 ６ 17  13 17 ６ 18 

14 17 ７ 18  14 18 ７ 19 

15 18 ８ 19  15 19 ８ 20 

16 19 ９ 20  16 20 ９ 21 

17 20 10 21  17 21 10 22 

18 21 11 22  18 22 11 23 

19 22 12 23  19 23 12 24 

20 23 13 24  20 24 13 25 

21 24 14 25  21 25 14 26 

22 25 15 26  22 26 15 27 

23 26 16 27  23 27 16 28 

24 27 17 28  24 28 17 29 

25 28 18 29  25 29 18 30 

26 29 19 30  26 30 19 31 

27 30 20 31  27 31 20 32 

28 31 21 32  28 32 21 33 
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29 32 22 33  29 33 22 34 

30 33 23 34  30 34 23 35 

31 34 24 35  31 35 24 36 

32 35 25 36  32 36 25 37 

33 36 26 37  33 37 26 38 

34 37 27 38  34 38 27 39 

35 38 28 39  35 39 28 40 

36 39 29 40  36 40 29 41 

37 40 30 41  37 41 30 42 

38 41 31 42  38 42 31 43 

39 42 32 43  39 43 32 44 

40 43 33 44  40 44 33 45 

41 44 34 45  41 45 34 46 

42 45 35 46  42 46 35 47 

43 46 36 47  43 47 36 48 

44 47 37 48  44 48 37 49 

45 48 38 49  45 49 38 50 

46 49 39 50  46 50 39 51 

47 50 40 51  47 51 40 52 

48 51 41 52  48 52 41 53 

49 52 42 53  49 53 42 54 

50 53 43 54  50 54 43 55 

51 54 44 55  51 55 44 56 

52 55 45 56  52 56 45 57 

53 56 46 57  53 57 46 58 

54 57 47 58  54 58 47 59 

55 58 48 59  55 59 48 60 

56 59 49 60  56 60 49 61 

57 60 50 61  57 61 50 62 

58 61 50 62  58 62 50 63 
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59 62 51 63  59 63 51 64 

60 63 51 64  60 64 51 65 

61 64 52 65  61 65 52 66 

62 65 52 66  62 66 52 67 

63 66 53 67  63 67 53 68 

64 67 53 68  64 68 53 69 

65 68 54 69  65 69 54 70 

66 69 54 70  66 70 54 71 

67 70 55 71  67 71 55 72 

68 71 55 72  68 72 55 73 

69 72 56 73  69 73 56 74 

70 72 56 74  70 73 56 75 

71 73 57 75  71 74 57 76 

72 73 57 76  72 74 57 77 

73 74 58 77  73 75 58 78 

74 74 58 78  74 75 58 79 

75 75 59 79  75 76 59 80 

76 75 59 80  76 76 59 81 

77 76 60 81  77 77 60 82 

78 77 60 82  78 78 60 83 

79 78 61 83  79 79 61 84 

80 79 61 84  80 80 61 85 

81 80 62 85  81 81 62 86 

82 81 62 86  82 82 62 87 

83 82 63 87  83 83 63 88 

84 83 63 88  84 84 63 89 

85 84 64 89  85 85 64 90 

86 85 64   86 86 64  

87 86 65   87 87 65  

88 87 65   88 88 65  

を に改 
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89 88 66   89 89 66  

90 89 67   90 90 67  

91 90 68   91 91 68  

92 91 69   92 92 69  

93 92 70   93 93 70  

94 93 71   94 94 71  

95 94 72   95 95 72  

96 95 73   96 96 73  

97 96 74   97 97 74  

98 97 75   98 98 75  

99 98 76   99 99 76  

100 99 77   100 100 77  

100 100 78   101 101 78  

101 100 79   102 101 79  

102 101 80   103 102 80  

103 101 81   104 102 81  

104 102 82   105 103 82  

105 102 83   106 103 83  

106 103 84   107 104 84  

107 103 85   108 104 85  

108 104 86   109 105 86  

109 105 87   110 106 87  

110 106 88   111 107 88  

111 107 89   112 108 89  

112 108 90   113 109 90  

113 109 91   114 110 91  

114 110 92   115 111 92  

115 111 93   116 112 93  

116 112 94   117 113 94  

 113 95   117 114 95  
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 114 96   118 115 96  

 115 97   118 116 97  

 116 98   119 117 98  

 117 99   119 118 99  

 118 100   120 119 100  

 119 101   120 120 101  

 120 102   121 121 102  

 121 103   122 122 103  

 122 104   123 123 104  

 123 105   124 124 105  

 124 106   124 125 106  

 124    125 125   

 125    126 126   

 125    127 126   

 126    128 127   

 126    129 127   

 127    130 128   

 127    131 128   

 128    132 129   

 129    133 130   

 130    134 131   

 131    135 132   

 132    136 133   

 133    137 133   

 133    138 133   

 133    139 133   

 133    140 133   

               」                」 

める。 

 別表第６昇格時号給対応表イ企業職給料表(2)の表４級の欄中 
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「      「 

１ 

 

２ 

１ ２ 

１ ２ 

１ ２ 

１ ２ 

１ ２ 

１ ２ 

１  ２ 

１  ２ 

２  ３ 

３  ４ 

４  ５ 

５  ６ 

６  ７ 

７  ８ 

８  ９ 

９  10 

10  11 

11  12 

12  13 

13  14 

14  15 

15  16 

16  17 

17  18 

18  19 

19  20 

20  21 

21  22 
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22  23 

23  24 

24  25 

25  26 

26  27 

27  28 

28  29 

29  30 

30  31 

31  32 

32  33 

33  34 

34  35 

35  36 

36  37 

37  38 

38  39 

39  40 

40  41 

41  42 

42  43 

43  44 

44  45 

45  46 

46  47 

47  48 

48  49 

49  50 

50  51 

51  52 
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52  53 

53  54 

54  55 

55  56 

56  57 

57  58 

58  59 

59  60 

60  61 

61  62 

62  63 

63  64 

64  65 

65  66 

66  67 

67  68 

68  69 

69  70 

70  71 

71  72 

72  73 

73  74 

74  75 

75  76 

76  77 

77  78 

78  79 

79  80 

80  81 

81  82 

を に改める。 
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81  82 

82  83 

82  83 

83  84 

83  84 

84  85 

84  85 

85  86 

86  87 

87  88 

88  89 

89  90 

89  90 

90  91 

90  91 

91  92 

91  92 

92  93 

92  93 

93  94 

93  94 

94  95 

94  95 

95  96 

95  96 

96  97 

96  97 

97  98 

97  98 

98  99 
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98  99 

99  100 

99  100 

100  101 

100  101 

101  102 

102  103 

103  104 

104  105 

105  106 

105  106 

106  107 

106  107 

107  108 

     」      」 

 別表第６の２降格時号給対応表ア企業職給料表(1)の表中 

「 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級  ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

29 ５ ５ 13 １  29 ５ ５ 13 １ 

30 ６ ５ 13 ２  30 ６ ５ 13 １ 

31 ７ ５ 14 ３  31 ７ ５ 14 ２ 

32 ８ ５ 15 ４  32 ８ ５ 15 ３ 

33 ９ ６ 16 ５  33 ９ ５ 16 ４ 

34 10 ７ 17 ６  34 10 ６ 17 ５ 

35 11 ８ 18 ７  35 11 ７ 18 ６ 

36 12 ９ 19 ８  36 12 ８ 19 ７ 

37 13 10 20 ９  37 13 ９ 20 ８ 

38 14 11 21 10  38 14 10 21 ９ 

39 15 12 22 11  39 15 11 22 10 

40 16 13 23 12  40 16 12 23 11 
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41 17 14 24 13  41 17 13 24 12 

42 18 15 25 14  42 18 14 25 13 

43 19 16 26 15  43 19 15 26 14 

44 20 17 27 16  44 20 16 27 15 

45 21 18 28 17  45 21 17 28 16 

46 22 19 29 18  46 22 18 29 17 

47 23 20 30 19  47 23 19 30 18 

48 24 21 31 20  48 24 20 31 19 

49 25 22 32 21  49 25 21 32 20 

50 26 23 33 22  50 26 22 33 21 

51 27 24 34 23  51 27 23 34 22 

52 28 25 35 24  52 28 24 35 23 

53 29 26 36 25  53 29 25 36 24 

54 30 27 37 26  54 30 26 37 25 

55 31 28 38 27  55 31 27 38 26 

56 32 29 39 28  56 32 28 39 27 

57 33 30 40 29  57 33 29 40 28 

58 34 31 41 30  58 34 30 41 29 

59 35 32 42 31  59 35 31 42 30 

60 36 33 43 32  60 36 32 43 31 

61 37 34 44 33  61 37 33 44 32 

62 38 35 45 34  62 38 34 45 33 

63 39 36 46 35  63 39 35 46 34 

64 40 37 47 36  64 40 36 47 35 

66 41 38 48 37  66 41 37 48 36 

68 42 39 49 38  68 42 38 49 37 

70 43 40 50 39  70 43 39 50 38 

72 44 41 51 40  72 44 40 51 39 

74 45 42 52 41  74 45 41 52 40 

76 46 43 53 42  76 46 42 53 41 
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78 47 44 54 43  78 47 43 54 42 

80 48 45 55 44  80 48 44 55 43 

82 49 46 56 45  82 49 45 56 44 

84 50 47 57 46  84 50 46 57 45 

86 51 48 58 47  86 51 47 58 46 

88 52 49 59 48  88 52 48 59 47 

91 53 50 60 49  91 53 49 60 48 

94 54 51 62 50  94 54 50 62 49 

97 55 52 64 51  97 55 51 64 50 

100 56 53 66 52  100 56 52 66 51 

104 57 54 68 53  104 57 53 68 52 

108 58 55 70 54  108 58 54 70 53 

112 59 56 72 55  112 59 55 72 54 

116 60 57 74 56  116 60 56 74 55 

121 61 58 76 57  121 61 57 76 56 

126 62 59 78 58  126 62 58 78 57 

136 63 60 80 59  136 63 59 80 58 

141 64 61 82 60  141 64 60 82 59 

145 65 62 84 61  145 65 61 84 60 

145 66 63 86 62  145 66 62 86 61 

145 67 64 88 63  145 67 63 88 62 

145 68 65 90 64  145 68 64 90 63 

145 69 66 92 65  145 69 65 92 64 

145 70 67 93 66  145 70 66 93 65 

145 71 68 94 67  145 71 67 94 66 

145 72 69 95 68  145 72 68 95 67 

145 73 70 96 69  145 73 69 96 68 

145 74 71 97 70  145 74 70 97 69 

145 75 72 98 71  145 75 71 98 70 

145 76 74 99 72  145 76 72 99 71 
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145 77 76 100 73  145 77 74 100 72 

145 78 78 101 74  145 78 76 101 73 

145 79 80 102 75  145 79 78 102 74 

145 80 81 103 76  145 80 80 103 75 

145 81 82 104 77  145 81 81 104 76 

145 82 83 105 78  145 82 82 105 77 

145 83 84 106 79  145 83 83 106 78 

145 84 85 107 80  145 84 84 107 79 

145 85 86 108 81  145 85 85 108 80 

145 86 87 109 82  145 86 86 109 81 

145 87 88 110 83  145 87 87 110 82 

145 88 89 111 84  145 88 88 111 83 

145 89 90 112 85  145 89 89 112 84 

145 90 91 113 86  145 90 90 113 85 

145 91 92 114 87  145 91 91 114 86 

145 92 93 115 88  145 92 92 115 87 

145 93 94 116 89  145 93 93 116 88 

145 94 95 117 89  145 94 94 117 89 

145 95 96 118 89  145 95 95 118 89 

145 96 97 119 89  145 96 96 119 89 

145 97 98 120 89  145 97 97 120 89 

145 98 99 121 89  145 98 98 121 89 

145 99 100 122 89  145 99 99 122 89 

145 100 101 123 89  145 100 100 123 89 

145 101 102 124 89  145 101 101 124 89 

145 102 103 125   145 102 102 125  

145 103 104 126   145 103 103 126  

145 105 106 127   145 104 104 127  

145 106 108 128   145 105 106 128  

145 107 110 129   145 106 108 129  

を 
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145 108 112 130   145 107 110 130  

145 109 113 131   145 108 112 131  

145 110 114 132   145 109 113 132  

145 111 115 133   145 110 114 133  

145 112 116 133   145 111 115 133  

145 113 117 133   145 112 116 133  

145 114 118 133   145 113 117 133  

145 115 119 133   145 114 118 133  

145 116 120 133   145 115 119 133  

145 117 121 133   145 116 120 133  

145 118 122 133   145 117 121 133  

145 119 123    145 118 122   

145 120 124    145 119 123   

145 121 125    145 120 124   

145 121 126    145 122 125   

145 121 127    145 124 126   

145 121 128    145 126 127   

145 121 129    145 128 128   

145 121 130    145 129 129   

 121 131    145 130 130   

 121 132    145 131 131   

 121 134    145 133 132   

 121 136    145 134 134   

 121 138    145 135 136   

 121 140    145 136 138   

 121 141    145 137 140   

 121 142    145 138 141   

 121 143    145 139 142   

 121 144    145 140 143   

 121 145    145 141 144   
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 121 146    145 142 145   

 121     145 143    

 121     145 144    

 121     145 145    

 121     145 146    

 121     145 147    

 121     145 148    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121     145 149    

 121      149    

 121      149    

 121      149    

 121      149    

 121      149    

 121      149    

 121      149    

 121      149    

                」                 」 

に改める。 

 別表第６の２降格時号給対応表イ企業職給料表(2)の表３級の欄中 

「      「 

10  ９ 
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11 10 

12  11 

13  12 

14  13 

15  14 

16  15 

17  16 

18  17 

19  18 

20  19 

21  20 

22  21 

23  22 

24  23 

25  24 

26  25 

27  26 

28  27 

29  28 

30  29 

31  30 

32  31 

33  32 

34  33 

35  34 

36  35 

37  36 

38  37 

39  38 

40  39 
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41  40 

42  41 

43  42 

44  43 

45  44 

46  45 

47  46 

48  47 

49  48 

50  49 

51  50 

52  51 

53  52 

54  53 

55  54 

56  55 

57  56 

58  57 

59  58 

60  59 

61  60 

62  61 

63  62 

64  63 

65  64 

66  65 

67  66 

68  67 

69  68 

70  69 

を に改める。 
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71  70 

72  71 

73  72 

74  73 

75  74 

76  75 

77  76 

78  77 

79  78 

80  79 

81  80 

82  81 

83  82 

84  83 

85  84 

86  85 

87  86 

88  87 

90  88 

92  90 

94  92 

96  94 

97  96 

98  97 

99  98 

100  99 

102  100 

104  102 

106  104 

108  106 
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110  108 

112  110 

114  112 

116  114 

118  116 

120  118 

122  120 

124  122 

125  124 

126  125 

127  126 

128  127 

130  128 

132  130 

133  132 

     」      」 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 名古屋市上下水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程（令

和５年名古屋市上下水道局管理規程第24号）附則第４項の規定の適用を受け

る職員の昇給の号給数及び号給の調整については、他の職員との権衡を考慮

して、別に定めるところにより、調整することができる。 

 （名古屋市上下水道局職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を 

改正する規程の一部改正） 

３ 名古屋市上下水道局職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を

改正する規程（平成29年名古屋市上下水道局管理規程第８号）の一部を次の

ように改正する。 
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  附則第３項中「１（」の次に「改正後規程第15条第１項第１号に定める勤

務成績を昇給区分として決定された者及び」を加える。 

  附則別表第１の５級の欄中 

 「      「 

３ 

 

４ 

３ ４ 

３ ４ 

３  ４ 

３  ４ 

４  ５ 

５  ６ 

６  ７ 

７  ８ 

８  ９ 

９  10 

10  11 

11  12 

12  13 

13  14 

14  15 

15  16 

16  17 

17  18 

18  19 

19  20 

20  21 

21  22 

22  23 

23  24 

24  25 

1047



25  26 

26  27 

27  28 

28  29 

29  30 

30  31 

31  32 

32  33 

33  34 

34  35 

35  36 

36  37 

37  38 

38  39 

39  40 

40  41 

41  42 

42  43 

43  44 

44  45 

45  46 

46  47 

47  48 

48  49 

49  50 

50  51 

51  52 

52  53 

53  54 

54  55 
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55  56 

56  57 

57  58 

58  59 

59  60 

60  61 

61  62 

62  63 

63  64 

64  65 

65  66 

66  67 

67  68 

68  69 

69  70 

70  71 

71  72 

71  72 

72  73 

72  73 

73  74 

73  74 

74  75 

74  75 

75  76 

76  77 

77  78 

78  79 

79  80 

80  81 

を に改める。 
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81  82 

82  83 

83  84 

84  85 

85  86 

86  87 

87  88 

88  89 

89  90 

90  91 

91  92 

92  93 

93  94 

94  95 

95  96 

96  97 

97  98 

98  99 

99  100 

99  100 

100  101 

100  101 

101  102 

101  102 

102  103 

102  103 

103  104 

104  105 

105  106 

106  107 
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107  108 

108  109 

109  110 

110  111 

111  112 

112  113 

113  114 

114  115 

115  116 

116  117 

117  118 

118  119 

119  120 

120  121 

121  122 

122  123 

123  124 

123  124 

124  125 

124  125 

      」      」 

  附則別表第２の４級の欄中 

 「      「 

６ 
 

５ 

７ ６ 

８  ７ 

９  ８ 

10  ９ 

11  10 

12  11 
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13  12 

14  13 

15  14 

16  15 

17  16 

18  17 

19  18 

20  19 

21  20 

22  21 

23  22 

24  23 

25  24 

26  25 

27  26 

28  27 

29  28 

30  29 

31  30 

32  31 

33  32 

34  33 

35  34 

36  35 

37  36 

38  37 

39  38 

40  39 

41  40 

42  41 
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43  42 

44  43 

45  44 

46  45 

47  46 

48  47 

49  48 

50  49 

51  50 

52  51 

53  52 

54  53 

55  54 

56  55 

57  56 

58  57 

59  58 

60  59 

61  60 

62  61 

63  62 

64  63 

65  64 

66  65 

67  66 

68  67 

69  68 

70  69 

71  70 

72  71 

を に改める。 
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74  72 

76  74 

78  76 

80  78 

81  80 

82  81 

83  82 

84  83 

85  84 

86  85 

87  86 

88  87 

89  88 

90  89 

91  90 

92  91 

93  92 

94  93 

95  94 

96  95 

97  96 

98  97 

99  98 

100  99 

101  100 

102  101 

103  102 

104  103 

106  104 

108  106 
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110  108 

112  110 

113  112 

114  113 

115  114 

116  115 

117  116 

118  117 

119  118 

120  119 

121  120 

122  121 

123  122 

124  123 

125  124 

126  125 

127  126 

128  127 

129  128 

130  129 

131  130 

132  131 

134  132 

136  134 

137  135 

」      」 
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名古屋市上下水道局管理規程第19号 

 

名古屋市上下水道局退職し、又は死亡した職員の期末手当及び奨励手当の支

給に関する規程の一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月29日 

 

名古屋市上下水道局長  横  地  玉  和  

 

第１条 名古屋市上下水道局退職し、又は死亡した職員の期末手当及び奨励手

当の支給に関する規程（平成12年名古屋市上下水道局管理規程第37号）の一

部を次のように改正する。 

  第11条の２第１号中「支給する時期ごとに」を「６月に支給する場合にお

いては」に改め、「まで）」の次に「、12月に支給する場合においては100

分の94から100分の106まで（管理職員にあっては、1,000分の1,065から

1,000分の1,395まで）」を加え、同条第２号中「支給する時期ごとに」を「 

６月に支給する場合においては」に改め、「まで）」の次に「、12月に支給

する場合においては1,000分の445から1,000分の505まで（管理職員にあって

は、100分の51から100分の67まで）」を加える。 

第２条 名古屋市上下水道局退職し、又は死亡した職員の期末手当及び奨励手

当の支給に関する規程の一部を次のように改正する。 

  第２条第３号ア及びイを次のように改める。 

   ア 基準条例の適用を受ける職員（基準条例第14条に規定する職員（会 

計年度任用職員（地方公務員法第22条の２第１項に掲げる職員をいう。 

以下同じ。）のうち一の会計年度（６月に支給する場合においては、

当該年度の前年度の12月２日から３月31日までの期間を含む。）内に

おける任期（第６条第１項に掲げる職員及び同条第３項に掲げる職員

として在職した期間を含む。）が６月以上である者（会計年度短時間 

勤務職員（地方公務員法第22条の２第１項第１号に掲げる職員をいう。 

以下同じ。）にあっては、基準日にそれぞれ在職する１週間当たりの 
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正規の勤務時間が15時間30分以上である者（局長が定める者を除く。） 

に限る。）を除く。）を除く。） 

   イ 職員の給与に関する条例（昭和26年名古屋市条例第５号。以下「給

与条例」という。）の適用を受ける職員（会計年度任用職員のうち一

の会計年度（６月に支給する場合においては、当該年度の前年度の12

月２日から３月31日までの期間を含む。）内における任期（第６条第

１項に掲げる職員及び同条第３項に掲げる職員として在職した期間を

含む。）が６月未満である者を除く。） 

  第２条第３号に次のように加える。 

   ウ 名古屋市非常勤の職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に

関する条例（平成15年名古屋市条例第14号。以下「非常勤条例」とい

う。）第８条第１項の規定の適用を受ける職員 

  第６条第１項中「基準条例の適用を受ける職員」を「基準条例第２条第１

項に掲げる職員又は基準条例の適用を受ける会計年度任用職員（会計年度短

時間勤務職員にあっては、１週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分以上

の者（局長が定める者を除く。）に限る。）」に改め、同条第２項第１号中

「基準条例第14条に規定する職員又は」を削り、「若しくは」を「又は」に

改め、同条第３項中「、第２条第３号イに掲げる職員（フルタイム勤務職員

（地方公務員法第22条の２第１項第２号に掲げる職員をいう。以下同じ。）

を除く。）」を削り、「適用を受けるフルタイム勤務職員」を「適用を受け

る職員若しくは非常勤条例の適用を受ける職員（１週間当たりの正規の勤務

時間が15時間30分未満の者を除く。）」に改め、「（第１項に掲げる期間か

ら前項に掲げる期間を除算した期間に相当する期間に限る。）」を削り、同

項の次に次の１項を加える。 

 ４ 前項の期間の算定については、第２項に掲げる期間に相当する期間を除

算する。 

  第９条第１項中「基準条例の適用を受ける職員」を「基準条例第２条第１

項に掲げる職員又は基準条例の適用を受ける会計年度任用職員（会計年度短

時間勤務職員にあっては、１週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分以上

の者（局長が定める者を除く。）に限る。）」に改め、同条第２項第１号中
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「基準条例第14条に規定する職員又は」を削り、「若しくは」を「又は」に

改め、同項第４号中「第２条第８号」の次に「又は名古屋市上下水道局会計

年度任用職員の任用、勤務時間及び休暇等に関する規程（令和２年名古屋市

上下水道局管理規程第10号。以下「会計年度勤務時間規程」という。）第22

条第５号」を加え、同項第７号中「第２条第10号の２」の次に「又は会計年

度勤務時間規程第22条第８号」を加え、同項第８号中「第16条」の次に「又

は会計年度勤務時間規程第20条」を加え、同条第４項中「第６条第３項の」

を「第６条第３項及び第４項の」に、「「第１項に掲げる期間から前項に掲

げる期間」」を「同条第４項中「第２項」」に、「同項に掲げる期間から同

条第２項に掲げる期間」を「第９条第２項」に改める。 

  第11条の２第１号中「６月に支給する場合においては100分の89から100分 

の101まで」を「支給する時期ごとに1,000分の875から1,000分の1,060まで」 

に、「1,000分の1,015から1,000分の1,345まで）、12月に支給する場合にお

いては100分の94から100分の106まで（管理職員にあっては、1,000分の

1,065から1,000分の1,395まで）」を「100分の104から100分の137まで）」

に改め、同条第２号中「６月に支給する場合においては100分の42から100分

の48まで」を「支給する時期ごとに10,000分の4,175から10,000分の5,025ま

で」に、「1,000分の485から1,000分の645まで）、12月に支給する場合にお

いては1,000分の445から1,000分の505まで（管理職員にあっては、100分の 

51から100分の67まで）」を「10,000分の4,975から10,000分の6,575まで）」 

に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の名古屋市上下水道局退職し、又は死亡した職

員の期末手当及び奨励手当の支給に関する規程の規定は、令和５年12月１日

から適用する。 
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名古屋市交通局告示第２号 

 

料金等徴収事務の委託について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２において準用す

る地方自治法第２４３条の２の規定に基づき、名古屋市交通事業の料金等徴収

事務を次のとおり委託しましたので告示します。 

 なお、平成２３年８月１日交通局告示第２０号（料金等徴収事務の委託につ

いて）は、令和６年３月３１日限り廃止します。 

 

令和６年３月２９日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

委託の相手方 徴収を委託した料金等 

名古屋鉄道株式会社 

名古屋市中村区名駅一丁目２

番４号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

(1) 乗車料金  

ア 乗合自動車乗車料条例（昭和２２年名

古屋市条例第２号。以下「乗合条例」と

いう。）に規定する定期券の料金 

イ 乗合自動車乗車料条例施行規程（昭和

２８年名古屋市交通局管理規程第３５

号。以下「乗合規程」という。）に規定

する一日乗車券、高年齢者割引全線定期

券及び割引定期券の料金 

ウ ガイドウェイバスシステム志段味線に

係る乗車券の料金及び連絡運輸等に関す

る規程（平成１３年名古屋市交通局管理

規程第５号。以下「ガイドウェイバス規

程」という。）に規定する定期券、学生

定期券及び割引定期券の料金 
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エ 高速電車乗車料条例（昭和３２年名古

屋市条例第３５号。以下「高速条例」と

いう。）に規定する普通券及び定期券の

料金 

オ 高速電車乗車料条例施行規程（昭和５

４年名古屋市交通局管理規程第１３号。

以下「高速規程」という。）に規定する

割引普通券、割引定期券、団体乗車券、

２４時間乗車券及び臨時普通券の料金 

カ 割引連絡定期券等の料金等を定める規

程（昭和４９年名古屋市交通局管理規程

第１５号。以下「割引連絡規程」とい

う。）に規定する割引連絡定期券、共通

一日乗車券及び共通全線定期券の料金 

キ ＩＣカード乗車券取扱規程（平成２３

年名古屋市交通局管理規程第１号。以下

「ＩＣカード規程」という。）に規定す

るＩＣカード乗車券の料金 

ク 連絡運輸規程（昭和５４年名古屋市交

通局管理規程第１４号）に規定する連絡

特定普通券、学生通学定期券、割引学生

通学定期券及び第１７条の２第１項の定

期券の料金 

(2) 手数料 

  前号に係る還付等の手数料 

(3) 増料金等 

  無札又は乗車券不正使用の乗客から収受

する乗車料金及び増料金 

日本通運株式会社 

東京都港区東新橋一丁目９番

(1) 乗車料金 

ア 乗合条例に規定する定期券の料金 

1060



３号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

イ 乗合規程に規定する一日乗車券、高年

齢者割引全線定期券及び割引定期券の料

金 

ウ ガイドウェイバス規程に規定する定期

券、学生定期券及び割引定期券の料金 

エ 高速条例に規定する普通券及び定期券

の料金 

オ 高速規程に規定する割引普通券、割引

定期券、団体乗車券、２４時間乗車券及

び臨時普通券の料金 

カ 割引連絡規程に規定する割引連絡定期

券、共通一日乗車券及び共通全線定期券

の料金 

キ ＩＣカード規程に規定するＩＣカード

乗車券の料金 

ク 連絡運輸規程に規定する学生通学定期

券、割引学生通学定期券及び第１７条の

２第１項の定期券の料金 

(2) 手数料 

前号に係る還付等の手数料 

(3) 増料金等 

無札又は乗車券不正使用の乗客から収受

する乗車料金及び増料金 

縁エキスパート株式会社 

名古屋市名東区亀の井三丁目

１８９番地 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

(1) 乗車料金 

ア 乗合条例に規定する定期券の料金 

イ 乗合規程に規定する一日乗車券、高年

齢者割引全線定期券及び割引定期券の料

金 

ウ ガイドウェイバス規程に規定する定期

券、学生定期券及び割引定期券の料金 
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エ 高速条例に規定する普通券及び定期券

の料金 

オ 高速規程に規定する割引普通券、割引

定期券、団体乗車券、２４時間乗車券及

び臨時普通券の料金 

カ 割引連絡規程に規定する割引連絡定期

券、共通一日乗車券及び共通全線定期券

の料金 

キ ＩＣカード規程に規定するＩＣカード

乗車券の料金 

ク 連絡運輸規程に規定する学生通学定期

券、割引学生通学定期券及び第１７条の

２第１項の定期券の料金 

(2) 手数料 

前号に係る還付等の手数料 

(3) 増料金等 

無札又は乗車券不正使用の乗客から収受

する乗車料金及び増料金 

株式会社名古屋交通開発機構 

名古屋市千種区覚王山通七丁

目１１番地 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

(1) 乗車料金 

ア 乗合条例に規定する普通券及び定期券

の料金 

イ 乗合規程に規定する一日乗車券、高年

齢者割引全線定期券、臨時普通券、割引

券及び割引定期券の料金 

ウ ガイドウェイバス規程に規定する定期

券、学生定期券及び割引定期券の料金 

エ 高速条例に規定する定期券の料金 

オ 高速規程に規定する割引定期券、２４

時間乗車券及び臨時普通券の料金 

 カ 割引連絡規程に規定する割引連絡定期
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券、共通一日乗車券及び共通全線定期券

の料金 

キ ＩＣカード規程に規定するＩＣカード

乗車券の料金 

ク 連絡運輸規程に規定する学生通学定期

券、割引学生通学定期券及び第１７条の

２第１項の定期券の料金 

ケ 乗合規程第２３条第２項並びに高速規

程第１９条第５項及び第４３条第３項の

規定に基づき発売するＳＨＯＲＹＵＤＯ 

Ｎａｇｏｙａ Ｓｕｂｗａｙ ＆ Ｂｕ

ｓ １Ｄａｙ Ｔｉｃｋｅｔ（以下「昇

龍道一日乗車券」という。）の料金 

(2) 手数料 

前号に係る還付等の手数料 

(3) 賃料及び共益費 

  交通局賃貸ビルの賃料及び共益費 

(4) 交通局関連商品の販売代金 

(5) 広告料金 

(6) マナカ電子マネーに係る徴収金 

(7) マナカチャージ券取扱規程（平成２３年

名古屋市交通局管理規程第５号）に規定す

るマナカチャージ券の販売代金 

名古屋ガイドウェイバス株式

会社 

名古屋市守山区竜泉寺二丁目

３０１番地 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

(1) 乗車料金 

ガイドウェイバス規程に規定する普通

券、定期券、学生通学定期券、学生定期

券、割引普通券及び割引定期券の料金 

(2) 増料金等 

  無札又は乗車券不正使用の乗客から収受

する乗車料金及び増料金 
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１日 

名鉄バス株式会社 

名古屋市中村区名駅四丁目２

６番２５号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

(1) 乗車料金 

ア 乗合条例に規定する普通券の料金 

イ 乗合規程に規定する一日乗車券、家族

割引普通券、臨時普通券及び割引券の料

金並びに乗合自動車乗車料条例施行規程

の一部を改正する規程（昭和５０年名古

屋市交通局管理規程第１３号）附則に規

定する貸切自動車の運賃及び料金並びに

同規程附則の規定による乗客が負担すべ

き料金 

ウ 深夜バス系統に係る乗車券の料金等を

定める規程（平成２年名古屋市交通局管

理規程第９号）に規定する普通券及び割

引券の料金 

エ ガイドウェイバス規程に規定する普通

券、臨時普通券及び割引普通券の料金 

オ 割引連絡規程に規定する共通一日乗車

券の料金 

カ ＩＣカード規程に規定するＩＣカード

乗車券の料金 

(2) 手数料 

前号に係る還付等の手数料 

(3) 増料金等 

  無札又は乗車券不正使用の乗客から収受

する乗車料金及び増料金 

三重交通株式会社 

三重県津市中央１番１号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

(1) 乗車料金 

ア 乗合条例に規定する普通券の料金 

イ 乗合規程に規定する一日乗車券、家族

割引普通券、臨時普通券及び割引券の料
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委託をした日 令和６年４月

１日 

金並びに乗合自動車乗車料条例施行規程

の一部を改正する規程附則に規定する貸

切自動車の運賃及び料金並びに同規程附

則の規定による乗客が負担すべき料金 

ウ 割引連絡規程に規定する共通一日乗車

券の料金 

エ ＩＣカード規程に規定するＩＣカード

乗車券の料金 

(2) 手数料 

前号に係る還付等の手数料 

(3) 増料金等 

無札又は乗車券不正使用の乗客から収受

する乗車料金及び増料金 

東海旅客鉄道株式会社 

名古屋市中村区名駅一丁目

１番４号ＪＲセントラルタ

ワーズ 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

(1) 乗車料金 

ア 高速条例に規定する定期券の料金 

イ 高速規程に規定する割引定期券の料 

 金 

ウ 連絡運輸規程に規定する学生通学定期

券及び割引学生通学定期券の料金 

エ 高速規程に規定する臨時普通券の料 

 金 

(2) 増料金等 

無札又は乗車券不正使用の乗客から収受

する乗車料金及び増料金 

愛知高速交通株式会社 

愛知県長久手市茨ケ廻間１５

３３番地７３６ 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

(1) 乗車料金 

ア 高速条例に規定する定期券の料金 

イ 高速規程に規定する割引定期券の料 

 金 

ウ 連絡運輸規程に規定する学生通学定期

券及び割引学生通学定期券の料金 
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１日 (2) 増料金等 

無札又は乗車券不正使用の乗客から収受

する乗車料金及び増料金 

名古屋臨海高速鉄道株式会社 

名古屋市港区十一屋一丁目４

６番地 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

無札又は乗車券不正使用の乗客から収受す

る乗車料金及び増料金 

公益財団法人名古屋観光コン

ベンションビューロー 

名古屋市中区栄二丁目１０番

１９号名古屋商工会議所ビル

１階 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

(4) 乗合規程第２３条第２項の規定に基づき

発売するなごや観光ルートバス メーグル 

１ＤＡＹチケットの料金 

(5) 昇龍道一日乗車券の料金 

アールエヌティーホテルズ株

式会社 

名古屋市中区栄一丁目２番７

号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

ＷＩＬＬＥＲ ＡＣＲＯＳＳ 乗車料金 
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株式会社 

東京都目黒区下目黒一丁目８

番１号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

株式会社エイチ・アイ・エス 

東京都港区虎ノ門四丁目１番

１号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

株式会社エスクリ 

東京都中央区日本橋小網町６

番１号山万ビル４階 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

近畿日本ツーリスト株式会社 

東京都新宿区西新宿二丁目６

番１号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

近畿日本鉄道株式会社 乗車料金 
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大阪府大阪市天王寺区上本町

六丁目１番５５号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

株式会社グリーンズ 

三重県四日市市浜田町５番３

号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

株式会社グリーンホテル・ズ 

コーポレーション 

福岡県久留米市日吉町１２番

３５号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

株式会社呉竹荘 

静岡県浜松市中区東伊場一丁

目１番２６号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

国家公務員共済組合連合会名 乗車料金 
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古屋共済会館 

名古屋市中区三の丸一丁目５

番１号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

有限会社壽 

名古屋市中区平和一丁目３番

１号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

有限会社三晃イノヴェート 

名古屋市中村区太閤三丁目１

０番６号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

株式会社三交イン 

名古屋市中村区名駅三丁目２

１番７号名古屋三交ビル６階 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

株式会社ＪＴＢ 乗車料金 
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東京都品川区東品川二丁目３

番１１号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

株式会社城野 

名古屋市中区栄二丁目２番２

６号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

株式会社相鉄ホテルマネジメ

ント 

神奈川県横浜市西区北幸二丁

目９番１４号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

東武トップツアーズ株式会社 

東京都墨田区押上一丁目１番

２号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

株式会社ナカモサンルート 乗車料金 
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名古屋市中村区名駅二丁目３

５番２４号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

ナゴヤグランドホテル 

名古屋市中村区椿町１７番２

１号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

西鉄旅行株式会社 

福岡県福岡市中央区薬院三丁

目１６番２６号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

日本私立学校振興・共済事業

団 

東京都千代田区富士見一丁目

１０番１２号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

株式会社日本旅行 乗車料金 
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東京都中央区日本橋一丁目１

９番１ 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

株式会社阪急交通社 

大阪府大阪市北区梅田二丁目

５番２５号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

株式会社平成エンタープライ

ズ 

埼玉県志木市本町五丁目２２

番２６号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

有限会社星野観光 

名古屋市中村区椿町１３番１

２号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

ホテルウィングインターナシ 乗車料金 
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ョナル名古屋 

名古屋市中区錦一丁目４番１

１号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

ホテルリソル名古屋 

名古屋市中村区名駅三丁目２

５番６号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

堀場産業株式会社 

名古屋市中区栄一丁目８番３

３号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

名鉄観光サービス株式会社 

名古屋市中村区名駅南二丁目

１４番１９号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

モトヤマジエム株式会社 乗車料金 
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名古屋市中村区椿町５番５号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

ルートインジャパン株式会社 

東京都品川区大井一丁目３５

番３号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

ワシントンホテル株式会社 

名古屋市千種区内山三丁目２

３番５号 

指定をした日 令和６年４月

１日 

委託をした日 令和６年４月

１日 

乗車料金 

(1) 乗合規程に規定する一日乗車券の料金 

(2) 高速規程に規定する２４時間乗車券の料

金 

(3) 割引連絡規程に規定する共通一日乗車券

の料金 

 

名古屋市交通局営業本部営業統括部乗客誘致推進課 
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名古屋市交通局告示第３号 

 

   共通乗車区間の運転系統について 

 

 乗合自動車乗車料条例施行規程（昭和２８年名古屋市交通局管理規程第３５

号）別表に規定する「共通乗車区間の一部を運行する系統で別に定めるもの」

については、令和６年３月３１日から次のとおりとします。 

 なお、平成１８年名古屋市交通局告示第３号（共通乗車区間の運転系統につ

いて）は、令和６年３月３０日限り廃止します。 

 

  令和６年３月２９日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

運転系統 

幹名駅２、幹栄２、名駅１６、名駅１７、名駅１８、名駅２０、

名駅２１、名駅２３、名駅２４、名駅２９、栄１３、栄２２、

栄２４、Ｃ－７５８、中村１４、中村巡回、中巡回 

 

名古屋市交通局営業本部自動車部路線計画課 
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名古屋市交通局告示第４号 

 

   なごや観光ルートバス メーグル １ＤＡＹチケットの発売及び 

なごや観光ルートバスに乗車できる乗車券の種類について 

 

乗合自動車乗車料条例施行規程（昭和２８年名古屋市交通局管理規程第３５

号）第２３条第２項の規定に基づき、なごや観光ルートバス メーグル １Ｄ

ＡＹチケット（以下「１ＤＡＹチケット」という。）を次のように発売します。 

なお、なごや観光ルートバス メーグル １ＤＡＹチケットの発売並びにな

ごや観光ルートバス及びなごや歴史満喫バスに乗車できる乗車券の種類につい

て（令和５年名古屋市交通局告示第１８号。以下「旧告示」という。）は、令

和６年３月３１日限り廃止します。 

 

  令和６年３月２９日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷 

 

１ 料金 

 (1) 大人 ５００円 

 (2) 小児 ２５０円 

２ 有効期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで（なごや観光ルートバスの 

運行日に限ります。） 

３ 発売場所 

  なごや観光ルートバス車内とします。ただし、必要に応じて他の場所でも 

発売することがあります。 

４ 使用条件 

  １ＤＡＹチケットは、１枚で１人が有効期間内の使用日１日に限り、なご 

や観光ルートバス及び都心ループバスに限って使用することができ、その使 

用回数を制限しません。 
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５ 発売期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

６ 料金の還付 

  料金の還付は行いません。 

７ 不正使用 

１ＤＡＹチケットの不正使用に係る乗車料金及び増料金については、バス 

全線一日乗車券の例によります。 

８ 様式 

(1) 大人券 

（表）            （裏）            

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 小児券 

（表）            （裏）            
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９ 乗車券の種類 

前各項に定める乗車券のほか、なごや観光ルートバスに乗車できる乗合自

動車の乗車券は、次表のとおりとします。 

区 分 乗車できる乗合自動車の乗車券 

普 通 券 普通券 

カード乗車券 ＩＣカード乗車券 

特別の乗車券 共通一日乗車券、ドニチエコきっぷ及び一日乗車券 

割引乗車 券 割引券 

無料乗車 券 福祉特別乗車券、敬老パス及び中学３年生応援きっぷ 

  なお、定期券及び家族割引普通券では、なごや観光ルートバスに乗車する

ことはできません。 

１０ その他 

  旧告示により発売した乗車券は、この告示により発売された１ＤＡＹチケ

ットとみなします。 

 

名古屋市交通局営業本部自動車部路線計画課 
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名古屋市交通局管理規程第８号 

 

高速電車運転取扱規程（平成１６年名古屋市交通局管理規程第８号）の一部

を次のように改正する。 

 

  令和６年３月２５日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

第２１０条中「環形黄色灯」の次に「又は環形黄緑色灯」を加える。 

  

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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名古屋市交通局管理規程第９号 

 

ＩＣカード乗車券取扱規程（平成２３年名古屋市交通局管理規程第１号）の

一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月２６日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

 第４条第１項第３号中「ＴＯＩＣＡ」の次に「（障がい者用ＴＯＩＣＡを除 

く。）」を加え、同項第４号中「Ｋｉｔａｃａ」の次に「（障がい者用Ｋｉｔ 

ａｃａを除く。）」を加え、同項第５号中「含む」を「含み、障がい者用ＰＡ 

ＳＭＯを除く」に改め、同項第６号中「含む」を「含み、障がい者用Ｓｕｉｃ 

ａを除く」に改める。 

 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行し、この規程による改正後の第４条 

第１項第５号及び第６号の規定は令和５年３月１８日から、同項第４号の規定 

は令和６年３月１６日から適用する。 
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名古屋市交通局管理規程第１０号 

 

 高速電車安全管理規程等の一部を次のように改正する。 

 

  令和６年３月２８日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

 （高速電車安全管理規程の一部改正） 

第１条 高速電車安全管理規程（平成１８年名古屋市交通局管理規程第３７号）

の一部を次のように改正する。 

  「参事」を「担当部長」に改める。 

  第３５条第２項中「、首席助役」を削る。 

 （自動車安全管理規程の一部改正） 

第２条 自動車安全管理規程（平成１８年名古屋市交通局管理規程第３８号）

の一部を次のように改正する。 

  別図２を次のように改める。
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別図２ 報告連絡体制図（第１１条関係） 

(1) 事故が発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  内は緊急性が高いと考えられる場合又は 

社会的影響が大きいと考えられる場合に報告

する。 

乗務員等 

自動車運転 

課長 
自動車部長 

自動車車両課 

 

安全監理課 

 

広報広聴課 

課長補佐（広報） 

自動車運転課 

課長補佐（指導） 

管理課 

課長補佐（管理） 

安全統括 

管理者 

次長 

局長 

安全監理部長 

営業本部長 

管理課長 

自動車施設課 

 

自動車施設 

課長 

自動車車両 

課長 

総務課 

課長補佐（庶務） 
総務課長 

安全監理課長 

広報広聴課長 

総務部長 

所属営業所 

路線計画課長 
路線計画課 
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(2) 運行障害が発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乗務員等 

自動車運転 

課長 
自動車部長 

自動車車両課 

課長補佐（計画） 

安全監理課 

 

広報広聴課 

課長補佐（広報） 

自動車運転課 

 

管理課 

 

安全統括 

管理者 

次長 

局長 

安全監理部長 

営業本部長 

管理課長 

自動車施設課 

課長補佐（施設） 

自動車施設 

課長 

自動車車両 

課長 

総務課 

課長補佐（庶務） 
総務課長 

安全監理課長 

広報広聴課長 

総務部長 

所属営業所 

路線計画課長 
路線計画課 
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(3) テロ・バスジャック、その他の事件が発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乗務員等 

自動車運転 

課長 

自動車部長 

自動車車両課 

課長補佐（計画） 

安全監理課 

 

広報広聴課 

課長補佐（広報） 

安全統括 

管理者 

次長 

局長 

安全監理部長 

営業本部長 

管理課長 

自動車施設 

課長 

自動車車両 

課長 

総務課 

課長補佐（庶務） 
総務課長 

安全監理課長 

広報広聴課長 

技術本部長 

所属営業所 

路線計画課長 

管理課 

課長補佐（管理） 

自動車運転課 

 

総務部長 

自動車施設課 

 

路線計画課 
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 （高速電車係員規程の一部改正） 

第３条 高速電車係員規程（昭和３２年名古屋市交通局管理規程第４０号）の

一部を次のように改正する。 

「計画係長」を「課長補佐（計画）」に、「計画係員」を「計画担当」に、

「技術係長」を「所長補佐（技術）」に、「工事係長」を「所長補佐（工

事）」に、「保線第一係長」を「所長補佐（東山線保線）」に、「保線第二

係長」を「所長補佐（名城線保線）」に、「保線第三係長」を「所長補佐

（鶴舞線保線）」に、「保線第四係長」を「所長補佐（桜通線保線）」に、

「施設係長」を「所長補佐（施設）」に、「施設改良係長」を「所長補佐

（施設改良）」に、「設備第一係長」を「所長補佐（設備）」に、「設備第

二係長」を「所長補佐（設備改良）」に、「管理係長」を「工場長補佐（管

理）」に、「検車係長」を「工場長補佐（検車）」に、「検車第二係長」を

「工場長補佐（徳重検車）」に、「修車係長」を「工場長補佐（修車）」に、

「変電係長」を「所長補佐（変電）」に、「電気指令室長」を「所長補佐

（電気指令）」に、「電路第一係長」を「所長補佐（東山線電路）」に、

「電路第二係長」を「所長補佐（名城線電路）」に、「電路第三係長」を

「所長補佐（鶴舞線電路）」に、「電路第四係長」を「所長補佐（桜通線電

路）」に、「信号通信第一係長」を「所長補佐（東山線信号通信）」に、

「信号通信第二係長」を「所長補佐（名城線信号通信）」に、「信号通信第

三係長」を「所長補佐（鶴舞線信号通信）」に、「信号通信第四係長」を

「所長補佐（桜通線信号通信）」に改める。 

  第３条中「指導係長」を「課長補佐（指導）」に、「指導係員」を「指導

担当」に、「運転係長」を「課長補佐（運転）」に、「運転係員」を「運転

担当」に改め、「首席助役」を削る。 

  第５条の４中「指導係長」を「課長補佐（指導）」に改める。 

  第５条の５中「指導係員は、指導係長」を「指導担当は、課長補佐（指

導）」に改める。 

  第６条の４中「運転係長」を「課長補佐（運転）」に改める。 

  第６条の５中「運転係員は、運転係長」を「運転担当は、課長補佐（運

転）」に改める。 
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  第１２条の２を次のように改める。 

 第１２条の２ 削除 

  第１３条中「首席助役（首席助役の置かれていない場合には管区駅長）」

を「管区駅長」に改める。 

  第１８条の２を次のように改める。 

 第１８条の２ 削除 

  第１８条の３中「首席助役」を「副長」に改める。 

  第２８条中「技術係員」を「技術担当」に、「工事係員」を「工事担当」

に、「保線第一係員」を「東山線保線担当」に、「保線第二係員」を「名城

線保線担当」に、「保線第三係員」を「鶴舞線保線担当」に、「保線第四係

員」を「桜通線保線担当」に改める。 

  第３３条中「技術係員、工事係員、保線第一係員、保線第二係員、保線第

三係員及び保線第四係員」を「技術担当、工事担当、東山線保線担当、名城

線保線担当、鶴舞線保線担当及び桜通線保線担当」に改める。 

  第４９条中「施設係員」を「施設担当」に、「施設改良係員」を「施設改

良担当」に、「設備第一係員」を「設備担当」に、「設備第二係員」を「設

備改良担当」に改める。 

  第５４条中「施設係員及び施設改良係員」を「施設担当及び施設改良担当」

に改める。 

  第５７条中「設備第一係員及び設備第二係員」を「設備担当及び設備改良

担当」に改める。 

  第５８条中「整備係長」を「課長補佐（整備）」に、「整備係員」を「整

備担当」に、「管理係員」を「管理担当」に、「検車係員」を「検車担当」

に改め、 

「検車第一係長  

検車主任   を削り、「検車第二係員」を「徳重検車担当」に、「修車 

検車第一係員」 

係員」を「修車担当」に改める。 

  第６３条中「整備係長」を「課長補佐（整備）」に改める。 

  第６４条中「整備係員は、整備係長」を「整備担当は、課長補佐（整備）」
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に改める。 

  第６８条中「管理係員」を「管理担当」に改める。 

  第６９条中「、検車第一係長」を削る。 

  第７０条中「、検車第一係長」を削り、「検車第二係にあっては」を「徳

重検車担当にあっては」に改める。 

  第７１条中「検車係員、検車第一係員及び検車第二係員」を「検車担当及

び徳重検車担当」に改め、「、検車第一係長」を削り、「検車第二係員にあ

っては」を「徳重検車担当にあっては」に改める。 

  第７４条中「修車係員」を「修車担当」に改める。 

  第７５条中「変電係員」を「変電担当」に、「電路第一係員」を「東山線

電路担当」に、「電路第二係員」を「名城線電路担当」に、「電路第三係員」

を「鶴舞線電路担当」に、「電路第四係員」を「桜通線電路担当」に、「信

号通信第一係員」を「東山線信号通信担当」に、「信号通信第二係員」を

「名城線信号通信担当」に、「信号通信第三係員」を「鶴舞線信号通信担当」

に、「信号通信第四係員」を「桜通線信号通信担当」に改める。 

  第８０条中「変電係員」を「変電担当」に改める。 

  第８６条中「電路第一係員、電路第二係員、電路第三係員及び電路第四係

員」を「東山線電路担当、名城線電路担当、鶴舞線電路担当及び桜通線電路

担当」に改める。 

  第８９条中「信号通信第一係員、信号通信第二係員、信号通信第三係員及

び信号通信第四係員」を「東山線信号通信担当、名城線信号通信担当、鶴舞

線信号通信担当及び桜通線信号通信担当」に改める。 

 （交通局次長以下代決規程の一部改正） 

第４条 交通局次長以下代決規程（昭和４０年名古屋市交通局管理規程第２１

号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「参事」を「担当部長」に、「主幹」を「担当課長」に、「係長」

を「課長補佐」に、「営業所副所長及び電気指令室長」を「所長補佐及び工

場長補佐」に改める。 

  第３条第１項中「参事及び主幹」を「担当部長及び担当課長」に改め、同

条第３項中「係長」を「課長補佐」に改める。 
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  第５条第６項中「係長」を「課長補佐」に改める。 

  別表第１次長の欄第１号から第４号までの規定中「参事」を「担当部長」

に改め、同表部長の欄第２号から第４号までの規定中「主幹」を「担当課長」

に改め、同表主管部長の欄第１号中「係長」を「課長補佐」に改め、同表課

長の欄第１号及び第４号中「係長及び主査」を「課長補佐」に改め、同表主

管課長の欄第２４号、第３１号及び第３５号中「主幹」を「担当課長」に改

める。 

  別表第２第２号中「係長、首席助役及び主査」を「課長補佐」に改め、同

表第５号中「係長、首席助役、主査」を「課長補佐」に改める。 

  別表第３中「係長」を「課長補佐」に改め、「（首席助役を除く。）」を

削る。 

 （名古屋市情報あんしん条例施行規程の一部改正） 

第５条 名古屋市情報あんしん条例施行規程（平成１６年名古屋市交通局管理

規程第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第２項中「係内又は」を削る。 

  第１１条第２項中「課の庶務を担当する係の長」を「庶務担当の課長補佐」

に、「事務管理係長」を「課長補佐（事務管理）」に改める。 

  第１５条中「課の庶務を担当する係」を「所管課」に改め、同条第２号中

「課の庶務を担当する係の長」を「庶務担当の課長補佐」に改める。 

  第２６条中「係の長」を「課長補佐」に改める。 

  別表第１行政文書分類表第３分類の欄中「係」を「交通局課長補佐等設置

規程（令和６年名古屋市交通局管理規程第 号）に規定する課長補佐等の名

称の括弧内に表示する担当業務」に改め、同表第４分類の欄中「係」を「課」

に改める。 

 （名古屋市交通局局内誌発行規程の一部改正） 

第６条 名古屋市交通局局内誌発行規程（昭和３９年名古屋市交通局管理規程

第１号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第３項中「広報係長」を「課長補佐（広報）」に、「主査」を「課

長補佐（広報業務に関する総合調整）」に改める。 

  第５条第１項中「係長級」を「課長補佐級」に改める。 
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  第６条中「庶務担当係長」を「庶務担当の課長補佐」に改める。 

 （高速度鉄道自主保安監査規程の一部改正） 

第７条 高速度鉄道自主保安監査規程（平成９年名古屋市交通局管理規程第６

号）の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表 

 監査機構 

監査責任者 監査員 監査補助員 担当範囲 

電車部長 

駅務課長 

駅務課 

課長補佐（指導） 
旅客業務 

駅務課 

課長補佐（施設管理） 
旅客施設 

電車運転 

課長 

電車運転課 

課長補佐（計画） 
運転取扱い 

施設部長 

工務課長 
工務課 

課長補佐（工務） 

土木施設及び 

軌道施設 

営繕課長 

設備課長 

営繕課 

課長補佐（営繕） 

設備課 

課長補佐（設備） 

建築施設 

車両電気 

部長 

電車車両 

課長 

電車車両課 

課長補佐（整備） 

車両及び 

車両検査修繕施設 

電気課長 
電気課 

課長補佐（計画） 
電気施設 

 （名古屋市交通局職員の職名及び補職名規程の一部改正） 

第８条 名古屋市交通局職員の職名及び補職名規程（昭和４９年名古屋市交通
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局管理規程第２３号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「、公所又は係」を「又は公所」に改め、同条第３項中

「とし、駅務区に所属する首席助役の補職名は局、所属する駅務区及び所管

する管区駅の名を冠した名称とし、運転区に所属する首席助役の補職名は局

及び所属する運転区の名を冠した名称とし、副所長の補職名は局及び所属す

る公所の名を冠した名称とし、営業所に所属する首席助役の補職名は局及び

所属する公所の名を冠した名称」を削り、同条第４項中「参事」を「担当部

長」に、「主幹」を「担当課長」に、「主査の補職名」を「課長補佐又は主

任及び職制においてこれらに準ずるものとして定められた職（前項に定める

職を除く。）に補せられた職員の補職名」に、「主査の名称」を「職の名称」

に改め、同条第５項中「理事」を「担当局長」に、「参事」を「担当部長」

に、「主幹」を「担当課長」に、「主査」を「課長補佐」に改める。 

 （職務に専念する義務の免除基準に関する規程の一部改正） 

第９条 職務に専念する義務の免除基準に関する規程（昭和５５年名古屋市交

通局管理規程第１１号）の一部を次のように改正する。 

         「             「 

  別記様式第２中             を  

                     」            」 

に改める。 

 （勤務時間及び休暇に関する規程の実施細目に関する規程の一部改正） 

第１０条 勤務時間及び休暇に関する規程の実施細目に関する規程（昭和５５

年名古屋市交通局管理規程第１２号）の一部を次のように改正する。 

       「             「 

  様式第３中             を  

                   」             」 

に改める。 

 （自動車係員服務規程の一部改正） 

第１１条 自動車係員服務規程（平成１７年名古屋市交通局管理規程第２８号）

の一部を次のように改正する。 

  「副所長」を「副長」に、「整備係長」を「副長（整備）」に改める。 

係　　長 係 課長補佐 担　　当

係　　長 係 課長補佐 担　　当
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  第２条第１号中「運転サービス係長」を「課長補佐（運転サービス）」に、

「運転サービス係員」を「運転サービス担当」に、「指導係長」を「課長補

佐（指導）」に、「指導係員」を「指導担当」に改め、「首席助役」を削り、

同条第２号中「計画係長」を「課長補佐（計画）」に、「計画係員」を「計

画担当」に、「車庫係長」を「課長補佐（車庫）」に、「車庫係員」を「車

庫担当」に、「整備係員」を「整備担当」に改める。 

  第１８条の見出しを「（課長補佐（運転サービス））」に改め、同条中

「運転サービス係長」を「課長補佐（運転サービス）」に改める。 

  第１９条の見出しを「（運転サービス担当）」に改め、同条中「運転サー

ビス係員は、運転サービス係長」を「運転サービス担当は、課長補佐（運転

サービス）」に改める。 

  第２０条の見出しを「（課長補佐（指導））」に改め、同条中「指導係長」

を「課長補佐（指導）」に改める。 

  第２１条の見出しを「（指導担当）」に改め、同条中「指導係員は、指導

係長」を「指導担当は、課長補佐（指導）」に改める。 

  第２５条の２を次のように改める。 

 第２５条の２ 削除 

  第２６条及び第２７条中「又は首席助役」を削る。 

  第３２条の見出しを「（課長補佐（計画））」に改め、同条中「計画係長」

を「課長補佐（計画）」に改める。 

  第３３条の見出しを「（計画担当）」に改め、同条中「計画係員は、計画

係長」を「計画担当は、課長補佐（計画）」に改める。 

  第３４条の見出しを「（課長補佐（車庫））」に改め、同条中「車庫係長」

を「課長補佐（車庫）」に改める。 

  第３５条の見出しを「（車庫担当）」に改め、同条中「車庫係員は、車庫

係長」を「車庫担当は、課長補佐（車庫）」に改める。 

  第４２条の見出しを「（整備担当）」に改め、同条中「整備係員」を「整

備担当」に改める。 

 （高速電車係員服務規程の一部改正） 

第１２条 高速電車係員服務規程（昭和３２年名古屋市交通局管理規程第４１
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号）の一部を次のように改正する。 

  「計画係長」を「課長補佐（計画）」に、「計画係員」を「計画担当」に、

「指導係長」を「課長補佐（指導）」に、「指導係員」を「指導担当」に、

「運転係長」を「課長補佐（運転）」に、「運転係員」を「運転担当」に改

める。 

  目次中「首席助役（第３９条の２・第３９条の３）」及び「首席助役（第

７３条の２・第７３条の３）」を「削除」に改める。 

  第２章第６節の２を次のように改める。 

     第６節の２ 削除 

 第３９条の２及び第３９条の３ 削除 

  第４０条中「首席助役（首席助役の置かれていない場合には管区駅長）」

を「管区駅長」に改める。 

  第２章第１２節の２を次のように改める。 

     第１２節の２ 削除 

 第７３条の２及び第７３条の３ 削除 

  第７３条の４中「首席助役」を「副長」に改める。 

 （技術係員服務規程の一部改正） 

第１３条 技術係員服務規程（平成１７年名古屋市交通局管理規程第２９号）

の一部を次のように改正する。 

  「技術係長」を「所長補佐（技術）」に、「工事係長」を「所長補佐（工

事）」に、「保線第一係長」を「所長補佐（東山線保線）」に、「保線第二

係長」を「所長補佐（名城線保線）」に、「保線第三係長」を「所長補佐

（鶴舞線保線）」に、「保線第四係長」を「所長補佐（桜通線保線）」に、

「技術係員」を「技術担当」に、「工事係員」を「工事担当」に、「施設係

長」を「所長補佐（施設）」に、「施設係員」を「施設担当」に、「設備第

一係長」を「所長補佐（設備）」に、「設備第一係員」を「設備担当」に、

「設備第二係員」を「設備改良担当」に、「管理係長」を「工場長補佐（管

理）」に、「検車係員」を「検車担当」に、「修車係長」を「工場長補佐

（修車）」に、「修車係員」を「修車担当」に、「変電係長」を「所長補佐

（変電）」に、「変電係員」を「変電担当」に、「電気指令室長」を「所長
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補佐（電気指令）」に、「電路第一係長」を「所長補佐（東山線電路）」に、

「電路第一係員」を「東山線電路担当」に、「信号通信第一係長」を「所長

補佐（東山線信号通信）」に、「信号通信第一係員」を「東山線信号通信担

当」に改める。 

  目次中「保線第一係員、保線第二係員、保線第三係員及び保線第四係員」

を「東山線保線担当、名城線保線担当、鶴舞線保線担当及び桜通線保線担当」

に、「施設改良係長」を「所長補佐（施設改良）」に、「施設改良係員」を

「施設改良担当」に、「設備第二係長」を「所長補佐（設備改良）」に、

「管理係員」を「管理担当」に、「検車係長、検車第一係長及び検車第二係

長」を「工場長補佐（検車）及び工場長補佐（徳重検車）」に、「、検車第

一係員及び検車第二係員」を「及び徳重検車担当」に、「電路第二係長、電

路第三係長及び電路第四係長」を「所長補佐（名城線電路）、所長補佐（鶴

舞線電路）及び所長補佐（桜通線電路）」に、「電路第二係員、電路第三係

員及び電路第四係員」を「名城線電路担当、鶴舞線電路担当及び桜通線電路

担当」に、「信号通信第二係長、信号通信第三係長及び信号通信第四係長」

を「所長補佐（名城線信号通信）、所長補佐（鶴舞線信号通信）及び所長補

佐（桜通線信号通信）」に、「信号通信第二係員、信号通信第三係員及び信

号通信第四係員」を「名城線信号通信担当、鶴舞線信号通信担当及び桜通線

信号通信担当」に改める。 

  第３章第５節の節名中「保線第一係員、保線第二係員、保線第三係員及び

保線第四係員」を「東山線保線担当、名城線保線担当、鶴舞線保線担当及び

桜通線保線担当」に改める。 

  第５５条中「保線第一係員、保線第二係員、保線第三係員及び保線第四係

員」を「東山線保線担当、名城線保線担当、鶴舞線保線担当及び桜通線保線

担当」に、「所属係長」を「所属所長補佐」に改める。 

  第５６条、第５７条及び第５９条から第６１条までの規定中「所属係長」

を「所属所長補佐」に改める。 

  第５章第３節の節名中「施設改良係長」を「所長補佐（施設改良）」に改

める。 

  第１２９条中「施設改良係長」を「所長補佐（施設改良）」に改める。 
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  第１３８条中「所属係長」を「所属所長補佐」に改める。 

  第５章第５節の節名中「施設改良係員」を「施設改良担当」に改める。 

  第１４０条中「施設改良係員」を「施設改良担当」に、「所属係長」を

「所属所長補佐」に改める。 

  第１４１条及び第１４３条から第１４５条までの規定中「所属係長」を

「所属所長補佐」に改める。 

  第５章第６節の節名中「設備第二係長」を「所長補佐（設備改良）」に改

める。 

  第１４６条中「設備第二係長」を「所長補佐（設備改良）」に改める。 

  第１４８条及び第１５０条中「所属係長」を「所属所長補佐」に改める。 

  第６章第５節の節名を次のように改める。 

     第５節 管理担当 

  第１６１条中「管理係員」を「管理担当」に改める。 

  第６章第６節の節名を次のように改める。 

     第６節 工場長補佐（検車）及び工場長補佐（徳重検車） 

  第１６２条中「検車係長、検車第一係長及び検車第二係長」を「工場長補

佐（検車）及び工場長補佐（徳重検車）」に、「検車第二係長にあっては」

を「工場長補佐（徳重検車）にあっては」に改める。 

  第１６３条中「所属係長」を「所属工場長補佐」に、「検車第二係」を

「徳重検車担当」に改める。 

  第６章第８節の節名中「、検車第一係員及び検車第二係員」を「及び徳重

検車担当」に改める。 

  第１６４条中「、検車第一係員及び検車第二係員」を「及び徳重検車担当」

に、「所属係長」を「所属工場長補佐」に、「検車第二係員にあっては」を

「徳重検車担当にあっては」に改める。 

  第１６５条中「及び検車第一係員」を削る。 

  第２００条中「関係係長」を「関係所属」に改める。 

  第７章第９節の節名中「電路第二係長、電路第三係長及び電路第四係長」

を「所長補佐（名城線電路）、所長補佐（鶴舞線電路）及び所長補佐（桜通

線電路）」に改める。 
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  第２１０条中「電路第二係長、電路第三係長及び電路第四係長」を「所長

補佐（名城線電路）、所長補佐（鶴舞線電路）及び所長補佐（桜通線電路）」

に、「電路第三係長にあっては」を「所長補佐（鶴舞線電路）にあっては」

に改める。 

  第２２０条中「所属係長」を「所属所長補佐」に、「電路第三係」を「鶴

舞線電路担当」に改める。 

  第７章第１１節の節名中「電路第二係員、電路第三係員及び電路第四係員」

を「名城線電路担当、鶴舞線電路担当及び桜通線電路担当」に改める。 

  第２２２条中「電路第二係員、電路第三係員及び電路第四係員」を「名城

線電路担当、鶴舞線電路担当及び桜通線電路担当」に、「所属係長」を「所

属所長補佐」に、「電路第三係員にあっては」を「鶴舞線電路担当にあって

は」に改める。 

  第２２３条、第２２４条、第２２６条及び第２２８条中「所属係長」を

「所属所長補佐」に改める。 

  第７章第１２節の節名中「信号通信第二係長、信号通信第三係長及び信号

通信第四係長」を「所長補佐（名城線信号通信）、所長補佐（鶴舞線信号通

信）及び所長補佐（桜通線信号通信）」に改める。 

  第２２９条中「信号通信第二係長、信号通信第三係長及び信号通信第四係

長」を「所長補佐（名城線信号通信）、所長補佐（鶴舞線信号通信）及び所

長補佐（桜通線信号通信）」に改める。 

  第２３１条中「所属係長」を「所属所長補佐」に改める。 

  第７章第１４節の節名中「信号通信第二係員、信号通信第三係員及び信号

通信第四係員」を「名城線信号通信担当、鶴舞線信号通信担当及び桜通線信

号通信担当」に改める。 

  第２３３条中「信号通信第二係員、信号通信第三係員及び信号通信第四係

員」を「名城線信号通信担当、鶴舞線信号通信担当及び桜通線信号通信担当」

に、「所属係長」を「所属所長補佐」に改める。 

  第２３４条、第２３５条、第２３７条及び第２３９条中「所属係長」を

「所属所長補佐」に改める。 

 （交通局被服規程の一部改正） 
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第１４条 交通局被服規程（昭和４６年名古屋市交通局管理規程第２１号）の

一部を次のように改正する。 

  別表第１(1)中「係長職」を「課長補佐職」に改める。 

  別表第２(2)備考第４項中「係長職」を「課長補佐職」に改め、同表備考

第５項中「車庫係」を「車庫担当」に改め、同表備考第７項を次のように改

める。 

 ７ 安全靴の貸与対象者については、技術本部長、担当部長（リニア関連工

事等調整）、営業統括部担当課長（乗車券機器）、電車部担当課長（施設

管理）、営業課課長補佐（乗車券機器）、駅務課課長補佐（バリアフリー

等）、技術管理課・営業課事業推進担当（乗車券機器業務に従事する係員

に限る。）・自動車施設課工事担当・自動車車両課・営業所整備担当・施

設部（施設計画課は工事担当に限る。）・車両電気部の技術職員・運輸主

事、別に定める業務に従事する人材育成課技術研修担当・駅務課（指導担

当を除く。）・自動車運転課（停留所標識の保守管理業務に従事する職員

に限る。）・自動車施設課施設担当・資産活用課・施設計画課（工事担当

を除く。）の職員及び技術現場において安全靴を貸与されていない職員の

うち現場作業に従事するため必要があると所属長が認める職員とする。 

  別表第３及び別表第４を次のように改める。 
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 別表第３ 

 (1) 運輸制服関係 

職 種 区 分 対 象 職 員 

運輸制服１種 

局長、次長、技術本部長、電車部長、自動車部長、運輸

課長、駅務課長、電車運転課長、自動車運転課長、駅務

課課長補佐（計画）、電車運転課課長補佐（計画）、電

車運転課課長補佐（運転）、自動車運転課課長補佐（運

転サービス）、駅務課課長補佐（指導）、自動車運転課

（指導）、運輸課課長補佐（地下鉄運輸業務に関する総

合調整）、自動車運転課課長補佐（接遇・安全対策） 

運輸制服２種 

運転指令室長、駅務区長、運転区長、営業所長、人材育

成課課長補佐（電車研修）、人材育成課課長補佐（自動

車研修）、管区駅長、副長、人材育成課の運輸主事、駅

務課・電車運転課・運転指令室の運輸主事、管理課・路

線計画課・自動車施設課・自動車運転課の運輸主事、駅

務区・運転区・営業所の助役、駅務員、電車乗務員、自

動車運転士 

 

 (2) 技術制服関係 

職 種 区 分 対 象 職 員 

技術制服１種 

人材育成課技術研修担当・技術管理課・駅務課（指導担

当を除く。）・自動車施設課・自動車車両課（車庫担当

を除く。）・施設計画課・工務課・営繕課・設備課・電

車車両課・電気課の職員のうち課長補佐職以上の職にあ

る者、営業統括部担当課長（乗車券機器）、電車部担当

課長（施設管理）、営業課課長補佐（乗車券機器）、別

に定める業務に従事する資産活用課の職員のうち課長補

佐職以上の職にある者 
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技術制服２種 

軌道・施設・電気事務所（以下「事務所」という。）の

長、藤が丘・名港・日進工場（以下「工場」という。）

の長、電気事務所副所長、自動車車両課課長補佐（車

庫）、営業所副長（整備）、事務所の所長補佐、工場の

工場長補佐、課長補佐、人材育成課技術研修担当・技術

管理課・営業課事業推進担当（乗車券機器業務に従事す

る係員に限る。）・駅務課（指導担当を除く。）・自動

車施設課・自動車車両課（車庫担当を除く。）・施設計

画課・工務課・営繕課・設備課・電車車両課・電気課の

技術職員・運輸主事、別に定める業務に従事する資産活

用課の職員、業務士（技術制服３種に定める職員を除

く。） 

技術制服３種 

自動車車両課車庫担当・営業所整備担当・事務所・工場

の技術職員、業務技師・業務士（電車車両清掃業務、営

業所・電車工場の雑役業務に従事する職員に限る。）、

別に定める業務に従事する自動車運転課運転サービス担

当の職員 

技術制服４種 メールカー乗務職員、公所の事務職員 

 

 (3) 監視員制服関係 

職 種 区 分 対 象 職 員 

監視員制服１種 違法駐停車等監視業務従事者 
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 別表第４ 

 (1) 周章貸与対象職員 

局長、次長、技術本部長、電車部長、自動車部長、運輸課長、駅務課長、

電車運転課長、運転指令室長、自動車運転課長、人材育成課課長補佐（電

車研修）、人材育成課課長補佐（自動車研修）、駅務課課長補佐（計

画）、電車運転課課長補佐（計画）、電車運転課課長補佐（運転）、運転

指令室副長、自動車運転課課長補佐（運転サービス）、駅務課課長補佐

（指導）、自動車運転課課長補佐（指導）、運輸課課長補佐（地下鉄運輸

業務に関する総合調整）、自動車運転課課長補佐（接遇・安全対策）、人

材育成課の運輸主事、駅務課・電車運転課・運転指令室の運輸主事、管理

課・自動車施設課・自動車運転課の運輸主事、駅務区長、運転区長、営業

所長、管区駅長、運転区副長、営業所副長、駅務区・運転区・営業所の助

役、指導駅務員、地下鉄指導運転士、自動車兼任指導運転士、自動車指導

運転士 

 

 (2) 外とう貸与対象職員 

東山線駅務区の区長・管区駅長・助役・指導駅務員・駅務員、東山線運転

区の区長・副長・助役・指導運転士・電車乗務員、鶴舞線運転区の区長・

副長・助役・指導運転士・電車乗務員、営業所の所長・副長・助役、自動

車運転課の運輸主事（別に定める業務に従事する職員に限る。） 

 

 

1099



 （名古屋市交通局職員研修規程の一部改正） 

第１５条 名古屋市交通局職員研修規程（平成７年名古屋市交通局管理規程第

５号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項第１号ウ中「係長昇任選考」を「課長補佐昇任選考」に改め、

同号エ中「係長段階」を「課長補佐段階」に改める。 

 （名古屋市交通局職員懲戒規程の一部改正） 

第１６条 名古屋市交通局職員懲戒規程（平成１７年名古屋市交通局管理規程

第３０号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「係長」を「課長補佐」に改める。 

 （名古屋市交通局職員訓戒規程の一部改正） 

第１７条 名古屋市交通局職員訓戒規程（平成１７年名古屋市交通局管理規程

第３１号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「係長」を「課長補佐」に改める。 

  第４条第１項第２号ア中「係長級」を「課長補佐級」に改める。 

 （名古屋市交通局労働安全衛生管理規程の一部改正） 

第１８条 名古屋市交通局労働安全衛生管理規程（昭和５０年名古屋市交通局

管理規程第３号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第４条関係） 

部 

主任総括 

安全衛生 

管 理 者 

事 業 場 

総  括 

安全衛生 

管 理 者 

安全管理者 
部安全衛生 

管 理 者 

電

車

部 

電車部長 

名古屋管区駅 駅務区長 管区駅長 

運輸課 

課長補佐 

（管理） 

栄  管区駅 駅務区長 管区駅長 

金 山管区駅 駅務区長 管区駅長 

上前津管区駅 駅務区長 管区駅長 

八 事管区駅 駅務区長 管区駅長 
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今 池管区駅 駅務区長 管区駅長 

東山線運転区 区 長 副 長 

名城線運転区 区 長 副 長 

鶴舞線運転区 区 長 副 長 

桜通線運転区 区 長 副 長 

自

動

車

部 

自動車 

部長 

如 意営業所 所 長 副 長 

管理課 

課長補佐 

（管理） 

中 川営業所 所 長 副 長 

稲 西営業所 所 長 副 長 

鳴 尾営業所 所 長 副 長 

緑  営業所 所 長 副 長 

猪 高営業所 所 長 副 長 

御器所営業所 所 長 副 長 

施

設

部 

施設部長 

軌 道 事 務 所 所 長 
所長補佐 

（技術） 
施設計画課 

課長補佐 

（管理） 施 設 事 務 所 所 長 
所長補佐 

（施設） 

車

両

電

気

部 

車両電気 

部長 

藤 が 丘 工 場 工 場 長 
工場長補佐 

（管理） 

電車車両課 

課長補佐 

（管理） 

名 港 工 場 工 場 長 
工場長補佐 

（管理） 

日 進 工 場 工 場 長 
工場長補佐 

（管理） 

電 気 事 務 所 所 長 
所長補佐 

（変電） 
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本

局

部 

総務部長 本 局 労務課長 
課長補佐 

（安全衛生） 

労務課 

課長補佐 

（安全衛生） 

備考 本局は、名古屋市交通局事務分掌規程（昭和３２年名古屋市交通局管

理規程第９号）第２条に定める課及び室とする。 

 （名古屋市交通局企業職員給与支給規程の一部改正） 

第１９条 名古屋市交通局企業職員給与支給規程（昭和４２年名古屋市交通局

管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

  別表第７を次のように改める。 

 別表第７ 級別基準職務表 

 １  企業職給料表(1) 

１  級 

定型的な業務を行う職員の職務 

２  級 

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 

３  級 

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 

４  級 

主任の職務 

５  級 

１  課長補佐、副長、管区駅長、工場長補佐、所長補佐の職務 

２  副課長補佐の職務 

６  級 

１  課長代理の職務 

２  総括課長補佐又はこれに相当するものとして別に指定する職の職務 

７  級 

課長（運転指令室長を含む。）又は課長に相当するものとして別に指

定する職の職務 

８  級 
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部長、担当部長及び局付担当部長の職務 

９  級 

次長、本部長及び局付担当局長の職務 
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 ２  企業職給料表(3) 

１  級 

１  運輸主事、電車運輸主事、自動車運輸主事及び精算運輸主事（本

表において「運輸職員」という。）で自動車の運転業務に従事する

者のうち平成２５年４月１日以降に採用される職員（本表において

「３種運輸職員」という。）及び運輸職員で自動車の運転業務に従

事する者を除く職員（本表において「２種運輸職員」という。）の

職務 

２  運輸技師、電車運輸技師、自動車運輸技師、工務運輸技師、電気

運輸技師又は営繕運輸技師（本表において「技術職員」という。）

の職務 

２  級 

１  運輸職員で自動車の運転業務に従事する者のうち３種運輸職員を

除く職員（本表において「１種運輸職員」という。）の職務 

２  相当高度の経験を必要とする業務に従事する２種運輸職員、３種

運輸職員又は技術職員の職務 

３  級 

高度の経験を必要とする業務に従事する運輸職員又は技術職員の職務 

４  級 

技能主任の職務 

５  級 

技能長又は副課長補佐の職務 

 

 ３ 企業職給料表(4) 

１  級 

業務技師及び業務士の職務 

別記様式第１号から別記様式第１号の３までの様式中 

「            「 

          」             」 

 

課長 係長 課長 課長補佐を に改める。 
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 （名古屋市交通局企業職員給与支給規程の実施細目に関する規程の一部改正） 

第２０条 名古屋市交通局企業職員給与支給規程の実施細目に関する規程（昭

和４２年名古屋市交通局管理規程第２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「総括係長」を「総括課長補佐」に改める。 

 （初任給、昇格及び昇給等に関する規程の実施細目に関する規程の一部改正） 

第２１条 初任給、昇格及び昇給等に関する規程の実施細目に関する規程（昭

和４２年名古屋市交通局管理規程第５号）の一部を次のように改正する。 

  第１５条の表中「係長」を「課長補佐」に改める。 

  第１８条第２項中「係長段階」を「課長補佐段階」に、「係長昇任選考」

を「課長補佐昇任選考」に改め、同条第３項中「係長若しくは」を「課長補

佐若しくは」に、「副係長」を「副課長補佐」に改める。 

  別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 

 別表第１ 

企 

 

業 

 

職 

 

給 

 

料 

 

表 

 

(1) 

１ 級 地方公務員法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職

を占める職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」とい

う。）のうち、退職時においてその者の属する職務の級が１級

であった職員 

２ 級 １ １級の在級期間大学卒１年以上、短大卒３年以上、高校卒

以下４年以上で勤務成績良好な職員 

２ 任用規則第６条第１項第４号に規定する職務経験者採用試

験（以下単に「職務経験者採用試験」という。）により採用

した職員 

３ 定年前再任用短時間勤務職員のうち、退職時においてその

者の属する職務の級が２級であった職員 

３ 級 １  課長補佐昇任選考に合格し、勤務成績良好な職員 

２  ２級の在級期間８年以上で勤務成績良好な職員 

３ 定年前再任用短時間勤務職員のうち、退職時においてその

者の属する職務の級が３級であった職員 
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４ 級 １  課長補佐昇任選考合格後１年を経過し、勤務成績良好な職

員 

２  ３級の在級期間５年以上で年齢３８歳（大学卒にあっては

３９歳）以上の職員（在職期間が大学卒１７年以上、短大卒

１８年以上、高校卒以下２０年以上である者に限る。）のう

ち別に定める選考に合格したもの 

３ 定年前再任用短時間勤務職員のうち、退職時においてその

者の属する職務の級が４級であった職員又は副課長補佐の職

にあった職員 

５ 級 職務表１ ５級の項第２号の副課長補佐の職務とは、次のと

おりとする。 

年齢４０歳以上で在職期間１７年以上の者で別に定める選考

に合格したもの又は課長補佐昇任選考に合格し、副課長補佐の

職を命ぜられたもの 

６ 級 １  局全般の庶務又は予算その他これらに類する総括的業務に

従事する課長補佐のうち特に局長が指定するもの 

２  課長補佐又はこれに相当する職の在職期間７年から９年ま

で又は年齢５６歳以上の職員のうち別に定める選考に合格し

たもの 

７ 級 別に指定する職の職務とは、次のとおりとする。 

駅務区長、運転区長、営業所長、軌道事務所長、施設事務所

長、工場長、電気事務所長、電気事務所副所長、担当課長及び

局付担当課長 
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企 

 

業 

 

職 

 

給 

 

料 

 

表 

 

(3) 

１ 級 定年前再任用短時間勤務職員のうち、退職時においてその者

の属する職務の級が１級であった職員 

２ 級 職務表３  ２級の項第２号の相当高度の経験を必要とする業

務を行う２種運輸職員、３種運輸職員又は技術職員の職務と

は、次のとおりとする。 

１ １級の実勤務期間８年以上で勤務成績良好な２種運輸職員

又は技術職員 

２ 定年前再任用短時間勤務職員のうち、退職時においてその

者の属する職務の級が２級であった職員 

３ 級 職務表３  ３級の項の高度の経験を必要とする業務を行う運

輸職員又は技術職員の職務とは、次のとおりとする。 

１  課長補佐昇任選考に合格し、勤務成績良好な運輸職員又は

技術職員 

２  ２級の実勤務期間１０年以上で勤務成績良好な別に定める

運輸職員又は技術職員 

３  ２級の実勤務期間１２年以上で勤務成績良好な別に定める

運輸職員又は技術職員 

４  ２級の実勤務期間１４年以上で勤務成績良好な運輸職員

（駅務業務に従事する者を除く。）又は技術職員 

５ ２級の実勤務期間１９年以上で勤務成績良好な別に定め

る運輸職員 

６ 定年前再任用短時間勤務職員のうち、退職時においてその

者の属する職務の級が３級であった職員 

４ 級 １  課長補佐昇任選考合格後１年を経過し、勤務成績良好な職

員 

２  ３級の在級期間５年以上（１種運輸職員として採用された

者にあっては１０年以上）で年齢３８歳以上の別に定める職

員（在職期間が２０年以上である者に限る。）のうち別に定

める選考に合格したもの 

３ ３級の在級期間１０年以上（１種運輸職員として採用さ
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れた者にあっては１５年以上）で年齢３８歳以上の別に定

める職員（在職期間が２０年以上である者に限る。）のう

ち別に定める選考に合格したもの 

４ 定年前再任用短時間勤務職員のうち、退職時においてその

者の属する職務の級が４級であった職員 

５ 級 職務表３  ５級の項の技能長の職務とは、次のとおりとす

る。 

４級の在級期間５年以上で年齢４０歳以上の別に定める職員

（在職期間が１７年以上である者に限る。）のうち別に定める

選考に合格し、技能長の職を命ぜられたもの 

職務表３  ５級の項の副課長補佐の職務とは、次のとおりと

する。 

年齢４０歳以上で在職期間１７年以上の者で別に定める選考

に合格したもの又は課長補佐昇任選考に合格し、副課長補佐の

職を命ぜられたもの 

 （管理職手当支給規程の一部改正） 

第２２条 管理職手当支給規程（昭和４２年名古屋市交通局管理規程第６号）

の一部を次のように改正する。 

  別表第１職の欄中「理事」を「担当局長」に、「参事」を「担当部長」に、

「主幹」を「担当課長」に改める。 

 （名古屋市交通局特殊勤務手当支給規程の実施細目に関する規程の一部改正） 

第２３条 名古屋市交通局特殊勤務手当支給規程の実施細目に関する規程（平

成１３年名古屋市交通局管理規程第１４号）の一部を次のように改正する。 

  第３条の表支給対象職員の欄を次のように改める。 

支給対象職員 

１ 工場の検車担当（日進工場の

徳重検車担当を含む）及び修車

担当の技術職員 

２ 営業所の整備担当の技術職員 

３ 自動車運転課運転サービス担
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当の技術職員 

４ １、２及び３に準じ特殊健康

診断の対象となる業務に従事す

る職員 

 （期末手当及び奨励手当に関する規程の一部改正） 

第２４条 期末手当及び奨励手当に関する規程（昭和３９年名古屋市交通局管

理規程第１２号）の一部を次のように改正する。 

  第１５条の２第２項第４号中「係長段階」を「課長補佐段階」に、「長期

経験係長」を「長期経験課長補佐」に改め、同条第３項中「長期経験係長」

を「長期経験課長補佐」に改める。 

 （名古屋市交通局会計規程の一部改正） 

第２５条 名古屋市交通局会計規程（昭和３１年名古屋市交通局管理規程第１

１号）の一部を次のように改正する。 

  第３０条中「出納係長」を「課長補佐（出納）」に改める。 

  第３２条第３項を次のように改める。 

 ３ 金銭収納員に事故があるときは、広報広聴課にあっては課長補佐（広

報）、経営企画課にあっては課長補佐（企画）、乗客誘致推進課にあって

は課長補佐（事業）、営業課にあっては課長補佐（営業）、資産活用課に

あっては課長補佐（資産活用）、運輸課にあっては課長補佐（管理）、駅

務課にあっては課長補佐（計画）、電車運転課にあっては課長補佐（計

画）、自動車運転課にあっては課長補佐（指導）、営繕課にあっては課長

補佐（営繕）、営業所にあっては副長がその職務を代行し、金銭収納員に

事故がある場合においてこれらの者にも事故があるときは、金銭収納員が

あらかじめ局長の承認を得て指定する職員がその職務を代行する。 

  第７６条中「契約係長」を「課長補佐（契約）」に改める。 

  様式第２９号中  

「 

                                を 

                               」 

 

課　長 係　長 係 課　長 係　長 係

会　　計　　課 事 業 主 管 課
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「 

                                に 

                            」 

改める。 

         「            「 

                   」             」  

 に改める。 

  様式第３４号、様式第３４号の２及び様式第３８号中 

「                                  

 

                                  」 

を 

「 

                                   

                                  」 

 に改める。 

  様式第３９号中 

 「 

                                」 

 「 

                                」 

 改める。 

  様式第４１号及び様式第４４号中 

「                                  

 

                                  」 

を 

「 

                                   

                                  」 

出納係長 出納係様式第３０号中 を 

に 

会計課長 出納係長 出納係 課長 係長 係 を 

会計課長 出納係長 出納係 課長 係長 係 公所長 係長 係

課　長 課長補佐 担　当 課　長 課長補佐 担　当

会　　計　　課 事 業 主 管 課

会計課長 課長補佐 出納担当 課長 課長補佐 担当 公所長 課長補佐 担当

会計課長 出納係長 出納係 課長 係長 係 公所長 係長 係

会計課長 課長補佐 出納担当 課長 課長補佐 担当 公所長 課長補佐 担当

会計課長 課長補佐 出納担当 課長 課長補佐 担当

課長補佐 出納担当
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 に改める。 

  様式第５３号、様式第５４号、様式第５５号及び様式第５６号中 

「 

                                を 

                               」 

「 

                                に 

                            」 

改める。 

  様式第５８号中「係」を「担当」に改める。 

 （高速電車運転取扱規程の一部改正） 

第２６条 高速電車運転取扱規程（平成１６年名古屋市交通局管理規程第８号）

の一部を次のように改正する。 

  第５条第２号中「、首席助役（駅務区勤務）」を削り、同条第３号中「、

首席助役（運転区勤務）」を削り、同条第４号中「技術係長、工事係長、保

線第一係長、保線第二係長、保線第三係長、保線第四係長」を「所長補佐

（技術）、所長補佐（工事）、所長補佐（東山線保線）、所長補佐（名城線

保線）、所長補佐（鶴舞線保線）、所長補佐（桜通線保線）」に改め、同条

第５号中「施設係長、施設改良係長、設備第一係長、設備第二係長」を「所

長補佐（施設）、所長補佐（施設改良）、所長補佐（設備）、所長補佐（設

備改良）」に改め、同条第６号中「検車係長、検車第一係長、検車第二係長、

修車係長」を「工場長補佐（検車）、工場長補佐（徳重検車）、工場長補佐

（修車）」に改め、同条第７号中「変電係長、電気指令室長、電路第一係長、

電路第二係長、電路第三係長、電路第四係長」を「所長補佐（変電）、所長

補佐（電気指令）、所長補佐（東山線電路）、所長補佐（名城線電路）、所

長補佐（鶴舞線電路）、所長補佐（桜通線電路）」に、「信号通信第一係長

信号通信第二係長、信号通信第三係長、信号通信第四係長」を「所長補佐

（東山線信号通信）、所長補佐（名城線信号通信）、所長補佐（鶴舞線信号

通信）、所長補佐（桜通線信号通信）」に改める。 

 

課　長 係　長 係 課　長 係　長 係

会　　計　　課 事 業 主 管 課

課　長 課長補佐 担　当 課　長 課長補佐 担　当

会　　計　　課 事 業 主 管 課
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の際現にこの規程による改正前の名古屋市交通局会計規程

の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程による改正後の名古屋市

交通局会計規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することがで

きる。 

（勤務時間及び休暇に関する規程の一部を改正する規程の一部改正） 

３ 勤務時間及び休暇に関する規程の一部を改正する規程（平成１９年名古屋

市交通局管理規程第１４号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「係の長」を「課長補佐」に改める。 

（名古屋市交通局企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程の一部改正） 

４ 名古屋市交通局企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程（平成２３

年名古屋市交通局管理規程第２８号）の一部を次のように改正する。 

  附則別表第２を次のように改める。 

 附則別表第２ 

１ 級 地方公務員法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を

占める職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の

うち、退職時においてその者の属する職務の級が１級であった職

員 

２ 級 職務表３  ２級の項第２号の相当高度の経験を必要とする業務

を行う２種運輸職員、３種運輸職員又は技術職員の職務とは、

次のとおりとする。 

１ １級の実勤務期間５年以上で勤務成績良好な２種運輸職

員、３種運輸職員又は技術職員 

２ 定年前再任用短時間勤務職員のうち、退職時においてその者

の属する職務の級が２級であった職員 

３ 級 職務表３  ３級の項の高度の経験を必要とする業務を行う運輸

職員又は技術職員の職務とは、次のとおりとする。 

1112



１  課長補佐昇任選考に合格し、勤務成績良好な運輸職員又は技

術職員 

２  平成２３年４月１日において職務の級１級又は２級である

もののうち２級の実勤務期間１０年以上で勤務成績良好な別

に定める運輸職員又は技術職員 

３  平成２３年４月１日において職務の級１級又は２級である

もののうち２級の実勤務期間１２年以上で勤務成績良好な別

に定める運輸職員又は技術職員 

４  ２級の実勤務期間１４年以上で勤務成績良好な運輸職員（駅

務業務に従事する者を除く。）又は技術職員 

５ ２級の実勤務期間１９年以上で勤務成績良好な別に定める

運輸職員 

６ 定年前再任用短時間勤務職員のうち、退職時においてその者

の属する職務の級が３級であった職員 

４ 級 １  課長補佐昇任選考合格後１年を経過し、勤務成績良好な職員 

２  ３級の在級期間５年以上で年齢３８歳以上の別に定める職

員（在職期間が２０年以上（１種運輸職員として採用された

者にあっては１９年以上）である者に限る。）のうち別に定

める選考に合格したもの 

３ ３級の在級期間１０年以上で年齢３８歳以上の別に定める

職員（在職期間が２０年以上（１種運輸職員として採用され

た者にあっては１９年以上）である者に限る。）のうち別に

定める選考に合格したもの 

４ 定年前再任用短時間勤務職員のうち、退職時においてその者

の属する職務の級が４級であった職員 

５ 級  職務表３  ５級の項の技能長の職務とは、次のとおりとする。 

 ４級の在級期間８年以上で年齢４０歳以上の別に定める職員

（在職期間が１７年以上である者に限る。）のうち別に定める選

考に合格し、技能長の職を命ぜられたもの 

 職務表３ ５級の項の副課長補佐の職務とは、次のとおりとす

る。 
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 年齢４０歳以上で在職期間１７年以上の者で別に定める選考に

合格したもの又は課長補佐昇任選考に合格し、副課長補佐の職を

命ぜられたもの 

 （名古屋市交通局企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程の一部改正） 

５ 名古屋市交通局企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程（令和５年

名古屋市交通局管理規程第９号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１７項中「係長段階」を「課長補佐段階」に改める。 

  附則別表第３を次のように改める。 
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  附則別表第３ 

１  級  

 １ 定型的な業務を行う職員の職務 

 ２ 業務技師及び業務士の職務 

２  級 

 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 

３  級 

 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 

４  級 

 主任の職務 

５  級 

 １  課長補佐、副長、管区駅長、所長補佐及び工場長補佐の職務 

 ２  高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う主任の職務又は別

に指定する職の職務 

６  級 

 総括課長補佐又はこれに相当するものとして別に指定する職の職務 

７  級 

 課長（運転指令室長を含む。）又はこれに相当するものとして別に指定

する職の職務 

８  級 

 部長、担当部長及び局付担当部長の職務 

９  級 

 次長、本部長及び局付担当局長の職務 
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名古屋市交通局管理規程第１１号 

 

 名古屋市交通局事務分掌規程を次のように定める。 

 

  令和６年３月２９日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

   名古屋市交通局事務分掌規程 

 

名古屋市交通局事務分掌規程（昭和３２年名古屋市交通局管理規程第９号）

の全部を改正する。 

 

（目的）  

第１条 この規程は、名古屋市交通局（以下「局」という。）の業務を運営す

るために必要な分課及び事務分掌を定めることを目的とする。  

 （分課） 

第２条 局に次の本部、部、課、室及び公所を設ける。  

営業本部  

 総 務 部  

  総 務 課  

  広報広聴課  

  人 事 課   

  労 務 課  

 安全監理部 

  安全監理課 

  人材育成課 

 企画財務部  

  経営企画課  

  デジタル推進課 
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  財 務 課  

  会 計 課  

  技術管理課  

 営業統括部  

  乗客誘致推進課  

  営 業 課  

  資産活用課  

 電 車 部  

  運 輸 課  

  駅 務 課 

  電車運転課  

  運転指令室  

 自 動 車 部  

  管 理 課  

  路線計画課 

  自動車施設課  

  自動車運転課  

  自動車車両課  

技術本部  

 施 設 部  

  施設計画課  

  工 務 課  

  営 繕 課  

  設 備 課  

 車両電気部  

  電車車両課  

  電 気 課  

 （公 所）  

   駅 務 区  

   運 転 区  
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   営 業 所  

   軌道事務所  

   施設事務所  

   藤が丘工場  

   名港工場  

   日進工場  

   電気事務所  

 （分掌事務）  

第３条 前条に掲げる課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。 

営業本部  

 総 務 部  

  総 務 課  

 (1) 市会に関すること。  

 (2) 秘書に関すること。  

 (3) 渉外事項の処理に関すること。  

 (4) 外客の案内接遇に関すること。  

 (5) 職務乗車券の発行に関すること。  

 (6) 乗用自動車の管理に関すること。  

 (7) 防災及び危機管理の総括に関すること。  

 (8) 諸規程類の制定、改廃、解釈及び例規の編さんに関すること。  

 (9) 業務の改善及び能率増進に関すること。  

 (10) 行政評価に係る企画及び総括に関すること。  

 (11) 事務事業の監査に関すること。  

 (12) 市会議案に関すること。  

 (13) 契約書案その他の法規文書の審査に関すること。  

 (14) 訴訟、調停等に関すること。  

 (15) 公印の管守に関すること。  

 (16) 文書の受発、集配、保存及び管理に関すること。  

 (17) 情報公開の総括に関すること。  

 (18) 組織及び事務分掌に関すること。  
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(19) 部の収支予算の整理に関すること。 

(20) 部内の連絡調整に関すること。 

 (21) 部の庶務に関すること。  

 (22) 他部課室に属しないこと。  

  広報広聴課  

 (1) 広報事務の総括に関すること。  

 (2) 局事業の紹介に関すること。  

 (3) 図書刊行物及び電子媒体による広報に関すること。  

 (4) 報道機関との連絡その他広報に関すること。  

 (5) お客さまのご意見の調査及び総合調整に関すること。  

 (6) テレホンセンターの管理運営に関すること。 

 (7) その他広聴に関すること。  

  人 事 課  

 (1) 職員の進退、賞罰、その他身分取扱い並びに表彰に関すること。  

 (2) 職員の出張命令に関すること。  

 (3) 職務乗車証及び身分証の発行に関すること。  

 (4) 人事統計資料の整備に関すること。  

 (5) 職員の定数管理に関すること。 

 (6) 現業職員の募集に関すること。 

 (7) その他人事に関すること。  

  労 務 課  

 (1) 給与計算事務に関すること。  

 (2) 給与統計資料の整備に関すること。  

 (3) 名古屋市職員共済組合の事務の連絡に関すること。  

 (4) 社会保険に関すること。  

(5) 交通局職員互助会に関すること。 

(6) 職員の福利、厚生に関すること。 

 (7) 労働組合に関すること。  

 (8) 職員の労働条件に関すること。  

 (9) 労働事情の調査に関すること。  
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 (10) 労働統計の総括に関すること。  

 (11) 事業の経営の基本計画に基づく業務の見直しに関すること。  

 (12) その他職員の労務管理の連絡調整に関すること。  

 (13) 職員及び施設の安全管理に関すること。  

 (14) 職員の保健衛生に関すること。  

 (15) 職員の公傷病に関すること。  

 安全監理部 

  安全監理課 

 (1) 職員の倫理の保持に係る企画、指導及び連絡調整に関すること。 

 (2) 職員の公正な職務の執行の確保の総括に関すること。 

 (3) 事務及び服務の監察に関すること。 

 (4) その他コンプライアンスの推進に関すること。 

 (5) 輸送の安全の確保に係る企画、指導、連絡調整、監査計画の策定、監査

の実施、調査及び研究に関すること。 

(6) 部の収支予算の整理に関すること。 

(7) 部内の連絡調整に関すること。 

 (8) 部の庶務に関すること。 

(9) 部内他課に属しないこと。 

  人材育成課 

 (1) 職員の教養、資質向上及び能力開発に関すること。 

 (2) 職員の研修に関すること。 

 (3) 研修所の管理運営に関すること。 

 (4) 電車現業職員及び自動車現業職員の再教育及び追指導に関すること。 

 (5) 電車現業職員及び自動車現業職員の養成に関すること。 

 (6) 技術職員（電車現業職員及び自動車現業職員を除く。）の技術習得に関

すること。 

 (7) 前号に定める職員の安全管理教育に関すること。 

 企画財務部 

  経営企画課 

(1) 事業の経営の基本計画に関すること。 
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(2) 重要な事業計画の総合調整に関すること。 

(3) 運賃、料金に関すること。 

(4) 業務の進行管理に関すること。 

(5) 交通網整備に関する各種協議機関との連絡に関すること。 

(6) 出資団体その他関係団体に関すること。 

(7) その他重要事項の企画及び総合調整に関すること。 

(8) 事業経営の資料収集、統計、調査及び分析に関すること。 

(9) 事業経営の改善に係る総合調整に関すること。 

(10) 都市交通の調査及び研究に関すること。 

(11) 部の収支予算の整理に関すること。 

(12) 部内の連絡調整に関すること。 

(13) 部の庶務に関すること。 

(14) 部内他課に属しないこと。 

  デジタル推進課 

 (1) 事務の電算化の企画、指導及び連絡調整に関すること。  

 (2) 電算処理システムの開発及び運用に関すること。  

 (3) ＤＸの推進に関すること。  

 (4) 電子情報の保護及び管理の総括に関すること。  

  財 務 課 

(1) 予算の見積書及び附属書類の作成に関すること。 

(2) 予算の配当及び執行の審査に関すること。 

(3) 企業債に関すること。 

(4) 財政計画に関すること。 

(5) 資金計画及び資金調達に関すること。 

(6) 事業用資産の保険契約に関すること。 

(7) 固定資産台帳の管理に関すること。 

 (8) 原価計算及び経営分析に関すること。 

(9) その他財務に関すること。 

  会 計 課 

(1) 現金、預金、有価証券及び担保証券の出納に関すること。 
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(2) 資金の運用に関すること。 

(3) 出納取扱金融機関に関すること。 

(4) 支払準備金の総括に関すること。 

(5) 収支承認書の審査に関すること。 

(6) 金銭収支証拠書類の整理に関すること。 

(7) 委託された各種団体の会計に関すること。 

(8) 物件の買入れ等の契約に関すること。 

(9) 工事その他の請負の契約に関すること。 

(10) 物件の借入れの契約及びその他の契約に関すること。 

(11) 競争入札参加者の資格審査に関すること。 

(12) 物資の需給、管理の総合調整に関すること。 

(13) 契約の検査事務の総括及び収支手続に関すること。 

(14) 契約に伴う保証金及び違約金の収支手続に関すること。 

(15) その他会計に関すること。 

  技術管理課 

(1) 工事の検査（他部課室の主管に属するものを除く。）に関すること。 

(2) 工事の設計及び積算基準の総括に関すること。 

(3) 工事に係る技術的事項の総括管理及び指導に関すること。 

(4) 工事に係る技術的事項の調査及び研究に関すること。 

(5) 工事に係る技術的事項の情報化及び電子化に関すること。 

(6) 建設コストの管理及び縮減に関すること。 

(7) 建設副産物の対策に関すること。 

 営業統括部  

  乗客誘致推進課  

 (1) 利用促進施策の企画及び総括に関すること。  

 (2) 利用者増加戦略に関すること。 

 (3) 利用促進のための刊行物に関すること。  

 (4) 乗車券の販売促進に関すること。  

 (5) マーケティングに関すること。  

 (6) タイアップ企画乗車券等に関すること。 
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 (7) イベント及びキャンペーンの企画及び実施に関すること。  

 (8) 企画商品等に関すること。  

 (9) 市営交通資料センター及び市電・地下鉄保存館の管理運営に関すること。  

(10) その他乗客誘致に関すること。 

 (11) 部の収支予算の整理に関すること。  

 (12) 部内の連絡調整に関すること。  

 (13) 部の庶務に関すること。  

 (14) 部内他課に属しないこと。 

  営 業 課  

 (1) 乗車券の発行事務の総括に関すること。  

 (2) 乗車券の委託発行に関すること。  

 (3) 利用案内のための刊行物に関すること。  

 (4) 遺留品の取扱いに関すること。  

 (5) 乗車料収入の審査及び調定に関すること。  

 (6) 乗車人員及び乗車料収入データの収集及び管理に関すること。  

 (7) ＩＣカードシステムに関すること。  

 (8) マナカ電子マネー事業及びこれに関連する事項に関すること。 

 (9) 乗車券機器等の開発及び維持管理に関すること。 

  資産活用課  

 (1) 局資産の総括に関すること。 

 (2) 局資産の有効活用の企画及び実施に関すること。 

 (3) 建物の維持管理（他部課室の主管に属するものを除く。）に関すること。 

 (4) 土地の処分の企画に関すること。 

 (5) 附帯事業（他部課室の主管に属するものを除く。）の企画及び実施に関

すること。 

 (6) 土地建物の取得（地上権の設定を含む。）及び借入れに関すること。 

 (7) 土地建物の取得に伴う損失補償に関すること。 

 (8) 土地建物の管理（他部課室の主管に属するものを除く。）に関すること。 

 (9) 土地建物の貸付け及び使用許可（他部課室の主管に属するものを除く。）

に関すること。 
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 (10) 土地建物の処分（地上権の設定を含む。）に関すること。 

 (11) 有料広告事業の企画及び実施に関すること。 

 (12) 有料広告物の掲出審査に関すること。 

 (13) 広告料金に関すること。 

 (14) その他広告の取扱いに関すること。 

 電 車 部  

  運 輸 課  

 (1) 部の経営計画の立案及び調整に関すること。  

 (2) 部の現業部門の人事調整及び服務に関すること。  

 (3) 部の現業部門の事務の総括に関すること。 

 (4) その他部の現業部門に関すること（部内他課室の主管に属するものを除

く。）。 

 (5) 他の鉄道機関との運輸調整の総括に関すること。 

 (6) 乗客の誘致及び宣伝に関すること。 

 (7) 部の収支予算の整理に関すること。  

 (8) 部内の連絡調整に関すること。  

 (9) 部の庶務に関すること。 

(10) 部内他課室に属しないこと。   

  駅 務 課 

 (1) 駅業務の計画に関すること。 

 (2) 駅の案内表示に関すること。 

 (3) 料金及び乗車券機器等の使用方法の案内表示に関すること。 

 (4) 駅務現業職員の業務指導に関すること。 

 (5) 乗客の接遇に関すること。 

 (6) 高速電車の営業事故の調査及び防止対策に関すること。 

 (7) 高速電車の運輸統計に関すること。 

 (8) 駅務区の事務の連絡調整に関すること。 

 (9) 駅務区及び運転区に係る施設及び施設内の設備の整備計画及び維持管理

に関すること。 

 (10) 駅務区及び運転区に係る施設及び施設内の設備の整備に係る連絡調整
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に関すること。 

  電車運転課  

 (1) 高速電車の運行計画に関すること。  

 (2) 高速電車の運転保安施設の計画に関すること。  

 (3) 高速電車の運転及び営業事故の審査及び損害賠償に関すること。  

 (4) 関係法規による申請、報告及び届出等に関すること。  

 (5) 高速電車の運転取扱いに関すること。  

 (6) 高速電車の運転業務計画に関すること。  

 (7) 高速電車の臨時運行に関すること。 

 (8) 運転現業職員の業務指導に関すること。  

 (9) 高速電車の運転事故の調査及び防止対策に関すること。  

 (10) 乗客の案内及び接遇に関すること。  

 (11) 運転区の事務の連絡調整に関すること。  

  運転指令室  

 (1) 高速電車の運転指令に関すること。  

 (2) 列車の集中制御に関すること。  

 (3) 高速電車の運行状況等の情報提供に関すること。  

 (4) その他高速電車の運転整理に関すること。  

 自 動 車 部  

  管 理 課  

 (1) 部の経営計画の立案及び調整に関すること。  

 (2) 部の現業部門の人事調整及び服務に関すること。  

 (3) 部の現業部門の事務の総括に関すること。  

 (4) その他部の現業部門に関すること（部内他課の主管に属するものを除

く。）。 

 (5) 精算業務に関すること。  

 (6) 乗車券の取扱いに関すること。  

 (7) 貸切料金の設定、届出等に関すること。  

 (8) 部の収支予算の整理に関すること。  

 (9) 部内の連絡調整に関すること。  
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 (10) 部の庶務に関すること。 

 (11) 部内他課に属しないこと。  

  路線計画課 

 (1) 自動車路線の新設、変更及び廃止に関すること。 

 (2) 自動車の運輸統計に関すること。 

 (3) 自動車路線のダイヤの設定に関すること。 

 (4) 自動車の運行状況の資料収集に関すること。 

自動車施設課 

(1) 自動車事業施設の整備計画、建設改良及び維持管理に関すること。  

 (2) 自動車停留所標識の整備に関すること。  

 (3) 自動車事業用地（自動車事業に併用している高速度鉄道事業用地を含 

む。）の整備及び舗装に関すること。  

 (4) 自動車事業施設の整備による道路の改修及び復旧に関すること。  

 (5) 広告付き上屋に関すること。  

自動車運転課  

 (1) 乗客案内及び乗客の接遇に関すること。 

(2) 乗客の誘致及び宣伝に関すること。 

 (3) 自動車の運転、配車及び保安に関すること。 

 (4) 自動車乗務員の業務及び安全運転に係る指導に関すること。 

 (5) 自動車の臨時運行に関すること。 

 (6) 貸切自動車の運転及び配車並びに特殊取扱いに関すること。 

 (7) 自動車の走行環境の改善の要望、調整及び対策に関すること。 

 (8) 違法駐停車等の対策に関すること。 

 (9) 自動車停留所標識の保守管理に関すること。 

 (10) バス運行総合情報システムに関すること。 

 (11) 自動車の運転事故の調査、審査及び損害賠償等に関すること。  

 (12) 自動車の運転事故の統計及び防止対策に関すること。  

  自動車車両課  

 (1) 自動車車両の新造及び改造計画に関すること。  

(2) 自動車車両の整備業務の企画調整に関すること。 
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(3) 自動車車両の整備用資材の需給計画及び運用に関すること。 

(4) 自動車車両の車庫施設及び設備の新設、改造計画並びに維持管理計画に

関すること。  

(5) 自動車の車両台帳に関すること。  

(6) 自動車損害賠償保障法による責任保険契約の締結に関すること。  

(7) 各種統計に関すること。 

 (8) 自動車車両の保守業務の連絡調整に関すること。 

 (9) 自動車車両の整備の実施計画に関すること。 

(10) 自動車車両の整備作業標準の決定に関すること。 

(11) 関係法規による申請、報告及び届出等に関すること。  

 (12) その他自動車車庫に関すること。 

技術本部  

 施 設 部  

  施設計画課 

 (1) 部の経営計画の立案及び調整に関すること。 

 (2) 部の現業部門の人事調整及び服務に関すること。 

 (3) 事業の基本計画に基づく高速度鉄道建設路線の総合計画及び総合調整に

関すること。 

 (4) 高速度鉄道に関する都市計画に必要な調査及び届出等に関すること。 

 (5) 高速度鉄道建設に必要な調査及び資料の収集に関すること。 

 (6) 高速度鉄道構築物と建築施設との接続に係る総合調整に関すること。 

 (7) 鉄道事業法に基づく認定鉄道事業者制度に係る連絡調整に関すること。 

 (8) 鉄道土木設計管理に関すること。 

 (9) 駅のエレベーターの整備計画及び設置に係る土木工事施行に関すること。 

 (10) 高速度鉄道構築物及び関連施設の土木工事施行に伴う損失補償に関す

ること。 

 (11) リニア中央新幹線の開業に向けた名古屋駅施設整備に係る総合計画及

び総合調整に関すること。 

 (12) 躯体変更を伴う高速度鉄道構築物及び関連施設の改良計画及び施行に

関すること。 
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 (13) 高速度鉄道構築物の耐震補強工事計画及び施行並びに施行に伴う渉外

に関すること。 

 (14) 関係法規による申請、報告及び届出等に関すること。 

 (15) 部の収支予算の整理に関すること。 

 (16) 部内の連絡調整に関すること。 

 (17) 部の庶務に関すること。 

 (18) 部内他課に属しないこと。 

  工 務 課  

 (1) 軌道用資材の需給計画に関すること。 

 (2) 軌道の保線業務の計画に関すること。 

 (3) 高速度鉄道構築物及び関連施設の維持管理（躯体変更を伴わない改良を

含む。）に関すること。 

 (4) 高速度鉄道構築物に接続又は接近する工事の審査に関すること。 

 (5) 軌道の建設、改良計画及び施行に関すること。 

 (6) 鉄道台帳に関すること。 

 (7) 関係法規による申請、報告及び届出等に関すること。 

 (8) 軌道事務所の事務の連絡調整に関すること。 

  営 繕 課 

 (1) 事業用施設（高速度鉄道事業に係るものを除く。）及び関連施設の建設、

改良計画（他部課室の主管に属するものを除く。）及び施行に関すること。 

 (2) 高速度鉄道事業の建築施設及び関連施設の改良計画（他部課室の主管に

属するものを除く。）及び施行に関すること。 

 (3) 建築施設及び関連施設の保守業務の総合調整に関すること。 

 (4) 営繕用資材の需給計画に関すること。 

 (5) 関係法規による申請、報告及び届出等に関すること。 

 (6) 施設事務所の事務の連絡調整に関すること。 

  設 備 課 

 (1) 事業用施設（高速度鉄道事業に係るものを除く。）及び関連施設の付帯

設備の建設、改良計画（他部課室の主管に属するものを除く。）及び施行

に関すること。 
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 (2) 高速度鉄道事業の建築施設及び関連施設の付帯設備の改良計画（他部課

室の主管に属するものを除く。）及び施行に関すること。 

 (3) 建築施設及び関連施設の付帯設備の保守業務の総合調整に関すること。 

 (4) 施設の付帯設備の営繕用資材の需給計画に関すること。 

 (5) 関係法規による申請、報告及び届出等に関すること。 

 車両電気部 

  電車車両課 

 (1) 部の経営計画の立案及び調整に関すること。 

 (2) 部の現業部門の人事調整及び服務に関すること。 

 (3) 高速電車車両の新造、改造計画に関すること。 

 (4) 高速電車車両の保守業務の企画調整に関すること。 

 (5) 高速電車車両の整備用資材の需給計画及び運用に関すること。 

 (6) 高速電車の工場、車庫施設及び設備の新設、改造計画に関すること。 

 (7) 高速電車車両の整備及び検修設備の維持管理計画に関すること。 

 (8) 鉄道車両設計管理に関すること。 

 (9) 高速電車の車両台帳に関すること。 

 (10) 上飯田線に使用する電車車両の検査、修理及び保守、管理に関するこ

と。 

 (11) 関係法規による申請、報告及び届出等に関すること。 

 (12) 藤が丘工場、名港工場及び日進工場の事務の連絡調整に関すること。 

 (13) 部の収支予算の整理に関すること。 

 (14) 部内の連絡調整に関すること。 

 (15) 部の庶務に関すること。 

(16) 部内他課に属しないこと。 

  電 気 課 

 (1) 高速度鉄道事業に係る電線路及び電気設備（以下「電路設備」という。）、 

信号設備、通信設備並びに変電所の建設、改良計画及び施行に関すること。 

 (2) 自動車運送事業に係る電路設備及び通信設備の建設、改良計画及び施行

に関すること。 

 (3) 高速度鉄道事業に係る電路設備、信号設備、通信設備及び変電所の総合
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計画に関すること。 

 (4) 電気用資材の需給計画に関すること。 

 (5) 電力の需要計画に関すること。 

 (6) 鉄道電気設計管理に関すること。 

 (7) 関係法規による申請、報告及び届出等に関すること。 

 (8) 電気事務所の事務の連絡調整に関すること。 

 （特別又は緊急事務）  

第４条 特別又は緊急の必要があるときは、前条の規定にかかわらず、事務を

処理させることがある。  

 （次長、本部長、部長、課長、室長、課長補佐、副長、担当部長、担当課長、

主任）  

第５条 局に次長、本部に本部長、部に部長、課に課長及び課長補佐、室に室

長、運転指令室に副長を置く。  

２ 本部に担当部長、部に担当課長を置くことができる。  

３ 特に必要があるときは、局に局付担当局長、局付担当部長、局付担当課長

又は局付課長補佐を置くことができる。  

４ 特に必要があるときは、課に主任を置くことができる。  

第５条の２ 前条第２項に規定する担当部長を置く組織、その分担事項及び担

当部長の数は、次表のとおりとする。 

担当部長を

置く組織 

表示する分

担事項 
分担事項の細目 数 

営業本部 経営改善 １ 事業経営の改善に関すること。 

２ ＤＸの推進に関すること。 

１ 

技術本部 リニア関連

工事等調整 

１ リニア中央新幹線の開業に向けた

名古屋駅施設整備に係る調整に関す

ること。 

１ 

第５条の３ 第５条第２項に規定する担当課長を置く組織、その分担事項及び

担当課長の数は、次表のとおりとする。 

担当課長を 表示する分 分担事項の細目 数 
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置く組織 担事項 

企画財務部 企画調整・

外郭団体 

１ 出資団体その他関連団体に関する

こと。 

２ 局長の指定するその他重要事項の

企画及び総合調整に関すること。 

１ 

経営改善 １ 事業経営の資料収集、統計、調査

及び分析に関すること。 

２ 事業経営の改善に係る総合調整に

関すること。 

８ 

営業統括部 利用者増加

戦略 

１ 利用者増加戦略施策に係る企画及

び調整に関すること。 

１ 

乗車券機器 １ 局長の指定する乗車券機器等の開

発及び維持管理に関すること。 

１ 

資産管理等 １ 局長の指定する建物の維持管理

（他部課室の主管に属するものを除

く。）に関すること。 

２ 局長の指定する土地建物の取得

（地上権の設定を含む。）及び借入

れに関すること。  

３ 局長の指定する土地建物の取得に

伴う損失補償に関すること。  

４ 土地建物の管理（他部課室の主管

に属するものを除く。）に関するこ

と。  

５ 局長の指定する土地建物の貸付け

及び使用許可（他部課室の主管に属

するものを除く。）に関すること。  

６ 局長の指定する土地建物の処分

（地上権の設定を含む。）に関する

１ 
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こと。 

広告 １ 有料広告事業の企画及び実施に関

すること。  

２ 有料広告物の掲出審査に関するこ

と。  

３ 広告料金に関すること。  

４ 局長の指定するその他広告の取扱

いに関すること。 

１ 

電車部 施設管理 １ 駅務区及び運転区に係る施設及び

施設内の設備の整備計画及び維持管

理に関すること。 

２ 駅務区及び運転区に係る施設及び

施設内の設備の整備に係る連絡調整

に関すること。 

１ 

運転管理 １ 高速電車の運行の管理、運転士及

び車掌の資質の保持その他の運転に

関すること。 

１ 

運行計画調

整 

１ 局長の指定する高速電車の運行計

画に関すること。 

１ 

施設部 鉄道土木設

計管理 

１ 鉄道土木設計管理に関すること。 １ 

リニア関連

工事等調整 

１ リニア中央新幹線の開業に向けた

名古屋駅施設整備に係る総合計画及

び総合調整に関すること。 

１ 

耐震対策等 １ 高速度鉄道構築物の耐震補強工事

施行に伴う渉外に関すること。 

２ 高速度鉄道構築物の耐震補強工事

計画及び施行に関すること。 

３ 高速度鉄道構築物と建築施設との

１ 
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接続に係る総合調整に関すること。 

車両電気部 鉄道車両設

計管理 

１ 局長の指定する鉄道車両設計管理

に関すること。 

１ 

鉄道電気設

計管理 

１ 局長の指定する鉄道電気設計管理

に関すること。 

１ 

 （担任事務）  

第６条 次長、本部長、部長、課長、室長、課長補佐及び副長は、おのおの上

司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。  

２ 次長は、前項の規定に定めるもののほか、局内重要事項について局長を補

佐する。  

３ 第５条第２項の職員は、上司の命を受けて前２条に規定する担任事務を処

理する。  

４ 第５条第３項の職員は、特に命ぜられた事務を行う。  

５ 第５条第４項の職員は、上司の命を受け、所管の事務を処理する。  

 （局長の代理）  

第６条の２ 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１３条第１項の

規定により、局長の職務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。 

 (1) 次長 

 (2) 営業本部長 

 (3) 技術本部長 

 (4) 総務部長 

第７条から第１２条まで 削除  

 （駅務区）  

第１３条 駅務区は、電車部に属し、高速電車の輸送に関し、次の事務をつか

さどる。  

 (1) 乗客の輸送、案内及び誘致に関すること。  

 (2) 駅構内及び営業路線上の保安並びに警備に関すること。  

 (3) 乗車券の発行及び保管並びに乗車料金の収納及び保管に関すること。  

 (4) 駅構内における運転事故及びその他の事故の応急処理並びに防止対策に

関すること。  
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 (5) 高速電車の信号に関すること。  

 (6) 駅付属業務の管理に関すること。  

 (7) 所属職員の服務指導に関すること。  

 (8) 所属職員の労務管理に関すること。 

 (9) 所属職員の人事及び公傷病手続に関すること。  

 (10) その他駅務に関すること。  

 （駅務区長、管区駅長、主任、助役）  

第１４条 駅務区に駅務区長、管区駅長、主任、助役その他必要な職員を置く。  

第１４条の２ 駅務区の名称、駅務区に置く管区駅長並びに駅務区及び管区駅

長の所掌する駅は、次のとおりとする。  

駅務区 管 区 駅 長 駅  名 

東 山 線 

駅 務 区 
名古屋管区駅担当 

八田、中村公園、中村日赤、本陣、亀

島、名古屋、新栄町、千種、覚王山、

東山公園、一社、上社、本郷 

名城線北部 

駅 務 区 
栄管区駅担当 

東別院、矢場町、栄、名城公園、黒

川、志賀本通、茶屋ヶ坂、自由ヶ丘 

名城線南部 

駅 務 区 
金山管区駅担当 

金山、本山、名古屋大学、八事日赤、

総合リハビリセンター、妙音通、堀

田、熱田神宮伝馬町、熱田神宮西、西

高蔵、日比野、六番町、東海通、港区

役所、築地口 

鶴 舞 線 

駅 務 区 

上前津管区駅担当 
上小田井、庄内通、浅間町、伏見、大

須観音、上前津、鶴舞、荒畑 

八事管区駅担当 
川名、いりなか、八事、塩釜口、植

田、原、平針 

桜 通 線 

駅 務 区 
今池管区駅担当 

国際センター、久屋大通、高岳、車

道、今池、吹上、御器所、瑞穂区役

所、瑞穂運動場西、桜本町、鶴里、鳴

子北、相生山、神沢 
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 （担任事務） 

第１５条 駅務区長及び管区駅長は、上司の命を受け、駅務を掌理し、所属職

員を指揮監督する。 

２ 主任及び助役は、上司の命を受け、所管の事務を処理する。  

 （担任事務の特例）  

第１５条の２ 駅務区長は、所掌事務に関し、各関係部課室長の指示に従わな

ければならない。 

 （駅務区長の代理）  

第１６条 駅務区長に事故があるときは、所属管区駅長のうち、駅務区長の定

める者がその職務を代理する。  

 （運転区）  

第１７条 運転区は、電車部に属し、高速電車の運転に関し、次の事務をつか

さどるほか、高速電車の輸送に関し、第１３条各号に掲げる事務をつかさど

る。 

 (1) 乗客の輸送、案内及び誘致に関すること。  

 (2) 所属乗務員の運転指導に関すること。  

 (3) 高速電車の運転事故の応急処理に関すること。  

 (4) 遺留品の車内取扱に関すること。  

 (5) 所属職員の服務指導に関すること。  

 (6) 所属職員の労務管理に関すること。 

 (7) 所属職員の人事及び公傷病手続に関すること。  

 (8) その他運転に関すること。  

２ 運転区の名称並びに運転区が所掌する路線及び駅は、次のとおりと

する。 

名     称 路   線 駅  名 

東山線運転区 第１号線 高畑、岩塚、池下、星ヶ丘、藤が丘 

名城線運転区 

第２号線 

第４号線 

上飯田線 

名古屋城、平安通、大曽根、ナゴヤ

ドーム前矢田、砂田橋、瑞穂運動場

東、新瑞橋、名古屋港、上飯田 
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鶴舞線運転区 第３号線 庄内緑地公園、浄心、丸の内、赤池 

桜通線運転区 第６号線 太閤通、桜山、野並、徳重 

 （運転区長、副長、主任、助役）  

第１８条 運転区に運転区長、副長、主任、助役その他必要な職員を置く。  

 （担任事務）  

第１９条 運転区長及び副長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職

員を指揮監督する。  

２ 主任及び助役は、上司の命を受け、所管の事務を処理する。  

 （担任事務の特例）  

第１９条の２ 運転区長は、所掌事務に関し、各関係部課室長の指示に従わな

ければならない。 

 （運転区長の代理）  

第２０条 運転区長に事故があるときは、所属副長のうち、運転区長が定める

者がその職務を代理する。  

 （営業所）  

第２１条 営業所は、自動車部に属し、自動車の運輸に関し、次の事務をつか

さどる。  

 (1) 乗客の輸送、案内及び誘致に関すること。  

 (2) 所属乗務員の運転指導に関すること。  

 (3) 乗車券の発行及び保管並びに乗車料金の収納及び保管に関すること。  

 (4) 所管運転系統内の運転調整に関すること。  

 (5) 自動車の運転事故の応急処理に関すること。  

 (6) 車内遺留品に関すること。  

 (7) 所属する車両の保守管理に関すること。 

 (8) 所属する車両による運転障害の応急処理に関すること。 

 (9) 所属職員の服務指導に関すること。  

 (10) 所属職員の労務管理に関すること。  

 (11) 所属職員の人事及び公傷病手続に関すること。 

 (12) その他運輸に関すること。  

２ 営業所の名称は、次のとおりとする。  

1136



  如 意営業所  

  中 川営業所  

  稲 西営業所  

  鳴 尾営業所  

  緑  営業所  

  猪 高営業所 

  御器所営業所 

 （所長、副長、主任、助役）  

第２２条 営業所に所長、副長、主任、助役その他必要な職員を置く。  

 （担任事務）  

第２３条 所長及び副長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を

指揮監督する。  

２ 主任及び助役は、上司の命を受け、所管の事務を処理する。  

 （担任事務の特例）  

第２４条 所長は、所掌事務に関し、各関係部課長の指示に従わなければなら

ない。  

 （所長の代理）  

第２５条 所長に事故があるときは、所属副長のうち、所長が定める者がその

職務を代理する。  

第２６条から第３６条まで 削除  

 （軌道事務所）  

第３７条 軌道事務所は、施設部に属し、高速度鉄道軌道等に関し、次の事務

をつかさどる。 

 (1) 高速度鉄道軌道及び構築物の検査、検測に関すること。  

 (2) 高速度鉄道軌道及び構築物関係の資材備品等の管理に関すること。  

 (3) 高速度鉄道軌道及び構築物関係の障害対策及び総合調整に関すること。  

 (4) 作業用自動車の管理に関すること。  

 (5) 安全管理に関すること。  

 (6) 各種統計に関すること。  

 (7) 高速度鉄道軌道及びその付帯設備並びに高速度鉄道構築物の改修計画及 
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  び施行に関すること。 

 (8) 高速度鉄道事業用地（自動車部自動車施設課の主管に属するものを除 

く。）の整備に関すること。 

 (9) その他土木工事（他部課室公所の主管に属するものを除く。）に関する

こと。  

 (10) 高速度鉄道軌道及びその付帯設備の保修計画及び施行に関すること。 

 (11) 高速度鉄道軌道及びその付帯設備の保守、管理に関すること。  

 (12) 高速度鉄道構築物の保修計画及び施行に関すること。  

 (13) 高速度鉄道関係の資材備品等の管理に関すること。  

 (14) 所属職員の服務指導に関すること。  

 (15) 所属職員の労務管理に関すること。  

 (16) 所属職員の人事及び公傷病手続に関すること。 

第３８条 削除 

 （所長、所長補佐、主任）  

第３９条 軌道事務所に所長、所長補佐及び主任その他必要な職員を置く。  

 （担任事務）  

第４０条 所長及び所長補佐は、おのおの上司の命を受け、所管事務を掌理し、

所属職員を指揮監督する。  

２ 主任は、所長補佐の命を受け、所管事務を処理する。  

 （担任事務の特例）  

第４１条 所長は、所掌事務に関し、各関係部課長の指示に従わなければなら

ない。  

 （所長の代理）  

第４２条 所長に事故があるときは、所属所長補佐のうち、所長の定める者が、

その職務を代理する。  

第４３条から第４８条まで 削除  

 （施設事務所）  

第４９条 施設事務所は、施設部に属し、建築施設等に関し、次の事務をつか

さどる。 

(1) 建築施設及び関連施設の改良、保修計画及び施行に関すること。 
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 (2) 建築施設及び関連施設の保守、管理に関すること。  

(3) 建築施設及び関連施設の付帯設備の改良、保修計画及び施行に関するこ

と。 

(4) 建築施設及び関連施設の付帯設備の保守、管理に関すること。 

 (5) 営繕用資材備品等の管理に関すること。  

 (6) 作業用自動車の管理に関すること。  

 (7) 所属職員の服務指導に関すること。  

 (8) 所属職員の労務管理に関すること。 

 (9) 所属職員の人事及び公傷病手続に関すること。  

第５０条 削除 

 （所長、所長補佐、主任）  

第５１条 施設事務所に所長、所長補佐及び主任その他必要な職員を置く。  

 （担任事務）  

第５２条 所長及び所長補佐は、おのおの上司の命を受け、所管事務を掌理し、

所属職員を指揮監督する。  

２ 主任は、所長補佐の命を受け、所管の事務を処理する。  

 （担任事務の特例）  

第５３条 所長は、所掌事務に関し、各関係部課長の指示に従わなければなら

ない。  

 （所長の代理）  

第５４条 所長に事故があるときは、所属所長補佐のうち、所長の定める者が

その職務を代理する。  

 （藤が丘工場）  

第５５条 藤が丘工場は、車両電気部に属し、第１号線に使用する高速電車車

両に関し、次の事務をつかさどる。 

 (1) 工場の安全管理に関すること。 

 (2) 各種統計に関すること。 

 (3) 工場内の取締に関すること。 

 (4) 車両の整備計画に関すること。 

 (5) 車両の整備用資材備品等の管理に関すること。 
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 (6) 作業用自動車の管理に関すること。 

 (7) 車両の検査、修理、保守及び管理に関すること。 

 (8) 車両の入換作業及び清掃に関すること。 

 (9) 車両による運転障害の応急処理に関すること。 

 (10) 所属職員の服務指導に関すること。 

 (11) 所属職員の労務管理に関すること。 

 (12) 所属職員の人事及び公傷病手続に関すること。 

第５６条 削除 

 （名港工場）  

第５７条 名港工場は、車両電気部に属し、第２号線及び第４号線に使用する

高速電車車両に関し、次の事務をつかさどる。 

 (1) 工場の安全管理に関すること。 

 (2) 各種統計に関すること。 

 (3) 工場内の取締に関すること。 

 (4) 車両の整備計画に関すること。 

 (5) 車両の整備用資材備品等の管理に関すること。 

 (6) 作業用自動車の管理に関すること。 

 (7) 車両の検査、修理、保守及び管理に関すること。 

 (8) 車両の入換作業及び清掃に関すること。 

 (9) 車両による運転障害の応急処理に関すること。  

 (10) 所属職員の服務指導に関すること。 

 (11) 所属職員の労務管理に関すること。 

 (12) 所属職員の人事及び公傷病手続に関すること。 

第５８条 削除 

 （日進工場）  

第５９条 日進工場は、車両電気部に属し、第３号線及び第６号線に使用する

高速電車車両に関し、次の事務をつかさどる。 

 (1) 工場の安全管理に関すること。 

 (2) 各種統計に関すること。 

 (3) 工場内の取締に関すること。 
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 (4) 車両の整備計画に関すること。 

 (5) 車両の整備用資材備品等の管理に関すること。 

 (6) 作業用自動車の管理に関すること。 

(7) 車両の検査、修理、保守及び管理に関すること。 

 (8) 車両の入換作業及び清掃に関すること。 

 (9) 車両による運転障害の応急処理に関すること。 

 (10) 所属職員の服務指導に関すること。 

 (11) 所属職員の労務管理に関すること。 

 (12) 所属職員の人事及び公傷病手続に関すること。 

第６０条 削除 

 （工場長、工場長補佐、主任）  

第６１条 藤が丘工場、名港工場及び日進工場にそれぞれ工場長、工場長補佐、

主任その他必要な職員を置く。  

 （担任事務）  

第６２条 工場長及び工場長補佐は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所

属職員を指揮監督する。 

２ 主任は、工場長補佐の命を受け、所管の事務を処理する。 

 （担任事務の特例）  

第６２条の２ 工場長は、所掌事務に関し、各関係部課長の指示に従わなけれ

ばならない。 

 （工場長の代理）  

第６３条 工場長に事故があるときは、所属工場長補佐のうち、工場長の定め

る者がその職務を代理する。  

 （電気事務所）  

第６４条 電気事務所は、車両電気部に属し、電路設備、信号設備及び通信設

備等に関し、次の事務をつかさどる。 

 (1) 高速度鉄道事業に係る電路設備、信号設備、通信設備及び変電所の保修

計画、保守、管理並びに建設、改良及び保修工事の施行に関すること。 

 (2) 高速度鉄道事業に係る電路設備、信号設備、通信設備及び変電所関係の

資材備品等の管理に関すること。 
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 (3) 高速度鉄道事業に係る電力指令に関すること。 

 (4) 変電所の受電及び配電に関すること。 

 (5) 高速度鉄道事業に係る変電所設備、電路設備、信号設備及び通信設備の

障害対策、総合調整及び各種統計に関すること。 

(6) 自動車運送事業に係る電路設備及び通信設備の保修計画、保守、管理並

びに建設、改良及び保修工事の施行に関すること。 

 (7) 自動車運送事業に係る電路設備及び通信設備の保守、管理に関すること。 

 (8) 自動車運送事業に係る電路設備及び通信設備の建設、改良及び保修工事

の施行に関すること。 

 (9) 自動車運送事業に係る電路設備及び通信設備関係の資材備品等の管理に

関すること。 

 (10) その他関連する電路設備、信号設備、通信設備及び変電所の保守、管

理に関すること。 

 (11) 作業用自動車の管理に関すること。 

 (12) 所属職員の服務指導に関すること。 

 (13) 所属職員の労務管理に関すること。 

 (14) 所属職員の人事及び公傷病手続に関すること。 

第６５条 削除 

 （所長、副所長、所長補佐、主任）  

第６６条 電気事務所に所長、副所長、所長補佐及び主任その他必要な職員を

置く。  

 （担任事務）  

第６７条 所長、副所長及び所長補佐は、おのおの上司の命を受け、所管事務

を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

２ 主任は、所長補佐の命を受け、所管の事務を処理する。  

 （担任事務の特例）  

第６８条 所長は、所掌事務に関し、各関係部課長の指示に従わなければなら

ない。 

第６８条の２ 副所長は、所掌事務に関し、所長及び各関係部課長の指示に従

わなければならない。 
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 （所長の代理）  

第６９条 所長に事故があるときは副所長、所長及び副所長ともに事故がある

ときは、所属所長補佐のうち、所長の定める者がその職務を代理する。 

 

   附 則  

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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名古屋市交通局管理規程第１２号 

 

 名古屋市交通局課長補佐等設置規程を次のように定める。 

 

  令和６年３月２９日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

名古屋市交通局課長補佐等設置規程 

 

 （課長補佐等の設置） 

第１条 名古屋市交通局事務分掌規程（令和６年名古屋市交通局管理規程第１ 

１号。以下「規程」という。）第２条に規定する課に次の組織を置く。 

 営業本部  

 総 務 部  

  総 務 課  

   課長補佐（庶務） 

   課長補佐（防災危機管理） 

   課長補佐（事務管理）  

  広報広聴課  

   課長補佐（広報） 

   課長補佐（広報業務に関する総合調整） 

   課長補佐（お客さまご意見） 

  人 事 課   

   課長補佐（人事） 

   課長補佐（定員管理） 

   課長補佐（人材確保等） 

  労 務 課  

   課長補佐（給与） 

   課長補佐（労務）  
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   課長補佐（労働事情調査） 

   課長補佐（安全衛生） 

   課長補佐（健康管理） 

 安全監理部 

  安全監理課 

   課長補佐（監理） 

   課長補佐（安全対策推進） 

   課長補佐（安全対策推進） 

   課長補佐（安全対策推進） 

   課長補佐（安全対策推進） 

   課長補佐（安全対策推進） 

   課長補佐（安全対策推進） 

  人材育成課 

   課長補佐（研修企画） 

   課長補佐（電車研修） 

   課長補佐（自動車研修） 

   課長補佐（技術研修） 

 企画財務部  

  経営企画課  

   課長補佐（企画） 

   課長補佐（運賃制度等） 

   課長補佐（企画調整・外郭団体） 

   課長補佐（交通関連情報調査） 

   課長補佐（調査） 

   課長補佐（経営改善） 

   課長補佐（経営改善） 

   課長補佐（経営改善） 

   課長補佐（経営改善） 

   課長補佐（経営改善） 

   課長補佐（経営改善） 
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   課長補佐（経営改善） 

   課長補佐（経営改善） 

  デジタル推進課 

   課長補佐（情報管理） 

   課長補佐（ＤＸ推進） 

  財 務 課  

   課長補佐（予算） 

   課長補佐（決算） 

   課長補佐（資金・財政計画） 

  会 計 課  

   課長補佐（出納）  

   課長補佐（契約） 

  技術管理課  

   課長補佐（土木・建築） 

   課長補佐（電気・設備） 

   課長補佐（技術管理の総合調整） 

 営業統括部  

  乗客誘致推進課  

   課長補佐（企画） 

   課長補佐（事業） 

   課長補佐（利用者増加戦略） 

  営 業 課  

   課長補佐（営業） 

   課長補佐（審査統計） 

   課長補佐（事業推進） 

   課長補佐（ＩＣカードシステム） 

   課長補佐（乗車券機器） 

   課長補佐（乗車券販売の利便性向上） 

  資産活用課  

   課長補佐（資産活用）  
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   課長補佐（事業開発） 

   課長補佐（資産管理） 

   課長補佐（不動産管理に係る企画調整） 

   課長補佐（広告） 

   課長補佐（媒体開発） 

 電 車 部  

  運 輸 課  

   課長補佐（管理） 

   課長補佐（現業） 

   課長補佐（地下鉄運輸業務に関する総合調整） 

  駅 務 課 

   課長補佐（計画） 

   課長補佐（指導） 

   課長補佐（施設管理） 

   課長補佐（バリアフリー等） 

  電車運転課  

   課長補佐（計画） 

   課長補佐（運転） 

  運転指令室  

   副長 

 自 動 車 部  

  管 理 課  

   課長補佐（管理）  

   課長補佐（現業） 

   課長補佐（自動車運輸業務に関する総合調整） 

  路線計画課 

   課長補佐（路線計画）  

   課長補佐（運行計画） 

  自動車施設課  

   課長補佐（施設） 
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   課長補佐（工事） 

  自動車運転課  

   課長補佐（運転サービス）  

   課長補佐（指導） 

   課長補佐（接遇・安全対策） 

  自動車車両課  

   課長補佐（計画） 

   課長補佐（車庫） 

技術本部  

 施 設 部  

  施設計画課  

   課長補佐（管理） 

   課長補佐（計画）  

   課長補佐（工事）  

   課長補佐（リニア関連工事等調整） 

  工 務 課  

   課長補佐（工務）  

   課長補佐（軌道）  

  営 繕 課  

   課長補佐（営繕） 

   課長補佐（営繕改良） 

  設 備 課  

   課長補佐（設備）  

   課長補佐（設備改良） 

 車両電気部  

  電車車両課  

   課長補佐（管理） 

   課長補佐（計画） 

   課長補佐（整備） 

   課長補佐（車両検査周期延伸） 
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  電 気 課  

   課長補佐（計画） 

   課長補佐（電力） 

   課長補佐（信号通信） 

第２条 規程第１４条の２に規定する駅務区に次の組織を置く。 

   東山線駅務区 

    名古屋管区駅長 

    名古屋管区駅長 

    名古屋管区駅長 

    名古屋管区駅長 

   名城線北部駅務区 

    栄管区駅長 

    栄管区駅長 

    栄管区駅長 

   名城線南部駅務区 

    金山管区駅長 

    金山管区駅長 

    金山管区駅長 

   鶴舞線駅務区 

    上前津管区駅長 

    上前津管区駅長 

    八事管区駅長 

    八事管区駅長 

   桜通線駅務区 

    今池管区駅長 

    今池管区駅長 

    今池管区駅長 

第３条 規程第１７条第２項に規定する運転区に次の組織を置く。 

   東山線運転区  

    副長 
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    副長 

    副長 

    副長 

   名城線運転区 

    副長 

    副長 

    副長 

    副長 

   鶴舞線運転区 

    副長 

    副長 

    副長 

   桜通線運転区 

    副長 

    副長 

    副長 

第４条 規程第２１条第２項に規定する営業所に次の組織を置く。 

   如意営業所  

    副長 

    副長 

    副長（整備） 

   中川営業所 

    副長 

    副長 

    副長（整備） 

   稲西営業所 

    副長 

    副長 

    副長（整備） 

   鳴尾営業所 
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    副長 

    副長 

    副長（整備） 

   緑営業所 

    副長 

    副長 

    副長（整備） 

   猪高営業所 

    副長 

    副長 

    副長（整備） 

   御器所営業所 

    副長 

    副長 

    副長（整備） 

第５条 規程第３７条に規定する軌道事務所に次の組織を置く。 

   軌道事務所  

    所長補佐（技術） 

    所長補佐（工事）  

    所長補佐（東山線保線）  

    所長補佐（名城線保線）  

    所長補佐（鶴舞線保線）  

    所長補佐（桜通線保線） 

第６条 規程第４９条に規定する施設事務所に次の組織を置く。 

   施設事務所  

    所長補佐（施設） 

    所長補佐（施設改良） 

    所長補佐（設備）  

    所長補佐（設備改良） 

第７条 規程第５５条に規定する藤が丘工場に次の組織を置く。 
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   藤が丘工場  

    工場長補佐（管理） 

    工場長補佐（検車） 

    工場長補佐（修車） 

第８条 規程第５７条に規定する名港工場に次の組織を置く。 

   名港工場  

    工場長補佐（管理） 

    工場長補佐（検車） 

    工場長補佐（修車） 

第９条 規程第５９条に規定する日進工場に次の組織を置く。 

   日進工場  

    工場長補佐（管理） 

    工場長補佐（検車） 

    工場長補佐（徳重検車） 

    工場長補佐（修車） 

第１０条 規程第６４条に規定する電気事務所に次の組織を置く。 

   電気事務所 

    所長補佐（変電） 

    所長補佐（電気指令） 

    所長補佐（東山線電路） 

    所長補佐（名城線電路） 

    所長補佐（鶴舞線電路） 

    所長補佐（桜通線電路） 

    所長補佐（東山線信号通信） 

    所長補佐（名城線信号通信） 

    所長補佐（鶴舞線信号通信） 

    所長補佐（桜通線信号通信） 

 （庶務及び経理の担当） 

第１１条 規程第２条に規定する課又は公所における庶務及び経理に関する事

務は、当該所属の長が特に指定する場合を除き、当該所属について前各条に
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規定する課長補佐等のうち所属名の次に掲げる課長補佐等が担当するものと

する。 

 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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名古屋市交通局管理規程第１３号 

 

職務に専念する義務の免除基準に関する規程等の一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月２９日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

 （職務に専念する義務の免除基準に関する規程の一部改正） 

第１条 職務に専念する義務の免除基準に関する規程（昭和５５年名古屋市交

通局管理規程第１１号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「専念義務免除承認簿（別記様式第１）、専念義務免除承

認申請書（別記様式第２）若しくは別に定める承認簿に必要な事項を記載し、

又は別に定める方法」を「別に定める方法又は別に定める特段の事情がある

場合に限って専念義務免除承認簿（別記様式第１）、専念義務免除承認申請

書（別記様式第２）若しくは別に定める承認簿に必要な事項を記載すること」

に改め、同条第２項第１号中「専念義務免除承認簿、専念義務免除承認申請

書若しくは別に定める承認簿を提出し、又は別に定める方法による」を「前

項に規定する方法による」に改める。 

 （勤務時間及び休暇に関する規程の一部改正） 

第２条 勤務時間及び休暇に関する規程（昭和５５年名古屋市交通局管理規程

第２号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２備考を同表備考第２項とし、同表に備考第１項として次の１項を

加える。 

   １ 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる 

 （勤務時間及び休暇に関する規程の実施細目に関する規程の一部改正） 

第３条 勤務時間及び休暇に関する規程の実施細目に関する規程（昭和５５年

名古屋市交通局管理規程第１２号）の一部を次のように改正する。 

  第１条の５中「振替命令簿（別記様式第１）若しくは別に定める命令簿又

は別に定める方法」を「別に定める方法又は別に定める特段の事情がある場
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合に限って振替命令簿（別記様式第１）若しくは別に定める命令簿」に改め

る。 

  第３条第３項中「休日勤務免除簿（別記様式第１の２）若しくは別に定め

る承認簿を作成し、又は別に定める手続きをする」を「別に定める手続き又

は別に定める特段の事情がある場合に限って休日勤務免除簿（別記様式第１

の２）若しくは別に定める承認簿の作成を行う」に改める。 

  第４条第２項中「代日休暇簿（別記様式第２）、休暇請求書（別記様式第

３）若しくは別に定める承認簿又は別に定める方法」を「別に定める方法又

は別に定める特段の事情がある場合に限って代日休暇簿（別記様式第２）、

休暇請求書（別記様式第３）若しくは別に定める承認簿」に改める。 

  第５条第５項中「年次休暇簿（別記様式第４又は別記様式第４の２）、休

暇請求書若しくは休暇等承認簿（別記様式第５又は別記様式第５の２）又は

別に定める方法」を「別に定める方法又は別に定める特段の事情がある場合

に限って年次休暇簿（別記様式第４又は別記様式第４の２）、休暇請求書若

しくは休暇等承認簿（別記様式第５又は別記様式第５の２）」に改め、同条

第８項中「休暇等整理簿（別記様式第６）又は別に定める方法」を「別に定

める方法又は別に定める特段の事情がある場合に限って休暇等整理簿（別記

様式第６）」に改める。 

  第５条の３を第５条の４とし、第５条の２を第５条の３とし、第５条の次

に次の１条を加える。 

 第５条の２ 規程第１５条第２項に規定する「別に定める日数」は、規程第

１５条第１項に規定する日数とする。 

  第６条中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、同条第６項中「特別

休暇簿（別記様式第７又は別記様式第７の２）、休暇請求書若しくは別に定

める承認簿又は別に定める方法」を「別に定める方法又は別に定める特段の

事情がある場合に限って特別休暇簿（別記様式第７又は別記様式第７の２）、

休暇請求書若しくは別に定める承認簿」に改め、同項を同条第７項とし、同

条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２

項の次に次の１項を加える。 

 ３ 規程第１６条第３号に規定する特別休暇は時間単位で受けることができ
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るものとし、時間単位で受ける場合にあっては、１日をもって当該職員の

１日あたりの正規の勤務時間（１時間に満たない端数があるときは、１時

間に切り上げる。）とする。この場合における特別休暇を受けることがで

きる期間は、１回につき勤務を免除される期間の始まりから４８時間以内

とする。 

  第６条の７第１項中「無給休暇簿（別記様式第９又は別記様式第１０）又

は別に定める方法」を「別に定める方法又は別に定める特段の事情がある場

合に限って無給休暇簿（別記様式第９又は別記様式第１０）」に改める。 

  様式第７備考第１項中「妊障」を「健康サポート１」に、「生理」を「健

康サポート２」に改め、同様式備考第３項中「第１６条第４号」を「第１６

条第１号、第４号及び第６号」に改め、同様式備考第４項中「抹消後の戸籍

謄本及び職員との関係を示す戸籍抄本」を「死亡診断書の写し、戸籍等抄本、

会葬礼状又はこれに準ずるもの」に改める。 

 （出勤簿処理規程の一部改正） 

第４条 出勤簿処理規程（昭和５５年名古屋市交通局管理規程第１３号）の一

部を次のように改正する。 

  第７条第１項第１６号アを次のように改める。 

   ア 妊娠障害 サ１ 

  第７条第１項第１６号ウを次のように改める。 

   ウ 生理 サ２ 

  第９条中「庶務事務システムにより出勤簿の処理を行う職員の出勤簿の処

理」を「職員の出勤簿の処理については、別に定める特段の事情がある場合

を除き庶務事務システムにより行うものとし、当該処理」に改める。 

 （交通局被服規程の一部改正） 

第５条 交通局被服規程（昭和４６年名古屋市交通局管理規程第２１号）の一

部を次のように改正する。 

  別表第１(1) 中「ワンタッチ式」を「結びネクタイ型」に改める。 

  別表第２(2) 備考第４項中「職にある者」の次に「及び業務技師・業務士」

を加え、同表備考第５項中「所属する職員」の次に「並びに電気事務所の雑

役業務に従事する職員」を加え、同表備考第７項中「営業課課長補佐（乗車
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券機器）」の次に「、駅務課課長補佐（施設管理）」を加え、「自動車施設

課工事担当」の次に「・自動車運転課（バス運行総合情報システムの保守管

理業務に従事する職員に限る。）」を加え、「（施設計画課は工事担当に限

る。）」及び「・施設計画課（工事担当を除く。）」を削る。 

  別表第３(1) 運輸制服１種の項中「技術本部長」の次に「、安全監理部長」

を加え、同表運輸制服２種の項中「運転指令室長」を「人材育成課長、運転

指令室長」に改める。 

別表第３(2) 技術制服１種の項中「従事する」の次に「営業統括部担当課

長・」を加え、同表技術制服２種の項中「軌道」を「人材育成課長、軌道」

に改め、「自動車施設課」の次に「・自動車運転課」を、「資産活用課の職

員」の次に「、業務技師・」を加え、同表技術制服３種の項中「電車工場」

の次に「・電気事務所」を加える。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程による改正前の交通局被服規程の定めるところにより貸与されて

いるネクタイについては、施行日以後においても着用することができるもの

とし、貸与期間は、なお従前の例による。 

 （名古屋市交通局職員の職名及び補職名規程等の一部を改正する規程の一部

改正） 

３ 名古屋市交通局職員の職名及び補職名規程等の一部を改正する規程（令和

５年名古屋市交通局管理規程第５号）の一部を次のように改正する。 

  附則第７項中「であり、かつ、名古屋市交通局労働安全衛生管理規程（昭

和５０年名古屋市交通局管理規程第３号）第３１条に規定する健康診断の結

果が良好」を削る。 
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名古屋市交通局管理規程第１４号 

 

会計年度任用職員就業規程（令和２年名古屋市交通局管理規程第１１号）の

一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月２９日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

 第４条中「であり、かつ、名古屋市交通局労働安全衛生管理規程（昭和５０

年名古屋市交通局管理規程第３号。以下「安全衛生規程」という。）第３１条

に規定する健康診断の結果が良好」を削る。 

 第２４条中「及び期末手当」を「、期末手当及び奨励手当」に改める。 

 第３１条第１項第１号中「一会計年度内」の次に「（６月に支給する場合に

おいては、当該年度の前年度の１２月２日から３月３１日までの期間を含む。

次条において同じ。）」を加え、同条の次に次の１条を加える。 

 （奨励手当） 

第３１条の２ 奨励手当は、次のいずれにも該当しない者に限り支給するもの

とする。 

 (1) 一会計年度内における任期（期末手当及び奨励手当に関する規程（昭和

３９年名古屋市交通局管理規程第１２号）第１１条第１項に掲げる職員と

して在職した期間を含む。）が６月未満である者 

 (2) 第５条に規定する１週間平均の勤務時間が１５時間３０分未満である者 

２ 会計年度任用職員に支給する奨励手当に関しては、前項に定めるもののほ

か、給与規程第３６条、第３７条の２及び第３７条の３に定める方法に準じ

決定する。 

 第３２条第１項中「期末手当」の次に「及び第３１条の２に規定する奨励手

当」を加える。 

 第３５条中「期末手当」の次に「及び第３１条の２に規定する奨励手当」を

加え、同条に次の１項を加える。 
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２ 第３１条に規定する期末手当及び第３１条の２に規定する奨励手当の支給

日は、給与規程第３７条に規定する常勤職員の例による。 

 附則第３項を次のように改める。 

 （経過措置） 

３ 令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間における第２３条に規

定する給料（以下「給料」という。）の額については、庶務事務職員及び業

務補助員を除き、第２３条及び別表第１にかかわらず、これらの規定により

定められる額に、給料及びこれに対する地域手当に、１，０００分の１，０

２５を乗じて得た額を１２で除して得た額（その額に１円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた額）を加算した額とする。ただし、第２４条

に規定する手当（第２８条に規定する休日勤務手当及び夜勤手当並びに第２

９条に規定する超過勤務手当を除く。）の額の算定の基礎となる給料の額は、

第２３条及び別表第１により定められる額とする。 

 別表第１部分休業等対応員、整理員、監視員及び電車清掃業務監督員の項中

「１００円」を「１円」に改め、同表保健指導員の項中「４７号給」を「４８

号給」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日から令和７年３月３１日までの間における会計年度任用職員就業規

程附則第３項の規定の適用を受ける職員の奨励手当の支給において名古屋市

交通局企業職員給与支給規程（昭和４２年名古屋市交通局管理規程第１号）

第３６条を準用する場合は、奨励手当基礎額に乗じる割合を１０，０００分

の５，１２５とする。 
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名古屋市交通局管理規程第１５号 

 

名古屋市交通局企業職員給与支給規程等の一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月２９日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

 （名古屋市交通局企業職員給与支給規程の一部改正） 

第１条 名古屋市交通局企業職員給与支給規程（昭和４２年名古屋市交通局管

理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第９項中「１００円」を「１円」に改める。 

 （名古屋市交通局企業職員給与支給規程の実施細目に関する規程の一部改正） 

第２条 名古屋市交通局企業職員給与支給規程の実施細目に関する規程（昭和

４２年名古屋市交通局管理規程第２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項及び第２項中「第１号ア」を「第１号」に改める。 

第３条 名古屋市交通局企業職員給与支給規程の実施細目に関する規程の一部

を次のように改正する。 

  第９条第４項中「勤労所得」を「給与所得」に改め、「１０８，３３０円」

の次に「相当」を加える。 

 （初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部改正） 

第４条 初任給、昇格及び昇給等に関する規程（昭和４２年名古屋市交通局管

理規程第４号）の一部を次のように改正する。 

  附則第７項の表中 

３４ ２１１，４００ ２０４，０００ 

 を 

３５ ２１１，４００ ２０４，６００ 

３６ ２１１，４００ ２０５，２００ 

３７ ２１３，２００ ２０６，８００ 

３８ ２１４，０００ ２０６，８００ 

３９ ２１６，１００ ２０６，８００ 

「

」
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 「 

３４ ２１２，３００ ２０４，６００ 

 に改める。 

３５ ２１３，２００ ２０６，０００ 

３６ ２１４，０００ ２０７，５００ 

３７ ２１４，７００ ２０８，２００ 

３８ ２１５，４００ ２０８，２００ 

３９ ２１６，１００ ２０８，２００ 

                            」 

  別表第６及び別表第６の２を次のように改める。 
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別表第６　昇格時号給対応表　

１　企業職給料表(1)

２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級 ９　級

３ １ １ ５ ２ ２ １ １

３ １ １ ５ ２ ３ ２ ２

３ １ １ ５ ２ ４ ３ ３

３ １ １ ５ ２ ５ ４ ４

３ １ １ ５ ２ ６ ５ ５

３ １ ２ ６ ２ ７ ６ ６

３ １ ３ ７ ２ ８ ７ ７

３ １ ４ ８ ２ ９ ８ ８

３ １ ５ ９ ２ １０ ９ ９

４ １ ６ １０ ２ １１ １０ １０

５ １ ７ １１ ２ １２ １１ １１

６ １ ８ １２ ２ １３ １２ １２

７ １ ９ １３ ２ １４ １３ １３

８ １ １０ １４ ３ １５ １４ １４

９ １ １１ １５ ４ １６ １５ １５

１０ １ １２ １６ ５ １７ １６ １６

１１ １ １３ １７ ６ １８ １７ １７

１２ １ １４ １８ ７ １９ １７ １８

１３ １ １５ １９ ８ ２０ １８ １９

１４ １ １６ ２０ ９ ２１ １８ ２０

１５ １ １７ ２１ １０ ２２ １９ ２１

１６ １ １８ ２２ １１ ２３ １９ ２２

１７ １ １９ ２３ １２ ２４ ２０ ２３

１８ １ ２０ ２４ １３ ２５ ２０ ２４

１９ １ ２１ ２５ １４ ２６ ２１ ２５

２０ １ ２２ ２６ １５ ２７ ２１ ２６

２１ １ ２３ ２７ １６ ２８ ２１ ２７

２２ １ ２４ ２８ １７ ２９ ２２ ２８

２３ １ ２５ ２９ １８ ３０ ２２ ２９

２４ ２ ２６ ３０ １９ ３１ ２２ ２９

２５ ３ ２７ ３１ ２０ ３２ ２３ ３０

２６ ４ ２８ ３２ ２１ ３３ ２３ ３０

２７ ５ ２９ ３３ ２２ ３４ ２３ ３１

２８ ６ ３０ ３４ ２３ ３５ ２４ ３１

２９ ７ ３１ ３５ ２４ ３６ ２４ ３２

３０ ８ ３２ ３６ ２５ ３７ ２４ ３２

３１ ９ ３３ ３７ ２６ ３８ ２５ ３３

３２ １０ ３４ ３８ ２７ ３９ ２５ ３３

３３ １１ ３５ ３９ ２８ ４０ ２５ ３４

３４ １２ ３６ ４０ ２９ ４１ ２６ ３４

３５ １３ ３７ ４１ ３０ ４２ ２６ ３５

３６ １４ ３８ ４２ ３１ ４３ ２６ ３５

３７ １５ ３９ ４３ ３２ ４４ ２７ ３６

３８ １６ ４０ ４４ ３３ ４５ ２７ ３６

４１

４２

４３

４４

３５

３６

３７

３８

３９

４０

２９

３０

３１

３２

３３

３４

２３

２４

２５

２６

２７

２８

１７

１８

１９

２０

２１

２２

１１

１２

１３

１４

１５

１６

５

６

７

８

９

１０

昇格した日の前日に
受けていた号給

 昇　格　後　の　号　給

１

２

３

４
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３９ １７ ４１ ４５ ３４ ４６ ２７ ３７

３９ １８ ４２ ４６ ３５ ４７ ２８ ３７

４０ １９ ４３ ４７ ３６ ４８ ２８ ３７

４０ ２０ ４４ ４８ ３７ ４９ ２８ ３８

４１ ２１ ４５ ４９ ３８ ５０ ２９ ３８

４１ ２２ ４６ ５０ ３９ ５１ ２９ ３８

４２ ２３ ４７ ５１ ４０ ５２ ２９ ３９

４２ ２４ ４８ ５２ ４１ ５３ ２９ ３９

４３ ２５ ４９ ５３ ４２ ５４ ３０ ３９

４３ ２６ ５０ ５４ ４３ ５５ ３０ ４０

４４ ２７ ５１ ５５ ４４ ５６ ３０ ４０

４４ ２８ ５２ ５６ ４５ ５７ ３０ ４０

４５ ２９ ５３ ５７ ４６ ５８ ３１ ４１

４５ ３０ ５４ ５８ ４７ ５９ ３１ ４１

４６ ３１ ５５ ５９ ４８ ６０ ３１ ４２

４６ ３２ ５６ ６０ ４９ ６１ ３１ ４２

４７ ３３ ５７ ６１ ５０ ６２ ３２ ４３

４７ ３４ ５８ ６２ ５０ ６３ ３２

４８ ３５ ５９ ６３ ５１ ６４ ３２

４８ ３６ ６０ ６４ ５１ ６５ ３２

４９ ３７ ６１ ６５ ５２ ６６ ３３

４９ ３７ ６２ ６６ ５２ ６７ ３３

５０ ３８ ６３ ６７ ５３ ６８ ３３

５０ ３８ ６４ ６８ ５３ ６９ ３４

５１ ３９ ６５ ６９ ５４ ７０ ３４

５１ ３９ ６６ ７０ ５４ ７１ ３４

５２ ４０ ６７ ７１ ５５ ７２ ３５

５２ ４０ ６８ ７２ ５５ ７３ ３５

５３ ４１ ６９ ７３ ５６ ７４ ３５

５３ ４１ ７０ ７３ ５６ ７５ ３６

５４ ４２ ７１ ７４ ５７ ７６ ３６

５４ ４２ ７２ ７４ ５７ ７７ ３６

５５ ４３ ７３ ７５ ５８ ７８ ３７

５５ ４３ ７４ ７５ ５８ ７９ ３７

５６ ４４ ７５ ７６ ５９ ８０ ３７

５６ ４４ ７６ ７６ ５９ ８１ ３８

５７ ４５ ７７ ７７ ６０ ８２ ３８

５７ ４５ ７８ ７８ ６０ ８３

５８ ４６ ７９ ７９ ６１ ８４

５８ ４６ ８０ ８０ ６１ ８５

５９ ４７ ８１ ８１ ６２ ８６

５９ ４７ ８２ ８２ ６２ ８７

５９ ４８ ８３ ８３ ６３ ８８

６０ ４８ ８４ ８４ ６３ ８９

６０ ４９ ８５ ８５ ６４ ９０

６０ ４９ ８６ ８６ ６４

６１ ４９ ８７ ８７ ６５

８９

９０

９１

８３

８４

８５

８６

８７

８８

７７

７８

７９

８０

８１

８２

７１

７２

７３

７４

７５

７６

６５

６６

６７

６８

６９

７０

５９

６０

６１

６２

６３

６４

５３

５４

５５

５６

５７

５８

４７

４８

４９

５０

５１

５２

４５

４６
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６１ ５０ ８８ ８８ ６５

６１ ５０ ８９ ８９ ６６

６２ ５０ ９０ ９０ ６７

６２ ５１ ９１ ９１ ６８

６２ ５１ ９２ ９２ ６９

６３ ５１ ９３ ９３ ７０

５２ ９４ ９４ ７１

５２ ９５ ９５ ７２

５２ ９６ ９６ ７３

５３ ９７ ９７ ７４

５３ ９８ ９８ ７５

５３ ９９ ９９ ７６

５３ １００ １００ ７７

５４ １０１ １０１ ７８

５４ １０２ １０１ ７９

５４ １０３ １０２ ８０

５４ １０４ １０２ ８１

５５ １０５ １０３ ８２

５５ １０６ １０３ ８３

５５ １０７ １０４ ８４

５５ １０８ １０４ ８５

５６ １０９ １０５ ８６

５６ １１０ １０６ ８７

５６ １１１ １０７ ８８

５６ １１２ １０８ ８９

５７ １１３ １０９ ９０

５７ １１４ １１０ ９１

５７ １１５ １１１ ９２

５７ １１６ １１２ ９３

５７ １１７ １１３ ９４

５８ １１７ １１４ ９５

５８ １１８ １１５ ９６

５８ １１８ １１６ ９７

５８ １１９ １１７ ９８

５８ １１９ １１８ ９９

５９ １２０ １１９ １００

５９ １２０ １２０ １０１

５９ １２１ １２１ １０２

５９ １２２ １２２ １０３

５９ １２３ １２３ １０４

５９ １２４ １２４ １０５

５９ １２４ １２５ １０６

５９ １２５ １２５

５９ １２６ １２６

５９ １２７ １２６

６０ １２８ １２７

６０ １２９ １２７

１３７

１３８

１３１

１３２

１３３

１３４

１３５

１３６

１２５

１２６

１２７

１２８

１２９

１３０

１１９

１２０

１２１

１２２

１２３

１２４

１１３

１１４

１１５

１１６

１１７

１１８

１０７

１０８

１０９

１１０

１１１

１１２

１０１

１０２

１０３

１０４

１０５

１０６

９５

９６

９７

９８

９９

１００

９２

９３

９４

1164



６０ １３０ １２８

６０ １３１ １２８

６０ １３２ １２９

６１ １３３ １３０

６１ １３４ １３１

６１ １３５ １３２

６１ １３６ １３３

１３７ １３３

１３８ １３３

１３９ １３３

１４０ １３３

１３３

１３３

１３３

１３３

１３３

１３３

１３３

１３３

１５５

１５６

１５７

１４９

１５０

１５１

１５２

１５３

１５４

１４３

１４４

１４５

１４６

１４７

１４８

１３９

１４０

１４１

１４２
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２　削除
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３　企業職給料表(3)

２　級 ３　級 ４　級 ５　級

１ １ １ ２

１ １ １ ３

１ １ １ ４

１ １ １ ５

１ １ １ ６

１ １ １ ７

１ １ １ ８

１ １ １ ９

１ １ １ １０

１ １ １ １１

１ １ １ １２

１ １ １ １３

１ １ １ １４

１ １ １ １５

１ １ １ １６

１ １ １ １７

１ １ １ １８

１ １ １ １９

１ １ １ ２０

１ １ １ ２１

１ １ １ ２２

２ ２ １ ２３

３ ３ １ ２４

４ ４ １ ２５

５ ５ １ ２６

６ ６ １ ２６

７ ７ １ ２７

８ ８ １ ２７

９ ９ １ ２８

１０ １０ １ ２８

１１ １１ １ ２９

１２ １２ １ ２９

１３ １３ １ ３０

１４ １４ １ ３０

１５ １５ １ ３１

１６ １６ １ ３１

１７ １７ １ ３２

１８ １８ ２ ３２

１９ １９ ３ ３３

２０ ２０ ４ ３３

２１ ２１ ５ ３４

２２ ２２ ６ ３５

２３ ２３ ７ ３６

２４ ２４ ８ ３７

４１

４２

４３

４４

３５

３６

３７

３８

３９

４０

２９

３０

３１

３２

３３

３４

２３

２４

２５

２６

２７

２８

１７

１８

１９

２０

２１

２２

１１

１２

１３

１４

１５

１６

５

６

７

８

９

１０

昇格した日の前日に
受けていた号給

 昇　格　後　の　号　給

１

２

３

４
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２５ ２５ ９ ３８

２６ ２６ １０ ３８

２７ ２７ １１ ３９

２８ ２８ １２ ３９

２９ ２９ １３ ４０

３０ ３０ １４ ４０

３１ ３１ １５ ４１

３２ ３２ １６ ４１

３３ ３３ １７ ４２

３３ ３４ １８ ４２

３４ ３５ １９ ４３

３４ ３６ ２０ ４３

３５ ３７ ２１ ４４

３５ ３８ ２１ ４４

３６ ３９ ２２ ４５

３６ ４０ ２２ ４５

３７ ４１ ２３ ４６

３８ ４２ ２３ ４６

３９ ４３ ２４ ４７

４０ ４４ ２４ ４７

４１ ４５ ２５ ４８

４２ ４６ ２６ ４８

４３ ４７ ２７ ４９

４４ ４８ ２８ ４９

４５ ４９ ２９ ５０

４６ ５０ ２９ ５０

４７ ５１ ３０ ５１

４８ ５２ ３０ ５１

４９ ５３ ３１ ５２

５０ ５４ ３１ ５２

５１ ５５ ３２ ５３

５２ ５６ ３２ ５３

５３ ５７ ３３ ５４

５４ ５８ ３３ ５４

５５ ５９ ３４ ５５

５６ ６０ ３４ ５５

５７ ６１ ３５ ５６

５８ ６２ ３５ ５６

５９ ６３ ３６ ５７

６０ ６４ ３６ ５７

６１ ６５ ３７ ５８

６２ ６６ ３８ ５８

６３ ６７ ３９ ５９

６４ ６８ ４０ ５９

６５ ６９ ４１ ６０

６６ ７０ ４１ ６０

６７ ７１ ４２ ６１

８９

９０

９１

８３

８４

８５

８６

８７

８８

７７

７８

７９

８０

８１

８２

７１

７２

７３

７４

７５

７６

６５

６６

６７

６８

６９

７０

５９

６０

６１

６２

６３

６４

５３

５４

５５

５６

５７

５８

４７

４８

４９

５０

５１

５２

４５

４６
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６８ ７２ ４２ ６１

６９ ７３ ４３ ６２

７０ ７４ ４３ ６３

７１ ７５ ４４ ６４

７２ ７６ ４４ ６５

７３ ７７ ４５ ６６

７４ ７７ ４５ ６７

７５ ７８ ４５ ６８

７６ ７８ ４６ ６９

７７ ７９ ４６ ７０

７８ ７９ ４６ ７１

７９ ８０ ４７ ７２

８０ ８０ ４７ ７３

８１ ８１ ４７ ７４

８１ ８２ ４８ ７４

８１ ８３ ４８ ７５

８２ ８４ ４８ ７５

８２ ８５ ４９ ７６

８２ ８５ ４９ ７６

８３ ８６ ４９ ７７

８３ ８６ ５０ ７７

８３ ８７ ５０ ７８

８４ ８７ ５０ ７９

８４ ８８ ５１ ８０

８４ ８８ ５１ ８１

８５ ８９ ５１ ８２

８５ ８９ ５２ ８３

８５ ９０ ５２ ８４

８６ ９０ ５２ ８５

８６ ９１ ５３ ８６

８６ ９１ ５３ ８７

８７ ９２ ５４ ８８

９２ ５４ ８９

９３ ５５ ９０

９４ ５５ ９０

９５ ５６ ９１

９６ ５６ ９１

９７ ５７ ９２

９７ ５７ ９２

９８ ５７ ９３

９８ ５８ ９３

９９ ５８ ９４

９９ ５８ ９５

１００ ５９ ９６

１００ ５９ ９７

１０１ ５９ ９８

１０２ ６０

１３７

１３８

１３１

１３２

１３３

１３４

１３５

１３６

１２５

１２６

１２７

１２８

１２９

１３０

１１９

１２０

１２１

１２２

１２３

１２４

１１３

１１４

１１５

１１６

１１７

１１８

１０７

１０８

１０９

１１０

１１１

１１２

１０１

１０２

１０３

１０４

１０５

１０６

９５

９６

９７

９８

９９

１００

９２

９３

９４
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１０３ ６０

１０４ ６０

１０５ ６１

１０５ ６１

１０６ ６２

１０６ ６２

１０７ ６３

１０７ ６３

１０８ ６４

１０８ ６４

１０９ ６５

１１０ ６５

１１１ ６６

１１２ ６６

１１３ ６７

６７

６８

６８

６９

備考　職務の級２級の最高号給を含む上位１７号給から職務の級３級に昇格する場合に決定される号給は、別に定める者を除き、この表の

　　昇格後の号給欄に定める号給より１号給下位の号給とする。

１４９

１５０

１５５

１５６

１５７

１５１

１５２

１５３

１５４

１４３

１４４

１４５

１４６

１４７

１４８

１３９

１４０

１４１

１４２
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別表第６の２　降格時号給対応表

１　企業職給料表(1)

１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級

９ ２９ ５ ５ １３ １ １ １

９ ３０ ６ ５ １３ １ ２ ２

９ ３１ ７ ５ １４ ２ ３ ３

１０ ３２ ８ ５ １５ ３ ４ ４

１１ ３３ ９ ５ １６ ４ ５ ５

１２ ３４ １０ ６ １７ ５ ６ ６

１３ ３５ １１ ７ １８ ６ ７ ７

１４ ３６ １２ ８ １９ ７ ８ ８

１５ ３７ １３ ９ ２０ ８ ９ ９

１６ ３８ １４ １０ ２１ ９ １０ １０

１７ ３９ １５ １１ ２２ １０ １１ １１

１８ ４０ １６ １２ ２３ １１ １２ １２

１９ ４１ １７ １３ ２４ １２ １３ １３

２０ ４２ １８ １４ ２５ １３ １４ １４

２１ ４３ １９ １５ ２６ １４ １５ １５

２２ ４４ ２０ １６ ２７ １５ １６ １６

２３ ４５ ２１ １７ ２８ １６ １８ １７

２４ ４６ ２２ １８ ２９ １７ ２０ １８

２５ ４７ ２３ １９ ３０ １８ ２２ １９

２６ ４８ ２４ ２０ ３１ １９ ２４ ２０

２７ ４９ ２５ ２１ ３２ ２０ ２７ ２１

２８ ５０ ２６ ２２ ３３ ２１ ３０ ２２

２９ ５１ ２７ ２３ ３４ ２２ ３３ ２３

３０ ５２ ２８ ２４ ３５ ２３ ３６ ２４

３１ ５３ ２９ ２５ ３６ ２４ ３９ ２５

３２ ５４ ３０ ２６ ３７ ２５ ４２ ２６

３３ ５５ ３１ ２７ ３８ ２６ ４５ ２７

３４ ５６ ３２ ２８ ３９ ２７ ４８ ２８

３５ ５７ ３３ ２９ ４０ ２８ ５２ ３０

３６ ５８ ３４ ３０ ４１ ２９ ５６ ３２

３７ ５９ ３５ ３１ ４２ ３０ ６０ ３４

３８ ６０ ３６ ３２ ４３ ３１ ６４ ３６

３９ ６１ ３７ ３３ ４４ ３２ ６７ ３８

４０ ６２ ３８ ３４ ４５ ３３ ７０ ４０

４１ ６３ ３９ ３５ ４６ ３４ ７３ ４２

４２ ６４ ４０ ３６ ４７ ３５ ７６ ４４

４３ ６６ ４１ ３７ ４８ ３６ ７９ ４７

４４ ６８ ４２ ３８ ４９ ３７ ８１ ５０

４６ ７０ ４３ ３９ ５０ ３８ ８１ ５３

４８ ７２ ４４ ４０ ５１ ３９ ８１ ５６

５０ ７４ ４５ ４１ ５２ ４０ ８１ ５８

５２ ７６ ４６ ４２ ５３ ４１ ８１ ６０

５４ ７８ ４７ ４３ ５４ ４２ ８１ ６１

５６ ８０ ４８ ４４ ５５ ４３ ８１ ６１

降格した日の前日に
受けていた号給

 降　格　後　の　号　給

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３３

３４

３５

３６

３７

３８

３９

４０

４１

４２

４３

４４
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５８ ８２ ４９ ４５ ５６ ４４ ８１ ６１

６０ ８４ ５０ ４６ ５７ ４５ ８１ ６１

６２ ８６ ５１ ４７ ５８ ４６ ８１ ６１

６４ ８８ ５２ ４８ ５９ ４７ ８１ ６１

６６ ９１ ５３ ４９ ６０ ４８ ８１ ６１

６８ ９４ ５４ ５０ ６２ ４９ ８１ ６１

７０ ９７ ５５ ５１ ６４ ５０ ８１ ６１

７２ １００ ５６ ５２ ６６ ５１ ８１ ６１

７４ １０４ ５７ ５３ ６８ ５２ ８１ ６１

７６ １０８ ５８ ５４ ７０ ５３ ８１ ６１

７８ １１２ ５９ ５５ ７２ ５４ ８１ ６１

８０ １１６ ６０ ５６ ７４ ５５ ８１ ６１

８２ １２１ ６１ ５７ ７６ ５６ ８１ ６１

８４ １２６ ６２ ５８ ７８ ５７ ８１ ６１

８７ １３６ ６３ ５９ ８０ ５８ ８１ ６１

９０ １４１ ６４ ６０ ８２ ５９ ８１ ６１

９３ １４５ ６５ ６１ ８４ ６０ ８１ ６１

９６ １４５ ６６ ６２ ８６ ６１

９７ １４５ ６７ ６３ ８８ ６２

９７ １４５ ６８ ６４ ９０ ６３

９７ １４５ ６９ ６５ ９２ ６４

９７ １４５ ７０ ６６ ９３ ６５

９７ １４５ ７１ ６７ ９４ ６６

９７ １４５ ７２ ６８ ９５ ６７

９７ １４５ ７３ ６９ ９６ ６８

９７ １４５ ７４ ７０ ９７ ６９

９７ １４５ ７５ ７１ ９８ ７０

９７ １４５ ７６ ７２ ９９ ７１

９７ １４５ ７７ ７４ １００ ７２

９７ １４５ ７８ ７６ １０１ ７３

９７ １４５ ７９ ７８ １０２ ７４

９７ １４５ ８０ ８０ １０３ ７５

９７ １４５ ８１ ８１ １０４ ７６

９７ １４５ ８２ ８２ １０５ ７７

９７ １４５ ８３ ８３ １０６ ７８

９７ １４５ ８４ ８４ １０７ ７９

９７ １４５ ８５ ８５ １０８ ８０

９７ １４５ ８６ ８６ １０９ ８１

９７ １４５ ８７ ８７ １１０ ８２

９７ １４５ ８８ ８８ １１１ ８３

９７ １４５ ８９ ８９ １１２ ８４

９７ １４５ ９０ ９０ １１３ ８５

９７ １４５ ９１ ９１ １１４ ８６

９７ １４５ ９２ ９２ １１５ ８７

９７ １４５ ９３ ９３ １１６ ８８

９７ １４５ ９４ ９４ １１７ ８９

９７ １４５ ９５ ９５ １１８ ８９

４５

４６

４７

４８

４９

５０

５１

５２

５３

５４

５５

５６

５７

５８

５９

６０

６１

６２

６３

６４

６５

６６

６７

６８

６９

７０

７１

７２

７３

７４

７５

７６

７７

７８

７９

８０

８１

８２

８３

８４

８５

８６

８７

８８

８９

９０

９１
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９７ １４５ ９６ ９６ １１９ ８９

９７ １４５ ９７ ９７ １２０ ８９

９７ １４５ ９８ ９８ １２１ ８９

９７ １４５ ９９ ９９ １２２ ８９

９７ １４５ １００ １００ １２３ ８９

９７ １４５ １０１ １０１ １２４ ８９

９７ １４５ １０２ １０２ １２５

９７ １４５ １０３ １０３ １２６

９７ １４５ １０４ １０４ １２７

９７ １４５ １０５ １０６ １２８

９７ １４５ １０６ １０８ １２９

９７ １４５ １０７ １１０ １３０

９７ １４５ １０８ １１２ １３１

９７ １４５ １０９ １１３ １３２

９７ １４５ １１０ １１４ １３３

９７ １４５ １１１ １１５ １３３

９７ １４５ １１２ １１６ １３３

９７ １４５ １１３ １１７ １３３

９７ １４５ １１４ １１８ １３３

９７ １４５ １１５ １１９ １３３

９７ １４５ １１６ １２０ １３３

９７ １４５ １１７ １２１ １３３

９７ １４５ １１８ １２２

９７ １４５ １１９ １２３

９７ １４５ １２０ １２４

９７ １４５ １２２ １２５

９７ １４５ １２４ １２６

９７ １４５ １２６ １２７

９７ １４５ １２８ １２８

９７ １４５ １２９ １２９

９７ １４５ １３０ １３０

９７ １４５ １３１ １３１

９７ １４５ １３３ １３２

９７ １４５ １３４ １３４

９７ １４５ １３５ １３６

９７ １４５ １３６ １３８

９７ １４５ １３７ １４０

９７ １４５ １３８ １４１

９７ １４５ １３９ １４２

９７ １４５ １４０ １４３

９７ １４５ １４１ １４４

９７ １４５ １４２ １４５

９７ １４５ １４３

９７ １４５ １４４

９７ １４５ １４５

９７ １４５ １４６

９７ １４５ １４７

９２

９３

９４

９５

９６

９７

９８

９９

１００

１０１

１０２

１０３

１０４

１０５

１０６

１０７

１０８

１０９

１１０

１１１

１１２

１１３

１１４

１１５

１１６

１１７

１１８

１１９

１２０

１２１

１２２

１２３

１２４

１２５

１２６

１２７

１２８

１２９

１３０

１３１

１３２

１３３

１３４

１３５

１３６

１３７

１３８
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９７ １４５ １４８

９７ １４５ １４９

９７ １４５ １４９

９７ １４５ １４９

９７ １４５ １４９

９７ １４５ １４９

９７ １４５ １４９

１４５ １４９

１４５ １４９

１４５ １４９

１４５ １４９

１４９

１４９

１４９

１４９

１４９

１４９

１４９

１４９

１３９

１４０

１４１

１４２

１４３

１４４

１４５

１４６

１４７

１４８

１５５

１５６

１５７

１４９

１５０

１５１

１５２

１５３

１５４
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２　企業職給料表(3)

１　級 ２　級 ３　級 ４　級

２１ ２１ ３７ １

２２ ２２ ３８ １

２３ ２３ ３９ ２

２４ ２４ ４０ ３

２５ ２５ ４１ ４

２６ ２６ ４２ ５

２７ ２７ ４３ ６

２８ ２８ ４４ ７

２９ ２９ ４５ ８

３０ ３０ ４６ ９

３１ ３１ ４７ １０

３２ ３２ ４８ １１

３３ ３３ ４９ １２

３４ ３４ ５０ １３

３５ ３５ ５１ １４

３６ ３６ ５２ １５

３７ ３７ ５３ １６

３８ ３８ ５４ １７

３９ ３９ ５５ １８

４０ ４０ ５６ １９

４１ ４１ ５８ ２０

４２ ４２ ６０ ２１

４３ ４３ ６２ ２２

４４ ４４ ６４ ２３

４５ ４５ ６５ ２４

４６ ４６ ６６ ２６

４７ ４７ ６７ ２８

４８ ４８ ６８ ３０

４９ ４９ ７０ ３２

５０ ５０ ７２ ３４

５１ ５１ ７４ ３６

５２ ５２ ７６ ３８

５４ ５３ ７８ ４０

５６ ５４ ８０ ４１

５８ ５５ ８２ ４２

６０ ５６ ８４ ４３

６１ ５７ ８５ ４４

６２ ５８ ８６ ４６

６３ ５９ ８７ ４８

６４ ６０ ８８ ５０

６５ ６１ ９０ ５２

６６ ６２ ９２ ５４

６７ ６３ ９４ ５６

６８ ６４ ９６ ５８

４３

４４

３９

４０

４１

４２

３５

３６

３７

３８

３１

３２

３３

３４

２７

２８

２９

３０

２３

２４

２５

２６

１９

２０

２１

２２

１５

１６

１７

１８

１１

１２

１３

１４

７

８

９

１０

３

４

５

６

降格した日の前日に
受けていた号給

 降　格　後　の　号　給

１

２
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６９ ６５ ９９ ６０

７０ ６６ １０２ ６２

７１ ６７ １０５ ６４

７２ ６８ １０８ ６６

７３ ６９ １１１ ６８

７４ ７０ １１４ ７０

７５ ７１ １１７ ７２

７６ ７２ １２０ ７４

７７ ７３ １２２ ７６

７８ ７４ １２４ ７８

７９ ７５ １２６ ８０

８０ ７６ １２８ ８２

８１ ７７ １３１ ８４

８２ ７８ １３４ ８６

８３ ７９ １３７ ８８

８４ ８０ １４０ ９０

８５ ８１ １４２ ９２

８６ ８２ １４４ ９３

８７ ８３ １４６ ９４

８８ ８４ １４８ ９５

８９ ８５ １５０ ９６

９０ ８６ １５２ ９７

９１ ８７ １５４ ９８

９２ ８８ １５６ ９９

９３ ８９ １５７ １００

９４ ９０ １５７ １０１

９５ ９１ １５７ １０２

９６ ９２ １５７ １０３

９７ ９３ １５７ １０４

９８ ９４ １５７ １０６

９９ ９５ １５７ １０８

１００ ９６ １５７ １１０

１０１ ９８ １５７ １１２

１０２ １００ １５７ １１３

１０３ １０２ １５７ １１４

１０４ １０４ １５７ １１５

１０７ １０５ １５７ １１６

１１０ １０６ １５７ １１７

１１３ １０７ １５７ １１８

１１６ １０８ １５７ １１９

１１９ １１０ １５７ １２０

１２２ １１２ １５７ １２１

１２３ １１４ １５７ １２２

１２３ １１６ １５７ １２３

１２３ １１８ １５７ １２４

１２３ １２０ １５７ １２６

１２３ １２２ １５７ １２８９１

８７

８８

８９

９０

８３

８４

８５

８６

７９

８０

８１

８２

７５

７６

７７

７８

７１

７２

７３

７４

６７

６８

６９

７０

６３

６４

６５

６６

５９

６０

６１

６２

５５

５６

５７

５８

５１

５２

５３

５４

４７

４８

４９

５０

４５

４６
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１２３ １２４ １５７ １３０

１２３ １２５ １５７ １３２

１２３ １２６ １５７ １３３

１２３ １２７ １５７ １３４

１２３ １２８ １５７ １３５

１２３ １３０ １５７ １３６

１２３ １３２ １５７ １３７

１２３ １３４ １５７ １３７

１２３ １３６ １５７ １３７

１２３ １３７ １５７ １３７

１２３ １３８ １５７ １３７

１２３ １３９ １５７ １３７

１２３ １４０ １５７ １３７

１２３ １４２ １５７ １３７

１２３ １４４ １５７ １３７

１２３ １４６ １５７ １３７

１２３ １４８ １５７ １３７

１２３ １４９ １５７ １３７

１２３ １５０ １５７ １３７

１２３ １５１ １５７ １３７

１２３ １５２ １５７ １３７

１２３ １５３ １５７ １３７

１２３ １５３ １５７ １３７

１２３ １５３ １５７ １３７

１２３ １５３ １５７ １３７

１２３ １５３ １５７ １３７

１２３ １５３ １５７ １３７

１２３ １５３ １５７ １３７

１２３ １５３ １５７ １３７

１２３ １５３ １５７ １３７

１２３ １５３ １５７ １３７

１２３ １５３ １５７ １３７

１２３ １５３ １５７ １３７

１２３ １５３ １５７ １３７

１２３ １５３ １５７

１２３ １５３ １５７

１２３ １５３ １５７

１２３ １５３ １５７

１２３ １５３ １５７

１２３ １５３ １５７

１２３ １５３ １５７

１２３ １５３ １５７

１２３ １５３ １５７

１２３ １５３ １５７

１２３ １５３ １５７

１２３ １５３ １５７

１２３ １５３

１３５

１３６

１３７

１３８

１３１

１３２

１３３

１３４

１２７

１２８

１２９

１３０

１２３

１２４

１２５

１２６

１１９

１２０

１２１

１２２

１１５

１１６

１１７

１１８

１１１

１１２

１１３

１１４

１０７

１０８

１０９

１１０

１０３

１０４

１０５

１０６

９９

１００

１０１

１０２

９５

９６

９７

９８

９２

９３

９４
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１２３ １５３

１２３ １５３

１２３ １５３

１２３ １５３

１２３ １５３

１２３ １５３

１２３ １５３

１２３ １５３

１２３ １５３

１２３ １５３

１２３ １５３

１２３ １５３

１２３ １５３

１２３ １５３

１２３ １５３

１５３

１５３

１５３

１５３

１５５

１５６

１５７

１５１

１５２

１５３

１５４

１４７

１４８

１４９

１５０

１４３

１４４

１４５

１４６

１３９

１４０

１４１

１４２
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 （初任給、昇格及び昇給等に関する規程の実施細目に関する規程の一部改正） 

第５条 初任給、昇格及び昇給等に関する規程の実施細目に関する規程（昭和

４２年名古屋市交通局管理規程第５号）の一部を次のように改正する。 

  第１５条の表中 

 「            「 

課長補佐

又はこれ

に相当す

る職 

その他の

職員の職 
を 

課長補佐

又はこれ

に相当す

る職 

主任 
その他の

職員の職 
に改める。 

            」                 」 

  第１８条第２項中「合格した職員」の次に「（企業職給料表(3)の適用を

受ける者に限る。）」を加え、「企業職給料表(1)４級の項第２号又は同表」

を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同条第３項中「課長補佐若しくは

これに相当する職以上の職、副課長補佐」を「主任以上の職」に改め、同項

ただし書中「企業職給料表(1)又は」を削る。 

  別表第１中 

 「 

３級 １  課長補佐昇任選考に合格し、勤務成績良好な職員 

２  ２級の在級期間８年以上で勤務成績良好な職員 

３ 定年前再任用短時間勤務職員のうち、退職時においてその者

の属する職務の級が３級であった職員 

４級 １  課長補佐昇任選考合格後１年を経過し、勤務成績良好な職員 

２  ３級の在級期間５年以上で年齢３８歳（大学卒にあっては３

９歳）以上の職員（在職期間が大学卒１７年以上、短大卒１８

年以上、高校卒以下２０年以上である者に限る。）のうち別に

定める選考に合格したもの 

３ 定年前再任用短時間勤務職員のうち、退職時においてその者

の属する職務の級が４級であった職員又は副課長補佐の職にあ

った職員 

                                   」 
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 を 

 「 

３級 １  課長補佐昇任選考に合格し、勤務成績良好な職員 

２  ２級の在級期間８年以上で勤務成績良好な職員 

３ 定年前再任用短時間勤務職員のうち、退職時においてその者

の属する職務の級が３級であった職員 

                                   」 

 に改める。 

  別表第１備考第６項中「１０月３０日」を「１０月３１日」に改め、「４

級の項及び」を削り、同表備考第１４項中「企業職給料表(1)又は」及び

「企業職給料表(1)４級の項第２号に規定する３級の在級期間又は」を削り、

「若しくは」を「又は」に改める。 

 （管理職手当支給規程の一部改正） 

第６条 管理職手当支給規程（昭和４２年名古屋市交通局管理規程第６号）の

一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「１００円」を「１円」に改める。 

 （通勤手当規程の一部改正） 

第７条 通勤手当規程（昭和５１年名古屋市交通局管理規程第６号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条中第５号を第４号とし、第６号から第１１号までを１号ずつ繰り上

げる。 

 （名古屋市交通局特殊勤務手当支給規程の一部改正） 

第８条 名古屋市交通局特殊勤務手当支給規程（平成１３年名古屋市交通局管

理規程第１３号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「昭和５５年名古屋市交通局管理規程第２号」の次に「。

以下「勤務時間規程」という。」を、「隔日交代制勤務」の次に「（１回の

勤務の全部又は１回の勤務を２分した場合における前半若しくは後半に相当

する勤務を勤務時間規程第１０条に定める超過勤務により従事させる場合を

含む。）」を加える。 
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   附 則 

 （施行期日等） 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定による改正後の名古屋市交通局企業職員給与支給規程の実施

細目に関する規程及び第８条の規定による改正後の名古屋市交通局特殊勤務

手当支給規程は、令和５年４月１日から適用する。 

３ 第３条の規定による改正後の名古屋市交通局企業職員給与支給規程の実施

細目に関する規程は、令和５年１０月２０日から適用する。 

 （経過措置） 

４ 会計年度任用職員就業規程等の一部を改正する規程（令和５年名古屋市交

通局管理規程第１８号）附則第５項の適用を受ける職員の昇給の号給数及び

号給の調整については、他の職員との権衡を考慮して、別に定めるところに

より、調整することができる。 

５ 令和１３年度までの間に職員の定年等に関する条例（昭和５８年名古屋市

条例第１号）第３条に規定する年齢（以下「定年年齢」という。）に達する

職員のうち、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年名

古屋市条例第４０号）附則第３項又は第４項により採用された職員の給与と

の均衡を著しく失することとなるものについては、当該職員が６０歳に達し

た日後における最初の４月１日から定年年齢に達する日の属する年度の末日

までの間、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。 

 （名古屋市交通局企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程の一部改正） 

６ 名古屋市交通局企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程（平成２３

年名古屋市交通局管理規程第２８号）の一部を次のように改正する。 

  附則別表第１及び附則別表第１の２を次のように改める。  
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附則別表第１

２　級 ３　級 ４　級 ５　級

１３８ 99

１３９ 100

１４０ 101

１４１ 102

１４２ 102

１４３ 103

１４４ 103

１４５ 104

１４６ 104

１４７ 105

１４８ 105

１４９ 106

１５０ 107

１５１ 108

１５２ 109

１５３ 110

１５４ 114 111

１５５ 115 112

１５６ 116 113

１５７ 117 114

１５８ 118 69 115

１５９ 119 69 116

１６０ 120 70 117

１６１ 121 70 118

１６２ 122 70 119

１６３ 123 71 120

１６４ 124 71 121

１６５ 125 71 122

１６６ 125 72 122

１６７ 126 72 123

１６８ 126 72 123

１６９ 127 73 124

１７０ 127 74 124

１７１ 128 75 125

１７２ 128 76 125

１７３ 129 77 126

１７４ 130 78 127

１７５ 131 79 128

１７６ 132 80 129

１７７ 133 81 130

１７８ 134 81 131

１７９ 135 82 132

１８０ 136 82 133

１８１ 137 83 133

１８２ 138 83 133

１８３ 139 84 133

１８４ 140 84 133

 昇　格　後　の　号　給昇格した日の前日に受
けていた号給

1182



１８５ 141 85 133

１８６ 142 86 133

１８７ 143 87 133

１８８ 144 88 133

１８９ 145 89 133

１９０ 146 89 133

１９１ 147 90 133

１９２ 148 90 133

１９３ 149 91 133

１９４ 149 91 133

１９５ 150 92 133

１９６ 150 92 133

１９７ 151 93 133

１９８ 151 94 133

１９９ 152 95 133

２００ 152 96 133

２０１ 153 97 133

２０２ 154 98

２０３ 155 99

２０４ 156 100

２０５ 157 101

２０６ 158 101

２０７ 159 102

２０８ 160 102

２０９ 161 103

２１０ 162 103

２１１ 163 104

２１２ 164 104

２１３ 165 105

２１４ 166 106

２１５ 167 107

２１６ 168 108

２１７ 169 109

２１８ 170 110

２１９ 171 111

２２０ 172 112

２２１ 173 113

２２２ 174 113

２２３ 175 114

２２４ 176 114

２２５ 177 115

２２６ 178 115

２２７ 179 116

２２８ 180 116

２２９ 181 117

２３０ 182 118

２３１ 183 119

２３２ 184 120

２３３ 185 121
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２３４ 186 122

２３５ 187 123

２３６ 188 124

２３７ 189 125

２３８ 190 126

２３９ 191 127

２４０ 192 128

２４１ 193 129

２４２ 194 130

２４３ 195 131

２４４ 196 132

２４５ 197 133

２４６ 198 133

２４７ 199 134

２４８ 200 134

２４９ 201 135

２５０ 202 135

２５１ 203 136

２５２ 204 136

２５３ 205 137

２５４ 206 138

２５５ 207 139

２５６ 208 140

２５７ 209 141

２５８ 210 142

２５９ 211 143

２６０ 212 144

２６１ 213 145

２６２ 214 145

２６３ 215 146

２６４ 216 146

２６５ 217 147

２６６ 218 147

２６７ 219 148

２６８ 220 148

２６９ 221 149

２７０ 222 150

２７１ 223 151

２７２ 224 152

２７３ 225 153

２７４ 226 153

２７５ 227 154

２７６ 228 154

２７７ 229 155

２７８ 230 155

２７９ 231 156

２８０ 232 156

２８１ 233 157

２８２ 234 158
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２８３ 235 159

２８４ 236 160

２８５ 237 161

２８６ 238 162

２８７ 239 163

２８８ 240 164

２８９ 241 165

２９０ 242 165

２９１ 243 166

２９２ 244 166

２９３ 245 167

２９４ 246 167

２９５ 247 168

２９６ 248 168

２９７ 249 169

２９８ 250 170

２９９ 251 171

３００ 252 172

３０１ 253 173

３０２ 253 173

３０３ 254 174

３０４ 254 174

３０５ 255 175

３０６ 255 175

３０７ 256 176

３０８ 256 176

３０９ 257 177

３１０ 258 178

３１１ 259 179

３１２ 260 180

３１３ 261 181

３１４ 262 181

３１５ 263 182

３１６ 264 182

３１７ 265 183

３１８ 266

３１９ 267

３２０ 268

３２１ 269

３２２ 270

３２３ 271

３２４ 272

３２５ 273

３２６ 274

３２７ 275

３２８ 276

３２９ 277

３３０ 278

３３１ 279
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３３２ 280

３３３ 281

３３４ 282

３３５ 283

３３６ 284

３３７ 285

３３８ 286

３３９ 287

３４０ 288

３４１ 289

３４２ 290

３４３ 291

３４４ 292

３４５ 293

３４６ 294

３４７ 295

３４８ 296

３４９ 297

３５０ 298

３５１ 299

３５２ 300

３５３ 301

３５４ 302

３５５ 303

３５６ 304

３５７ 305

３５８ 305

３５９ 306

３６０ 306

３６１ 307

３６２ 307

３６３ 308

３６４ 308

３６５ 309

３６６ 310

３６７ 311

３６８ 312

３６９ 313

備考

　１　職務の級の最高の号給の額を超える給料月額の適用を受ける職員が昇格した場合における昇格後の号給については、次の各号に掲げる

　　昇格前の職務の級に応じて、当該各号に定める号給とする。

　(1) ２級　３１３

　(2) ３級　１８３

　(3) ４級　１３３

　２　職務の級２級の最高号給を含む上位１７号給から職務の級３級に昇格する場合に決定される号給は、別に定める者を除き、この表の

　　昇格後の号給欄に定める号給より１号給下位の号給とする。
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附則別表第１の２

１　級 ２　級 ３　級 ４　級

１ 21 21 37 1

２ 22 22 38 1

３ 23 23 39 2

４ 24 24 40 3

５ 25 25 41 4

６ 26 26 42 5

７ 27 27 43 6

８ 28 28 44 7

９ 29 29 45 8

１０ 30 30 46 9

１１ 31 31 47 10

１２ 32 32 48 11

１３ 33 33 49 12

１４ 34 34 50 13

１５ 35 35 51 14

１６ 36 36 52 15

１７ 37 37 53 16

１８ 38 38 54 17

１９ 39 39 55 18

２０ 40 40 56 19

２１ 41 41 58 20

２２ 42 42 60 21

２３ 43 43 62 22

２４ 44 44 64 23

２５ 45 45 65 24

２６ 46 46 66 26

２７ 47 47 67 28

２８ 48 48 68 30

２９ 49 49 70 32

３０ 50 50 72 34

３１ 51 51 74 36

３２ 52 52 76 38

３３ 54 53 78 40

３４ 56 54 80 41

３５ 58 55 82 42

３６ 60 56 84 43

３７ 61 57 85 44

３８ 62 58 86 46

３９ 63 59 87 48

４０ 64 60 88 50

４１ 65 61 90 52

４２ 66 62 92 54

４３ 67 63 94 56

降　格　後　の　号　給降格した日の前日に受け
ていた号給
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４４ 68 64 96 58

４５ 69 65 99 60

４６ 70 66 102 62

４７ 71 67 105 64

４８ 72 68 108 66

４９ 73 69 111 68

５０ 74 70 114 70

５１ 75 71 117 72

５２ 76 72 120 74

５３ 77 73 122 76

５４ 78 74 124 78

５５ 79 75 126 80

５６ 80 76 128 82

５７ 81 77 131 84

５８ 82 78 134 86

５９ 83 79 137 88

６０ 84 80 140 90

６１ 85 81 142 92

６２ 86 82 144 93

６３ 87 83 146 94

６４ 88 84 148 95

６５ 89 85 150 96

６６ 90 86 152 97

６７ 91 87 154 98

６８ 92 88 156 99

６９ 93 89 159 100

７０ 94 90 162 101

７１ 95 91 165 102

７２ 96 92 168 103

７３ 97 93 169 104

７４ 98 94 170 106

７５ 99 95 171 108

７６ 100 96 172 110

７７ 101 98 173 112

７８ 102 100 174 113

７９ 103 102 175 114

８０ 104 104 176 115

８１ 107 105 178 116

８２ 110 106 180 117

８３ 113 107 182 118

８４ 116 108 184 119

８５ 119 110 185 120

８６ 122 112 186 121

８７ 123 114 187 122

８８ 123 116 188 123
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８９ 123 118 190 124

９０ 123 120 192 126

９１ 123 122 194 128

９２ 123 124 196 130

９３ 123 125 197 132

９４ 123 126 198 133

９５ 123 127 199 134

９６ 123 128 200 135

９７ 123 130 201 136

９８ 123 132 202 137

９９ 123 134 203 138

１００ 123 136 204 139

１０１ 123 137 206 140

１０２ 123 138 208 142

１０３ 123 139 210 144

１０４ 123 140 212 146

１０５ 123 142 213 148

１０６ 123 144 214 149

１０７ 123 146 215 150

１０８ 123 148 216 151

１０９ 123 149 217 152

１１０ 123 150 218 153

１１１ 123 151 219 154

１１２ 123 152 220 155

１１３ 123 153 222 156

１１４ 123 154 224 157

１１５ 123 155 226 158

１１６ 123 156 228 159

１１７ 123 157 229 160

１１８ 123 158 230 161

１１９ 123 159 231 162

１２０ 123 160 232 163

１２１ 123 161 233 164

１２２ 123 162 234 166

１２３ 123 163 235 168

１２４ 123 164 236 170

１２５ 123 166 237 172

１２６ 123 168 238 173

１２７ 123 170 239 174

１２８ 123 172 240 175

１２９ 123 173 241 176

１３０ 123 174 242 177

１３１ 123 175 243 178

１３２ 123 176 244 179

１３３ 123 177 246 180
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１３４ 123 178 248

１３５ 123 179 250

１３６ 123 180 252

１３７ 123 181 253

１３８ 123 182 254

１３９ 123 183 255

１４０ 123 184 256

１４１ 123 185 257

１４２ 123 186 258

１４３ 123 187 259

１４４ 123 188 260

１４５ 123 189 262

１４６ 123 190 264

１４７ 123 191 266

１４８ 123 192 268

１４９ 123 194 269

１５０ 123 196 270

１５１ 123 198 271

１５２ 123 200 272

１５３ 123 201 274

１５４ 123 202 276

１５５ 123 203 278

１５６ 123 204 280

１５７ 123 205 281

１５８ 123 206 282

１５９ 123 207 283

１６０ 123 208 284

１６１ 123 209 285

１６２ 123 210 286

１６３ 123 211 287

１６４ 123 212 288

１６５ 123 213 290

１６６ 123 214 292

１６７ 123 215 294

１６８ 123 216 296

１６９ 123 217 297

１７０ 123 218 298

１７１ 123 219 299

１７２ 123 220 300

１７３ 123 221 302

１７４ 123 222 304

１７５ 123 223 306

１７６ 123 224 308

１７７ 123 225 309

１７８ 123 226 310
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１７９ 123 227 311

１８０ 123 228 312

１８１ 123 229 314

１８２ 123 230 316

１８３ 123 231 317

１８４ 123 232 317

１８５ 123 233 317

１８６ 123 234 317

１８７ 123 235 317

１８８ 123 236 317

１８９ 123 237 317

１９０ 123 238

１９１ 123 239

１９２ 123 240

１９３ 123 241

１９４ 123 242

１９５ 123 243

１９６ 123 244

１９７ 123 245

１９８ 123 246

１９９ 123 247

２００ 123 248

２０１ 123 249

２０２ 123 250

２０３ 123 251

２０４ 123 252

２０５ 123 253

２０６ 123 254

２０７ 123 255

２０８ 123 256

２０９ 123 257

２１０ 123 258

２１１ 123 259

２１２ 123 260

２１３ 123 261

２１４ 123 262

２１５ 123 263

２１６ 123 264

２１７ 123 265

２１８ 123 266

２１９ 123 267

２２０ 123 268

２２１ 123 269

２２２ 123 270

２２３ 123 271
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２２４ 123 272

２２５ 123 273

２２６ 123 274

２２７ 123 275

２２８ 123 276

２２９ 123 277

２３０ 123 278

２３１ 123 279

２３２ 123 280

２３３ 123 281

２３４ 123 282

２３５ 123 283

２３６ 123 284

２３７ 123 285

２３８ 123 286

２３９ 123 287

２４０ 123 288

２４１ 123 289

２４２ 123 290

２４３ 123 291

２４４ 123 292

２４５ 123 293

２４６ 123 294

２４７ 123 295

２４８ 123 296

２４９ 123 297

２５０ 123 298

２５１ 123 299

２５２ 123 300

２５３ 123 302

２５４ 123 304

２５５ 123 306

２５６ 123 308

２５７ 123 309

２５８ 123 310

２５９ 123 311

２６０ 123 312

２６１ 123 313

２６２ 123 314

２６３ 123 315

２６４ 123 316

２６５ 123 317

２６６ 123 318

２６７ 123 319

２６８ 123 320

1192



２６９ 123 321

２７０ 123 322

２７１ 123 323

２７２ 123 324

２７３ 123 325

２７４ 123 326

２７５ 123 327

２７６ 123 328

２７７ 123 329

２７８ 123 330

２７９ 123 331

２８０ 123 332

２８１ 123 333

２８２ 123 334

２８３ 123 335

２８４ 123 336

２８５ 123 337

２８６ 123 338

２８７ 123 339

２８８ 123 340

２８９ 123 341

２９０ 123 342

２９１ 123 343

２９２ 123 344

２９３ 123 345

２９４ 123 346

２９５ 123 347

２９６ 123 348

２９７ 123 349

２９８ 123 350

２９９ 123 351

３００ 123 352

３０１ 123 353

３０２ 123 354

３０３ 123 355

３０４ 123 356

３０５ 123 358

３０６ 123 360

３０７ 123 362

３０８ 123 364

３０９ 123 365

３１０ 123 366

３１１ 123 367

３１２ 123 368

３１３ 123 369
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３１４ 123 369

３１５ 123 369

３１６ 123 369

３１７ 123 369

３１８ 123

３１９ 123

３２０ 123

３２１ 123

３２２ 123

３２３ 123

３２４ 123

３２５ 123

３２６ 123

３２７ 123

３２８ 123

３２９ 123

３３０ 123

３３１ 123

３３２ 123

３３３ 123

３３４ 123

３３５ 123

３３６ 123

３３７ 123

３３８ 123

３３９ 123

３４０ 123

３４１ 123

３４２ 123

３４３ 123

３４４ 123

３４５ 123

３４６ 123

３４７ 123

３４８ 123

３４９ 123

３５０ 123

３５１ 123

３５２ 123

３５３ 123

３５４ 123

３５５ 123

３５６ 123

３５７ 123

３５８ 123
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３５９ 123

３６０ 123

３６１ 123

３６２ 123

３６３ 123

３６４ 123

３６５ 123

３６６ 123

３６７ 123

３６８ 123

３６９ 123

備考　職務の級の最高の号給の額を超える給料月額の適用を受ける職員が降格した場合における降格後の号給については、次の各号に掲げ

　　る降格前の職務の級に応じて、当該各号に定める号給とする。

　(1) ２級　１２３

　(2) ３級　３６９

　(3) ４級　３１７

　(4) ５級　１８１
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７ 名古屋市交通局企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程（令和５年

名古屋市交通局管理規程第９号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１４項中「１００円」を「１円」に改める。 
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名古屋市交通局管理規程第１６号 

 

ドニチエコきっぷの特例に関する規程（令和５年名古屋市交通局管理規程第

１５号）の一部を次のように改正する。 

 

  令和６年３月２９日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

附則第５項中「令和６年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。 

 

附 則 

 この規程は、令和６年３月３１日から施行する。 
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名古屋市交通局管理規程第１７号 

 

乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正する規程（昭和５０年名古屋市

交通局管理規程第１３号）の一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月２９日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

 附則第７項各号列記以外の部分を次のように改める。 

 一部改正条例附則第５項に規定する別に定める額は、附則別表に掲げる運

賃及び車種の区分に応じ、同表右欄に掲げる運賃額以上一部改正条例附則第

４項各号に定める運賃額未満の範囲内において別に定める額とし、次の各号

に定める場合に適用することができる。 

 附則第８項第２号ア中「３，３００円」を「３，４５０円」に、「２，３１

０円」を「２，４１０円」に改め、同号イ中「２０円」を「３０円」に改める。 

 附則第１０項中「一部改正条例附則第５項」を「附則別表」に、「２，３１

０円」を「２，４１０円」に改める。 

 附則の次に次の附則別表を加える。 

附則別表（附則第７項関係） 

運賃 車種 運賃額 

時間制運賃 
大型車 ６，８２０円 

中型車 ５，７６０円 

距離制運賃 
大型車 １４０円 

中型車 １２０円 

 

附 則 

 この規程は、令和６年７月１日から施行する。 
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名古屋市交通局管理規程第１８号 

 

認定鉄道事業者制度業務実施規程（平成１４年名古屋市交通局管理規程第５

号）の一部を次のように改正する。 

 

  令和６年３月２９日 

 

                  名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

 第９条第４項中「「担当課長」」を「この章において「担当の課長」」に改

める。 

第１０条第２項及び第３項中「担当課長」を「担当の課長」に改め、同条第

５項中「確認を行ったことを証する書類（以下「設計確認書」という。）」を

「設計確認書」に改める。 

第１１条第１項中「担当課長」を「担当の課長」に改める。 

 第１２条第３項中「担当課長」を「工事を担当した各課又は公所の長」に改

め、同条第１０項中「確認を行ったことを証する書類（以下「竣工確認書」と

いう。）」を「竣工確認書」に改める。 

 第１３条第５項中「各課又は公所」の次に「（以下「担当課所」とい

う。）」を加える。 

 第１６条第２項中「設計業務又は竣工確認業務を担当する各課又は公所」を

「担当課所」に改める。 

 第１８条第１項中「箇所」を「課又は公所」に改める。 

 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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名古屋市志段味古墳群歴史の里の利用料金の公告 

 

名古屋市志段味古墳群歴史の里条例（平成30 年名古屋市条例第12 号）第 3 条

第 2 項の規定に基づき、令和 6 年 4 月 1 日から令和11 年 3 月31 日までに適用さ

れる名古屋市志段味古墳群歴史の里の利用料金の額について、次のとおり承認

しましたので公告します。 

 

令和 6 年 3 月25 日 

 

名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広  

 

別表第 1  

区分 利用料金の額 

個人（ 1 人 1 回につき） 200  円 

20 人以上の団体( 1 人 1 回につき） 120  円 

定期観覧券（ 1 年券） 800  円 

備考 

 小学校就学の始期に達するまでの者及び中学校若しくは小学校又

はこれらに準ずる学校に在学する者は、無料とする。 

別表第 2  

使用区分 利用料金の額 

大型自動車（ 1 台 1 回につき） 1,200   円 

普通自動車（ 1 台 1 回につき） 300  円 

備考  

 歴史の里における催物その他の行事の開催期間のうち委員会が指

定する期間に利用する場合に限る。 

 

 

名古屋市教育委員会事務局生涯学習部文化財保護室 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 1項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

    

  令和 6年 3月28日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  アスナル金山・ループ金山 

  名古屋市中区金山一丁目31番 ほか 6筆 

 

 2 変更した事項 

 (1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては代表者の氏名 

変更前 変更後 
氏名又は 
名  称 

代表者の 
氏  名 

住  所 
氏名又は 
名  称 

代表者の 
氏  名 

住  所 

名古屋市 名古屋市交
通局長 
小林 史郎 

名古屋市中
区三の丸三
丁目 1番 1
号 

変更なし 名古屋市交
通局長 
折戸 秀郷 

変更なし 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名 

№ 
変更前 変更後 変更

年月
日 

氏名又は 
名  称 

代表者の 
氏  名 

住  所 
氏名又は 
名  称 

代表者の 
氏  名 

住  所 

1 

㈱ストライ
プインター
ナショナル 

代表取締役 
立花 隆央 

岡山市北区 
幸町 2番 8
号 

変更なし 代表取締役
川部 将士 

変更なし 令和
5年 
2月 
1日 

2 

㈱オールハ 
ーツ・カン 
パニー 

代表取締役 
鈴木 基生 

名古屋市中 
区栄二丁目 
4番18号 

変更なし 代表取締役
四方田 豊 

変更なし 令和
3年
10月
1日
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3 

㈱コーエン 代表取締役 
藤澤 光徳 

東京都港区 
赤坂八丁目 
1番19号 

変更なし 代表取締役 
木村 竜哉 

変更なし 令和
4年
5月
11日

4 

㈱メニコン 代表執行役 
田中 英成 

名古屋市中 
区葵三丁目 
21番19号 

変更なし 代表執行役
川浦 康嗣 

変更なし 令和
5年
4月
1日

5 

㈱ファッシ
ョンクロス 

代表取締役 
西川 信一 

東京都中央
区晴海一丁
目 8番10号 

㈱ライフス 
タイルイノ 
ベーション 

変更なし 東京都港区 
北青山三丁 
目 5番10号 

令和
6年
3月
1日

6 

㈱イークロ 
ージング 

代表取締役 
赤木 政一 

名古屋市中 
区錦二丁目 
15番20号 

変更なし 変更なし 名古屋市名
東区一社三
丁目 100番
地 

令和
4年
3月
14日

7 

㈱ウェルカ 
ム 

代表取締役 
横川 正紀 

東京都渋谷 
区神宮前二 
丁目 4番11 
号 

変更なし 変更なし 東京都目黒
区碑文谷 5
丁目11番11
号 

令和
3年
2月
1日

8 

㈱ジーフッ 
ト 

代表取締役 
木下 尚久 

東京都中央 
区新川一丁 
目23番 5号 

変更なし 変更なし 東京都中央 
区新川一丁
目14番 1号 

令和
6年
1月
29日

9 

㈱スタイル 
フォース 

代表取締役 
飯髙 宏 

神戸市中央 
区港島中町 
六丁目 8番
1 

㈱アルカス 
インターナ 
ショナル 

代表取締役
阪本 敏之 

変更なし 令和
5年
6月
1日

10 

名鉄産業㈱ 代表取締役 
林 裕二 

名古屋市南 
区前浜通 7 
丁目28番地 

㈱名鉄生活 
創研 

代表取締役
足立 洋平

名古屋市中 
村区名駅一
丁目 2番 4
号 

令和
4年
7月
1日

11 

㈲バナナレ 
コード 

代表取締役 
田中 秀一 

名古屋市中
区栄二丁目 
4番11号 

㈱ナニワ商 
会 

代表取締役
塩山 知之 

大阪市中央
区心斎橋筋
一丁目 4番
29号 

令和
4年
4月
1日

12 

㈱ワンダー 
コーポレー 
ション 

代表取締役 
内藤 雅義 

茨城県土浦 
市蓮河原新 
町4181 

ＲＥＸＴ 
Ｈｏｌｄｉ 
ｎｇｓ㈱ 

代表取締役
塩田 徹 

東京都新宿
区西新宿八
丁目17番 1
号 

令和
4年
6月
1日

13 

― ― ― ㈱アキュー 代表取締役
長田 泰幸 

浜松市西区
坪井町4183
番地 

令和
5年
12月
22日

14 

㈱芋銀 代表取締役 
小出 崇博 

名古屋市熱 
田区川並町 
2番22号 

― ― ― 令和
5年
6月
30日
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3 変更の日 

 (1) 設置者については、令和 5年 4月 1日 

(2) 小売業者については、2(2)で既述 

 

4 変更した理由 

(1) 設置者については、代表者変更のため 

(2) № 1から№ 4までの小売業者については、代表者変更のため 

(3) № 5の小売業者については、名称及び住所変更のため 

(4) № 6から№ 8までの小売業者については、住所変更のため 

 (5) № 9の小売業者については、名称及び代表者変更のため 

(6) №10から№12までの小売業者については、事業承継による名称及び住所

並びに代表者の変更のため 

(7) №13の小売業者については、入店のため 

(8) №14の小売業者については、退店のため 

 

5 届出の日 

  令和 6年 3月18日 

 

 6 届出書の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

 

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

    令和 6年 3月28日から同年 7月29日まで。ただし、名古屋市の休日を定め

る条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の休日

を除きます｡ 

午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 

 8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意
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見書の提出によりこれを述べることができます。 

 

 9 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 6年 7月29日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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   職員の懲戒処分 

 

 地方公務員法（昭和25 年法律第 261  号）の規定により、次の者を令和 6 年 3  

月28 日懲戒処分に付した。 

 

  令和 6 年 3 月28 日 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

所属及び補職名 処分の内容 処 分 理 由 

子ども青少年局主事 停職 4 月 
地方公務員法第29 条第 1 項第 1 号及び

第 3 号 

経済局主任研究員 停職 1 月 
地方公務員法第29 条第 1 項第 1 号及び

第 3 号 
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